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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年６月１７日

自 午前１１時００分

至 午前１１時１８分

於 委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委 員 長 中島 浩介 君

副 委 員 長 山下 博史 君

委 員 小林 克敏 君

〃 中島 廣義 君

〃 浅田ますみ 君

〃 川崎 祥司 君

〃 深堀ひろし 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 下条 博文 君

〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な   し

５、審査の経過次のとおり

― 午前１１時００分 開会 ―

【中島(浩)委員長】ただいまから総務委員会を
開会いたします。

これより議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、浅田委員、下条委員のご

両人にお願いいたします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日の委員会は、令和元年6月定例会におけ
る本委員会の審査内容を決定するための委員間

討議であります。

それでは、審査方法について、お諮りいたし

ます。審査の方法については、委員会を協議会

に切り替えて行いたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことといたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時 １分 休憩 ―

― 午前１１時１７分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、内容（案）の予備日に集中

審査を加え、この後、理事者に正式に通知する

ことといたします。

ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これをもって本日の総務委員会を終了いたし

ます。お疲れさまでした。

― 午前１１時１８分 閉会 ―



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年６月２８日

自 午前１０時 １分

至 午後 ３時２６分

於 委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 中島 浩介 君

副委員長(副会長) 山下 博史 君

委 員 小林 克敏 君

〃 中島 廣義 君

〃 浅田ますみ 君

〃 川崎 祥司 君

〃 深堀ひろし 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 下条 博文 君

〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

警 務 部 長 伊藤 健一 君

首 席 監 察 官 福山 康博 君

首席参事官兼警務課長 山口 善之 君

総 務 課 長 多田 浩之 君

広報 相談課 長 川本 浩二 君

会 計 課 長 佐藤 一春 君

装備 施設課 長 塩崎 裕三 君

監 察 課 長 杉本 正彦 君

教 養 課 長 久保 宗一 君

厚 生 課 長 矢竹 雅敏 君

留置 管理課 長 古賀 博文 君

生活 安全部 長 田尻 弘久 君

生活安全企画課長 平田 泰範 君

少 年 課 長 田川 佳幸 君

生活 環境課 長 江口麿貴一 君

サイバー犯罪対策課長 中村 敏弘 君

地 域 部 長 宮崎 光法 君

地 域 課 長 平戸 雄一 君

刑 事 部 長 羽田 敏雄 君

刑事 総務課 長 宮原 哲朗 君

捜査 第一課 長 中村 勝重 君

捜査 第二課 長 柴原 雅也 君

組織犯罪対策課長 平井 隆史 君

交 通 部 長 土井  隆 君

交通 企画課 長 松岡  隆 君

交通 指導課 長 植木  保 君

交通 規制課 長 三浦  寛 君

運転免許管理課長 黒﨑  誠 君

警 備 部 長 豊永 孝文 君

公 安 課 長 杉町  孝 君

警備課次席調査官 林田 智治 君

外 事 課 長 船場 幸夫 君

会 計 管 理 者 野嶋 克哉 君

会 計 課 長 福田 修二 君

物品 管理室 長 岩村 政子 君

出 納 室 長 櫻井  毅 君

監査 事務局 長 下田 芳之 君

監 査 課 長 田尾 康浩 君
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人事委員会事務局長 大﨑 義郎 君

職員 課 長 (参 事 監 ) 三田  徹 君

労働委員会事務局長(併任) 大﨑 義郎 君

調整 審査課 長 齋藤太紀雄 君

議会 事務局 長 木下  忠 君

次長兼総務課長 柴田 昌造 君

議 事 課 長 川原 孝行 君

政務 調査課 長 太田 勝也 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（総務分科会）

第 76号議案
令和元年度長崎県一般会計補正予算（第１号）

（関係分）

報告第 1号
平成 30年度長崎県一般会計補正予算（第 7号）
（関係分）

報告第 8号
平成 30年度長崎県庁用管理特別会計補正予算
（第 2号）

報告第 12号
平成 30年度長崎県公債管理特別会計補正予算
（第 2号）

７、付託事件の件名

○総務委員会

（1）議 案

第 78号議案
長崎県危険物等に係る事務手数料条例の一部

を改正する条例

第 79号議案

長崎県手数料条例の一部を改正する条例（関係

分）

第 80号議案
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整備等に関す

る条例（関係分）

第 81号議案
会計年度任用職員の報酬等に関する条例（関係

分）

第 82号議案
長崎県税条例の一部を改正する条例

第 83号議案
長崎県警察関係手数料条例の一部を改正する

条例

第 94号議案
和解及び損害賠償の額の決定について

報告第 16号
長崎県税条例の一部を改正する条例

諮問第 1号
退職手当支給制限処分に係る審査請求に関す

る諮問について

（2）請 願

  な  し

（3）陳 情

・辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の

沖縄県外・国外移転について、国民的議論によ

り、民主主義及び憲法に基づき公正に解結する

べきとする意見書の採択を求める陳情

・要望書（松浦魚市場再整備への財政支援につい

て 他）

・令和 2年度 県の施策等に関する重点要望事項
・米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見

書に関する陳情

・令和 2年度 国政・県政に対する要望書

・辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の
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沖縄県外・国外移転について、国民的議論によ

り、民主主義及び憲法に基づき公正に解結する

べきとする意見書の採択を求める陳情

・長崎奉行所西役所等遺跡群の調査・保存・活用・

公開・整備に関する陳情書 Ⅲ

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 １分 開会 ―

【中島(浩)委員長】 おはようございます。
ただいまから、総務委員会及び予算決算委員

会総務分科会を開会いたします。

これより、議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

78号議案「長崎県危険物等に係る事務手数料条
例の一部を改正する条例」ほか8件であります。
そのほか、陳情7件の送付を受けております。
なお、予算及び予算に係る報告議案につきま

しては、予算決算委員会に付託されました予算

及び報告議案の関係部分を総務分科会において

審査することになっておりますので、本分科会

として審査いたします案件は、第76号議案「令
和元年度長崎県一般会計補正予算（第1号）」
のうち関係部分ほか3件であります。
次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は、従来どおり分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、各部局ごとに、お手元に

配付しております審査順序のとおり行いたいと

存じますが、ご異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。

なお、先般の委員間討議を踏まえ、7月5日金
曜日午後からの県庁舎跡地の遺構発掘調査の方

向性等についての集中審査において、長崎県庁

舎跡地遺構を考える会共同代表の4名で、国立
歴史民俗博物館館長の久留島様、長崎大学名誉

教授の片峰様、カトリック長崎大司教区大司教

の髙見様、長崎県考古学会会長の稲富様を参考

人として招致したいと存じますが、ご異議ござ

いませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議ないようですので、

このように進めることといたします。

これより、警察本部関係の審査を行います。

審査に入ります前に、理事者側から、今回の

委員会から新たに出席することとなった幹部職

員の紹介を受けることにいたします。

【伊藤警務部長】警察本部警務部長の伊藤でご

ざいます。

本日出席しております警察本部の幹部職員の

中で、令和元年5月20日、所管事項説明をさせ
ていただいた時の総務委員会でございますが、

そこで紹介しておりませんでした幹部職員を、

本日ご紹介いたします。

（各幹部職員紹介）

以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。

また、警備課長から、本委員会を欠席し、次

席調査官を代理出席させる旨の届けが出ており

ますので、ご了承をお願いいたします。

それでは、これより審査に入ります。

【中島(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算に係る報告議案を議題といたします。

警務部長より、報告議案説明をお願いいたし

ます。

【伊藤警務部長】警察本部関係の議案について

ご説明いたします。
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予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の警察本部をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第1号知事専決事項報告「平成30年度長崎
県一般会計補正予算（第7号）」のうち関係部
分であります。

これは、さきの2月定例県議会予算決算委員
会におきまして、専決処分により措置すること

について、あらかじめご了承をいただいており

ました平成30年度予算の補正を、3月29日付で
専決処分させていただいたもので、その概要を

ご報告いたします。

警察本部所管の補正予算額は、歳入予算が

1,451万円の増、歳出予算が2億5,717万1,000円
の減であります。

歳入予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

国庫支出金につきまして、土木費、国庫負担

金4,933万4,000円の増であり、そのほかは記載
のとおりであります。

次に、歳出予算の主なものについてご説明い

たします。

一般会計費につきまして、庁費その他一般経

費4,714万9,000円の減であり、その他は記載の
とおりであります。

次に、平成30年度長崎県一般会計歳出予算繰
越明許費繰越計算書報告のうち警察本部関係部

分につきましては、4ページに記載のとおりで
あります。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中島(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより報告議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はございませんでしょうか。

【吉村委員】専決の報告なので、大きく何とい

うわけじゃないんですが、3ページ、装備費で
警察車両、舟艇の維持費等2,196万5,000円の減
ということになっております。これは入札差金

とか、いろんな関係の中で余剰が生じたという

ことだろうと思いますが、それはそれでよしと

なるわけですが、この中身について、後で結構

ですけど、資料を。どのような維持補修をされ

たのかというのをお知らせいただければ、資料

で結構ですので、委員長、お願いいたします。

【中島(浩)分科会長】 補足説明資料にも明細は
出ています。お手元に、最後に加えているみた

いです、資料として。それでよろしければ。明

細が載っているものですね。

【吉村委員】これで大まかには、補正で最終的

にこうなったというのが中項目ぐらいで出てい

るんですけど、中の詳細ですね、何をどうした

かということをお願いしたいと。

【中島(浩)分科会長】 それでは、資料請求がご
ざいましたが、よろしいでしょうか。（「はい」

と呼ぶ者あり）お願いしたいと思います。

ほかに質疑はございませんでしょうか。

【松本委員】 横長説明資料の4ページ、5ペー
ジのところで質問させていただきます。横長資

料の4ページ、交番・駐在所整備費429万円とい
うところでございます。

昨今、交番や駐在所が襲われるという事件が

発生しておりまして、市民の安全を守る駐在所、

交番が脅かされるような事件が続いております。

この交番・駐在所整備費の429万円、どのよ
うなものに対応したのか、そしてまた、今回の

事件も踏まえた上で、交番の安全体制というも

のはどういうふうにとっているのか、お尋ねを
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いたします。

重ねて、5ページの警察施設災害復旧費が510
万円ついていますが、補正額で減額、丸々ゼロ

になっております。こちらも、全額ゼロになっ

た経緯についてお尋ねいたします。

【佐藤会計課長】委員ご指摘の交番・駐在所整

備費につきましては、平成30年度当初予算で交
番のリフォーム経費、電気設備の改修経費、あ

るいは下水道切替え工事等の予算として約

6,600万円を計上しておりました。
ところが、先般の他県での襲撃事件を受けま

して、防犯カメラの増設、あるいは交番のカウ

ンターの改良等、そういった対策を追加で行い、

このリフォーム工事の中の設計変更を行った結

果、その金額が不足したということで増額させ

ていただいております。

もう1点、災害復旧費510万円の件ですが、こ
れは、年間に台風であるとか災害によって被害

を受けた場合に執行する予算になっています。

幸い昨年度はそういった被害がなかったという

ことで、全額返還という形をとらせていただい

ております。

【松本委員】交番の整備費、今回は防犯カメラ

を設置するということで。

大阪の事件も1人になった時に襲撃に遭って
いるということもあります。また、交番も限ら

れた人員で一生懸命やっていらっしゃる中で、

しっかりとした体制が守られるように、今後も

予算をしっかり確保していただきながら守って

いただきたいと思います。

災害復旧費は、もう何もなかったのでゼロと

いうことで、理解いたしました。

【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんか。

【吉村委員】さっきの資料請求で、ちょっと足

らざるところを補わせていただきます。

主に聞きたいのは、舟艇エンジンの定期検査

とか修理ということであるだろうと思いますけ

れども、そこら辺の詳細をお知らせいただけれ

ばと思うところでございます。5年に1回は大き
な検査があったりします。自動車と違って特殊

な要件、要素もございますので、そういうとこ

ろについてお知らせをいただきたいと思います。

よろしくお願いします。

【中島(浩)分科会長】 お願いしておきます。
ほかにございませんでしょうか。

【浅田委員】 減の額は少ないんですが、2ペー
ジのパーキングメーターについてお伺いしたい

です。

最近、年にどれぐらいの収入があるかわかり

ませんが、パーキングメーター自体が、100円
パーキングとかがあちこちにいっぱいあって、

どういうふうな稼働を。これを取り締まってい

る人の人件費とかと見合っているのかなと思う

ことがあるんですが、まず、その実態的なもの

を教えていただけますでしょうか。

【佐藤会計課長】委員ご指摘のパーキングメー

ターの手数料でございますが、平成30年度の決
算で約1,302万円の収入があっております。そ
れに伴い歳出面が、パーキングメーターの料金

の回収業務とか維持管理、点検等に要した経費

が約1,100万円、収支差額が180万円のプラスと
なっております。

ただ、これは平成30年度の決算で落ちたんで
すけど、平成29年度までは400万円程度のプラ
スがあったという状況でございます。

【浅田委員】平成29年度までは400万円程度の
金額が見込めたと。平成30年度では減っていま
すね。

そんな中で、人件費プラス、結構メーターも

古くなっているものも多くあるんじゃないかな
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と。私もよく停めさせていただくので、便利で

あることは確かなんですけれども、そういうこ

とをこれから考えていくと、これがどんどん、

どんどん逆になっていく可能性があるんじゃな

いか、補修とかがその後どうなのかなというよ

うなことが気になったものですから、質問させ

ていただきました。

今、かろうじて180万円のプラスということ
ですが、そういったところも先々見通していた

だければと思っておりますが、いかがでしょう

か。補修の問題とかもあろうかと思います。

【三浦交通規制課長】パーキングメーター等の

今後の整備方針につきましては、委員ご指摘の

とおり、近年、空き地を活用したコインパーキ

ング等の増加により、駐車を取り巻く環境は大

きく変化していると考えております。

さらに、またこれも委員ご指摘のとおり、機

器の老朽化も勘案しまして、平成30年3月には、
3カ所の設置の設備、具体的にはパーキングメ
ーター6基、チケット3基、駐車枠数としては28
枠を廃止したところでございます。

今後とも、コインパーキング等の路外駐車の

設備状況を参考にしながら、維持管理にかかる

費用と駐車需要の費用対効果、この辺を見極め

ながら、利用率の低い箇所については撤去を検

討してまいりたいと考えております。

【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんでし
ょうか。

【中村(泰)委員】 横長資料の5ページ、2、警察
活動費の中の3、交通指導取締費の中で交通安
全施設整備費3,600万円の件で。
この内容としては、信号機の交通安全施設の

整備に要する経費ということで、今回、予定し

ていた信号設備が取り付けられなかった等の理

由があると考えられるんですが、そういった理

解でよろしいでしょうか。

【佐藤会計課長】交通安全施設整備費につきま

しては、年度当初、平成30年度の予算で約10億
円を措置しておりました。ただ、委員ご指摘の

とおり、その工事は競争入札でやっております。

予算でついた数量、本数、基数等については全

て執行しています。ただ、どうしても競争原理

が働いた結果、入札で安くなった、そういった

分を差額として減額しているところであります。

【中村(泰)委員】 なかなか信号が不足をしてい
るというような要望を多くいただいておりまし

て、当初の計画には入っていなかったとしても、

例えば追加で、付けたいところに信号機を設置

するというようなことが、予算が残っているの

であればできるのかなと思うんですが、なかな

か難しいのでしょうか。

【佐藤会計課長】信号機の入札差金というのが、

契約の時期によりましてどうしてもずれて、最

終的な差額が出るのが、例えば12月であるとか
1月になってしまった場合、新たに別に信号機
を新設するとなれば、その工期がどうしてもと

れないという場合がありますので、なかなか難

しい面もあるかと思います。

【中村(泰)委員】 わかりました。
【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんでし
ょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって、質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

報告議案に対する質疑・討論が終了いたしま
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したので、採決を行います。

報告第1号のうち関係部分は、原案のとおり
承認することにご異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算に係る報告議案は、原案のとお

り承認すべきものと決定されました。

【中島(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。

議案を議題といたします。

警務部長より、総括説明をお願いいたします。

【伊藤警務部長】警察本部関係の議案について

ご説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

条例議案1件、事件議案1件であります。それで
は、ご説明をいたします。

横長の総務委員会説明資料、警察本部の1ペ
ージ目をご覧願います。

第83号議案は、長崎県警察関係手数料条例の
一部を改正する条例であります。

この条例は、消費税及び地方消費税の税率引

上げに伴い、「地方公共団体の手数料の標準に

関する政令」に規定する手数料の標準額を引き

上げる改正が行われることから、これに合わせ

た改正をしようとするものであります。

本条例の施行期日は、「地方公共団体の手数

料の標準に関する政令の一部を改正する政令」

の施行期日に合わせて、令和元年10月1日を予
定しております。

同じく資料の2ページ目をご覧願います。
第94号議案は、平成30年1月15日、東彼杵郡

川棚町において、川棚警察署の職員が小型警ら

車で路外から国道に右折進入する際に、左方の

安全不確認により、左方から右折帯を進行中の

軽乗用自動車に衝突したものでございます。警

察側の過失90％と認定されたことに基づき、賠
償金275万5,498円について、和解及び損害賠償
の額を決定しようとするものでございます。

なお、この損害賠償金は、全額保険から支払

われることになります。

同じく資料の3ページ目及び4ページ目をご
覧願います。

これは、公用車による交通事故のうち、和解

が成立いたしました9件の合計129万7,765円を
支払うため、6月10日付で専決処分をさせてい
ただいたものでございます。

この損害賠償金は、全額保険から支払われる

ことになっています。

公用車による交通事故を減少させるため、事

故の発生が多い異動後の対策といたしまして、

異動により運転に慣れていない車両を運転する

者を対象とした教養や訓練を各所属で実施して

いるほか、各所属に指定している安全運転指導

員による若手の同乗指導などを実施して再発防

止に取り組んでおります。

今後も引き続き、交通事故をはじめとする損

害賠償事案を起こすことがないよう、指導を徹

底してまいりますので、ご理解をお願いいたし

ます。

地域部及び生活安全部サイバー犯罪対策課の

新設につきましては、さきの2月定例県議会に
おいて、警察本部の組織に関する条例の一部を

改正する条例を可決いただいておりましたが、

本年4月1日付で、地域部及び生活安全部サイバ
ー犯罪対策課を発足させました。

新設所属の職員をはじめ、県警職員一丸とな

り、時代の要請に応じた警察活動を積極的かつ

強力に推進して、県民の皆様の期待と信頼に応

える力強い警察を確立させ、安全で安心な長崎

県を実現させる所存でございます。
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このほか、犯罪の一般概況について、ストー

カー及び配偶者等暴力事案の認知状況について、

特殊詐欺の被害防止対策について、暴力団対策

について、少年非行の概況について、生活経済

事犯の取締り状況について、交通事故の発生状

況について、「長崎県行財政改革推進プラン」

に基づく取組についてにつきましては、縦長の

総務委員会関係議案説明資料に記載したとおり

となっております。

以上をもちまして警察本部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中島(浩)委員長】 説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はございませんでしょうか。

【深堀委員】 第94号議案の和解及び損害賠償
の額の決定についてであります。

先ほどの説明の中で、専決事項としても数々

の事故のことがありました。いずれの説明でも、

賠償金については保険から支払われるという説

明があったわけですけれども、これまでもいろ

んな事故が発生しております。その事故発生の

軽減に対する取組や、他県の警察組織の事故の

発生状況、もしくは、例えば事故があって全額

保険から適用されれば、当然のことですけれど

も保険料率が変わってくるわけですよね。その

保険料率の水準が、比較してどうなのかと、そ

ういったところの状況をお知らせいただけませ

んか。

【杉本監察課長】他県の発生状況に関してのお

尋ねですけれども、手元に他県の発生状況につ

いての資料がございませんので、後ほどご回答

をしたいと、資料を提出したいと思います。

公用車の交通事故の防止につきましては、委

員からご指摘がありましたとおり、事故の発生

状況の分析を行って対策をとっているところで

ございます。例えば、事故の原因別では、後退

時の後方不確認の事故が多いということから、

誘導員による後方誘導の徹底、単独運転時にも

降車しての死角になる場所の安全確認を徹底す

るように指導をしております。

また、当事者別では若手職員による事故が多

いことから、交通安全指導員による若手職員の

同乗指導を行っております。

このほか、事故防止に資する部外講話、ある

いは研修会を開催するなど、公用車による交通

事故を1件でも減らすように取り組んでいると
ころでございます。

今後も引き続き取り組んでまいりたいと思い

ますので、よろしくご理解をお願いいたします。

【深堀委員】他県の状況、保険料率等々につい

ては後で全然構いませんけど、今回の議案にな

っているケースなんて、ものすごく初歩的な事

故ですよね、安全確認の話なので。今やられて

いるということではあるんですけれども、さら

に徹底した指導を、ぜひお願いしておきたいと

思います。（「関連」と呼ぶ者あり）

【吉村委員】今、深堀委員からあったんですが、

私も個人的に。

毎年、同じ言葉を聞きますね。なので、資料

ばかり請求して申し訳ないですけれども、ここ

数年の件数の推移、それから他県との比較、そ

ういうものを資料で出していただければと思い

ます。

毎年、心がけて訓練をしてと、それぐらいし

かないでしょうが、あと一歩踏み込んで、具体

的にそれならどういうことをやるのかというの

を出していただけないかなと思うわけですが、

そういうことで資料の請求を併せてお願いいた
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します。

【中島(浩)委員長】 よろしいですね、資料をお
願いいたします。

ほかにございませんでしょうか。

【下条委員】サイバーセキュリティについて少

し、条例の方で触れられていますので、よろし

いでしょうか。

一般質問でも私が質問させていただいたんで

すけれども、サイバーセキュリティの特別な課

が設立されたということで、犯罪件数も伺って

おりますが、最近のサイバー犯罪は非常に狡猾

になっておりまして、被害を受けたという実感

がない被害者の方が相当あられるんじゃないか

なというふうに思うんですけれども。

例えば楽天か、そういったＥＣサイトで、1
万幾らというものを購入したと。それに対して

1,000円、何か不正な請求がきていて、クレジ
ットや、そういった明細を見なければ、…

【中島(浩)委員長】下条委員、それは議案外で。
【下条委員】 それは大変失礼しました。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質疑がないようです
ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 討論がないようですので、

これをもって、討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了いたしました

ので、採決を行います。

第83号議案及び第94号議案は、原案のとおり
それぞれ可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、各議案は、原案のとおりそれぞれ可

決すべきものと決定されました。

次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料について、説明を求

めます。

【伊藤警務部長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した警察本部関係の資料についてご説明いたし

ます。

1,000万円以上の契約状況につきましては、
本年2月から5月までの実績は、資料に記載のと
おり10件となっております。このうち、道路交
通情報提供に関する業務委託など3件を随意契
約しているところであります。

以上をもちまして警察本部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中島(浩)委員長】 次に、議案外の所管事務一
般に対する質問を行うことといたします。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はございませんで

しょうか。

【深堀委員】 1点だけ確認をします。今、説明
いただいた資料の6ページ、入札結果の一覧表
の中で、運転免許関係事務委託の案件があるわ

けですが、一般競争入札で1者の応札というこ
とですけれども、第1回、第2回、第3回で随契
見積りということで決定をしているわけで、こ

の経過というか。

第1回目に入れた金額が1億2,000万円ですけ
れども、最終的には7,600万円で契約をしてい
るわけです。これ、第1回目に入れた額からす
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れば63％ぐらいなんですよ。どういうふうに理
解をすればいいのか。何かしら仕様に変更があ

ったのか、そのあたりをお聞かせいただけませ

んか。

【佐藤会計課長】免許事務委託につきましては、

従来、毎年入札をかけておりますが、今のとこ

ろ、交通安全協会1者の参加となっております。
毎年やっている事務委託の契約額は、ほぼ毎

年、人件費アップ分ぐらいで、同じような金額

で予定価格をつくっておりますので、安全協会

からの最初の札はこの金額ですけれども、最終

的には前年度並みの契約金額を随意契約の段階

で入れてくれたということで、落札という形に

なっております。

【深堀委員】説明はそうなんでしょうけれども、

毎年というとおかしいですけれども、初めての

入札じゃないわけですよね。今までの実績もあ

る中で、どう見ればいいのかな。

人件費がほとんどですよね。そうなった時に、

働いている人たちは最低賃金を担保されている

のかなとか、そういったことをちょっと考えて

しまうわけですよね。

額がそんなに、例えば90％ぐらいで契約をす
るのであればわかるんだけど、63％なんですよ、
電卓をはじいたら。これをどう理解していいの

かとちょっと思うんですけど、率直にどんな状

況なんですか。

【佐藤会計課長】警察側の積算では、事務委託

について業務量に応じた積算をやって、毎年度、

予定価格を作成しております。契約についても、

これまで概ね、この金額で落札をしている状況

で、確かに委員ご指摘のとおり、交通安全協会

の方は、札を入れる段階では高めの札を入れて

くることで、少しでも高くとりたいという姿勢

のあらわれかなとは考えております。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

【中村(泰)委員】 5ページ目の長崎県警察本部
庁舎中央監視装置システムの保守点検業務委託、

福岡市の東洋システムさんが受注をされている

ということで、県内企業が受注されていないと。

これは特殊なシステムであるかどうかという

ことを、まずはお伺いをいたします。

【佐藤会計課長】この中央監視装置システムの

保守点検業務につきましては、新たに昨年、警

察本部の新庁舎の部分の空調設備であるとか、

給・排水設備、総合設備等、そういったものを

一元的に運用、管理している総合的なシステム

です。

このシステムを開発、施工した業者が、今回

落札しております東洋システムということで、

入札にするに際しては、ほかのメーカー系も参

入するという話もあったんですけれども、結果

的に、この施工業者1者が入札に参加したとい
う結果になっております。

【中村(泰)委員】 もともとのシステムを、この
福岡のメーカーが設計をして施行をしたがため

に、その後も受注が続いているということで。

これは毎年毎年、発生するようなものだと思

われます。県内業者が受注することは難しいん

でしょうか。一般競争入札なので、応札してこ

なければ、もちろん入札はできないですけれど

も、ご見解をお願いします。

【佐藤会計課長】このシステムのメンテナンス

契約につきましては、内容があまり変わらない

ということで長期継続契約、一応3年契約で実
施をさせていただいております。委員ご指摘の

とおり、全体のシステムについてはこの業者の

施工によるもので、一番システムに詳しいとい

うところがあります。
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いろいろ我々も勉強していかないといけない

ですけれども、そのシステムそれぞれを分割し

て、例えばこの部分については地元メーカーに

できないかとか、そういったところは研究させ

ていただきたいと思います。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 それでは、次に、議案外所
管事務一般について、ご質問はございませんか。

【川崎委員】県警本部の皆様におかれましては、

昼夜分かたず県民の生活、生命・財産をお守り

いただきまして、本当に感謝を申し上げます。

最近の大きな課題といたしまして、高齢ドラ

イバーの事故が連日のように報道されておりま

して、大変危惧をいたしております。

まず、長崎県におけます発生状況について、

お尋ねいたします。アクセルとブレーキとの踏

み間違いによると思われる発生状況について、

お尋ねいたします。

【松岡交通企画課長】まずは高齢運転者による

交通事故につきましては、過去5年間を見ます
と約1,200件前後で推移していましたところ、
平成30年中は1,072件と前年比139件減少した
ところでございます。

その中で、アクセルとブレーキの踏み間違い

が原因と見られる交通死亡事故が、平成30年中
は2件発生しております。うち1件が65歳の高齢
者によるものでございます。

しかしながら、これら2件につきましては、
自損による海中転落事故で当事者が死亡されて

いることから、ブレーキとアクセルを踏み間違

えたという証言もございませんが、警察捜査等

によりまして何らかの要因ということで送致し

ており、統計上、ブレーキとアクセルの踏み間

違いとして計上している事案でございます。

また、令和元年5月末現在における高齢運転
者の交通事故のうち、アクセルとブレーキの踏

み間違いが要因となった交通事故の発生状況は、

発生件数13件で前年同期比マイナス1件、死者
数ゼロでマイナス1人、負傷者数17人でマイナ
ス4人であり、減少傾向を見ております。
しかしながら、このような現在の全国的な状

況、長崎県の状況の交通情勢に鑑みまして、県

警といたしましては、全国で発生している高齢

運転者による事故は本県においてもいつ発生し

てもおかしくないという認識のもとに、交通事

故情勢を分析し、知事部局、自治体、関係機関・

団体等と連携し、適性相談等の運転免許行政対

策や交通事故歴を有する高齢者宅訪問活動等の

安全教育を推進するとともに、事故分析に基づ

いたピンポイントの警察官による街頭活動の強

化等の推進を図っているほか、現在、アクセル

とブレーキの踏み間違いの交通事故が全国的に

報道されていますことから、知事部局等と連携

しながら安全サポート車の普及促進を図るとと

もに、高齢者が参加、体験、実践した交通安全

教育を推進しております。

今後も引き続き、その時々の交通情勢を分析

し、各種交通事故防止対策を効果的、効率的に

推進していこうと考えております。

【川崎委員】ありがとうございました。努力を

し、減少に向け取り組んでおられることは承知

をいたしました。しかしながら、高齢化が進む

に当たって、引き続き力を入れていきながら対

策を講じていただきたいと考えております。

そういった中で、これもよく注目をされてい

るんですが、踏み間違いが起こらないようなさ

まざまなハード面の整備といったものが昨今で

は言われております。こういった対策装置の装
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着の促進について、県警としてどう考えられる

か、お尋ねをいたします。

【松岡交通企画課長】踏み間違い防止ペダルに

つきましては、新聞報道等により、各メーカー

及び汎用品等が出ていることは承知しておりま

す。現在、知事部局と連携しながら、その具体

的な効果について研究、検討を行っているとこ

ろであります。

しかしながら、県警として何もやらないとい

う姿勢ではございませんで、平成30年3月9日に、
県一般社団法人日本自動車販売協会連合会長崎

支部、県警及び県との3者で、長崎県における
安全サポート車、自動ブレーキや踏み間違い時

加速抑制装置が装着された安全サポート車の普

及啓発に関する協定書の締結を行いまして、各

自動車メーカーのご協力のもと、県民の皆様に

現状での先進安全技術、自動ブレーキに加え、

踏み間違い時の加速抑制装置等を搭載している

安全サポート車に体験乗車をしていただき、そ

の有効性等を身をもって体験してもらうという

活動を、平成30年中に25回、2,722人に対して
実施、令和元年5月末現在では3回、798人に対
して実施するとともに交通安全教育、県警ホー

ムページ等を通じて、安全運転サポート車の交

通事故防止や被害軽減の機能などについて、県

民の皆さんに普及、啓発を図っているところで

ございます。引き続き、効果的、効率的に普及

活動も推進していこうと考えております。

【川崎委員】サポートカー、車に搭載をされた

安全装置の普及ということでございましたが、

そういったものが付いていない車への後付けの

装置もあるようでございますので、効果につい

て検証ということでございましたが、早めに進

めていただいて、東京では積極的に補助もしな

がら装着促進に努めておられるようでございま

すので、検討をよろしくお願いいたします。

それともう1点、高齢者に対する指導等をさ
れていること、また、法に基づく認知検査がや

られていることも承知をしておりますが、それ

に加えてＩＣＴの活用等々をしながら、より一

層強化を図っていただきたいと思っておりまし

たところ、先般報道で、新たな取組ということ

で少し見たところがございます。最新の取組と

いうことで、県警としての対策についてご説明

いただきたいと思います。

【松岡交通企画課長】 本年6月24日に、プレス
を対象にした教育機器のご紹介をしております。

この機器は、今年3月に導入しまして、名称が
「Ｈｏｎｄａ動画ＫＹＴ」、Ｋが危険、Ｙが予

知、Ｔがトレーニングということで「ＫＹＴ」

と通称呼んでおります。

この機器は、実際の交通状況を再現した動画

を見ながら危険を予測し、その結果を表示しな

がら、具体的に受講者同士が振り返って議論す

ることで交通安全意識の向上を図ることができ

るものであります。これは、1回につき約20名
の方が同時に受講できるというメリットもござ

います。

導入後、現在のところはまだまだですけれど

も、各種講習におきまして5回の404人に受講し
ていただいております。今後も、この機器等を

有効に活用しながら、高齢運転者をはじめとし

た各世代に対する講習会において効果的、効率

的な活用に努めてまいりたいと思います。

なお、次に予定されております夏の交通安全

県民運動の期間中において、自動車学校等の協

力をいただき、高齢者等約50人を対象とした、
今お話ししました参加体験型講習を実施するよ

うに計画をしております。

【川崎委員】新たな取組ということでご紹介を
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いただきました。ぜひ、そういった促進をして

多くの方に確認をいただきながら、対策を講じ

ていただきたいと思います。

今日は県警を視察させていただけるというこ

とですので、もし可能であれば、少し拝見させ

ていただければと思います。お取り計らいをよ

ろしくお願いいたします。

次に、特殊詐欺の対応について、お尋ねをい

たします。警務部長説明の中にもありましたが、

残念なことに特殊詐欺の被害額が大幅に増加を

していると、大変残念な思いでございます。つ

い2～3日前でしたか、数百万円の被害が報じら
れておりました。

まず、最近の傾向、そしてどういった対策を

講じられているのか、いま一度説明をいただき

たいと思います。

【柴原捜査第二課長】それでは、県内における

特殊詐欺の特徴的傾向、令和元年5月末現在に
ついて、ご説明します。

本県における令和元年中の特殊詐欺の特徴的

傾向につきましては、認知件数が減少傾向、委

員が言われたように被害額は増加しております。

手口別では架空請求詐欺が、認知件数、被害総

額ともに最多となっております。

交付形態別では、認知件数は電子マネー型、

被害総額はキャッシュカード手交型が最多とな

っております。被害者のうち5割が65歳以上の
高齢者となっております。

【川崎委員】以前と違って電子マネー、キャッ

シュカードといった、お金が直接動かない、現

金の受け渡しではなくて巧妙化をしているとい

うこと、本当に腹立たしい思いがいたしますが、

しっかりとまた対策を講じていただきたいと思

います。

犯人のファーストアプローチは、間違いなく

電話なんだろうと、ずっといろんなものを見な

がら、そう感じていて、県警でも録音機能付き

電話機の貸出しを積極的に取り組んでおられま

す。いまだ被害はゼロということで、大変すば

らしい効果を生んでいると思いますが、現在の

録音機能付き電話機の活用状況について、お尋

ねをいたします。

【平田生活安全企画課長】録音機付きの電話機

につきましては、平成27年度から購入をしてお
ります。平成27年5月に300台、平成28年2月に
150台の合計450台を購入しております。また、
平成28年5月に500台を購入して、合計950台を
全警察署に配分して運用を開始いたしておりま

す。

この中で2台は、設置をしていたところ、こ
の方たちが亡くなられて、遺族の方が気づかず

に遺品整理をして処分してしまったということ

で、紛失が報告されております。そういうふう

なことで948台を貸し出しております。
【川崎委員】 被害ゼロですよね。（「ゼロでご

ざいます」と呼ぶ者あり）

ということは、皆様方が涙ぐましい取組をな

さっておられることは報告をいただきましたが、

残念ながらその被害がゼロにならないというこ

とを考え、一方では、この電話機によって、も

う何年ですか、4年ぐらいゼロの状態が続いて、
非常にすばらしい成果だと思うんです。

予算の付け方として、この貸出し台数をです

よ。知事部局もやっていることは承知をしてお

りますが、もう少し、こういったところに強化

をしていって撲滅、ゼロにつなげていくといっ

たことも考えていく必要があるんじゃないかと

思いますが、ご所見を賜りたいと思います。

【平田生活安全企画課長】自動通話録音機を追

加購入して配分することが、特殊詐欺被害防止
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の観点から望ましいことは十分に承知しており

ますが、県内の65歳以上の高齢者人口は約40万
人であり、警察だけの力では予算的、体制的に

も困難と考えられます。

県警としましては、今後も、過去に被害に遭

った高齢者、今後被害に遭う可能性のある高齢

者、このような方を選定の上、貸与者を替えな

がら948台を運用していくとともに、県民の自
主的な購入措置を進めるなど機器の普及に努め

てまいりたいと考えております。

【川崎委員】 高齢者の数が40万人ということ
で、確かに1,000台から比べると追いつかない
というのはよくわかります。啓発をしっかりや

って、その有効性について告知をすることも大

変大事な取組だと思います。

今言われた、過去に被害に遭った方はわかる

でしょうが、被害に遭われるかもしれないとい

う方を、どのようにして検索をされるんですか。

【平田生活安全企画課長】被害に遭われる可能

性のある高齢者というのは、一人でお住まいの

方とか、高齢者夫婦の世帯とか、そのような方

について、タウンページかれこれ、そういうも

のから抽出して貸出しの関係を考えております。

【川崎委員】 タウンページ、電話帳。（発言す

る者あり）

これは福祉の部門ですけど、地域ケア会議と

いうのがあって、恐らく地域の警察官の方は参

加をされているはずでしょう。そういうふうに

昔、答弁をいただいておりました。そういった

ところから的確な情報を得るのが大事かと思い

ます。電話帳はちょっとよくわかりませんが、

そこからどうしてわかるのかが不思議でありま

すけれども。

ぜひ、そういった地域の会議に積極的に入り

込んでいただいて、確認をして的確に貸出し、

台数も増やしてもらいたいし、行き届かなけれ

ばいけない人に行き届くようにしていただきた

いと思います。ご答弁がありますか。

【田尻生活安全部長】 委員ご指摘のとおり、1
件でも県民から被害を出さない取組を県警とし

ては進めております。その中で、特に高齢者を

中心に取組を進めておりますが、警察としても、

一人でお住まいの方か、あるいは夫婦でお住ま

いか、あるいはご家族でお住まいかと、当然そ

ういう話を自分たちでも把握しておりますし、

そういう会議等を通じて把握をしております。

特に、そういう電話等があった時に相談でき

ない家庭はどうしても被害に遭いやすいという

ことで、先ほど課長が申しましたとおり、一人

でお住まいの方、あるいは高齢者夫婦でお住ま

いの方を中心に取付け等を進めておりますとい

う答弁でございました。

これからも、そういう会議等、あるいは我々

警察の活動を通じてそういう方を把握した上で、

被害に遭われないように取付け等の推進をやっ

ていきたいと考えております。

【川崎委員】 繰り返しになりますが、的確に、

行き届かなければいけない人に貸出しをお願い

します。そして、ぜひ台数を増やしていただい

て、啓発も取り組んで強化をいただきたいと思

います。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

【下条委員】先ほどは申し訳ありませんでした。

引き続き、先ほどちょっと私が言いかけたサイ

バーセキュリティの件でお尋ねをしたいと思い

ます。

サイバー空間上の詐欺行為、ハッキング等が

非常に巧妙化しております。新しい専門の課が

設立されたということですけれども、こういっ
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た巧妙化している手口を、今現在、分析が進ん

でいるかどうか、少しお尋ねしたいと思います。

【中村サイバー犯罪対策課長】委員ご指摘のと

おり、サイバー犯罪は非常に悪質化、巧妙化し

ております。

この中で分析としまして、最近多い相談とい

たしましては、実在する企業をかたったショー

トメッセージのフィッシングなど、こういうも

のが多うございます。

これに対しましては、サイバー犯罪対策課発

足以降、情報発信などに努めてまいっていると

ころでございます。

【下条委員】私が考えますのが、プログラミン

グの世界ですので、非常に対応が難しいと思う

んですけれども、その中には稚拙な犯罪行為と

いうのが見受けられます。

先ほど言いかけたんですけれども、物を買っ

た時に追加をして、あまり自覚が持てないよう

な少額の、例えば10％や5％ぐらいの金額を重
ねて請求をして、カード決済をして、あまり明

細を見なくて、確認をせずに支払いをするとい

うようなものがあると思うんです。

こういった、あまりレベルが高くないような

サイバー犯罪については、啓蒙活動などをです

ね。気をつけてくださいとか、明細を見てくだ

さいとか、そういったことが非常に有効なので

はないかと思うんですけれども、そういったお

取り組みはお考えでしょうか。

【中村サイバー犯罪対策課長】県民の皆様への

啓蒙活動というお話と理解しております。これ

に関しましては、先ほど申しましたとおり情報

発信など努めておりますが、今後、ＬＩＮＥ、

全国で7,500万人ぐらいが使っていらっしゃる
と記憶しておりますが、こういうようなことを

含めまして、県民の皆様に広く情報発信をして

いくような環境なども整備してまいりたいと考

えております。

【下条委員】 わかりました。

私はもともとインターネットプログラム関係

の仕事をしておりまして、実はお客さんから直

接こういったお話を聞いております。こういっ

た明細がきているんだけれども、どう思います

かと。

私はもちろんそういったものの専門ではない

ので、見せていただくと、違う経路からそうい

った請求がきているということがありまして、

これは本当にわからない。つまり被害に遭って

いることの自覚がないというものがありますの

で、ぜひとも、こういった目に見えない…。

中身は、そこまで手が込んでいるものじゃな

いんですよ。ただ、侵入ルートというのは、フ

リーＷｉ－Ｆｉも含めてかなり、それは複雑です

ので、そういったものの分析も含めて、ぜひと

も取り組んでいただきたいと思っております。

よろしくお願いします。

【浅田委員】先ほどから高齢者の交通関係のこ

とのご質問があっているかと思うんですけれど

も、家族の方もですね。

高齢者の方々、生活の中でどうしても車を外

せない地域とかがありまして、二次交通の問題、

今後の地域の交通体系の問題等々と含めて、い

ろいろ解決をしていかなければならないこと、

非常に多いと思います。

うちにも高齢者がいるんですけれども、免許

を取り上げたいと思っても、本人の自覚が、な

かなかなくて。事故を起こす方もそうだと思う

んですけど、「自分に限っては大丈夫」と、「自

分は運転は非常に得意なんだ」といつも言いま

す。

免許の更新に行っても、認知の部分だけでの
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調査だと、それは問題ないと言われて帰って来

るんですけど、そもそも運転技術の部分をチェ

ックできるようなことがないのかなと。もっと

身近なところで、高齢者の方々の自覚を促すよ

うな、認知の部分だけではなくて技術面的なと

ころももっとフォローできるようなことはない

のかなと思っているんですが、そういったとこ

ろはどのような状況になっているんでしょうか。

【黒﨑運転免許管理課長】委員ご指摘のように、

現在の体制で申しますと、高齢運転者のチェッ

クをするに際しては、認知機能検査と高齢者講

習、この2つの法に基づいた検査しかない現状
にあります。

これだけでは物足りないというところも確か

にございます。ですから、例えば、通常の運転

中に危ないような運転をした方を現認した警察

官、そしてちょっとした事故、物損事故を起こ

した高齢者を処理した警察官、こういった人た

ちに通報をお願いするといいますか、通報して

いただくようなシステムをつくっております。

そういった、高齢者の講習、認知機能検査以外

でカバーできるような体制も構築して、現に運

用しているところでございます。

【松岡交通企画課長】 委員ご質問で関連して、

教育の関係でお答えさせていただきたいと思い

ます。

県警では平成22年に、宝くじ事業予算で交通
安全教育車を更新して導入させていただいてお

ります。その車は模擬運転、ドライビングシミ

ュレーションを搭載した車両で、県警では現在

1台保有しております。そのドライビングシミ
ュレーターでは、先ほどＫＹＴとご説明しまし

たが、危険予知もできますし、さらには老齢に

伴う身体的機能の低下と自動車の運転に与える

影響等を認識させる交通安全教育ができる機能

も有しております。

これで、平成26年から本年5月末までに555
回、2万7,420人の方に体験していただき、高齢
者65歳以上に関しましてはやや少ないんです
が、136回の6,052人に体験をしていただいてお
ります。

今後とも、先ほどお話ししました安全教育資

器材とこの車両を有効に活用しながら、高齢運

転者の自覚を促すよう効果的、効率的な活用に

努めていきたいと考えております。

【浅田委員】いろんな形で策を打っているとい

うことは一定理解いたしました。

そのシミュレーション車、教育車は今、県内

に1台ということで、2万7,420人の方々が体験
をなさったと。

我が県の高齢者数、65歳以上の方に対して、
この1台で適切なのかどうなのか。他県との比
較で、他県はもっともっと持っていて、もっと

密接なところで、いろんな形でこのシミュレー

ションをやってもらっているのではないか。

すみません、私、これを経験した方、シミュ

レーションカーに乗って実際に自分の運転がど

うなのかと試した方のお話を聞いたことがない

ものですから、もっともっとこういうところも

広めていかないといけないと思っているんです

けれども、1台で適切なのかどうか、そして、
どういう形で地域を回って体験をしていただい

ているのか、具体的にお答えいただけますか。

【松岡交通企画課長】 まず、1台で適切かどう
かということですけど、これは宝くじ助成事業

予算で協会の方から平成22年に更新をしてい
ただいた車両でありまして、さまざまな場面を

考えれば必要性もあろうかと思いますけど、予

算面とかいろいろ考慮すれば、検討の余地があ

るのかなと今のところ思っております。



令和元年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（６月２８日）

- 18 -

各種講習におきましては、各警察署が高齢者、

もしくは子どもさんたちの講習を行います時に、

うちの方に要請がありまして、それが時間的、

場所的に、うちの車に予約が入っていない限り

においては、その都度、現場に持っていき、そ

こで体験をしていただくという形で活用をして

おります。

【浅田委員】 その1台がお幾らなのかというの
も、後で教えていただければと思います。それ

がどういった感じで、自治体として購入すべき

かしないかということも考えようがあろうと思

いますので、教えていただきたいと。

実は高齢者の経験している方が少ないみたい

と、多分お子様とか、そういうイベントでの活

用になっているかと思うんですけれども、これ

は、自信をもって運転をしていらっしゃる高齢

者の方々に、もっともっと積極的に体験をして

いただく必要性があろうと思います。そういっ

たところをもっと検討をいただいて、回数を、

そして体験する方を増やしていただかないと。

免許の切り替えの時の認知検査だけでは、年

数がどんどん進んでいくということもあろうか

と思いますので、積極的な投入をしていただき

ますようご要望と、また後ほど資料はお願いし

たいと思います。

それともう1点。こうやってこちらから理事
者の皆様方の席を拝見しますと、女性が非常に

少ないのではないかなと。女性の活躍が求めら

れている中、ストーカー事案とか、配偶者暴力

事案とかがある中で、女性の相談窓口であった

り、上の方にいて意見を言えるような立場にい

るということも必要なのではないかと思ってい

るところですが、そのあたりを県警全体として

どのようにとらまえて、実際やられているかを

教えてください。

【伊藤警務部長】県警といたしましては、女性

活躍について、女性のポストの拡大も含めまし

て対策を講じております。

県警につきましては、まだ最高ポストの警視

というクラスの女性はありませんけれども、女

性の所属長が一日でも早く出るように、いろい

ろと配慮しながら、女性のキャリアアップにつ

いても対策を進めているところでございます。

【浅田委員】なかなか答えづらい、難しい部分

もあろうかと思います。

先ほど予算表を見ていた中で、給与の部分が

大分、7,000万円ほど減額をしているのは、県
警の中においても働き方改革とか、残業費とか、

そういったところを進められている。

お子さんを育てながらとか、家庭をもって働

いている女性にとっては、こちらの行政職も一

緒ですけれども、県警においてもかなり負担が

伴うようなことだと思います。

しかし、同じように相談者にしても、犯罪を

犯す側、犯される側にしても、やっぱり女性が

大半を占めるところもあろうと思いますので。

これは全国的な部分ですか。長崎が少ないの

か、全国的にやっぱり女性の登用の部分の難し

さがあるのか、どういう状況ですか。

【山口首席参事官兼警務課長】 全国的に現在、

女性警察官の割合をおおむね全体の10％を目
指すというふうな目標を掲げて取り組んでおり

まして、本県も、令和5年の4月までに10％、人
数にしますと308人まで増やすということで、
長崎県だけが突出して低いとか、そういうふう

な現状にはございません。

【浅田委員】全国的な問題であろうとは思いま

すけれども、やっぱりもう少し女性の活躍の場、

職場環境とか、そういったところも環境整備、

整えていくということが併せて必要なのではな
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いかと思います。

今日、この後に視察に行かせていただき、い

ろんなところを拝見させていただければと思っ

ています。

3ページのストーカー及び配偶者の暴力事案
について、現状は長崎県では7件減少している
んですけれども、配偶者の暴力事案については、

子どもへの影響等々がかなり大きく、受けた側、

見た子どもたちが、将来自分たちがそうなって

いく負の連鎖というのがよく言われているとこ

ろだと思うんです。

数的には減ってはいますけれども、長崎の実

態として、教育委員会等々との連携も必要かと

思いますが、今、警察としては、このあたりを

どのように分析なさっていて、今後につなげて

いこうとしているのか、教えてください。

【平田生活安全企画課長】 本年4月末までに県
警察で認知したＤＶ事案は100件、前年比マイ
ナス7件であります。
また、ＤＶ事案に関して、子どもの面前での

ＤＶとか、けんかにつきましては、児童に対す

る心理的虐待というふうに捉えて、児童相談所

にも積極的に通報するようにいたしております。

【浅田委員】 100件、マイナス7件というのは
資料に書いてありますので存じているんですが、

面前ＤＶとかがどの程度あって、児童相談所と

のやり取りという中で。

我々は、児童虐待のところにおいても、警察

の介入的な部分を少し推し進めていただきたい

ということを前々からお願いしているところで

ありますので、そういったところのもっと詳し

い現状というのをですね。面前ＤＶがどれぐら

いあって、その後、子どもたちにどういうケア

をなさっているのか。警察としては、児童相談

所に情報を流しましたよ、で終わっているのか

どうなのか。

その後のＤＶ被害者の方々、認知件数も100
件ございますので、また同じようにフォローを

していかなければならない中で、きちっと状況

を踏まえて動いていただけているのか、もう少

し詳しい現状を教えてください。

【田川少年課長】 平成30年中の児童虐待の認
知件数は296件でございまして、前年比プラス
134件と増加傾向にございます。
そのうち児童相談所に通告しました児童の人

数につきましては404人ということで、これも
前年比プラス160人と増加傾向にあります。
態様別につきましては、児童相談所に通告い

たしました404人中、心理的虐待ということで
279人を通告しておりまして、これは69％とい
う高い割合になっております。いわゆる心理的

虐待が約7割ということで、このうち面前ＤＶ
が256人と92％を占めております。
ケアといたしましては、少年サポートセンタ

ーのほか児童相談所、あるいは学校、関係機関

と協力、連携をしながら対応しているところで

ございます。

【浅田委員】 配偶者暴力イコール児童虐待と、

併せてというところが非常に大きいんだなとい

うのが数字的に改めて出たわけですけれども、

このあたりを学校との連携を。

その後、子どもたちが学校に行けなくなった

り、どんどん負の連鎖が増えているような状況

で、これは長崎県だけの問題ではないと思いま

す。ただでさえ少ない子どもたちの未来を守る

べく、県警の皆様のお力をもっともっとお借り

いただければというふうに切に願っております。

そして、時間の都合上、もう1点だけ質問さ
せてください。

薬物の部分でございます。5ページにありま
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すが、長崎でも13人を検挙となっております。
この検挙した人たちの回復力というか、また同

じように再犯を繰り返す、いろんな方々がいら

っしゃると思うんですが、現状、長崎ではどの

ような形なのか、もっと詳しいところを教えて

いただけますでしょうか。

【平井組織犯罪対策課長】薬物の情勢につきま

しては、全国的な流れもありますので、その点

を踏まえて併せてご説明をしたいと思います。

平成30年12月末現在、全国で薬物違反として
検挙された人員は1万3,862人いらっしゃいま
す。前年同期と比較すると323人の増加です。
薬物の態様別で見ますと、覚せい剤事犯の検

挙人員は9,868人、前年同期比マイナス245人で
す。大麻事犯の検挙が3,578人、前年同期比プ
ラス570人となっております。
近年、覚せい剤事犯の検挙人員は、わずかな

がら減少傾向にあります。全国的に見ると約

1,000人ほど減少している現状にあります。
一方、大麻事犯の検挙人員は、平成26年以降、

特に若者層を中心に増加傾向にあり、平成30年
12月末現在、統計を取り始めて以来、過去最多
となっているような状況であります。

一方、県内におきましては、平成30年中は検
挙人員は40人であり、この点はマイナス18人と
なっております。罪種別で見ますと、覚せい剤

事犯の検挙人員は19人、前年比マイナス20人、
大麻事犯の検挙人員は20人、前年同期比プラス
4人となっております。
今年5月末現在で、全体では21人を検挙して、

プラス5人となっております。覚せい剤事犯は
15人、前年同期比プラス7人、大麻事犯の検挙
人員が5人、前年比マイナス3人、麻薬等その他
の検挙人員は1人で前年同期比プラス1人とな
っているような状況であります。

特徴といたしましては、全国情勢と同様に、

覚せい剤事犯の検挙人員は、前年比で見ますと

減少しておりますけれども、大麻事犯について

は増加しているような状況にあるところであり

ます。

また、県内の薬物事犯の特徴といたしまして

は、県内に密売をするような大物の人物の把握

はありません。末端消費地としての色合いが強

く、上部被疑者は福岡、佐賀、熊本などに居住

する暴力団等の密売人であることを確認してい

る状況であります。

【浅田委員】減少している中で、やっぱり気に

なったのが若年層にということ。昔と違って、

ネットとかで簡単に流通していたり、いろんな

人的な出会いがあったりと危ないところがあろ

うと思います。

学校でも、覚せい剤だったり薬物の危険防止

というような講習などをしっかりやられている

と伺っているんですけれども、このあたりは、

子どもたちだったり、やった方々の再犯をなく

すため、検挙をした後のフォローは、どれぐら

いきちんとやられているんでしょうか。

【平井組織犯罪対策課長】これらにつきまして

は、薬物の使用状況、中毒状況を見ながら、医

療機関への通報とか、支援団体等がありますの

で、それらの方々の支援を受けながら、立ち直

り的な部分をやっていると把握しております。

【浅田委員】 時間だと思うので、また後で。

【中島(浩)委員長】 ほかにありませんか。
【松本委員】高齢者の事故が相次いでいるとい

うことで、先日、交通死亡事故の発生状況の資

料をいただきました。細かいところまで書かれ

ておりますが、平成29年の死亡事故の件数は、
長崎県で47件、そのうち高齢者が関わっている
のが35件で、実に74％を占めているということ
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でございます。先ほどから質疑があっている中

で、加害者になるということもそうですが、35
件のうち、高齢者の歩行中の事故が20件あると
いうことで、加害者にもなるし被害者にもなる

ということが数字で出ております。

この高い数字に対しては大変危機感を感じる

のですが、その翌年の平成30年は、死亡事故36
件に対して高齢者は17件ということで47％ま
で減少をしているというデータも出ております。

恐らく、高齢者事故対策に県警としても具体

的に取り組まれた成果であるとは思うんですが、

被害者にならないため、そして加害者にならな

いため、県警として具体的にどのような取組を

しているのか、お尋ねをいたします。

【松岡交通企画課長】ただいまのご質問の内容

にありましたが、交通事故による死者数の高齢

者の割合は、平成15年以降、例年約5割以上は
占めておりました。平成28年及び平成29年は約
7割、先ほどご説明があったように70％以上を
占めるということで、高齢の運転者、歩行者を

取り巻く情勢はかなり厳しいものだと我々は認

識をしました。

このような情勢の中、平成30年中、県警にお
きましては、高齢者の交通事故抑止の対策に重

点を置き、先ほど説明をさせていただきました

高齢運転者対策に取り組んだほか、高齢者の歩

行者保護対策として、知事部局、関係機関・団

体等と連携して、特に、Ｖ・ファーレン長崎の

社長であります高田明さんを活用した道路横断

中の交通事故防止にかかるＣＭを作成し、放映

をしております。

また、このお声をお借りしまして、長崎市内

の限定となりますけれども、長崎電気軌道のご

協力をいただきまして車内アナウンスの中で、

高田明さんの声をアレンジさせていただきまし

て、それを流すなどして歩行者保護対策をして

おります。

また、これも先ほどから運転者の自覚という

言葉もございましたので、歩行者の歩行速度の

低下や反射神経が低下していることを認識して

いただく機材等も活用しながら、その低下を実

感できる教育を推進していくとともに、交通事

故の発生状況を県警の方で分析をいたしまして、

ピンポイントといいますか、重点的にそこに警

察官が街頭活動を行い、高齢者の方が横断歩道

を渡る時などはご指導をさせていただきながら

啓発を行った結果、平成30年中の交通事故の死
者数に占める高齢者の割合は、平成15年以降15
年ぶりに47.2％と5割を下回ったのではないか
と思っております。

なお、交通事故を抑止する対策の効果につき

ましては、中・長期的な立場に立って効果を検

証していく必要がございますので、一概には申

し上げられませんが、今ご説明した対策が高齢

者の死者数が減少した要因の一端ではあるので

はないかと我々は考えております。

【松本委員】今ご説明があったとおり、注意喚

起をあらゆる側面で対応していくことで数値と

して出てきていますので、さらにしっかりと取

り組んでいただいて、県民の方々、高齢者の方々

の意識を変えていくことがまず大事だと思いま

すし、加害者になる場合についても、先ほど答

弁にありました高齢者講習の中でですね。

担当している教官の方から、かなり危ない方

もたくさんいらっしゃったと、特に一時停止が

できていない方をそのまま路上に出していいの

だろうかと言う方もいらっしゃった。だから、

そういうところを更新のたびごとに強くお伝え

をして、被害者、加害者にならないような取り

組みを。
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ご家族の方にしてみれば、元気にしていたの

に突然命を奪われるということは、本当にあっ

てはならないことですので、そちらは警察だけ

ではなくて地域の方々も連携して取り組んでい

ただきたいと思います。

そして、高齢者が加害者になる事故が相次い

だことで、全国的に免許の返納者が増えている

という報道を見ました。そういうのを見て、自

分もちょっと危ないかなと思って自発的に返納

される方が増えているということですが、昨年

度と本年度の免許の返納者の推移についてお尋

ねをいたします。

【黒﨑運転免許管理課長】委員ご存じのように

全国的にも、そして県内でも免許の返納者数は

増加している傾向にございます。

昨年、平成30年の返納数は4,239人、一番多
かったのは平成29年で4,573人でありました。
今年5月末現在で2,117人が返納されています。
これは、平成29年の一番多かった時期とほぼ同
じようなペースで推移していますし、昨年の同

時期からしますと218件の増加ということで、
非常に急激に増えている状況にあります。

さらに、4月と5月を比べますと、4月は全体
で405人の返納者に対して、5月は502人と約
100人ほど大きく増加している現状にございま
す。

【松本委員】ご自身で判断されて返納しておら

れることは、自発的でよろしいかと思います。

ただ、返納をすることによって交通弱者にな

るわけでありまして、当然車に乗れなくなるわ

けでありますから、そういった時、都市部では

いいんでしょうけれども、過疎地域とか、そう

いったところでは生活が不便になったりするの

で悩んでいると相談を受けたことがございます。

そういった返納者への対応はどのように考え

ていらっしゃるのか、お尋ねいたします。

【松岡交通企画課長】長崎県においても、自主

返納した後の支援というのはかなり重要な課題

という認識はもっております。

その中で、各自治体や企業に対しまして、昨

年中も十数回、支援の要請を、県警としても県

の知事部局と連携をしながら行って、その時に

ご理解はいただいているんですけれども、いろ

いろなご事情があってなかなか難しいのかなと

いうことで、実現しておりません。

しかしながら、今年に入りまして1企業に対
してさらに、同じところですけど、そこにもま

た再度、粘り強くお願いするなどして、この支

援の拡大という形で、知事部局と連携していこ

うという考え方でございます。そういうスタン

スで、現在、積極的に取り組んでいるところで

ございます。

【松本委員】 今後、どんどん、どんどん免許返

納者が増えて交通弱者が増えていく状況の中で、

やはりそういった相談が今後増える可能性が推

測されます。

他県においては、公共交通機関の補助をして

いらっしゃる自治体もございますが、長崎県の

中ではまだ、そういったものが進んでいないの

は答弁のとおりでございます。

ただ、これは警察が担当することではなくて

民間ではございますが、やはり市町や県も協議

をしていただいて、どういった形での支援がで

きるのか、財政的な面もあるとは思いますが、

いずれにしても、今後、交通弱者が増えていく

ことは見込まれるわけでございまして、そうい

った中での検討、協議を重ねていただいて、対

応策を協議していただきたいと思います。要望

です。

【中島(浩)委員長】 ほかにございますか。
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【中島(廣)委員】 ここでは私だけが高齢者講習
を受けていると思うんですけど、70歳になった
時と73歳、今年受けました。
チェックをずっとされますね、試験場で。そ

れを警察に持っていって、警察でチェックをす

るわけか。試験場でやるでしょう、認知症のね。

それと実地をやるでしょう。そういうものを警

察でチェックをされるわけですか。

【黒﨑運転免許管理課長】委員がおっしゃった

のは、恐らくは自動車学校とかでされた認知機

能検査と高齢者講習のことと認識しているわけ

ですが、これについての内容の精査、この内容

について正しくチェックされているかというこ

とについては、当方、運転免許管理課の教習指

導係で厳しくチェックをして、間違いがあるよ

うであれば、例えば、本来は第3分類にあるべ
き点数であるのに、これが間違ったために第2
分類になっていたというふうな形であれば即、

その辺については自動車学校の方に警告と指導

をなし、正規な数値により通知をするような形

で指導をしております。

【中島(廣)委員】 さっき、お二人からあったけ
ど、実地の方は本当に甘いですよ。Ｓ字とか幅

寄せとか、そういうものは脱輪しても「問題あ

りません」と、免許切り替えにはですよ。だか

ら、一番の問題はここなんですよ。認知機能検

査の判定も大事でしょうけど、もう少しね。

例えば脱輪とか急発進とか、そういうものを

実際にやりますからね。坂道発進とか、そうい

うものについては、講習を受けた人がちょっと

でも何かがあったらチェックをして、更新の時

に、ある程度厳しく注意をするとか、そういう

ことをやらなきゃ。

本当に、この実地講習は甘いです。私は2回
受けましたから、その点を十分注意してやって

ください。そうしなければ、高齢者の事故は減

らないと思いますよ。ですから、その辺のチェ

ックをもう少し、ある程度厳しく、そしてちゃ

んと注意を促すようにやってください。

【黒﨑運転免許管理課長】委員のご指摘につい

ては、年に2回ほど、自動車教習所とか届出自
動車教習所等の会合がありますので、その際に

委員のご指摘等についてお伝えし、もうちょっ

と厳しくというところと、厳格に指導をなすよ

うな形について、こちらの方としても自動車学

校等の管理者等に対して指導してまいりたいと

思います。

【中島(廣)委員】 それと、女性の方は、軽自動
車でしょう、普通は運転がですね。高齢者の方

はほとんど軽自動車なんですよ。それが、自動

車学校では普通車でやる。だから、脱輪とか幅

寄せとか、感覚がちょっと違うんでしょう。そ

こら辺も、できれば高齢者が乗っているような、

例えば軽自動車でさせるとか、そういうものを

しなければ。

もう本当に脱輪とかが多いですよ。私も3名
の方と、大体3名でやるわけですけど、本当に
高齢の女性の方なんかは大変ですから、その点

をもう少し配慮してやって。

脱輪とか、幅寄せとか、ポールにぶつかるよ

うなこととか、やはりもう少し注意を、技術面

でやっていただくように、ぜひお願いをしてお

きます。

【黒﨑運転免許管理課長】委員ご指摘の軽自動

車での教習ということについて、全国的にも、

そして県内的にも実施していないところでござ

いますが、これについて今後の検討材料として

認識し、お伝えしたいと考えております。

【小林委員】改正刑事訴訟法についてお尋ねを

したいと思います。
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新聞とかマスコミ等によりまして、この6月1
日から、改正刑事訴訟法が施行されたと大きく

報道をされております。

まず、この改正刑事訴訟法について、どんな

内容のものか、どんな中身なのか、これについ

てお尋ねをしたいと思います。

【宮原刑事総務課長】刑事訴訟法の一部改正す

る法律ということで、6月1日に施行がされてお
ります。これは、取調べの可視化というところ

で、録音・録画制度について改正がなされてお

ります。

身柄拘束中の被疑者に対しまして、法定刑が

死刑、無期の懲役・禁固に当たる罪などの一定

の重罪に当たる事件、いわゆる裁判員裁判対象

事件に係る事実について取り調べる場合、原則

として、その全過程の録音、録画が義務づけら

れる制度であります。

これを定めた刑事訴訟法等の一部を改正する

法律が、平成28年6月3日に公布をされまして、
本年6月1日に施行されております。
【小林委員】今の答弁によりまして大体わかり

ましたが、例えば裁判員裁判対象の事件等にお

いて、被疑者に対する取調べの際、録音あるい

は録画と、いわゆる可視化するというような形

の中で、これが義務化されたんだと、こういう

内容ではなかったかと思います。

今お話がありますように、平成28年6月3日か
ら3年間、試行してきたと思うんです。その試
行結果を踏まえて、今回新たに6月1日に、この
可視化が、いわゆる義務となったということで

ございますが、この3年間の経過を踏まえて、
どのような現況にあるのかと、この内容につい

てお尋ねをしたいと思います。

【宮原刑事総務課長】この試行から、今度施行

されたということで、その間、平成28年10月1

日から、警察庁主導のもと、裁判員裁判対象事

件等の被疑者を逮捕した場合は、原則、全過程

取調べの録音、録画を実施するということで試

行が始まりまして、また、知的障害とか精神障

害、発達障害等の障害を有する被疑者の中にも、

言語によるコミュニケーション能力に問題があ

り、または取調官に対する迎合、もしくは誘導

される可能性が高いと認められる者が存在して

おりますので、該当する被疑者の身柄事件につ

いても、可能な限り広く録音、録画を実施して

準備を進めてきたところであります。

【小林委員】 今の答弁のように、この3年間、
実績を積み重ねてきたと、恐らく最初のスター

トから年々これが拡大されてきたのではないか

と、こんなような推測をいたすわけであります

けれども、では、この3年間のトータル的な実
績、この可視化をこの3年間でどれぐらいの件
数を試みたか、この総件数についてお尋ねをし

てみたいと思います。

【宮原刑事総務課長】件数についてであります。

平成28年中は10月以降となりますが、裁判員裁
判対象事件が3件、先ほど申しました知的障害
者等の被疑者に係る事件は8件でやっておりま
す。平成29年中で、裁判員裁判対象事件が23件、
知的障害者等の関係が45件。平成30年中は、裁
判員裁判対象事件は34件、知的障害等の関係が
49件、また本年は5月末まででございますけれ
ども、裁判員裁判対象が2件、知的障害等が19
件という数になっております。

【小林委員】年々、その実績が拡大されてきた

ということ、この可視化の内容についてはよく

わかったわけでございます。

この可視化については、裁判員裁判対象の事

件については全部が対象になるのではないかと

考えてはおるんですけれども、原則としてと、
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原則という言葉が何回か出てきております。要

するに、対象の義務化ということについて、そ

ういうことであるけれども、一方において原則

ということになっているわけです。この原則と

いうのはどういう意味なのかと。

つまり、原則というところによっては全くも

って、可視化の対象であるけれども、義務化の

対象であるけれども、やらなくてもよろしいと

いうようなことをおっしゃっているのか、つま

り例外的な措置がそこにあるのかどうか、この

辺のことについてはいかがでございますか。

【宮原刑事総務課長】録音・録画を実施しない

でいい例外事由が4つございます。
1つが、機器の故障等で録音・録画ができな

い場合、2点目に被疑者の拒否等によって録
音・録画を実施しても十分な供述を得ることが

できないと認める場合、3点目が指定暴力団の
構成員による犯罪の場合、4点目が、録音・録
画を実施した場合、被疑者その他親族に生命・

身体・財産等に何らかの被害が及ぶ恐れがあり

被疑者が十分な供述をすることができないと認

められる場合、この4点でございます。
【小林委員】 今、4つの例外的な規定がそこに
あるんだということをおっしゃいました。

先ほどからの数字の中で、3年間の実績の中
において、この4つの例外とか、あるいは原則
とか、こういうようなところに当てはまるよう

な件数はございましたか。

【宮原刑事総務課長】例外事由に該当した件数

でございますが、拒否というのが1件あるよう
ですが、すみません、後で正確な数を持ってま

いりますので、よろしくお願いいたします。

【小林委員】いわゆる原則とか例外措置、こう

いうところは4つの要件があるということであ
りますけれども、その4つの要件の中で機器の

故障とかということが1番目に出てまいりまし
た。機器の故障というのがあり得るんですか。

義務化される事件の被疑者の取調べの中におい

て、4つ決まっているというけれども、長崎県
警においてはそんなことは絶対にないだろうと

私は思いますけれども、可視化について義務化

になってスタートしていて、機器の故障で、可

視化しなければならないと義務化されているに

もかかわらず、それができなかったと、こうい

う案件を聞く方がちょっとおかしいんだけれど

も、そんなことはないでしょう、念のために。

ないとおっしゃってください。

【宮原刑事総務課長】録音・録画の機器につき

ましては、全警察署に、調べ室に固定して取り

付けている場合と、持ち運んで取調べをできる

ようにということで揃えております。機器の故

障等で録音・録画ができないということはない

と考えております。

【小林委員】機器の故障によって、そういう可

視化ができないという状態はないんだと、なか

ったというようなことを力強くおっしゃってい

ただいたというところを受けまして、安心をし

ました。

ただ、例外的な内容について、十分な供述が

得られないと、取調官がそういう判断をした時

も可視化は例外的な扱いになると、このような

ことが4つの中の1つに入っていたと思います
が、十分な供述を得られない場合に可視化の対

象にならないというのはどういう意味なのか。

ちょっと深掘りして恐縮だけれども、何か考え

方がございますか。

【宮原刑事総務課長】被疑者の拒否等によりと

いうことで、まず、録音・録画をすること自体

が嫌だと、自分たちの映っている、供述してい

る姿を見られたくないとか、もしくはしゃべる
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ことで不利益になるということでしゃべらない

と。でもって録音・録画を続けても、これ以上、

この被疑者から供述を得ることができないと考

えた場合は、それを続けても取調べが成り立た

なくなりますので、録音・録画をせずに通常の

取調べになると、通常の取調べをした方が効果

が上がるということで例外になっているという

ことでございます。

【小林委員】そこのところを少し、深掘りして

申し訳ないんだけれども、ちょっと大事なとこ

ろだと思います。

例えば裁判員裁判事件については、逮捕拘留

中の被疑者の取調べを、可視化することが義務

的なんだというふうに法令で定まって改正され

たわけですね。

ところが、一方において本人がそれを嫌がる

場合に、可視化をしないでもいい例外規定に当

てはまると。こういう例外規定に当てはまれば、

もう全く可視化は遠のいてしまうと、こういう

ようなことでよろしいのかどうか、ここのとこ

ろはもう一度、お願いをいたします。

【宮原刑事総務課長】もちろん、取調べの可視

化といいますか録音・録画を拒否する者に対し

ては、再三再四説得を試みるということは行い

ます。

ただし、取調べのための録音・録画でござい

ます。供述の任意性とか、供述の具体性、迫真

性、そういうものを記録するための録音・録画

でございますので、その効果が見られないとい

うことになりますと取調べの目的がずれてしま

いますので、再三再四の説得を重ね、録音・録

画に応じるようにということは、努力をやって

いきます。

【小林委員】そうすると、可視化の目的は一体

何なのかと。いわゆる取調べにおけるところの

供述の任意性を明らかにしようということが一

番大きな目的ではなかろうかと思うんです。

そういう点から考えてみて、この3年間、実
績を積み重ねてきたわけです。この可視化につ

いては、メリット・デメリットとかいろいろ、

専門家的な人たちからお話がありますけれども、

長崎県警として、この可視化を3年間試行的に
やってきて、どういうところが一番大きなメリ

ットであるかというようなことをどう考えてお

られるかをお尋ねしたいと思います。

【宮原刑事総務課長】メリットに関しましては、

取調べの録音・録画制度の施行によりまして、

被疑者の言動が記録されまして、供述調書から

くみ取れない具体的かつ迫真性のある供述が画

像として記録化されることから、被疑者の供述

の任意性、信用性の確保という面においては有

効で、裁判員にもわかりやすく、かつ迅速な立

証が可能になるものと考えております。

また、デメリットの関係ですけれども、録音・

録画装置を見ただけで拒否反応を示す被疑者と

か、公判において自らの供述状況が公開される

可能性から供述を拒む被疑者がおります。取調

官と被疑者の間の信頼関係の醸成が阻害されて、

取調べの真相究明機能に影響を及ぼすことも考

えられます。

いずれにせよ、今回の法改正の趣旨、重みを

十分に自覚いたしまして、さらなる取調べの高

度化、適正化、適正な証拠収集を図ることによ

って、これまで以上に適正捜査を推進していく

ことといたします。

【小林委員】メリットについては、今お話があ

りましたように非常に大事なところだと思うん

です。どんなメリットがあるのかと。

先ほども質問の中で言いましたように、この

可視化については、あながち全国民が、あるい
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は全県民が賛成しているかどうかとか、本当に

今言うような任意性というものが供述の中でき

ちんとくみ取れるかというところが一番大事な

ところだと思うし、被疑者の供述の任意性、信

用性の確保というようなところについては非常

に有効的だという受け止め方をされていると、

そこの点については、非常に大事な県警として

の見解ではないかと、このように思っておりま

す。

先ほどデメリットというような形の中で、恐

らく課題だと思いますけれども、何の仕組みで

も何の制度でも、いいところがあれば、やはり

そこにデメリットと指摘をしなくても課題とい

うものはやっぱりあるのではないかと考えられ

るわけであります。その課題について、この新

たな制度をいかに即戦力として実用的に使いこ

なしていくかということがとても大事だろうと

思いますので、これからも、これは要望であり

ますけれども、こういう新たな制度をさらに機

能を高めて、県民の、我々の安心・安全を守っ

ていただくところの、まさに信頼できる県警、

これまで同様、今までいろんな案件を片付けて

こられたし、また非常に県民は県警の皆さん方

のご尽力、また捜査力、あるいはその背景の皆

さん方の日ごろの活動、非常に信頼をいたして

いるところでございます。ぜひ、こういう制度

のもとにおいて、さらにその信頼が高まってい

くように、その目的が十分達成できますように

お願いをしておきたいと思います。

それから、もう一ついいですか。12時ぐらい
で終わりますけれども、公選法について、ちょ

っとお尋ねをしたいと思います。

我々の県議会議員選挙も終わったところであ

ります。大村というところは、なぜか怪文書と

いうのがまかり通るわけだな。怪文書が、特に

私の怪文書、これがよくまかれている。誰がや

っているかとか、誰がやらせているかというこ

とも大体わかってきて、もう大村署にそれなり

の訴えを起こしておりますし、また改めてやっ

ていくわけでありますけれども、この席上でお

尋ねしたいことは、一般的な公職選挙法であり

ます。

例えば、電話で選挙期間中に候補者への支持

を有権者へ働きかける運動員に対して報酬を支

払うということは、日当買収として公選法の違

反に当たるのかと。

また、選挙の宣伝カーに乗ってマイクを握っ

てアピールをするウグイス嬢と言われる方につ

いては、選挙法で大体1日幾らというような上
限がありますけれども、この上限を超えて支払

う場合においても、いわゆる日当買収として公

選法違反に当たるのかと、この点について、一

般論としてお尋ねをしたいと思います。

【柴原捜査第二課長】報酬につきましては、公

職選挙法と政令によって決まっております。選

挙運動のために従事する事務員さんは、1日1人
当たり1万円以内、先ほど言われたウグイス嬢
ですね、自動車の上における選挙運動のために

使用する者については、1日当たり1万5,000円
以内と規定されております。

ですから、選挙運動に従事する者に関しては、

この車上運動員と事務員の規定しかございませ

ん。電話作戦に関しては、ちょっと複雑な絡み

がございますので、個々、ケース・バイ・ケー

スで法と証拠に照らして判断していくことにな

ります。

【小林委員】私は一般的な、いわゆる法に照ら

しての話をさせていただいております。今ごろ

話題になっていることを言っているわけでは決

してありません。一般的な話であります。
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一般的な話の中で、これは我々の認識で、公

選法における日当買収とかということは、率直

に言って我々も一番気をつけていかなければい

かんところだと思っています。

選挙期間中に、有権者に対して候補者の支持

を訴える、投票を訴えることは、電話では十分

できるということになっているけれども、それ

に対して報酬を支払うことは、先ほどから何回

も指摘しているように日当買収になるんだと、

こういうような形の中で抵触をするんだという

認識を持っております。

またウグイス嬢、アナウンサーの方々に対し

ては1日1万5,000円ということについても受け
止めております。

ですから、電話で投票依頼等を有権者に働き

かける、その運動員に対して日当を払うとか、

ご苦労さん賃を払うというようなことは完全に

選挙違反なんだと、こういうようなことを受け

止めております。これについては間違いがない

ことだろうと思います。

また、ウグイス嬢について1万5,000円を超え
るような支払いをすると、これもいわゆる日当

買収の対象となって検挙の対象になると、こん

なような受け止め方をいたしております。

そこでもう一つ。お金は払っていないけれど

も、選挙に入る前とか、その間に、終わった後

にお金を払いますというような報酬供与の約束

を行うと。お金はまだ払っていないと、選挙が

終わってから払うよという約束を取り付けると

いう報酬供与について、これまでの経過もあり

ますけれども、これもやっぱり買収として検挙

の対象になるのかどうか、公選法の大きなる違

反になるのか、このことについてもお尋ねをし

たいと思います。

【柴原捜査第二課長】 委員が言われたとおり、

後日支払う約束をするというふうなことで、公

選法には買収の約束罪という規定がございます。

ただし、そのケース・バイ・ケースでの事件判

断ということになります。

【小林委員】 ケース・バイ・ケースというとこ

ろがどういうケース・バイ・ケースか、よくわ

かりませんが、それは当然捜査の上における内

容だろうと思います。ただ、基本的には、こう

いう違反に抵触していることは間違いないかと

思うんです。

それで、日当買収というようなことで、例え

ば電話かけの報酬を払ったとか、あるいはウグ

イス嬢に規定の上限を超えて払ったとか、それ

から今言うように申し込みをしたとか、こうい

うようなことで検挙された件数については、今

おわかりになりますか。

【柴原捜査第二課長】 現在確認できただけで、

現金買収が8件、供応買収が5件です。あと、日
当買収が4件、利害誘導が1件と把握しておりま
す。

【小林委員】もう時間でございますから、これ

で終わりますけれども、今のような状況を課長

からご説明いただきまして、過去において、そ

ういう検挙の件数があるんだということを受け

止めました。我々も十分留意しながら、これか

らも政治活動並びに選挙活動をやっていかなけ

ればいけないと、そう受け止めております。以

上で終わります。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

【川崎委員】 2巡目ですので、1点だけ。（発
言する者あり）

【中島(浩)委員長】 審査の途中でございますけ
れども、午前中の審査はこれにてとどめ、午後

は1時30分から再開し、引き続き、警察本部の
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審査を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 零時 ０分 休憩 ―

― 午後 1時３０分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【平田生活安全企画課長】午前中の川崎委員の

特殊詐欺に関する質問への答弁の中で、1点、
訂正をさせていただきたいと思います。

特殊詐欺被害防止装置付き電話機の貸出しの

ところで、将来、特殊詐欺の被害に遭うおそれ

のある人をどのように選定しているかという点

について、警察で把握している高齢者世帯や高

齢者の一人住まいの世帯などに加え、タウンペ

ージ等で選定していると回答しておりました。

この中でタウンページにつきましてはハロー

ページのことで、同じく特殊詐欺被害防止活動

として取り組んでおります特殊詐欺被害防止コ

ールセンター活動の中で、架電対象者として活

用しているものでございます。お詫びして訂正

させていただきます。

【黒﨑運転免許管理課長】 午前中の中島(廣)委
員に対する答弁の中で2点、訂正すべき点があ
りましたので、ご説明したいと思います。

1点目は、高齢者の講習の部分で、高齢者講
習に使用する車種について、軽自動車は本県は

ないという形でお答えしていたんですが、これ

につきましては、規定の定義の中に軽自動車で

も可能となっておりましたので、早速、本県で

も矢上にあります長崎自動車学校と諫早市にあ

ります諫早自動車学校、この2つの自動車学校
においては軽自動車を既に採用して、高齢者講

習において使用しているという実績がありまし

たので訂正いたします。

これについても、県内のその他の自動車学校

においても、既に検討の段階でありますという

ことでありました。これについて1点訂正いた
します。

2点目につきましては、高齢者の講習に関し
て厳しくするように指導いたしますという形で

私からお答えしていたんですが、この指導要領

を確認しましたところ、高齢者講習のスタンス

自体が、高齢運転者を引き続き安全運転を継続

できるよう支援していく、いわゆる安全運転に

つながるように指導していく、決して高齢運転

者を排除するような目的であってはならないと

いう形で書いてあるものですから、これについ

て私が、厳しく、いわゆる厳正にという形に捉

えるような表現をしましたことについて、誤解

を受けるような説明となりましたことについて

訂正いたしたいと思います。

【中島(浩)委員長】 委員の皆さん、できれば2
時ぐらいには終えたいと思いますので、質問は

簡明にお願いしたいと思います。

【深堀委員】 1点だけお尋ねをしたいと思いま
す。お尋ねしたいのは、各警察署のバリアフリ

ーの状況についてであります。

警察署は、ご案内のとおりいろんな手続、諸

手続でもいろんな方が来られるでしょうし、何

かしらの事件の被疑者というか、そういった中

で一般のフロアと、例えば取調室であったり、

もしくは留置施設であったり、そういったいろ

んな施設が入っているわけですけれども、その

中で例えばバリアフリーになっているのかとか、

洋式トイレ化が進んでいるのかと。

先般、いろんな新聞報道等で、福岡地区の話

ではあるんですけれども、そういった特集が載

っていた関係上、本県における警察署の状況に

ついてお尋ねをしたいと思います。
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【塩崎装備施設課長】委員からのご質問で、警

察施設ではどのようなバリアフリー化を図って

いるかというところでございます。

これは、県の福祉の条例等もございます。そ

れに基づきまして、当方ばかりではございませ

んで他の施設も同様ですけれど、外部・内部に

分けますと、外部であれば駐車場は、車いすで

来られた方の駐車場については他の駐車場より

も枠を広くつくって、駐車場での乗り降りが楽

になるようにということで障害者用の駐車場枠

をつくっております。なおかつ施設の出入り口

近くにつくっているということが一つ。

それから、玄関の方に入るために、例えば車

いすで来られる方の出入りが安易にできますよ

うに、なだらかなスロープを設置しています。

それから、目に障害があられる方もおられま

すので、その方々には視覚障害者用のブロック、

誘導用ブロックを、出入り口の方に安全に誘導

できるように設置をしております。

また、両手が不自由な方もございますので、

ドアは自動ドアにして、安全にその方々が自分

の手等を使わずに中に入れるようにという形を

とっております。

また、一旦中に入りますと、施設の広さにも

よりけりですが、エレベータをつくっておりま

す。本来でありますと、車いすの方が自由に大

きく動き回れるようなエレベータをつくるのが

一番いいかと思うんですが、警察本部につきま

しては、障害者の目線で、そういう形で若干大

きめにつくっておりますし、ボタンについても、

健常者の方用は高めにつくっておりますが、障

害者の方が座ったままでもボタンが押せるよう

に下の方にそれぞれつくっているというような

状況もございます。

あとはトイレの関係でございますが、多目的

トイレということで、足に不自由があられて車

いすで入られる方も、中で車いすから自然に便

座の方に移ることができるように大きめのスペ

ースをつくって、いろんな動きができるように

ということで通常のトイレよりも倍の広さにし

ております。

その他、階段の手すりについても、そのまま

歩くこともできますが、高齢者の方は若干、そ

のままではどうもおぼつかないというところに

は手すりを付けて、しかもウエーブ状の非常に

持ちやすい手すりを付けて、その方々がしっか

りとそれを持って階段の上り下りができるよう

な状況を図っているところでございます。

また、取調室、留置室につきましても、なる

べくバリアフリー化を図りたいと考えておりま

すが、まだなかなかそれが全部に行きわたって

いるような状況ではございませんので、例えば

段差があるところにつきましては、可搬式のス

ロープを購入しまして、それを各段差に合わせ

て設置するとか、留置施設につきましては床の

高さを何センチぐらい上げなさいという規定も

ございますので、そこに至るまでの状況につい

て、万が一、車いすでそこに入らなければなら

ない、もしくは抱えて入らなければならないと

した場合にも、可搬式のスロープを設置して、

その方がなるべく安定して、安心して入れるよ

うな仕組みを今から揃えていこうと考えており

ます。

ただ、一般の被留置者も使うところでござい

ますので、恒久的なスロープではなく、一旦取

り外して、また再度、そういった障害者の方が

入られたら使うというような形をとるように考

えております。

いずれにしましても、今後、高齢社会はます

ます推進していくわけでございますから、高齢
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者、障害者の方が来庁等されても安心して使え

るような整備をこれからも取り組んでいきたい

と思っております。

【深堀委員】るるご説明をいただきました。ま

だまだ対応できていない部分も多分あられると

思うんですよね。

この質問を取り上げたのは、先ほどもちょっ

と申し上げましたが、福岡管内の警察署で、70
代の男性で車いすの方が万引き等で現行犯逮捕

されて、留置施設に17日間留置される中で、そ
ういう状態の方ですから、署員の方が、身の周

りのお世話というか、ものすごく大変な状況だ

ったということがあって。

警察署内のそういった施設は、先ほど課長が

おっしゃったように高齢化社会の中で、留置さ

れる人の中に高齢の方がかなり多くなってきて

いると。それもちょっと載っていた分で、留置

場の高齢化率は、全国の平均でいけば9.5％が65
歳以上の方なんだけれども、本県においては

13.9％というふうに、全国と比較しても高齢者
の方が留置施設に入る率が高いという状況もあ

る。

体が健常であれば、そんな問題ないのかもし

れないですけれども、そういった方々でも犯罪

を犯した以上、そういった形にはなるでしょう

から、その時に適切な対応ができるような設備

を。

どこまでお金をかけるかというのは非常に難

しいと思います。今日の午前中の予算の質疑の

中でも、こういった一般の施設で入札差金で

1,500万円ぐらい余っているということであり
ましたけど、計画的にしていかないとできない

と思うんですよね。そのあたりの考えを少し、

最後に聞かせていただければと思います。

【塩崎装備施設課長】ただいま、委員のご指摘

がございました。全く言われるとおりでござい

まして、県の厳しい財政状況もございますけれ

ども、当方といたしましても先を見据えて、計

画的に予算の適正な配分であるとか、高齢者ま

たは障害者に理想的に、また効率的に配分がで

きて、その方々が、いろんな面もございますけ

れど、活用が、利用ができるような施設等にす

るために、我々としても整備を充実させていき

たいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

【中島(浩)委員長】 ほかにございますでしょう
か。

【中村(泰)委員】 最近、凶悪犯罪が起こってお
りまして、数年前、数十年前から考えれば起こ

り得ないような犯罪が起きております。

最近、犯罪に関わった方、またその家族が、

引きこもりというような方がそういったところ

に関わってしまったというような事件が見受け

られます。今、引きこもりの数は非常に増えて

おりまして、当然引きこもりの方が事件を起こ

すと、そういうことを言っているつもりは全く

なくてですね。

この件につきましては、地域であったり町に

おいて、大きな変化とか、そういったものに対

して気づくということがすごく重要であろうと

私は考えております。

しかしながら、地域の隅々まで変化を察知す

るというのは非常に難しいことであろうと思っ

ております。その役割を果たすところは交番で

あり、私の家にも来ていただきますが、お巡り

さんであったり、そういった方々がいろんな形

でヒアリングをしていくんだろうとは思うんで

すけれども、限られた予算の中で、どうして地

域のそういった変化に気づいていくのかといっ

たところについて、ご見解をお願いします。
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【平戸地域課長】委員の今のご質問の中で交番

と駐在所のお話が出ましたので、私の方から若

干ご説明を差し上げます。

地域の交番、駐在所に勤務している警察官は、

それぞれの家庭を回って実態把握等々、巡回連

絡と申しますが、そのような活動をやっていま

す。

交番、駐在所の警察官の一番大事なところは、

地域の実態把握ということがあろうかと思いま

すが、委員ご指摘のように地域の変化は、通常

はどのようなことが正常なのかということを知

らないと、なかなか異常に気づくことができな

いというふうに私どもは思っておりまして、勤

務員にそのように伝えています。

その中で、巡回連絡等で把握した事項で気に

かかるようなことがあれば、交番、駐在所を越

えて警察署全体で取組を進めていきます。防犯

あるいは犯罪の抑止、交通事故等に関してもそ

うですが、実態把握したことは組織的に活用し

て取り組んでいく。このような状況でございま

す。

【中村(泰)委員】 地域の変化に気づくというの
は非常に難しいと思います。しかしながら、恐

らくこれから先は、こういった事件がまた続く

可能性もございますし、想像できないような事

件も起こり得るんだろうなというふうに危惧さ

れますので、引き続き、しっかりと地域の変化

について察知いただくよう、よろしくお願いし

ます。

【中島(浩)委員長】 ほかにございますでしょう
か。

【川崎委員】 2巡目、1点だけ。免許行政につ
いてお尋ねをいたします。

ちょうど2年前、免許を受験する方たちの待
ち日数のことについて質問させていただきまし

た。卒業の時期とかに、多くて待たされて、と

うとう卒業までに間に合わずに免許が取得でき

なかったといったことから、県民が不利益を被

っているのではないかという指摘をさせていた

だいて、当時の試験管理課長は、その点につい

ては大きな負担を県民に与えているという答弁

もあったわけでございます。

さまざまな提案をしながら意見交換、議論を

させてもらいましたが、要はマンパワーでやる

というのが試験のあり方でしょうから、一定の

数の試験官がきちんと配置をされていれば、あ

る程度は解決をするんだろうと思っております。

人事異動の時期で人は減る、頭数は仮にそろ

えたとしても試験官として業務につける資格要

件を満たしていないと、さまざまなことはその

時に答弁をいただきましたが、結論から、安定

した数の試験官を配置することで一定の問題は

解決できるという視点から、さまざまな事情は

あるけれども、何としても要員を確保する、ま

た、繁忙期にはプラスアルファ確保しながら、

こういった課題について対処をしていく、そう

いった必要があろうかと思いますが、ご見解を

賜ります。

【黒﨑運転免許管理課長】委員ご存じのとおり、

技能試験官といいますのは、警察署職員であれ

ば誰でもできるというものではありませんで、

さまざまなカリキュラム、教養等を繰り返し、

680時間以上という長期の教養を経て技能試験
官として稼働できます。

現在の体制としまして、専従できる技能試験

係については係長以下6名ございます。今回の
異動で2名交代はしましたが、6名は全て試験に
対応できるような人材をそろえております。通

常期、通常の試験の体制では、この6名で十分
にやっていけるようなキャパをもっております。
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繁忙期、いわゆる3月、4月、8月は受験生が3
倍から4倍に膨れ上がります。こういった時に
は、以前もお話ししたかと思うんですが、試験

場内の他係にも試験官という資格を持った職員

が7名存在しております。合計13名が稼働でき
るという体制をつくり上げておりますので、繁

忙期に受験生が多数来た場合には、時間的に可

能な限り、試験官を多量に投入しまして、なる

べく受験待ち日数が少なくなるような対策をと

っております。現在、ほかの7名につきまして
も全て稼働できるような状況になっております。

人事異動につきましても、警務の人事係と十

分な協議を経まして、補充するべき要員がいな

い場合には、1年ないし2年の異動を待ってもら
うよう、少なくとも県民に対するサービス低下

につながらないよう体制を強化するような形で

要望しておりまして、現にその要望をかなえて

いただいておりますので、その辺についてお伝

えしたいと思います。

【川崎委員】ありがとうございます。努力をし

ていただいたことについては感謝を申し上げま

す。ぜひ、それをずっと継続して、県民に対し

て応えていただけるように努力を続けていただ

きたいと思います。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

【浅田委員】先ほども質問させていただきまし

た、高齢者の運転に対してのシミュレーション

カーというか、機械があるとおっしゃっていた

と思うんですけれども、それ自体の名前が「セ

ーフティキャッチ号」ですよね。

県警のホームページがすごく見づらいなと思

ったんですけど、「セーフティキャッチ号」で入

れ、検索しますと、違った意味での機械のサポ

ートの分野が出てきたりとか、きちっとマッチ

していないんですよ。

あれは稼働しているということだったんです

けれども、きちっとしたＰＲをしっかりやって、

高齢者の方々に周知するという部分で、どのよ

うにやられているのかなというのが気になった

ものですから、教えていただけますでしょうか。

【松岡交通企画課長】ホームページにキャッチ

号が載っていないという件ですが、それは以前

は、写真とか何とかも載っていた記憶は私はご

ざいます。現在載っていないということであれ

ば、今後載せながら、訂正させていただいて、

積極的に掲示をし、その中にその車の性能等も

載せていこうと考えております。申し訳ござい

ませんでした。

【浅田委員】トップページの高齢者社会総合対

策のところから交通にいったり、犯罪対策にい

ったりするんですけれども、今、交通のところ

は非常に注意していかなければいけないところ

で。

全体的にちょっと見づらいなというのは若干、

いろんなものを探していて先ほど感じたところ

ですけれども、特に高齢者への周知をする場合

に関しては、もっとわかりやすく、こういうと

ころでもアピールをしていただればと、要望と

ともに精査していただければという思いで質問

させていただきました。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 それでは、これをもちまし
て警察本部関係の審査を終了いたします。

4時から、本庁の方を視察させていただきま
すので、どうかよろしくお願いいたします。お

疲れさまでした。

しばらく休憩いたします。再開を2時10分と
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いたします。

― 午後 １時５３分 休憩 ―

― 午後 ２時１０分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これより、出納局及び各種委員会事務局関係

の審査を行います。

【中島(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算に係る報告議案を議題といたします。

会計管理者より、報告議案説明をお願いいた

します。

【野嶋会計管理者】それでは、出納局関係の議

案についてご説明をいたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の出納局各種委員会事務局をお開きください。

1ページが出納局関係でございます。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

さきの2月定例会の予算決算委員会において、
専決処分により措置することについてあらかじ

めご了承いただき、3月29日付で専決処分させ
ていただきました、報告第1号知事専決事項報
告「平成30年度長崎県一般会計補正予算（第7
号）」のうち関係部分であります。

補正予算の主な内容ですが、歳入予算の目、

証紙収入で1,852万7,000円を減額しておりま
すが、これは手数料徴収のための証紙売払い収

入が見込みを下回ったことによるものでありま

す。

また、県預金利子で117万円を増額しており
ますが、これは歳計現金の預金利子収入が見込

みを上回ったことによるものであります。

次に、歳出予算の目、一般管理費で128万
6,000円を減額しておりますが、これは物品の集
中調達経費等の減によるものであります。

また、会計管理費で631万2,000円を減額して
おりますが、これは会計事務管理運営費の減に

よるものであります。

以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)分科会長】 次に、監査事務局長より
報告議案説明をお願いいたします。

【下田監査事務局長】 資料の2ページをお開き
ください

監査事務局関係の議案について、ご説明いた

します。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第1号知事専決事項報告「平成30年度長崎
県一般会計補正予算（第7号）」のうち関係部分
であります。

補正予算の主な内容といたしましては、歳出

予算の目、事務局費で211万7,000円を減額して
おりますが、これは職員給与費等の減によるも

のでございます。

以上をもちまして、監査事務局関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)分科会長】 次に、人事委員会事務局
長より、報告議案説明をお願いいたします。

【大﨑人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の議案について、ご説明をいたします。

同じ資料でございますが、3ページでござい
ます。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第1号知事専決事項報告「平成30年度長崎
県一般会計補正予算（第7号）」のうち関係部分
でございます。
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補正予算の主な内容ですが、歳入予算の雑入

で27万5,000円を減額いたしております。これ
は、公平委員会事務受託に伴う収入見込み額の

減等によるものでございます。

歳出予算の事務局費で186万1,000円を減額
いたしております。これは職員給与費等の減に

よるものでございます。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)分科会長】 次に、労働委員会事務局
長より報告議案説明をお願いいたします。

【大﨑労働委員会事務局長】労働委員会事務局

関係の議案について、ご説明をいたします。

同じ資料でございますが、4ページでござい
ます。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第1号知事専決事項報告「平成30年度長崎
県一般会計補正予算（第7号）」のうち関係部分
でございます。

補正予算の主な内容は、歳出予算の委員会費

で634万8,000円を減額いたしております。これ
は委員会運営費の減によるものでございます。

以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)分科会長】 次に、議会事務局長より
報告議案説明をお願いいたします。

【木下議会事務局長】 同じく分科会資料の5ペ
ージをご覧ください。

議会事務局関係の議案について、今回ご審議

をお願いいたしておりますのは、報告第1号知
事専決事項報告「平成30年度長崎県一般会計補

正予算（第7号）」のうち関係部分であります。
補正予算の主な内容ですが、歳出予算の目、

議会費で2,276万7,000円を減額いたしており
ますが、これは議会運営費等の減によるもので

あります。

また、目、事務局費で1,273万8,000円を減額
いたしておりますが、これは事務局運営費等の

減によるものであります。

以上をもちまして、議会事務局関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより報告議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はございませんでしょうか。

【小林委員】監査事務局に、ちょっとお尋ねを

いたします。

監査のあり方についての基本方針が、内容と

して説明が出ております。監査の実施方針につ

いて、平成31年度でこういう視点でやると、こ
うなっていますけれども…（発言する者あり）

【中島(浩)分科会長】 それは、あともってお願
いします。

議案の質問について、どなたかいらっしゃい

ませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 質疑がないようですので、
これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

報告議案に対する質疑・討論が終了いたしま
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したので、採決を行います。

報告第1号のうち関係部分は、原案のとおり
承認することにご異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算にかかる報告議案は、原案のと

おり承認すべきものと決定されました。

【中島(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。

出納局及び各種委員会事務局においては委員

会付託議案がないことから、関係局長より所管

事項等についての説明を受けた後、所管事項に

ついての質問を行うことといたします。

まず、会計管理者より所管事項説明をお願い

いたします。

【野嶋会計管理者】出納局関係の所管事項につ

いて、ご説明をいたします。

総務委員会関係議案説明資料の出納局・各種

委員会事務局の1ページをお開きください。
「長崎県行財政改革推進プラン」に基づく取

組についてでございます。

「長崎県行財政改革推進プラン」に掲げる出

納局関係の具体的項目に関して、その主な取組

内容をご説明いたします。

出納局におきましては、「内部管理業務の見直

し」について、システムの改修を行うことで、

3種類ありました収納票の専用用紙を1種類に
統一し、用紙差し替えや在庫管理の手間を削減

するなど、会計事務にかかる作業の省力化、効

率化を図りました。今年度も引き続き、職員か

らの要望や提案をもとに検討を行い、改善等に

取り組んでまいります。

今後とも行財政改革推進プランの実現に向け

て取り組み、積極的に県政の改革に努めてまい

りますので、引き続き委員の皆様のご理解とご

協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。

【中島(浩)委員長】 次に、監査事務局長より所
管事項説明をお願いいたします。

【下田監査事務局長】 同じ資料の2ページをお
開きください。

監査事務局関係の所管事項について、ご説明

をいたします。

監査実施方針について。

監査の実施に当たりましては、県民と同じ目

線で、公正かつ実効的な監査に心がけるととも

に、県の事務や事業について、正確性、合規性

はもとより、経済性、効率性、有効性の観点か

らの検証に努め、監査の結果が事務や事業の改

善につながるよう、十分留意して実施すること

としております。

また、監査結果に対する是正・改善の取り組

み状況などを継続的にフォローアップし、監査

の実効性を確保するとともに、監査結果等につ

いて県民にわかりやすく公表することとしてお

ります。

以上をもちまして、監査事務局関係の説明を

終わります。

【中島(浩)委員長】 次に、人事委員会事務局長
より所管事項説明をお願いいたします。

【大﨑人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の所管事項についてご説明をいたします。

同じ資料でございますが、3ページでございま
す。

平成31年度県職員採用試験についてでござ
います。

今年度の大学卒業程度試験につきましては、

記載の試験職種の一次試験を6月23日に実施い
たしました。それらの二次試験の実施予定及び
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警察官などその他の職員採用試験の実施予定に

つきましては、それぞれ記載のとおりでござい

ます。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。

【中島(浩)委員長】 次に、労働委員会事務局長
より、所管事項説明をお願いいたします。

【大﨑労働委員会事務局長】労働委員会事務局

関係の所管事項について、ご説明をいたします。

同じ資料でございますが4ページでございます。
調整事件についてでございます。

これは、労働組合と使用者との間で生じた紛

争に関しての調整事件でございますが、現在ま

でに取り扱った調整事件はございません。

審査事件についででございますが、これは不

当労働行為に関する審査に係るものでございま

す。3件について、現在審査中でございます。
個別的労使紛争についてでございますが、こ

れは労働者個人と使用者との間の紛争の関係で

ございますが、あっせん事件が3件ございまし
て、2件については既に終結をいたしまして、
現在調整中の事件は1件でございます。
以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。

【中島(浩)委員長】 次に、提出のあった政策等
決定過程の透明性等の確保などに関する資料に

ついて、説明を求めます。

【福田会計課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した出納局・各種委員会事務局の資料について、

ご説明申し上げます。

資料の1ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約について、本年2月から

5月までの実績は、記載のとおり1件となってお

ります。

以上でございます。

【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。

次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はございませんで

しょうか。

【深堀委員】今説明があった、参議院議員通常

選挙投票用紙ほかで、一般競争入札で3者が、
適要では辞退というふうになっています。結局、

札を入れたのは1者ということになれば、競争
性の問題もちょっとあるのかなと感じたんです

が、その点はどういう経過なのか。

【岩村物品管理室長】今回の参議院議員通常選

挙の投票用紙ほかの入札に係る経緯でございま

すけれども、一般競争入札ということで実施を

いたしまして、4者から入札の参加申請がござ
いました。

入札の当日に4者が入札会場にお見えになり
まして、第1回目の札のところで3者が辞退と記
載をして提出をされたました。1者が1回目で札
を入れたんですけれども、超過ということで、

2回目、3回目と入札をいたしまして、そこで決
まらなかったものですから、随意契約に移行い

たしまして見積りで決定をしたということでご

ざいます。

一応、4者が入札に参加する意思を見せたと
いうことで、競争性については十分に確保され

ていると考えております。

【中島(浩)委員長】 私の方から資料請求をお願
いしたいんですけど。この入札結果を鑑みて、

過去5～6年で結構ですけど、同じような大きな
選挙があっていますね。その間の落札、入札結

果一覧表をいただきたいんですけど、準備でき
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ますか。よろしくお願いします。

ほかにございますか。

【吉村委員】深堀委員はご理解なされたような

ので、そうなのかなと思うんですが、私、個人

的に、この3者が入札の意思を示して、そして1
回目から辞退をするというのは、入札の意思が

なかったと捉えられるんじゃなかろうかなと思

うんですけど、いかがなものですかね。

そうすると、意思がないのに意思があるよう

に申し出たということは、何らかのペナルティ

の対象になるんじゃないかと思いますが、どう

ですか、そこら辺の考え方は。こういうのが時々

あるんですけど、正式にその考え方を示された

ことはないような記憶なので、そこら辺をもう

少し考え方を説明していただけないでしょうか。

【岩村物品管理室長】今回の入札結果を受けま

して、辞退をいたしました3者に辞退の理由に
ついて個別にお尋ねをしたところですけれども、

印刷業界の方で昨年末から全国的な紙不足の状

況が続いていると。投票用紙につきましては、

特殊な加工がされたものを使うということで、

今回の選挙で全国からの発注が集中して紙の確

保が難しいということと、封筒に用いる紙の確

保が難しく、併せて封筒というのが印刷をした

後に加工するものですから、その加工に時間が

かかるため納期がなかなか難しいと。そういっ

た事情を鑑みて、業者もぎりぎりのところまで

紙の業者とかと打ち合わせをした結果、当日の

朝になって断念、できないということで辞退を

いたしましたというような聞き取りをしており

ます。最初から入札する意思がないのに参加を

したということではないというふうに考えてお

ります。

【吉村委員】そう言わざるを得んとじゃろうな

と思いますけど、称号または名称というところ

を拝見すると、それなりの規模の事業所と。そ

こで藤木博英社だけが、そういう準備ができる

ということについて、その状況が合理性がある

と言えるのかどうか。この決定者ができるとい

うことは、ほかのところもできるというふうに

捉えるのが合理的な判断じゃなかろうかなと思

うんですが。

そこで難しかった、当日の朝になって無理だ

からできないということをいたし方なしとでき

るのか。今後に向けてはそういうことがないよ

うにという指摘とか注意とかということを県と

してはやられたのか、そこら辺をお尋ねしたい

と思います。

【中島(浩)委員長】 しばらく休憩します。

― 午後 2時２７分 休憩 ―

― 午後 ２時２７分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【福田会計課長】今回、参院選投票用紙の入札

につきましては、今、吉村委員からご指摘があ

ったような注意等は行っておりません。

ただ、委員のご指摘等も踏まえ、今後、出納

局内で検討させていただいて、こういった、事

前に参加を申請したのに当日になって辞退をし

ないように、そこのスケジュール、工程の確認

も併せてしっかり検討していきたいというふう

に考えております。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 次に、議案外所管事務一般
について、ご質問はございませんでしょうか。

【吉村委員】 1点、総務委員会関係議案説明資
料の2ページ、監査実施方針ということについ
て。
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これは、先般からもずっと議論が続いている

んですが、今年度の基本方針としては云々とい

うことで、十分留意して実施することとしてお

りますと。この部分を、中身をつまびらかにお

知らせをいただきたいんですが。

今年度の基本方針というのは、毎年度、監査

事務局が自主的に監査の方針を決めて、それに

沿って1年間やるということにされているのか、
まずはそこをお尋ねしたいと思います。

【田尾監査課長】監査の実施方針は、毎年策定

いたしております。そして、今委員がご指摘に

なられた部分は、監査の実施方針の中でも特に

重要といいますか、最初の方に基本方針という

ことで掲げているところでございまして、基本

的に毎年、そう変わるものではございません。

基本的に同じような記載でございます。

ただ、その年々によりまして、県政の重要施

策をそこに織り込んだりというようなことはご

ざいます。ここでいいますと、「県民と同じ目線

で、公正かつ実効的な監査に心がけるとともに」、

その後ちょっと飛ばしますが、「十分留意して実

施することとしております」、ここは実は昨年度

と同じでございます。変わっておりません。

これを策定しますのは、私ども職員はもとよ

り監査委員と事務局職員が共通の認識を持つと

いうことが一つ。それと、あらかじめ各部各課

に示しまして、今年度はどういう方針で、どう

いう点について監査をするのかということを事

前に把握してもらうという意味でお示ししてお

ります。

ここに書かれておりますのは、その冒頭の部

分でございまして、少し説明させていただいて

よろしゅうございますか。

実は、この後にもっと細かい部分がございま

して、例えばということで申しますが、監査の

基本事項として、1番目に収入という項目を掲
げまして、収入ではこういった点を監査します

と、例えば予算の執行ではこういう点を監査し

ますという形で、それを各部各課にお示しする

というのがかなり重要なポイントだと我々は認

識しております。

1つの例で申しますと、収入未済の解消につ
いて、適切かつ効率的な回収に取り組まれてい

るかと、これは毎年あるんですが、実は今年度、

ここにさらに「収入未済の解消については時効

の管理を含む債権管理を適切に行い」という文

言を挿入しました。これはわずかな文言の挿入

なんですが、実は昨年度の監査におきまして、

時効管理が適切になされなかったため時効期間

が既に経過していたという事案がございました。

そういうことがございましたので、単に収入未

済について昨年度より減っているかどうかを見

るだけではありませんと、時効管理が適切に行

われているかどうかも監査いたしますというこ

とをお示しするために、そういった形で入れて

おります。

スペースの関係もございまして、委員の皆様

方にお配りする資料は、その頭の方といいます

か、冒頭の方だけ掲げさせていただいておりま

すので、そういう意味では、基本的にここは毎

年そう変わるところではございません。基本的

な方針は変わらないというふうに認識しており

ます。

【吉村委員】わかるんですけれども、頭の部分

だけで、私などはいいんですよ。

この部分を読んで、毎年、厳しい財政状況の

中、各事業において具体的な成果が求められて

いるので、県民目線で県の事務や事業について

正確性、合規性はもとより、経済性、効率性、

有効性の検証に努めると。これは、一般的に広
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く、どこにでも適用するものですよというのか、

平成30年とか、この1年はその中の特にここを
やるということにして1年間監査をされるのか、
そこら辺が。

例えば、年度の途中で住民監査請求がぱんと

くると。そういう時に、内部監査としてどうい

う対応をするのかというのが思い浮かぶんです

けれども、そういう時の対応は、監査事務局と

してはどのように考えられているのかお伺いい

たします。

【田尾監査課長】委員のご質問の中にありまし

た住民監査請求でございますが、住民監査請求

が一度なされますと、60日以内に結果を出さな
いといけないという自治法の規定でございます

ので、いわばもう最優先で取り組むことになる

わけでございます。住民監査請求が出てきまし

たら、適切かつ時間の観念も十分に、60日とい
うのを守るということでスピーディーにやって

おりますので、それは特段ここには書き込んで

おりませんが、その都度、対応をいたしており

ます。

【吉村委員】 住民監査請求については60日規
定という説明があったわけですが、例えば議会

からそのような監査請求を出すと、これは住民

監査請求と同じ取り扱いと考えていいわけです

か。

【田尾監査課長】委員がおっしゃっている議会

からの請求といいますのは、これも自治法に規

定がある議会からの監査請求ということでお答

えをさせていただきますが、60日というような
規定はございません。当然ながら、どの監査で

もそうでございますけど、できるだけ早く監査

結果を出すということは求められてはおります

が、住民監査請求のような期限はございません。

【吉村委員】日にちの規定は、期限の規定はな

いと。しかし、対応はしなければならない。す

ることができるじゃなくて、しなければならな

い。どっちか、そこをはっきりお願いします。

【田尾監査課長】議会からの請求ということに

なりますと、これは条文を申し上げたいと思い

ますが、地方自治法の第98条という条文がござ
います。第98条に基づく議会からの監査の請求
がございましたら、これは法定でございますの

で、当然ながら監査をさせていただきます。

ただ、議会からの請求ということになります

と、これは議会での議決を経た上で請求いただ

くものということでございます。

【吉村委員】 議会の請求ですね。

例えば、議員が一県民として請求した時は、

住民監査請求と捉えられるんですか。そこら辺

を教えていただけませんか。

【田尾監査課長】 住民監査請求をできる方は、

住民の方であれば当然おできになる。県内にお

住いの住民の方であればおできになることでご

ざいますので、県議会議員の方が個人として請

求されることはあり得ることだと思いますし、

当然ながら、議員の方の請求である場合、そう

でない方の請求である場合、変わりなく我々と

しては、法にのっとって対応いたすということ

になります。

【吉村委員】ということは、以前からそういう

課題でずっと議論がされているんですが、個人

として、県民として監査請求を行うと、それを

審査すると。

審査するものか、しないものかという判断は、

監査事務局で行われるのか、監査委員の皆さん

がそれを判断されるのかというところについて

はいかがですか。

【田尾監査課長】住民監査請求が提出されまし

たら、まず事務局で、いわゆる形式的な審査、
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所定の様式が地方自治法の施行規則等で定めら

れておりますので、そういった形式的なところ

を満たしているかどうかというのは当然ながら

事務局でまず見ます。そして、満たしていない

場合は補正を促すというようなこともございま

す。

そういったことがクリアしているとしますれ

ば、監査委員会議に諮りまして、正式に受理を

するかどうかという決定をしていただくことに

なります。その決定という中におきまして、要

件を満たしているかどうかというのを、何項目

かございますが、一つ一つ審査していきます。

一般的に多い例ということで申し上げるんで

すが、住民監査請求で多いのは、ある支出がな

された、それが違法ではないか、不当ではない

かという形での住民監査請求が一般的にござい

ますが、その支出がなされてから1年以内しか
住民監査請求はできないという規定がございま

す。そこで過ぎていれば、それ以外の形式的な

要件は満たしていたとしても、1年以内という
ことが満たしていないということが明らかにな

れば、これは却下することになります。

【吉村委員】 今のは初めて聞いたので、1年以
上を訴求することはできんわけですね。

そうすると、その場合は、例えば議会が議決

して審査請求をやってもできないということに

なるんですか。

【田尾監査課長】すみません、私の説明が不十

分だったとすればお詫びいたしますが、1年と
いうのは、あくまでも住民監査請求という形で

請求があった場合に、請求される方が違法な支

出があったということで請求されますと、その

支出があった日からもう既に1年を経過してい
れば、もうこれは住民監査の対象にならないと

いうことでございます。

委員がおっしゃった議会からの請求という話

と1年というのはリンクいたしません。
【吉村委員】金銭的に違法な、不当な支出とい

うことでありましたが、これは収支というか、

補助金とか、そういう流れでしょうけど、それ

を起こす大本の、いわゆる事務事業とかの審査

請求。その事務が正当に行われたかどうかとい

うことの請求についても、1年以上たつとでき
ないというふうになるんですか。

【田尾監査課長】委員のご質問でお答えしてお

りましたのは、あくまで住民監査請求というこ

とでお答えをしていたわけでございますが、こ

れは基本的に財務に関することというふうにお

考えいただきたいと思います。

委員がおっしゃった事務の全般ということに

なると、もう一つ事務監査請求というものがご

ざいます。これは、有権者の50分の1以上の署
名を集めて請求いただくということで、通常の

住民監査請求と比べると、ちょっと手続的に難

しいといいますか、そういう要素はございます。

事務監査請求であれば、1年ということは直
ちには出てこないと、基本的には出てこないと

考えております。

【吉村委員】 実は、1年前の総務委員会で、以
前、監査に問われたことがあって、それについ

て正式に監査でもう一度、審査のし直しをやっ

てもらえんかというような話が出たんですが、

その時に議会の議決までには至らないと。

それで総務委員長が書面で出すかという話を

したんですが、できなくて口頭で申し入れて、

それを一応聞き置いてあるというようなところ

で終わっているんですが、具体的に総務委員長

が口頭で申し出た監査のお願いというのは、ど

のような取り扱いになるのか、最後にお伺いを

したいと思います。
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【田尾監査課長】今、吉村委員がおっしゃいま

したのは、3月11日の総務委員会の審議、その
後のお話ということでお答えしてよろしゅうご

ざいますか。

当時の総務委員会の委員長は大場委員長でご

ざいますが、4月26日に、私と局長、2名が大場
委員長からお話を伺いました。

そのお話としましては、今、吉村委員がおっ

しゃったように、総務委員会としての要請では

ないけれどもということで、委員長個人として

口頭にて監査を要請するという内容でございま

した。その監査の内容は、旧五島産業汽船に対

する船舶の補助金、エンジン換装関係というお

話でございました。それについて監査してもら

いたいというご要請がございました。

委員長、個人としてということではございま

したが、当然私どもとしては、これは大事なこ

とでございますので、監査委員会議に報告の必

要があると判断いたしまして、連休明けでござ

いますが、5月の監査委員会議におきまして、
そのまま事実を報告したところでございます。

ただ、報告に際しまして、我々事務局の考え

方としまして、この五島産業汽船に係るエンジ

ンの換装の問題等につきましては、所管課であ

る新幹線・総合交通対策課が説明責任を、今ま

でも所管課としては説明しているということだ

と思いますが、引き続き説明責任を果たしてい

ただくのが第一だと考えておりますと、監査委

員会議で事務局の考えとして申しました。

基本的には、その考え方を監査委員から了承

されたというふうに理解しております。（「関連」

と呼ぶ者あり）

【小林委員】監査課長の今の吉村委員に対する

答弁を聞いて、その辺が、ちょっと考え方がお

かしいわけよ。

その前に、監査実施方針について、今年度の

基本方針として、厳しい財政状況の中、各事業

において、これまで以上の具体的な成果が求め

られていることから云々と、こう書いてあるん

です。これは先ほど吉村委員が聞かれておった

かもしれませんが、重ねてね。

この文章は、県の姿勢として、監査の基本的

な方針として全然変わらないのか、今回改めて

この文章は書かれたのか、以前と比べてこのよ

うな内容になっているのか。「この厳しい財政状

況の中、各事業において、これまで以上に具体

的な成果が求められていることから」と、その

以降に県民云々とずっと続くわけだ。この内容

は去年も書いたことなのか、今年から新たな視

点でということか、どうですか。

【田尾監査課長】小林委員のご指摘の「厳しい

財政状況の中」というところから始まりまして

「これまで以上に具体的な成果が求められてい

ること」という部分につきましては、昨年度は、

「本県は県税などの自主財源に乏しく、厳しい

財政状況の中」という形で、若干言い回しとい

いますか、違う部分はございますけど、基本的

にここにもってきておりますのは、（「書いてあ

るか、書いていないかと聞いているんだから、

長いよ、簡単にやれ」と発言する者あり）失礼

しました。

全く同じということではございませんが、基

本的に同じような趣旨で掲げております。

【小林委員】 監査課長、答弁が長すぎるぞ。あ

との時間が詰まっているんだから。

そういうことからしてみて、大体同じような

ことを言っているわけよ。

今、五島産業汽船の話があった。

その前にもう一回、同じ内容のことばっかり

やっているから、本当に君たちはどのくらい取
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り組みの姿勢があるのかと。

総務委員会の説明資料、この間、総務委員会

の新たな委員の構成ができて、説明資料が出さ

れた。

この中で6番目に監査の充実強化というのが
あるわけだ。1、監査事務局職員への指導、助
言等を行うため、公認会計士による監査事業ア

ドバイザー制度の導入とか、技術面から工事監

査を強化するため、外部専門機関の技術士への

調査委託の実施とか、3、4番とあるわけよ。
この4項、監査の充実強化という最も大事な

基本的な姿勢についての内容の4項は、今年度
の新しい指針か、それともこれまでと全く変わ

らないのか、そこはどうか。

【田尾監査課長】 今、委員がご指摘の部分は、

昨年度と同じ表現でございます。（「何年一緒か」

と呼ぶ者あり）

全く同じ4項目を掲げておりますのは、平成
28年度からでございます。4年目でございます。
【小林委員】私は、監査事務局も一生懸命やっ

ていただいているということについては否定は

していないんだよ。そのことを否定するつもり

ではないんだよ。ただ、あまり言葉の多すぎた

中において、何を言っているのか、よくわから

んのだよ。

要は、年度がかわって新しい委員会が構成さ

れて、例えば4年間も同じ文言を、そのままそ
っくり、監査の充実・強化というようなところ

で、1、2、3、4番が全く一字一句変わっていな
いという、この姿勢は一体何かと。しかも、さ

っき言ったように監査の実施方針についても中

身が大体同じことと。

基本方針は、そんなにぐらぐら変わるもので

はないということは理解をせんといかん。わか

るわけよ、そこはね。

しかし、監査の充実強化という基本的な大事

なこと。例えば、監査事務局職員の指導、助言

等を行うため、公認会計士による監査業務アド

バイザー制度の導入と。これは、今年度初めて

やるのか、もうやっておるのか、どっちか。公

認会計士の監査業務アドバイザー制度の導入と

いうのは、平成31年度に初めてやるのか、それ
とも以前から、いつからやっているのか。

【田尾監査課長】公認会計士による監査業務ア

ドバイザー制度自体は、平成19年度から導入し
ております。

【小林委員】 平成19年度からもう既にやって
いて、なんで平成31年度に、監査の充実強化に
ついて、あたかも初めて新年度で取り組むかの

ごとく、このような内容を全く一字一句変わら

ないで、こんなのを平気で載せる君たちの姿勢

が理解できないわけだよ。

しかも、2番目も3番目も4番目も変わらない。
それで基本方針として、厳しい財政状況の中で

各事業においてこれまで以上にと、何とかもっ

ともらしいことを書いているけれども、既にや

っていること、既に取り組んでいること、なん

でそれをこうやって同じ4項目並べなければい
けないのかと、このあなた方の基本的な認識が

私はよく理解ができないんですけれども、ここ

についてはどう思いますか。

【田尾監査課長】 この6番目の項目に掲げた4
つが新規の取組というふうに委員が受け止めら

れたということであれば、記載上の配慮が欠け

たと思っております。

ただ、この1から4に掲げていることは、昨年
度もいたしました、今年度もいたしました、恐

らく来年度も実施しなければならないというこ

とで、引き続き実施した上で監査の充実強化を

図っていくと、そういう意味合いで掲げており
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ます。

【小林委員】少なくとも権威ある県議会の総務

委員会だよ。3日前の古新聞ではないけれども、
もう既に取り組んでいるようなことを、新年度

の初めての内容と、そういう受け止め方をされ

たことについてはあたかも心外かのような、そ

んなのぼせたような言い方をしよっとか。ふざ

けるな。

私どもが言っていることは、平成19年度から
この制度をやっているならば、こういう制度を

設けてきて監査の充実強化につながっていると、

こんなように書いて説明をせんといかんのじゃ

なかとか。

そういう横着なね。監査課長ともあろう者が、

監査事務局の基本的な姿勢を根幹から、何かい

い加減にやっているよというような、そんなふ

うに受け止められて仕方がないというような、

そんな発言は慎むべきじゃないか。ここは誰か、

あなたの上は、局長か。

私が言っていることについて、同じ文言をも

って初めて取り組むかのごとく、こんなのを初

めて取り組むかのごとく受け止める方がおかし

いんだみたいな、そんな話なんてあるのか。ど

うか、局長は。

【下田監査事務局長】前回の説明資料につきま

しては、委員が代わられて、これまでの監査の

取組についての総括的な概要説明ということで、

ちょっと舌足らずな面がございまして、ここに

書いてあることが今年度の重点的な取組、ある

いは新規の取組に絞った書き方ではなかったも

のですから、おっしゃるように、これまでやっ

てきた充実強化を、例えば監査業務アドバイザ

ーでしたら平成19年度からやってきて、こうい
うふうに変わってきたとか、そういったところ

まで説明すればよろしかったんですけれども、

項目だけを羅列しただけに終わっておりました

ので、そこはちょっと配慮が足らなかったと思

っておりますし、誤解を招いたのでありました

らお詫びして、今後改めてまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

【小林委員】 あのさ、誤解を招くとか、なんで

そんな恰好のいいことを言うのか。誤解を招く

ようにしている、君たちのこういう姿勢は一体

どうなのか。監査課長だって平成19年度から監
査におるわけでもないし、また君だって最近来

たわけだよ。こんな同じ文言が4年間も続けて
書かれているということは知っておったのか。

初めて聞いたろう、今日。見たこともないし。

そういう姿勢を問うているわけよ。だから、

我々にこういう業務の内容を説明する時に、監

査の充実強化ということは絶対に必要なんだと。

これだけ財政が厳しい状況の中において、しか

も地方自治法で言うところの最少の経費で最大

の効果をね。事務取扱いについては最大の効果

をもたらしていただかなければいけないと、こ

んなようなことは地方自治法できちっと定義し

てあるわけだよ。それに基づいて監査を行うわ

けだから。

そういうことであるならば、もう少し丁寧、

親切に、また、あなた方の本当のやる気をきち

っと出していただかなければいけないのではな

いかと、こういうようなことを言っているわけ

だよ。

そこで私は、たまたま今出たから、五島産業

汽船の問題。五島産業汽船の問題について、監

査事務局はどう対応しよるとかと。

これは何が問題かというと、エンジン換装を

5年間でやったというだけじゃなくして、トー
タル的にどれぐらいの公金が五島産業汽船とい

う一つの会社に、いわゆるぶち込まれているか、
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投入されているか、局長か課長か、知っている

か。

【田尾監査課長】 約17億円と承知しておりま
す。

【小林委員】 大体17億5,000～6,000万円、18
億円近くの公金が、国民・県民・市民の税金が

そこに投入されている。

投入されているという経過の中において問題

になっているのは、5年間のエンジン換装だけ
ではなくして、まさに島民にとって命綱である

島民の足が、去年の10月2日ぐらいに、全くも
って休航とか休便とか、それから直ちに倒産と

か、こういうようなことで島民に大変な多大な

迷惑をかけたということ、ここが一番大事な問

題なんです。

それをいろいろと調べているうちに、公金を

どのくらい投入しているかということを調べる

中において、エンジンの換装が果たして5年間
だけどいいのかと。なんでこれが、9年もたね
ばいかん、10数年ももっているところがあるの
に、なんで5年間で替えねばいかんのか、おか
しいじゃないかと、こういう問題になってきて

いるわけだよ。そういうところについて不思議

がらない人はいないと思うんだよ。

この問題は、五島産業汽船だけの問題ではな

いと思うんだよ。何回にわたって五島産業汽船

の求めに応じて、エンジン換装から、リフレッ

シュから、リプレイスとかというようなことで

トータル的に約18億円近くのお金が投入をさ
れていると。公金なんだよ。

さっき、賢明なる吉村委員の質問に対して、

これは新幹線・総合交通対策課がやるべきだと、

こういうようなことを言っているけれども、こ

この観点が違うと思うんです。

新幹線・総合交通対策課が、これまで窓口に

なって金を流してきたわけだよ。だから、五島

産業汽船の問題だけじゃなくして、その経営の

問題点もあったかもしれんが、お金を流す以上、

そこが健全な経営をやっているかというような

ことは、当然のことながら事務の責任のあり方

として当然問われることだよ。

そんなところが結果的にできてなかったから、

そうやって五島産業汽船の倒産を招き、島民の

足を奪ってしまったと、多大な心配をかけたと。

こういう点から考えれば、当然これは監査の対

象に、監査事務局が動いていいではないかと、

こういうようなことを指摘しているけれども、

それについての考え方はどうですか。

【田尾監査課長】先ほどの吉村委員への答弁と

重複したら申し訳ないんですが、一部重複しま

すが、結局、エンジンの換装のことだけではな

い、小林委員がおっしゃったエンジンの換装以

外でも疑義といいますか、疑問に思われる点が

あって、今でも委員会等で質問等をされている。

それに対して新幹線・総合交通対策課の考え

方、どういうふうな考え方をしているのかとい

うことを、実は本年の4月以降、私ども監査課、
はっきり申しますと監査課長、向こうも課長と

か企画監でございますが、何回か意見交換をし

ました。

その中で私どもの考え方としまして、この五

島産業汽船に関する問題につきましては、今ま

でどういった点について質問等が寄せられてい

て、どこまで回答ができていて、どこが回答で

きていないんだと、そういったところをもう一

度整理した上で丁寧に説明をするべきではない

かと、監査事務局としてはそう考えるという考

え方を伝えました。

その考え方は新幹線・総合交通対策課も了承

いたしまして、引き続き説明するように今、精
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査していますという回答でございましたので、

私どもとしては、その状況を見守りたいという

ふうに考えております。

【小林委員】先ほどから吉村委員とのやり取り

の中で、議会側から監査請求を行うとか、ある

いは前任の総務委員長から、いわゆる監査を請

求したいと、こういういろんなことがあってい

るけれども、基本的に言っていることは、いわ

ゆる議決権をもって議会側からの請求があって

しかるべしと、こんなようなことを結論的に言

っているわけよ。

では、ここにある、いわゆる離島航路におけ

るリフレッシュ事業の聴き取り調査についてと、

平成29年12月1日、聴き取り調査の経緯という
ことで実際、監査事務局が動いているわけよ。

この内容は何かというと、まさに平成29年9
月定例県議会の一般質問において山田博司議員

が、離島航路におけるリフレッシュに対する一

般質問をやって、要するにいろいろとおかしい

じゃないかと、こういうことについては監査事

務局として当該事業を検証し、検証結果を明ら

かにしてほしいとの要望があったから、監査事

務局が動いたと、こんなようなことを明確に記

してあるわけよ。個人の議員から一般質問で取

り上げられたことについて、そうやって一般質

問で、監査事務局、動けよと。監査事務局は、

やっぱりこういうことは監査しなければおかし

いじゃないかと、一議員が一般質問の中で指摘

したことに対して、あなた方は動いている。

しかし、先ほどからずっと聞いておれば、議

会側からの要求ということは、一個人の場合は

別として、議会側の場合は議会の議決がなけれ

ばならんと、それだけの重しを付けている。

じゃあ、山田博司議員が、個人の一議員とし

て一般質問の中でやった、それについてはあな

た方は動いている。今の監査のあり方について

は、議会側で議決してこいと、こんなことを言

っている。その違いは何か。

【田尾監査課長】 平成29年の山田博司議員か
らの質問、それを受けた聴き取り調査、これは、

あくまで監査ではございませんで聴き取り調査

でございます。

なぜそこで聴き取り調査をしたかということ

になりますと、その質問があった段階で、我々

監査事務局として、短い期間に同じ船でエンジ

ンの換装があったと、平成23年と平成28年と。
そういった事実を、いわばそこで初めて聞いた

わけでございまして、どういう状況なんだろう

かと、そこはまず聴き取りの必要があるという

判断をしましたので聴き取りをしたということ

でございます。決して監査ではございませんの

で、あくまで聴き取りをしたということでござ

います。

【小林委員】監査と聴き取り調査の違いは何か。

そんなことを明確に答えることができるのか。

しかも、今度はまたあなたの発言というのは、

山田博司議員の発言に対しても非常に軽蔑した

ようなね、そういう愚弄するような発言の仕方

をしている。この議事録を山田博司議員に見せ

たら、彼は彼なりに怒るし、こんなに議会を形

骸化するようなあなたの発言は若干問題がある。

ここまで追求されて、結局、何が違うのかと、

聴き取り調査と。この監査と聴き取り調査はど

う違うのか。

【田尾監査課長】監査は、当然でございますけ

ど、監査の結果という形で出します。当然公表

もいたします。その前に、監査をするかしない

かということは、監査委員会議で正式に諮って

といいましょうか、決定をしてということにな

ります。
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聴き取りにつきましては、もちろん事務局職

員だけでしたということではございません。監

査委員にも報告をしておりますが、監査結果を

出すということで最初からやるのが監査でござ

いまして、これはあくまで、どういう状況なの

かという聴き取りをしたということで、そこは

我々としては、全く違うものだというふうに認

識しております。

【小林委員】答弁になっておらん。何を言いよ

るか全然わからん。その違いなんかも全然明確

にならない。聴き取り調査と、あなた方が行う

監査というのが一体どう違うのかと。

ここの中で、あなた方が書いている調査の経

過の中で、監査事務局として当該事業を検証し、

検証結果を明らかにしてほしいとの要望があっ

たことから聞き取り調査を実施したと、こうい

うようなことを明確に書いてあるわけだよ。

監査事務局として当該事業を検証し、検証結

果を明らかにしてほしいとの要望があったから

聞き取り調査を実施したんだと、こういうこと

で、この内容を見てみたら、もうまさに監査以

外に何ものもないじゃないか。だから、あなた

が言う、監査課長がおっしゃる、何が違うのと。

一議員が言うて、監査しているという聴き取

り調査をやっているわけだよ。全てが聴き取り

調査から始まるさ。聴き取り調査と、あなたが

言う監査事務局の監査とはどう違うんですかと

いうことを重ねて、そこまで言うならば尋ねた

い。明確にひとつ答えてもらいたい。

【中島(浩)委員長】 小林委員、もう20分たちま
したので、もしよければ1巡目を過ぎて2巡目で
お願いします。

【田尾監査課長】そもそも、話を聞く前段とし

まして、監査という前提ではやっておりません。

あくまで、どういう状況なのか状況を聞きたい

ということでやったものでございまして、そこ

は、答弁になっていないとおっしゃられると何

とも申し上げようがないんですが、あくまで聴

き取りとして、（「どう違うかを教えてくれと、

こう聞きよるんじゃないか」と呼ぶ者あり）

監査という前提では実施していないというこ

としか、お答えができないところでございます。

【小林委員】そんな無責任な答弁をするな。全

然話になっていないと、答弁に。

あくまでもそうやって、聴き取り調査と我々

が行う監査とは別だよと、こう言っているわけ

だ、あなたは。私はそう思わんのだけど。

聴き取り調査以上のものが、あなた方ででき

るのかどうかわからんけれども、どこが違うん

ですかと。聴き取り調査と、あなた方の監査事

務局が行う監査とは、どう違うんですかと、こ

こを明確にしてくださいと、重ねて言っている

わけです。ここだけ聞いて、次に移りますが。

じゃあ、ここでやめておって、しばらく考え

ておくか。委員長、答えきらんと。難しゅう言

うから、こんなふうになるんだよ。

【中島(浩)委員長】 暫時休憩いたします。

― 午後 ３時 ７分 休憩 ―

― 午後 ３時 ８分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【田尾監査課長】聴き取り調査と監査の違いと

いうことでございますけれども、監査は、自治

法上にどこかしら、条文はいろいろ違いますが、

根拠があります。それに基づいて行っておりま

す。

この聴き取り調査は、我々監査の業務につい

て規定した自治法の中で聴き取りという形で具

体的に規定があるものではございません。いわ

ば任意のものということ、その違いということ
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しかお答えができないと思っております。

【小林委員】一巡、回ってからまたやりますけ

ん。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
でしょうか。ないですか。

では、引き続きどうぞ、小林委員。

【小林委員】あなた方の言う監査事務局の監査

は地方自治法で云々と、こう言っているわけだ

な、何か根拠のあるものと。何の根拠があるも

のか。

【田尾監査課長】地方自治法の中で、毎年、（「地

方自治法の何条のことを言っているのか」と呼

ぶ者あり）第199条でございます。地方自治法
の第199条の第1項から幾つか条文がございま
すが、（「短くやれ、わかっとるから」と呼ぶ者

あり）簡単に申します。

まず、真っ先に規定しているのは、いわゆる

定期監査、毎年行う監査について規定していま

す。幾つか条文がありますが、その中に、例え

ば財政援助団体に対する監査を規定していたり

というのがございますが、今回、この五島産業

汽船関係で新幹線・総合交通対策課に対して聴

き取りをした、聴き取りができるというような

条文はございません。その条文がないからでき

ないということは考えておりませんけれども、

そういう意味で、自治法の第199条に規定した
監査のどれにも該当いたしませんし、そもそも

それに該当するという前提で行っておりません

ので、あくまで調査という呼び方をいたしてお

ります。

【小林委員】 では、聴き取り調査は、いわゆる

議会の議決がなくてもできるということを、実

際、こうしてもう実績を残しているわけだよ。

いいですか、監査課長、あなたの言っている矛

盾、後でよく議事録をもってね、この程度の違

いしか言えないのかと、全然本当は違いはない

わけよ。

改めて監査請求を議会の方からやるためには、

議決をしてくれとさっきから言っているんだよ。

しかし、山田博司議員は個人の一般質問の中で

監査事務局に要請して、それを受けてやってい

るわけよ。そしてそれは監査じゃないんだ、聴

き取り調査だと。だから、聴き取り調査と、あ

なた方が言う監査とはどう違うのか、その中身

を教えてくれと。

そうしたら、聴き取り調査は地方自治法にな

いと、こんなような形で、全く意味不明な話を。

さすがの監査課長が、こんなようなことのね、

まやかしを使われても困るんだよ、率直な話。

だから、そういう点からして、私個人、小林

克敏という議員が、五島産業汽船については、

エンジン換装だけじゃなくして、根幹的に約18
億円という公金がぶち込まれている、投入され

ている、これは非常におかしいと。私は、エン

ジン換装だけじゃなくして全体。

こうして倒産の憂き目にあうような中におい

て、では県として、新幹線・総合交通対策課と

してどういうチェックをやっておったのか。金

だけ流しながら、そういう倒産の憂き目にあう

ような、そういう内容チェックが、いろいろと

義務付けられた、規定されているものが約束事

の中にあるにもかかわらず、それをやっていな

かったと。そういうような状況になったならば、

当然そこのところについて、あなた方が乗り出

すべきではなかろうかという感じを私は持って

いるわけよ。だから、そういうことからしてみ

て。

では、議会の議決が必要だということで、い

つからそんなふうに言っているのか、今回のこ

とで急に言い出したんだけれども。
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じゃあ、私が、そういう視点からちょっと聴

き取り調査をひとつ要請したいと、こう言った

場合にはどうなるのか。

【田尾監査課長】五島産業汽船の問題につきま

しては、繰り返しになりますが、新幹線・総合

交通対策課が説明すると言っておりますので、

私どもとしては、その説明を待ちたいというこ

と、先ほど申したことと同じでございまして、

今、小林委員がおっしゃって、直ちに我々が別

途、聴き取り調査をするというお答えは今はで

きかねます。

【小林委員】 だから、全く話が、つじつまが合

わないわけよ。山田博司議員の時にはもう既に

しているじゃないか、個人として。しかも、監

査じゃないとあなたは言っているわけよ。だか

ら私も同じ視点で、また別途の問題点が出てき

ましたので、これをひとつ聞き取り調査をやっ

てもらいたいと、こういうようなことを言って

いるにもかかわらず、新幹線・総合交通対策課

が説明をすると言っていますからと。

議会を通して説明はずっとしよるよ。そこの

内容では監査事務局としての役割を果たしてい

ないから、その役割を果たしなさいと。それだ

けの既定方針とか、監査の方針とかというもの

を打ち出しておって、地方自治法の第2条の第
14項とか、あるいは今言うところの第199条、
こういう点から考えていけば、当然のことなが

ら、あなた方が監査をやらなければいけない。

そういう基本的な姿勢ではないかと思うんだよ。

それを結局はやらない。結局はそうやって、担

当の方から説明があるだろうから、それを聞い

ておけと。

じゃあ、説明があったとした時に、その後に

おいてはどうするのか。

【中島(浩)委員長】 すみません、休憩をとりま

す。

― 午後 ３時１４分 休憩 ―

― 午後 ３時１５分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【小林委員】先ほどからあなたが一つ覚えのご

とく言って、それを逃げ道に使っているかのよ

うな、そんな受け止めしかできないんだけれど

も、新幹線・総合交通対策課が、まさに五島産

業汽船、この離島航路の担当部署であることは

間違いがない。そこが説明するから、その説明

を受けろと、そういうことだから監査事務局と

しては動かないと、こういうようなことで、そ

の説明があるまでは要するに聴き取り調査だっ

てやらないと、こんなようなことをあなたは言

っているわけよ。

以前にはやっておって、しかも聴き取り調査

は監査とは違うと言いながら、今度は私の方か

ら、また違った視点でこうやって聴き取り調査

をやってほしいと、こういうようなことを山田

博司議員と同じような形の中であなたにお願い

をしよるわけよ。

新幹線・総合交通対策課が担当部署としてど

ういう説明をしたことによって、あなたが説明

を受けたというようなことにするのか、その辺

のところはどうですか。

【田尾監査課長】先ほど申しましたように、新

幹線・総合交通対策課と何回か意見交換をしま

した。その中で、今まで時期的な問題とか、い

ろんな問題があったんだと思うんですが、破産

手続の途中とか。説明できなかった項目で、現

時点で説明できる項目はないのかと、そういっ

たところを精査しているというふうに聞いてお

ります。ですけれども、具体的にどういった項

目について説明をする、新たに説明すると、そ
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こまでは聞けてはおりません。

【小林委員】そのことを担当の監査事務局とし

て、公正で適正で効果あらしめる、事務の進捗

状況というものを監査事務局としてはきちんと

見つめていきたいと、こう言っているわけよ。

言っていることと、今、あなたが言っているこ

とは全然違うじゃないか。そういう矛盾だらけ

の話をさ、ずっと時間かけてやっているわけだ

よ。

山田博司議員の時にはやって、私が言うこと

についてはできませんと、こう言っている。議

会側から議決をせよと。

県議会議員で、この18億円も公金を投入して、
そうやって問題がないというようなことで監査

請求をいわゆる否決するとか、反対する人がお

るとは信じられないけれども、県民の期待に応

えなければならない我々県議会、あるいは個人

の県議会議員という役割の中で、そうやって議

決をしない人がおるかどうかわからんけれども、

そんなのはいないと思うんだけども。

じゃあ、例えば県議会で議決をした場合に、

監査請求はやらんばいかんと、それはやるのか。

個人の、いわゆる聴き取り調査をやってほしい

ということについてはやらないと、こう言って

いるのか、どっちか。

【田尾監査課長】議会の議決があった上での請

求は、これは当然、法定事項ですから監査しま

すということは申しました。決して、議会の議

決がないからしない、議決がない場合には一切

しないと、そういう意味合いで申し上げたわけ

ではございません。それが一つ。

それと、聴き取り調査でございますが、確か

に平成29年に山田博司議員のご質問があって、
その後、聴き取り調査はいたしました。ただ、

その時と今と状況が、私どもは違っていると思

います。何が違っているかといいますと、新幹

線・総合交通対策課において、この間、この問

題について、エンジン換装だけではないという

お話でございますが、いろんな問題について総

務委員会等で質疑があって、それに答弁をして

いる、答えていると。

そしてさらに我々監査事務局としても、これ

はもう事実上、我々としては要請というふうに

受けとめ、我々としては理解しておりますが、

引き続き説明責任を果たしてもらいたいという

話もしておりますので、それに対して、先ほど

申したように、今まで説明できなかった分でで

きるところはないかと再度精査しているという

答えがございましたので、私どもとしては、も

うそれ以上は新幹線・総合交通対策課には申し

ておりませんし、今後の説明の状況を注視した

いと考えております。

【小林委員】局長、この監査課長は限界にきて

いる。もう同じようなことばかり、ぐるぐる、

ぐるぐる回っている。本人は、これはちょっと

ね、いつもの監査課長の状態ではないよ。全く

もって何を言っているのか、そういうようなと

ころで残念です。それで、この問題は、やっぱ

り監査事務局として。

先ほどから言っているように約18億円の公
金を投入していると。これは、まともに島民の

足を確保し、離島県長崎県の立場として、きち

んとした会社運営をやっていただきたいという

ことで、いろんな意味でバックアップし、それ

だけの公金も投入しているわけだよ。それが残

念ながら島民の足を奪うような形になり、しか

も社長はどこにおるかわからない。

そして、新たにまた同じような会社が、1週
間とかというような、そんな考えられないよう

な状況の中で新たな会社がまた立ち上げ、全く
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同じ名前。このわずか1週間、その中の3～4日
は土曜、日曜とか祭日があって、実際に1週間
ぐらいの中で3日ぐらいしかないところで、新
たな会社を立ち上げるような時間もなければ、

そんなことができるはずはないと。

これは言われれば、新聞なども書かれておっ

たけれども、計画倒産の疑いもあるぞと、こん

なようなことまであえて指摘されているような

内容であって。

やっぱり監査事務局として、こういうような

ところに、我々がわーわー、わーわー言うより

も、当然あなた方も静かな中において、そうい

う監査事務局としてのいわゆる既定方針を守る

ために、それを貫くためには、あなた方自体も

関心を持っていただかなければいけないことで

はなかろうかと、こういうようなことを私は考

えるわけだけれども、その私の考え方が間違っ

ているのか。あなた方は、全くこのことについ

ては噴いて湧いた話だから、その1年間のあな
た方の既定方針にはなかったからと、五島産業

汽船のような話がここで噴き出すというような

ことは全然考えられなかったから、それは現場

でやってくれと、こんなようなことで、今ずっ

と監査課長が言っているような、そんな内容で

いいのか。あなた方も重大な関心を持つべきだ

と私は言っているわけだけれども、ここについ

てはどう思われますか。これを最後にして質問

を終わりたいと思いますがね。

【下田監査事務局長】前回の集中審査とか、非

常に議会からの関心も強いことで議論が続いて

おりますけれども、この間、我々も、所管課で

あります新幹線・総合交通対策課に対して、ど

こが論点になっていて、そこに対してどう答え

ていくのかというところをよく整理して、そこ

をちゃんとつぶしていってくれというふうな話

をしております。

その結果、おっしゃるような、明らかに論点

として監査しないといけないような問題だとい

う判断があった場合においては、随時監査とい

う手もありますので、そこは全く監査をしない

ということではございませんで、それなりの確

証といいますか、そういった問題が明らかにな

ってくれば、そういった動きはあろうかと思い

ます。

ただ、今の段階ではまだ、全然お互いに、進

展がないというとちょっと失礼ですけれども、

今回集中審査もされますので、その中での動き

とか、ここは繰り返しになりますけれども、そ

ういった動きも注視しながら、我々としても全

然関心を持っていないわけではございませんの

で、これからも関心を持って、そこは見ていき

たいと思いますので、それによって必要な対応

はこれからさせていただきたいと思っておりま

す。

【小林委員】それじゃあ、監査事務局長も関心

をもっていないわけではないと、重大な関心を

もっていると、当然だと思いますよ。

そういうことだから、これからの推移を見な

がら、また自分たちの役割も果たしていきたい

と、私はそう受け止めております。その考え方

に間違いがないのか、変わりはないのか、もう

一回確認して終わりたいと思います。

【下田監査事務局長】今後の推移を見守りなが

ら、必要のある場合はそれなりの対応、適切な

対応はしていきたいと考えております。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 それでは、これをもちまし
て、出納局及び各種委員会事務局関係の審査を
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終了いたします。

本日、午後4時より、県警本部の視察を行い
ます。3時50分に、この議会棟のホールに集合
してください。

そしてまた欠席の方、あるいは途中退席され

る方は、事前に報告していただきますようお願

いいたします。

本日の委員会はこれにてとどめ、7月1日（月
曜日）は、午前10時から委員会を再開し、文化
観光国際部関係の審査を行います。

本日は、これにて散会いたします。

― 午後 ３時２６分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年７月１日

自  午前１０時 ２分

至  午後 ２時５７分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 中島 浩介 君

副委員長(副会長) 山下 博史 君

委 員 小林 克敏 君

〃 中島 廣義 君

〃 浅田ますみ 君

〃 川崎 祥司 君

〃 深堀ひろし 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 下条 博文 君

〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

文化観光国際部長 中﨑 謙司 君

文化観光国際部政策監
（国際戦略担当）

浦  真樹 君

文化観光国際部次長 岩田 正嗣 君

文化振興課長 村田 利博 君

世界遺産課長 桒原  恵 君

観光振興課長 佐古 竜二 君

国際観光振興室長
（ 参 事 監 ）

佐々野一義 君

物産ブランド推進課長 宮本 智美 君

国 際 課 長 永橋 勝巳 君

国際課企画監
（アジア・国際戦略担当）

小川 昭博 君

６審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ２分 開議 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これより文化観光国際部関係の審査を行いま

す。

【中島(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算及び予算にかかる報告議案を議題といた

します。

文化観光国際部長より、予算及び報告議案説

明をお願いいたします。

【中﨑文化観光国際部長】おはようございます。

それでは、予算決算委員会の議案説明資料を、

お手元によろしくお願いいたします。

文化観光国際部関係の議案について、ご説明

いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第76号議案「令和元年度長崎県一般会計補正予
算（第1号）」のうち関係部分、報告第1号「知
事専決事項報告『平成30年度長崎県一般会計補
正予算（第7号）』」のうち関係部分でありま
す。

はじめに、第76号議案「令和元年度長崎県一
般会計補正予算（第1号）」のうち関係部分に
ついて、ご説明いたします。

歳出予算は、企画費7,972万6,000円の増。こ
の結果、令和元年度の文化観光国際部所管の歳

出予算総額は、40億6,607万2,000円となります。
歳出予算の内容について、ご説明いたします。

上海線臨時便の運航支援・利用促進支援によ

り、国際航空路線を活用した交流人口の拡大を
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図る取組に要する経費として、国際定期航空路

線維持・拡大事業費997万3,000円、台湾線連続
チャーターの運航支援・利用促進支援により、

国際航空路線を活用した交流人口の拡大を図る

取組に要する経費として、県内空港活性化推進

事業費6,975万3,000円を計上いたしておりま
す。

次に、本年2月定例県議会の予算決算委員会
において、専決処分により措置することについ

て、あらかじめご了承いただいておりました平

成30年度予算の補正を、3月29日付で専決処分
させていただきましたので、関係部分について、

その概要をご説明いたします。

文化観光国際部所管の補正予算額は、歳入予

算では、合計551万8,000円の減、歳出予算では、
合計1億7,863万8,000円の減であります。
歳入予算の主な内容について、ご説明いたし

ます。

寄附金の主なものは、「長崎と天草地方の潜

伏キリシタン関連遺産」基金への寄附473万
5,000円の増であります。
諸収入の主なものは、しま旅滞在促進事業市

町負担金722万2,000円の減であります。
歳出予算の主な内容について、ご説明いたし

ます。

企画費の主なものは、文化施設改修等整備費

4,362万1,000円の減であります。
生活対策費の主なものは、総合芸術祭費111

万1,000円の減であります。
商業費の主なものは、関西・長崎の魅力総合

発信事業費208万9,000円の減であります。
観光費の主なものは、しま旅滞在促進事業費

3,185万9,000円の減であります。
社会教育費の主なものは、「潜伏キリシタン

関連遺産」世界遺産登録推進事業費1,417万

1,000円の減であります。
以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)分科会長】 次に、国際観光振興室長
より補足説明を求めます。

【佐々野国際観光振興室長】それでは、令和元

年度6月補正予算案として上程させていただき
ました航空対策費について、ご説明をさせてい

ただきます。

資料は、「予算決算委員会総務分科会補足説

明資料」になりますけれども、補足説明資料提

出後に、長崎上海線の夏季臨時便の運航が確定

したことによりまして、差し替えを提出させて

いただいております。

1枚ものの資料のほうをご覧ください。
右肩のほうに、「予算決算委員会総務分科会

補足説明資料 文化観光国際部 2頁 差し替え」
と書いたものになります。

本事業につきましては、長崎－上海間を運航

しております中国東方航空が、夏季期間中の7
月16日から9月24日までの間、臨時便を運航さ
れることに伴い、着陸料等の運航支援に要する

経費として、予算額997万3,000円を計上いたし
ております。

臨時便は、週1便、火曜日に定期便と同じ機
種で運航が予定されており、定期便と合わせて、

期間中、週3便での運航となることから、利便
性の向上が図られるものと考えております。

もとの補足説明資料に戻っていただきまして、

資料の3ページをお開きください。
本事業につきましては、台湾の大栄旅行社が

チャーター実施者となりまして、同じく台湾の

康福旅行者と共同販売する形で、タイガーエア
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台湾の機材により、台湾からのインバウンドチ

ャーターとして、長崎－台湾間のチャーター便

が運航されることに伴い、運航経費等に要する

経費といたしまして、予算額6,975万3,000円を
計上いたしております。

チャーター便につきましては、既に6月1日か
ら運航を開始しております。初便からの運航分

につきましては、既定のチャーター支援予算等

で対応させていただくこととしておりますが、

不足する今後の運航分につきまして、今回、補

正予算として計上いたしております。

なお、現在、運航が決定しておりますのは、

10月16日の運航まででありますが、チャーター
実施者において、10月中旬以降、来年3月末ま
での運航につきましても計画をされていること

から、今回、その運航経費等の支援に要する経

費についても、あわせて計上いたしております。

使用する機材につきましては、エアバスＡ

320の175席使用の機体で、期間中、水曜日、土
曜日の週2往復の運航となります。
今回の上海線の臨時便につきましては、イン

バウンド、アウトバウンドの集客対策、また、

台湾チャーター便につきましては、インバウン

ドのみを対象としたものであることから、イン

バウンドの集客対策に、それぞれしっかりと取

り組み、今後の増便や定期便化へとつなげてま

いりたいと考えております。

説明は以上でございます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【中島(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算及び報告議案に対する質

疑を行います。

質疑はありませんでしょうか。

【川崎委員】 おはようございます。

知事専決事項報告分の資料、16ページの観光
産業高度化事業費のユニバーサルツーリズム推

進事業費マイナス35万8,000円についてお尋ね
いたします。

まず、平成30年度当初、どういった予算を計
上し、事業を推進してこられたのか、お尋ねい

たします。

【佐古観光振興課長】 平成30年度のユニバー
サルツーリズムの事業に関しましては、主に2
つございました。

一つは、県内のバリアフリー情報を調査、収

集して、これは団体向けの補助金という形にな

りますけれども、情報を収集していただく。こ

れをウェブサイトで公表する。あわせて車椅子

の貸し出しを含むさまざまな相談に対する対応

をしていただいたという状況でございます。

それからもう一つは、ワークショップという

形で県内の交通事業者、それから宿泊事業者、

福祉関係者を含めまして、現地の視察、それか

ら視察をした後、それぞれグループに分かれて、

どういったところに課題があるかというところ

を体感していただくというワークショップを長

崎市内と佐世保市内の2カ所で実施いたしまし
て、2カ所合計で47名の関係者にご参加いただ
いたというのが30年度の取組になります。
【川崎委員】 平成30年度バリアフリーの情報
収集と車椅子貸し出しに対する相談体制の対応、

ワークショップの開催というお話でございまし

た。

昨年11月に一般質問をさせていただいて、さ
まざまな取組を今後進めていくと。1つの課題
として、継続性のあるビジネスとするために、

どう課題を洗い出していくのかということ。既

に、県内には積極的に取り組む団体があられて、

よく相談し、連携をしながら進めていきたいと
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いうことでございました。

先ほどの平成30年度の事業を踏まえて、今年
度どういったことを構築されているのか。もう

成果を出す時期だというふうに考えております

が、いかがでしょうか。

【佐古観光振興課長】今年度の取組につきまし

ては、昨年度、さまざまな関係者に対する意識

醸成も含めたワークショップを開催しましたけ

れども、もう少し先に進めると申しますか、県

でも、これまでユニバーサルツーリズムに取り

組んでまいりましたけれども、まだ十分、県内

全域的にそういった意識醸成が図られていると

いう状況までは至ってないと思っております。

この一つの原因として、いろんな関係者がビ

ジネスとしてこのユニバーサルツーリズムに取

り組める可能性というのをまだ感じていただい

てないのかなというふうなことを考えておりま

す。

そういったことで、首都圏ですとか、関西圏

の旅行会社の方にお話を伺いますと、受け地側

でのきちんとした体制がとれれば、旅行商品化

という可能性もあるというお話を聞いておりま

す。

一方で、県内の受け地側として、今、私が申

し上げた関東とか関西からお客様を送客してい

ただいた時に、受け地側のコーディネート機能

を果たしていただける複数の団体が県内にもご

ざいますので、そういった方とも連携をしなが

ら、いきなり商品という形でつくるというとこ

ろは難しいかもしれませんけれども、県内のい

ろんなホテル、交通事業者、福祉関係者、こう

いった方とのネットワークをつくって商品化に

つながるような、発地側とも連携して、そうい

った取組を今年度については進めてまいりたい

と考えております。

【川崎委員】 専決事項の審査ですから、また、

新たな展開については議案外でもさせていただ

きたいと思いますが、先ほど一般質問の答弁を

紹介しましたけれども、既に推進している団体

があって、ビジネスとして既に取り組んでおら

れるという事実がある中において、ビジネスと

して感じていない機運醸成ということは、もう

既に考え方、進め方としてかなり遅れているの

ではないかと。観光振興基本計画の中にも、県

は、もう何年も前に位置づけて既にやっておか

なければいけないのを、まさに今からやろうと

いうことは、事業の構築としていかがなものか

なと、非常に腹立たしく思っているところでご

ざいまして、もうこれ以上は議案外に回します

けれども、効果が出る、成果が出る、そういっ

た事業構築を、ぜひ今年度はやっていただきた

いと思います。

【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんでし
ょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算及び報告議案に対する質疑・討論が終了

いたしましたので、採決を行います。

第76号議案のうち関係部分及び報告第1号の
うち関係部分は、原案のとおり、それぞれ可決・

承認することにご異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算及び報告議案は、原案のとおり、
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それぞれ可決・承認すべきものと決定されまし

た。

【中島(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。

文化観光国際部は、委員会付託議案がないこ

とから、所管事項についての説明及び提出資料

に関する説明を受けた後、陳情審査、所管事項

についての質問を行います。

文化観光国際部長より、所管事項説明をお願

いいたします。

【中﨑文化観光国際部長】それでは、総務委員

会議案説明資料を、お手元によろしくお願いい

たします。

文化観光国際部関係の所管事項について、主

なものについてご説明いたします。

（文化の振興について）

文化の振興については、子供から大人まで県

内どこにいても、良質な芸術に触れることので

きる機会を提供するとともに、文化・芸術によ

るまちづくりに取り組んでおります。

そのための拠点施設である長崎県美術館及び

長崎歴史文化博物館は、昨年度、両館とも約39
万2,000人の入館者がありました。
また、本県では、江戸時代初期に福建省から

長崎に渡り、日本人の文化や生活習慣に大きな

影響をもたらした隠元禅師と黄檗文化を通して、

長崎と中国との交流に取り組んでおります。

来年度は、隠元禅師出家400年を記念し、長
崎歴史文化博物館で企画展を開催することとし

ておりますが、そのプレイベントとして、6月
30日、これは昨日でございますけれども、長崎
市及び長崎大学との共催により、「隠元禅師と

黄檗文化」をテーマとした日中シンポジウムを

開催し、県内外から多数のご参加をいただいた

ところでございます。

本シンポジウムでは、講演やパネルディスカ

ッション、パネル展示などを通して、隠元禅師

が果たした功績や魅力的な人柄、黄檗文化が日

本に根付いていく窓口となった長崎の重要性な

どをわかりやすくお伝えするとともに、今後の

中国との交流の可能性について、ご議論いただ

きました。

引き続き、県では、隠元禅師に象徴される長

崎と中国の長きにわたる友好と信頼の絆を大切

にしながら、さらなる交流拡大に努めてまいり

ます。

また、文化芸術による離島地域の賑わい創出

や、若者の新たな発想に基づく文化芸術イベン

トを核としたまちづくりを推進し、当分野にお

ける人材の育成を図るため、県内各地で「長崎

しまの芸術祭」及び「若者アート『ＬＯＶＥな

がさき』創造プロジェクト」を実施しておりま

す。

また、優れた演奏家の育成と芸術文化の振興

を目的として、本県のクラシック音楽家の登竜

門である「長崎県新人演奏会」を開催しており

ます。

今後とも、より多くの県民の皆様が文化芸術

を身近に楽しむとともに、県内外の人々が賑わ

う地域づくりに取り組んでまいります。

（世界遺産の保存活用について）

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

については、現在、構成資産の一つである「黒

島の集落」では、黒島天主堂の耐震及び修復の

ための大規模な保存修理事業を実施しておりま

すが、令和2年度までの工事期間中は、普段、
見ることの少ない貴重な文化財修復の様子を来

訪者に公開できるよう、見学台の設置を予定し

ております。

また、世界遺産登録を受け、ユネスコの世界
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遺産ロゴを記した道路標識や登録記念銘板を順

次設置し、遺産の価値を現地で伝えるための解

説サインを整備しております。このほか、各構

成資産の真の価値をわかりやすくご理解いただ

けるよう、情報発信拠点施設の展示用としてア

ニメーション映像を制作いたしました。ナレー

ションには県内の高校生を起用するなど、若い

世代にも身近に感じてもらえる工夫をしており

ます。

さらに、長崎大学や県立大学と連携し、ゼミ

活動や必修授業における世界遺産集落でのフィ

ールドワーク実施に向けた準備を進めており、

今後、世代間交流による地域とのつながりを形

成しながら、次世代への継承や地域の活性化に

つなげてまいります。

（観光の振興について）

平成30年の本県の観光客延べ数は、対前年比
1.1％増となる3,550万人で、統計を取り始めた
昭和47年以降、過去最高を記録しました。日帰
り客は、夏場の猛暑等の影響による屋外型観光

施設の入場者数減の影響などを受け、対前年比

0.1％と微増にとどまったものの、延べ宿泊者数
は、対前年比2.3％増の836万人となっておりま
す。

インバウンドにつきましては、韓国、中国か

らの観光客が好調であり、延べ宿泊者数が対前

年比4.9％増の93万人となったほか、クルーズ客
船の入港は337回と、昨年の365回を下回ったも
のの、乗客乗員数は、前年比4.5％増の125万人
で、過去最高を記録しました。

この結果を踏まえ、引き続き宿泊客の増など

に努めてまいります。

また、本文の4ページ、4行目からでございま
す。

「潜伏キリシタン関連遺産」については、去

る5月22日、県、市町、関係団体、交通事業者
等で構成する「世界遺産受入推進協議会」を開

催し、県内外の先進事例や、地域活性化に向け

た仕掛けづくりなど、受入体制整備の進捗状況

を共有し、さらなる充実に官民一体となって取

り組んでいくことを確認したところであります。

長崎県亜熱帯植物園閉園に伴う野母崎地区の

振興策については、長崎市が行う恐竜博物館（仮

称）の整備に関して市との間で大枠の方向性に

ついて協議を進めているところであり、今後、

具体的な内容について県議会にご報告したいと

考えております。

国境離島地域における滞在型観光の促進につ

いては、4月25日からは、個人旅行者向けに現
地の体験プログラムに利用できるクーポンがセ

ットとなったお得な「長崎しま旅 わくわく乗船

券・航空券」の販売も開始しており、これらの

取組を地域の活性化につなげてまいりたいと考

えております。

国際定期航空路線の取組については、去る6
月1日には、長崎と台湾を結ぶインバウンドチ
ャーター便が就航したところですが、今後10月
までの間、週2便の運航が予定されていること
から、市町や民間事業者等と連携した本県観光

情報等の発信などにより誘客を促進してまいり

たいと考えております。

再度、（追加1）の下段の方でございます。
また、上海便については、7月16日から9月24
日までの夏季期間中、臨時便として週1便が運
航されます。今回の臨時便運航によって、定期

便と合わせて週3便の運航となり、利便性が高
まることから、旅行商品造成の働きかけや中国

からの修学旅行の取り込みなどの集客対策にし

っかりと取り組み、増便へつなげてまりたいと

考えております。
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また、本文の5ページでございます。
ソウル線につきましては、法定整備により、

機材繰りを理由に本年3月下旬から6月末まで
の運休が決定しておりましたが、路線の収支赤

字を理由に7月以降も運休が継続することにな
りました。今後、韓国における本県の観光地と

しての情報発信の強化など、課題を検証した上

で、早期の運航再開に向けて取り組みを進めて

まいります。

県としては、こうした様々な施策により、さ

らなる観光客及び観光消費額の拡大につなげて

まいります。

（県産品のブランド化と販路拡大について）

首都圏における本県の情報発信拠点「日本橋

長崎館」は、昨年4月にリニューアルオープン
し、取扱商品数の拡大を図ったことなどにより、

平成30年度の来館者は約56万5,000人、売上額
は約2億3,000万円であり、対前年度比では来館
者は138％、売上額は149％と多くの方々にご利
用いただいております。引き続き、本県の歴史・

文化、観光、食などの魅力を総合的に発信し、

県産品のブランド化・販路開拓や、本県への誘

客に結びつくよう、運営事業者等とも連携を図

りながら取り組んでまいります。

また、県産品のブランド化の促進については、

引き続き、「長崎フェア」などのマーケット対

策を行うほか、食の商談会や営業力強化セミナ

ーの開催、情報発信などを行うことにより、県

産品のブランド化の推進と県内企業や生産者の

所得向上に努めてまいります。

県産品愛用については、6月と11月を「県産
品愛用運動推進月間」と設定しており、テレビ

ＣＭの放映や懸垂幕を掲出するなど、今後も市

町や関係機関と連携しながら、県産品愛用の普

及・啓発に努めてまいります。

県産品の輸出促進については、2月には香港
イオンにおいて、また、3月には韓国の現代百
貨店において「長崎フェア」を開催し、県産品

の試食販売や世界遺産、観光ＰＲを行い、本県

の魅力を総合的に発信いたしました。評判がよ

かった商品が新たにＥＣサイトで取り扱われる

などの成果も出ております。

引き続き、関係部局や団体とも連携しながら、

県産品の輸出促進とブランド化に努めてまいり

ます。

（韓国との交流促進について）

去る5月3日から5日、本年、本県との友好交
流関係樹立5周年を迎える釜山広域市で開催さ
れた朝鮮通信使まつりへ参画し、朝鮮通信使ゆ

かりの地観光物産展へのブース出展による、長

崎カステラや県産酒などの県産品や観光ＰＲを

実施いたしました。

今後とも、様々な機会をとらえ、誘客促進や

県産品の輸出拡大に向けた韓国国内における本

県のプレゼンス向上や交流拡大、人脈構築に取

り組んでまいります。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中島(浩)委員長】 次に、提出のあった「政策
等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」及び「政府施策要望に関する提案・要望の

実施結果」について説明を求めます。

【村田文化振興課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして、本委員会に提

出しております文化観光国際部関係の資料につ

いて、ご説明申し上げます。

お手元の「総務委員会提出資料 補助金内示一
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覧表」を、ご覧ください。

資料の1ページをお開きいただきたいと思い
ます。

補助金の内示につきまして、県が箇所付けを

行って実施する個別事業に関し、市町及び間

接・直接の補助事業者に対し内示を行った補助

金につきましては、今年の2月から5月までの実
績を3ページまでに記載しております。
直接補助金につきましては、長崎県21世紀ま

ちづくり推進総合補助金等で計7件、間接補助
金につきましては、同じく21世紀まちづくり推
進総合補助金等で計11件でございます。
次に、別冊の「『政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議』に基づく提出資料（観光振興等対策

特別委員会意見書分）」をお開きください。

昨年度に、長崎県の観光振興の促進に関する

意見書といたしまして、県議会から知事に対し

提出された意見書にございました4つの意見項
目に対しまして、県の処理状況を記載したもの

でございます。

文化観光国際部関連では、項目1「観光振興
について」と項目2「国際戦略（東南アジア）
について」の処理状況を記載しております。

次に、同じく別冊となりますけれども、「（総

合交通対策特別委員会意見書分）」という資料

をご覧いただきたいと思います。

昨年度に、「総合交通対策に関する意見書」

といたしまして、県議会から知事に対し提出さ

れた意見書にございました13の意見項目に対
しまして処理状況を記載したものでございます。

文化観光国際部関連では、3ページ目の2の
（7）についての処理状況を記載しております。
最後に、さらに、また別冊となりますけれど

も、「（離島・半島地域振興特別委員会意見書

分）」と記載された資料をご覧いただきたいと

思います。

昨年度に、「離島・半島地域の振興対策に関

する意見書」といたしまして、県議会から知事

に対し提出された意見書にございました12の
意見項目に対しまして、処理状況を記載したも

のでございます。

文化観光国際部関連では、3ページ目の１（6）
と4ページ目の1（7）、5ページ目の2（4）につ
いて、処理状況を記載しております。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

続きまして、去る6月12日、13日に実施いた
しました「令和2年度政府施策に関する提案・
要望について」、文化観光国際部関係の要望結

果をご説明させていただきます。

資料は、Ａ4、1枚で提出をさせていただいて
おります。

文化観光国際部関係につきましては、世界遺

産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

及び「明治日本の産業革命遺産」の保存管理に

ついて、及び外国人材の受け入れについて要望

を実施しております。

要望実績といたしましては、世界遺産につき

ましては、要望先が文部科学省であり、芦立文

部科学審議官に対し、副知事、副議長、文化観

光国際部長により要望を行い、昨年の世界遺産

登録実現へのご尽力に対するお礼を申し上げま

すとともに、「明治日本の産業革命遺産」とあ

わせて、今後、世界遺産として適切に保存管理

していくための技術的・財政的支援を強く要望

しております。

芦立審議官から、「世界遺産の価値を守り、

保存と活用を両立させて、後世に引き継いでい

けるよう、知恵を絞っていく」との回答をいた
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だいております。

外国人材の受け入れにつきましては、資料の

裏面のほうになります。

要望先が、法務省及び文部科学省であり、佐々

木出入国在留管理庁長官、芦立審議官に対し、

知事、副知事、議長、副議長、文化観光国際部

長、政策監により、要望を行い、相談窓口等に

おける多言語対応の体制整備、人材育成につい

て必要な財政措置などの制度の円滑な運用を図

るとともに、施策の充実強化を図っていただく

よう強く要望しております。

佐々木長官から、「出入国在留管理局に専門

の職員を配置し、県の相談窓口と連携強化した

い。また、国としてのワンストップセンターを

設置予定である」との回答をいただいておりま

す。

加えて、芦立審議官に、日本語が十分ではな

い在留外国人が、いつでも日本語や文化を学習

できる環境を整備していただくよう強く要望を

行いました。

以上が、文化観光国際部関係の要望結果でご

ざいます。

今回の政府施策に関する提案・要望の実現に

向けて、引き続き、国へ働きかけてまいります。

以上で報告を終わります。

【中島(浩)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、まず、陳情審査を行います。

配付しております陳情書一覧表のとおり、陳

情書の送付を受けておりますので、ご覧願いま

す。

陳情書について何かご質問はございませんで

しょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。

次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はございませ

んでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【深堀委員】 1点だけ確認ですけれども、補助
金内示一覧表、3ページですけれども、項目が
長崎帆船まつり、そしてペーロン、ランタン、

よさこいというこの4つの祭り関係についての
県の内示額が示されております。

確認をしたいのは、この内示額が前年度と比

べて変わっているのかどうかをまずお尋ねした

いと思います。

【佐古観光振興課長】このイベント関係の内示

額につきましては、基本的に昨年度と比べて約

2分の1という数字になっております。これはイ
ベント関係の補助を長く継続してきたというこ

ともございまして、長崎市、佐世保市とも協議

をしまして、段階的に削減していくと。

ただ、将来的に、今後、それぞれのイベント

が自立していくようなことにつながる新しい取

組が出てくれば、ここに記載しております内示

額とは別に、それぞれの市とも丁寧に話をしな

がら補助金の対象にはしようと思っていますの

で、今後、少し新しい取組がないのかどうかと

いうところも、長崎市、佐世保市ともご相談し

てまいりたいと考えております。

【深堀委員】 額が実際に昨年よりも2分の1に
なったというのは間違いないんですね。額を言

われなかったですけれども。こういったイベン

トは長年続いてきたもので、じゃ、この4つの
行事が昨年と今年を比べて事業というか、祭り

の規模を縮小したとかいうことではないはずな

んですよね。かかる経費というのはほとんど変
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わってない。だから、私の地元の長崎市だって、

こういったペーロンとか、帆船まつりとか、ラ

ンタンで県の補助がかなり減らされるというこ

とで、ものすごく要望活動もあったというふう

に思います。そのやりとりの中で、一部、総額

的には戻った分もあるというふうには聞いてい

たんですけどね。

中身については議案外でやらなければいけな

い項目だと思っているので、もう一度確認しま

すけれども、内示額というのは、祭りの主催者

側から、こういった事業規模でやりますからと

いう申請書類等が多分あると思うんですけど、

そういった規模感というのは、昨年と変わって

いないけども、2分の1の額ぐらいになったとい
うことをもう一回確認させてください。

【佐古観光振興課長】それぞれのイベントの全

体事業費につきましては、昨年度とそう大きく、

今の時点では移動はしてないと思いますけども、

県からの補助金につきまして2分の1というこ
とに現状ではなっております。今後、長崎市、

佐世保市とも、それ以外の新しい取組がないか

というところはご相談をしてまいりますけれど

も、現状はそういうことでございます。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 それでは、ほかに質問がな
いようですので、次に、政府施策要望に関する

提案・要望の実施結果について、質問はござい

ませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 それでは、次に、所管事務
一般についての質問はございませんでしょうか。

【下条委員】先ほど、知事専決事項報告にもあ

りましたけれども、国境離島振興のしま旅につ

いてお尋ねをしたいと思います。

滞在促進事業費としまして、「長崎しま旅 わ

くわく乗船券・航空券」ということで展開され

ているということです。このＰＲ方法といいま

すか、テレビを用いてやっていると思うんです

けれども、今現在、どのようなＰＲ方法、市民、

県民の皆さんにこういった企画があるんですよ

ということをお知らせしているのかということ

をまずお聞きしたいと思います。

【佐古観光振興課長】令和元年度の取組をご説

明いたします。

まず、実施済みのものとしましては、いろん

な、新聞も含めました紙媒体での雑誌とか、そ

ういったものも含めまして掲出しまして、その

制度を知っていただくと、これは県内外という

ことになります。

それから、私ども、昨年度までは実施してお

りませんでしたけれども、やはり国境離島地域

の住民の方にこの制度をよく知っていただいて、

島外のいろんな関係の方にＰＲしていただくと

いうことも大事かなと思っておりまして、これ

は国境離島地域の全市町にお願いをして、今年

度から新たに市町の広報誌で夏休み前の時期に

この制度のＰＲを図っていただくというような

ことにしております。

それから、これはまだ実現には至っておりま

せんけれども、長崎のテレビ局と福岡地区のテ

レビ局が連携をしていただいて情報番組の中で、

しまの体験の魅力も含めて、ＣＭという形では

ございませんけれども、情報番組の中でそこを

しっかりお伝えいただくという取組を今進めて

いるところでございます。

そのほか、福岡地区の地場の旅行会社の方と

も話をさせていただきまして、この企画乗船券

を旅行会社として取り扱っていただくというよ

うなこともして、今のところ、長崎地区も含め
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て2社から3社程度は取り扱っていただけるよ
うになっております。

それと、今後につきましてですけれども、で

きるだけしまで体験できるものの魅力をしっか

りお伝えするような動画を作成しまして、それ

をユーチューブ広告ですとか、ウェブを使った

プロモーションを実施していくという予定にし

ております。

【下条委員】 ありがとうございます。

それでは、2年ぐらい前でかね、平成29年頃
だったと思うんですけれども、みやぞんさんや、

最近であればダンディ坂野さんなんかを登用し

たテレビＣＭは現在はされていないんですか。

テレビＣＭといいますか、そういった広告、Ｐ

Ｒというのは、現在はお考えではないというこ

とでしょうか。

【佐古観光振興課長】 今年度につきましては、

テレビＣＭは実施しておりません。先ほど、動

画の制作をするというご説明を申し上げました

けれども、夏場の売れ行きも見ながら、場合に

よっては閑散期対策としてテレビＣＭというこ

とも可能性としては持っておりますけれども、

現状ではテレビＣＭというよりも、番組の中で

しっかり魅力をお伝えするという形を先行させ

たいと思っております。

【下条委員】 ありがとうございます。では、み

やぞんさんとダンディ坂野さんを起用したＰＲ、

ＣＭについてお尋ねしたいんですけれども、こ

の分析結果といいますか、効果検証というのは、

とられてますでしょうか。

【佐古観光振興課長】 平成29年度にみやぞん
さんを起用してテレビＣＭとかウェブのコマー

シャルをしておりますけれども、その際は、そ

の後の効果検証というのは実施をしておりませ

ん。平成30年度、ダンディ坂野さんを起用した

テレビＣＭにつきましては効果検証を行いまし

て、乗船券の認知度ですね、｢わくわく乗船券を

知っている」とご回答いただいたのが、長崎地

区で50.8％、福岡地区ではかなり少なくて8.8％
という数字でございます。

私どもとして、さらに反省をしているところ

は、そのテレビＣＭを見た方の中で実際にしま

に行きたいと思った方の割合というのが、長崎

地区で8.8％、福岡で8.2％ということで、いず
れも1割を切っている状況でございましたので、
そこの十分な反省も踏まえまして、昨年度のテ

レビＣＭが、タレントさんのイメージが強く打

ち出されて、しまの魅力ですとか、企画乗船券

の制度ですとか、そういうところの訴求が弱か

ったということが非常に反省をしている点でご

ざいますので、今年度につきましては、先ほど

申し上げましたように、しまの魅力ですとか、

乗船券の買い方とか、そういったところをしっ

かりお伝えするような動画をつくってプロモー

ションに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

【下条委員】ありがとうございます。効果検証

は、みやぞんさんの1回目の時はしてなくて、
次のダンディ坂野さんの時はやったと。この時

の、みやぞんさんとダンディ坂野さんの広告、

テレビＣＭ等の予算は幾らぐらいだったんです

か。

【佐古観光振興課長】 平成29年度のみやぞん
さんの際が3,180万6,000円という内容になっ
ております。それから、平成30年度につきまし
ては、ダンディ坂野さんですけれども、984万
9,600円でございます。
【下条委員】ありがとうございます。私がこう

いったＰＲといいますか、企業のブランディン

グ戦略ということを専門に仕事をしておりまし
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て、この点について民間にいた頃に非常に疑問

を感じていましたので、少しだけご提案といい

ますか、お話をしたいと思います。

みやぞんさんを投入して、その時、すごく人

気があられたと思います。また、ダンディ坂野

さんも非常におもしろかったと思います。ただ、

1つ、私が見ていて非常に不一致だったのが、
こういったテレビ戦略ですね、マスメディアを

使ったＰＲは継続をしていかなければ浸透しな

いという傾向が強いです。

全く別ですけれども、最近、「ホンダカーズ

長崎」というのを結構やってますけども、あれ

はずっと同じ動き、また、音楽を継続してやら

れています。あれは専門的な方が入られて浸透

を図っているということになります。

私が一番気になったのが、そういった戦略が

変わられていますよね。テレビＣＭでされてい

たことを今回効果を検証されたと思うんですけ

れども、しまの魅力の方に移られてまた新しく

なっている。費用対効果等があると思うんです

けれども、効果的にやっていくためには、最初

のスタートの時にある程度の長期計画、特にマ

スメディアを使う時は、そういった戦略を使っ

てちぐはぐにならないように、せっかく、みや

ぞんさんやダンディ坂野さんのような、いわゆ

る芸能人を用いて、かなり大きな金額が多分要

っていると思うんですけれども、やっているわ

けですので、これはある程度、皆さんは県民、

市民、また県外の方たちも見ていると思います

ので、こういったものは継続をしていただきた

いと思います。

それと、やはり効果検証ということが非常に

必要です。特によくなかった時は、プロポーザ

ルというんでしょうか、次回からのＰＲであっ

たりとか戦略にぜひとも生かしていただきたい

と思います。よかったところも絶対必要ですけ

れども、だめだったものをぶつ切りにしないで、

単発にしないで、ぜひとも続けていただきたい。

そういったものがトータル的なＰＲ活動、そし

て効果につながっていくと思いますので、こう

いったことをご提案をさせていただいて私の質

問を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

【吉村委員】 1～2点質問します。
補正予算の中で国際定期便航空路線維持拡大

事業費、それから県内航空活性化推進事業費と、

長崎空港を活性化していこうということと、イ

ンバウンド、アウトバウンドということの拡大

ということで今回補正を組まれております。

それで、毎回思うんですが、空港の利用を拡

大するという時に、こういう助成金を出すんで

すが、これが着陸料とか、そういうことになる

んですが、今回のこの補正についてどのような

補正のあり方になっているのかをまずお知らせ

いただきたいと思います。（発言する者あり）

委員長、今、議案外でしょう。

【中島(浩)委員長】 議案外です。
【吉村委員】予算でじゃなくて、こういう航空

便の補助のあり方、どういうところに補助をさ

れるのかなということが質問の趣旨です。

【佐々野国際観光振興室長】定期便とチャータ

ー便が国際航空路線はあるんですけれども、定

期便につきましては、先ほど委員からもご紹介

がありましたけれども、着陸料、それから施設

の使用料は空港管理の方でやられておりますし、

あわせて座席の販売を促進するための支援とい

うことで旅行会社にそういった支援、それから、

広告タイアップといったことで支援を考えてお
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ります。

それから、チャーター便につきましては、航

空会社から旅行会社が航空機を借り上げて運航

されるということで、そういった費用と同じよ

うに販売を促進するための助成といった形で支

援を行っているところです。

【吉村委員】これはほかの県の空港との競争に

なるわけですね。それで、よその県がどのよう

にやっているのかなというのが知りたくなると

ころですが、これを具体的に比較するような手

法というのがないのかなと思うんですが、そう

いうことを検討されたことはございませんか。

【佐々野国際観光振興室長】他の空港との比較

ですけれども、こちらはほかの空港と競合関係

にあるということもありまして、他県の支援の

状況というのは全貌がわかりづらいというとこ

ろもあって比較が難しい状況にあります。

【吉村委員】聞けば、そういう答弁に毎回なる

んですが、そこをどうにかして見える化できる

資料づくりというのができないかなということ

が毎回思うことでございます。

今回、特に上海線と台湾線のチャーター便と

いうことで力を入れてやっておられるわけです

が、これを多少見える化する。経済波及効果が

どれぐらいあるのかというところが関心が出る

ところですが、上海線と台湾線について、どの

ように計算をされていますか。

【佐々野国際観光振興室長】今回の上海線の臨

時便、それから台湾のチャーター便ですけれど

も、こちらにつきましては、それぞれ中国、台

湾について、観光庁の方で訪日外国人の旅行消

費額というものを出されておりますので、そう

いった旅行消費額に今回の臨時便、チャーター

便をそれぞれ利用される人数を掛けまして、あ

わせて上海線につきましては平均的な長崎での

宿泊日数、チャーター便につきましては、今回

のツアー商品に組み込まれております長崎県内

での宿泊、およそ2日ということがありますの
で、この単価と利用の見込み人数、それから宿

泊数を掛けて消費額を出しまして、それを産業

連関表に落として計算をしております。

上海線につきましては、今回の補正予算997
万3,000円ですけれども、本県の経済波及効果と
いたしましては4,033万5,000円となっており
ます。

それから、台湾チャーター便につきましては、

補正予算と既定予算合わせまして8,917万
5,000円の予算額に対しまして、経済波及効果は
6億 4,008万3,000円となっております。
【吉村委員】 概ね2泊されるということで、上
海便については約4,000万円の経済波及効果、台
湾便については6億4,000万円の経済波及効果
ということで、大まかに県が出す補助金に対し

て経済効果はこれだけあるんですよと。上海便

については約4倍ぐらいの効果があるんですよ、
台湾便については約7倍ぐらいの効果があるん
ですよということで、こういう補助事業を行う

んですということで力を入れていくということ

が概略わかるわけですが、これをもう少し詳細

に誰にでもわかるような形にもう少しかみ砕い

ていったらどうかと思います。

そこで、もう少しそれを小さめていって、結

局、着陸料とかなんとかというところにもって

いく面もあるんでしょうけど、そこは言えない

と。ほかの空港に対しても、県に対しても、あ

る程度隠しとかんと、オープンにできないとこ

ろがあるんだと言われて、それならば長崎県民

が、県が出している補助金が妥当かどうかとい

うところが、なかなかこの経済波及効果だけ聞

いてもわかりづらいところがあるので、それを
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もう少し、例えば、さっき割り戻して何人の何

便というような室長の話があっておりましたが、

それをもう少し詳しくやっていくと、例えば、

1席当たりの補助単価というのが出てくるんじ
ゃなかろうかと思うんですが、そこら辺まで計

算されておりますかどうですか。

【佐々野国際観光振興室長】上海線につきまし

ては、今回利用される機材が119人乗りとなっ
ております。期間中、11便が運航されるという
ことで、今回、定期便化の目安としまして航空

会社から70％というお話を聞いております。そ
こを上回るような形で一定72％程度を見込ん
で計算しますと、この期間中に利用される方が

942名ぐらいになるのかなと考えております。
それを往復ですので、倍の方が利用されるとい

うことで、これで予算額を割りますと、1席に
直して約3,700円ぐらいということになります。
それから、台湾チャーター便につきましては、

今回、175席仕様の機材で運航されます。今、
決定しておりますのは10月16日までというこ
とですけれども、チャーター実施社の方で3月
末まで運航計画を持たれているということで、

3月までの計画の87便を掛けまして、こちらは
今100％で計算しておりますけれども、おおよ
そ1万5,225人となりまして、往復で利用されま
すので、その倍の3万人超の方が利用されると。
これで先ほどの予算額8,917万5,000円を割り
ますと、1席当たり3,000円弱ぐらいということ
になります。

ちなみに、今､100％で計算しているというこ
とでお答えしましたけれども、6月1日から先週
の土曜日までの運航の平均的な搭乗率が94％
ということになっておりますので、実態のとこ

ろでは少し落ちてくる可能性はあるかと思って

おります。

【吉村委員】そういう計算はよくなされておっ

てありがたいと思うんですが、我々には感覚と

してこの補助金の姿が見えてくるわけですね。

上海便にしたら1席当たり3,700円、台湾便は約
3,000円という補助率なんだなあと思うわけで
すよ。ほかにもまだ先ほど話があったように、

既存便の飛行機もあるわけでして、それあたり

はもう少し安いというような感じ。

そうすると、この補助金の額が妥当であるの

かどうかと、政策的にここらへ辺を、金額が違

いますね、上海便は3,700円、台湾便は2,900円
ということですが、これは上海と台湾でどうし

てこういう価格の差が出てくるのか、補助金額

の差が出てくるのかということが疑問になるん

ですが、そこら辺、基本的な考え方が構築され

ておりますか。

【佐々野国際観光振興室長】上海線につきまし

ては、今回、定期便の臨時便という形で運航が

されております。台湾についてはチャーター便

ということで、これまでも定期便とチャーター

便については支援のあり方が少し違っておりま

す。特に、チャーター便につきましては、航空

会社ではなくて、チャーター実施社となります

旅行会社が一定リスクを負って機材を借り上げ

て運航しているということで、定期便より少し

手厚い感じになっているんですけれども、今回、

上海線につきましては、定期便プラス臨時便と

いう形で運航されます。

なおかつ、運航が決定しましてから運航が開

始されるまでの間が1カ月を切った中で運航さ
れるということもありますので、今回、定期便

よりも少し手厚い形で、一定投資という意味合

いもあって手厚い形になっているところでござ

います。

【吉村委員】 長崎空港の活性化、また、航空便
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を利用した旅行客の拡大ということについては

積極的に取組をやっていただかなければならな

いと思っているわけで、そういう方向で質問し

ているわけです。

そのためにも、いつも言うんですが、その時、

その時の対応で、その対応の仕方が変わってく

るというのは余りよろしくないのではないか。

だから、これを拡大に向けて計画的に進めると

いう中にあっては、今のような話の中で、こう

いう場合はこういう補助のあり方なんだ、こう

いう時にはこういう補助のあり方をするんだ、

それから積み上げていくとこういう補助金額が

出てくるとか、着陸料というところからくるよ

り、下からそういう積み上げをやって拡大を図

るということをこれから心がけていかれればよ

ろしいんじゃないかと思うので、今後とも、そ

ういうところにも留意しながらやっていただき

たいということを要望して終わらせていただき

ます。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

【川崎委員】平和行政についてお尋ねいたしま

す。

昨年の11月定例会の一般質問で、来年の8月9
日が被爆75年という節目に当たるということ。
これがくしくも東京オリンピック閉会日に当た

りますと。世界が注目をするので、長崎での黙

祷にとどまらず、日本国中が黙祷を捧げる、そ

れをまた全世界に発信をして世界の恒久平和を

訴えていく、このような取組はいかがかという

提案をさせていただきました。知事は、「長崎

市やＮＧＯの皆様と連携をしながら検討する」

ということを言っていただきました。その後の

検討状況についてお尋ねいたします。

【永橋国際課長】オリンピックの閉会日は来年

の8月9日でございます。ご質問の中でも、この
時に何かできないかというご質問を受けており

まして、その後の動きでございます。

3月19日にオリンピック組織委員会セレモニ
ー室に、県と市で共同でこの時に何かできない

かという要望書を出させていただいております。

その結果につきまして、追って話をさせていた

だいておりますけれども、そこの企画委員会の

方に、こういった話があったということをお伝

えいただいているということで、今、日本のオ

リンピックの企画委員会の方で何かできないか

ということをご検討いただいている状況でござ

います。

【川崎委員】 要望書を3月19日に提出いただい
たと、何かできないかということを働きかけて

いるということですが、何かできないかという

ような少しアバウトな話じゃなくて、もう少し

長崎の思い、75年という節目、恐らく東京オリ
ンピックと原爆の日が重なるということは、ひ

ょっとしたら我々が生きている間はないかもわ

からないですよ。大変すばらしい、すばらしい

というか、与えられたこの最大のチャンスをし

っかりと生かしていきながら、平和行政として

長崎の思いを伝えていただきたい。もっと力を

込めて、思いを込めて取り組んでいただきたい。

これについては様々な手法があろうかと思い

ます。東京オリンピックだから、恐らく東京都

議会とかも、都知事とかも、しっかりと連携を

とっていく必要もあるでしょうし、国の行事で

しょうから、国会、国にもしっかりとアピール

をしていくということも大事かと思いますので、

連携をとりながらぜひ進めていただきたいと思

います。

何としてもこれは実現をしましょうよ。これ

は大変すばらしいことだと思います。世界が注

目しますので、何とぞ実現をしていきたいと思
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います。

あわせて、ノーベル文学賞を受賞されたカズ

オ・イシグロ氏の招請についてもご提案を申し

上げました。執筆活動が大変ご多忙という当時

の状況をご説明いただいたところでありますが、

別にこの執筆活動を邪魔して来年の8月9日に
来てくださいということではなくて、やはり時

を同じくしてお越しいただいて、「自分の心の

中に長崎はある」とおっしゃっていただいてい

るわけですから、何とか地元長崎に来ていただ

いて、できれば被爆された皆様との意見交換、

そして、それがまたお力をおかりしまして文学

作品の中において世界恒久平和が訴えられるよ

うな、そういった執筆活動の取組の一助にもな

るような、そういったことも取り組んでいただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。

【永橋国際課長】カズオ・イシグロ様につきま

しては、いろんな場面で平和についての強い思

いを語っていただいております。知事の方から

話をしていただいた時にも、原爆に対する思い

であるとか、そういった平和の思いについてお

話があっております。

長崎市と県としては、カズオ・イシグロ様に

ぜひ長崎にお越しいただいて県民の方にも触れ

合っていただきたいという要望もさせていただ

いております。実は、長崎市の方も、今、カズ

オ・イシグロ様にはいろんな形でアプローチを

かけていらっしゃると。ただ、ご家族にご不幸

があったという情報もありますので、現在は差

し控えておりますけれども、今後も引き続き、

県と市と一緒になってカズオ・イシグロ様にぜ

ひ長崎にお越しいただいて、平和についての発

信していただけるように申し入れをしていきた

いと思っております。

【川崎委員】少し具体的なご答弁がありました

ので、ぜひ実現に向けて、より一層、市と連携

をしながら進めていただきたいと思います。

それと、観光振興ですが、少し先の話になろ

うかと思いますが、イメージしておかないとい

けないと思いますので、お話をさせていただき

ます。松が枝の国際埠頭の2バース化に伴う観
光振興です。

国の予算がつき、県も補正予算を今次組んで

おられます。事業化に向けて進んでいる中にお

いて、国にこの事業化をお願いする時に、県の

プレゼンの中に、バースが延びますので、拠点

化を図っていきながら、造船業、メンテナンス

を受け入れて、造船業の活性化ということ、既

に地元の三菱さんと国交省が意見交換をしなが

ら進めていくという動きは、既にスタートして

いるということは報道で知りました。あと、後

背地のまちづくりについても、長崎県、長崎市

が連携しながら、ここ数年、打ち合わせをやっ

ているということも承知いたしております。

あわせて、この2バース化によって何をＰＲ
したかというと、たくさんの船を受け入れるこ

とに加えて、長崎発・長崎着のクルーズ船の設

定ができますと。このことによって前泊、後泊

を生んで地元の宿泊業の活性化を図っていきま

すと、こういうプレゼンというか、要望をなさ

ったわけでございます。

まだまだバースが先の話ではあるものの、そ

んなに簡単にクルーズ船の設定なんてことはで

きないということを考えると、イメージしなが

ら取り組んでいく必要があるのかなと思います

が、どういうふうに取り組んでいかれのか、お

尋ねをいたします。

【佐々野国際観光振興室長】 2バース化に伴う
観光振興ということで、現在も中国発着クルー

ズで使用されておりますクルーズ船を一時的に

日本に移動させまして、一定の期間に限って日

本発着のクルーズということで運航されている
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事例があります。

その際に中国から日本までの移動において、

片道のみクルーズ商品が販売されているという

状況がありますので、現在、県の方でもクルー

ズの船社、それからチャーターを実施しており

ます旅行社、そういったところに働きかけなが

ら、発着クルーズということで今も商品造成な

どの取り組みを行っているところです。

そういったことを考えますと、例えば、メン

テナンスが今後行われるといった場合には、同

様に片道のクルーズ商品が造成されるという可

能性が高いと考えております。

ただし、一方で、県内で宿泊する商品をつく

っていかないと、それは県内宿泊ということに

つながりませんので、同様に船会社、それから

旅行会社への働きかけを行っていく必要がある

と考えておりまして、ここの部分については観

光部局の方で今後も取り組んでいかなければい

けないと思っております。

【川崎委員】具体的な事例を教えていただきま

した。可能性として非常に高いということは、

今承知をいたしました。

バス1台ぐらいの人数、飛行機1台ぐらいの人
数なら、まだ少しイメージもわくんですが、大

型クルーズ船というのは数千人単位の方がお越

しになる、その方全てが前泊、後泊の利用とい

うことはないとは思いますが、かなりの数の方

が、この宿泊を利用されるとなると、一方では

受け入れの方はどうなのかということも危惧さ

れるわけで、そういう数量的なことも視野に入

れながらの取組なのか、確認をいたします。

【佐々野国際観光振興室長】長崎発地、着地と

も長崎ということになると、長崎の人口を考え

た場合に、なかなか難しいところがあるのかな

と思います。委員がおっしゃいましたように、

他県、もしくは外国からいらっしゃるというこ

とになると、一方では宿泊施設の確保という問

題もあるのかなというふうに思っておりますの

で、現状ではなかなか長崎発着のクルーズとい

うのは難しいのかなと思いますけれども、2バ
ース化というのは、調査事業が今はじまったと

ころでありますので、今後、10年後ですか、実
施されるという時に備えて、例えば、今、県の

土木部を中心に長崎市とも松が枝地区の再開発

構想ということで検討を進められておりますの

で、観光部局としましても、そういったまちづ

くりのあり方も把握しながら今後の取組につな

げていきたいと考えております。

【川崎委員】また日を改めていろいろ意見交換

をさせていただけると思います。課題とすると、

どうかなと、ちょっと難しいお話も少しされま

したけれども、キャパ的な問題とか、距離的な

問題とか、一方ではＩＲを推進して獲得できれ

ばホテルということも、大きなキャパも生まれ

てくるという期待感もあるわけです。

いずれにしても、10年後といっても、あっと
いう間にきますよ。想定をしながら、長崎が観

光で勝っていく上では大変大きなターニングポ

イントになろうかと思いますので、しっかりと

取り組んでいただきたいと思います。

あわせて、今ちょっと触れられましたけど、

まちづくりですね、これも関係部局が進めてい

るとは思いますが、観光振興として後背地のま

ちづくりに関して今関わっておられることがあ

ればお尋ねをいたします。

【佐々野国際観光振興室長】先ほども答弁の中

でお話しさせていただきましたけれども、こち

らにつきましては土木部を中心に、長崎市も含

めて、あり方について今議論を始められている

というところで、観光部局としても、その議論

の中に入りまして、情報を共有しながら取組を

進めていきたいと思っておりますし、そういっ
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た方向性が見えたところでクルーズ船社などに

も働きかけを行っていきたいと考えております。

【川崎委員】 よろしくお願いいたします。

先ほど、知事専決事項のところで質問させて

いただきましたユニバーサルツーリズムについ

て、今年度の取組を確認させていただきたいと

思います。

観光振興基本計画の中に、平成28年度から平
成32年度まで受入体制の整備を努めますとい
うことと、対応できる人材の育成を図りますと。

そういった受入体制の整備に加えて、情報発信

と誘客対策ということが大きく2つ、テーマと
して取り組んでおられます。情報については、

収集と発信について先ほど説明をいただきまし

た。受入体制の整備も具体的に強化をする時期

だと思っているんですね。

先ほど、機運醸成とありました。機運醸成っ

て、どこまでやれば成功なのか、どこまでやれ

ばいいのかということは、なかなか難しいとこ

ろがあると思うんですね。取り組んでおられる

成功事例を示していきながら、そして、取り組

んでいっているところを積み重ねていって、そ

れを皆さんでわかっていただく方が、より現実

的なのかなと。こういったこともありますよ、

どうですかというような、ふわふわとした話よ

りは、長崎でこういった取組があって、実績と

して上がってますと、皆さんぜひ連携をとりな

がらというのが、よっぽど現実的なような感じ

がいたします。ぜひそういったものができ上が

って、動きもついてるわけですから、それをど

うしたら伸ばしていけるのか、伸びていくのか

ということをお手伝いする方が、よっぽど早道

じゃないかなと思っているんですね。

そういった中において、この受入体制の整備

の一つとして、他県で、他県でといいますか、

例えば沖縄の先進的な地域で有名なところなん

ですが、空港に受け入れの窓口があって、そこ

に行くと全てのことが情報として収集されてい

て、そこで賄えるという体制がとられています。

長崎において、入り込みの窓口が空港だけじ

ゃなくて、ＪＲもあったり、陸の移動もあった

りということもあって、全てにおいてはという

ことは難しいとは思うものの、まず、こういっ

た受入体制の窓口整備といいますか、例えば、

空港からやっていきましょうというような、そ

ういった観光都市長崎としてステータスをきち

んと築き上げていく、そういった取組が必要か

なと思っているんですが、まず、この受け入れ

の受け付けの窓口といいますか、空港における

体制について見解を伺います。

【佐古観光振興課長】長崎空港での受け入れの

状況についてご説明いたします。

空港におきましては、案内所の方で、例えば、

障害のある方からの相談とかがあればそこで対

応しているというようなお話は聞いております。

それから、長崎市内に向かう高速バスにつき

ましても、介助者がいる場合は乗務員も一緒に

なってリムジンバスにも乗車していただけるよ

うに対応しているというふうに聞いております。

それから、別途、介護タクシーの手配ですと

か、そういったところも空港スタッフが対応し

ていると。

ただ、大きく沖縄の例のように、バリアフリ

ー対応窓口という形での整備はまだなされてお

りませんので、私どもとしましても、観光庁が

今年度から観光案内所の実証事業のようなもの

を始めるとお聞きしておりますので、いろんな

関係者、ユニバーサルツーリズムに積極的に取

り組まれている団体が複数ございますので、そ

ういった方ともご相談をしながら、そういった

国の交付金なりが活用できないかというところ

も探ってまいりたいと考えております。
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【川崎委員】ぜひ探っていただいて、少し具現

化をしていただきたいと思います。

需要は間違いなくあるんです。既に私、資料

を提出させていただきましたが、そもそも熊本

と神戸に県の方も一緒に視察に行きました。神

戸には政策監が行っていただきましたけど、本

当に先進的な取組をやられてますよ。そういっ

た皆様方のこともしっかり勉強しながら長崎に

取り入れて、そういったところから後押しして

いくというのが早道のような感じがします。

空港のことも申し上げましたが、ぜひそうい

った先進事例もしっかりと見ながら後押しをし

ていただきたいと思います。決して万全な体制

でスタートしたというようなことではなかった

んですよ。一つひとつ経験を積み上げていきな

がら問題を解決していって、そして育て上げて

いったというような状況を私は感じました。

そういったことから考えますと、何かパッケ

ージがあって、どうでしょうかということの機

運醸成なんていうのは多分に難しいと思います

ので、やられているところに行って経験をどん

どん積んでもらって、そして、実績を上げても

らうことの方が、皆さんも来る時に長崎は安心

だというようなまちになろうかと思います。い

ま一度ご答弁を。

【佐古観光振興課長】機運醸成の話ですけれど

も、やみくもに広げて、県内のいろんな方にそ

こを理解していただくというよりも、やはり既

に一生懸命取り組まれているユニバーサルの団

体もございますし、交通事業者、宿泊施設等ご

ざいますので、そこを集中的にといいますか、

ネットワークをつくりながら進めていくことが

大事だという委員のご意見については、私もそ

のとおりだと思いますので、今年度の取組にお

きましては、首都圏等の旅行会社とも連携をし

ながら、実際に東京なり関西の方から高齢者で

すかと障害者の方に来ていただいて、それを今

後、数年かかるかもしれませんけれども、そう

いう旅行商品をこちら側のやる気のある方と一

緒になってつくっていくというような取組も進

めてまいりたいと思っております。

【川崎委員】数年かかると、数年かからずにや

りましょうよ。何度も申し上げますが、全国各

地にいろんな事例があって、取組をやって、受

入体制があって、ネットワークが広がっていっ

て、そういった情報も全部お渡しをしたじゃな

いですか、してるんですよ。そういったところ

から、数年後に何とかというような話はないと

思いますけどね。来年が東京オリ・パラですよ。

長崎にも来ていただきましょうよ、皆さんに。

そういった時の情報発信というのは、もう既に

やっておかなきゃいけないでしょう、1年後で
すよ。そういうふうに 安全・安心で来れるまち

ですよということをしっかりとＰＲするために、

今年度はそういったことが確立できる事業の構

築、そして展開、そうあってほしいと思います。

いま一度、来年、そこを見据えながらしっか

りと取り組んでいただきたいと思いますが、い

かがですか。

【佐古観光振興課長】今年度、しっかり取り組

んでまいります。

【中島(浩)委員長】 午前中の審査は、これにて
とどめ、午後は13時30分から再開いたします。
しばらく休憩いたします。

― 午前１１時２３分 休憩 ―

― 午後 １時２９分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【小林委員】 今、観光の問題を含めて、やっぱ

り観光を産業として位置付けて長崎県の、また、

地域の浮揚を真剣に考えているというようなと

ころでいろんな取組をやっていただいていると
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ころであります。特に、今年の中において、実

は最も期待されるというか、我々が非常に願っ

てやまないローマ法王、フランシスコ法王が今

年の11月23日から26日にかけて訪日をなされ、
その間、24日には本県入りがなされるというよ
うな、そういう日にちの決定的な内容が新聞で

報道されているわけであります。

ローマ法王ぐらいの立場におなりになります

と、そう簡単に事前に日程を明らかにすること

は、なかなか不可能であろうということは推測

できるわけでありますけれども、何度も言うよ

うに、長崎県にとってローマ法王が11月頃にで
もご来県されるということになれば、これは大

変大きな話題、ビッグチャンスではないかと、

こう考えるわけです。

これは国際課長が担当になるのかな、ローマ

法王が長崎県入りを11月24日頃に本当になさ
れるのかどうか、この辺のことについて公式に

どういうふうな認識を持たれているのか、まず、

その辺からお尋ねしたいと思います。

【永橋国際課長】 委員ご指摘のとおり、11月
にローマ法王が来日されるということがマスコ

ミで発表されております。この内容につきまし

ては、外務省に確認しておりますけれども、外

務省としては、現在、バチカンと調整中という

ことで、具体的な詳細日程については、まだ正

式に決まってはいないと聞いております。

【小林委員】大体認めながらも認めてないよう

な、どっちかつかんような話だけれども、先ほ

ども言ったように、こういう日程を軽々に、今

頃からいつというようなことを言えるはずはな

いということは考えております。

ただ、もし言われるように、今回、法王がお

見えになるということになりますと、これはた

しか1981年、今から38年前だったと思います、
私もよく記憶にあります。大村空港に、雪が降

り、風が吹き付けるとても寒いさなかに、当時

のヨハネパウロ2世が長崎県入りをされたと。
大変な信者の方々が空港にお出迎えになり、そ

れから2泊ぐらいしていただいて、本当に大き
な効果をあらしめたと、こういう経験を持って

いるわけであります。

今、長崎にとって、先ほどから言っているよ

うに、まず世界遺産があり、しかも、250年、
禁教令のもとにおいてずっと信仰を守り続けて

きたということ。あるいはローマ法王のお二人

とも核兵器の廃絶、こういう世界平和に対する

アピールを、この被爆県長崎の地からやってい

ただくということ。これは世界における相当大

きなアピールになるだろうと。まさに長崎市か

ら世界に向けて発信されると。この効果という

のは、大変莫大な、想像する以上に大変なもの

ではないかと考えるわけであります。

11月24日、ちょうど最高の日にちではないか
というような感じがいたしておりますが、いず

れ、その日にちは正式に決定するだろうと思っ

ておりますけれども、このビッグチャンスを、

本当に長崎県並びに長崎市，あるいは県民挙げ

てお迎えをしなければならんと思います。

このご来県に際して、長崎県はそれなりに横

の連絡網をつくったり、いろいろお迎えをする

ような体制、どういうような体制になっている

のか。まず、その辺についてお尋ねしておきた

いと思います。

【永橋国際課長】委員ご指摘のとおり、今回ま

たローマ法王のご来県が実現すれば、これは非

常に長崎県民にとって光栄なことだと思ってお

ります。その中で潜伏キリシタンの歴史であり

ますとか、原爆の最後の被爆地であるというこ

とを世界に向けて発信するということは、非常

に意義深いものがあると考えております。

日程については決まっておりませんと聞いて
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おりますけれども、長崎県としては、もしこれ

が実現すれば、今ご指摘がありましたとおり、

県民みんなで歓迎して、この情報発信をしてい

きたいと考えております。

現時点では決定されておりませんので、正式

な受け入れ体制というのはございませんけれど

も、ただ、いつお越しいただいてもいいように、

現在は、長崎大司教区、長崎市、関係機関とも

連携する会議を設けまして情報共有を行ってお

ります。長崎県庁内におきましても、関係各課

で情報を共有する会議を立ち上げまして、まず

は情報を共有しようと。そして、いつお越しに

なっても万全の体制でお迎えできる体制で県と

して取り組んでいきたいということを考えてい

るところでございます。

【小林委員】国際課長はあんまり嘘が上手じゃ

ないから、来る、来ると言っているんだよ。決

まってないと言いながら、来る、来ると、こう

言っているわけよ。だから、お見えいただくと

いうことを前提として事を進めていただかなけ

ればいけないと、こういうことでございますね。

長崎県にとって、長崎県は被爆という、もう

本当に避けられない悲痛な県民の声がある。ま

た、先ほども言ったように250年のそういう長
きにわたった禁教令のもとにおいて、ずっとキ

リスト教をお守りしてきたという、こういう一

つの歴史、しかも信徒発見150年と。こういう
ような大きな大きな一つの、なんといっても世

界遺産の追い風があるわけです。

ここにローマ法王がお見えになって長崎県か

ら発信をするということについては、これは本

当に予測しがたい大きなウエイトを持つものだ

と思います。これは1日ぐらいいらっしゃるの
か、あるいは広島、長崎というようなことで短

時間になるのか、日程はよくわからないとして

も、これは万全の体制をもってお迎えをし、最

大の効果をあらしめるように今から準備をして

いかなければいかんと思います。

どんな組織の中で迎えるのか、この辺のとこ

ろをかいつまんでしっかりとした中身を教えて

もらえばありがたいと。これは言ってもいいと

思うよ。どうぞ。

【永橋国際課長】 先ほど答弁しましたとおり、

現時点では正式な組織というのはございません。

ただ、連絡会議ということで、まず、ローマ法

王が来られますので、大司教区の方には入って

いただきたい。それと長崎市、それと当然、要

人でございますので警護を要するということで

長崎県警察本部、それといろんな、空港、施設

等、そういった立ち寄りが予想されるところ、

こういった方々の関係する皆様を集めた受入体

制、もし決まりましたら、そういった体制を整

えて取り組んでまいりたいと思っております。

県庁内におきましても、中身については、情

報発信の広報から、いろんな受入体制のことが

あると思いますので、関係各課全て網羅した県

庁内の組織を立ち上げて、外部の関係機関とも

連携をとって取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

【小林委員】ここはひとつ厳粛な気持ちの中に

おいて、今言うようなビッグチャンスをいかに

して長崎県のために、これを最大の効果をあら

しめるようにするかということ。そして、もち

ろん、安全とか、そういうものがとても大事で

あることはわかっておることですが、今の長崎

県における最大のビッグなプレゼントは、やっ

ぱりこれを活かしきらなければ、本当に問われ

ると思うんです。

だから、これは県庁も身を引き締めて、ＩＲ

をぜひとも実現するような、そんな気持ちも込

めて、このローマ法王のご来県を最大の厳粛な

気持ちの中でその体制づくりをやらんといかん
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と。

今言われているようなことで、少しずつ前進

をしているというようなことではないかと思い

ます。ぜひ縦の線、横の線、県民挙げてのお迎

えをし、そして、歓迎の意を表し、長崎県にと

っても、世界への発信を大いにひとつ効果あら

しめるように、このことをぜひよろしくお願い

したいと思います。

次に、世界遺産の問題であります。

今日もいろいろと観光統計を見ながら、長崎

県の観光についてのいろいろ話もあっていると

思います。また、今も言ったけれども、観光を

一つの産業として位置付けて、長崎県の発展、

地域の発展というものを考えていくということ。

いよいよ観光について本格的に取り組む時期が

来ているということの中で、昨年の観光統計を

見ておりますと、大体3,550万人ぐらいが本県を
訪れた延べ人数ということになっている。しか

も、この3,550万人というのが過去において最高
だと。昨年度も最高だと言っておったけれども、

さらに乗り越えて去年も最高だと。

一昨年、そして昨年、こういうような形の中

でずっと記録を塗り替えていきよる、大村空港

についても過去を上回って多くなっていると、

非常にいい統計の流れになっているということ。

これは率直に言って、部長、そして皆さん方の

ご尽力に心から敬意を表したいと思っておりま

す。

ただ、波風があるようなことじゃなくして、

これで一遍にがんと上がるんじゃなくして、少

しずつでも右肩上がりでやっていただきたいと。

3,550万人が長崎県の規模で多いのか、少ないの
か、あるいは今日は時間がないからあれだけれ

ども、飛行機の便数についても、国際線につい

ては、まだまだ長崎県は率直に言って、あの佐

賀に負けているということ、これだけは耐えら

れん。

そういう点から考えてみても、まだまだ国際

線については、もちろん、香港便を飛ばしたり、

また、上海、台湾、こういうものを復活させた

り、新たにチャーター便を飛ばすとか、これは

それなりに大きな大きな実績が出てきておりま

す。

そういう中において、世界遺産という立場で

考えた時に、特に、「明治日本の産業革命遺産」

もありますけれども、特に私が今日ここで質問

したいことは、1年前に潜伏キリシタンの、本
当に悲願ともいうべき世界遺産が正式に登録さ

れたと。一年経過した中において、例えば、大

浦天主堂を始めとして、構成資産が熊本を入れ

れば12、長崎県の中において11、しかし、1つ
は、平戸の中江ノ島は上陸できないというよう

なことで、構成資産の10の中で、大体どれくら
いのお客さんが来ているのか。これが一過性の

中で終わってしまうようなことは絶対あっては

いかんと思いますけれども、この辺の実数がわ

かりますか。

【佐古観光振興課長】世界遺産の構成資産です

ね、昨年の登録後、７月から直近のデータで今

年の5月になりますけれども、この期間で71万
4,243名の方に構成資産、これは県内の合計でご
ざいます、構成資産に訪れていただいています。

これは昨年の同期比で23万8,543人の増加、率
で申し上げますど1.5倍という数字になってお
ります。

このうち、もともと著名な観光地でございま

す大浦天主堂につきましては、来場者合計で47
万6,530名、昨年同期比にしまして1.27倍、増加
した人数が10万1,503名といった状況になって
おります。

【小林委員】ただいま観光振興課長から具体的

な数字を答弁いただきました。実際、かなりの
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伸び率ではないか、こういうふうに思っており

ます。全体で71万4,000人と。これは去年の7月
から今年の6月いっぱいの1年間、ここの調査の
中で23万 8,000人増と、こういうことで1.5倍
ということになっている。これは大変な、予想

は幾らかしておったけれども、ここまで1年間
で伸びるということは、なかなか予測がつかな

かったと思うんです。ここまで伸ばしていただ

いているということも、なかなかありがたいこ

とだと思うし、皆さん方のご尽力に敬意を表し

たいと思います。

また、大浦天主堂というのが、一つの金看板

であるということも間違いない。ここについて

も1年間で、前年比10万1,000人プラスになって
いる。こういう流れが、率直に言ってずっと続

いていただければ大変ありがたいと思っている

わけです。

我々は、昨年の6月30日、バーレンで中村知
事もご出席をされて、あれだけの方々が正式登

録について、もう各国から、全会一致だという

ことはわかっているんだけれども、私も言わせ

ろ、あなたも言わせろと言って、手を次々に挙

げて、そして、これを賞賛する、各国の代表の

皆様方、あの世界遺産委員会の模様は、我々は

県庁のロビーで、なんと、後で聞いたら12会場
ぐらいに分かれておって、2,800名ぐらいの方々
が、あの模様を見ておったというじゃありませ

んか。そこの中で、ものの見事に悲願であると

ころの世界遺産に潜伏キリシタンの関連遺産が

決定したということ。本当によくやったと思い

ますよ。そして、そのよくやったことが、こう

いう数字の中で出てきているということが、と

ても私としても歓迎をしたいと思います。

先ほどから何回も言うように、こういう観光

というものを長崎県としては本当に大事に考え

ながら、国内のみならず、そして、国際線につ

いても、外国人からも、やっぱり長崎のいわゆ

る認知度というのは、かなりのものだというこ

とが長崎新聞の一面に大きく書かれているじゃ

ありませんか。もうとにかくアジアだけじゃな

いんだな、アメリカでもヨーロッパでも、それ

からオーストラリアですか、豪州というのは。

そういうところで長崎県は、まさに認知度はナ

ンバーワンと、「行きたいところはどこか」と

いうと、「長崎だ」と言っているわけです。

こういうような環境を、いかにしてこれをも

ののみごとに現実にそれを引っ張ってくるかと

いう、この実現するね、活躍を皆さん方にぜひ

やってもらいたいと思っているわけです。

それで、今回、文化観光国際部政策監にご就

任された浦さんね、飛行機をもうちょっと飛ば

していただかないと、さっきも言ったが、佐賀

県に負けてるわけだよ。新幹線のうらみをどう

のこうの言うつもりはないんだけど、やっぱり

佐賀に長崎県の国際便の6,000が負けていると
いうこと。まだまだそういう意味では九州の10
空港の中において、国際線については、まだま

だ下の方ではないかと。これは一つ耐えられな

いと思うんです。

こういう環境の中において、先ほども言った

けれども、また繰り返すけれども、今までなか

った香港路線、それから上海が復活をし、台湾

からチャーター便が来る、これを定期便に結び

付け、将来はベトナム、どこだというような格

好の中で、海上空港として、まさに滑走路が

3,000メートル、騒音も少ない、あるいは就航率
も高い、深夜便、早朝便が本当に通うことので

きる、この恵まれた空港を単なる一つのローカ

ル空港で終わらせていることは、これはやっぱ

り我々も含めて反省をしなければならんことで

はないかと思います。その数字をぜひとも伸ば

していただくように、これからもよろしくお願
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いをしたいと思います。

そこでお尋ねをいたしますが、この潜伏キリ

シタンの世界遺産、これは何度も言っているよ

うに単なる世界遺産ではないんです。本当に長

崎県の歴史、そして、苦悩の流れが詰まってい

て、この流れを本当にうまくＰＲしますと、こ

れに感動を覚えない人はいないと思うんです。

この長崎県のスローガンというのが実によくで

きていて、「住む人に誇りを、訪れる人に感動

を」と、こういうようなスローガンをつくって、

これを統一スローガンにして、長崎県民はこれ

をしっかり受けとめながら世界遺産を活かして

いかなければいかんと、こう思っているわけで

すね。

それで、私は、一つ担当課長にお願いをした

いと思いますけれども、この潜伏キリシタンの

重要性ということは、あなたが一番ご存じだと

思うんです。これが1年たったけれども、一過
性で終わらせるというようなことがあっては絶

対ならないと。これは部長以下、皆さん方もみ

んな同じ気持ちの中でやっていただいていると

考えるわけでありますけれども、この一過性で

終わらないという中において、これは昨年の10
月5日、「みんなの世界遺産 保存活用宣言」と
いうことで、保存と活用をいかに組み合わせな

がら、この両方をうまくやっていくかというこ

と。一過性で終わらせないためも保存がとても

大事。同時に地域の活性化、長崎県全体を活性

化、構成資産のある場所だけではなくして、長

崎県全体がよくなっていくために、これを最高

に活用するためには、何といっても、そのキー

ワードは保存すること、活用すること、これだ

と思いますが、言うことはとてもやさしいんで

す。我々も、保存と活用なんてことは聞こえが

いいし、それはもっともだと思うんだけれども、

なかなかこれを実現するためには、そう並みで

はないと思うんです。では、どうやって保存と

活用という両輪をうまくやっていくかというこ

と。まず、この点についてお尋ねします。

【桒原世界遺産課長】「長崎と天草地方の潜伏

キリシタン関連遺産」につきましては、県とし

て11年以上かけまして世界遺産登録を目指し、
実現したその重み、それから期待というものは、

本当に今後の保存と活用、特に委員が今おっし

ゃいました観光、それからインバウンド、そう

いったところを中心とした活用、これをいかに

両立させていくかということに尽きるのではな

いかと思っております。

活用の仕方によっては、保存に負の影響を及

ぼすこともございますけれども、この保存と活

用は、まさに両輪でございまして、持続的にこ

の2つが循環するような仕組みをつくっていく
必要があると思っております。

今年度からの新規事業として掲げております

「世界遺産でつなぐ・つながるプロジェクト」

では、世界遺産地域の活動を活発化させるため

の支援を始め、小・中・高校におけるふるさと

教育ですとか、大学生によるフィールドワーク、

あるいは地域どうしの意見交換などを実施して

まいることにしております。

といいますのも、保存と活用、この循環を生

み出すキーワードは、私は交流だと考えており

まして、縦の関わりを世代間の交流で、そして、

横の拡がりを地域間の交流という形でつないで

いきたい、そういう思いで事業に取り組んでい

るところでございます。

【深堀委員】 1点だけ、午前中に質疑をしたイ
ベントに対する補助について、もう一度議論を

深めたいと思います。

具体的に長崎帆船まつりであったり、ペーロ

ン選手権大会であったり、長崎ランタンフェス

ティバル、そして佐世保のよさこいですけれど
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も、先ほど課長の答弁の中で、今年度の内示額

は、前年度と比べれば半分になったという報告

をされました。それぞれのイベントが縮小した

わけではないんだけれども、一応半分にしたと。

そこで、補助に対する算定の仕方は、具体的

にどういうふうになっているのか。例えば、こ

ういうイベントの事業費に対して何％なのかと

か、そういった基準があると思います。その点

はどういうふうになってますか。

【佐古観光振興課長】 21世紀まちづくり補助
金という制度を使いまして支援しております。

一般的な補助制度の中では、市町の負担もござ

いますけど、県の負担というのが大体半分、財

政力指数とかで変わってくるんですけど。

ただ、今お尋ねいただいておりますイベント

の補助金につきましては、全体事業費自体がか

なり大きいものですから、現状のところは県の

予算の範囲内で支援をしているということで、

全体事業費の何割をということではなくて、過

去、数年の中でだんだん、だんだん減ってきて

いるという状況でございます。

【深堀委員】ちょっとわかりづらかったんです

けど、だんだん、だんだん減ってきたという説

明は午前中しなかったですよね。前年度と比べ

て半分にしたと午前中おっしゃられたでしょう。

だから、このイベントは昔からある、最近始

まったイベントじゃないんですよ。それをいき

なり、そういうふうに半額にしたんですかとい

う思いで確認をしたんですけど、課長はそうい

う答弁をしたんですよね。私は、じゃ、イベン

トの規模を縮小したんですかと、いや、してま

せん、事業規模は何も変わってないけれども、

補助だけを半分にしたという説明があったから、

そのあたりの中身をもう少し掘り下げて確認を

したいということを申し上げているんです。

【佐古観光振興課長】説明不足で申し訳ござい

ません。半分という言い方をしましたのは、前

年度の平成30年度と比較した時に、ほぼ半分に
なってますというご説明を申し上げました。こ

のイベント補助金につきましては、過去ずっと、

その時の観光振興課の予算の中で地元の長崎市

とかとも話をしながら、少しずつ落としてきて

いると、この10年ぐらいを見ますと。そういう
状況にございます。

そして、平成30年度と比べて平成31年度に半
分にしたというところは、平成29年度に少し大
きな見直しをいたしました。この見直しの趣旨

としましては、できるだけ新しい観光の魅力を

つくっていくところにこの補助金を使おうとい

うような趣旨で、継続的にイベントに対して補

助をしてきたものにつきましては、具体的に申

し上げますと、長崎市と佐世保市の5つのイベ
ントが対象になりますけれども、これにつきま

しては平成29年度から段階的に削減をすると、
3分の1ずつ減らしていくといったイメージで、
段階的に削減をするということで長崎市、佐世

保市と合意をしたという状況です。

ただ、その合意の時点で、従来どおりの事業

とはまた別に、今後、イベントの自立につなが

りますような新しい取組については、県も市町

とご相談をしながら、そこはまた別枠で支援を

いたしますという話を平成29年度末に長崎市、
佐世保市と合意をしていたものでございます。

【深堀委員】 平成29年度の見直しで合意をし
たというふうにおっしゃられましたけど、現場

というか、イベントをされている方からはかな

り抵抗があったと思うんですよね。今までのよ

うな事業というか、イベントがやりづらくなる

という話があって、恐らくランタンについても、

当初のスキームでいえば半分に落とすところを、

いろんな事業の形態を少し変えるということで、

それを積み増したりしたというような話も聞い
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ています。

私が幾つか確認をしたいのは、そういう見直

しをしたという中で、地域の活力、そして観光

振興にもつながる、こういったイベントの全体

の補助に対する予算というのが、今の課長の答

弁では、そういう新規の分にも振り向けなけれ

ばいけないからという視点を平成29年度の見
直しの中で入れたと。新しいものに対する補助

も含めて、全体的なイベントに対する補助の総

額は減ってないんですか。

【佐古観光振興課長】今、対象になっておりま

すイベントは4つですけれども、総額で申し上
げた時に、県のイベント補助金としては、トー

タルでは前年度に比べれば減る形にはなってお

ります。

ただ、平成31年度、今年度につきましても、
新しい取組につきましては、長崎市、佐世保市、

それから、それぞれのイベントの実行委員会の

皆さんと丁寧にご相談をして、新しい取組が今

後生み出されればそれも対象にいたしますので、

その時点で、じゃ、トータルのイベントに対す

る県の支援がどの程度になるかというのは、今

後の話になろうかと思っております。

【深堀委員】別の視点で確認しますけど、そう

いうふうに今まで補助していた、今言ったイベ

ントというのは、長崎でも代表的なイベントで

すよね。その補助を平成29年度に減らしたわけ
ですけれども、その基本的な理念というか、考

え方は、どういうことでそういうふうに見直し

をしたんですか。単純に財政力が厳しいから減

らすという考えに至ったのか、どういう理念で

こういった長崎に昔からあるイベントの補助を

半分ぐらいに減らすことにしたのか、その考え

方を教えてください。

【佐古観光振興課長】このまちづくり補助金の

中でイベントの支援をする時の原則的な考え方

としましては、基本的には立ち上がりの3年間
を支援するというような考えで従来きておりま

して、実際、長崎市、佐世保市以外のイベント

とにつきましては、概ね3年で県からの支援を
終了して、中には今も継続しているイベントも

ございますけれども、そういった基本的な考え

方もございましたので、他市町とのバランスを

とるという意味からも、長崎市、佐世保市のイ

ベントにつきましても見直しを行おうというこ

とになったものでございます。

【深堀委員】じゃ、その考え方は新しいイベン

トの立ち上げの時期に対して助成して、そこが

定着をしてくれば、そのイベントは自力で盛り

上げていくようなスキームに変えていくという

考え方で見直しをされたということですね。

最後にしますけれども、こういったイベント、

帆船まつりやペーロンやランタン、そして、よ

さこい祭りのそれぞれの集客状況と、その集客

に伴って、その地域に落ちる経済波及効果とい

うものは、それぞれ把握をされてますか。

【佐古観光振興課長】長崎市、佐世保市からそ

れぞれいただいていたと記憶していますけれど

も、今、手元にございませんので、後ほど提出

したいと思います。

【深堀委員】わかりました。後でその資料をい

ただきたいと思います。

それは資料を見てからの話ですけれども、考

え方はわかるんですよね。立ち上げの時点に補

助をしながら、そのイベントを定着させていく

という考え方はわかるんですけれども、もしそ

れが定着して、例えば、よさこいにしても、全

国各地から踊り子さんが来たり、それを応援す

る人が来る。そこで佐世保の宿泊というか、あ

る意味、観光客の経済波及効果は大きくなって

きているわけですね。

その時に、定着してきたからということで助
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成を下げることによって、そのイベントが、も

しかしたら縮小傾向になる可能性もゼロではな

いと思うんですよね。その時に、そういう経済

波及効果が出てきているイベントの補助を下げ

ることが、本当に長崎の観光振興にとってプラ

スかマイナスかということも見ていくべきだと

いうふうに思うんですけれども、そういう考え

方はお持ちですか。

【佐古観光振興課長】そういう視点はございま

すけれども、長崎市、佐世保市の、一定大規模

に成長したイベントにつきましては、かなりの

部分、地元市の方で事業費の支援をされている

という状況もございますので、その中で県の負

担がどの程度であるべきかというところは、そ

れぞれの市とも少し丁寧にご相談してまいりた

いと思っております。

【中島(浩)委員長】 休憩します。

― 午後 ２時 ５分 休憩 ―

― 午後 ２時 ５分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【浅田委員】 小林委員の方からも、今回、ロー

マ法王がご来県していただくことに関して、こ

のビッグチャンスを逃すことなかれというお話

がありました。私も同じ思いであります。

そんな中で私が一番気になっておりますのは

県庁跡地です。県庁跡地はローマ法王が所属し

ておりますイエズス会本部がもともとあったと

ころであり、いらっしゃるローマ法王にとって

も非常に興味深い場所でもあり、先ほど来から

話に出ております世界遺産につながったという

のは、県庁跡地のあの場所に岬の教会があって、

そこからつながっていくというような流れかと

思うんですが、ローマ法王がいらっしゃる際に、

今、県庁跡地はずっと塀で囲まれております。

この間、私も長崎県の文化審議会の方々にご同

行し、中を拝見させていただきました。きちっ

と岬の教会の場所はここであるということは残

ってはいないにしても、あそこにイエズス会の

本部があり、コレジョがあったという歴史はし

っかり残っているわけです。その際、何十年か

前にいらっしゃった時、私は中学生で、大雪の

中というのは記憶しておりますが、本当に県内

外からたくさんの方がお越しいただいた。それ

と相まって、長崎県庁舎がなくなって平地にな

って、今、掘っておりますけれども、そこのあ

り方というものをしっかりとお届けする、情報

発信をする、この機会を逃さないというのは大

事なことの一つだなと考えているんですが、そ

ういったところに何かお考えはないのか、1つ
お伺いいたします。

【中島(浩)委員長】 休憩します。

― 午後 ２時 ７分 休憩 ―

― 午後 ２時 ８分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開します。
【岩田文化観光国際部次長】ただいま浅田委員

から県庁舎跡地についてイエズス会本部があっ

たということで、ローマ法王へそういった情報

を届ける、また、長崎を訪れていただくために

も、そういった情報を一般の観光客に対しても

ＰＲしたらどうか、県の考えはどうかというお

尋ねでございました。

あそこにイエズス会があったということは、

これは純然たる事実でございまして、別に何も

県がしないということではなくて、長崎の歴史

を語る中では、そういったものがあった、また、

長崎の奉行所もあったということで、ずっと歴

史をそれぞれにお伝えしているところでありま

す。

ローマ法王に対しましては、こちらの方から

いろいろお届けするということはなかなかでき
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ないということもございますので、そういった

ことはいたしておりませんが、長崎の歴史とい

うものを正確に伝えていくというところにつき

ましては、世界遺産の方でも、観光であっても、

各部署でそういったことをそれぞれにお伝えし

ているという状況でございます。

【浅田委員】先ほど小林委員がおっしゃった時

に、これからどういう形で進めていくか、そう

いったことも考えていかなければならないとい

うようなお話がありました。もちろん、長崎県

が法王様に直接、「ここはイエズス会ですよ」

と言うのも、なんか書簡を出すとか難しいこと

かもしれません。しかし、長崎市には大司教が

いたりとか、いろんな方たちがいる中で、そう

いうことをお伝えすること。そして、県内外の

方には、あの場所が歴史があるということを改

めてお伝えできる絶好のチャンスだと思うんで

すね。

県庁跡地がこれからどういう方向性になって

いくかというのはありますけれども、埋蔵文化

財調査、これから悔いなきようにしっかりと県

もやるというお約束をしていただいております。

そんな中で、どの程度掘っていくかによって、

基礎が残っているのか、例えばその時の調度品

が残っているのか、いろんなお話がまだまだ不

確定なところではあろうかと思うんですけれど

も、あわせて、それだけの、長崎にしかない歴

史があるわけですよね。その当時、長崎も、そ

して茂木もイエズス会に寄進をされていたとい

う紛れもない事実があって、そして、これまで

は県庁が建っていたけれども、というところを

もっと、ここが岬の教会です、ここから日本に

様々な文化を、情報発信をしていたということ

を、言葉は悪いですけれども、これをチャンス

と捉えて発信するようなお考えがないとしたら

非常に残念かなと私は思います。例えば、県庁

舎跡地の部署の方々とも、そういったところも

含めて、観光に利用できるものは利用する、ま

た、文化を発信できるものは発信するというよ

うな姿勢全体が必要なのではないかと思います

が、部長、難しいかもしれませんが、ご見解を

お聞かせください。

【中﨑文化観光国際部長】ローマ法王がお見え

になるということは、先ほど、小林委員からも

お話がありましたとおり、核兵器廃絶を願う法

王の平和のメッセージとあわせて、長崎の場合

は、やはりキリスト教の関連遺産が、昨年、世

界遺産に登録されたというような時期においで

になるということなので、これはしっかりと発

信していきたいと思っております。

特に、今回、ローマ法王がお見えになる時は、

全国からカトリック教会の方も大勢お見えにな

ると思います。その方々に向けての発信もそう

でございますけれども、これは先ほどから話が

あっておりましたとおり、全世界には12億人の
カトリックの方がおられます。そして、これも

話があったように、長崎というのは一定知名度

が高いというのは、やっぱり平和と世界遺産が

あるということでございますので、これはロー

マ法王を契機に、長崎の過去の彩られた歴史に

ついてもきちんと発信してまいりたいと考えて

おります。

【浅田委員】 もう11月まで、そうそう日にち
はないですよね。その中で実際公にはできない

のかもしれないですけど、当然、考えていて当

たり前だなと思うわけです。イベントをするの

には、それだけ大きな、前回は松山陸上競技場

に大雪の中お越しいただいて、それはそれはす

ごい式典だったわけですよね。

そういったことを考えるに、もちろん、県も

市も内々ではいろんなことをお考えだと思うん

ですが、よりイエズス会本部がここにあったと
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いうことを、世界遺産になぜなれたかというの

は、それがあって多くの信者がこの地にいてと

いうことの歴史があるわけですね。それがなけ

れば世界遺産にはなっていないわけです。それ

があったからこその世界遺産だった。そして、

その場所がまだあそこにあるわけですから、そ

れをもう少し真剣にというか、しっかりと本当

にお考えいただきたいなと思ってますし、形と

なるように、ここにプロジェクションマッピン

グとは言いませんけれども、やっぱり内外から

来てくださった方々に対して、目に見えるよう

な形で、ここがイエズス会本部でしたというこ

とを、柵で囲うだけではなくて、ぜひお示しを

いただけるような企画を考えていただければな

と。今、お答えは出せなくても、9月定例会で
は当然それは明確になっていなければならない

日数でございますので、またこの件に関しては、

その時にでも聞かせていただきたいと思います。

これはカトリックの方々とお話をしていても、

あの場所が特別な場所であるということを踏ま

えて、そこにまたローマ法王が来ることを契機

にしていただきたいという多くの方たちの声も

あるということを、しっかり調査もしていただ

いて、聞いていただいて、目に見えるような形

にしていただければと思っております。ここま

でにとどめておきます。

それともう1点、イエズス会ではないんです
が、この長崎が長崎県となって今年が150周年
と言われていて、これは企画振興部になるんで

すかね、どちらかというと。文化とか歴史を知

らせるという意味では、この部署も全く関係な

いとは言えないのかなと思ったのですが、長崎

が長崎県と名乗るようになって、今年、150周
年になった。

そんな中で新聞報道でも、長崎県は150周年
ですよ、過去にも100周年ですよというのをや

ってないので、150周年だからといって何もや
りませんというような新聞記事があった時に、

非常に残念だなと思いました。長崎は、教育の

中でも子どもたちに長崎の歴史をどんどん伝え

ていく、文化を守っていく、国際交流をしてい

く、さまざまな支援の中でそれができ得たと思

っているんですが、そういうふうな一つ一つの

大きなイベントごと、契機を逃す必要性はない

のではないかなと思ったんですが、いかがでし

ょうか。これは企画振興部で聞けということで

すかね。でも、文化観光国際部の観光的な部分

にもかかわるかなと思ったのでお伺いしている

んですが、企画振興部であるということであれ

ば、明日改めて聞きたいと思います。

【中島(浩)委員長】 休憩します。

― 午後 ２時１６分 休憩 ―

― 午後 ２時１６分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開します。
【浅田委員】明確な所管がないであろうという、

ただ、そこが残念だなと思うんです。部長たち

がいて、政策監がいて、今年は150年で何かや
りましょうよというような、そういう横串なり

の、そういうふうな声を上げる場所はないんで

すか、県庁に。

【中﨑文化観光国際部長】今、ご指摘を受けて、

その150年という認識が我々には不足していた
かなということを思っているところでございま

す。

いずれにしましても、全体的なそういった庁

内横串の窓口である企画振興部とも話して、そ

ういったことに関して県としての取組、あるい

は我々の部として何ができるかみたいなところ

はお話をしてみたいと思っております。

【浅田委員】これはもっと大きく別途提案しな

ければいけないということがよくわかったんで
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すけれども、長崎にとってチャンスになること、

子どもたちの教育だったり、人材育成だったり、

いろんなことにつながるようなことが起こった

時に、何か逃しがちなんじゃないかと。それを

みんなで考えるようなセクションすら、今はな

いんだなというのがわかったような気がして非

常に残念であります。これはまた別の機会にで

も提案をさせていただきたいと思いますし、今、

部長が答弁してくださったように、企画振興部

ともお話をしてくださるということですので、

明日またこれは企画振興部にもお尋ねしたいと

思っています。

そして、ちょっとこれが1つわからなかった
んですが、長崎県行財政改革推進プランの個別

部局表というのがあるんですが、ここに文化観

光国際部としての報告がないのですが、ごめん

なさい、私が勉強不足なのかもしれませんが、

これはなぜでしょうか。

【村田文化振興課長】この県の行財政改革推進

プランは、平成28年に、組織・人員、あるいは
財政面の見直しということで、今後の取組につ

いて整理したものでありまして、今回はそれだ

けではなくて、職員の能力を県庁最大限の経営

資源と捉えて業務の進め方、あるいは人材の育

成など、そういった組織運営面についても踏み

込んだ見直しをされているところでございます。

この資料の整理の仕方といたしまして、大き

くですけれども、全庁的に取り組むようなもの

については、総務部や企画振興部あたりがデー

タを取りまとめて、この資料を整理するという

ことで実施されております。ですから、私ども

文化観光国際部は、その取組の内容について具

体的には入っているということになります。

例えばですけれども、今、お手持ちの資料で

申し上げますと、15ページに「九州各県との相
互人事交流」とございますが、ここの中で平成

28年には福岡県との交流をやっておりますし、
それから平成31年、今年度は大分県との交流を
しております。文化観光国際部の中の物産ブラ

ンド推進課の方で交流をやっております。

それから、次のページをご覧いただきますと、

新県庁舎の情報発信・交流の部分がありますが、

この中でご承知のとおり、玄関の部分には県の

物産を紹介するようなスペースもございますし、

あとは世界遺産の情報発信をやっていくという

ようなことをやっております。

所管部局としては、総務部や企画振興部が中

心となりますけれども、私どもも積極的にそこ

には関与しているという状況でございます。

【浅田委員】これをずっと見せていただいて全

庁的にという部分、そこの中にいろんな部署が

入っているだろうなということは想定もできま

すし、わかるところではあったんですが、先ほ

どから話しているように、例えば、人的な部分

だったり、企画・立案のところが文化観光国際

部としてもあるべきだったりとかという、別途

ないものかと。もっと積極的に、こういう行財

政にしても、改革すべきところはすべきところ、

やったところはやったところで、なんで部とし

て出さないのかなというのがちょっと気になっ

たものですから、これはあえて質問をさせてい

ただきましたし、積極的な部分が見えてもいい

んじゃないかなと思いましたので伺わせていた

だきました。

じゃ、そういう横串で全庁的にもいろんな人

材育成とかができているというようなところで

お伺いをしたいと思うんですが、今回の議案説

明の2ページの中にあります「若者アートＬＯ
ＶＥ長崎創造プロジェクト」の中で、「満月Ｂ

ＡＲ」とか、私も何年間か連続してお邪魔をさ

せていただいています。

若い人たちに積極的にいろんなイベントにか
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かわっていただいて長崎のことを知っていただ

いたり、文化を知っていただくという意味合い

でやっておられるので、こちらの部署が積極的

にかかわっているかとは思うのですが、そんな

中でここにあった若者人口の定着にもつなげて

いくと、これはほかの部署との連携になるのか

もしれないんですが、あんまりこういったとこ

ろがイベントに行っても見えてこない。大学生

でプロジェクトにかかわっている人たちとも話

もしてますし、お会いしてるんですけど、そこ

をこの部署として、ここにあえてのっけて横で

も連携をしているとするならば、もう少し詳し

くこの事業のことを教えていただいてもよろし

いでしょうか。

【村田文化振興課長】 お尋ねの、この「若者ア

ートＬＯＶＥ長崎創造プロジェクト」でござい

ますけれども、これは地域の宝といいますか、

そういったものを地域の方々、若者を中心とし

てイベントとかにつなげていただいて発信して

いこうという取組ですけれども、そうした取組

を通じて若者の皆さんに、自分たちの地域には

こういった文化があるとか、宝物があるんだと

いうことを認識していただいて、私どもの思い

としては、その若者たちが一旦、もしかしたら

県外に出ていかれるかもしれませんけれども、

そういったことを認知することによって将来的

にはまた帰っていただくということで、若者人

口の定着といいますか、帰ってきていただくと

いうことにもつながっていくのではないかとい

うことで、思いとしては、そういったことで取

り組んでいるところでございます。

【浅田委員】私も行かせていただいているので、

去年ですか、土砂降りの中、水辺の公園で物産

のいろんなものを出してやられていたり、その

前は出島ワーフとかでやられたのを見てたんで

すけれども、そこに来た学生さんに対する思い

があって予算も出しているわけですけれども、

実際そこをきちっと分析をしたり、聞き取りを

したり、今後に生かすということ。そこでやり

ました、学生さんの立案ですというところで終

わっているのではないかなという気がしてるん

ですけれども、そういったところまできちっと

落としどころをつけて報告なり数値的な知見な

り何かあるんでしょうか。

【村田文化振興課長】例えばですけれども、「満

月ＢＡＲ」につきましては、昨年度から3年間
の事業ということで計画していただいておりま

す。1年目はイベントの立ち上げ、2年目、今年
度になりますけど、このイベントの認知度を向

上していくという取組。そして、3年目にイベ
ントを定着させるということで、3年間の事業
としております。これは基本的には学生さん方

が中心となってやっていただきますけれども、

私たちもそこには関与させていただいて、いろ

んな意見を交換しながら実施していくことにし

ております。

また、こういったことを専門にされているよ

うな有識者の方々にもいろいろご意見をいただ

きながら、皆さんにもご紹介しながら進めてい

くということです。

今おっしゃったような、きちっとしたデータ

でどういうことになっているかということまで

はまだやっておりませんけれども、今年度につ

いては、そういった部分もアンケートをとるな

りして分析をしていきたいと思っております。

【浅田委員】今までたくさんの学生さんがかか

わっています。もう卒業していったメンバーも

たくさんいらっしゃいます。そういう若い人た

ちとせっかく出会うチャンスを、今までそうや

って聞き取り、アンケートしてなくて、もう何

十人も卒業しているわけですよね。

やっぱり事業をやってお金を、そこに県費を
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そそいでいるわけですから、最大限の効果を生

むようなこと、そして、せっかくそれだけのこ

とをやっているんだったら、何かしらのところ

で情報発信、分析したものを我々議会にも開示

していただけることを要望したいと思います。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
でしょうか。

【中村(泰)委員】 先ほども話が出ましたが、イ
ベントであったり、祭りにかかわる補助金の内

示一覧表につきまして、各市町に対する分配金

の割合を教えていただけますか。

【佐古観光振興課長】 県全体事業費の5割程度
が県の割合です。

【中村(泰)委員】 私が申し上げたかったことは、
要は、長崎市にこの金額の総額が6,500万円ぐら
い大体あるようでして、その各市町の内訳を割

合で教えていただきたかったんです。

私の方で計算をしたんですけれども、結論か

ら言うと、長崎市が28％、佐世保市が18％、雲
仙市が15％、島原市が14％、南島原市が13％、
松浦市が6％、大村市が3％、東彼杵町が2％、
波佐見町が2％ということで、要は、住まって
いる方の割合でバランスがとれているのかなと

いうふうに思ったんですけれども、実際はそう

じゃなさそうで、もちろん、それが一致するわ

けはなくて、要は、やっぱり全市町に対して、

こういった補助金を使っていただくことがベス

トであろうと思っております。

先ほど答弁されたように、立ち上がり3年間
に対して主に支援をして自立をしてもらうとい

うことが主だと思うんですけれども、本当にそ

うなのかなということをちょっと今感じており

ますので、ご答弁をお願いいたします。

【佐古観光振興課長】 21世紀まちづくり推進
総合補助金につきましては、イベントというの

は、どちらかというと全体的なものではなくて、

全体の一部になろうかと思います。

基本的に、この補助金を使いまして私どもが

実現をしたいのは、それぞれの市町の魅力ある

観光まちづくり、魅力ある観光まちづくりとい

いますと、例えば、おいでいただいた方に滞在

日数を延ばしていただけるような体験プログラ

ムを地元でつくり込んでいただくですとか、あ

るいは受入体制の充実といった形でいろんな情

報発信とか、来ていただいた方に、より地域の

魅力をお伝えできるような環境の整備を図ると

か、そういったところに補助をしている事業で

ございます。

市町によって全体に占めるウエイトがばらば

らというご指摘でございますけれども、そうい

った事業であるという前提の中で、それぞれの

市町ですとか、観光協会が今年度はこういう事

業に取り組みたいというような要望を県の方に

出していただきまして、それで県とそれぞれの

市町と話をしながら、最終的に内示という形で

決定をしているのが現状でございます。

ただ、そこで決して終わるつもりはございま

せんで、引き続き、本年度の途中で例えば追加

をするとか、魅力ある観光まちづくりにつなが

る取組というものを県も市町の皆さんと一緒に

考えながら追加してまいりたいとは思っている

ところでございます。

【中村(泰)委員】 今のご説明は、大きな概念、

目的をご説明いただいて、地域ごとのいびつな

状態に対してご見解としては、要は、これぐら

いの声しか上がらなかったというようにしか認

識がなくて、しかしながら、そうじゃなくて、

もっともっとこういった補助金に対して興味を

持っていただくことが重要であろうと思います。

私もこのデータを見て、全てデータが語るわ

けじゃないんですけど、大村の割合がすごく低

くて、大村は今すごく元気もあって人が増えて
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いるという中で3％ということで、なかなか、
「うん？」というところがございまして、これ

はもしかしたら従来のまちのイベントであった

り、お祭りに対してのつながりが強くて、なか

なか新規参入ができてないんじゃないかという

ような印象を持っているんですけれども、いか

がでしょうか。

【中﨑文化観光国際部長】補助金全体の話でも

ございますので、部の考え方も含めて、先ほど

からの内容も含めて少しお話をさせてください。

観光産業化というようなお話もありましたし、

そのためには、我々、お客さんを呼ぶことも大

事ですけれども、集客も大事ですけれども、や

っぱり来ていただいたお客さんにお金を落とし

てもらう。そのためにはやっぱり宿泊もしてい

ただきたいし、リピーターになってもらいたい。

そうすると、これは県だけの取組では非常に難

しいと思っておりまして、地域、それは市町で

あったり、地域の皆さんであったり、一緒にな

って地域の付加価値を上げて、そして観光客の

皆様をお迎えするというようなところ、そこは

集中的にやっていきたいと思っておるところで

ございます。

一方、予算は一定限られてもおりますし、限

られた状況の中でぜひ効果を上げていきたい。

そのためにはあまねく平等というよりは、やっ

ぱりやる気のある市町、地域を応援したいと思

っております。

先ほど、21世紀まちづくり推進総合補助金の
中でイベントの補助金のご指摘もありましたけ

れども、それは従来から連綿とイベントは続い

ておりましたけれども、今のままのやり方でい

いのかという中で一定の見直しもさせてもらっ

たところでございます。

私も部長になりまして、実際、ランタンフェ

スティバル、あるいはよさこいのフェスティバ

ルの実行委員長の皆さんとも直接お話をさせて

もらいました。そして、今のような考え方も申

し述べさせてもらいました。そうすると、皆さ

ん、やっぱり今まで一生懸命やってきたけれど

も、自分たちも変わらなければいけないという

ことで、例えばランタンフェスティバルにおき

ましては、一定今までなかったような発想で空

を飛ぶランタンであるとか、アニメを活用した

展覧会をするということで新しい取組をしたと

いうことで、そこはしっかり今までの補助金の

中でその取組を支援させてもらっています。

それから、今後あるであろう佐世保であると

か、ペーロンであるとか、今、市町を通じて、

そういったことができないかという投げかけも

しております。やっぱりイベントに頑張ってこ

られた皆さんというのは、この地域をどうしよ

うかというような考えをお持ちでございますの

で、今のような話の中で危機感を持って、ぜひ

県と一緒に知恵を出したいということも言って

おられますので、できましたら我々はその予算

の中で単に配分することじゃなくて、そういっ

た市町の皆さんのところを後押ししてもらいた

いと思っています。

今、大村の話もございましたけれども、大村

も、今、世界遺産の中で大村純忠を活用したま

ちづくりができないかというようなことでいろ

いろご相談も伺っております。できましたら､

21まちづくり補助金の中でそういった後押し
もしてまいりたいと思っていますので、この旨、

年度初めの市町の会議で、今回の21まちづくり
補助金は、少し我々も変わると、皆さんも変わ

ってくれということで説明をしたところでござ

います。ぜひ、市町、地域と一緒になって、長

崎が観光産業というようなことで稼がせるよう

なところをしっかり取り組んでまいりたいと思

っております。
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【中村(泰)委員】 部長の答弁、ありがとうござ
いました。非常に思いが伝わってきました。私

といたしましても、確かに思いがあって、熱量

が大きい方々にこそ、こういった補助金を使っ

ていただきたいという思いがございます。しか

しながら、離島の方を含めて、こういった補助

金に対して、まずはアンテナを持っていただく

こと。そして、せっかく補助金をもらえるので

あれば、もっと頑張ろうというように多くの

方々に思っていただくことができれば、県全体

として盛り上がりがもっと出ると思います。こ

こに載っておられるような皆様は、多分、ほぼ

自立できているんだろうなということがありま

すので、多くの市町の方々にこういった情報を

提供いただいて補助金をとって地元を盛り上げ

るぞというような立場をとっていただくことを

切に願うばかりでございます。

2つ目ですけれども、ビッグデータの活用と
いうことの予算が取り上げられておりまして、

観光業においてビッグデータをどのように活用

されているのか、ご答弁をお願いします。

【佐古観光振興課長】観光分野の中でのビッグ

データですけれども、私どもとしては、これま

での取組ですけれども、長崎大学と連携いたし

まして私どもがつくりましたのは、長崎県内に

どこから入ってきて、県内の市町を周遊した後

にどこに出ていくかというところのデータを把

握をして、それをその後につなげるというよう

な取組をいたしました。これは平成30年度まで
の事業になっておりまして、そのデータが今も

活用できると。

それから、長崎市の方で、今度は市の中でど

ういう動きを、これは特にインバウンドの方が

対象だったかと思いますけれども、どういう地

点にたくさん人が集まっているかというような

データも収集されておりますので、そこと県が

持っておりますデータを連動させながら、今後

の施策に結びつけたいと思っているところでご

ざいます。

【中村(泰)委員】 観光客の方の、外国の方、日
本国内の方の行動予測みたいな、それが具体的

にどういうふうに結び付いていくのかというの

がなかなか想像しがたいというところもあるん

ですけれども、県外であったり、海外とか、長

崎の特性に近いような海外の観光地があると思

いますので、そういったところのデータとかの

方が、より近いのかなと思ったんですけれども、

ほかの県、もしくは海外とのデータの比較みた

いなことは考えておられませんでしょうか。

【佐古観光振興課長】ほかの地域との比較とな

りますと、もう一般的な国の統計ですとか、そ

ういったレベルでの把握をしているというのが

現状でございます。

【中村(泰)委員】 私も、具体的にどうやってデ
ータを見ているのかというのは、見てないので

わからないんですけれども、ほかの県にしても、

海外にしても、そういったデータがあるはずだ

と思いますので、長崎大学と連携をとっていた

だきながら、どういうデータが使えるのかとい

ったところをもうちょっと見ていただければと

思います。

最後の質問ですけれども、私は、昨年までサ

ラリーマンをしておりまして、海外であったり

県外から多くのサラリーマンの方が長崎にお越

しになられていました。出張で来られていたん

ですけれども、ホテルがなかなかないと、予約

が取りづらいということをよく言われていまし

た。直前であるということもあると思うんです

が、今、海外からの観光客がすごく増えている

という中で、長崎県のホテルはどういった状況

なのかということの見解をいただけますでしょ

うか。
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【佐古観光振興課長】客室の稼働率で申し上げ

ますと、60％弱というのが県内の状況でござい
ます。このうち長崎市内だけで申し上げると七

十数％の稼働率になっておりますので、稼働率

だけを見れば、まだ受け入れ可能な状況かなと

いうふうには認識しております。

また、長崎ＭＩＣＥを初め、新しい宿泊施設

も長崎市内には立地いたしますので、そういう

意味で受け入れのキャパというのは広がってい

くのかなと考えております。

【中村(泰)委員】平均を見た時に70％であって、
山谷があろうかと思います。もちろん、山に合

わせて箱をつくっていっても固定費ばかりかか

ってしまうんですけれども、私の感覚としては、

ほかのお客様が、もっともっと来たいと思って

いる方がおられるのかなということもあります

ので、ＭＩＣＥ機能ができるので宿泊拠点は増

えるでしょうけれども、もうちょっと見ていた

だければなということでお願いをさせていただ

きました。ありがとうございました。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
か。

【小林委員】補助金のあり方について考え方が

意見として出ています、質問しておられます。

これは観光振興課長、大変申し訳ないが、もう

ちょっときちっと言わなくちゃいかんと思いま

すよ。我々も正直言って、初めて県議会議員に

なって、そして質問する時に、県の課長さんと

か部長さんたちとか、あるいはその他答弁され

る方、実に明快で、そして筋が通って、やっぱ

りきちっとした権威というか、そんなものを感

じながら、これは一般論ですよ、誰がどうとい

うことではない、誤解がないように。一般論と

して、やっぱり質問するからには、ある程度し

っかりとした自分たちの構えを見せて、それだ

けの質問をせんと、答弁もなかなかしっかりと

していかない、恥ずかしい思いをするとか、私

は自分でそう思いながら、先輩の方々のご指導

をいただきながらやってきたところであります。

また、部長さん、課長さんたちからの答弁を通

して、あるいは質疑を通して、いろいろと育て

られたというような感じもあるわけです。

どういう補助金のあり方をやっているのかと。

例えば、ペーロンについても、ランタンフェス

ティバルについても、よさこいとか、そういう

ものにしても、長崎県を代表するすばらしい全

国的な規模の、もう本当にその姿が全国に広が

っているぐらいのすばらしいイベントの内容に

成長し、そこまで育んでいただいたと。もちろ

ん、県庁のお金だけの問題ではなくして、県の

いろんな支援、また、長崎市は長崎市の支援、

佐世保市は佐世保市の支援。そして、何といっ

ても皆さん方が一生懸命取り組んでこられたそ

の成果の中で、これだけの実績が上がっている

と思います。

だから、こうやって中村(泰)委員も、みんな
も言っているんだけれども、補助金というのは

3年間ぐらいが一つの目途で、最初は補助金を
出して育てる、バックアップをする、それがず

っと永遠に続くということは誰も考えられんと

思うんです。ある程度一人前になるために、そ

の間をやっぱり支援すると、そういう意味の補

助金ではないかと思うんです。何か全体的な資

金を幾らかプラスさせると、こんな補助金のあ

り方なんか、あるもんか。

だから、そういうようなところで、その趣旨

が相手方にもきちんと伝わるように、補助金を

出す場合においては、最初から、まず3年間と
いう一つの期間において、やはり一人前になっ

ていただくことによって徐々に補助金というも

のは少なくなっていくことは当たり前で、新し

い事業展開も、もっともっとこれからやってい
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ただかなくちゃいかん。財政が非常に厳しい時

に、そうやってずっと同じ金額を満額いただけ

るなんていうことは、なかなか厳しく、じゃ、

予算をカットするから、例えばペーロンにして

も、ランタンフェスティバルにしても、よさこ

いにしても、県は何も考えてないのかと、とん

でもない話でしょう。とんでもない話なんだ、

こんな話は。予算をカットするから、じゃ、何

も考えてないとか、そんなようなことを言われ

て、もっとぴちっと一つの県の基本姿勢をもっ

と権威を持って、本当に行政の固い信念の中に

答弁をしてもらわないと、やっぱりいかんと思

うんだよ。

私は、以前、「あなたはお坊さんですか」と

失礼なことを言ったけれども、もっとしっかり

信念を持ってやっていただかないと。これは部

長、あなたが横から手を挙げて、あなたが言わ

ざるを得ないということの中でよくわかったん

だけれども、もうちょっとそこら辺のところ、

答弁をする側の、そこに座っていただく方々、

もうちょっと権限ある答弁をもって、我々はい

ろんなことをお願いしたり、いろいろ言うけれ

ども、それはこういう考え方なんだということ

をびしっと言い切るような形の中でやってもら

いたいと思うんですよ。よろしくお願いしたい

と思います。

そこで、ちょっとやわらかくさっきの続きで

ございますが、世界遺産課長、さっきの話の中

で、どうやって保存と活用を両立させていくの

かと。これはまさに車の両輪であるというよう

なことの中でのお話、持続的に循環する仕組み

をつくっていきたいということの中で、この循

環を生み出すキーワードは交流と、縦の関わり

では世代間の交流と、横の拡がりを広めていく

とか、立派な答弁をされたわけです。

具体的に、では、どういうような取組をこれ

からやっていくんですかと、こういうようなこ

との中で、資料を見たら、新しい政策で「世界

遺産でつなぐ・つながるプロジェクト事業」と

いうことで新規で967万円、これだけをとって
いただいて、小・中・高、大学との連携、それ

から保護母体の育成・活動支援、調査研究機能

の充実化と、こういうようなすばらしい計画が

挙がっている。こんな資料を、ちょっと勉強不

足で申し訳ないが、よく知らなかった。

こういう取組の中で、具体的にどういう取組

をするんですかといったら、ここに政策的にき

ちんと出ているじゃありませんか。これをぜひ

ともきちんとした展開をしていただいて、この

967万円というのが多いのか、少ないのか、限
られた予算の中ではあるけれども、予算いっぱ

いに使って成果が生まれないのは幾らでもある。

予算が少ないといっても、それで成果をいっぱ

い出しているところもある。

そういう点からしてみて、とにかく、この潜

伏キリシタンの、もちろん、「明治日本の産業

革命遺産」についても同じことでありますけれ

ども、こういう世界遺産を2つ持っている。そ
して、認知度も一番高い長崎県が、世界遺産を

最高に活かす。こういうやり方の中で、「世界

遺産でつなぐ・つながるプロジェクト事業」と、

こういうものをもっと力を入れていただきたい

と思いますが、この取組に当たっての決意なり

今の状況を教えてもらいたいと思います。

【桒原世界遺産課長】構成資産の地域では高齢

化が進んでおります。そういうことから特に若

い世代をターゲットにいたしまして、取組を先

行して力を入れているところでございます。小

学校、中学校、高校におきましては、学校現場

でのふるさと教育において世界遺産を切り口と

した学びを普及させていくために、教材の提供

ですとか、カリキュラムの提案、それから私ど
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も職員も授業のサポートに出ていく、そういっ

たことを行うことにしておりまして、昨年度中

にモデル事業を実施しております。その成果を

活かしたり、あるいは教育庁の「ふるさとの未

来を担う高校生育成事業」で指定をされた研究

校とも連携をいたして、まずは構成資産のある

市町から、こういった学びというのを広げてい

きたいと思っております。

また、大学生でございますけれども、長崎大

学の多文化社会学部の学生が長崎市の外海集落

の方に、それから、県立大学の地域創造学部の

学生が平戸市の春日集落に通いまして、地域の

課題のピックアップ、あるいは検証などに若い

発想で向き合っていただきまして、地域の住民

の皆さんと一緒に世界遺産を活かした活性化に

取り組んでいただくということにしております。

その取組に当たりましては、私ども県の職員、

それから地元の市の職員、学校の先生、みんな

でサポートをしながら集落でのフィールドワー

クということで、ちょうどスタートしたところ

でございます。

【小林委員】今、プロジェクト事業の内容をよ

く説明いただきました。ふるさと教育という中

で、小学生、中学生、高校生に歴史をきちんと

学んでいただき、県民の皆様方が世界遺産の、

潜伏キリシタンの内容をしっかり語ることがで

きる、こういうようなことで長崎県の特徴を学

んでいただく、こういうようなことは実にすば

らしいと思います。

最近、本当に大学生の方々の能力、これはす

ばらしい能力だと思うんです。例えば、長崎新

聞で私は資料をいただきましたが、長崎県と県

立大学シーボルト校が力を合わせて潜伏キリシ

タンの動画を10本ぐらいつくった、5分のもの
とか3分ぐらいのものとか。そして、「世界遺
産ナナメ歩き」とか、こういうような動画をつ

くりきるということ。

最近は、まともに言うより、逆説でやらんと、

なかなかね。大村なんかが、「大村市は嫌い」

だと言って高校生ぐらいの女の子が、大村がも

う嫌いだ、嫌いだと言って、移住とか定住につ

いて動画の中で大村をめちゃくちゃ言うんです

よ。しかし、最終的に大村というのはすばらし

いんだということを逆説の中で言っている。こ

れは賞をいただいたんです。これも全部若い

方々の発想なんです。

そういうようなことでありますから、大学生

を大いに、しかも、ゼミの専門的な勉強をされ

て、そういうところと力を合わせて、お金を余

りかけずに、そして、本当に実効力のある内容

のものが出てきている。そういう仕掛けをやっ

ている県の取組、これは失礼だけれども、今ま

であんまりなかったと思うんだよ。

だから、桒原課長、いいですか、あなたの今

まで、横の課長さんたちも一緒になって頑張っ

てこられたと思うんだけれども、これは部長、

さっき言ったように観光客の数も、世界遺産の

数も、ずっと順調に伸びているんだ。あと、浦

さんが路線をしっかり確保してもらうと。あな

た、選ばれて政策監になったと思いますから、

これはぜひとも、まずＩＲを決定することだ。

ＩＲを決定したら、もうこれからどんどんいき

ますよね。だから、そういう意味においても、

非常に、こういう取組を私は本当に評価したい

と思います。ぜひこれを継続してやっていただ

きたいと思うんです。

それと、今回非常に期待していることは、ロ

ーマ法王がお見えになるということが大体11
月24日、これは決定ということで、国際課長は
言わなかったんだけれども、こちらの認識とし

ては、もうそう受け取りました。

そうすると、こういうローマ法王という、も
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う最高のビッグイベントの、こういうご来県を

一つのきっかけにしながら、もっともっと取組

の幅を広げてもらう。そして、キリスト教の信

者の方々は世界にたくさんいらっしゃるわけで

すね。フィリピンを始めとして、韓国を始めと

して、ほとんどがクリスチャンですよ。そうい

う方々を、いかにして大村空港から長崎県に入

れるか、このようなことも取組としてはとても

大事でありますから、その辺のことについても、

さらにそういう視点からやってもらって、ぜひ

長崎県が観光で世界遺産が追い風になるように、

この数字が、また来年質問する時に、観光振興

課長が、びたっとこの数字を言っていただける

ように、そういうような形の中でやってもらい

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いし

たいと思います。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

【浅田委員】 1点だけ、先ほどから補助金の話
が出ておりますが、これは要望というか、長崎

の場合の21世紀まちづくり推進総合補助金の
中に入れられている様々なイベントというのは、

確かに、当初は3年間の予定で、ある程度熟成
をした、大きくなったというのがあろうかと思

うんですが、やっぱりそれ以上に、それだけ今

まで冬に、特に長崎とかあんまりイベントがな

かった時期にランタンフェスティバルをやって

いろんな状況をつくり出してきたことによって、

これだけ大きなイベントにつながってきている。

しかし、本当にボランティアの方が多いイベン

トなんですよ、これは。

ある程度の、見た感じでは、すごい大きなイ

ベントに仕上がったからというふうに見えてし

まうかもしれませんが、常々ずっと新しいこと、

新しいことをということで、関係者の方、団体

の方、ボランティアの方は取り組んでおられま

す。

なので、私からも、繰り返しになるかもしれ

ませんが、年度がたったからとか、ある程度一

定のレベルに達したからではなくて、それなり

というか、かなりの効果を出しているイベント

に関しては、いろんな形での補助だったり、サ

ポートだったりというのはしっかりやっていた

だきたいなと思っています。

先ほどからのお話を聞くと、どんどん、どん

どんなくなっていくんじゃないかなというよう

な、長崎市のイベントに関しては補助金がまた

減らされるんじゃないか。去年、一昨年、そう

いう関係者の方々がかなり心配、不安になって、

イベント自体を考えなきゃいけなくなったよう

な状況もありました。それを踏まえて、ああい

うようなまた不安を関係者の方に及ぼさないよ

うに今後ともしっかりサポートをしていただき

たいという、これは要望であります。お伝えし

たいと思いましたので挙手させていただきまし

た。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかにないようですので、

これをもちまして、文化観光国際部関係の審査

を終了いたします。

本日の審査は、これにてとどめ、明日は午前

10時から委員会を再開し、企画振興部関係の審
査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れ様でした。

― 午後 ２時５７分 散会 ―



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年 ７月 ２日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時４２分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 中島 浩介 君

副委員長(副会長) 山下 博史 君

委 員 小林 克敏 君

〃 中島 廣義 君

〃 浅田ますみ 君

〃 川崎 祥司 君

〃 深堀ひろし 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 下条 博文 君

〃 中島 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

企画 振興部 長 柿本 敏晶 君

企画振興部政策監
(離島･半島･過疎対策担当)

前川 謙介 君

企画振興部政策監
（ＩＲ推進担当）

吉田 慎一 君

企画振興部次長 廣畑 健次 君

企画振興部参事監
(県庁舎跡地活用担当)

村上 真祥 君

政策 企画課 長 陣野 和弘 君

政策企画課企画監
(次期総合計画担当)

福田 義道 君

ＩＲ 推進課 長 小宮 健志 君

地域づくり推進課長 浦  亮治 君

地域づくり推進課企画監
(離島振興対策担当)

明石 克磨 君

スポーツ振興課長 野口 純弘 君

スポーツ振興課企画監
（スポーツ合宿･
大会誘致担当）

江口  信 君

市 町 村 課 長 井手美都子 君

土地 対策室 長 原田 一城 君

新幹線・総合交通対策課長 小川 雅純 君

新幹線・総合交通対策課企画監
(航路･バス事業担当)

椿谷 博文 君

県庁舎跡地活用室長 苑田 弘継 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これより企画振興部関係の審査を行います。

【中島(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算及び予算に係る報告議案を議題といたし

ます。

企画振興部長より、予算及び報告議案の説明

をお願いいたします。

【柿本企画振興部長】 おはようございます。

企画振興部関係の議案について、ご説明いた

します。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」をお開き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第76号議案「令和元年度長崎県一般会計補正予
算（第1号）」のうち関係部分、報告第1号 知

事専決事項報告「平成30年度長崎県一般会計補
正予算（第7号）」のうち関係部分であります。
初めに、第76号議案「令和元年度長崎県一般
会計補正予算（第1号）」のうち関係部分につ
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いて、ご説明いたします。

補正予算は、歳入予算で合計1億4,808万
6,000円の増、歳出予算で合計2億3,968万7,000
円の増を計上いたしております。

この歳入予算の主な内容は、地籍調査費負担

金や地方創生推進交付金を活用した事業に対応

するものであります。また、歳出予算の主な内

容は、今後予想される人口減少・構造の変化を

踏まえた県と市町の役割分担の再編や協働的な

取組についての検討に要する経費や、九州新幹

線西九州ルート開業に合わせてＪＲ佐世保線を

高速化するために必要な地上設備の整備に係る

負担金のほか、県庁舎跡地整備における基本構

想の策定に向けた具体的機能等の検討に要する

経費等を計上いたしております。

なお、債務負担行為につきましては、ＪＲ佐

世保線を高速化するために必要な地上設備の整

備に係る負担金として、令和2年度から令和4年
度に要する経費等を計上いたしております。

次に、報告第1号 知事専決事項報告「平成30
年度長崎県一般会計補正予算（第7号）」のう
ち関係部分について、ご説明いたします。

これは、先の2月定例県議会の予算決算委員
会において、専決処分により措置することにつ

いてあらかじめご了承いただいておりました平

成30年度予算の補正を平成31年3月29日付をも
って専決処分させていただいたものであり、そ

の概要について、ご報告いたします。

歳入予算は、合計で1億8,853万円の減、歳出
予算は合計で2億2,859万6,000円の減でありま
す。

歳入予算の減額の主なものは、特定有人国境

離島地域社会維持推進交付金の1億958万2,000
円の減、地方創生推進交付金の9,337万6,000円
の減であります。歳出予算の減額の主なものは、

総務管理費では振興局運営費の331万2,000円

の減であります。企画費では国境離島航路・航

空路運賃軽減事業費の6,967万1,000円の減、国
境離島創業・事業拡大等支援事業費の3,371万
4,000円の減であります。市町村振興費では長崎
県市町財政資金貸付費の2,000万円の減であり
ます。選挙費では県議会議員選挙費の2,293万
1,000円の減であります。
以上をもちまして、企画振興部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)分科会長】 次に、市町村課長より補
足説明を求めます。

【井手市町村課長】「予算決算委員会総務分科

会関係議案説明資料」の2ページに記載をさせ
ていただいております新たな広域連携促進事業

費について、ご説明を差し上げます。

配付資料の右肩に「総務委員会補足資料（市

町村課）」と書かせていただいております1枚
ものの横型の資料をご覧ください。

この事業につきましては、総務省の委託調査

事業であり、1ページの真ん中に記載をさせて
いただいておりますのは、総務省の委託調査事

業の概要となっております。

この委託調査事業の対象となる経費は、協議

を行うための会議等の運営経費、調査経費など、

連携に向けた準備に要する経費となっておりま

す。

昨年、総務省の「自治体戦略2040構想研究会」
の報告が出されまして、人口減少に伴い、行政

サービスの提供にもさまざまな支障が生じると

いった課題が示され、それぞれの地域において

必要となる対策を講じることが望まれていると

ころであり、私どもも、こうした課題を捉えま

して、それぞれの自治体で対策を講じることは

もちろんのこと、県と市町で知恵を出し合うこ
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とが必要と考えまして、このページの真ん中ほ

どにあります（2）の都道府県と市区町村との
連携に向けた取組、この項目で申請をしたもの

でございます。

なお、今回、申請いたしました国の事業も、

「自治体戦略2040構想」を推進するため、今年
度より予算の拡充や、このページの右のところ

の「※」で優先採択項目という記載がございま

すが、こういう項目が設けられるなどの内容の

追加がされているところでございます。

恐れ入ります。裏面の2ページをご覧くださ
い。

申請内容につきましては、2ページに書かせ
ていただいておりまして、概要については中ほ

どに記載しておりますが、主な取組としまして

は、アンケートやヒアリングによる調査、それ

と将来にわたり行政サービスを提供していくた

めの課題や対策についての議論を予定しており

まして、各市町が将来どのような行政サービス

の提供に問題が生じると考え、どのような対策

を考えているか。また、県や他の市町と一緒に

解決を図りたいと考えている課題等を把握し、

それを相互共有しながら進めてまいりたいと考

えております。

調査につきましては、既に県内市町で土木と

か建築とか福祉といった専門技術職員の採用が

困難になっている状況があることですとか、あ

るいはＡＩとかＲＰＡといった先進技術を活用

してスマート自治体への転換を進めていく必要

があると考えているところですが、一つの自治

体で導入というよりも、複数の自治体での導入

といったところがコスト面でも望まれるところ

ですので、これらの項目に関する調査を行うこ

ととしております。

事業費につきましては、920万2,000円で申請
をしておりまして、先週、採択の通知を受けた

ところでございます。しっかりと取り組んでま

いりたいと考えておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。

【中島(浩)分科会長】 次に、新幹線・総合交通
対策課長より補足説明を求めます。

【小川新幹線・総合交通対策課長】ＪＲ佐世保

線の輸送改善（高速化工事）について、ご説明

いたします。

「総務委員会補足説明資料」をご覧願います。

佐世保線の高速化につきましては、平成4年
に九州新幹線等の整備に関する基本的考え方を

示し、新幹線開業に合わせて解決を図ることと

しておりました。このため、県、佐世保市、Ｊ

Ｒ九州により、実現性のある効果的な対策につ

いて、協議、調整を重ね、本年3月28日、高速
化工事と振子型車両の導入を一体的に行い、新

幹線開業時に博多～佐世保間の時間短縮を図る

事業について合意に至ったところでございます。

次に、高速化対策の概要でございます。

県は、有田～佐世保間で路盤の改良、速度向

上に対応して騒音や振動を軽減するためのロン

グレールへの交換、カーブで速度を維持するた

めの曲線改良などの整備を行います。

ＪＲ九州は、整備完了後、振子型車両を導入

いたします。

なお、高速化開始時点では、特急「みどり」

のうち、特急「ハウステンボス」と連結する便

を除き、通年で単独運行いたします上下14本の
うち10本程度が振子型車両に置き換えられる
ものと考えております。

次に、時間短縮効果でございます。

博多～肥前山口間で約3分、肥前山口～武雄
温泉間のうち新幹線事業による肥前山口～高橋

間の高速化や部分複線化で約3分、有田～佐世
保間で県による高速化工事で約2分、合計約8分
の短縮を見込んでおります。このうち、博多～



令和元年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（７月２日）

- 94 -

肥前山口間と有田～佐世保間につきましては、

振子型車両の導入を前提としております。

裏面をご覧願います。

今議会に高速化工事のための補正予算に係る

議案を提出させていただいております。今年度

の補正予算として6,820万円、令和2年度から4
年度までの債務負担行為の設定といたしまして

13億7,280万円でございます。
また、今日、西九州ルートの整備が進められ

ているのも、短絡ルートへの変更など県北地域

の皆様方のご理解によるものであり、平成4年
の基本的考え方を実現するとの立場から、県に

おいて必要な経費を負担することとしておりま

す。

説明は以上でございます。ご審議いただきま

すよう、よろしくお願いいたします。

【中島(浩)分科会長】 次に、県庁舎跡地活用室
長より補足説明を求めます。

【苑田県庁舎跡地活用室長】県庁舎跡地活用に

関しまして、補足説明をさせていただきます。

お配りしております「総務委員会補足説明資

料」の右上に「資料1」と書いてございます「県
庁舎跡地整備方針（案）の説明等の状況」とい

う資料をご覧いただきたいと存じます。

2月定例会におきまして、「県庁舎跡地整備
方針案」をお示しし、整備の基本的考え方とし

て、アンダーラインを引いております「広場」、

「交流・おもてなしの空間」、「文化芸術ホー

ル」の3つの主要機能を効果的に配置し、その
連携により相乗効果を発揮し、交流人口の拡大

や賑わいの創出につなげることなどをご説明さ

せていただき、ご議論をいただいたところでご

ざいます。

その後、関係団体などにご説明をしてきてお

り、その状況を中ほどより下に記載しておりま

す。

①にございます平成26年に提言をいただい
た懇話会の元委員の皆様、また、②にございま

す商工会議所など関係団体や地元自治会や商店

街の皆様などにご説明し、ご意見を頂戴してき

ております。

今後とも、継続して意見交換やご説明を実施

してまいりたいと考えております。

裏面をお願いいたします。関係団体からの主

な意見、その他の個別意見について記載をいた

しております。

経済団体からは、「3つの主要機能について
検討を進めるに当たり、交流人口の拡大につな

げてほしい」ですとか、「交通結節機能を充実

させてほしい」、「ホールは一層の賑わいを創

出していく必要がある」といったご意見などを

頂戴しました。

また、その他意見といたしまして、「まち中

への回遊や出島との一体感に留意してほしい」

ですとか、「まちづくりという視点を持って進

めてほしい」といったご意見。また、後半の・・

にございますが、「広場やホールでの賑わいの

創出ができるのか」といったご意見。また、最

後の2つでございますが、「埋蔵文化財調査を
しっかりやってほしい」といったご意見などを

頂戴したところでございます。

続きまして、右上に「資料2」と振ってござ
います「6月補正予算の計上について」、ご説
明させていただきたいと存じます。

今回、お願いしております補正予算の概要で

ございますが、先ほどご説明いたしましたとお

り、整備方針の考え方についてご説明し、一定

のご理解をいただくとともに、その中で、「よ

り具体的なイメージを示してもらいたい」など

の意見も頂戴したところでございます。

こうした状況を踏まえまして、今回、整備方

針に基づき、県民の皆様に、より具体的な賑わ
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い創出のイメージをお示ししながら、よりよい

活性化策を検討していくための経費として、主

要機能の詳細な機能や規模、運営手法等につい

て定める基本構想の策定に係る委託費や、それ

に関連して必要となる専門家への意見聴取に係

る経費の合計で、債務負担行為を含め、補正予

算として約3,500万円を計上いたしております。
現在の整備方針は、3つの主要機能の基本的

な考え方を整理したものであり、今回の補正予

算は、現在いただいておりますさまざまなご意

見を踏まえ、主要機能の具体的な内容をこれか

ら検討していくための経費としてお願いをする

ものでございます。

今後とも、県議会を初め、関係者の皆様から

ご意見を頂戴しながら、よりよい活性化策とな

るよう検討を進めてまいりたいと思います。ま

た、埋蔵文化財調査の状況にも十分留意してま

いります。

続いて、「資料3」でございますが、こちら
は2月にお示しいたしました「県庁舎跡地整備
方針案」について、県議会におけるご審議、ま

た、その後の関係団体等へのご説明を踏まえ、

整備方針として決定をいたしましたので、お配

りさせていただいております。

内容につきましては、2月の内容から変更ご
ざいませんので、ご説明については省略をさせ

ていただければと存じます。

続いて、「資料4」をお願いいたします。埋
蔵文化財調査の状況について、ご説明をいたし

ます。

埋蔵文化財調査につきましては、教育委員会

に依頼をして、法令等に基づき、必要とする調

査を適切に実施することといたしております。

具体的には、「調査の考え方」のところにご

ざいますように、現在行っている解体工事終了

後、速やかに確認調査を実施することとしてお

ります。また、現在の解体工事におきましても、

教育委員会の埋蔵文化財専門職員が常時立ち会

い、遺構や遺物の確認を行っております。

これらの確認調査の結果、重要な遺構が発見

された場合には、しっかりとその評価を行い、

必要な検討を行ってまいります。

なお、調査箇所につきましては、県の文化財

保護審議会の委員にご意見を伺いながら決定の

上、調査を実施することといたしております。

中ほどより下にスケジュールを記載しており

ます。

1つ目にあります県文化財保護審議会委員の
解体現場の視察を先月26日から28日に実施い
たしております。今後の予定としましては、8
月下旬に同審議会からご意見を伺い、調査箇所

を決定し、解体工事が終了する10月より確認調
査等を実施することといたしております。

埋蔵文化財関係につきましては、5日の集中
審査の際に学芸文化課より改めて補足説明を差

し上げる予定としております。よろしくお願い

いたします。

続きまして、「資料5」をお願いいたします。
県庁舎跡地整備に係る長崎市との協議状況等に

ついて、ご説明させていただきます。

現在の協議状況として3点記載をさせていた
だいております。

まず、ホールの質の高さにつきまして、県か

らも協議の中でこれまでも求めてきているとこ

ろでございますが、現在、予定されている1,000
席から1,200席程度のホールの特徴などを生か
しながら、引き続き、質の高いホールのあり方

について県、市で協議をしてまいりたいと考え

ております。

2つ目として駐車場整備のあり方でございま
す。こちらにつきましては、現在、県と市で重

視するポイントに相違がある状況もございまし
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て、引き続き、それぞれのメリット、デメリッ

トなどを勘案しながら、県、市で協議を続けて

まいりたいと考えております。

裏面でございますが、2ページに土地利用の
あり方について考え方を整理させていただいて

おります。

県が整備いたします「広場」、「交流・おも

てなしの空間」、そして、市が整備いたします

「文化芸術ホール」の3つの主要機能の連携に
よりまして相乗効果を発揮させ、新たな賑わい

の場の創出を図るため、県、市が一体となって

取り組むことといたしております。そのため、

それぞれが所有する土地につきましては、相互

に無償で使用することとしたいと考えていると

ころでございます。

市が所有しております石垣下にございます江

戸町公園を含め一体的に活用することとし、県、

市相互に無償で使用するとの整理のもと、賑わ

い創出に向け、具体の協議を進めてまいりたい

と考えておるところでございます。

その次にお付けしておりますＡ4横の「資料6
－1」及び「資料6－2」につきましては、委員
会の方でご説明をさせていただきたいと考えて

おります。

以上でご説明を終わらせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。

【中島(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算及び報告議案に対する質

疑を行います。

質疑はありませんでしょうか。

【松本委員】それでは、先ほど説明がありまし

た横長資料の7ページ、跡地活用の検討経費に
ついて質問をさせていただきます。

一般質問でも疑問について質問させていただ

きました。今回は予算について質疑をさせてい

ただきます。

今回の6月補正予算の計上の概要の説明を読
ませていただきますと、3つの主要機能の詳細
な機能や規模、運営手法を、より具体的に定め

る基本構想の策定に要する経費というふうに記

載されております。

つまり、いろんな市民の方や団体の方から不

安の声が上がっているけれども、今回の基本構

想によって、より具体的な内容を詰めていくと

いうことで、基本構想を1年間かけて協議する
ための経費ということで認識をしております。

そのために、恐らく専門家の意見を求めるため

の協議謝金等が計上されているというふうに認

識を持ちますが。

まず第1に、資料にもあるとおり、大変な重
要な歴史を持つ土地であるということが一般の

土地とは違うということでございまして、集中

審議も後日ありますが、埋蔵文化財の対応と、

その歴史や文化をどのように生かすのか。今回

の予算を可決させていただいて、専門家と協議

しながら、どのように文化財や歴史を活かす計

画があるのか、お考えをお尋ねいたします。

【苑田県庁舎跡地活用室長】お話にございまし

たように、この跡地が有する歴史の重要性につ

きましては、県としても十分認識をしていると

ころでございまして、埋蔵文化財調査につきま

しても、教育委員会に依頼をして、専門家にも

ご意見をお聞きしながら、法令等に基づき必要

とする調査を適切に実施し、重要な遺構が発見

された場合には、さらなる発掘調査の実施など

必要な対応を行ってまいりたいと考えておりま

す。

また、跡地の重層的な歴史や交流から生まれ

た文化につきましても情報発信をしていくこと

といたしておりまして、お話がございましたよ

うに、今回の補正予算に計上させていただいて

おります業務委託経費や専門家の謝金等を活用
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しまして、発掘調査の結果も踏まえて、跡地の

歴史や文化を活かした活用策の具体的なイメー

ジを整理いたしまして、県議会や県民の皆様に

随時お示しをし、ご意見を頂戴しながら検討を

進めてまいりたいと考えているところでござい

ます。

【松本委員】通常の土地ではなくて、地域の方

にとっても特に重要な土地である歴史、文化が

あり、さらに、その文化財が眠っているという

ことであれば、大変重要な取り扱いをしなけれ

ばならないと。一朝一夕でできるような歴史で

はないこの土地に対して、やはり専門家の意見

を聞かないと、行政だけで判断できるものでは

ございませんので、そこの保護。

それと、せっかくの貴重な地域資源というも

のを長崎の県民の皆様に伝えるため、賑わい創

出の一環にもなりますので、そういったものを

しっかりやっていきますよというものを明示し

ていただくためのプロセスを踏んでいただきた

いし、こういうことを考えていますというのを、

この1年間かけてしっかりと、やはり専門家で
ないとわからないところがありますので、保護

もしっかりとしていただかないと、何か建物が

建った後では、もう掘り返すことはできません

ので、今が一番の大きな機会でございますので、

慎重に取り扱っていただきたいと思います。

2点目ですが、この資料の検討する項目の中
に、経済波及効果を1年かけて検討すると。長
崎市も、人口減少が最も多いという中で、この

賑わい創出、そして交流人口の拡大というのは

大変重要な要素であると思います。そういった

中で、一般質問でも申し上げましたが、やはり

長崎市との協議ですね。特に、今、長崎市議会

もあっておりますが、それと民間団体にも説明

をされたとおっしゃっていますが、民間団体の

中にも、やはりこうした方がいい、ああした方

がいいというさまざまなご意見がございます。

私たちがお伺いする中では、本当に合意が、

県の説明で納得しているようには受け取れない、

さまざまなご意見がありました。それはやはり

不安であると、これで本当に賑わいが創出でき

るんだろうか、交流人口が拡大できるんだろう

か、イメージだけで具体的なものがないという

ことに大変な不安を持っている経済界の方もた

くさんいらっしゃいます。

しかしながら、この1年かけて、この基本構
想で具体的なことはこれから決めるということ

でありますから、これから1年かけて、そうい
った不安材料を払しょくされるというふうに認

識をしておりますが、今後、基本構想策定に向

けて、こういった不安材料をどのように払しょ

くしていくのか、お尋ねをいたします。

【苑田県庁舎跡地活用室長】まず、長崎市との

協議につきましては、これまでも協議を重ねて

きておりまして、そうした中でも賑わい創出に

向けて、ホールのあり方も含め協議をさせてい

ただいておりまして、このあたりにつきまして

は、今後とも、県の考え方も十分伝えながら協

議を進めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。

また、お話がございましたように、経済団体

の方からも、私どもの方も、交流人口の拡大に

つながるような取組をさらに検討してほしいと

いったようなご意見でありますとか、ホールに

ついては一層の賑わいの創出を図っていく必要

がある、長崎市とも十分協議しながら進めてほ

しいといったご意見なども頂戴しているところ

でございます。

今回、基本構想の策定ということで、9月末
ぐらいをめどに契約をし、その後、検討してい

くことになりますけれども、そういった中でさ

まざまなご意見等も頂戴しながら、また、具体
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的なイメージを県としても整理をいたしまして、

そういったものを関係団体や地元関係者の皆様

などにも随時お示しをしましてご意見を伺いな

がら、賑わいの創出に向けて対応してまいりた

いと考えております。

また、長崎市との協議につきましても、県と

しての考えを十分伝えながら、引き続き協議を

続けてまいりたいと考えているところでござい

ます。

【松本委員】資料に、あと説明される広場のイ

メージという、県が出された資料ですね。ヨー

ロッパの写真をそのままお使いになっておりま

すけれども、基本的に広場というのは何か目的

がないといけませんし、もしくはイベントがあ

る時に人は集まるでしょう。しかし、そのイベ

ントも365日やるわけでもございません。
ホールに関しても、稼働率に関しては365日

稼働するわけではございませんので、要は、県

が提案するのはイメージ、箱であって、まだソ

フト面の中身の部分がしっかりと明示されてい

ない、そういった中で皆さんは不安を感じてい

ると。

しかし、これから1年かけて、民間のご意見
を伺いながら、このイメージというものが具体

的な長崎県の県庁舎跡地のイメージを今後つく

っていくための予算だと私は認識をしておりま

すので、これからの1年間が大変重要でござい
ますので、特に、今後100年の長崎市の大計を
決める重要な事業だと思っておりますので、ぜ

ひとも、さまざまな効果的なあり方について、

県民の方々からの意見を聞いて検討していただ

くことを要望して、次の質問に移ります。

あと一つ、横長資料の12ページです。これは、
企業版ふるさと納税に係る寄付金の歳入の方で

すが、総額2,730万円のふるさと納税が振り込
まれております。これは、通常のふるさと納税

ではなくて、企業版ふるさと納税と記載がされ

ております。2,730万円という大きな金額でご
ざいますが、通常のふるさと納税と企業版とは

何が違うのか、お尋ねをいたします。

【陣野政策企画課長】企業版ふるさと納税と通

常のふるさと納税の違いでございますが、大き

くは個人でふるさと納税していただくのが通常

のふるさと納税で、企業版ふるさと納税は、企

業の皆様から納税をしていただくという点が違

います。

個人のふるさと納税につきましては、寄付し

た額の2,000円を超える部分について税額控除
という形になっております。こちらにつきまし

ては、報道等でもご存じのように返礼品という

形で品物の提供というものが許されております

が、企業版ふるさと納税につきましては、企業

の皆様が地方の活性化を応援する制度というこ

とで、企業の皆様から地方公共団体が実施いた

します地方創生のプロジェクトに対して寄付を

いただくという形で、従来でありますと寄付額

の3割程度が損金参入されていたものが、今回
のこの企業版ふるさと納税につきましては6割
程度税負担が軽減されるということで、まず税

負担の軽減の部分が違うという点が一つ。

また、企業版ふるさと納税につきましては、

地方が取り組む地方創生プロジェクトに寄付を

いただくということですので、ある程度プロジ

ェクトが指定されている点が1点と、寄付の代
償として経済的な利益を与えることは禁じられ

ております。そういった点が大きく違っており

ます。

【松本委員】先ほど答弁の中にありましたよう

に、一般のふるさと納税に比べて返礼品が要ら

ないということは、こちら側の支出がないとい

うこと。地方創生の一環で税負担の軽減効果が

非常に上がる、約6割の税負担軽減になる。今
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まで一般的には約3割が約6割と倍になるとい
うことですね。

それと、ふるさと納税の概要のリーフレット

をいただいたんですけれども、先ほど答弁にあ

りましたとおり、世界遺産とか若者の人材育成

とか、また、長崎県の輸出拡大のために使う財

源としての寄付ということで、つまり企業の

方々がふるさと納税をすることによって、若者

の人材育成や世界遺産の応援になるということ

で、すごく目的がはっきりしていて、非常にい

いことだなと思っております。

これは3カ年続いておりまして、平成28年度
は28社、3,280万円、平成29年度は22社、2,960
万円、そして平成30年度は24社で2,730万円と
いうことで、非常に大きい効果があると思って

おります。しかし、これを、本県に本社がない

企業が継続して寄付していただけるというのが

やはり重要になってくると思うんです。また、

新たに新しい企業にふるさと納税していただく

ということが今後大きな財源になると思います

が、その辺の取組についてはどのようにお考え

ですか。

【陣野政策企画課長】企業版ふるさと納税につ

きましては、これまで関係企業の皆様にご依頼

をお願いしているところでございます。具体的

に申し上げますと、やはり本県にゆかりのある

企業ということで誘致企業であったりとか、本

県に営業所等を有する企業、また、企業の経営

者の皆様で本県の出身の方がいらっしゃるとこ

ろ、ゆかりのある企業を中心に企業回りをして

寄付の依頼を行ってきているところでございま

す。

平成30年度の実績で申し上げますと、政策企
画課の職員で65社、さらに産業労働部であった
り産業振興財団、さらに大阪事務所、東京事務

所の協力もいただきまして、これを含めますと

合計で全国で大体140社ほど寄付の依頼をお願
いしてきたところでございます。委員からお話

がありましたように、これも継続して地道に寄

付の依頼をしていくことが重要と思っておりま

す。

制度が平成28年度から始まっておりますが、
3カ年の中では、平成28年度に寄付をいただい
て、平成29年度は諸事情でできませんでしたが、
また平成30年度に寄付をいただくという形で、
企業様のご事情もありますけれども、地道に毎

年度お願いすることによって、寄付を改めてい

ただくという事例もございますので、委員から

ご指摘がありましたように、本県ゆかりの企業

に、今後ともしっかり寄付の依頼を行っていき

たいと考えております。

【松本委員】寄付してくださった企業のリーフ

レットの中にも企業名が書いてあって、大村の

ナカガワという会社、伸和コントロールズとい

う会社もありました。これを見て、ありがたい

なと思うんですけれども、しかし、その県民の

方々に寄付していただいてますということが伝

わらないと、せっかく企業が寄付していただい

たのに、まずは感謝状を贈るとか、そしてまた、

こういう世界遺産に協賛をしていただいてます

ということを発信することで企業も少しでも社

会貢献できたなと、また来年もやろうというよ

うなことに進んでいくと思うんですが、そうい

った取組というのはどのようにお考えですか。

【陣野政策企画課長】委員からお話がありまし

たように、この企業版ふるさと納税制度という

のは、企業の皆様に地方創生の取組、地方に貢

献いただくというのが大きな目的でございます。

先ほど私から答弁させていただきましたが、企

業版ふるさと納税につきましては、返礼品とい

う形、寄付の代償として経済的利益を与えるこ

とは禁止されております。そうしましたことか
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ら、やはり企業の皆様に寄付をいただいたこと

のメリット等を感じていただくというのは、や

はり地方に貢献いただいていることをいかにＰ

Ｒするかということが大事だと私どもは思って

おります。

そうしましたことから、私ども、これまで寄

付をいただいた企業の皆様に対しては、一定、

企業の皆様のご意向にも沿いながら、どうして

も企業名を公表してほしくないという意向もご

ざいますが、一定ご意向に沿ったところにつき

ましては、県のホームページに企業名を掲載し

たりとか、先ほど委員からお話がありましたリ

ーフレット等にも企業名を搭載したりとか、平

成30年度から、さらに企業名に加えまして企業
のロゴも掲載するといった取組を行っておりま

す。

また、100万円以上の寄付をいただいた企業
の皆様に対しましては、知事の方から個別に感

謝状の贈呈式というものを行っておりまして、

報道の皆様にも公表しながら、一定、企業の皆

様が寄付いただいたことをＰＲするような取組

を行っているところでございます。

【松本委員】企業も営利だけではなく、社会貢

献が求められている昨今の中、本当に具体的に

長崎県に直接社会貢献できるふるさと納税企業

版ですね、これをぜひ今後も進めていただいて、

また、そのことによって本社じゃない企業でも、

長崎県にかかわっているんだと。そして、そう

いったものをどんどん進めていく取組を続けて

いただきたいと思います。

【下条委員】 県庁跡地についてですけれども、

内容が松本委員と少し重複しますが、私は、運

営についてお尋ねをしたいと思っております。

資料1の補足説明にもありましたが、3つの主
要機能ということで、1番は広場、2番は交流・
おもてなし空間と、3番、文化芸術ホールとい

うことですけれども、ここで、松本委員からも

ありましたが、経済界、また県民の皆様が、こ

の運営ですね、賑わいを創出するというような

形でご説明をされたということでありますが、

運営について、本当に賑わいを創出できるのか

というところに不安を持たれているというよう

な声が多かったと思います。

この創出について、運営をしながら、県とし

てどのように取り組まれていくのか。

【中島(浩)分科会長】 下条委員、それは議案外
でよかですかね。

【下条委員】 わかりました。

【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんでし
ょうか。

【浅田委員】県庁跡地の予算について、私から

もお伺いをしたいと思います。

今回、3つの主要な基本構想案について定め
るためにということになっているかと思います。

その中で、埋蔵文化財に関して、これをしっか

りやっていくと。もしも出た時には、その段階

で考える必要性もあるということなどが、今ま

でも随時言われていたかと認識をさせていただ

いております。

その中で、構想案ができたから、それがイコ

ール、絶対的にその建設方向にのっとるのでは

なくて、あくまでも構想を立てることによって、

県議会や市民の皆さんにもいま一度、より考え

やすくしていただくものというふうに捉えても

よろしいのでしょうか。この3つの指標があっ
て、基本構想ができたら、それが全て絶対です

よとなるものかどうなのか。

跡地活用懇話会ができてから5年間の流れの
中で、随分と長崎市全体は変わっております。

跡地活用懇話会が、この3つの指標を出された
時には、まだしっかりとＭＩＣＥ施設も決まっ

ていなかった。そして市役所も、公会堂をつぶ
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して公会堂の跡地に行くことも決まっていなか

った。そして、Ｖ・ファーレン長崎のスタジア

ムシティができることも決まっていなかった。

いろんな流れの中で、大きく長崎市内は変貌を

しております。

そんな中で、この構想案ができた、それが絶

対決定ですよというものなのか、まずはたたき

に載せるということなのか、そこを、申し訳ご

ざいませんが、詳しく教えていただけますでし

ょうか。

【苑田県庁舎跡地活用室長】先ほどもご答弁さ

せていただきましたとおり、9月末ぐらいから1
年間ぐらいをかけまして、この基本構想の具体

的な内容をさまざまなご意見等を頂戴しながら

整理を進めていきたいと考えているところでご

ざいます。

そういった中で、当然、検討していく途中、

途中でも、さまざまなご意見等を頂戴してまい

りますし、そうした中で、また、より具体的な

イメージをお示ししながら詰めていくことで、

よりよい活性化策につなげていければと考えて

いるところでございます。

これまでの経過等も踏まえて、この3つの基
本方針というのがございますので、これを基本

に考えていく中で、現在いただいておりますさ

まざまなご意見等を踏まえ、それをこの構想の

中で、専門家等のご意見を頂戴し、より具体的

なイメージをお示ししながら、皆様と意見交換

をし詰めていく、そういった作業を重ねてまい

りたいと考えているところでございます。

【浅田委員】今のご答弁からすると、これで絶

対的な決定になるものではないというふうに私

は受け取らせていただきまして、これから先に

3つの、この流れの中で基本構想をつくると、
そのたびごとに多くの皆さんのご意見を聞くと。

そして、さまざまな事案が変わっていった場合

においては、まだまだ、ほかのものに転用なの

か、検討の余地があるというふうに私は認識を

今の答弁でしたのですが、間違いはないでしょ

うか。

【苑田県庁舎跡地活用室長】 これまでに2回、
懇話会を設置し、検討をしていただいた経過も

ございます。また、お話にございましたＭＩＣ

Ｅ等の動きにつきましても、施設自体の重複が

ないかといったものを見極めながら整理した経

過もございます。そうしたことから考えますと、

私どもとしては、大きなこの3つの主要機能と
いったところにつきましては基本に考えていく

という考え方を持っているところでございます。

ただ、そういった中で、さまざまなご意見等

もこれまで頂戴しておりますし、まだまだそう

いったところで詰めていくべきところは多く残

されていると考えているところでございます。

そうしたものを、この1年間かけまして、この
基本構想予算を使わせていただき、具体的なイ

メージを整理しながら詰めていきたいと考えて

いるところでございます。

そうした意味からいたしますと、基本的な考

え方、3つの考え方というのは基本としつつ、
そういった中でどういったよりよいものをつく

り上げていくか、そういったところをさまざま、

県議会を初め、ご意見等を頂戴しながら進めて

まいりたいという考えでおるところでございま

す。

【浅田委員】これまで、もちろん皆さんがさま

ざまなご審議をしていただいたことは、私も存

じておりますし、最初の懇話会の時から、私も

何度も足を運ばせていただいております。

最初の懇話会ができた時は平成21年、そして
平成26年、もう10年以上がたっているわけです。
多くの県民の財産を活用して、これらは成り

立っていくものでもありますし、今までは、跡
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地の中には、跡地というか、建物が建っていた。

そこの埋蔵文化財調査がしっかりとできていな

かった。今こそ建物がなくなって調査をする。

この調査内容についての詳しいことは集中審

議でまたお伺いをしますけれども、一番、皆さ

んが気にしているのは、大切なものが出てきた

時に、今、室長は3つのこれにこだわっていら
っしゃると、今までの経緯も踏まえてというこ

とでありますけれども、大事なものが出てきた

時にも、このままの3つの方針でいくのでしょ
うか。法にのっとってというようなお話がござ

いましたけど、そのあたり、法令にのっとって、

記録保存とか、違った形にされる場合も多々あ

るのではないかと思っているんですが、そのあ

たりはどうでしょうか。

【苑田県庁舎跡地活用室長】埋蔵文化財調査に

つきましては、教育委員会に依頼いたしまして、

専門家にもご意見等を頂戴しながら、適切に対

応することといたしております。

そういった中で重要な遺構等が発見された場

合には、さらなる発掘調査の実施など必要な検

討を行ってまいりたいと考えているところでご

ざいます。

こうした調査の内容につきましては、当然な

がら今後判明してまいるところでございますの

で、現時点でそういった仮定の話というのはな

かなか申し上げにくいところもございます。少

なくとも、この埋蔵文化財調査につきましては、

県としましてもしっかりと対応していく、また、

何か確認された場合には、さらに必要な対応な

どを検討していくというスタンスは変えており

ませんので、そういったところにしっかり対応

しながら、また、そういった段階でどういった

必要な検討が生じてくるかといったところに留

意しながら進めてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。

【浅田委員】 「しっかりと」、「しっかりと」

という言葉をよくいただきます。「法令に基づ

いて」ということも先ほど言いました。

長崎市の中で、かなり重要な文化財であった

小島養生所は、発掘調査の段階で出てきました。

実際、その前には何も出てこないだろうと言わ

れていたところに、やっぱり日本の医学界、近

代歴史の中では非常に重要なものが出てきたわ

けです。それでも長崎市は、何年も、5年間議
論をしてきたから、地域の声を聞いてきたから

ということで、記録保存というある一定の、一

部は見せるというようなことでなさいましたよ

ね。

そうなると、我々が危惧しているのは、ちゃ

んとしたものが発掘調査の中で出てきたりした

場合においても同じようなことなのか。「法令

に基づいて」というところを、どこまできっち

りおっしゃっているのか。

集中審議のところでも確認をしたいところな

ので、ここはまた明確に今お答えをいただきた

いんですね。記録保存であったり、いろんな保

存の方法があろうと思います。その法令に基づ

いてというところを、県は、どの程度のご理解

の中でやられていこうとしているんでしょうか。

【苑田県庁舎跡地活用室長】 これまでも、「法

令等に基づき必要とする調査を適切に実施し」

といったような答弁をさせていただいてきてお

ります。

法令というのは、文化財保護法とかございま

すけれども、あわせて、埋蔵文化財調査を今回

実施するに当たりましては、県の文化財保護審

議会の委員の皆様、いわゆる専門家の皆様にご

意見等を頂戴して調査を実施することといたし

ておりますし、そういった形で専門家のご意見

等を取り入れながらやっていくことで、この客

観性といいますか、中立性といいますか、そう
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いったところの適正性を確保してまいりたいと

考えているところでございます。

そうした中で、先ほどご指摘のありました、

何か確認された場合の適切な評価につきまして

も、専門家のご意見等を頂戴しながら検討して

いくことで、そういったところが担保できると

考えておりますので、そういった形で引き続き

適切に対応をしてまいりたいと考えております。

【浅田委員】しっかりと専門家のご意見を聞い

て担保していく。ということは、部長、仮にで

すよ、びっくりするようなものが出てきた場合、

今回、この基本構想の中で3つほどの提案があ
ります。その中でホールをつくるところとか、

その下のところとかに岬の教会のものが出てき

たり、いろんなことが出てきた場合に、法令に

基づいて止めなければならないとなった場合に

は、3つの方向性が変わるということを十分に
考えないといけないと思うんですが、そこも考

えての上での基本構想。仮に基本構想はこれで

いきますけれども、文化財が出てきた時には止

めるということ。

なぜかというと、長崎市がこの県庁舎跡地に

ホールを建てたいという理由の一つには、市役

所が公会堂跡地に移って、市役所跡地が空いて、

市役所跡地で検討をするよりも県庁跡地にホー

ルをつくった方が早いので、市民ニーズに応え

るためには、それが正しい。それ以外でも、そ

れ以上でもないというようなことがうたわれて

いるかと思うんですが、出てきた場合には、ま

た市と、そのあたりをご協議をいただけるもの

なのでしょうか。

法令に基づいては記録で、こういうところに

記録されますよという、そのような保存方法で

ないのかどうなのか、そこが非常に危惧してい

るところなので答えていただければと思います。

【柿本企画振興部長】この県庁舎跡地の活用に

つきましては、これまでもさまざまな議論を積

み重ねてきた中で、その議論をさらに少しずつ

前に進めていくことが必要だということで、そ

ういった考え方で取り組んでいるところでござ

います。

そういったことで、今回、この3つの主要機
能ということを中心にしまして、基本構想の策

定に要する予算をお願いしているわけでござい

ますけれども、この基本構想というものは、先

ほど室長も答弁しましたとおり、これから1年、
あるいは1年余りかけて検討をしていく、そう
いった形で一定の時間をかけながら検討をして

いくものだと思っております。そして、その過

程では、さまざまな皆様のご意見を引き続きお

聞きしていくという考えでおります。

そういった中で、この埋蔵文化財の調査につ

いても、法令に基づいているのはもちろんでご

ざいますけれども、さらに専門家のご意見、そ

して教育委員会としっかり連携して進めていく

という形で考えておりますので、この埋蔵文化

財の調査についても、この秋ぐらいから、その

調査の内容が順次判明をしてまいりますので、

それについてはしっかり踏まえながら、そして、

ホールの整備についても市との協議というのも

当然含まれておりますので、そういったことを

しっかりと必要なタイミングで検討をしていく

という中で、この基本構想というものの検討に

つないでいくと、そういった考え方で進めてま

いりたいと考えております。

【浅田委員】 私が一番重要に思っているのは、

大切な埋蔵文化財が出てきた時に、拙速にホー

ルをつくることを、この3つの主要目的に基づ
いて、基本構想をつくっているから、そこに基

づいて、それだけを急ぐということがないのか

どうなのか。埋蔵文化財が出てきた時には、き

ちっと止めおいて、もう一度、県議会や市民に
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問うのですかということを聞きたいわけです。

「適切に」という、ほわっとしたことを、今、

私は伺っているのではなくて、県としての覚悟

を聞いているんです。出てきた場合にどうする

のかと。

じゃ、法令とは何なのか、お答えください。

【柿本企画振興部長】埋蔵文化財調査につきま

しては、法令に基づいてということはもちろん

ですけれども、さらに、この県庁舎跡地につい

ては非常に重要な歴史経過をたどってきたとい

うことがありますので、そこについては具体的

な確認調査のやり方とか、どういった箇所でそ

れを実施する必要があるか、そういったことに

つきましても、県の文化財保護審議会のご意見、

専門家のご意見を聞いて進めていくという考え

であります。

そして、それについては、その結果というも

のが今後出てまいりますので、そこの結果につ

いてもしっかりとした評価を、専門家のご意見

をまたもとにして評価をしていくという考え方

でございます。そして、そこでまたさらに必要

な詳しい調査が必要ということになれば、それ

はしっかりとやっていくということが、県とし

てこれまでも述べてきているところでございま

すので、そこについては、そういった専門家の

ご意見を踏まえながら、きちんと対応していき

たいという考えでございます。

【浅田委員】法令に基づいて、その法令とはま

ず何ですか、中身を具体的に教えてください。

【苑田県庁舎跡地活用室長】文化財保護法とい

うのがございまして、この中に、埋蔵文化財包

蔵地につきましては、そういった埋蔵文化財調

査を行うことができるといったような規定があ

るところでございまして、まずもっての基本と

なる考え方はこちらにあるところでございます。

そういったことを踏まえまして、先ほど申し

ましたとおり、県の文化財保護審議会の委員の

皆様等にご意見等を頂戴しながら、調査のあり

方等を整理しながら対応していくというのが、

対応の考え方でございます。

【浅田委員】細かい文化財のことについてはあ

れなんですけれども、さっきから部長が、法令

に基づいてやっていくという流れの中で、法令

に基づいてやる時に、長崎市みたいに、記録さ

えしていればいいんだというふうにならずに、

出てきたものをどうするかということをちゃん

と考えていただいているのかどうなのか。

この間からずっと、「法令に基づいてしっか

りやります」、「法令に基づいてしっかりやり

ます」と。出てきた時には、じゃあ、それを保

存するために、市はホールをというふうに急い

で言っているから、この基本構想もつくらなけ

ればいけないかもしれない。この基本構想の中

には、ホールのことがしっかりこれから言われ

ていくわけですよね、市が今、基本計画を立て

ています。それと合わせてということもあるの

でしょうが、その中で、出てきた時に、出てき

たけれども、自分たちは、さっきから言うよう

に過去に、ずっと過去の人たちが議論をしてく

ださっていた。跡地活用懇話会も平成21年、平
成26年にやってきた。その議論を無駄にはでき
ないという思いがどうしてもあられるでしょう

から、仮に出てきたものを違った形で保存をし

て、出てきたけれども、本来であればもっと違

う保存方法があるかもしれないのに、今までず

っと議論してきたから、やっぱりホールをつく

らなければいけないというように転用されるの

ではないかということを心配して、私は、繰り

返しなんですけれども、聞かせていただいてお

ります。

【村上企画振興部参事監】具体的に埋蔵文化財

調査の結果、重要な遺構が出てきた場合にどう
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いうプロセスを踏むか、今の時点では想定でし

かないんですが、少し詳しくお話を申し上げた

いと思います。

まず、範囲確認調査、狭い範囲を深く掘る中

で、このあたりに埋蔵文化財がありそうだとい

うことになりましたら、範囲を広げて埋蔵文化

財調査をいたします。

その結果、埋蔵文化財が実際に出てきて、ど

ういうものかということがわかると。その出て

きた埋蔵文化財について、どれくらいの価値の

あるもの、どれくらい重要なものであるのかと

いうのを専門家の意見を聞いて評価をするとい

うプロセスがございます。ここまでは、教育委

員会の方で行われるというものです。

その評価をつけた調査結果を、私どもの方、

実際に県庁舎跡地を活用する部局にいただきま

して、それを今度は私どもが、どのように保存

をするのか、あるいは顕在化をするのか、ある

いは記録保存で埋め戻してしまうのかといった

ところを検討して判断をすると。細かく言いま

すと、こういうプロセスを踏んでいくことにな

るかと思います。

要は、出てきた遺構がどれくらい重要なもの

であるのかということによって、その後の判断

が変わってくる可能性があると思いますので、

それは調査結果と、その評価を待って必要な検

討をするということになるかと思います。

【浅田委員】これ以上は、集中審査の方で行い

たいと思いますが、なぜ私がこだわっているか

といいますと、知事の答弁でも部長答弁でも、

いろんな市民や県民の声を聞く、議会の声を聞

くと、さっきからずっとおっしゃいますよね。

その中で、すごく疑問に思うことがあります。

先ほど松本委員も言いました。経済団体の方と

私どももお会いしました。部長たちがおっしゃ

る「一定の理解は得られました」。そして、こ

の間、室長も、「地域の人たちに声を聞いてく

ださったんですか」と言ったら、「聞きました、

概ねの理解を得られました」と。私は、この「概

ね」という言葉と「一定の理解」というのは何

ぞやと思わざるを得ません。

というのが、皆様方は私たちや県民に、「一

定の理解は得ました」、「一定の理解は得まし

た」と、まるでみんなが理解したように説明し

ます。しかし、ここで皆様方が説明会に行った、

その後に意見を聞いたという商店街の方々、そ

して経済界の方々、同友会の方々にお話をして

も、一定、この方向性で理解をしている人の方

が少ないという声もあるわけです。

皆様方の、その議場で、「一定の理解を示し

た」という言葉において、思いを操作すること

もできるわけですよ。一定とか概ねとか、そん

な簡単に使われて、実は、中身をちゃんと詳細

に調べていくと、そんなことはないと。ホール

で果たしていいのかと、地域の人たちは、ホー

ルでは決してよくないという声の方がたくさん

あります。

私は、百何十軒の店舗を1軒1軒回ってアンケ
ート調査をして、過去の議会でもお示しをしま

した。それだけ地域の人の声を聞いていても、

皆さん、ホールでいいとは思っていない。

それにもかかわらず、市民や県民の声を一定

聞いて、この予算を出す。そこに疑義があるか

らこそ、それを信用して今回は、まあこの方向

を定めるためにも、より具体的な例を示すため

にも、必要な基本構想であるならば、それはつ

くって、その後議論をした方がいいのかなと私

も思っているんですが、まだまだその不安がぬ

ぐえない。

簡単に、多くの方たちにお話を聞いて、一定

の理解を得たというようなことを果たして言い

きれるのかなと。その覚悟とその責任をどこに
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もって皆様方はやられているのかなというのが

非常に不安でしかありませんでした。

あの知事の答弁、部長の答弁を一般質問の前

段で聞いた皆様方から、その声が日に日に強く

なっています。「自分たちが理解したから、自

分たちが概ね納得したからといって、自分たち

が反対しているものの予算がどんどん、どんど

ん出されるんですか」という話もありますので、

そのあたりがどうなのかをぜひお答えをいただ

かないと、この基本構想を認めることによって

私が全部を賛成したというふうにはなりたくな

いという思いもありますので、今伺っています。

【柿本企画振興部長】この基本方針についての

ご意見を伺ってきたわけでありますけれども、

そういった中でいただいたご意見については、

今日、室長から補足説明をさせていただいた資

料の中にもございますけれども、基本的なご意

見、そして、さらにそれぞれ皆様からいただい

た個別のご意見、これについても掲載をさせて

いただいております。

そういった形で一定ご理解をいただきつつも、

ただ交流拡大につなげるための工夫が必要であ

るとか、交通結節の充実が必要であるとか、さ

まざまな意見をいただいているのは、それは

我々としてもしっかりと受け止めているという

ことで、そういったご意見をさらに、このより

よい施設の整備にしていくためにいかに反映し

ていくかということで、そういったことをしっ

かり、この基本構想の策定の中でさらに議論を

していきながら、そして関係者の皆様にご理解

をいただくということを前提としながら、この

基本構想の策定は進めていくと、そういった考

えでおります。

そういった意味で、さまざまな皆様のご意見

というのは、これからもしっかりとお聞きして

いって、そして、それを反映をしていくという

考え方で臨んでまいりたいと考えております。

【小林委員】 今、跡地活用の問題について、そ

の予算を審議するという形でいろいろと意見が

出ています。

基本的にこの中には予算を認めないという人

は誰もいないと思うんです。当然予算を認めて、

基本構想を策定していただき、県民にきちんと

した考え方を示していかなければいけないと、

こういうような基本的な認識はみんな持ってい

ると思います。そういう経過の中で今、質疑が

交わされていると思いますけれども。

まず、私の方でお尋ねしたいことは、例えば

5月の連休明け頃に、経済団体の5団体の代表者
が中村知事を訪ねて、「今回の基本構想の策定

に当たっては、県民の声を十分踏まえた基本構

想にしてもらいたい」と、こういうようなこと

を申し入れをされているところでございます。

今から基本構想を、とりあえずいろんな角度

から練って練って、いろんな角度から検討し、

これをつくると。基本構想は、まだこれが決定

ではありませんで、これは案でありましょうか

ら、これを皆さん方にご提示をしていくという

ことの中で、県民の皆様方の十分な声を踏まえ

た基本方針になるのではないかと思います。

こういうような考え方の中で、県民の声を十

二分に踏まえた基本構想の策定というようなこ

とについては、どのような受け止め方をされて

いるか、まずお尋ねしたいと思います。

【苑田県庁舎跡地活用室長】この基本構想につ

きましては、9月末ぐらいに契約をしまして、
そこから約1年程度をかけまして検討をしてま
いりたいと考えております。

その中では、お話がございましたように、さ

まざまなご意見等を頂戴しながら検討してまい

りたいと考えておりまして、それを踏まえて整

理しました検討結果につきましても、例えば、
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中間整理という形で整理をいたしたいと考えて

おりますし、また、最終的な案の段階でも取り

まとめを当然ながら行うこととなります。

そういったそれぞれのタイミングで議会等に

もお示しをさせていただきまして、そこでもご

意見等を頂戴し、最終的な形にもっていきたい

と考えておりますので、そういったそれぞれの

段階でお示ししながら進めてまいりたいと考え

ているところでございます。

【小林委員】今のご答弁のとおりではないかと

思いますよ。大体、これは丁寧なやり方だと思

う。頭ごなしに基本構想を勝手につくっている

わけではないんだと。まず、議論の対象となる

ような、本当の基本的な構想を明らかにしなけ

ればいけない。

3つの主要機能というのは、あくまでもこう
いう形の中でというところをもうちょっと、一

役所だけで考えるのではなくして、もっと専門

的な立場で具現化して皆さん方の真実批判に耐

えられるような、あるいはいろんな要望に耐え

られるような、そういう基本構想をつくってい

かなければいけないと、こういうようなことを

考えているわけであります。ですから、そうい

うような今のご答弁のとおりの、そういうやり

方の中で、ぜひとも事を進めていただきたいと、

こういうように考えております。

ただ、少しね、事務方のミスリードかどうか

わからんけれども、経済5団体が来た時に中村
知事に、42万人ぐらいの年間の集客と。この42
万人という根拠が、何で42万人なのかと。そう
すると、相当予想を下回っていると、こういう

ようなお話の中において、たかが42万人かと。
我々は、この42万人が大きいのか、少ないの

かよくわからない。しかし、長崎県の関係経済

人の皆様方は、あの敷地の中において、旧県庁

舎の中において、年間42万人ではいかがなもの

かと。

こういう数字などを上げる時には、ましてや

知事に答弁させるというか、意見を言わせる時

には、もう少し事務方は注意してもらわないと。

こんなミスリードをしたらだめだよ。ここは十

二分に反省をせんといかんと思うんです。

私は、つくづく思うんです。この県庁舎を江

戸町から現在地の尾上町にもってきた。この県

議会の中においても、ここにいる浅田委員など

は、もう県庁舎移転は反対だと。今も何か相当

大きい声でやっておりましたが、あの時はまだ

すごかった。まあ、とにかく体を張って机をひ

っくり返さんばかりのやり方の中で。

その時の県庁舎の移転の県議会の特別委員長

を私は2回やった。2回、その特別委員会の委員
長をやって、地元の商店街の皆様、県庁舎の職

員の方々を顧客として生業が成り立っている皆

様方のご意見を聞いた。やっぱり県庁舎につい

ては、移転することについて賛成か反対かと聞

けば、絶対に容認できないと。

この容認できないというところを容認してい

ただくような形でやるということは、誠心誠意

な、基本的な、そういう跡地の活用について、

地域がいかに状況がよくなっていくかと、今よ

りもよくなるというようなことをきちっと言っ

たことが跡地活用なんです。

そして、この間も私はやかましく言った、皆

さん方に。この3つの主要機能というのは、最
初から決まっておったことじゃないのか。それ

を結局、長崎市のＭＩＣＥだとか、かれこれと

かというような、文化ホールと同じ機能みたい

なものをもってきて、それでなかなか、ごちゃ

ごちゃごちゃごちゃして、時間ばかりかかって、

そうして結局は地元の皆さん方は何と言ってい

るかというと、跡地活用策を明らかにしないま
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まに県庁舎を移してしまったと、こんな無責任

なことがあるかと。私は、もう最近は恐ろしく

てあの辺は通れんぞと、こう実は思うぐらい、

やっぱりちょっとその辺のところの対策が非常

に遅れたと思うわけであります。

ですから、今後、まず基本構想の策定につい

てはしっかりですね、そういう皆さん方の論議

にしっかり堪え得るような内容をひとつやって

もらいたいと思うんです。

それで質問でありますけれども、基本構想を

策定して、まず3,500万円ぐらいの予算をとっ
て、いろいろとコンサルに依頼をする。当然そ

の手法は間違いではないと思います。

ただ、丸投げなのか、そこに県の、県民の皆

様方の意向、あるいは長崎市民の皆様方の意向、

地域の意向というものを十分捉えて、県の役割

も、このコンサルだけに任せるんじゃなくして、

決して丸投げではないんだと、こういうことを

しっかり言えるような内容にしてもらいたいと

思うが、それはいかがですか。

【村上企画振興部参事監】今回の基本構想の検

討に当たりましては、予算上、コンサルタント

への委託を予定しているところでございます。

この内容といたしましては、例えば賑わい創

出の具体策に関する事例収集とか、あるいは活

性化の方策によってどれくらい集客がされるの

かといった積算とか、あるいは県民、市民から

きちんと意見を聞くためのワークショップの運

営といったところを予定しているところでござ

います。

県の役割といたしましては、こうした委託に

よって集まってきた材料をもとに、賑わいづく

りの方策を具体的に組み立てる、主体的に組み

立てをしていくということが県の役割であると

いうことで、そこは明確に役割分担をして進め

ていきたいと考えております。

【小林委員】今の答弁のとおり、決して丸投げ

ではないよと。県としても、コンサルに十分な

注文を付け、コンサルの前提は、今まであなた

方が、いろんな皆さん方のご意見も聞いてきた、

また、そこに賑わいの広場を、あるいは3つの
主要機能というものをつくるに至った過程、こ

ういうふうなことを十二分にきちっとやっても

らって、ただ何か見せかけの言葉で飾ってしま

うような、今回、そういう基本構想の策定では

絶対いかんと思います。

これまでにないぐらいの十分な意見が集約さ

れていると、微に入り細に入り、そういう地域

の賑わいを求めるために、いろんな角度から検

討がされている上等の中身をぜひつくっていた

だき、この基本構想が多くの方々に理解をいた

だき、そして信頼をされ、支持されるようにな

ってもらいたい。

そうしないと、地元の皆様方は、大変跡地活

用を望んでいらっしゃいます。ここのところの

跡地活用についての一つの大きな責任と役割が

ある。私は、何度も言うようだけれども、特別

委員会の委員長として地元の皆さん方に約束し

てきたこと、跡地活用は今よりもすばらしい商

店街の発展につながる、こんなことを言ってき

たわけだから、そういうようなこともあります

ので、時間があるようで余りない、こういうと

ころも考えながら、着実に一歩一歩進めていた

だくことをお願いしておきたいと思います。

最後に1つだけ。後でまた集中審議がある。
しかし、今、1つだけ聞いておきたいことは、
新聞に、稲富裕和、これは大村の人だよ。「発

端の岬、軽んじていないか」と。いわゆるこの

跡地活用に対して、県の取り組む姿勢が非常に

事務的であってとか、こんなような言い方をさ

れているようであって、結局、どう違うのかと
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いうと、この稲富さんは、県の姿勢として、前

の江戸町の県庁舎は4代目なんだ。1回、2回、3
回、原爆で焼け、台風で壊れ、木造が壊れとか

いうようなことの中で、昭和28年に今の県庁舎
が建ち上がって今日まで来ているわけだ。そう

いうことで、掘り返しているし、いろいろ遺構

について、攪乱されてしまっている、混ぜられ

てしまっているかもしれないと、こういう見方

は確かにないとは言えないと思うんだ。しかし、

それはあけて、しっかりやってみないとわから

ない。ただ、事前の調査においては、なかなか

それは難しいんじゃないかと言っているわけで

す。

だから、そういうところも踏まえて、ただ、

誰が県のほうで言っているのか。結局、遺構等

が残っている可能性は低いとか、攪乱によって

とか。こういうようなことを今のこの時期に余

り言う必要もないのではないのかと。この辺の

ところが、誰が言っているか知らんが、埋蔵文

化財についてのその重要性というのは、450年
前にさかのぼって、その歴史的な重みは誰だっ

てわかっているわけだよ。それを今、いろいろ

専門家の皆様方が450年前に立ち返って、まさ
に長崎県の今日の発展は、一つの岬の教会など

とか、奉行所などとか、いろんな歴史の積み重

ねの中において長崎県があるんだと。だから、

稲富氏は、一番下に岬の教会がまだ埋まってい

るんじゃないかと、その上に奉行所があって、

その上に県庁があると、こんなようなことをお

っしゃっていると思うんです。ここで、もう攪

乱されて、壊されて、何もないのではないのか

と。そんなことは寝た子を起こすようなことで

あって、そんなことを今言う必要はないわけで

す。

ここはやっぱりきちんと埋蔵文化財の調査を

専門的にやるわけだから、その結果を待ちなが

ら、そして部長やあなた方が言っているように、

もし大変なものが出てきたら、それはきちんと

やっていくんだと、こういうようなことを言っ

ておかないと、何か先走っただけで、専門家の

皆様方には、長崎県のまさに歴史の発祥の地を

全く無視しているかのような誤解を、実際そう

ではないわけだけれども、そういうふうにとら

れてしまっているというところに、県の姿勢と

して、余りにも頭ごなしみたいに思われている

ような状況ではないのかと私は思います。

ですから、ここは仕切り直して、埋蔵文化財

についても、また5日の集中審議の時にしっか
りやらせてもらいたいと思っているけれども、

そうではないんだと、埋蔵文化財については誰

よりも県は熱心なんだと。発祥の地、長崎県は

ここから始まる、こういうようなことをしっか

り言っていただいて、皆さん方のお気持ちも十

分だしながらこれからやっていただきたいこと

を強く要請したいと思うけれども、それについ

てはいかがですか。

【柿本企画振興部長】今、小林委員からご指摘

がございました埋蔵文化財調査、これは平成22
年に実施した事前の調査の際の、これは調査を

実施しました教育委員会も含めての、その時点

での結果の報告でございました。それについて

は、県として、それ以上の特に何かの予断を持

ってこれを判断しているものではないというふ

うに思っております。

ご指摘がありましたように、これからこの埋

蔵文化財の調査を実際に専門的な知見も入れな

がらやっていこうとしているところでございま

すので、そこは専門家の判断、意見というのを

尊重してやっていくというのが県のスタンスで

ございますので、そこについては、そういった

誤解を生じることがないよう、しっかり県の考

えは申し上げていきたいと思っております。
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【小林委員】 お願いします。

【吉村委員】 2点ほど質問をしたいんですが、
その前に今の件で、県庁舎跡地ですけれども、

答弁が長い、何を言っているかひとつもわから

ない。それで、質問に対して私が個人的に聞い

て感じるのは、重要な遺跡とか遺構が出てきた

場合、想定ですけれども、たらればはないと言

いますが、出てきた場合の想定で質問されてお

ります。そして、出てきた場合どうするのか。

主要3項目、ホールやら、広場やら、おもてな
しの空間、この3つの主要機能はそのままにし
て、プラスアルファでその遺構のことを考える

のか、重要な遺構が出てきた場合は、このホー

ルなんかの機能を変えてでも、それにそぐう施

設にするということもあるのかないのかという

のを聞きたいわけですよ。そこら辺、部長、ど

うですか。そういうものが出てきた場合は、こ

の3つの主要な考え方から外れるということは
当然あり得るということで答弁していただけま

すか。そこら辺を聞きたいんですけど。

【柿本企画振興部長】この埋蔵文化財の調査に

よって、どういった結果が出てくるのか、それ

については先ほども申し上げましたように、予

断を持たずに、その調査の結果をしっかりと踏

まえる必要があると思っております。

そういう意味で、可能性としては、さまざま

なことが当然あると思いますけれども、実際に

結果の評価がどういったものであるかというこ

とによって、それによっての対応というのは当

然変わってくると思っております。

そういう意味で、どういうことでその前提を

置いて、仮定ということではなかなかはっきり

と申し上げられませんけれども、それはしっか

りとした価値判断というものをやって、それに

基づいて、必要なものについてはしっかり保護

をしていくという、そういった考え方で臨んで

いくということだと考えております。

【吉村委員】さっきと同じ答弁になってしまう

ので、やっぱりこの主要3機能が変わることも
あり得ると、想定に対する想定の答弁になって、

あなたたちは、なかなか想定の答弁はできない

んですよと言うかもしれんけれども、この案件

の場合、やはりそれだけ重要な遺跡なりという

ものが出てきた場合は、それを活用した施策を

考えなければならないというふうになるわけで

すから、この主要3機能が、あくまでも固定し
たものではないということで進めるんですよ、

基本構想はというふうにおっしゃられないもの

かなと思うんですが、もう一回お尋ねしますが、

部長、どうですか。

【柿本企画振興部長】 この3つの主要機能で固
定をするのかどうかということにつきましては、

これについて当然、埋蔵文化財調査の問題もあ

りますし、それからその施設をしっかり、どの

ように交流人口の拡大を含めて工夫をしていけ

るのか、そして長崎市との協議という問題も含

まれておりますので、そういったことについて

はしっかり踏まえる必要がありますので、そこ

はそれぞれの今後の状況を踏まえた上で、その

時点で適切に判断していくべきことだと考えて

おります。

【吉村委員】その点については集中審査もある

ようですので、ここでとどめますけれども、ず

っと今のような答弁が続いていると、本来であ

れば予算も通しがたいというようなことになる

ような感じもしますけれども、もう少し具体性

を持って答弁をやっていただければなと思いま

す。集中審査の時には、そういうことでお願い

したいと思います。

次に移ります。

地籍調査でございますけれども、これは昭和

33年が開始時期で、平成30年度まで312億円程
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度かかっているわけですね。この地籍調査とい

うのが、やっぱりやらなければいけない。いろ

んな事業、公共事業を進めるに当たっても、境

界が確定いないとやりづらい、そういうことが

あるわけですから、国も進めて、ほとんど国の

予算でこの事業ができるというメリットもある

ので、これは当然進めていくと。

それで、21市町の中で、2市8町はもう事業が
完了している。あと11市が残って、今現在、地
籍調査を進めているというところですが、今ま

で312億円かかってきたということで、まずは
その周辺状況を知りたいんですけれども、時代

的なものもあるでしょうが、予算的には増額を

してきているのかなと、それから調査範囲も、

面積的に広がってきているのかなと思うんです

が、いかがでしょうか。

【原田土地対策室長】 事業費につきましては、

ここ数年間、大体横ばいの状況でございます。

国の事業費が大体横ばいでございますので、県

も、それに比例して横ばいでございます。

【吉村委員】ここ数年は横ばいぐらいでいって

いるんでしょうけれども、始まった当初からす

れば、それだけ費用がかかりますから、金額的

にもずっと増えているのだろうと思います。そ

れはそれでいいと思うんですが、現在の進捗率

が67.7％、あと32.3％残っているわけですが、
本年度予算が14億9,000万円かけて1％の進捗
になるというふうにお話を聞いているんですが、

このスピード感でいくと、あと何年ぐらいで長

崎県が完了するのか。この事業主体は市町であ

ろうかと思いますけれども、見込みとして長崎

県はどの程度で終わると考えておられるか、お

聞きしたいと思います。

【原田土地対策室長】一つの考え方といたしま

して、最近3年間で、地籍調査を平均いたしま
して26.1平方キロメートル実施しております。

この数字をもちまして、平成30年度末時点での
残りの面積が1,214.77平方キロメートルござい
ますので、これを割ったところの単純なる事業

費が、この3年間の分を今後とも確保するとい
う前提はございますが、そういたしますと大体

46年間という数字は出てまいります。
【吉村委員】この想定の仕方はいろいろあるん

だろうと思います。今のように進捗する面積で

やるのか、費用で割り込んでいくのか、いろい

ろあると思うんですが、いずれにしても30年前
後とか、これもうまくいっての話で。

私が住んでいる佐世保市は、中心市街地は戦

災で一回焼けておりますから、その後の復興時

期に、きちっとそういう境界確定がされないま

まに街区が形成されて、境界の線が何本もある

んですよね。これを一本にするというのは、と

てもじゃないけど、至難のわざと言わざるを得

ない。これで固定資産税も変わってくるわけで

すけれども、どちらかが増える、どちらかが減

る、それで面積がどうなるかとかいう話をし出

すと全く進まないというところがあるわけです。

主体は市町というわけですが、国も進めるし、

県としては、地籍調査ということについては、

今後とも市町から上がってくれば、どんどんそ

の予算付けをやっていくというふうなことで考

えられているのかなというのが質問です。

というのは、主体は市町と言いながら、県も

負担が令和元年度の予算で3億7,000万円ぐら
いあるわけですよね。毎年そういう支出が、県

も持ち出しが出るということについて、言われ

たとおりにずっとだらだら出していくというこ

と、だらだらと言ったら語弊があるかもしれま

せんが、その中の8割については特別交付税で
見られるんですよとかいうのがございますけれ

ども、そこら辺の県としての地籍調査に対する

考え方というのはどのようになっているかをお
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聞かせいただきたいと思います。

【原田土地対策室長】現在、国が優先的に採択

する区域の考え方といたしまして、インフラ整

備の円滑化、防災対策の推進、都市開発等の活

性化、それから森林施業保全に連携できるもの

ということでございます。

県といたしましては、まずその中で、特に、

インフラ整備の円滑化につながる事業を考えて

おりまして、年度の初め、毎年度、県内の各土

木、農林、水産とか、そういった事業を持たれ

ている部署、それと国の関係機関、そういった

方々に集まっていただいて、インフラ整備の状

況ですとか、そういった情報を仕入れて、市が

新しく地籍調査を行われる土地もありますので、

そういったものをマッチングしながら、公共事

業等社会インフラの整備が進むような地籍調査

を今までやってきたところでございまして、今

後ともそういったことでやっていきたいと考え

ております。

【吉村委員】 今の答弁で多少理解できました。

市町が言うなりでやるわけではなくて、県とし

ても、いわゆる公共事業等で想定されるところ

あたりを優先するというか、そういうもののす

り合わせは市町と国と3者でやりながら、地籍
調査の位置の決定とか、そういうこともやって

いくんですよということで捉えさせていただき

たいと思います。

そういう意味で、今後とも引き続きやらなけ

ればいけない事業なんだなということで理解い

たしました。

続いて、ＪＲ佐世保線です。予算総括でも申

し上げさせていただきましたが、まだまだ、14
億円、長崎県が県費負担でやっていただくとい

うことで佐世保市の皆さんも一旦安心をされた

わけでございますけれども、あとは、説明も受

けましたが、夜間工事等が主になるので、それ

相応の時間がかかるということは理解はいたし

ますけれども、一日も早い完成というのは当然

お願いをしたいということでございます。

それと、これが負担金と書いてあるので、債

務負担行為の分も、令和元年度の予算、負担金

というのは、県が主体で事業をやるという意味

ではなくて、どこかに県が費用を出すというこ

とになるんですか。そこを1点、まずお聞かせ
ください。

【小川新幹線・総合交通対策課長】今回のＪＲ

佐世保線の高速化工事でございますが、施設そ

のものが、ＪＲの施設自体を改良するという形

になりますので、県が事業主体となって、県が

発注をしてという形ではないということでござ

いますので、ＪＲに対する負担金として、ＪＲ

の施設を改良していただくという形で、今回、

負担金という形で計上させていただいていると

いうところでございます。

【吉村委員】そういうことだろうと思っておっ

たわけですが、施設のいわゆる持ち主がＪＲで

すから。この前、本会議で意見が出ていました

が、長崎駅の立体化とか、そこら辺の工事につ

いてもＪＲが主体でやると。その中に、いわゆ

る発注の仕方、入札のかけ方、そういうところ

にいろんな疑問点が出てくるような質問があっ

ておったわけですが、そこら辺について、長崎

県が費用を負担するわけですから、そういうこ

とはくれぐれもないようにとか、地元の事業者

を使っていただくとか、そういうことができん

のかなと思うんですが、そこら辺についてのＪ

Ｒとのすり合わせは行われているのか、お聞き

したいと思います。

【小川新幹線・総合交通対策課長】今回の佐世

保線の高速化の工事でございますが、今回予算

の議決をいただきましたら、ＪＲ九州と基本協

定、それと毎年実施協定というものを結んでま
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いります。それに従いまして、ＪＲ九州で実施

いたしますそれぞれの工種ごとに、発注とか納

品等々に係る伝票を出していただくようにして

おりますので、その内容を精査しながら、実際

の金額等々について確認をしていきたいと、適

正な数字としての整理をしていきたいと思って

おります。

もう1点、地元発注というお話がございまし
たが、当然、線路の軌道敷内の工事になります

ので、どこまでそれが可能かというのはござい

ますが、そういうご意向があるということにつ

いては、私の方からもＪＲ九州に対してはお伝

えしたいと思っております。

【吉村委員】今、工種ごとに伝票を発行しても

らって、それを精査すると。これは事後という

ことになるんですか。事前にそれを出してもら

って精査すると。例えば、ＪＲ九州が自分の知

ったところと随契でどんどんやるんですよと。

県民の税金を出すわけですから、そこにはやは

り正当な合理的な価格設定でなければいけない

ということになるわけですが、そこら辺が、伝

票を出してもらうというのは事前にか事後か、

そこをお知らせいただきたい。

【小川新幹線・総合交通対策課長】事前か事後

かということでございますが、先ほど答弁いた

しましたように、事前の時点では、基本協定と

か実施協定を結びながら、今年度こういう事業

をやっていくという整理をした上で、実際の伝

票を出していただくのは事後という形でござい

ます。

【吉村委員】そこら辺が事後でそれを追認せざ

るを得ないというような形の中では、やはりも

う終わったことだからというふうにつながって

いく部分が出てくるので、そういうことになら

ないように意を用いてやっていただきたいとい

うことをお願いしておきたいと思います。

それから、今後の課題ですが、先ほども説明

がありましたが、通年の「みどり」の振子型車

両の導入の件です。振子型車両というのがＪＲ

九州内に何本あるのかなと思って見ていたので

すが、「ソニック」とか「白いかもめ」、あと

余りないんですよね。ですから、現存する振り

子型列車を融通し合うというだけでは限界があ

るのかな、新たにＪＲ九州が新車両をつくって

くれんのかなと思ったりもするんですが、ＪＲ

九州の今の経営状況を考えると、なかなか新型

の車両を発注するというのは難しいのかなと。

そうすると、勢い長崎本線を通っているのが

一番対象になるのかなと思うんですが、先ほど

ありましたが、10本、5往復ですね。言ってみ
れば、1日のうち、5往復だけが振子型列車、あ
とは既存の「みどり」というふうになると、そ

の効果というのが半分以下というか、ハウステ

ンボス号をつないだものまで入れると、1日で
かなりの本数が走っているわけで、ハウステン

ボスに行くものは、佐世保行きとハウステンボ

ス行きの別々の車両を連結しているので、これ

が振子型列車ではできないんだという説明です

ね。

そしたら、例えば、博多駅から佐世保に向か

って来るのに、ハウステンボスに行くお客さん

がいっぱいいると。その人たちは、振子型列車

にかわることによる恩恵は全く受けないという

ことになるわけですね。そうすると、佐世保を

中心とした、ハウステンボスまで含む周辺にお

けるいわゆる経済波及効果ということについて

は、なかなか上がりづらいんじゃなかろうかと。

そう考えると、わざわざハウステンボス号とつ

ながなくても、一本の車両を早岐で切り離すわ

けですね。ここはスイッチバックしなければい

けませんから。ですから、これを早岐で切り離

すんじゃなくて、早岐の次がハウステンボス駅
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ですね。ですから、ハウステンボスまで行って、

それから後戻りすると、運転車両は前も後ろも

あるわけですから。それで、ちょっと遠回りの

ような感じにはなりますが、ハウステンボス駅

まで直接行って、それが佐世保駅に戻ると、一

本の車両でそれを行えば、振子型車両に向けら

れるんじゃなかろうかと思ったりもしているわ

けです。

そういうものもＪＲ九州と佐世保市も含めて

ですが、話し合いをしていただければなと思う

んですが、そこら辺についてどうですか。

【小川新幹線・総合交通対策課長】 まず、ハウ

ステンボスに行っている車両に関してでござい

ますが、近年、車両のリニューアルをしており

まして、当分使える間は、今のリニューアルし

た後の車両を使われるような形になるのだろう

と思っております。

先ほど委員ご指摘の振子型につきましても、

ＪＲ九州内で持っている車両を有効活用してい

くということはやっていかれるのだろうと思っ

ておりますが、その車両につきましても、今後、

年数を経ていきますと更新されていくという分

もございますので、当然、更新する際には、こ

れまで以上に性能が高い車両にされていくのだ

ろうと思っております。そういうものについて

もＪＲ九州には要望してまいりたいと思ってお

ります。

あと、早岐駅でそのまま一旦ハウステンボス

にという部分でございますけれども、ハウステ

ンボスのほうについては、実はＪＲ大村線とい

うことで、長崎から大村線を通って佐世保に入

る列車の本数もございますので、そことのダイ

ヤ調整を考えると、一旦ハウステンボスまで行

って、そこからまた佐世保に戻るというのは、

ダイヤ編成上は多分難しい分があるんじゃない

のかなと思っております。そういうご意見があ

るという部分については、ＪＲ九州の方にお伝

えはしたいと思いますが、現状で考えると、な

かなかそういう部分の課題も多いかなと思って

おります。

【吉村委員】難しいのはわかって言っているん

ですよ、やさしいことは言わんですよ。だから

考えてほしいなと思うんですけれども、振子型

車両にしても、最初からものの言い方が、新幹

線ができると、長崎本線に使っている「白いか

もめ」が余剰が出ると。この時期に合わせてこ

うこうだとか、余りにもものわかりがよ過ぎる

考え方がそこにあるんじゃなかろうかなと思っ

て、これは佐世保市もですよ。私だったら、わ

かっておってもわからんふりして言いますよ、

できんことでも。

だから、振子型車両も1日5往復程度かなと言
ってしまうと、そこで入る車両は1両なのかな、
2両なのかな、3両も入るとかなと、こう考える
わけです。だからここはせめて、ダイヤも何も

関係なしに、ハウステンボスまで行って戻るこ

とができないんですかとか、1日に5両程度は導
入してほしいと思うんですがいかがですかとか

いう投げかけをＪＲ九州に対してやっていただ

きたいということを申し上げたいわけです。そ

ういうことで今後とも取組を進めていただくよ

うに。14億円出したから、これでひと安心とい
うことで緩めてもらうと困るので、そこは激励

を兼ねながら質問させていただいたところです。

【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんでし
ょうか。

【浅田委員】 1点だけ確認をさせていただきた
いんですが、予算のところで資料5の説明がご
ざいました。その中に、「一体的に活用するた

めに、それぞれ所有する土地については相互に

無償で使用することとしたい」ということがあ

ります。今回掲げられているこの基本構想策定
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の予算を認めると、さっき予算のところで説明

していたので、あえて聞くんですが、無償で県

がホールの土地を提供するということが決まる

のかどうなのか。

それと、これはまだ議会では全然審議をして

おりません。これが決まったとするならば、こ

の間、松本議員の質問の答弁の時に、「市議会

では、ホールは基本計画の策定予算についても

検討をしているので、その承認を得られるよう

に」というのがございました。

あわせて、こういう無償で使用することが決

まり、基本構想案が決まるとするならば、もう

市議会さんとのお互いの打ち合わせの中で基本

計画もつくるということになっているのかどう

なのか、その1点をお願いします。
【苑田県庁舎跡地活用室長】この無償の考え方

でございますけれども、今後、市のほうとも、

当然どういった形で賑わいを創出していくかと

いったところなどを検討していくことになるわ

けでございますが、そういった議論の前提とな

ることとして、一体的に活用するに当たり、そ

れぞれが所有する土地につきましては、市が持

っております江戸町公園等を含めて相互に無償

で持ち寄って全体として一体で活用していこう

という、ここの前提を固めた上で今後の検討を

進めていきたいと考えているところでございま

す。

ですので、予算との関連で申しますと、今後、

この基本構想の策定に向けて、さまざまな形で

検討を進めていくわけでございますけれども、

その中には、当然ながら、長崎市との協議とい

うのも含まれているところでございます。そう

した時に、この主要機能をどうやって活かすか

といった具体の協議を行っていく上での前提と

いたしまして、この相互に無償といった整理を

お願いしたいと考えているところでございます。

【浅田委員】簡単にもう一回確認します。この

予算案を認めたら、県庁のこの県有地である大

事な場所を無償で提供するということにも合意

したことになりますか。

【苑田県庁舎跡地活用室長】少し補足させてい

ただきたいのは、当然、県有地にホールをとい

う形になるわけでございますが、先ほど申し上

げておりますように、単に市がホールをつくる

というだけではございませんで、私どもとして

も、そのホールを県が整備をいたします広場や

交流・おもてなしの空間などとどういった連携

をして賑わいを創出していくかといったような

形で考えているところでございます。

そのような意味から申しまして、場所的には

…

【中島(浩)分科会長】 認めるか認めないか、そ
ういうことを問われています。

【苑田県庁舎跡地活用室長】ここについては議

論の前提となりますので、相互に無償というこ

とを認めた上で、今後の協議を進めさせていた

だければと考えているところでございます。

【浅田委員】 今日、この予算に賛成したら、も

う無償であるということがこの場で決定をする

ということですか。これは、そういう市からは

求められているという説明はずっとありました

が、今、私が危惧をしているところは、例えば、

このホールの運営にかかわることにもつながっ

てきます。そして、その運営の中で、今までも

市は、ブリックホール、そして公会堂、チトセ

ピア、さまざまなホールにおいて、ずっと赤字

経営できているんですね。昨日の予算の中にも

ありましたけれども、例えば、コンベンション

を誘致したりするような補助費の中にも県が一

定の予算を投入しています。そういういろんな

ことを考えて、本当に無償でいいのか。

また、ここで県は無償で提供したけれども、
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市役所跡地はまだ何も決まっていないにもかか

わらず、じゃ、市役所は何もできることが決ま

っていないと。市役所は、民間にもあそこの場

所を好き勝手に売っていいとか、そういうとこ

ろまで話が発展しかねないので、非常にここで

無償化するということまで決定をしてしまうと

いうのであれば、もう少し議論をしなきゃいけ

ないのではないかなと感じたものですから。

【村上企画振興部参事監】今、議論になってい

るところは、土地の利用の仕方について相互に

無償とするかというところかと思います。ほか

にも、資料5にございますように、例えば、ホ
ールの質の高さ、これは当初から県として求め

ているところであります。また、駐車場整備の

あり方についても、まだ県と市とですり合わせ

ができていないというところがございます。こ

のあたりのすり合わせが全てできて、全体の運

営の仕方、あるいは管理の仕方についても全て

調整が整ったところで最終的に合意ということ

になるかと思います。

現在、相互に無償というところについてお認

めをいただきたいというのは、その部分に関し

て、それを前提に協議に臨むというところをお

認めいただきたいというところでありまして、

最終的に全ての条件がそろって、これで市と合

意を取り交わしますよというのは、まだほかの

条件もそろった上でということになりますので、

協議の前提としてお認めをいただきたいという

ことでございます。

【浅田委員】わかったような、わかりづらいよ

うな、私の頭が悪いのかもしれませんけれども、

今の感じで言うと、決してこの予算を認めたか

らといって、無償になるかどうかというのは、

これからの協議に基づいてなので、無償である

ということは決定していないということを私は

確認したいわけです。

というのが、この間、部長答弁だったと思う

んですけれども、ホールの検討予算も市から今

度承認をされる、市議会の中でも出されるとな

ってしまうと、全てが前提、前提、前提。市が

基本予算を、その時も基本ですけれども、それ

が全部無償です、はい、渡しますというのが、

今日のを合意することによって前提が全て整っ

てしまうのではないかということを確認したく

て、何度も何度もしつこいようですが、お伺い

をしております。

先ほどの参事監の話を簡単に言うと、これを

通したからといって、全てが無償で渡すという

ことも決まってないということで認識をしても

よろしいでしょうか。

【村上企画振興部参事監】基本的に、ご指摘の

とおりかと思います。ほかにもさまざま詰めな

ければいけないところがございますので、その

全体が整った上で最終的な合意ということにな

るかと考えております。

【浅田委員】わかりました。無償で使用するこ

とと、あくまで前提で、無償で決まったわけで

はないということが確認できたということで。

【小林委員】文化芸術ホールをそこでつくると

仮にした場合に、その土地は無償で提供します

というような考え方があると。例えば、旧県庁

舎の江戸町公園、ここはどうなるのか。江戸町

公園は当然のことながら、今回の3つの主要機
能の中に盛り込まれなければいけないと思って

いるんだけれども、この辺のところの市の土地

についてはどういうふうになるのか。

【村上企画振興部参事監】今回、こういう方向

で臨みたいと言っているのは、相互に無償とい

うことでありまして、江戸町公園についても、

県が一体的に使用する中で無償で使わせていた

だくということを考えております。

【小林委員】その江戸町公園についての無償と
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いうことと、今回、文化芸術ホールのそこの敷

地は無償と。江戸町公園も無償で県が借りれる、

文化芸術ホールの土地については無償で貸すと、

こういうような双方のいわゆる役割分担という

のか、そういう方向の中で進めようとしている

のか、もう一回、そこは大事なところだから確

認。

【村上企画振興部参事監】今回、敷地全体を一

体的に活用するというところが大きなポイント

かと思っております。ある部分だけ独立して市

に貸してしまって、市が何かをつくって、県は

関与しないということであれば、いわゆる貸し

借りで、例えば、使用料を取るといったところ

で出てくるかと思います。今回、敷地全体とし

て、3つの機能の相乗効果によって賑わいを生
み出すということがポイントになってまいりま

すので、全体として相互に無償、それぞれ使用

料は取らないということで、ホールと広場と交

流・おもてなしの空間が一体として運営をされ

て、全体としてにぎわいを生み出すということ

を考えております。

【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんでし
ょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって、討論を終了いたします。

予算及び報告議案に対する質疑・討論が終了

いたしましたので、採決を行います。

第76号議案のうち関係部分及び報告第1号の
うち関係部分は、原案のとおり、それぞれ可決、

承認することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算及び報告議案は、原案のとおり、

それぞれ可決、承認すべきものと決定されまし

た。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５１分 休憩 ―

― 午前１１時５１分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

午前中の審査はこれにてとどめ、午後は、13時
30分に再開いたします。
しばらく休憩いたします。

― 午減１1時５２分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

次に、委員会による審査を行います。

企画振興部は、委員会付託議案がないことか

ら、所管事項についての説明及び提出資料に関

する説明を受けた後、陳情審査、所管事項につ

いての質問を行います。

企画振興部長より所管事項説明をお願いいた

します。

【柿本企画振興部長】企画振興部関係の議案外

の報告事項及び所管事項について、ご説明をい

たします。

お手元の「総務委員会関係議案説明資料」を

お開き願います。

まず、議案外の報告事項について、ご説明い

たします。

和解及び損害賠償の額の決定について。

これは、公用車による交通事故のうち和解が

成立した2件につき、損害賠償金合計17万3,820
円を支払うため、去る6月10日付で専決処分を
させていただいたものであります。
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次に、所管事項のうち主なものについて、ご

説明いたします。

次期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定

について。

平成27年10月に策定した、人口減少対策の方
向性を示す「長崎県まち・ひと・しごと創生総

合戦略」については、今年度が最終年度となっ

ております。国も新たな戦略の策定に向け作業

を進めており、その動きも見極めながら、現戦

略の検証を行い、県議会の皆様にも節目ごとに

ご意見を伺いながら、今年度中の戦略策定を目

指してまいります。

次期総合計画の策定について。

現在の「長崎県総合計画 チャレンジ2020」
については、来年度が最終年度となることから、

今年度から次期総合計画の策定に取り組むこと

としております。

このため、知事を本部長とした庁内策定本部

を立ち上げ、策定の進め方や計画の構成などに

ついて議論してまいりたいと考えており、今後、

県議会を初め、県民、市町及び県内外の有識者

の皆様方のご意見を幅広くお伺いしながら、来

年度中の計画策定を目指して取り組んでまいり

たいと考えております。

2ページをお開き願います。
特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推進に

ついて。

ＩＲ区域の整備については、ＩＲを構成する

中核施設の要件等を定めるＩＲ整備法施行令が

本年4月1日以降、順次施行される中、去る5月
29日、ＩＲ事業者の公募・選定等に係る実施方
針案の検討などを行う「九州・長崎ＩＲ区域整

備推進有識者会議」を立ち上げたところであり

ます。

本有識者会議は、地域経済や観光、リスク対

策など、ＩＲ導入に必要な知見を有する大学教

授や民間の専門家、警察ＯＢなどで構成されて

おり、同会議での意見を伺いながら実施方針案

の策定をはじめ、区域整備計画認定申請に向け

た準備を着実に進めてまいります。

ＵＩターンの促進について。

ＵＩターンについては、「ながさき移住サポ

ートセンター」を中心に、市町や関係団体と一

体となって積極的に取り組んでまいりました。

その結果、平成30年度においては、移住希望
者の相談件数が前年度の約1.3倍となる7,349人、
また、相談窓口を介した移住者数は、前年度の

782人を大きく上回る1,121人の実績となりま
した。

今年度は、国の「わくわく地方生活実現政策

パッケージ」を活用した東京23区からの移住者
への支援や、創業支援、雇用創出を伴う事業拡

充等への支援に新たに取り組むこととしており

ます。

引き続き、移住希望者の視点に立った各種施

策を展開し、ＵＩターンのより一層の促進を図

ってまいります。

4ページをお開き願います。
新たな過疎対策について。

過疎対策については、現行の「過疎地域自立

促進特別措置法」が令和3年3月末をもって失効
することとなりますが、人口減少と少子・高齢

化が急速に進む過疎地域の自立促進、活性化を

図るためには、引き続き、総合的な過疎対策を

講じていくための制度が必要不可欠であると考

えております。

このため、去る6月12日には、政府施策要望
において、総務省の幹部職員に対し、知事、議

長から現行法の期限終了後の新たな過疎対策法

の制定について要望を行ったところであります。

本年2月、庁内に「長崎県過疎地域活性化研
究会」を設置し、県内市町とも連携を図り、本
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県過疎地域の課題整理や新たな制度に向けた研

究等を進めているところであり、今後、県議会

にもご相談させていただきながら、新たな過疎

対策に係る具体的な提案などの取りまとめを行

い、新法の制定とあわせて国等に要望してまい

りたいと考えております。

5ページをご覧願います。
東京2020オリンピック聖火リレーについて。
来年5月8日から9日にかけて本県で実施され

る聖火リレーについては、「東京2020オリンピ
ック聖火リレー長崎県実行委員会」において、

実施方法に関する協議・検討を行っているとこ

ろであります。

去る6月1日には、大会組織委員会から走行ル
ート概要及びランナー募集の概要が公表され、

県内においては、対馬市、壱岐市、五島市、新

上五島町を含む17市町においてリレーが実施
されることとなりました。

また、県内を走行する聖火ランナーの応募受

付を7月1日から始めたところであります。
聖火リレーのコンセプトである「希望の道を、

つなごう。」に沿って、県民に夢や希望を与え、

長崎県の魅力を広く発信できる聖火リレーとな

るよう、引き続き取り組んでまいります。

九州新幹線西九州ルートの整備促進について。

九州新幹線西九州ルートについては、去る4
月9日、与党整備新幹線建設推進プロジェクト
チーム「九州新幹線（西九州ルート）検討委員

会」から本県への意見聴取が行われました。

県としては、国において開発が進められてき

たフリーゲージトレインの導入が断念されたと

いう特殊事情を考慮し、責任ある国の立場によ

り、一刻も早く新鳥栖─武雄温泉間の整備のあ

り方に係る議論を進め、整備方式については、

投資効果、収支改善効果、時間短縮効果が最も

高いフル規格とすること、地方負担及び並行在

来線等の課題解決に向けた方策を示していただ

くこと並びに来年度予算に環境影響評価調査費

を計上していただくことについて強く求めたと

ころであります。

また、5月14日の中村知事と佐賀県知事との
会談において、副知事や部長同士で課題を整理

していくことについて合意したことを受け、副

知事については、6月3日に佐賀県を訪問して両
県の考え方について意見を交わしました。

また、知事は、6月4日の九州知事会議の際に
会談の場を設けて改めて佐賀県知事へ本県の考

え方お伝えしたところであり、さらに、6月6日
には部長同士での意見交換を行いました。

両県の考え方には隔たりがありますが、今後

とも、佐賀県との協議を続けるとともに、政府

与党の動向などの情報収集に努めながら、本県

選出国会議員や県議会の皆様、関係自治体等と

連携を図り、西九州ルートのフル規格による整

備の早期実現に向けて全力で取り組んでまいり

ます。

ＪＲ佐世保線の輸送改善について。

ＪＲ佐世保線の輸送改善については、県が平

成4年11月に示した佐世保線の整備に関する基
本的考え方に基づき、県、佐世保市、ＪＲ九州

により構成する佐世保線等整備検討委員会にお

いて検討を行い、去る3月28日、高速化対策の
取組について合意に至りました。

県としては、現在、西九州ルートの整備が進

められていることは、県北地域の方々のご理解

によるものと認識しており、平成29年度に実施
した高速化深度化調査の結果等を踏まえ、主体

的にＪＲ佐世保線の高速化整備を行うこととし

ております。

今後とも、佐世保市やＪＲ九州と連携し、県

北地域における鉄道網の利便性向上を図るため、

ＪＲ佐世保線の輸送改善に取り組んでまいりま
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す。

7ページをご覧願います。
長崎空港等運営手法調査の結果概要について。

長崎空港等の運営については、昨年度、離島

航空路線の維持を前提として、民間委託、いわ

ゆる空港コンセッションを含む県内空港活性化

の運営手法を調査いたしました｡

調査においては、「1．県内4空港の現状・課
題及び将来像」、「2．長崎空港の活性化及び
民活導入策」、「3．離島3空港の活性化及び民
活導入策」、「4．長崎空港及び離島3空港の活
性化に向けた民活導入策」の4つの視点から結
果が取りまとめられたところであります。

県としては、本県の地域振興のためには、空

の玄関口である長崎空港の24時間化をはじめ、
空港の活性化は欠かせないものと考えておりま

すが、今回の調査では、離島航空路線の維持や

離島空港運営の問題点、県内の大規模プロジェ

クトとの連動など、本県に特有な課題も示され

ておりますので、今後、こられを整備しながら

検討を深めてまいります。

県庁舎の跡地活用について。

県庁舎の跡地活用については、この地が重層

的な歴史を持つとともに、まちなかに立地する

大変貴重な県民の財産であることを念頭に、県

民をはじめ、観光客も集い、憩えるこれまで長

崎のまちになかった新たな賑わいの場の創出が

できるよう検討を進めていく必要があります。

こうした中、先の2月定例会において、「賑
わいと憩いの場を創出する広場」、「歴史・観

光情報の発信等を行う交流・おもてなしの空間」、

「質の高い文化芸術ホール」の3つの主要機能
を石垣上に効果的に配置し、その相乗効果を発

揮させ、賑わいを創出するということを基本的

な考え方とする「県庁舎跡地整備方針（案）」

をお示しするとともに、経済団体や関係者の皆

様、県庁舎跡地活用検討懇話会の元委員の方々

などにご説明し、その方向性について一定ご理

解をいただいたところであります。

県としては、この整備方針に基づき、県民の

皆様がより具体的な賑わい創出のイメージを持

っていただけるよう、3つの主要機能の詳細な
機能や規模、運営手法等について定める基本構

想の策定に着手してまいりたいと考えておりま

す。

今後とも、県議会をはじめ、関係者の皆様か

らのご意見もいただきながら、新たな賑わいの

創出や交流人口の拡大につながるよう、活用策

の検討を進めてまいります。

以上をもちまして、企画振興部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)委員長】 次に、提出のあった「政策
等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」及び「政府施策要望に関する提案・要望の

実施結果」について説明を求めます。

【陣野政策企画課長】 私から、2つの提出資料
について、説明をさせていただきます。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保及

び県議会・議員との協議等の拡充に関する決議」

に基づく資料につきまして、説明をさせていた

だきます。

お手元に配付しております、表紙に「総務委

員会提出資料 政策等決定過程の透明性等の確

保及び県議会・議員との協議等の拡充に関する

決議に基づく資料」という、こちらの資料をご

覧ください。

まず、資料の1ページをご覧ください。
市町等の補助事業者に対し、内示を行った補

助金につきましては、2月から5月までの実績を
記載しております。
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長崎県集落維持対策推進事業補助金に関し、

壱岐市、五島市分の2件となっております。
続きまして、2ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約案件につきまして、2月

から5月までの実績を記載しておりまして、4件
となっております。そのうち競争入札に付した

契約件数は1件。その内容につきましては、資
料の3ページにお示ししているところでござい
ます。

4ページをご覧ください。
陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

2月から5月までに県議会議長宛てにも同様の
要望が行われたものは、「養生所を考える会」

から、「長崎奉行所西役所等遺跡群の遺跡とし

ての活用について」の要望の1件となっており
ます。それに対する県の取り扱いにつきまして

は、資料4ページに記載のとおりでございます。
次に、資料5ページからでございます。附属

機関等会議結果報告でございます。2月から5月
までの実績は、長崎県国土利用計画審議会など

計5件でございまして、その議事概要につきま
しては、資料の6ページから10ページにお示し
しているところでございます。

次に、決議・意見書に対する処理状況につき

ましては、離島・半島地域振興特別委員会分な

ど4件について、別冊で報告させていただいて
おります。

また、出納局から報告されているかと存じま

すが、物品費管理室で契約を行っております

1,000万円以上の契約につきまして、企画振興部
分を参考配付させていただいております。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」の説明は、以上でございます。

続きまして、「政府施策要望に関する提案・

要望の実施結果」につきまして、説明させてい

ただきます。

お手元に配付しております「政府施策に関す

る提案・要望について」、企画振興部分の資料

をご覧ください。

去る6月12日、13日に実施いたしました「令
和2年度政府施策に関する提案・要望」につき
まして、企画振興部関係の実施結果をご説明い

たします。

企画振興部関係におきましては、資料の1ペ
ージ、1の重点項目といたしまして、九州新幹
線西九州ルートの整備促進について、特定複合

観光施設（ＩＲ）の区域認定についてなど、8
つの項目について要望を実施したところでござ

います。

そして、2の要望実績でございますが、要望
先といたしましては、自由民主党、公明党の2
政党、内閣官房、内閣府など4省庁であり、資
料に記載のとおり、各政党の幹部の方々、各省

庁の大臣、政務官を初め、計22名に対し、知事、
議長並びに副知事、副議長で要望を行ったとこ

ろでございます。

このほか、企画振興部独自の要望活動といた

しまして、知事、議長等が要望を行った省庁の

課長等に対し、重点項目並びに資料1ページの
下から2ページにかけて記載しております3の
一般項目について要望を行ったところでござい

ます。

次に、4の特記事項といたしまして、要望時
にいただいた主な意見でございますが、九州新

幹線西九州ルートの整備促進については、新鳥

栖─武雄温泉間のフル規格による整備方針の決

定や環境影響評価調査費の予算計上等について

強く要望を行い、岸田自民党政務調査会長から

は、「佐賀県との対話のルートをつくっていき

たい」、「時間がないので危機感を持って取り

組みたい」とのご意見をいただきました。また、
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石井国土交通大臣からは、「引き続き、与党Ｐ

Ｔ検討委員会で検討いただいているので、我々

もその議論に対応していきたい」とのご意見を

いただきました。

また、特定複合観光施設（ＩＲ）の区域認定

については、萩生田自民党幹事長代行から、「九

州が一体となって長崎ＩＲを推すということな

ら国も選定しやすいのではないか」とのご意見

をいただいたところでございます。

それらに対する今後の取組につきましては、

5に記載してございますが、引き続き提案要望
の実現に向けまして国等への働きかけを行って

いきたいと考えております。

以上で令和2年度政府施策に関する提案・要
望の実施結果の説明を終わらせていただきます。

よろしくお願いいたします。

【中島(浩)委員長】 次に、企画振興部次長より
補足説明を求めます。

【廣畑企画振興部次長】私の方からは、九州新

幹線西九州ルートに係る主な動きについて、ご

説明いたします。

「総務委員会補足説明資料」をタイトルとし

て、「九州新幹線西九州ルートにかかる主な動

き」とタイトルがうたれている資料をご覧くだ

さい。

九州新幹線西九州ルートにつきましては、去

る5月14日の知事同士の会談の際に、佐賀県知
事との間で、「課題について、今後、副知事、

また部長間で整理をしていく」ということで合

意したということから、6月3日には平田副知事
が佐賀県の坂本副知事と、また、6月4日には知
事が九州地方知事会議の際に山口知事と会談を

行ったところでございます。

また、6月6日には、企画振興部長が佐賀県を
訪問し、新鳥栖─武雄温泉間の整備に係る本県

の考え方をお伝えしてきたところでございます。

6月12日、13日には、政府施策要望を実施し、
自由民主党、公明党、国土交通省等に対し、早

期に整備方針を決定していただきたいことなど

について強く要望をしてまいりました。

その後、6月21日には、与党ＰＴ検討委員会
が整備方針の決定を7月の参議院議員選挙後に
先送りすることを決定したとの報道がありまし

た。 また、6月22日には、佐賀県内の動きと
いたしまして、佐賀県内の市議会議員で構成さ

れた「佐賀県フル企画推進議員の会」の主催に

より、「佐賀県のフル規格新幹線を考えるシン

ポジウム」が開催されたところでございます。

2ページをお開きください。
今後の主な各動きについてポイントを具体的

にご説明いたします。

2ページ、知事会談の結果につきまして、6月
4日に開催されました九州地方知事会議の際、
中村知事が佐賀県の山口知事と会談を行い、環

境影響評価調査費、いわゆる環境アセスメント

の予算につきまして、令和2年度の国の予算へ
の計上についての理解を求めましたが、山口知

事からは、「考えられない」といったご発言が

あったところでございます。

3ページをご覧ください。
5月14日の知事同士の合意を受けまして、6月

3日には本県の平田副知事が佐賀県の坂本副知
事を訪問いたしました。この際、平田副知事か

らは、「来年度から環境アセスメントが開始で

きる環境を整えなければ北陸新幹線の財源確保

の議論に遅れをとり、西九州ルートの着工が先

送りされるおそれがあること」、「佐賀県が上

げている課題については、長崎県としても一緒

になって国やＪＲ九州に対して働きかけること

ができると考えていること」などをお伝えする

とともに、これからも議論を続けていきたい旨、

訴えてまいりました。
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これに対して佐賀県の坂本副知事からは、「こ

の新鳥栖─武雄温泉間は在来線を活用するとい

うことでこれまで25年間以上説明してきてお
り、短期間で方針を決めるのは無理な話である

ということ」、「この区間は佐賀県内の区間で

あるため、長崎県と議論して方向性を決めると

いうことではないこと」、「上下分離の取組な

ど共通の課題もあるので、部長同士の事務的な

意見交換は構わないけれども、長崎県からの申

し入れで会談を次々に行うということにはなら

ない」といったご発言がございました。

4ページをお開きください。
6月6日には、本県企画振興部長が佐賀県の地

域交流部長を訪問し、事務的な会談を行ってま

いりました。この際、長崎県といたしましては、

「佐賀県がこれまで課題として上げてこられた

と認識している財源負担、並行在来線、ルート、

地域振興という4つの課題について、ほかに課
題はあるのか。また、それぞれの具体的な内容

は何かといったことについてお伺いしました。

また、「佐賀県内でのフル規格で整備するとい

う可能性を議論するという動きがあることにつ

いて、県内向けに議論の前提となる材料を県民

に示す必要があるのではないか」との投げかけ

を行うとともに、「新鳥栖─武雄温泉間は佐賀

県内の区間であっても、長崎県としても重大な

影響があることであり、重大な問題であるため、

認識にずれがあれば、そのずれをなくす必要が

あること、4つの課題を含め、今後、佐賀県の
認識を確認していきたい」ということについて

訴えてまいりました。

これに対しまして、佐賀県からは、「いわゆ

る4つの課題については、一般論としてもとも
とからあった問題で、個別具体に議論をしてき

たものではない」という旨の回答があったとこ

ろでございます。

また、「これまで在来線を活用するというこ

とで合意をしてきており、同区間は佐賀県内の

区間であることから佐賀県内での議論が先にあ

るべきと考えているが、現時点では、佐賀県と

して今後どうするかという議論になっていな

い」ということ。また、「民意としてフル規格

を求める意見は少数であると認識している」こ

となどの回答があったところでございます。

両県の考えに隔たりはありますけれども、佐

賀県側は門戸を閉ざさないとのことであります

ので、まずは4つの課題について、また、さら
には佐賀県がどういった問題があるのかと考え

ていることについて一つ一つ協議を重ねていき

たいと考えております。

5ページをご覧ください。
6月12日から13日にかけまして政府施策要望

を実施し、与党や国土交通省に対し、新鳥栖─

武雄温泉間について早期に整備方針を示すこと

や、環境影響評価調査費の来年度予算への計上

について要望してまいりました。結果につきま

しては、先ほど政策企画課から説明がありまし

たが、記載のとおりでございます。

6ページをお開き願います。
現在、与党ＰＴ検討委員会では、新鳥栖─武

雄温泉間の整備方針について、フル規格または

ミニ新幹線の整備方式や、地方負担の課題解決、

佐賀県との検討が行われているところでありま

すが、その方針の決定について参院選後に先送

りする方針を固めたとの報道がございました。

7ページをご覧ください。
このような中、6月22日には、佐賀市内にお

きまして佐賀県内の市議会議員で構成される

「佐賀県フル規格促進議員の会」の主催により、

「佐賀のフル規格新幹線を考えるシンポジウ

ム」が開催されました。

この中では、今村衆議院議員が講演を行い、
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他県の事例等を示されながら、「関西直通の効

果もあるのでプラス思考でやっていくべき」、

また、「いろいろな議論を深めて早く方向づけ

をすべきであって、その時に大事なことは、正

確な情報をもとにやること」といったご発言が

ございました。

また、パネルディスカッションでは、「新幹

線は全国ネットワークでつなぐことに意味があ

る」といったご意見、また、「開通までに準備

すれば長崎よりも佐賀の方が恩恵を受けるかも

しれない」といったご意見など、活発に出され

たところでございます。

長崎県といたしましては、こういった民間を

含めたシンポジウムが開催されるなど、佐賀県

内での新幹線に関する議論が活発になっていく

ことを期待しているところでございます。

1ページにお戻りください。
1ページの一番下のところになりますが、今

後の動きといたしまして、佐賀県との副知事協

議、また、部長同士の協議を早期に実施し、ま

た、論点の整理や今後の議論のあり方などを協

議してまいりたいと考えております。

また、国による整備方針の決定が先送りとな

ったため、選挙後にできるだけ速やかに決定し

ていただくよう、機会を捉えて国や関係国会議

員等に要請してまいりたいと考えております。

また、このほかの動きといたしましても、民

間団体の自主的な動きでありますが、佐賀県の

民間団体への働きかけ等も実施されるというこ

ともお聞きしておりますので、その情報収集等

も行っていきたいと考えております。

以上で九州新幹線西九州ルートに係る主な動

きについてのご説明を終わらせていただきます。

よろしくお願いいたします。

【中島(浩)委員長】 次に、新幹線・総合交通対
策課長より補足説明を求めます。

【小川新幹線・総合交通対策課長】長崎空港等

運営手法調査結果の概要について、ご説明いた

します。

「総務委員会補足説明資料」をご覧願います。

こちらでございます。

今後の空港運営につきましては、離島航空路

線の維持を図りながら、長崎空港を中心に交流

を拡大させ、地域の活性化につなげる必要がご

ざいます。

このため、県では、昨年度、離島航空路線の

維持を前提とした民間委託、いわゆる空港コン

セッションを含む県内空港活性化の運営手法に

ついて調査を実施いたしました。

調査は、下段に示しておりますが、①から④

の4つの視点で整理されております。それぞれ
の取りまとめ結果につきまして、次ページ以降

にて順にご説明させていただきます。

2ページをご覧願います。
最初に、①県内4空港の現状・課題及び将来

像につきまして、長崎空港と離島空港に分けて

まとめております。

まず、2ページの長崎空港でございます。
国内線に関しましては、現在、主な幹線路線

におきまして、大手航空会社などのフルサービ

スキャリアが就航済みでありますことから、今

後の需要見通しといたしましては、幹線周辺地

域へのローコストキャリア（ＬＣＣ）による路

線就航や、リージョナル（地域間）航空の就航

の可能性を高めていくことが重要でございます。

また、国際線につきましては、路線の誘致に

はアウトバウンド需要の確保が非常に大事とな

りますが、本県の地理的な特徴もあり、他県空

港のように圏域を超えたアウトバウンドの集客

については、容易でない状況がございます。そ

のため、ＬＣＣを主なターゲットとして行政に

よる支援を含めた誘致活動が不可欠とされてお
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ります。

次に、空港の機能及び路線誘致の対策であり

ますが、ＬＣＣの誘致に向けた国際線ビルを含

む空港施設の整備やセールスの高度化などが求

められているところでありますが、今後、ＩＲ

の誘致が実現する場合には、民間主導でＬＣＣ

に限らず、より多くの航空会社による新規路線

誘致が期待されるとされております。

3ページをお願いいたします。離島空港につ
いてでございます。

今後につきましては、ＯＲＣにおける機材の

更新や国で進められております持続可能な地域

航空のあり方検討を踏まえた対応など、安定的

な離島航空路の維持・確保が課題であり、地方

自治体を初めとした関係機関の支援及び需要喚

起に加え、長崎空港との一体的なプロモーショ

ンが必要とされております。

続きまして、2つ目の項目、長崎空港の活性
化及び民活導入策に移ります。4ページをお願
いいたします。

ここでは民活導入の代表的な手法である空港

コンセッションと現行の運営方式の強化の2つ
の手法が示されております。

まず、コンセッション方式につきましては、

民間企業による大規模投資により、空港、ター

ミナルビルの機能強化、ＬＣＣ等の誘致による

航空ネットワークの拡充がもたらされ、空港を

軸として周辺地域の活性化が実現することが期

待されるものであります。

しかしながら、長崎空港に特有の課題も指摘

されております。特に、離島路線を運航するＯ

ＲＣの取り扱いや、ＯＲＣへさまざまな角度か

ら支援をいただいておりますＡＮＡとの関係、

ＮＡＢＩＣの取り扱い、関係自治体の関与のあ

り方など、慎重な検討が必要であります。

また、長崎空港の利用者を画期的に増加させ

るためには、核となるプロジェクトが重要であ

り、コンセッション方式の導入に当たっては、

離島航空等の課題への対策とともに、ＩＲ誘致

などの大型プロジェクトの方向性が定まる時期

を考慮に入れて検討する必要があるとされたと

ころでございます。

一方、現行の運営方式を強化する方法であり

ますが、5ページに記載のとおり、空港ビルデ
ィングの運営主体であるＮＡＢＩＣに対しまし

て、業務提携や資本提携による外部企業との連

携や高度なノウハウを持つ外部人材の雇用によ

り、課題を解決しながら、今後、目指す将来像

を実現する可能性はあるものと考えられます。

しかしながら、コンセッションの場合と異な

り、滑走路事業などの空港基本施設の運営は、

ＮＡＢＩＣの業務対象外となるため、効果には

一定の限界があることも留意する必要がありま

す。

6ページをお願いいたします。
3つ目の視点であります離島3空港の活性化

及び民活導入策でありますが、一部の民間企業

の意向はあるものの、多くの企業では長崎空港

を抜きにした離島空港単体を対象にした導入へ

の意見は厳しく、空港のみならず、地域全体で

の取組が不可欠となってまいります。

最後に4つ目として、後段になりますが、長
崎空港と離島3空港、県内4空港の活性化及び民
活導入策の検討結果であります。

長崎空港単体でのコンセッション導入は可能

と考えられますが、ＯＲＣ支援や離島振興を関

連づけることに民間事業者からは厳しい意見が

あり、参画意欲の減退の懸念がございます。今

後は、コンセッション効果を最大化するＩＲな

どの大型プロジェクトとの連動や離島振興策と

国の施策を整合させたスキームの検討が必要で

あり、県、地元自治体による継続的な支援が必
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要とされております。

4空港を一括で導入する場合の課題といたし
ましては、事業者の経営リスクをカバーできる

ようなＩＲ誘致などにより、長崎空港の経営価

値を向上させることが必要となります。

以上が昨年度実施いたしました調査の取りま

とめ結果でありますが、県といたしましては、

本県の地域振興のためには空の玄関口である長

崎空港の24時間化を初め、空港の活性化は欠か
せないものと考えております。

今後は、離島航空路線の維持・確保やＩＲな

ど県内の大規模プロジェクトとの連動など、本

県に特有の課題を整理しながら、空港活性化の

手法について検討を深めてまいります。

説明は以上でございます。

【中島(浩)委員長】 次に、県庁舎跡地活用室長
より補足説明を求めます。

【苑田県庁舎跡地活用室長】県庁舎跡地活用に

関しまして、補足説明をさせていただきます。

分科会の際にご説明いたしました県庁舎跡地

関係資料のうち、最後の方にお付けしておりま

す資料6─1、6─2について、ご説明させていた
だきます。Ａ4横の資料でございます。
この資料でございますが、これまで関係団体

や地元の関係者の皆様と意見交換をする中で、

「具体的なイメージを示してほしい」とのご意

見を多く頂戴したことから、既存の写真などを

用い、参考資料としてお示ししているものでご

ざいます。

まず、資料6－1でございます。こちらは広場
のイメージを整理した資料になっております。

この広場につきましては、表紙に記載をしてお

りますように、日常的に県民市民が集い、観光

客もひきつける広場、イベントなどで県民市民

が自ら活用するような広場を目指してまいりた

いと考えております。

おめくりいただきまして、右隅にページ番号

を振っておりますが、2ページから6ページまで
はヨーロッパの代表的な広場を参考でお付けを

いたしております。これらの写真につきまして

は、県庁舎跡地とは周囲の環境も違うわけでご

ざいますが、日常的に朝市などが行われ生活に

溶け込んでおりますとか、また、その土地の象

徴的な場所として、あそこに行ってみたいと思

われるような広場を目指したいとの趣旨でお付

けをいたしているところでございます。

7ページ以降は、国内の広場の事例をお付け
しております。東京の池袋、熊本、富山、福岡

の広場をご紹介させていただいておりますが、

地域の方々が、さまざまな形でイベントや催し

を企画し、賑わいの創出を図られており、こう

いった事例も参考にしながら、幅広くご意見を

頂戴しながら検討を進めてまいりたいと考えて

おります。

続きまして、資料6─2をご覧いただきたいと
存じます。

こちらにつきましては、主要機能のうち交

流・おもてなしの空間に盛り込む機能のイメー

ジについて整理をいたしております。こちらも

具体的には今後の基本構想策定の中で幅広くご

意見を頂戴しながら進めてまいりたいと考えて

おりますが、現時点のイメージとしてお示しを

させていただいております。

おめくりいただきまして2ページをお願いい
たします。

まず1つ目の機能として、歴史の情報発信に
ついて記載をいたしております。岬の教会や長

崎奉行所を初め、重層的なこの土地の歴史を発

信してまいりたいと考えておるところでござい

ます。

続いて、3ページでございます。
3ページにつきましては、県内各地の観光や
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物産、食といった海外との交流から生まれた県

内各地の文化を発信したいと考えているところ

でございます。

続きまして、4ページ、5ページにつきまして
は、その他の機能といたしまして、カフェやレ

ストラン、そして、5ページにございますが、
出島を見おろせる位置にございますことから展

望機能なども付加していきたいと考えていると

ころでございます。

最後に、6ページをお願いいたします。
こちらは「3つの主要機能の連携を図るイメ

ージがわかりにくい」との声もございましたと

ころから、一つの例として連携イメージをお付

けしているところでございます。

上段の写真2枚は、「広場」と「交流・おも
てなしの空間」の連携イメージの一つとして、

おくんちを例にとりまして、例えば、広場では

庭先回りが行われ、右の交流・おもてなしの空

間では、踊り町の名場面が鑑賞できるといった

連携のイメージでございます。

下段の一連の写真は、「広場」、「交流・お

もてなしの空間」、「文化芸術ホール」の3つ
の連携イメージとして、例えば、「五島まつり」

と題しまして、ホールでは神楽や伝統芸能が披

露され、関連イベントとして広場では物産展が

催され、「交流・おもてなしの空間」では、五

島の観光情報を発信し、現地に足を運んでいた

だくきっかけにしてもらうといったようなイメ

ージでございます。

このような形で各種機能のあり方や連携のあ

り方などにつきまして、より具体的なイメージ

を今後お示ししながら、県議会を初め、経済界

など県民の皆様から幅広くご意見を頂戴しなが

ら検討を進めてまいりたいと考えております。

以上で説明を終わらせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。

以上で説明が終わりましたので、まず、陳情

審査を行います。

配付しております陳情書一覧表のとおり陳情

書の送付を受けておりますので、ご覧願います。

陳情について何かご質問はございませんでし

ょうか。

【浅田委員】 1点だけお伺いします。陳情資料
の15になります。この中の、ナンバリングでい
うと5番になりますが、「現行過疎法の期限終
了後の新たな制度の創設について」ということ

でございます。

令和3年3月をもって、これが失効することに
なるわけでございますが、過疎地域を多々抱え

ております長崎県にとっては、今後の新たな制

度というのは非常に重要な観点かと思います。

部署としての見解、そして、今後のあり方、国

との連携などがございましたら、まず教えてく

ださい。

【浦地域づくり推進課長】過疎対策についての

ご質問でございます。

先ほど部長説明でもございましたが、令和3
年3月末をもって現行の過疎法が失効するとい
うことで、去る6月12日に政府施策要望におい
て、主に3点要望させていただいております。1
点目は、まずもって新たな過疎対策法の制定を

お願いしたいということ。2点目としまして、
今お話があった、いわゆるみなし過疎、一部過

疎の特例規定を引き続き堅持していただきたい

ということ。3点目としまして、現行、特に関
係市町からのニーズが高い過疎対策事業債を初

め、国庫補助率のかさ上げ等の各種支援制度の

維持を求めるという3点を総務省の幹部職員の
方に要望活動をさせていただきました。

幹部職員の方からは、その際に、議員立法に

なるので現行法を大きく変えるのは地域に与え
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る影響が大きいということで、今後、政治的な

判断がなされるけれども、我々も全力で頑張り

たいという話でありますとか、ただ、「一定規

模の自治体の過疎指定を疑問視する」という声

も、ほかの全国の自治体からは上がっていると

いうことで、過疎要件をそのままというわけに

はいかないという声も出ている。ただ、そうか

といって、合併した市町が不利になってはいけ

ないということで、周辺はまだまだ厳しいとい

う、そういったロジックについて長崎県からも

積極的に声を上げて知恵を絞ってほしいという

お話がございました。

私ども、こういった状況の中で、庁内の中で

「長崎県過疎地域活性化研究会」を設置して、

関係部局横断的に次期過疎法の制定に向けて、

どういった課題があるのか、どういった具体的

な提案をしていくのかということを現在検討し

ております。今後、秋頃をめどに県議会にもご

相談させていただきながらまとめていきたいと

思っております。その後、それを改めて国に具

体的な提案という形で要望活動につなげていき

たいと考えております。

【浅田委員】行政と議会が一体となって声を上

げていかなければいけないところだと思います。

先ほど答弁の中で、全部が全部、現行どおり

今までの過疎地域としてみなされるかどうかと

いうところに疑問の声があるということであり

ます。長崎県でそういうふうに、言葉は悪いで

すけど、はじかれてしまうようなところは実際

浮上してたりするんですか。すみません、勉強

不足で申し訳ないんですが。

【浦地域づくり推進課長】私どもが要望活動の

中でお聞きした内容については、主に、ほかの

都道府県の、例えば少し規模の大きい都市部の

方の意見として、そういう話を伺いました。

【浅田委員】 そういうのが、いいか、悪いかは

別として、我々、厳しい地域が非常に多いとい

うことでこれからも引き続きしっかり国の方に、

共々にお伝えをさせていただければと思います。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、陳情につきましては、承っておくことと

いたします。

次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はございませ

んでしょうか。

【川崎委員】政策等決定過程の透明性に係る資

料の総合交通対策特別委員会意見書分、資料の

2ページ、大きな2番の(2）「地域公共交通の維
持のため、市町の状況の把握に努め、コミュニ

ティーバスや乗合・デマンドタクシーなど多様

な交通手段の展開を推進すること」、これに対

する対応についてお尋ねをいたします。

交通空白地域において、主体的には市町であ

るので状況把握に努めながらということであり

ますが、これを推進するに当たって、交通空白

地域をしっかりと押さえていきながら、住民が

どういった要望を持っているのかということを

押さえて初めてコミュニティーバスやデマンド

タクシー、そいうったものの対策に移っていく

かというふうに思いますが、そういった計画を

進めていくに当たって、公共交通網形成計画と

いうものがあるというふうに認識をしておりま

す。

過去、この委員会でたびたび質問させていた

だいて、まず、こういった基本的な計画がなけ

れば前に進まないものだというふうに思ってお

りますので、まずは、この公共交通網形成計画
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の策定状況がどうなのか、お尋ねいたします。

【小川新幹線・総合交通対策課長】地域公共交

通網の形成計画につきましては、地域にとって

望ましい公共交通網の姿を明らかにするマスタ

ープランとしての役割を果たすものであり、地

域の取組が計画的に進められることにより、持

続可能な地域公共交通網の形成が図られること

を期待されており、県内においても策定が進め

られております。

県内での策定状況でございますが、単独では

佐世保市、五島市、対馬市、大村市、平戸市、

松浦市、壱岐市、新上五島町の7市1町、それと
共同で4市、諫早市、雲仙市、島原市、南島原
市となっておりまして、現在、合計で12市町で
計画の策定が進められているところでございま

す。

【川崎委員】 約半分の市町が策定していると。

残りのところは策定をしないことには住民の要

望には応えられない。そう考えますと、この基

本的な計画を策定することを促進すべきである

と考えますが、策定をしていただけない理由と

いうのは、一体どういうことなんでしょうか。

【小川新幹線・総合交通対策課長】 現在、地域

交通網形成計画の作成がされてない市町でござ

いますが、例えば、東彼杵町とか波佐見町など、

既存の交通網や町営バス、乗合タクシーなどの

取組により、交通不便地域への対応が実施され

ている自治体もございます。

また、西海市など、交通空白地対策として独

自に区域運行の実証実験を行ない、その成果を

踏まえて地域の移動手段の確保に努めていると

いう自治体もございます。

それぞれの自治体の実態や考え方に応じなが

ら、それぞれ対応がされている状況でございま

す。

【川崎委員】長崎市選出なので長崎市のことを

伺いたかったんですが、一番大きな都市である

長崎市が策定をされてなくて、長崎市に通勤通

学をする人は、周辺の長与、時津、こういった

ところからも来られていると、諫早や大村を含

めてあると思いますが、そう考えていくと、人

口減少というか、社会減が一番激しい長崎市が、

こういった取組をまだされていないということ

は非常に残念に思っています。まずはこういっ

たところをしっかりと県として後押しというこ

とになるのか、要は、リーダーシップを発揮し

て計画を立てて前に進めていただきたいという

ふうに思います。

個別にはコミュニティーバスに来てほしいん

だといって住民の要望を承ることが多いんです。

路線の変更、多いんです、極めて多くなってき

ました、ここ数年。

そう考えていきますと、本当に遅過ぎるなと

いう感がしています。何年も前から、こういっ

たやりとりをさせていただいておりますが、ぜ

ひ県のリーダーシップを発揮して公共交通の充

足を図っていきながら、定住できる地域をつく

っていただきたいと思っております。

次に、同じ資料の（4）地域鉄道について、
「地域住民及び地域活性化のための大切な交通

手段であることから、引き続き、施設整備等に

係る支援を図ること」が求められている中にお

いて、県としてどういうふうに取り組んでいく

かということを右側に書いておられます。掛け

声ばかりのような気がして、なかなか具体性が

見えないというのがあります。

政府施策の年度の要望でも、固定資産税の軽

減措置にかかわることを国に要望されています。

「河川等の工事に伴い新設または改良された橋

梁に対する固定資産税の軽減措置の拡充及び期

間の延長」、これを国に要望されています。対

象は松浦鉄道と島原鉄道。
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まず、この固定資産税の軽減措置、県の認識

を問いたいと思います。

【小川新幹線・総合交通対策課長】河川等の工

事に伴い、新設または改良された橋梁の固定資

産税の軽減措置に対する県の見解ということで

ございますが、地域の実情によりまして河川等

の拡幅等によりまして橋梁の架けかえがされて

いる。それによりまして資産として新しくなる

ということで、その固定資産税が高くなるとい

う現状のご指摘でございます。

橋梁が新設されてから10年間につきまして
は軽減措置があると。11年目以降につきまして、
その軽減措置がなくなるということで、固定資

産税の部分について負担が大きくなってくると

いう状況でございます。

現在、島原鉄道につきましては、そういうこ

ともございまして、実は平成26年度から島原鉄
道の施設整備につきましては、それまで国3分
の1、自治体3分の1、事業者3分の1という形で、
いわゆる事業者自体の負担が3分の1ございま
したが、平成26年度から、国3分の1、自治体3
分の2ということで事業者の負担をなくしてい
るという状況でございます。

また、赤字補塡につきましても、同じく平成

26年度から沿線の諫早市、島原市、雲仙市で年
間1,000万円、3市で3,000万円の赤字補塡の制
度も設けられておりますので、そういうものも

含めながら事業者に対する支援をしているとい

うことで認識しているところでございます。

【川崎委員】今おっしゃったように、事業者に

対する支援を行ってますと。この国に求めてい

ることは県が求めていることなんです。県が求

めているのに、今のご答弁だと、ちょっとかみ

合わないような気がしますね。

県は、どういった認識を持って、これを国に

要望しているのか。つまり事業者の要望を受け

て、こうあるべきだというふうに考えて要望さ

れていると思いますが、今のことだったら、な

かなか国に対して、しっかりとした意思を持っ

てお願いをしているような感じには聞こえなか

ったんですが、そういった意味で、声を出され

ているということはどういうことかということ

をいま一度、県の認識を問います。

【小川新幹線・総合交通対策課長】失礼いたし

ました。

今年度政府施策要望につきましては、「第三

セクターの鉄道並びに地方運営鉄道の施設整備

及び確保・維持について」ということで政府施

策要望で要望させていただいております。

内容につきまして、昨年度は「固定資産税の

軽減措置の継続と拡充」という表現だけだった

んですが、今年度は実は委員ご指摘のとおり、

「河川等の工事に伴い新設または改良された橋

梁に対する固定資産税の軽減措置の拡充及び期

間の延長」ということで要望させていただいて

おります。

これにつきましては、私どもとしても、河川

等の拡幅によって橋梁が新設されているという

こともございますので、そういう分での固定資

産税の軽減措置のさらなる拡充とか、今、10年
間という期間で軽減されておりますが、こうい

う分の延長ができないかということについて、

やってほしいということで要望を行っていると

ころでございます。

【川崎委員】要望をやっているということだか

ら、それはわかっているわけで、歩調を合わせ

て県としてもしっかりとこれを取り組んでまい

りたいと。それはどういうことなんですか、し

っかりとしたそういった意思を伺いたいという

ことでした。

これ、河川等の工事ということでわかりづら

いですが、いわゆる防災のために河川を拡幅す
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ると、拡幅によって橋梁を架けかえざるを得な

くなったと、そのために架けかえなくてもいい

のに協力をして架けかえる、それにより資産価

値が上がる。長く使えるというメリットはある

ものの、言葉はちょっと適正ではないかもしれ

ませんが、今、架けかえなくてもいいのに、協

力して架けかえたんだということから、それに

よって固定資産税が上がるということは、事業

者としても、これは協力したのに承服しかねる

ということがあるということでのこの要望だと

認識しているんですね。であれば、主体的に架

けかえたんだったら、それはそのとおりですよ。

要望するに値しないと思いますが、そういうこ

とじゃなく、地域の防災のために協力をしてい

るわけですから、そこのところについては、恐

らく希有な事例だと思いますよ。全国にたくさ

んあるものじゃないというふうに思ってますの

で、ここは県としてしっかりと国に要望しなが

ら、趣旨を伝えて認めていただく。こういった

ことをもう少し積極的に取り組んでいただきた

いと思うんですが、いかがでしょうか。

【小川新幹線・総合交通対策課長】委員ご指摘

の点も踏まえて、私どもとしても所管官庁に出

向いてご説明等についてはやっていきたいと思

っております。

政府施策要望時の反応といたしましては、な

かなか厳しいものがあるというようなお話をお

聞きしておりますが、引き続き、所管官庁に対

して要請を行っていきたいと考えております。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、次に、「政府施策要望に関する提案・要

望」の実施結果についての質問はございません

でしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 それでは、次に、議案外所
管事務一般についてご質問はございませんでし

ょうか。

【小林委員】長崎新幹線西九州ルートについて

お尋ねをしたいと思います。

率直な話、皆さん方に大変ご尽力をいただき、

中村知事を先頭として早期着工を目指していろ

いろと長い間、頑張ってきているわけでありま

すけれども、大変言いたくない言葉であるけれ

ども、もう長崎新幹線西九州ルートは、まさに

暗礁に乗り上げているのではないかというぐら

いの先の見えない状態の中に追い込まれている

と、こういう感じがいたすわけであります。も

うとても残念なことだと思います。

久保知事が、このさまよう原子力船「むつ」

を被爆県の長崎のＳＳＫに持ってきて、その修

理を行うと、その背景の中には、日本の西の果

てである長崎県、この地理的なハンディーを大

消費地と短い時間で結ぶ、こういうようなこと

を考えて、いわゆる原子力船「むつ」の修理と、

新幹線の整備5線に乗り遅れないように長崎県
の新幹線も盛り込んでもらいたいと、こういう

ような背景の中で、ご案内のとおり、昭和48年、
整備5線に長崎新幹線も西九州ルートとして入
り込むことができたという背景があるんです。

党三役に、当時は中曽根幹事長、江崎真澄政

調会長等々のそれなりの方々と契約を結んで、

これをぜひとも実行してもらう、そのかわり原

子力船「むつ」は引き受けたと。これは、原子

力船「むつ」を引き受けるということについて

も、その当時のことを知っている人は少ないか

もしれんが、とにかく旧江戸町の県庁の中に

400人の傍聴席、あり余るぐらい人がやってき
て、鉢巻きを締め、県庁の玄関には、とにかく

鉢巻きと腕章をはめた人たちがわっと取り囲ん
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で大変な状態であったということをしみじみ今

思い出すんです。

しかし、残念ながら、暗礁に乗り上げている

というような状況は、言葉はきついかもしれな

いけれども、大変な今の事態ではないかと思い

ます。それをやっぱり何とか乗り越えていかな

くちゃいかん、こういうようなことで、今、み

んなで力を合わせて頑張っているわけだけれど

も。

ところで、6月中に与党ＰＴの検討委員会が
開かれて、整備方式が何らかの形で決定するの

ではないかと、こういうようなことを、特に金

子参議院が、この間も長崎のほうに出かけてき

て、皆さん方の前で、「6月中に何らかのいい
方向にいくかもしれない」と、こんなようなこ

とを挨拶されたわけですよ。大変期待をいたし

ておったけれども、また結局は延びて、昨年の

7月頃も延びて、また今回も延びて、そして、
いよいよ、これは一体どうなっていくのかと、

こういう遅れて遅れまくっている状況の中で、

果たしてこれから長崎新幹線西九州ルートは生

き残ることができるのかどうか、とても心配を

いたしているわけであります。

長崎県としては、これまで、北陸新幹線に乗

り遅れることがないようにと、特に敦賀─新大

阪間の整備に絶対に乗り遅れてはならないと、

こういうような固い信念の中においてずっとや

ってきたわけだよ。しかし、残念ながら、今の

遅れる状況は、整備方式が決まらないという状

況の中で西九州ルートの整備日程を考えてみた

時に、果たしてこれからどうなるのか、間に合

うのかどうかということをとっても心配してい

るけれども、これに対する見解を求めたい。

【廣畑企画振興部次長】 県といたしましては、

これまで北陸新幹線の、委員おっしゃるような

敦賀─新大阪間の整備に遅れないように進めて

いただきたいということを国の方にも伝えてき

ておりまして、そのためには来年度の西九州ル

ートの環境アセスメントの予算の計上が必ず必

要になってくることと考えております。それは

北陸新幹線の敦賀─新大阪間の環境アセスメン

トが今年度から始まっておりまして、北陸新幹

線の敦賀までの開業が西九州ルートと同じく令

和4年度の開業を目指して工事が進められてお
ります。北陸の敦賀から大阪については、その

後、直ちに、令和5年度だと思いますが、その
着工を目指して北陸新幹線の諸手続が進んでお

りますので、それに遅れないようにしていただ

く必要があるというふうに申しております。

環境アセスメントの予算については、国の予

算要求は8月末でございまして、また、予算の
決定は12月末であることから、できるだけ早く
与党としての方針を示していただきたいという

ふうに考えているところでございます。

【小林委員】 要するに、今年、概算要求があり

ます。この概算要求にこの西九州ルートの環境

アセスメント、この環境影響評価の要求がきち

んと認められて12月で正式に決定をすると、こ
ういうようなことにならなければ大変なことに

なっていくということは、もうわかりきってい

るわけですよ。与党ＰＴの国会議員の方々も全

部わかっているはずだよ。

こうなった責任は一体どこにあるのか。フリ

ーゲージというのは長崎県が求めたわけではな

くして、国から、ある意味で押しつけられたと

いうか、こういうような状況の中でフリーゲー

ジは、もうこれで決定をしたわけじゃないか。

ところが、フリーゲージをやっぱり断念せざる

を得ないと、こういう究極まで追い込まれて、

ならばということで時間短縮の効果とか、ある

いはいろんな3つの効果を最大に発揮できるこ
とは、要するにフル規格しかないと、こういう
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ようなことで改めてお願いをしているわけです。

どこに責任があるのか。国がフリーゲージを大

丈夫だと言いながら、それができなかった、そ

こに一番の大きな問題があるわけだから、これ

はどんなこんな言うても、きれいごとじゃなく

して、国がやっぱりきちんと責任をとっていた

だかなければいけない。何も我々は最初からフ

ル規格を求めておったんだけれども、それはし

かし、今言うフリーゲージでやってくれという

ことだから、それに乗り換えたわけだ。佐賀県

もそれにオーケーをしたわけだ。それにかなう

予算をきちんと確保して、きちんとやろうとし

ておったところが、今のような流れではないか。

ならば、来年、もしこの環境アセスメントが

できなかったら一体どうなるのかと、ここをも

う一回明確に、危機感をしっかり込めて話をし

てもらいたいと思うんだ。

【廣畑企画振興部次長】委員のご質問にありま

す西九州ルートの環境アセスメントが来年度、

実施できないとなった場合に、先ほど申したよ

うに、現在、北陸新幹線の敦賀─新大阪間で環

境アセスメントが始まっておりまして着実に進

められております。令和5年度の着工に向けて、
今後、北陸新幹線の財源確保の議論が始まって

まいる可能性が非常に高いと考えております。

そうなってしまえば北陸新幹線の敦賀─大阪間

の事業費は2.1兆円と国の方で計算されており
ますが、その2.1兆円のみ、北陸新幹線のみの財
源確保の議論が始まっていくというおそれがご

ざいます。

そうなってくると、仮に北陸新幹線が着工さ

れてしまうと、西九州ルートの財源の確保は、

その後になってしまうというおそれが非常に高

くなってまいります。北陸新幹線の敦賀─大阪

間は15年の工期と言われていますので、西九州
ルートの着工はその後になってくることも視野

に入ってくるというふうに考えられます。そう

なってくると、西九州ルートの着工が30年先と
かというふうになってきます。

そういう意味で今は非常に重要な時期であり

まして、今のタイミングを逃すと非常に危機感

が高くなってまいるところでございます。

【小林委員】今、所管次長がおっしゃるように、

これは大変なことだと思うんですよ。来年、環

境アセスメントができなかったらどうなるかと。

今言うところの、いわゆる北陸新幹線、敦賀か

ら新大阪までのこの間、幾らかかるかというと

2兆1,000億円という予算じゃないか。この我々
の51キロは6,200億円だよ、約3倍ぐらい違うわ
けよ。2兆1,000億円対6,200億円だよ。
こういう状況の中で、いよいよ環境アセスメ

ントが北陸新幹線は始まると。そして、令和5
年度には着工しようと、こうなっている中にお

いて、もし長崎の新幹線ルートが、長崎新幹線

西九州ルートが、このアセスメントができなか

ったということであれば、当然、着工の環境整

備ができてないということの中で、新幹線の予

算確保については、これは与党ＰＴの中でも北

陸新幹線のみが先走りしてしまうと、先行して

しまうと。こういうような非常に危険な状態の

中において、これは率直に言って、いろいろき

れいごと言っても同じ。新幹線長崎ルートは、

まさにこれは凍結の憂き目にあってしまうので

はないか、これくらいの危機感を持たんといか

んと思うんです。

実は、ここにあなた方からいただいた資料、

いわゆる平田副知事と佐賀県の坂本副知事との

会談の要するに概要がここに書かれておりまし

てびっくりします。この二人の副知事の実務者

会議でこんなことが書かれている。「西九州ル

ートは、工期が15年とされている北陸新幹線敦
賀─新大阪間の後に先送りされれば開業が約
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30年後となり、さらに、基本計画路線の後に先
送りされてしまえば開業は50年、100年後にな
ってしまう」と。50年後とか100年後ですよ。
これはどこかの週刊誌に載っているんじゃない

んだよ。平田副知事と佐賀県の坂本副知事の一

番直近の会談の中において、まさに50年あるい
は100年後と、こんな話が出てきているわけだ
よ。こういう危機感を果たしてみんな持ってい

るだろうかと。

こういうところからしてみて、基本計画路線

の後に先送りされてしまえばと、これはいわゆ

る今の整備5線にまだ載ってないところ、例え
ば、よく聞くところの四国とか、大分とか、山

陰とか、あるいは山形とか、こういうような今

の基本計画の路線が、要するに次の二番バッタ

ーとして構えておるわけだよ。これよりもひょ

っとしたら遅れてしまうかもしれないと。そん

ならば50年後、100年後と、こんな話が両副知
事の話し合いの中で出てきているというわけだ

から、これは大変なんだよ。この50年後、100
年後ということに対しては、どう思っているん

ですか。

【廣畑企画振興部次長】両県の副知事の会談の

際に平田副知事の方から申し上げました基本計

画路線の先になってしまえば開業が50年後、
100年後と申し上げました。こちらについては、
今、整備計画路線、5路線ございますが、残り、
未着工の区間は北陸新幹線の敦賀─新大阪間と

西九州ルートの新鳥栖─武雄間のみでございま

す。それが終われば昭和48年に策定された整備
計画路線が全て終わる形になります。ただ、西

九州ルートの新鳥栖─武雄間については、まだ

地元の調整といいますか、着工のめどが立って

ない状況になります。一方、北陸新幹線の方は、

着工に向けて環境アセスメントが実施されてい

るところであります。そうなってしまえば、次

に日本全国、先ほど委員がおっしゃったような

基本計画路線の地元の自治体からも整備計画路

線への格上げといった要望の動きがどんどん出

てきております。それは東九州新幹線でありま

すとか四国の新幹線、また、山形・秋田を中心

とする奥羽・羽越新幹線、また、山陰新幹線と

いった声が全国から上がってきております。そ

ういった声は、地元も一致して国にも要望、地

元でも大会といったことの動きも出てきており

ますので、そういった動きが整備計画路線の格

上げにまたつながってくるおそれもあり、そう

なってしまえば、その基本計画路線が整備計画

路線になり、西九州ルートが今の状態であれば、

それら基本計画路線にも先を越されてしまう可

能性も出てまいります。そうなってくると、50
年後、100年後といったことも現実的なものと
して危機感として出てくるわけでございます。

なので、今は非常に大切な時期なので、整備

方針も早期に決定していただき、また、環境ア

セスメントを来年度から実施していただくこと、

これは非常に重要なことであると考えておりま

す。

【小林委員】 今の答弁のとおり、50年後、100
年後というのは、単なる言葉だけじゃなくして、

現実にそうなる可能性があるということははっ

きり、今、次長も認められて、両県副知事同士

の実務者会議で、その方向性も確認をされたと

ころです。

今、私が話したこと、同時に次長がご答弁い

ただいたこと、こういう事態を打開するために

これから何をしなければいけないのか、県とし

てはどういうやり方をやっていくのか、この辺

のところについてお尋ねしたいと思います。

【廣畑企画振興部次長】来年度の環境アセスメ

ントの計上に向けては、まず、国の政府・与党

整備新幹線検討委員会の方で整備方針を決定し
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ていただくことが必要になりますので、国の方

に早期にその方針を決めていただくこと、これ

を改めて機会を捉えて訴えていく必要が大事だ

と思っております。

あわせて、環境アセスメントを実施する上で

も佐賀県の一定の理解というものが当然必要と

なってまいりますので、我々長崎県としまして

も佐賀県との協議を進めてまいります。

また、政府施策要望で岸田政調会長がおっし

ゃっていましたが、「与党としても佐賀県との

対話ルートをつくっていって危機感を持って取

り組みたい」と言われていますので、国の方で

も佐賀県と十分協議をしていただいて、その方

向性を得ていただきたいと考えております。

また、県内も、委員がおっしゃるような危機

感というものをちゃんと県民にもわかっていた

だく必要もあると思いますので、県内でも気運

を高める取組というものを考えていかなければ

ならないと思います。

【小林委員】佐賀県に対する働きかけ、国に対

する働きかけ、与党ＰＴに対する働きかけ、も

うもろもろのことを中村知事を筆頭として一生

懸命やってきたわけだよ。そういう頑張って、

頑張って、これまでやってきたにもかかわらず、

こんな調子だよ。どんどん、どんどん遅れてい

く。本当に凍結して、もう本当に二番バッター

で50年後、100年後という話が現実問題として
なってきた。

じゃ、これからどうするかというところで、

今ご答弁の中に出てまいりましたが、この危機

的な状態を率直に言って長崎県民の方々が、果

たしてどこまでご存じなのだろうかとか、今、

新幹線がどういうふうにおかれているかという

ことを共有しながら、やっぱり気運を醸成して、

打開して、突破していかなきゃいかん。まさに

県民の皆さん方に対する、この長崎新幹線の危

機突破の、そういう県民大会を開くぐらいの勢

いでやらなければ、県民の皆様方は、こういう

状態はよくご存じいただくことができない。も

うどんどんマスコミの皆様方にも記事にしてい

ただきながら、あおるんじゃなくして、もうち

ょっと県民の皆さん、さあ立ち上がろうと。も

う少しこの新幹線が本当に長崎県の発展のため

にどういう役割を果たすのかと、そのためには

今の置かれている現状というものをしっかり認

識していただき、では、みんな、どういう行動

を起こさなきゃいかんかと。これは危機突破の

県民大会ぐらい開いてもらいたいと思うんだけ

れども、今、私はぜひそれを要望したいと思う

けれども、やる気はありますか。

【廣畑企画振興部次長】実は、佐賀県でシンポ

ジウムが開催されましたが、経済界の一部から

は、それと同じような、県民の気運を高める、

危機感という意味もあると思いますが、そうい

った取組を長崎県でも開くべきではないかとの

ご意見も出てきております。いろんな関係者と

も協議をする必要がございますが、そういった

取組を検討することは非常に大事だと考えてお

ります。

【小林委員】 ぜひ検討し、実行に移すように、

部長、もうこのくらいの時期にきてるかもしれ

んぞ。もう当たり前のやり方では、なかなか事

は追いつかないと。もうここで乗り遅れてしま

ったら長崎新幹線は本当になくなってしまうん

だと、こういうような危機感を持ってもらいた

いと思うんです。

今から申し上げたいことは、佐賀県の、どう

も、この間、私は佐賀県のシンポジウムに行っ

てまいりましたよ。その時に佐賀県の国会議員

の方も含めてみんなで話が出とった。新幹線の

佐賀県がフル規格になった場合に、どれくらい

の負担金なのかと。全体の6,200億円の中で、な
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んか佐賀県の負担が2,000億円ぐらいの、そんな
話がまかり通っているような話だったんです。

とんでもないことだと思っているんです。これ、

佐賀県の負担は、もう明らかになっているから、

佐賀県の実際的な負担は幾らですか、これをお

尋ねします。

【廣畑企画振興部次長】新鳥栖─武雄温泉間の

工事費は6,200億円でありますが、国によって収
支改善効果、これはＪＲが支払う貸付料の参考

になる値ですけれども、収支改善効果は年間86
億円とされております。これを貸付料として整

備費に、工事費の財源に充当されるとすれば、

交付税措置後の佐賀県の実質負担は約660億円
という数字が試算されております。

【小林委員】したがって、収支改善効果の86億
円を入れて大体660億円ぐらいになると。しか
も、これも明らかにせんといかんのは、660億
円を直ちに払わんばいかんじゃないんだよ。こ

れは要するに30年間かけて払えばよろしいと、
こういうようなことになっているわけよ。と同

時に、この30年間が、これから先50年間という
ような、そこにも延びていくかもしれないとい

う見通しがあると聞いているけれども、この30
年が50年に延びるという可能性があるのかど
うか、端的にご説明いただきたい。

【廣畑企画振興部次長】 まず、この660億円を
30年間で支払うと委員おっしゃいました。これ
は本県でも地元負担金の支払い、調達の方法は

そうなんですが、30年の起債をして調達してい
るということでございまして、直ちに1年間で
660億円ということでは到底ございません。な
ので、起債をして長期にわたって、将来にわた

って返済するということになります。

また、ＪＲの貸付料の支払い期間の部分であ

りますが、こちらは現行はＪＲは開業して30年
間で支払うことになっておりますが、こちらを

延長するという議論が与党ＰＴの中で行われて

いるかどうかは確認できませんが、例えば、財

務省の財政制度等審議会の方では、現行の貸付

料支払い期間を30年から50年と延長すること
を検討すべきといった財務省の審議会の建議が

出てきております。また、ＪＲ九州としても、

一定の計算が必要でありますが、検討の余地が

あるといった社長の会見もございますので、可

能性としてない話ではないのではないかと受け

止めております。

【小林委員】 要するに、佐賀県の実質負担、交

付税を措置された実質負担金額は幾らかと。こ

れは今言われるように660億円、これを30年間
かけて払う、あるいはこれは50年になるかもし
れない。こういう流れが出てきているわけだか

ら、単年度で割れば、果たしてこれがどうなの

かということになってくる。

それでもう一つ、最後に私は強調したいんだ

けれども、平田副知事と坂本副知事との話の中

で、ゆゆしき話があるんだよな。どんな話かと

いうと、要するに、「新鳥栖─武雄温泉間は佐

賀県内の区間であり、長崎県と議論して方向性

を決めるものではない。この会談も協議ではな

く意見交換と考えている」と。

今言うように、51キロの、いわゆる武雄温泉
駅から新鳥栖までの間は佐賀県の領地だと、勝

手に長崎県はいろいろ言うなと、こういうよう

なことを言わんばっかりの話であって、こんな

ようなことを要するに、こういう両副知事の話

し合いの中で、こんな言葉が出てきているとい

うこと。これはやっぱりとんでもない話ではな

いかと、こう思うわけですね。

これまで西九州ルートの議論は、なんだかん

だ言っても、佐賀県の井本知事、高田知事の時

代から、いわゆる関係者で協議して、議論して、

今日まで進めてきたではありませんか。この最
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初のルートを変えて、佐賀県から大村に直行す

る短絡ルート、一体誰の案ですか、佐賀県の井

本知事の案ではありませんか。

こういうようなことの中で、井本・高田両知

事、そして関係者の皆様方で、やっぱりこの流

れをつくってきた、両県が一つになってやって

きたわけだよ。今頃になってね、この区間は佐

賀県の問題だからと、長崎県がいろいろ口を出

すなというような、そんないわゆる言葉が出て

くるということは、私は、遺憾千万だと、率直

に言って、これについてはやっぱり少し言葉を

謹んでいただかなければいかんではないかと、

こういうようなことを感じるんだけれども、こ

このいわゆる考え方について、あなた方はどう

捉えておりますか。

【柿本企画振興部長】今、小林委員からご指摘

のありました、佐賀県が新鳥栖─武雄温泉間は

佐賀県の区域であるということで、長崎県と協

議して決めるという話ではないというふうな発

言をされているわけですけれども、これにつき

ましては、私ども県といたしましても、この新

幹線西九州ルートについては、古くは長崎、佐

賀の両県知事に福岡の知事も加えた中で、3県
の知事で相談しながら進んできた経過もござい

ます。そして、ご指摘のとおり、これまでさま

ざまな経過を踏まえて現在に至ってきていると

いうものであるということで認識しております。

そういう意味で、本県にとっても極めて重要

な問題でありまして、これが佐賀県の区域内で

あるからということで、それについて長崎県の

問題ではないというふうなことをおっしゃられ

ていることについては、これは知事からもしっ

かりと申し上げておりますし、これからも副知

事、そして、私ども、佐賀県と協議していく中

でも、これまでの経緯をしっかり踏まえて、や

はり両県が議論しながら進めていく問題である

ということを申し上げてまいりたいと考えてお

ります。

【小林委員】今の部長の答弁、また次長の答弁

を聞きながら、やっぱり率直に、大変失礼な言

い方かもしれんけれども、これまでのいわゆる

答弁と比べて大変な危機感が漂ってきたと私は

率直に思います。今、危機感がなかったら大変

なことだと思います。これは県議会議員のみん

なも、やっぱり県民の代表として危機感を持っ

て、言葉だけじゃなくして、本当にこれを問題

意識をもっと高めていかないと大変なことにな

っていくと思うんです。

私は、このいわゆる環境影響評価のアセスメ

ントを実現するためには、やっぱり整備方式が

まず決まらんといかんのでしょう。ミニにする

か、フルにするかという整備方式が決まらない

と、環境アセスメントに至らないわけですよ。

同時に、今議論しているところの佐賀県のご協

力、この二つの要件が満たされなければ環境影

響評価のアセスメントはできない。

したがって、概算要求を幾ら要求しても、こ

の問題が解決されない限り、この夏は、まさに

概算要求をお願いしたとしても、いくらいろん

な形の中で国やいろんな機関にお願いをしても、

今言ったように整備方式の決定、同時に佐賀県

のご協力、これがないことには進まないという

ことです。

ですから、お互いに当初から相当な危機感を

持って、現実はやっぱり変わってきたというこ

と、もう待ったなしの状況になってきている。

これを何とか突破しなければいけない。

先日、22日の佐賀県のシンポジウムに私も行
ってまいりましてよく聞いた。500名の方たち
が来ていて、もう拍手もわいていたし、そして

古川元知事である衆議院議員、それから今村国

会議員、明確にフル規格でなければならないと
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いうところ、フル規格によって佐賀県も大いに

これから経済的な発展が見込まれると、こうい

うようなことを明確におっしゃっていただいて、

会場は相当盛り上がっていたと思います。

だから、県民の皆様方がスーパー特急という

ようなことの中で、28年間、そんなことを言い
続けてきて、在来線を活用した新幹線だと、そ

ういうことでスーパー特急ということで言って

きたかもしれない。しかし、現実にスーパー特

急というのは、全国のネットワークにつながら

ないんだろう、博多までしか行かないんだろう

が。こんなスーパー特急みたいなものを新幹線

といって、なんでそうやって関西でも、あるい

は日本全国につながる、全国ネットワークにつ

ながらないような、そんなようなことを持ち出

して、なんか新幹線のフル規格を求めたことも

なければ、なんだかんだとかいうようなそんな

話はいかがなものかと私は思います。

佐賀県も、長崎県も、ともに一体となって西

九州ルートを実現し、その地域の発展を考えて

いかなければいかんと思います。

ぜひ、そういうようなことの中で、難しい課

題が横並びしていますけれども、与党ＰＴの国

会議員の方たちにも頑張ってもらい、我々も、

また理事者も、中村知事も先頭になって大いに

頑張って、ぜひこの危機突破をやっていただく

ように強く要請しておきたいと思います。お願

いをいたします。

【吉村委員】今、小林委員が言われるのを聞き

よって、熱意が伝わってくるんですけど、沿線

だから、なおさらですけど、私は沿線じゃない

です、佐世保ですから。

そういうことがありますが、そもそも論をお

聞きしたいんですが、この整備5線、佐世保が
「むつ」を受け入れた、この事実があるんです

が、これで西九州ルートというところに延びて

きたのはあるんだろうと思いますが、長崎新幹

線というのは、そもそも整備5線に入っておっ
たわけでよね、新幹線の。この整備5線の国の
考え方は、国直轄事業じゃなかったかと思うん

ですが、そこをまずお聞きしたいと思います。

【廣畑企画振興部次長】整備新幹線につきまし

ては、全国新幹線鉄道整備法に基づきまして基

本計画、また、整備計画が定められております。

こちらにつきましては国と鉄道運輸機構が建設

主体として位置づけられております。それに国

の負担と地元の負担が法制度として位置づけら

れているという格好になります。

【吉村委員】 建設主体は国ですよね。まあ、県

が、いわゆる地元負担が、新幹線スキームで地

元負担が出てきたというのもありますけれど、

あくまでも事業主体は国であって県ではないと

ですよ。ずっと聞きよって、あたかも長崎県が

お願いをして新幹線の整備をしてください、そ

して事業主体は県がなりますからみたいな感じ

でずっときているのがなかなか理解できない。

国が直轄でやってもらわんばいかん事業ですか

ら、主体は国ですよね。

だから、それに関連してですが、重点項目の

要望相手が萩生田光一自民党幹事長代行、加藤

勝信、岸田文雄､秋野公造、ずっと書いて、「等

22名」と書いてあるんですが、ここに記載して
あるのは6名ですよ。
時間も短めにやらんといかんでしょうから、

端的に長崎県選出の国会議員は、この中におら

れたのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。

後で調べてください。多分おられなかっただ

ろうと、おったら書くはずですよ、国会議員で

すから。「等22名」の中には入れんじゃろうと
思ってお尋ねしたんですが、恐らく来とらんの

じゃなかろうかと。

やっぱりこういうところに長崎県選出国会議
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員の、なんとなく頑張っているのかなという思

いが出てくるわけです。与党ＰＴにも入ってお

るわけですから、それがなかなか進まない。こ

の前から不適切な発言があったりですね、地元

の県民の思いというのが果たして伝わっておる

んだろうかと。余りにも無責任な発言がよく出

てくるのを見かけるわけですが、そういった意

味で、先ほどからもう県民一体となった大会を

開かんばいかんというご提案があっております

が、まさにやらんばいかんと思うわけですけれ

ども、先頭に国会議員が全員揃ってやるような

ことでなからんと、長崎県議会はその役割とし

て佐賀県を説得せんばやろうがというような発

言が出よったっちゃ、いかがなものかと。まず

そこら辺から、これは我々も反省というところ

だろうと思います。我々も長崎県選出の国会議

員に対して、もっと頑張らんかと言わんばいか

んわけですよ、言えない長崎県議会でもつまら

んと思うわけですけれど、その反省を込めて、

早急にそういう県民大会を準備していただきた

いと思いますけれども、いかがでしょうか、重

ねて。

【柿本企画振興部長】この新幹線の気運をさら

に盛り上げるということでの県民大会等の開催

につきましては、先ほど、次長からも答弁しま

したとおり、非常に今危機感を強めて、やはり

関係者が一体になって取り組んでいくという、

まさにそういうタイミングだというふうに思っ

ております。そういった県内での気運の盛り上

がりは、また佐賀県の関係者にも伝わっていく

というような、そういった流れをつくっていく

ことが重要であると思っております。

そういう意味で、県内の経済界等のご意見を

お聞きしているところもありますので、ここは

しっかり県内でのそういった関係者と協議をし

て進めていきたいと考えております。

【吉村委員】そのベクトルですよ、県民大会の

ベクトルは、みんなで頑張ろうじゃないんです

よ。地元の国会議員とか国に対して、なんであ

なたたちは早く実現せんとかという集会になら

んばいかんとですよ、文句を言う集会にならん

ばいかんと私は思っております。

そういう方向性も中に持ちながらやるという

ことを思っていただきたいということを申し述

べさせていただきたいと思います。

一応ここで終わります。

【中島(浩)委員長】 ここでしばらく休憩したい
と思います。

再開を15時20分といたします。

― 午後 ３時 ７分 休憩 ―

― 午後 ３時１８分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【陣野政策企画課長】先ほど、吉村委員から政

府施策要望の時の22名の内容といいますか、ど
ういった方に要望されたのかというご質問がご

ざいました。

企画振興部に関係することで22名というこ
とで、資料に記載している人以外でどういった

方がいらっしゃるかというと、主に省庁の幹部

でございます。例えば、総務省で申し上げます

と（「国会議員がおったか、おらんかだけ」と

呼ぶ者あり）一応22名で、22名は相手方の大臣
とか副大臣、政治家の方と省庁の幹部で、県選

出の国会議員につきましては、事前に県の方か

ら内容をご説明いたしまして、自由民主党であ

るとか総務省、国土交通省の要望の際に同席を

いただいているという形で、自民党のところで

申し上げますと、北村代議士、加藤代議士、冨

岡代議士の同席をいただいております。そのほ

か総務省、国土交通省においても同様でござい

ます。県選出国会議員に対しましては、事前に
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要望内容等、県からご説明いたしまして、県の

要望時に同席をいただいている形になっており

ます。今回、公務等の都合もございまして、調

整がつきましたのが3人ということでございま
す。

【小林委員】 企画振興部長、それから次長、先

ほどから新幹線の現状について、正しい認識の

中において、本当にもう正念場を迎えていると、

こういうようなことでお話をしまして、お互い

に認識は一致したと思います。本当にただなら

ぬ状況の中に追い込まれていると。これはやっ

ぱり打開するためには何らかの対策を講じなけ

ればいけないと。今までやってこられた通常の

やり方だけで本当にいいのかと言えば、なかな

かやっぱり世論の気運を高めるという、これは

もうどんなことがあっても必要だと思うんです。

県民の多くの皆様方が、この新幹線がどこま

で今進んでいるのか、現状がどうなっているの

かということについては、率直に言って、なか

なかご存じいただくことができないような環境

の中に置かれているんじゃないか。しかしなが

ら、新幹線に対する期待感はやっぱり高いわけ

です。もうとにかく鹿児島とか熊本とか、あの

ルートが新幹線ができたことによって、どれだ

け大きく様変わりしているか、もうこれは目に

見えておるわけです。

そういうことから考えていけば、どんなこと

があっても、西の果ての地理的なハンディーを

持つ長崎県は、この西九州ルートの新幹線に思

いを馳せなければいかんと思うんです。

それで、先ほど私が提案しました、いわゆる

県民の皆様方に、この危機的な状況を突破する

ための県民集会、県民大会、このレベルの県民

と一緒に、共にという気持ちの中で開催する必

要があると思うんです。ぜひ私は方向の中で検

討してもらいたいと、こうお願いをしたいんで

すが、改めて企画振興部長にこの辺のところを、

当然、知事とかいろんな皆さん方と協議しなけ

ればわからんということですけども、やはりや

る方向で検討していただくということ、そして、

県民の皆さんと一緒になってこれを進めていく

んだと、こういう一つの考え方をぜひとも私は

述べていただきたいと、こう思いますが、いか

がですか。

【柿本企画振興部長】本日、この委員会におい

て、こういったご議論をいただきましたので、

こういった点を踏まえて関係者と検討を行って

いきたいと考えております。

【小林委員】だから、関係者と相談した結果と

いうことになるけれども、そこのところが、や

る方向の中で検討するということで、関係者が

どういう意見を言うかによって変わるかもしれ

んわけだけれども、そこのところはあなたの言

質をとるわけではないので、大丈夫だよ、部長。

この際、危機突破のそういう何らかの手段、対

策を県民の皆さんとご一緒にやるということは、

今、必要な措置ではないかと思うんです。

だから、県民の皆様方も、その流れを、そう

いう大会を心待ちにされていると私は思うんで

す。もう一度、もう少し前向きな姿勢を答弁し

てもらいたいと思います。

【柿本企画振興部長】 これについては、今後、

議論も必要でありますけれども、私としては、

前向きに検討していきたいと考えております。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
でしょうか。

【深堀委員】私は、移住者の件でお尋ねしたい

と思います。

説明資料の中でもＵＩターン促進、そして国

境離島地域の振興ということで報告があってい

るわけですけれども、今年度も新たな事業を行

って、ＵＩターンについては、長崎移住サポー
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トセンターを中心に皆様のご努力で、記載され

ているとおり、平成30年度は前年度を大きく上
回り1,121人の移住者の実績があったと、対前年
度年比143％になるということであります。こ
れらの活動については、高く評価をするところ

であるんですが、そういった中で少し質問した

い中身があります。

それは、平成30年度に1,121名の実績があっ
たという報告を市町村ごとに資料をいただいて

おりますけれども、この中身ですね。1,121人の
内訳は、Ｕターン者もいれば、Ｉターン者もい

る。そのあたりの数をどのように分析している

のか、そのあたりをまず教えてください。

【浦地域づくり推進課長】 平成30年度の移住
者実績は、今、お話がありましたとおり、1,121
名でございまして、ＵＩターン別の内訳を申し

上げますと、Ｕターン者が574人で率にして
51.2％、一方、Ｉターン者が547人で率にして
48.8％となっております。
さらに、ここ数年の推移、経過を見てみます

と、例えば、平成29年度については、Ｕターン
者の数が全体782名のうち391名で50％、ここは
それほど変わらないんですが、さらに、その前

の年、平成28年度で申し上げますと、全体454
人のうちＵターン者が194人で43％です。実は、
ここ数年で見ますと、Ｕターン者の率が徐々に

増えていっているという状況になっております。

ただ、全体の数自体も増えておりますので、

Ｉターン者が減っているというわけではなくて、

Ｉターン者も伸びつつ、Ｕターン者の方が若干

その伸びを上回って伸びてきつつある、そうい

う状況でございます。

【深堀委員】今、ＵＩターンの種別ごとにパー

センテージの報告がありました。Ｕターン者が

比率としては、若干だけれども、伸びてきてい

るということですね。

私は、予算決算委員会の総括質疑でもこの件

について質疑をしたことがあるんですが、ある

意味、長崎県はこれまで何十年も他県に人を輩

出してきた、流出してきた県ですから、全国に

長崎県出身者が数多くいると。弱みであり、逆

に強みでもあるというふうに思うわけですね。

そうなってきた時に、今、一番新しいデータ

でいけば平成30年、Ｕターンが51％、Ｉターン
が49％。長崎県の自然とか住みやすい環境であ
るとか、そういったことをＰＲすることによっ

てＩターンが伸びてきていることも、もちろん

評価をするんですが、もう少しＵターンの方が

増えてくるべきではないのかなと。これは私の

個人的な見解なんですが、移住政策を進めてい

る当局として、その辺をどういうふうに評価を

し、これからどっちの方に、両方とも力を入れ

ていくんだけれども、戦略としてどういうふう

に考えるのかということだけ教えてください。

【浦地域づくり推進課長】ただいま委員からお

話がありましたように、本県は、残念ながらと

いいますか、若者の県外流出が課題になってお

りまして、現状、歯どめがかからないという状

況でございますので、出て行った若者をどうや

って戻すかという意味で、私どもとしてもＵタ

ーン対策というのは非常に重要な施策として強

力に進めていく必要があるものと考えておりま

す。

さらに、現在、国の方でも東京一極集中の是

正ということで、移住施策を全国的に展開する

ような動きがあります。こうなってきますと、

さらに地域間競争が今後厳しくなるというふう

に考えておりまして、こういった意味でも本県

出身者をターゲットとするということで、ター

ゲットとして非常に絞りやすい、取り組みやす

い政策としてＵターン対策というのは進めてい

く必要があるんだろうと思っています。
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なお、参考までにですけれども、今回、ＵＩ

ターン別で少し分析をしておりまして、Ｕター

ンの方で見ますと、前年度比で183人の増加と
なっております。これは福岡県の117人増加が
主な要因でありまして、一方、東京とか大阪な

どの大都市はそれほど実は増えておりません。

ただ、一方でＩターンはどうかと申しますと、

Ｉターンは前年度比も大きく伸びておりまして

156人の増加となっております。ここは福岡県
は23人の増加と一定伸びてはおりますが、東京
でいいますと29人の増加、神奈川県では19人の
増加、大阪では11人の増加ということで、むし
ろ、大都市部の方がＩターンについては顕著な

伸びを示しているという状況でございます。

ここで言いますと、ＵＩターン別に少しター

ゲットを絞り込みながら、あるいは情報発信の

内容を差別化を図りながら、しっかり両方の施

策を推進していく必要があるんだろうと考えて

おります。

【深堀委員】今報告があったように、細かな分

析をすれば、対策も見えてくるということがよ

くわかりましたので、ぜひそういった取組をお

願いしたいと思います。

その中で1つだけ要望といいますか、今、移
住のいろんな対策を打っていますけれども、こ

れが対象となる人にダイレクトにＰＲするよう

な施策が多いというふうに感じていて、何を言

っているかというと、実際に、例えば、Ｕター

ン者をターゲットとした時に、長崎に今生活し

ている企業の事業主であったり、そういった長

崎の人から直接、全国に散らばっている長崎出

身者に声をかけられるような、今は行政サイド

が情報を発信したり、サポートセンターに本人

が行かなければいけないという状況ですけれど

も、長崎にいる人が直接県外に出て行っている

方々に帰っておいでよと、こういった仕事があ

るよと。例えば、こういった企業、うちにおい

でとか、そういった経営者側から働きかけるよ

うな仕組みもあれば、そういった方々が、本当

は帰ろうかなと思っていても、なかなか背中を

押せてない方々に対して訴求できるんじゃない

かなというふうに私は感じているので、そうい

った対策を今後検討していっていただきたいな

ということを要望しておきたいんですけど、何

かありますか。

【浦地域づくり推進課長】情報発信のあり方と

いう点では、今お話があったご意見は非常に参

考になるものと思っています。

ＵターンではなくてＩターンの例で申します

と、五島地域で移住者がＩターンを含めて増え

ております。内情、現場の意見をお聞きします

と、実は、過去に移住してきた若い人というの

は、ＳＮＳ等でも情報発信力が非常に高いとい

うことで、その情報発信力の高い若者が地元か

ら都市部に対して発信した情報を受けて、また

それが次の移住につながって、その輪が広がっ

ていっていると、そういうような話も聞いてお

ります。

一方、Ｕターンにつきましても、私ども県人

会でＰＲをしますとか、出身者の団体に対して

も出ていって協力のお願い等もさせていただい

ております。

ですから、情報の発信の仕方として、地元に

ゆかりのある方に対して効果的な情報発信とい

うのがどのような手法があるかということを、

Ｉターン、Ｕターン別に効果的な情報発信のあ

り方を市町と一体となって検討してまいりたい

と思っております。

【深堀委員】 よろしくお願いします。

それと類似していることなんですけれども、

国境離島地域の振興ということでの報告があっ

ています。有人国境離島法施行以来、いろんな
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取組の中で国境離島地域においては、昨年度、

303人の新たな雇用の場が創出されたという報
告もありました。それは事前にいただいた各市

町ごとの移住者の数の表を見れば、如実に出て

いるわけですね。移住者の数、対馬市は平成30
年115名、壱岐市は86名、五島市が161名、新上
五島町85名ということで、平成29年度と比べる
と倍増しているところもあると。これが有人国

境離島法施行以降の動きだというふうに、これ

は本当にありがたいことだと思うんです。

ここでちょっと気になったのは、確かに、移

住者が増えているというのはわかるんですけれ

ども、社会増減も好転していると。法施行前は

年間1,000人のマイナスだったのが、昨年は615
名になったということで、社会増減もいい方向

に動いてきている。移住者も増えてきている。

しかし、若い人たちが出て行っている数、転出

して行っている数が減っていれば、もういいで

すよ。そこが見えなかったので、地元の離島地

域から流出している数というのが減っているの

かどうか、そこを教えてください。

【明石地域づくり推進課企画監】国境離島地域

における人口の社会減についてのお尋ねでござ

いますけれども、まず、全体的なことをお話し

させていただきたいと思います。

人口の転出と転入については、年によって増

えたり減ったりということがありますけれども、

大体、平成25年から30年の5年間ぐらいのトレ
ンドで申し上げますと、傾向としては、転入者

は増加し、転出者が減少しているという状況に

あります。年齢区分までの分析が十分にはでき

ておりませんけれども、トータルの人数で申し

上げますと、転入が平成25年の3,853人が、平
成30年には4,131人、トータルで278人、転入が
増えております。他方、転出については、同様

に平成25年に5,054人、これが平成30年には

4,746人ということで、転出が308人減少してお
ります。トータルで社会減が586人改善されて
いるというような状況にあります。

5年間のトレンドとしては、そういう状況な
んですが、平成30年については、転入者は増え
ているんですけれども、この年だけ転出者の方

が増えているというような状況です。五島市の

例をとりますと、老齢人口の転出が増えている

というような状況にございました。この点につ

きましても市と一緒に詳細な分析をしてまいり

たいと考えております。

【深堀委員】事前にお話を聞いた時に、転出は

あんまり減ってないような報告を聞いたもので

すから、今の報告では5年間のトレンドで見れ
ば、転出も減ってきているし、転入は増えてき

ているといういい傾向のデータがあるというこ

となので。ただ、そうはいっても、国境離島で

も各市町の特性もあるでしょうから、そういっ

たところも分析しながら、その土地、土地に応

じたいろんな施策をこれからもぜひお願いした

いなと思います。

【松本委員】私も移住について調査をしていて、

深堀委員の質問と重なるところがありますが、

こちらの2ページに書いてありますとおり、平
成30年の1,121人の内訳が、先ほども答弁にあ
りましたとおり、佐世保市の215人が1位、2位、
3位、4位が離島であるということ。五島が161
人、対馬が115人、壱岐が86人ということで、
急激に離島に対しての移住者が増加していると

いうことは、先ほどもありましたとおり、国境

離島新法の影響ではあるとは思いますけれども、

余りにも急激に増えているということに、島暮

らしの魅力等が伝わっているのかどうか、その

根拠というか、要因はどのように考えていらっ

しゃいますか、お尋ねします。

【浦地域づくり推進課長】 移住者の平成30年
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度実績は、先ほどから出ていますように1,121
人ということで、前年度比339人の増となって
おります。

これは、今お話がありましたように、地域別

で見た場合に、国境離島関係5市町の移住者の
平成30年度実績は457人ということで、全体の4
割を占めておりまして、前年度比で申し上げま

しても182人、66％の増ということで、県全体
が43％の増ですので、これを大きく上回る伸び
だということで認識しております。

これにつきましては、私どもも種々分析等を

させていただく中で、やはり平成29年に施行し
た有人国境離島の関係施策の効果というふうに

捉えております。特に、この中で雇用機会拡充

事業というのがございまして、ここで2年間で
600人を超えるような雇用の場が生まれている
というのが要因ではないかと。

さらに、それぞれの離島の市町の担当者の皆

様にこの辺のご意見を聞くんですが、特に、五

島市などからは世界遺産登録というのが大きく

て、世界遺産登録によるメディアの露出が首都

圏等でも非常に出ているということで、これに

よって知名度が上がりまして移住者の増につな

がっているのではないかというふうなお話もお

聞きしております。

【松本委員】 平成27年度は、対馬市が5人、壱
岐市は3人だったのに対して、平成30年度が対
馬市が115人、壱岐市が86人ということで、や
はり大幅に増加しているということは、確かに

国境離島新法の影響もあると思います。やはり

雇用の場があるというのは、受け皿として非常

に大きいと思いますし、先ほど答弁にあった世

界遺産の影響で観光客も実際に増加しておりま

す。全国の上位の離島で伸びているのが石垣島

と五島ということで、そこの部分は、いい流れ

でもあるし、貴重な地域資源だと思うんですね。

実は、私の叔母も今東京に住んでいるんです

けれども、大村に帰ってこないで五島に行くと。

「なんで実家に帰らないんですか」と聞くと、

五島の自然や人であったり、不便ではあるけれ

ども、都会の方にしたら、ものすごく魅力を感

じるところがあるそうです。

ですから、そういったものをどんどん、この

いいタイミングの時期を逃さないように発信を

県としても各市町と連携して取り組んでいただ

きたいと思います。

もう一つ、踏み込んで調べてみたんですが、

ＵＩターン者の年齢と、あと、どこから来たか

ということを調査させていただきました。1,121
人の内訳を見ると、10代から20代が46％、30
代から40代が36％ということで、10代から40
代の若年層が82％を占めるというのが実際の
状況でございました。子育て世代、これから子

どもを育ててという意味では期待が持てるんで

すが、さらに調べてみると、「どこから来たん

ですか」というデータをとってみると、福岡県

が311人で27.7％、東京都が109人で9.7％、大
阪府が78人で6.9％ということで、報告には、東
京や大阪に力を入れているけれども、実際には

3割近くが福岡から来ているということがデー
タでわかります。

この福岡県が多いという要因はどのように考

えていらっしゃるでしょうか。

【浦地域づくり推進課長】移住者の傾向を見ま

すと、ここ数年、先ほどから申し上げていると

おり、ＩターンよりもＵターンが若干伸びつつ

ある状況にあります。本県から最も多くの方が

転出しているのが福岡県でございまして、福岡

県からの移住者が、ただいま委員おっしゃった

とおり、増えております。内訳を申しますと、

福岡県からのＵＩターンの平成30年度の実績
というのは、先ほどお話がありましたように、
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県全体の約3割を占める311人ということで、こ
れは前年度と比べますと140人の増加、率でい
くと81％の増加ということになっております。
この要因でございますけれども、私どもが今

考えておりますのが、先ほど国境離島のお話を

させていただきましたが、福岡県と地理的に近

い対馬市、そして壱岐市、ここが福岡からの移

住者が78人増加しております。
ですから、先ほど申し上げた国境離島の施策

の効果等もありまして、地理的に近い対馬市、

壱岐市に移住者が多く流れていっていると。

さらに、このほか、私ども、従来、転出者が

多いということで、福岡での相談体制の強化を

平成30年度から行っております。相談回数の増
加でありますとか、あと、内容の充実というこ

とで、これまで県が一方的に相談会を実施して

いた中に、市町の意見を取り入れながら、市町

と一緒に企画したような相談会を福岡でやって

いるということ。こういったことも一つ、要因

ではないかと考えております。

【松本委員】 先ほど答弁にありましたとおり、

1回出た人が戻るのがＵターンですね。出た人、
いわゆる転出先を調べてみたら、確かに福岡県

が一番多いんですね。県外転出総数が3万3,748
人うち3割、9,696人が福岡県に長崎から出てい
るわけです。さらに、その福岡県に出ている

9,696人の中で多いのが、1位が長崎市で2,864
人、2位が佐世保市で1,985人ということで、つ
まり長崎から一回、福岡に出た人、その方々を

もう一回Ｕターンで取り戻すと。それはやっぱ

り一回出た方にとっては、何らかしらのきっか

けがあれば、また、雇用の場所があれば、それ

は一つのつながりになると思います。

それと、おっしゃったとおり、壱岐、対馬と

いうのは経済圏が福岡らしいですね。船で行か

れるということで、どっちかというと、長崎に

来るより福岡に行く方が多いと。逆に今度は福

岡からまた連れて来るような流れをこれからつ

くっていく必要があると思います。

福岡県の人口は長崎県の3.6倍の511万でご
ざいます。実は、佐賀県もかなり福岡からの移

住に力を入れているようですけれども、長崎と

しても潜在的に福岡におられる方は長崎出身者

が多いわけでございますから、県人会や民間や、

また、市町と連携して、この福岡に対しての移

住対策の強化というものをしていくことが、ま

た全体の移住対策の強化につながると思います。

平成28年度の454人が平成30年度には1,121
人と倍増しているわけでございまして、これを

2,000人、3,000人と増やしていきながら転出超
過を抑えていく取組をぜひ今後ともしていただ

くことを要望して、質問を終わります。

【下条委員】先ほどもちょっと言いかけました

けれども、県庁舎跡地活用についてお尋ねいた

します。

3つの主要機能を含んだ基本構想というもの
を立てて予算の方で通ったという状況ですけれ

ども、3つの主要機能の中で、広場、交流・お
もてなし空間、文化芸術ホール、この中の2つ
がいわゆる箱物というふうに言われたものでご

ざいまして、私も先日、経済界、県民の皆さん

と意見交換をさせていただきましたけれども、

イニシャルも非常に重要ですけれども、ランニ

ング、いわゆる運営ですね、こういったところ

で、しっかりその賑わいというものを創出でき

るのかということをやはり非常に心配をされて

おりました。

そういった中でお尋ねしたいのが、この基本

構想の運営のプラン、具体的なプランといいま

すか、そういったものは盛り込んでいただける

のか。いろんな資料を読ませていただきますと、

しっかり取り組んでいく、盛り込んでいきます
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ということを見るんですけれども、こういった

ところのお尋ねと、それから、具体的にはどの

ようにそういったものをやっていかれるのか、

この点についてちょっとお尋ねをしたいと思い

ます。

【苑田県庁舎跡地活用室長】私どもも、整備し

た後の運営面が大切であるという点については、

十分認識しているところでございます。

基本構想の中で運営手法のあり方につきまし

ても検討をしていくことといたしておりまして、

こうした中で整備した後の運営のあり方につき

まして、具体的な内容を詰めていきたいと考え

ているところでございます。

具体的なやり方につきましては、並行してワ

ークショップというものを開催することにいた

しておりまして、これを定期的に開催いたしま

して、意欲ある県民の方々からさまざまな提案

やアイデアをいただきながら進めてまいりたい

と考えておりまして、こうした中で、その後の

そういったイベントの開催ですとか、そういっ

たことに携わる人材や組織の育成に努めてまい

りたいと考えているところでございます。

【下条委員】 わかりました。再度、確認なんで

すけれども、ワークショップをされるというと

ころで、県民の皆さんの声、いわゆる各分野の

専門家であったり、経済界、それから県民、市

民の皆様の声を、このワークショップで酌み取

っていただき、こういった基本構想に加えてや

っていただけると、そのような認識でよろしい

でしょうか、確認ですけれど。

【村上企画振興部参事監】今ご答弁しましたワ

ークショップですが、基本構想そのものにご意

見をいただくということが1点。もう1点は、実
際に箱物ということがございました。実は、広

場を使う方についても、同じように育成をして

いく必要があると思います。今の時点で県の中

にない、長崎市内にないものをつくっていこう

ということでありますので、使い手側の育成と

いうことも考えていかなければならないと、こ

の2つの目的を持ってワークショップを実施し
ていきたいと考えております。

【下条委員】 わかりました。2つの目的という
ことで、総称しまして、非常に柔軟に、基本構

想にもこういった皆さんの声を酌んでいただけ

ると、そのように認識をいたしました。

やはり県民、市民の皆さんの本当に所有の財

産の土地であります。各委員の皆様からもたく

さんのご意見をいただきましたけれども、やは

り密に市民、県民、財界の皆様、各分野の専門

家の皆様の意見を取り入れて、ワークショップ

を通して、また、そういった酌み取った意見も

議会等でぜひともご報告をいただきまして、私

たちもしっかり確認をさせていただきたいとい

うふうに思っております。

【浅田委員】午前中から何度も県庁舎跡地のこ

とばかりの質問になりますが、まだまだ聞きた

いことがございますので、まず、いま一度、予

算を抜いたので基本的なことに立ち返りたいと

思っております。

よく県の方々が、この県庁舎跡地に、「今ま

での長崎にない賑わいを創出」という言葉を言

います。皆さんにとって、この長崎の今までに

ない賑わいというのをどのように捉えていらっ

しゃるか教えてください。

【村上企画振興部参事監】 3つの主要機能があ
るわけですが、その中で特に今まで長崎にない、

今回、中心に据えたいものは広場であります。

広場はあるのではないか、例えば、かもめ広場

がある、水辺の森公園にその広場があるという

お話もありますが、まちなかに広場がないと。

そして、イベント広場ということではなくて、

イベントがなくても常に人がたまるような広場
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が今の長崎にはないと考えております。全国的

に見ても、こうした形式の広場が成功している

事例というのはまだ多くございません。ぜひ長

崎のまちの中に広場を据えて、新たな賑わいの

中心に置きたいということを考えております。

【浅田委員】特に広場を捉えたいと。今までな

かなか長崎にはない広場をというところで、よ

り私の疑問が深まったわけですが、県の方々か

ら出されているこの広場のイメージ像ですね、

日常的に市民が集う広場のイメージ、ヨーロッ

パの広場、そういうものがどんどん出されてい

るものを見るにつけて、まさか、これがあそこ

の場所でできると思っていらっしゃるのか。こ

れを本気で、この資料を出すことによって、我々

県議会も、そして県民の方も納得してくれるの

かなと。ごめんなさい、これは私だけなのかも

しれないですけど、私はこれを見た時に、「え

っ、本気で？」と思いました。というのが、私

は、そんなに数多く海外へ行ったことはないで

すが、海外とかに行って、広場でぼうっとカフ

ェなどでお茶をしているのが、もともとは好き

なのでございますが、広場にあるのは、そもそ

も歴史ある建物だったり、歴史ある教会だった

り、町並み自体が既に多くの歴史を感じさせる

もので、それを見たい人たちが、見たい観光客

などが多く集まっているような気がして、これ

が果たしてあの県庁跡地にと、どうしても私は

イメージがしづらかったのですが、これを捉え

て今回の跡地の中心に備えたい、今までの長崎

になかった広場を創出するということをお考え

なのでしょうか。いま一度お聞かせください。

【村上企画振興部参事監】イメージとしてヨー

ロッパの広場を幾つか挙げさせていただいてお

ります。本当にこれを目指すのかということで

ありますが、長期的にはこうしたものを目指し

ていく。もちろん、何百年の歴史を持つ、既に

もう定評ある多くの方で賑わう広場ばかりであ

りますが、こうした広場も最初はただの空き地

だったわけで、それは歴史を重ねて人が集まる

ということが積み重なっていって今の姿になっ

ているというふうに考えております。

先ほどのご質問でもございましたが、ただ、

開けた場所をつくることによって賑わいのある

広場はできないと考えております。当然、その

広場に集う方、あるいは広場の周りのつくり方

も含めて賑わいを生み出すような広場、賑わい

を生み出すような仕組みをつくっていく必要が

あると考えております。

【浅田委員】 もちろん、これから、もう私は生

きていないと思いますが、50年後に歴史のある
街並みがここの場所で、人が集まることは、も

ちろん私も希望する者ですが、どうしてもここ

に物産店とかがいっぱい並んでいるような、何

か違うものになるんじゃないかなというような

気がしてならなくて、これが中心にすえられる

としたらば、本当にここにたくさんの人が集っ

てくれるのだろうか。過去の跡地活用懇話会、

平成21年、平成26年の方たちが提言しているも
のの中にも、本当にこの場所は歴史がある、長

崎にとっても、日本から長崎を発信したところ

としても、そして、日本と世界をつなぐさまざ

まな外交問題がここの中で繰り広げられていた

歴史を捉える時に、ここをなくして果たしてい

いのかなという気がしてます。なくすおつもり

はないとは思うんですが、「多くの市民方たち

の一定の理解を得た」と先ほどもまた、私が否

定した後にまたご答弁がありましたけれども、

皆さんからは、広場で本当に人が集まるのかと、

これだけ人口が減少している流れの中で本当に

これで大丈夫なのか、箱物に頼るのか、結構否

定的なご意見がたくさんあります。やっぱり何

をもってして一定の理解が得られているのかと
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いうのが理解できません。

そして、ホールを整備する場所が跡地でなけ

ればならない、県庁跡地でなければならない理

由というのが本当にあるんですかという声も市

民の方たちからも、この主だった意見にも入っ

ているんですが、県庁跡地でなければならない

んでしょうか。

先ほど、市が求めているのは、跡地の方が早

く建てられるからというところにまた戻るんで

すけれども、跡地でなければならないというふ

うに県は思っているんでしょうか。市役所跡地

ではだめなんでしょうか。

【村上企画振興部参事監】今回、県庁舎跡地の

活用の計画を考えるに当たって何度かご答弁申

し上げておりますけど、3つの主要機能の相乗
効果というのが非常に大きなポイントであると

思います。

今、広場のご説明をいたしましたが、広場だ

けで賑わいが十分生まれるわけでもなかろうと。

ホールとの連携、あるいは交流・おもてなしの

空間との連携を考えていって初めて相乗効果が

発揮できると考えております。

なぜホールが県庁舎跡地になければならない

かということは、この賑わいに寄与するという

ことであろうと思います。離れたところにあり

ますと、当然、そこには別に人の流れができて

いくということになります。例えば、夜、ホー

ルで公演が行われて人が集まって、また散って

いくと。それらの方が、例えば、広場で少した

たずんで、あるいはカフェで少しお茶を飲んで

余韻を楽しむといった相乗効果が生まれるとい

うことが、今回の構想の最も大きなポイントで

あろうと考えております。

【浅田委員】 その中で、「多くの住民の声も聞

いている」と言っております。しかしながら、

築町、江戸町、周辺地域の方々は、「ホールで

は困る」、「ホールでは人の賑わいは創出され

ない」、「地域になかなか落とせない」という

ような意見をおっしゃっています。それに関し

ては、どのようなご説明をなさっているんでし

ょうか。

【村上企画振興部参事監】まず、資料の中でご

説明をさせていただきましたが、築町、江戸町

等周辺の地域については、一定、説明をさせて

いただいたところでありますが、まだまだ回数

としても、人数としても少ないと考えておりま

す。引き続き、その時点で我々が考えることを

お伝えしてご意見をいただくというプロセスを

何度も繰り返していきたいと考えております。

その中で、ホールでは人は呼べないのではな

いかということがございますが、ホールという

のは客席数が決まっております。1,000席から
1,200席ということを今想定しているわけです
が、その中にお客さんとして出入りをする数の

ほかに、例えば、練習室に練習に来る、あるい

はリハーサル室で別のイベントをする、あるい

は広場と連携をして何か、例えば音楽イベント

みたいなものをするということで、ホールのい

わゆる舞台、客席だけではなくて、附帯施設に、

そして、周りの連携すべきほかの2つの主要機
能にも広がっていって相乗効果を生み出すとい

うことを考えておりますので、単純にホールの

客の入りだけではない効果が生まれるというふ

うに考えております。

ただ、このあたりについては、私ども、こう

いったイメージ写真で、やはり「ヨーロッパの

広場なんですか」ということをご説明の中で聞

かれたこともございます。基本構想の中で、そ

ういったところがもっと伝わりやすいようなイ

メージをきちんとつくっていって、我々も検討

を深めていって、さらにやりとりをしていきた

いということを考えております。
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【浅田委員】過去の、何回ももとに戻るんです

けれども、皆さんが跡地活用懇話会の人たちの

意見も十分聞きたいとおっしゃるので、それに

基づいて言わせていただくとするならば、更地

になった時のあり方というものを非常に重要に

してほしいということが平成21年の市川森一
先生の談話の中にもございます。それは前に参

事監にもご説明させていただいたと思うんです

けれども、そういうものも踏まえるということ。

そして、「経済団体の方たちにも一定のご理

解を得た」とおっしゃいますが、「長崎のまち

の発祥の地、長崎の中心、長崎の象徴であるこ

とを踏まえ、この土地の歴史そのものが将来に

わたって引き継ぐべき長崎の遺産であることを

認識した活用策が求められていると存じます」

ということで知事にも提出され、先週、私たち

もお話をさせていただきましたが、本当に今、

県が言っている3つの方針というものが賑わい
を生むのであろうかということを多くの人たち

が疑問に思っているという事実ということも受

け止めていただきたい。

そうしなければ、今、参事監は、まだまだ人

数が足りなかった、これからももっともっと多

くの人々に説明をしたいとおっしゃっていまし

たが、知事は、今回の議会の冒頭でも「一定の

理解を得た」というふうにあるわけです。一定

の理解を得たということに私は非常に、何度も

何度も申し上げてますが、それは情報操作とい

うような形にもなろうと思いますし、「一定の

理解はしてない」と経済団体の方たちもはっき

り申し上げていたということを改めて付け加え

ておきます。

そして、今日、資料5で出されました駐車場
整備のあり方なんですけど、ごめんなさい、私

が勘違いしているかもしれませんが、「地下駐

車場方式などを考えており」という、この地下

駐車場の場所というのは、要は、前の県庁が建

っていた場所の地下になるんでしょうか。

【村上企画振興部参事監】駐車場の整備方式に

ついては、大きく分けると3つ、考え方がござ
います。

一つは、今ご指摘がございました地下駐車場

です。これは県庁舎の本館が建っていたところ

の地下をさらに掘り下げて駐車場にするという

ことであります。

もう一つは、立体駐車場ということになりま

す。これは敷地の中、あるいは外、例えば、県

警本部の跡地に立体駐車場として整備をすると

いうことが考えられます。地表面に建物として

駐車場をつくるというイメージでございます。

もう一つが平面の駐車場でありまして、例え

ば、石垣の下の部分、江戸町公園を含む部分に

平場で車を並べるという形の平面の駐車場、こ

の3つが考えられます。
【浅田委員】 本館の地下をさらに掘り下げる、

この間、私も見せていただいた時に、3代目の
県庁の基礎までは出てきていると、そこまでは

掘っているというような状況でした。そこをさ

らに掘り下げていくということで、これは5日
にまた質問させていただきたいと思います。

先ほどの土地利用のあり方について、江戸町

公園との両方、それぞれの相乗効果を出すため

に無償で提供をということですが、そういう流

れの中で、やっぱり私たちが一番心配するのは

全体的な財源の問題です。先ほど、運営はどう

やっていくんですかというお話が下条委員から

も出ておりましたけれども、私は長崎市の人間

でもあり、こういうイベントなども多々プロデ

ュースを過去してきております流れの中で、本

当に採算性とかいろんなことを踏まえて、ＭＩ

ＣＥがあり、いろんなことができる中でやろう

としているのか。それを今までは赤字でやって



令和元年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（７月２日）

- 150 -

いた市に対して、それを任せるのかどうなのか、

そのあたりの運営、方向性というもの。「市が

運営をする」と今は言っております。そのこと

に関して心配をしている、ＭＩＣＥもつくるの

に大丈夫なのか。ＭＩＣＥは民間に運営させる

といえども、本当に果たして大丈夫なのかとい

うことを心配している経済界の方もおりました

ので、このあたりを教えてください。

【苑田県庁舎跡地活用室長】長崎市としまして

も、財政的な問題も含めて、ホールについては

当然ながら検討されておるところでございます。

あと、文化芸術ホールについては、市が整備

主体でございますので、運営については、市の

方でそういった費用負担といったこともやって

いくことになるわけでございます。

トータルとしての財政といったところは、当

然、市の方も考えられている状況でございまし

て、聞くところによりますと、財源調整のため

の基金につきましても、今後につきましては概

ね横ばいで推移するような状況といった話もお

聞きしておりますので、そういったところは中

期的な財政見通し等も踏まえながら検討されて

いると認識しているところでございます。

【浅田委員】検討をしっかりやっているであろ

うと認識をしているということでした。しかし、

今までが公会堂、ブリックを運営する中で、県

の補助金、助成金、市もかなりお金を入れてい

る。そして、それを誘致することに関しても今

までも県も手助けをしていた。これからさらに

まだＩＲ、ＭＩＣＥ、いろんなものを一緒にや

ろうとする流れの中で、果たして本当にこれだ

け箱物をつくることが、この財政が厳しい県が、

長崎市がと言っている中で、できるのかどうな

のか、そこは市はやっていくでしょうと言って

も、県有地のど真ん中にそのホールができるわ

けですよね。いざ建てて、市がバンザイをした

場合には県が運営をするぐらいの覚悟を持って

やるんですか。そもそも、前々は公会堂があっ

て、それでもなお県庁も質の高いホールをつく

るというのが最初のスタートだったわけですよ

ね。それがいざ、ここに入ってくるということ

で、なんだか話がどんどん、どんどん、変わっ

てきているような気がするんですけど、そのあ

たりはいかがでしょうか。

【苑田県庁舎跡地活用室長】今後、市が跡地に

ホールを整備するということについて当然協議

を行っていくわけでございますが、そういった

ところは確認もしてまいりますし、また、最終

的に合意といいますか、一定の形をとる必要が

あると考えているところでございます。

先ほども答弁申しましたように、財政的な見

通しも立てられた上で市の方も検討されている

と思いますし、今後も私どもも県・市協議の中

で、そういったところも含めて確認をしながら、

このホール整備について判断をしていくといっ

たことになろうかと思っております。そういっ

たところは適切に私どもも注視しながらやって

いきたいと考えております。

【浅田委員】市と県が一緒になってやるという

ことであれば、私たちもそこのあり方がどうな

のかというのは非常に厳しい目を持って見ない

といけないですし、一緒にやって、県にも当然

かかわってくることです。もちろん、私は長崎

市選出ですので。だったならば、何度も言うよ

うなんですけど、なんで市役所跡地に、自分の

土地があるわけだから、自分の土地で自分が運

営するものを建てるというのが理屈に合うので

はないか。もともと公会堂があって、その公会

堂の場所に市役所を移すわけですから、だった

ならば市役所跡地に公会堂をつくって、そこを

ご自身が運営をする。そうすると、県は県で、

県も財政が大変だからということはもちろんあ
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るかと思うんですが、県有地の非常に大事な、

歴史をこれからどう、もしかしてほかの活用を

した方が、もっともっと相乗効果を生むことに

つながるかもしれないのに、あえてわざわざ市

役所にお金を出させて市役所に運営をさせると

いうあり方が非常に疑問でならないなと。活用

の方法というのは、経済界の方たちも、「非常

に疑問に思っている」というふうに言ってまし

たし、その辺は、かなりシビアにご意見を聞い

たり、資料の提出を我々にもしていただく必要

性があるのではないかと思ってます。

そんな中で、この間、長崎大学に行った時に、

県の方々もいらっしゃっていたみたいなんです

けども、偶然、同じ日に私が行ってたんですけ

れども、今度、長崎大学の中で、県庁跡地広場

計画に対してのプレゼンみたいなものが行われ

ると聞いて、そこにもさまざまな学生とかにも

資料等を提出しておられるみたいなお話を聞い

たのですが、この事実関係をまず教えていただ

けますか。

【村上企画振興部参事監】お尋ねの件は、長崎

大学のとある研究室で、アメリカの学生をイン

ターンとして呼びまして、教育の一環としてデ

ザインの実習をするという企画ではないかと考

えております。

さまざま、何年か続いているそうでありまし

て、昨年は長崎市内の別の地区、別のプロジェ

クトについて演習をされていたと伺っておりま

す。

今年度に入りまして、県庁舎跡地でこの演習

を行いたいというご提案がございまして、2月
定例会にかけさせていただきました整備方針案

をお示しし、ご説明した上で、演習の題材とし

てお使いいただいているというものでございま

す。

【浅田委員】あくまで学生さんがやるというこ

とで、それは県が、こっちからやっていただき

たいといったものではないということで、そう

いうプレゼンがなされるということですよね。

7月12日に県庁舎跡地、それを今後参考にする
とか、そういうお話ができ上がっているという

こととかは決してないんですか。

【村上企画振興部参事監】ご指摘のとおりであ

りまして、県から検討をお願いしたというもの

ではなく、大学の方から検討の題材に使いたい

ということでご提案があったものでございます。

【川崎委員】ＩＲ整備についてお尋ねいたしま

す。

6月27日に佐世保でＩＲ事業者として参加に
意欲を持つ事業者がセミナーを開かれ、6事業
者がプレゼンを行ったと報道がありました。具

体的な投資額とか、資金も準備してますよとか、

売り上げもこれだけですよというようなことも

発表があったようです。6事業者は恐らく代表
だけだと思います。

今、県に対して参画の申し出をした、関心を

示した事業者の総数は幾らでしょうか。

【小宮ＩＲ推進課長】本県のＩＲ整備に関しま

す事業者の関心の状況のお尋ねでございます。

平成29年度に実施いたしました民間事業者
からの提案募集、ＲＦＩにおきましては、海外

のＩＲオペレーター9社を含みます38社から提
案をいただいたところでありまして、今現在、

北米系、ヨーロッパ系、アジア系の約20社と対
話を継続している状況でございます。

【川崎委員】 多くありましたけど、今、20社
ほどが対話の対象ということですね。多くの事

業者に関心を示していただいて大変ありがたい

し、この佐世保の状況を聞くと非常に期待も高

まるところであります。

今、県がいろいろ意見交換をされている事業

者、長崎の活性化に効果があると県が認められ
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る代表的な特徴といいますか、取組、プレゼン

内容はどういったものがあるか、お尋ねいたし

ます。

【小宮ＩＲ推進課長】今、実際に北米系ですと

かヨーロッパ系、あるいはアジア系のＩＲ事業

者と意見交換をさせていただいておりますけれ

ども、その対話の内容そのものは具体的に公表

しないという前提で進めておりますので、具体

的には申し上げることはできませんけれども、

今回、ＩＲ候補地として提案させていただいて

おりますハウステンボス敷地内の約30ヘクタ
ールの立地等から見まして、クルーズ客の誘致、

そういったものに期待ができるのではないかと

いう意見を持つ事業者が複数ございます。

【川崎委員】クルーズによる来客というか誘客、

これは非常に長崎のハウステンボスの立地にあ

っては、長崎の優位性というか、そういったと

ころをしっかり押さえられているということで

すね。

確かに、昨年、フィリピンに行かせていただ

いて、大きな船が、長崎みたいに朝来て夕方出

るんじゃなくて、数日滞在をすると。そのお客

様はどちらに行かれているんですかということ

を聞きますと、ＩＲ系のリゾートに長期間滞在

するということがありました。しかも、大勢の

お客様がお越しになるということであれば、長

崎の活性化に大きな期待が持てるところですし、

地の利を生かした取組ということであれば、ぜ

ひシナジーを生んでいただきたいなと思ってお

ります。

その事業者ですけれども、国への申請の前に

事業者を決めて、そして計画を国に申請すると

いう流れと承知いたしております。そうすると、

獲得するためには、3つの中に入るためには、
この事業計画が大事ですから、事業者をどこに

するかということについては極めて重要なこと

と思っております。

この事業者を選定するに当たって県が重視す

る点についてお尋ねいたします。

【小宮ＩＲ推進課長】事業者を選定するに当た

りまして、今後、国から示されます基本方針を

踏まえて県で実施方針を策定していくわけです

けれども、その中で事業者の選定の方法等を考

慮した内容とします。

事業者を選定するに当たりまして、事業計画

もそうですし、事業計画に伴います投資規模が

どの程度になるのか、あるいは雇用者数、特に

地元雇用がどのくらい見込めるのか、あるいは

地元への貢献、あと廉潔性と言われます事業者

のクリーンさ、あと、さまざま議論されていま

す弊害対策にどのように取り組むか。こういっ

たところに重点を置いて事業者との対話を継続

している状況でございます。

【川崎委員】 ポイントは事業計画、投資規模、

雇用をいかに生むか、地域への貢献、廉潔性、

クリーンさ、そしてギャンブル依存症対策とい

うことがポイントということがわかりました。

長崎が一つポイントとすることは、粗収益の

15％が国からくるということを考えますと、投
資規模も大きく期待をしたいところでございま

すし、この事業者の選定に当たっては、しっか

りと臨んでいただきたいと思います。

次に、スポーツ振興についてお尋ねいたしま

す。

自転車イベントについてたびたび質問させて

いただいております。レースと違って、地域を

楽しんでいく、地域の活性化に資する自転車イ

ベントが認められて、長崎県でも多く開催され

ているということは承知しております。

昨年度の県内の自転車イベントの開催状況に

ついてお尋ねいたします。

【江口スポーツ振興課企画監】委員がご紹介い
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ただきました楽しみながらサイクリングをする

イベントですけれども、いわゆるファンライド

と言われるようなイベントでございます。

今、私どもが把握しているものとしましては、

対馬で行われております「国境サイクリングIN 
対馬」、それから、大村湾をフィールドといた

します「大村湾ZEKKEIライド」、それから、
長崎の伊王島を中心として行われている「ツー

ル・ド・ちゃんぽん」という3つのファンライ
ドイベントがございます。

それぞれの参加者について把握しておりまし

て、対馬のイベントでは48名の参加がございま
した。「大村湾ZEKKEIライド」につきまして
は、昨年は台風接近のために中止になったんで

すけれども、385名のエントリーがございまし
た。それから、長崎の「ツール・ド・ちゃんぽ

ん」につきましては、昨年は全国大会とあわせ

て大会が行われまして、683名の方がご参加い
ただきまして、それぞれ大会が行われたところ

でございます。

【川崎委員】今ご報告いただいた数、1,116名、
お一人で参加される方ももちろんいらっしゃる

んでしょうが、家族ぐるみで来られる方、そし

て、1日だけじゃなく複数日宿泊するというこ
とも傾向としては聞いております。経済に対し

て非常に効果があるイベント、各地でいろんな

趣向を凝らしながら取り組んでいただきたいと

思っております。

問題点を以前指摘させていただきました。開

催時期が余りにも近くて、両方参加したいんだ

けど、さすがに1週間ぐらいの間に2回も行けな
いねということで断念されたという話も伺って

おります。こういった課題を、それぞれの主催

者さんに任せるのではなく、少し県が調整役を

しながら、ひいてはイベントのブランド化をし

ていきながら、長崎県全体として訴求をしてい

く、こういった取組をぜひやっていただきたい、

そういった要望もし、県もそれについては前向

きなお考えを示されたということは承知いたし

ております。

ぜひこういった体制を整備されて取り組んで

いただきたいと思いますが、その後、どういっ

た動きをつけられたのか、お尋ねいたします。

【江口スポーツ振興課企画監】委員からご提案

いただいた開催時期をバランスよく調整したり、

ブランド化を図ったらどうかということにつき

まして、現在の状況を申し上げますと、これは

長崎県スポーツコミッションの取組として着手

しております。

具体的な取組といたしましては、コミッショ

ンのメンバーで自転車イベントに精通した者が

おりまして、その方が対馬の国境サイクリング

の運営委員であったり、長崎伊王島の「ツール・

ド・ちゃんぽん」のアドバイザーとしてイベン

トの運営に参画する中で、それぞれのイベント

の広報ＰＲとかボランティアの確保に関する助

言を行ったり、あるいは自転車関係団体とのパ

イプ役を務めるなどして、今、信頼関係を徐々

に深めておるところでございます。

また、県内の複数の自転車イベントをパッケ

ージ化して、また、ブランド化して県外にアピ

ールするということにつきまして、今あるイベ

ントだけではなくて、既存の自転車イベントの

ほかにも自転車のイベントがあってもいいので

はないかと考えております。例えば、上五島と

かハウステンボス、それから島原半島をフィー

ルドとする自転車イベントについて、それぞれ

の地域にスポーツコミッションと一緒に自転車

イベントの開催についてご提案を行ってまいっ

た経緯がございます。

【川崎委員】随分進んでいるということを伺い

ました。名称がどうなるのか、何々長崎になる
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のかどうかわかりませんけど、長崎県全体とし

て自転車の活性化を図ってスポーツコミッショ

ンとして経済活性化に資する、結果も出ている

わけですから、ぜひ取組の強化をいただきたい

と思います。

最後に、県庁舎跡地について私もお尋ねいた

します。

主要機能のことを進めるにしろ、埋蔵文化財

の調査を進めるに当たって今後さまざまな検討

があるにしろ、人が寄りつきやすい環境という

ことについては、これは絶対整備する必要があ

るものと思います。

いただいた資料1の経済団体からの主な意見
に、「人を呼び込むためにも、交通結節機能を

充実させる必要がある」という意見が述べられ

てます。県の跡地活用の整備方針には、附帯機

能ということでバスベイについて以前から触れ

られております。

こういったことから、要するに、人が来やす

い、寄りつきやすい、これは県内外問わず、多

くの方に来ていただく、そういった交通結節点

の充実は重要でございます。この考え方につい

て説明をいただきたいと思います。

【村上企画振興部参事監】県庁舎跡地の交通機

能についてでございます。

県庁舎跡地について、どのような交通機能を

整備するか。今の時点ではバスベイということ

で整備方針の中には位置づけておるわけですが、

これを考えるに当たって少し広域で検討する必

要があると考えております。具体的には、現在、

駅の周辺整備が進んでいるところであります。

駅周辺でどのようなバスの発着が行われるのか。

それから少し先になりますが、松が枝の2バー
ス化についても検討されているところでありま

す。南北の松が枝から駅あたりにかけての交通

形態がどうなるのか。それも、県民、市民の足

としての部分と、それから、外から来られる観

光客の方々の対応の部分、そして、バス、バス

も路線バス、長距離バス、それから路面電車も

あるということでございますので、このあたり

を少し広い範囲で見て、その中で県庁舎跡地の

位置づけはどうなるのかということをしっかり

検討していく必要があると考えております。

兼務で土木部の方でまちづくり担当の参事監

も拝命しておりますが、そちらの方での検討と

あわせて、県庁舎跡地をどのように位置づけを

していくのかということをこれから詰めてまい

りたいと考えております。

【川崎委員】まさにそういうことですね、広域

というか、そういったところも含めながら交通

網の体制を整備していってほしいと思います。

附帯機能にバスベイという言葉が、言葉尻を

とるようで大変恐縮ですけれども、バスベイと

いうのは単純に道路を切り込んでバスがとまる

スペースであると、普通の停留所といったイメ

ージなんですね。そうじゃないよということは

今話で聞いたんですが、どうもこれがひとり歩

きをして、それぐらいの機能じゃ、人はなかな

か寄りつきにくいよというのが一般的な捉え方

ですよ。ターミナルということになると大変な

ことになると思います。恐らく箱を準備すると

いうことにもなってくるでしょう。かといって

停留所でいいのか、バスベイでいいのかという

ようなこともあるわけで、もう少し充実した交

通結節点というところで具体的にイメージがわ

くようなことを訴求していただきたいと思うん

です。

例えば、金沢駅の前とか京都駅の前も行きま

したけど、立派なバス乗降所ですよ、案内もし

っかりして。かといって箱じゃないわけです。

でも、観光客の皆様に、また、地元の皆様に使

っていただくに当たっては充足したものという
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ふうに感じて帰ってまいりました。ぜひそうい

ったところも視野に入れながら検討いただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。

【村上企画振興部参事監】今回、バスベイを設

置をすると、一つ候補になるのが出島側の石垣

の下の部分になるかと考えております。バスベ

イととりあえず申しますけれども、ここに設置

する場合に一つ考慮しなければいけないのは、

今回、石垣を残すということを考えていると。

意外と広いようで狭い場所ですし、また、建物

を建ててしまうと今度は石垣が見えなくなって

しまう、景観上の問題も出てくるということで

ございます。

バスベイがいかなるものかというのは、これ

からさらに検討していくわけですが、そのあた

りのところも踏まえた上で、先ほど申し上げま

した交通機能上のこの跡地の位置づけを検討し

ていって、他の事例なんかも参考にしながら、

どのようなものを、どのような交通機能をここ

に置いていくのかということをさらに検討して

まいりたいと考えております。

【中島(廣)委員】 私も一言言わせてもらうけど、
さっき、新幹線のフル規格について、小林委員

からも、吉村委員からも、県民大会をやろうと。

これは本当にフル規格で長崎県民はみんな望ん

でいるんですよ。だから、知事が呼びかけて、

21市町長、議会、経済界、県民に呼びかけてや
るべきですよ、これは。県民が一緒になってや

ることが国が動かし、佐賀県も動かすんですよ。

それを知らないのですか。

それと、さっきＩＲの話が出ました。ＩＲも

やはりフルでなければ誘客はなかなかできませ

んよ。700万人近くが国内、海外からお見えに
なるんだから、空路を使っても何百人ですよ、

飛行機では。

そういうことを考えたら、やはり新幹線はフ

ル規格にすべきです。そのためには国を動かし、

佐賀県を動かし、やっぱり長崎県が全部一緒に

なって望んでいるんだと、そういう大会をやる

べきです。

部長、あなた、なかなか歯切れが悪かばって

ん、どこに遠慮しているんですか。佐賀県に気

を使っているんですか。ぜひ知事に進言して、

そういう大会をやっていただくように進言しま

すか、知事に。

【柿本企画振興部長】この新幹線につきまして

は、私どもも当然フル規格でつくっていくべき

ものと思っておりますし、そのために残った期

間は限られておりますので、その危機感を持っ

てしっかり取り組んでいくということで、そう

いう意味で県民の皆様の盛り上がりというのが

さらに必要だと思っております。今回、こうい

った形で委員会の方でご審議をいただいたとい

うことで、知事ともしっかり相談していきたい

と考えております。

【中島(廣)委員】 ぜひ県民大会をやるように。

そして、最初に言ったように、21の市町長まで
呼びかけ、議会、全ての人に呼びかけて大々的

に県民運動をやることです。それが国、そして

佐賀県を動かすことにつながってくるわけです

から、ぜひそういうふうにやってください。お

願いしておきます。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【中村(泰)委員】  要望だけさせていただきま
す。

新幹線につきましては、私もぜひとも県民大

会をやっていただきたいと。このままでは、私

も一般質問で質問させていただきましたが、Ｂ

／Ｃが0.5という状況です。対面乗換が50年、
100年続くということはあり得ません。続いた
場合に何が起きるのか。本当に長崎にお客様が

来なくなり、そして、長崎の人口減少ももっと
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ひどくなる、本当にそう思います。それを県民

の皆様と共有をしなければいけない。県民の皆

様は、恐らくそこまでわかっておられません。

絶対にこの状況が続くことは許されません。絶

対に県民大会を開いてください。お願いします。

あと、こちらの跡地活用について、私も浅田

委員と同じで、正直、この絵が出てきた時にあ

きれました。どういうコンサルがついてるのか

なというところが非常に不安です。そのコンサ

ルの方に、先ほど、県外であったり海外に広場

に成功事例が余りないということをお伺いした

んですけど、なぜこんな広場をするのかという

ふうに正直疑問に思いました。なので、成功事

例であるとか、そういった情報を必ずつかんで

いただいて、どういうふうにすればいいのか、

そのコンサルの方の率直な意見を我々にご提示

いただきますようお願いします、その投資効果

も含めて。

それとともに、県民の皆様とお話をしながら、

板挟みで、プロの意見、そして、我々、県民の

皆様の意見をお伺いをしながらつくり上げてい

くことが重要だと思います。私自身としては、

もともと岬の教会であるとか、奉行所がその地

につくられたと。なぜその地につくられたかと

いうことを考えていけば、恐らく高台であって、

眺望がいいから、そういったものがつくられた

んだろうと思うんですけれども、土地のメリッ

トというか、優位性が生かされていないのでは

ないかと思っておりますので、そういったとこ

ろを見ていただければと思います。

最後に、長崎空港の24時間化につきまして、
私としましては、物流の便をどれだけ増やせる

のかがキーであると思います。一方、福岡空港

はドル箱であって、東京、大阪の便をどうやっ

て増やそうかと、物流の便をどうやって減らそ

うかというようなことを考えています。長崎空

港だけで考えるのではなくて、九州各地の空港

の状況を調べていただいた上で、物流の便を増

やせないかとか、そういった多角的なところで

戦略を立てていけば、もっといろんな可能性も

広がると思いますので、九州各地の空港の状況

を調べていただいた上で戦略を立てていただき

たい、そう思います。お願いします。

【小林委員】跡地活用の、いろいろ見方がある

んだけど、私は、絵を見て、賑わいの広場のと

ころでね、あれはスペイン広場じゃないのか、

ローマの。私は、4回も5回も行ったから、よう
わかるんだけれども、「ローマの休日」だよ。

オードリー・ヘップバーンとグレゴリー・ペッ

ク、自分に置き換えることはできんけどもさ、

私は、あそこでアイスクリームを食ったことが

あるぞ。もう本当にね、ああいうセンスをあな

たたちが持っているということにびっくりした

んだよ。だから、ああいう「ローマの休日」に

出てくるスペイン広場の雰囲気は、もしこれが

本当に旧県庁舎の跡地に、そういう雰囲気が広

がってくるならば、これは非常にすばらしい、

長崎県らしい、そういうまた一つの名所になる

んじゃないか。

だから、これから県民の皆様方がどういう選

択を、基本構想をしっかりまとめた状況の中で

どういうものを望まれるかということについて、

いろいろ課題もあるけれども、あらゆる可能性

を持って、自信を持ってやってもらわなくちゃ

いかんと思うよ。こっちからああ言い、あっち

からああ言いということで、いろいろあると思

うけれども、それは耳を傾けなければいけない

けれども、やっぱりきちんとした方針の中で、

私は「ローマの休日」、何回も見た、自分で4
回も5回も行く、また行きたい。そういうよう
なことだから、力強く、いろんな意見も聞きな

がらやってもらいたい。どれが一番いいかとい
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うことはこれからだよ。そういうような考え方

でひとつやってもらいたいと思います。

それから、ＩＲ推進課長、あるいは政策監に

お礼を申し上げたいし、部長にもお礼を申し上

げたい、また、関係者にお礼を申し上げたいと

思うんです。

なぜかというと、ＩＲの3件の中に入るかと
いう認定、これは長崎県の浮沈がかかっている

と思うんだよ。だから、率直に言ってＩＲの認

定を取り付けることが、九州の中から長崎県と

いうことになってくると、これはもう率直に言

って空港の24時間化、あるいは民営化も、ある
いは新幹線とか、今一番長崎県が勢いを増さな

ければならない課題が、このＩＲを取り付ける

ことによって全て解決できると私は思っている

んです。それくらい、実は大きい大きい今回の

構想だと思います。

その構想に向かって、なんと九州地方知事会

議の中で、長崎のＩＲを、まさに九州全体で応

援しようと。しかも、山口、沖縄も入って9県
でやろうと。こんなことがまさに壱岐で6月4日
に広瀬大分県知事が会長でありまして、九州地

方知事会議が開催されて、それが決定して方針

が打ち出された。こんなビッグニュースはない

と思っているんだよ。よくぞ、ここまで取り付

けていただいた。このことについては、中村知

事初め、関係者の皆さん方に心からお礼を申し

上げたいと思います。

さあ、これをここまで質を高めていただいた。

これは見る人たちが見れば、国から見れば、九

州ががっちり固まることはないだろうと思って

いた。福岡もやりたい、どこもやりたいとか、

やりたいところは幾らでもあったわけだから、

それをよくぞここまでもってきていただいた。

ならば、これだけ一つにまとまった。もうこれ

からは長崎ＩＲじゃないんだよ、九州・長崎Ｉ

Ｒだ、こういうような表現をみんなが使わんば

いかん。長崎ＩＲじゃないんだ、九州・長崎Ｉ

Ｒだと。こういうようなことになっていくわけ

だから、この一つの盛り上がりの中において、

認定の時間が延びてしまったということもある

けれども、九州地方知事会で認められたこの九

州・長崎ＩＲをどうやって具体的に、このいわ

ゆる勢いに乗ってやっていくかと。こういうと

ころについてこれまでと違うやり方があるのか

どうか、ここは政策監、お答えすることができ

ますか。

【吉田企画振興部政策監】ただいまご指摘のあ

りましたとおり、九州地方知事会議、それから

九州各県議会の議長会、それぞれにおいて九

州・長崎ＩＲを九州第一弾として応援しようと

いう決議がなされたところでございます。

また、特に議長会の決議につきましては、全

国の都道府県議長会に九州ブロック提案として

上がっていったと伺っております。

また、九州地方知事会議のメンバーに九州の

経済界の重鎮を加えました九州地域戦略会議、

こちらの方でも同様に九州・長崎ＩＲを九州第

一弾として応援するということで決議がなされ

ました。

特に、戦略会議では、海外観光客を九州に呼

び込むインバウンド対策として大いに期待でき

るので、九州を挙げて長崎を応援していこう、

応援することが大事であるという意見も出され

たところでございます。

こういったことを踏まえまして、今、小林委

員が指摘されたような視点に立って、九州・長

崎ＩＲのプロジェクトチームというものを、地

域戦略会議のもとに長崎県が幹事県として設置

をさせていただくことにしております。この中

で九州・長崎ＩＲを拠点として九州広域に観光

インバウンドを広げていく。九州といえばオラ
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ンダに匹敵する人口、面積がございますので、

そういった広がりの中で日本の観光インバウン

ドにインパクトを与えるような大きな視野を持

って、まさに九州が一丸となって取り組んでま

いりたいと思っております。

【小林委員】これは非常に、今しっかりとした

ご答弁をいただきました、ＰＴ、プロジェクト

チームをつくって、さらに総合的な、経済界も、

また、九州地方知事会も、みんな一緒になって

やっていくということ、大変いい方向性、流れ

が出てきたと私は思います。ぜひ、それに我々

は満足をせずに、まだまだ九州というハンディ

ーがあるし、大阪、横浜、こういうようなとこ

ろが、2つが決定するんじゃないかと、あと残
りを北海道と九州で戦うんじゃないかと、地方

創生の立場からと。こんなようなことも言われ

ておりますけれども、ここは本当に正念場だと

思います。ぜひこういう戦略会議、プロジェク

トチーム、こういうことの中でみんなのお力を

おかりしながら、やっぱり長崎のＩＲじゃなく

して九州全体の発展につながるＩＲという位置

づけの中でさらに頑張っていただくように、一

つの関門を、難しい問題をクリアされたという

ことに心から敬意を表し、これから頑張ってい

ただくことをお願いして、終わりたいと思いま

す。よろしくお願いします。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
でしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、これをもちまして企画振興部関係の審査

を終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、危機管理監及び総務部

関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ４時４２分 散会 ―



第 ４ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年７月３日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ３時１６分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 中島 浩介 君

副委員長(副会長) 山下 博史 君

委 員 小林 克敏 君

〃 中島 廣義 君

〃 浅田ますみ 君

〃 川崎 祥司 君

〃 深堀ひろし 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 下条 博文 君

〃 中村 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

危 機 管 理 監 荒木 秀 君

危機 管理課 長 近藤 和彦 君

消防 保安室 長 宮﨑 良一 君

総 務 部 長 平田 修三 君

総務 文書課 長
（ 参 事 監 ）

荒田 忠幸 君

県民センター長 鳥谷 寿彦 君

秘 書 課 長 伊達 良弘 君

広 報 課 長 田中紀久美 君

人 事 課 長 大安 哲也 君

新行政推進室長 大瀬良 潤 君

職員 厚生課 長 山下  明 君

財 政 課 長 早稲田智仁 君

財政 課企画 監 園田 貴子 君

管 財 課 長 松田 武文 君

管財 課企画 監 太田 昌徳 君

税 務 課 長 原  清二 君

情報 政策課 長 山崎 敏朗 君

総務事務センター長 松村 重喜 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

これより、危機管理監及び総務部関係の審査

を行います。

【中島(浩)委員長】 それでは、これより審査に
入ります。

【中島(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算及び予算にかかる報告議案を議題といた

します。

危機管理監より、報告議案説明をお願いいた

します。

【荒木危機管理監】 おはようございます。

危機管理監関係の議案についてご説明いたし

ます。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の危機管理監の1ページをご覧ください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第1号 知事専決事項報告「平成30年度長
崎県一般会計補正予算（第7号）」のうち関係
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部分であります。

はじめに、さきの2月定例県議会の予算決算
委員会において、専決処分により措置すること

について、あらかじめご了承をいただいており

ました平成30年度予算の補正を3月29日付けで
専決処分させていただいたもので、関係部分に

ついてその概要をご報告いたします。

歳入予算は、合計で224万3,000円の増で、内
訳といたしまして、国庫支出金の増であります。

歳出予算は、合計で8,213万9,000円の減で、
内訳の主なものといたしましては、防災指導費

の8,151万9,000円の減であります。
以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中島(浩)分科会長】 次に、総務部長より、予
算及び報告議案説明をお願いいたします。

【平田総務部長】 おはようございます。

総務部関係の議案について、ご説明いたしま

す。

総務部の予算決算委員会総務分科会関係議案

説明資料をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第76号議案「令和元年度長崎県一般会計補正予
算（第1号）」のうち関係部分、報告第1号 知

事専決事項報告「平成30年度長崎県一般会計補
正予算（第7号）」のうち関係部分、報告第8号
知事専決事項報告「平成30年度長崎県庁用管理
特別会計補正予算（第2号）」、報告第12号 知

事専決事項報告「平成30年度長崎県公債管理特
別会計補正予算（第2号）」であります。
はじめに、第76号議案「令和元年度長崎県一

般会計補正予算（第1号）」のうち、関係部分
についてご説明いたします。

歳入予算は、合計で63億9,084万4,000円の増
で、その内訳といたしましては、地方特例交付

金、繰入金、県債につきましては、それぞれ記

載のとおりでございます。

次に、さきの2月定例県議会の予算決算委員
会において、専決処分により措置することにつ

いて、あらかじめご了承をいただいておりまし

た平成30年度予算の補正を3月29日付けをもっ
て専決処分させていただきましたので、その概

要をご報告いたします。

報告第1号「平成30年度長崎県一般会計補正
予算（第7号）」のうち関係部分について、こ
れらは、年間執行額が確定したことなどに伴う

ものであります。

歳入予算は、合計で74億3,609万6,000円の減、
歳出予算は、合計で6億9,115万2,000円の減と
なっております。

歳出予算の補正予算の主な内容につきまして

は、職員退職手当の減、本庁舎及び振興局庁舎

の改修等に要する経費の減であります。

続きまして、報告第8号「平成30年度長崎県
庁用管理特別会計補正予算（第2号）」につい
ては、庁舎管理、自動車管理、文書管理に要す

る経費の年間執行額が確定したことに伴い、歳

入予算、歳出予算ともに4,491万7,000円の減と
なっております。

この主な内容は、文書集中収受発送費の減で

あります。

次に、報告第12号「平成30年度長崎県公債管
理特別会計補正予算（第2号）」については、
歳入予算、歳出予算ともに37万1,000円の減と
なっております。

この補正予算は、基金積立金の減であります。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。
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よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【中島(浩)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算及び報告議案に対する質

疑を行います。

質疑はございませんか。

【松本委員】 総務部の横長資料の15ページ、
県有地売払収入の件についてご質問いたします。

本県の財政状況は大変厳しい中で、県有地を

売却することによっての収入というのは、大変

大きな財源になっておりまして、今回、補正で

5,472万円の売却収入が上がっております。県有
財産である未利用地について調べさせていただ

きましたが、平成26年は129件で34万9,528平米
あったものが、平成30年の段階では、まだ118
件ではありますが、面積としては17万6,896平
米まで減少しております。

その中で、特に処分地、売却の処分をしても

支障がない土地というのがまだ88件、12万
4,383平米ありますが、今回売却ができたわけで
すが、処分地の売却の手法について、どのよう

な手法で、どのような手続で売却しているのか、

お尋ねいたします。

【松田管財課長】 処分につきましては、まず、

所管しております部局におきまして、庁内の利

活用がないか。その後に、地元市町のほうの活

用計画等がないかということを確認いたしまし

て、その後に公益事業等の使用計画がないかと

いう随意契約、公募をいたしまして、その後に

一般競争入札に付しております。

一般競争入札の公告で手が挙がらなかった、

売却ができなかった分につきましては、インタ

ーネットのオークションサイトを使ったインタ

ーネット公売、それでも売却に至らなかった場

合は、先着順の随意契約で売却をするという手

順になっております。

【松本委員】 現状として88件あるわけですが、
一般競争入札に上げるのは、何件ぐらい上げる

んでしょうか。

【松田管財課長】一般競争入札につきましては、

毎年度大体20件程度を上げさせていただいて
おります。

入札に当たりましては、まず地籍測量、登記、

それから不動産鑑定を行う必要がございまして、

こうした手続には相応の予算、あるいは期間を

要しますので、年度でいきますと、大体20件程
度が限度かなということで、20件を上げており
ます。

【松本委員】面積は狭くなっていますけれども、

件数自体は、平成26年の129件から、平成30年
は118件、もちろん売却したとしても、また未
利用地はどんどん増えていきます。今回の稲佐

署もそうですけれども、そういったものに関し

て、やはりずうっと動かないで塩漬けにしてお

いた場合には、もちろん資産としては持ってお

りますが、価値も下がっていくわけでありまし

て、その中で88件処分地がある中で、毎年15件
から20件を一般競争入札したとしても、それが、
今回は幸いに売れていますけれども、全部が全

部売却できるとは限らないわけでございまして、

インターネットオークションにかけるといいま

しても、やはりそこはしっかりと入札の本数を

増やすとか、また、今まで売れなかった、何十

年も売れてない土地や建物に関しては、やはり

単価の見直しをするとか、また、宅建協会など

の民間を活用して委託販売をするとか、そうい

った売却に向けての今まで以上の取組をしてい

くことによって税収も上がりますし、そういっ

たことに関してはお考えはいかがでしょうか。

【松田管財課長】まず、不動産業者を活用して
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はどうかというお尋ねでございますけれども、

その点につきましては、先ほど売却の流れの中

でお話ししました、先着順による売却ですが、

その際に、長崎県宅地建物取引業協会、それか

ら全日本不動産協会長崎県本部、この2者に仲
介いたしまして売却の手続をしております。

実際、平成22年度に1件、平成23年度に1件、
それから平成24年度に2件の売却実績はござい
ますけれども、平成25年度から平成30年度まで
は売却実績が出ておりません。

それからもう一点、土地の価格を下げて売却

してはどうかというお尋ねでございますけれど

も、これは、先ほどもちょっとお話をいたしま

したけれども、不動産鑑定による鑑定評価額に

よって売却額というのを決定しております。こ

の価格を下げることにつきましては、県の損失

につながることもありますし、また、近隣の土

地所有者が売却をする際の影響にもつながるお

それがございますので、単純に未利用地を解消

するためだけ、売却をするだけのために価格を

下げるというのは困難かと考えております。

【松本委員】確かに、急激に下げると周辺の土

地の単価に影響が出るかもしれません。しかし、

そういった中でも、実際に動いてないというの

が現実でございまして、おっしゃることはわか

るんですけれども、民間も欲しいところがある

かもしれません。また、市町でも欲しいところ

があると思うんですね。そういうところに関し

ては、県有財産管理運用本部会議というのも設

置されて、それぞれ協議されている話も聞いて

おります。やはり10年、20年、30年とずうっと
動いてない場合に関しては、年数を決めて、こ

れ以上動かなければ、ここの部分で見直しをす

るとか、そういったものを決めていかないと、

ずうっとほったらかしのまま荒れさせているこ

とが、やはり今後の地域の周辺にも逆にマイナ

スになることもあると思います。

そして、また、確かに単価を下げて売却した

としても、それで民間が活用することによって

固定資産税が入ってきたり、また、雇用が生ま

れたりする可能性も出てくるわけでございます

から、そちらのほうはなるべく前向きに、どう

やったら未利用地が売却できるかというのも含

めて、それが地域経済の発展にもつながります

ので、ぜひ検討していただくことを要望して、

質問を終わります。

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はございませ
んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算及び報告議案に対する質疑・討論が終了

しましたので、採決を行います。

第76号議案のうち関係部分、報告第1号のう
ち関係部分、報告第8号及び報告第12号は、原
案のとおり、それぞれ可決・承認することにご

異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算及び報告議案は、原案のとおり、

それぞれ可決・承認すべきものと決定されまし

た。

【中島(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。

条例議案及び報告第16号を議題といたしま
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す。

危機管理監より、総括説明をお願いいたしま

す。

【荒木危機管理監】危機管理監関係の議案につ

いてご説明いたします。

お手元に配付しております、総務委員会関係

議案説明資料及び令和元年6月定例県議会総務
委員会説明資料の危機管理監の1ページをお開
きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第78号議案「長崎県危険物等に係る事務手数料
条例の一部を改正する条例」でございます。

この条例は、地方公共団体の手数料の標準に

関する政令の一部を改正する政令の公布に伴い、

危険物取扱者や火薬類保安責任者の試験手数料

など、危険物等に係る事務手数料の額の改正を

しようとするものであります。

改正する手数料につきましては、12本あり、
全て増額改正となっております。

ここで大変申しわけございませんが、資料の

訂正をお願いしたいと思います。

令和元年6月定例県議会 総務委員会説明資

料 危機管理監の1ページの「1 改正要旨」と

ありますが、その次の行に、「地方公共団体の

手数料の標準に関する政令の一部を改正する政

令の交付」と記載があります。この「交付」が

「公布」と間違っておりましたので、訂正して

お詫び申し上げます。

次に、議案以外の報告事項について、ご説明

いたします。

総務委員会関係議案説明資料の1ページ及び
令和元年6月定例県議会 総務委員会説明資料

の危機管理監の5ページをご覧ください。
第180条「専決事項に係る和解及び損害賠償

の額の決定について」でございますが、これは、

公用車による交通事故のうち、和解が成立した

1件につきまして、損害賠償金合計11万120円を
支払うため、去る6月7日付で専決処分をさせて
いただいたものであります。

次に、議案外の所管事項についてご説明いた

します。

今回、ご報告いたしますのは、米海軍佐世保

基地における武器の持ち出しについて、令和元

年度長崎県総合防災訓練の実施について、令和

元年度長崎県消防団大会について、令和元年度

長崎県防災会議の開催についての4件でござい
ます。

総務委員会関係議案説明資料の1ページをご
覧ください。

まず、米海軍佐世保基地における武器の持ち

出しについてでございますが、去る5月9日、米
海軍佐世保基地所属の海軍兵が、佐世保市内の

公園において遺体で発見される事件が発生いた

しました。

当該海軍兵は、許可なく武器を基地外へ持ち

出していたと思われ、基地外への武器持ち出し

に関する原因究明と再発防止について、5月14
日に米海軍佐世保基地司令官に対し、知事名の

要請書を提出いたしました。

さらに、米海軍佐世保基地で勤務する日本人

警備員が、5月2日から同月9日にかけて、銃を
携行したまま基地外の公道を移動していたとい

う事態が判明いたしました。

国から在日米軍司令部への要請により、5月
10日には中止されたことが確認されておりま
すが、これは、日米地位協定及び銃刀法違反の

可能性がある事態であり、5月17日に九州防衛
局佐世保防衛事務所に対し、迅速な情報提供及

び再発防止について口頭要請を行い、さらに6
月13日から14日にかけて、防衛省及び外務省に
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対し原因究明と再発防止について口頭要請を行

いました。

このような事態は、米軍に対する地域住民、

ひいては日本国民との信頼関係を著しく損なう

ものであり、今後とも佐世保市と連携し、対応

してまいりたいと考えております。

次に、2ページ目の令和元年度長崎県総合防
災訓練の実施についてでございますが、これは、

去る5月26日、雲仙市国見町多比良港において、
風水害や地震・津波災害等を想定した令和元年

度長崎県総合防災訓練を実施いたしました。

防災関係機関が連携した大規模な防災訓練を

実施することにより、防災体制のさらなる強化

を図るとともに、県民皆様の防災意識の高揚を

目指すもので、当日は、防災関係64機関から約
1,000名が参加され、情報収集伝達、救出、救助、
消火等の各種訓練を実施いたしました。

今回の訓練におきましては、大雨によって発

生する崖崩れや河川の氾濫等の豪雨災害による

被害想定を強調し、越水防止の土のう積み、氾

濫した河川に取り残された要救助者の救助を訓

練項目とし、あわせて地震による被害を想定し

た訓練も実施しております。

また、孤立した地域に迅速な電力復旧を可能

とするため、陸上自衛隊の大型ヘリと連携して、

高圧発電機車を空輸する新たな訓練も実施いた

しました。

今回の訓練により、本県の地域防災計画に基

づく防災対策の実効性の確認や防災関係機関の

連携の強化、地域住民の防災意識の高揚が図ら

れたものと考えております。

今後とも、こうした訓練を通じて、防災体制

の強化に取り組んでまいります。

次に、3ページ目の令和元年度長崎県消防団
大会についてでございますが、去る6月8日、対

馬市におきまして第72回長崎県消防団大会が
開催されました。

この大会は、地域防災の担い手である消防団

員の士気の高揚と消防防災意識の一層の啓発を

図るため、毎年度、開催しているところであり、

県内の消防団員約400名の参加を得て、消防功
労者や消防団協力事業者に対する表彰を実施す

るとともに、郷土を災害から守っていく大会宣

言や消防職員、消防団員による意見発表が行わ

れました。

今後とも、地域防災の要である消防団活動の

充実強化を図り、地域における防災力の向上に

取り組んでまいります。

最後は、令和元年度長崎県防災会議の開催に

ついてでございます。

去る6月10日、県庁において、本年度の長崎
県防災会議を開催し、委員の方々にご出席いた

だき、事務局から提案した長崎県地域防災計画

の修正案についてご審議いただくとともに、災

害時の取組について関係機関からご報告をいた

だきました。

今回の地域防災計画の主な修正点といたしま

しては、避難勧告等に関するガイドラインの改

定に伴う「警戒レベル」の導入や、火山防災対

策に係る雲仙岳噴火レベルの改定、土砂災害警

戒区域等危険区域内における要配慮者施設の避

難確保計画の策定及び避難訓練実施の義務化な

どの修正を行いました。

また、新たに締結した3つの応援協定を追記
するなどの修正を行っております。

県としましても、地域の安全安心確保のため、

各関係機関と連携を密に、地域防災計画の推進

に取り組んでまいります。

以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。
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よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中島(浩)委員長】 次に、総務部長より総括説
明をお願いいたします。

【平田総務部長】総務部関係の議案についてご

説明いたします。

総務委員会関係議案説明資料の総務部をお開

き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第79号議案「長崎県手数料条例の一部を改正す
る条例」のうち関係部分、第80号議案「地方公
務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備等に関する条例」の

うち関係部分、第81号議案「会計年度任用職員
の報酬等に関する条例」のうち関係部分、第82
号議案「長崎県税条例の一部を改正する条例」、

報告第16号 知事専決事項報告「長崎県税条例

の一部を改正する条例」であります。

はじめに、条例議案についてご説明いたしま

す。

第79号議案「長崎県手数料条例の一部を改正
する条例」のうち関係部分、この条例は、工業

標準化法の改正に伴い、所要の改正をしようと

するものであります。

第80号議案「地方公務員法及び地方自治法の
一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備等に関する条例」のうち関係部分、第81号議
案「会計年度任用職員の報酬等に関する条例」

のうち関係部分、これらの条例は、地方公務員

法及び地方自治法が改正され、地方公務員の特

別職非常勤職員及び臨時的任用職員に係る任用

要件が厳格化されるとともに、現行の臨時・非

常勤職員について、適正な任用・勤務条件を確

保するために、一般職の非常勤職員とする会計

年度任用職員制度が新設されることから、会計

年度任用職員の勤務条件や期末手当などの報酬

に関する事項を定めようとするものであります。

第82号議案「長崎県税条例の一部を改正する
条例」、この条例は、社会保障・税一体改革の

ための累次の税制改正により地方税法が改正さ

れたことに伴い、法人県民税及び法人事業税の

税率の変更や、自動車取得税の廃止と自動車税

環境性能割・同種別割の新設など、所要の改正

をしようとするものであります。

次に、報告議案についてご説明いたします。

報告第16号 知事専決事項報告「長崎県税条

例の一部を改正する条例」、この条例は、平成

31年度税制改正の内容のうち、自動車取得税の
エコカー減税、自動車税のグリーン化税制及び

狩猟税の税率特例の適用期間の延長など平成

31年4月1日から施行すべきものについて、所要
の改正をしたものであります。

次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。

まず、和解及び損害賠償の額の決定について

ですが、昨年4月に発生した県の管理瑕疵によ
る事故の和解及び損害賠償額の決定1件を、地
方自治法第180条の規定に基づく軽易な事項と
して専決処分させていただいたものであり、そ

の内容は、記載のとおりでございます。

次に、議案外の所管事項についてご説明いた

します。

今回、ご報告いたしますのは、長崎県行財政

改革推進プランに基づく取組について、障害者

雇用について、綱紀の保持であります。

まず、長崎県行財政改革推進プランに基づく

取組についてですが、平成28年3月に策定した
同プランの平成30年度の取組状況を取りまと
めましたのでご報告いたします。

平成31年4月現在の全体的な進捗状況として
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は、具体的な63の取組項目のうち最終的な目標
を達成した項目は2項目となっておりますが、
全体の約9割に当たる56項目は順調に推移して
おり、目標の達成に向けて着実に見直しを推進

しております。

特に、数値目標を掲げて取り組むこととして

おります収支改善と職員数削減については、収

支改善効果額が平成28年度から30年度までの
目標額約187億円に対し約255億円、知事部局等
の職員削減数が5年間の目標100人に対し89人
となっております。

また、総務部関係の実績としては、平成28年
7月から取り組んでいる「長崎県庁働き方改革」
において、業務見直しの効果的な優良事例やＩ

ＣＴの活用事例の共有を行ったほか、ＲＰＡ（ロ

ボティック・プロセス・オートメーション）の

実証実験などを行いました。

財政運営においても、歳出面について、総合

計画の施策の下に位置づけられる事業群単位で

の事業評価を実施し、中核となる事業の見極め

や類似事業の整理・統合及び新たな事業構築な

どに活用し、平成31年度予算編成において重点
化等を図りました。

歳入面については、県税徴収率が8年連続で
向上し、平成30年度は、平成に入ってから過去
最高であった平成29年度の実績98.7％を上回
ることが見込まれるほか、歳入の確保にも積極

的に取り組みました。

今後も、長崎県行財政改革推進プランの実現

に向けて取り組み、積極的に県政の改革に努め

てまいりますので、引き続き、委員の皆様のご

理解とご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。

続いて、追加1をお開き願います。
障害者雇用についてであります。

今年度の障害者の採用を拡大するとともに、

障害のある方にとって働きやすい職場としてい

くための環境整備を進めているところでありま

す。

その取組の一つとして、障害のある職員等か

らの専用相談窓口の機能を担うとともに、県庁

での働く経験を通じてスキルアップを図り、民

間企業などへステップアップする場として、「ワ

ークサポートオフィス」を設置し、非常勤職員

として採用した知的障害者5名の方が、庁内各
課から集約した業務に従事しております。

今後とも、障害者雇用の推進に積極的に取り

組んでまいります。

次に、綱紀の保持について。

先般、平成28年度から平成30年度における地
方職員共済組合長崎県支部の障害年金事務に関

して、請求書類の事務処理を滞らせ、請求者に

対する虚偽の説明文書の作成等を行った職員に

対し、6月10日付けで戒告の懲戒処分を行いま
した。

職員の服務規律の確保については、これまで

も再三にわたり周知徹底を図っている中で、職

員がこのような不祥事を起こしたことは、誠に

遺憾であり、県議会をはじめ県民の皆様に対し

まして、深くお詫びを申し上げます。

今後、県民の皆様の信頼を回復するため、職

員一人ひとりが、法令の遵守や適切な事務処理

の執行はもとより、全体の奉仕者として高い倫

理観を持って行動するよう、綱紀の保持の徹底

に全力を尽くしてまいります。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中島(浩)委員長】 次に、税務課長より補足説
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明を求めます。

【原税務課長】 第82号議案「長崎県税条例の
一部を改正する条例」について、補足してご説

明いたします。

総務委員会説明資料の7ページから8ページ
をご覧ください。

この条例は、社会保障・税一体改革のための

累次の税制改正による地方税制の改正等に伴い、

本県税条例について所要の改正をするものであ

ります。

内容といたしましては、まず、法人県民税の

税率引き下げについて、法人県民税の一部を国

税化し、交付税の原資としている地方法人税に

ついて、さらなる偏在是正のため税率を引き上

げる分、法人県民税法人税割の税率を引き下げ

るものであります。

次に、法人事業税の税率改正についてですが、

こちらは暫定措置として導入された法人事業税

の一部を国税化し、譲与税としております地方

法人特別税にかわる恒久措置として特別法人事

業税という国税が創設されたことに伴い、その

税率に対応して、法人事業税所得割の税率を改

めるものであります。

いずれも、偏在度が高い地方法人課税につい

て、その是正を図る法改正にあわせて、地方税

の税率を調整するものであり、今般の改正によ

る納税者負担に変更はございません。

また、自動車取得税の廃止と自動車税環境性

能割、同種別割の新設等を核とする車体課税の

大幅な見直しによる規定の整理を行っており、

あわせて本年10月に迫った消費税増税を踏ま
え、新車に対する需要の平準化策としての税率

軽減を行うものであります。

引き続きまして、報告第16号「長崎県税条例
の一部を改正する条例」について、補足してご

説明いたします。

総務委員会説明資料の9ページから10ページ
をご覧ください。

この条例は、平成31年度税制改正による地方
税法の改正に伴い、本県税条例について、平成

31年4月1日から施行すべきものに係る所要の
改正をしたものであります。

内容といたしましては、初めに、環境性能に

優れた新車に対する自動車取得税の税率軽減、

いわゆるエコカー減税について、軽減幅と対象

を見直した上で、同税が廃止される本年10月ま
での6カ月間、延長したものであります。
次に、環境負荷の大きな古い自動車に対する

税率を加重する重課措置と、環境性能に優れた

新車の初回定期課税時に、税率を軽減する軽課

措置からなる自動車税のグリーン化税制につい

て2年間延長したものであります。
最後に、イノシシやニホンジカといった有害

鳥獣の許可捕獲に従事する狩猟者に対する狩猟

税の税率を2分の1とする特例を、令和5年度ま
で5年間延長したものであります。
以上でございます。

【中島(浩)委員長】 人事課長より、補足説明を
求めます。

【大安人事課長】 第80号議案、第81号議案に
ついてご説明させていただきます。

引き続き、総務委員会説明資料の2ページを
お開き願います。

第80号議案「地方公務員法及び地方自治法の
一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備等に関する条例」のうち関係部分でございま

す。

この条例は、「1．改正要旨」に記載のとお
り、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正

する法律により、特別職非常勤職員及び臨時的
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任用職員に係る任用要件が厳格化されるととも

に、一般職の非常勤職員として会計年度任用職

員制度が新設されます。

このため、現行の臨時非常勤職員については、

一般職の非常勤職員として位置づけられた会計

年度任用職員へ移行することから、勤務の内容

に応じた適正な任用勤務条件を整備するため、

この条例において、会計年度任用職員の勤務条

件等に関する事項を定めようとするものであり

ます。

「2．改正内容」をご覧ください。職員の分
限に関する手続及び効果に関する条例は、会計

年度任用職員は、分限の規定が適用されること

となるため、休職の期間について、正規職員は

3年を超えない範囲と規定しているものを、会
計年度任用職員については、当該職員の任期の

範囲内と定めるものであります。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例も同

様に、懲戒の規定が適用され、減給について給

料の10分の1以下としているものを、正規職員
よりも勤務時間が短いパートタイム会計年度任

用職員について、報酬の10分の1以下に相当す
る額と定めるものであります。

職員の退職手当に関する条例は、会計年度任

用職員の退職手当について、地方自治法の規定

に沿って、パートタイム会計年度任用職員を対

象外とするものであります。

職員の給与に関する条例、現業職員の給与の

種類及び基準に関する条例は、会計年度任用職

員の給与について、別に条例で定めることを規

定するものであります。

次に、3ページをご覧ください。
3項目目になりますが、職員の育児休業等に

関する条例は、会計年度任用職員は育児休業等

が適用となることから、取得要件や取得可能期

間などについて規定するものであります。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例は、地

方公務員法等の規定に沿った会計年度任用職員

の勤務時間、休暇等について、人事委員会規則

で定めることを規定するものであります。

長崎県人事行政の運営等の状況の公表に関す

る条例は、地方公務員法の規定に沿って、フル

タイム会計年度任用職員について、正規職員と

同様に給与等の公表の対象とするものでありま

す。

なお、執行機関及び附属機関としての各種委

員等の報酬及び費用弁償に関する条例、外国の

地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇

等に関する条例、職員の自己啓発等休業に関す

る条例は、法改正による引用規定の項ずれに伴

う所要の規定整備でございます。

施行日につきましては、令和2年4月1日であ
ります。

次に、4ページをご覧ください。
第81号議案「会計年度任用職員の報酬等に関
する条例」のうち関係部分でございます。

この条例の「1．制定要旨」につきましては、
先ほどの80号議案と同様でございますが、こち
らは、会計年度任用職員の期末手当などの報酬

に関する事項を条例で定めようとするものであ

ります。

「2．制定内容」でございます。会計年度任
用職員は、正規職員の勤務時間よりも短いパー

トタイム会計年度任用職員と、正規職員と勤務

時間が同じであるフルタイム会計年度任用職員

に区分されることになりますので、それぞれ正

規職員との均衡を考慮して支給する報酬等を定

めるものであります。

まず、（1）パートタイム会計年度任用職員
でございますが、現行の臨時非常勤職員には、
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地方自治法上支給することができなかった期末

手当について、法改正に伴って支給可能となる

ことから、期末手当の支給について規定するほ

か、各種報酬、通勤や出張に対する費用の支給

について規定をしております。

5ページでございます。
参考として、現行の臨時非常勤職員が、行政

職給料表が適用される会計年度任用職員に移行

する場合の報酬額の例を記載しております。

これにもありますように、現在、非常勤職員

として勤務する職員について、制度移行後に、

年収が制度移行前よりも下がる場合がございま

す。このため、年収が下がる職員につきまして

は、経過措置として制度移行前の年収を5年間、
保障することを規定しております。

次に、（2）フルタイム会計年度任用職員で
ございますが、これはパートタイム会計年度任

用職員と同様に、期末手当の支給について規定

するほか、給料や諸手当の支給について規定し

ております。

6ページの中ほどをご覧ください。
別表を記載しておりますが、会計年度任用職

員の報酬や給料につきましては、任期が1会計
年度に限られる非常勤の職であることから、職

務の内容や責任の程度を考慮し、別表の範囲内

で勤務時間に応じて支給することを規定してお

ります。

施行日につきましては、同じく令和2年4月1
日でございます。

補足説明は以上でございます。

よろしくご審議のほど賜りますよう、お願い

いたします。

【中島(浩)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、これより条例議案及び報告第16号に対す
る質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第78号議案、第79号議案のうち関係部分、第
80号議案のうち関係部分、第81号議案のうち関
係部分、第82号議案及び報告第16号は、原案の
とおり、それぞれ可決・承認することにご異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、各議案は、原案のとおり、それぞれ

可決・承認すべきものと決定されました。

次に、諮問第1号を議題といたします。
総務部長より、議案説明をお願いいたします。

【平田総務部長】 諮問第1号について、ご説明
をいたします。

総務委員会関係議案説明資料 総務部の追加

2をお開き願います。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

諮問第1号「退職手当支給制限処分に係る審査
請求に関する諮問について」であります。

この議案は、長崎県知事が行った退職手当支

給制限処分について、行政不服審査法第2条及
び第4条第1号の規定に基づき、長崎県知事に審
査請求があったことから、地方自治法第206条
第2項の規定により、諮問するものであります。
なお、この件につきましては、人事課長から
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補足説明をさせていただきたいと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。

【中島(浩)委員長】 次に、人事課長より補足説
明をお願いいたします。

【大安人事課長】お手元にあります「総務委員

会説明資料〔退職手当支給制限処分に係る審査

請求に関する諮問について〕」の横長資料と、

左上に「資料1」と記載をいたしております「諮
問第1号関係資料」の2つの資料をお配りさせて
いただいております。これらの資料に基づきま

して、制度の概要及び審査請求の内容等につい

て、補足してご説明をいたします。

まず、横長のほうの「総務委員会説明資料」

の1ページをお開きください。ここには、この
制度の概要について記載をしております。

まず、1．要旨についてですが、長崎県知事
が懲戒免職により退職した元職員に対し行った

退職手当の一部を支給しないこととする処分に

ついて、行政不服審査法の規定に基づく審査請

求がありましたので、地方自治法の規定に基づ

き、今回、議会へ諮問をするものであります。

2．議会への諮問についてですが、地方自治
法の規定により、審査請求があったときは、議

会へ諮問してこれを決定しなければならない。

また、議会は諮問のあった日から20日以内に意
見を述べなければならないとされております。

次に、3．諮問事案についてですが、審査請
求人については記載のとおりでございます。ま

た、審査請求の趣旨については、審査請求人に

対し行った退職手当の一部を支給しないことと

する処分の取り消しを求めるものであります。

2ページをお開きください。
ここには、懲戒免職者や失職者に対し、退職

手当の支給を制限する処分を行うに当たっての

条例等の根拠規定を記載しております。

表の左側には、退職手当に関する条例第12条
第1項を要約して記載しております。
これは、懲戒免職処分等になった職員に対し

て退職手当管理機関、今回の案件では、長崎県

知事が処分するに当たって、①から⑦に掲げて

いる事項を勘案して、退職手当の全部、または

一部を支給しないこととする処分を行うことが

できるという規定になっております。

表の右側には、職員の退職手当に関する条例

の運用について第12条関係を記載しておりま
すが、これは、条例を運用するに当たっての人

事委員会委員長通知であり、国の運用方針に準

じた内容のものとなっております。

この第1項においては、非違の発生を抑止す
るという制度目的に考慮し、一般の退職手当等

の全部を支給しないとすることを原則とすると

規定がされております。

次に、第2項において、一部を支給しないこ
ととする処分にとどめることを検討する場合に

は、「当該退職をした者が行った非違の内容及

び程度」が、①停職以下の処分にとどめる余地

がある場合に、特に厳しい措置として懲戒免職

等処分とされた場合など、ここに列挙しており

ます①から④に該当する場合に限定すると規定

されているものであります。

処分庁は、これらの規定に基づき、懲戒免職

や失職となった者に対する退職手当の全部、ま

たは一部を支給しないこととする処分を行うと

いうことが、制度上の基本的な考え方でござい

ます。

3ページをご覧ください。
こちらには、審査請求から裁決までの流れと、

その根拠法令を記載しております。

審査請求を受理した知事は、議会からのご意

見をいただき、そのご意見を踏まえた上で、審
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査請求人に対して裁決を行うこととなります。

なお、知事の裁決内容に対し、さらに不服が

ある場合は、請求人は処分庁を被告に、処分の

取り消しを求める訴訟を起こすことが可能であ

ります。

以上が、制度の概要の説明となります。

引き続き、個別の事案の概要についてご説明

をさせていただきます。

左上に、「資料1」と記載しております諮問
第1号関係資料のほうの1ページをお開きくだ
さい。

「1 審査請求人」、「2 事案の概要」、「3 審
査請求書について」は、記載のとおりでござい

ます。

「4 請求人の主な主張」についてでございま
す。

請求人は、県知事が行った退職手当支給制限

処分は、社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権

の範囲を逸脱したものと認められ、違法である

ことから、処分の取り消しを求めております。

その主な理由としまして、審査請求人が走行

した庁舎内の駐車場及び通路部分が道路に該当

しなかったため、審査請求人は不起訴となった

ものであり、本件非違行為は、酒気帯び運転等

の構成要件に該当しないこと。

また、本件のような自損事故については、国

家公務員の懲戒処分の指針を参照すると、停職

が原則的な扱いと解され、運用通知によっても

退職手当の一部を支給しないとする処分にとど

めるべきであったこと。

また、飲酒運転は、計画的なものでなく、出

口のチェーンを切断した以上に人的・物的損害

はないこと。請求人は主任主事にとどまり、職

責も重いものでないこと。また、処分庁におけ

る飲酒運転防止の注意喚起が徹底されていたか

明らかでないことなどの事情を考慮しておらず、

停職が相当であったということを主張しており

ます。

これに対して、「5 処分庁の主な弁明」につ
きましては、1ページから2ページにかけて記載
しておりますが、まず、審査請求人の行為は、

道路交通法65条の第1項に該当し、走行した場
所は、管理者長崎県知事が一般交通の用に供す

るために公道に接して設置しているもので、道

路に該当するということ。

それから、審査請求人の呼気検査の測定値は

1リットル当たり0.55ミリグラムで、アルコール
濃度が非常に高く、審査請求人は自宅までの約

11.7キロを著しく酩酊した状態で走行しようと
したものであり、仮に転倒して走行を中止しな

かった場合、どこかの時点で第三者を巻き込む

事故を発生したものと推測されること。

また、長崎県は、職員に対し、道路交通法上

の飲酒運転を禁じているわけではなく、飲酒後

に運転すること自体を絶対的に禁止しており、

不起訴の理由も不明であり、不起訴が処分量定

に影響を与えるものではないこと。

当該非違行為の内容や、国家公務員の懲戒処

分の指針、過去の処分事例等、総合的に考慮し

て懲戒免職としたものであり、運用通知の「停

職以下の処分にとどめる余地がある場合に、特

に厳しい措置として懲戒免職処分とされた場

合」に該当しないことなどを主張しております。

以上の主張を踏まえた上で、「6 審理員の主
な意見」を2ページから3ページにかけて記載を
しております。

この審理員でございますが、審理員とは、行

政不服審査法に基づきまして、審査庁が、この

処分に関与していないなどの要件を満たす者か

ら指名した者で、審理員は、審査請求人と処分
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庁の双方の主張を十分聞いた上で、審査庁がす

べき裁決に関する意見書を審査庁へ提出をして

おります。

お示しさせていただいておりますように、本

件につきましては、審理員の意見書では、本件

審査請求には理由がないから、行政不服審査法

45条2項の規定により、棄却されるべきである
との意見でございます。

その主な理由といたしまして、旧県庁舎敷地

内の通路は、平日の深夜の時間帯でも相当多数

の人数が通行しており、道路交通の規制を及ぼ

すべき必要性が認められると解され、道路に当

たるということ。

審査請求人のアルコール濃度は、基準値の3
倍以上の値であったこと、本人も、本件事故当

時「酒に酔った」状態であったことを認めてい

るなどの事情からすれば、本件は、道路交通法

117条の2第1号の「酒に酔った状態」であった
ものということができること。

結果として、旧庁舎の敷地内を運転したこと

に過ぎないことや、請求人が、当時、主任主事

であって、特に高度の倫理性が求められる役職

ではないことなど、同人の酌むべき事情を総合

考慮したとしても、特に情状酌量の余地があり、

停職処分にとどめる余地がある場合に該当する

とは、直ちに認めることができないこと。

本件非違行為は、長崎県の飲酒運転撲滅に向

けたさまざまな施策を、安易にないがしろにし

たと言わざるを得ないものであるから、審査請

求人が18年余りにわたって、特に問題なく勤務
してきたことなどをあわせ勘案しても、審査請

求人の過去の勤続と功労の成果をも否定せざる

を得ず、本処分が裁量権の範囲を逸脱し、これ

を乱用したとは認められないことなどでござい

ます。

以上の請求人の主張や知事の弁明、審理員の

意見の詳細につきましては、4ページ以降に記
載をしております。

これをもちまして、退職手当支給制限処分に

係る制度の概要及び審査請求の内容等について

の説明を終わります。

よろしくご審議のほど賜りますよう、お願い

いたします。

【中島(浩)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、これより諮問第1号に対する質疑を行い
ます。

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 質疑がないようですので、

質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 討論はないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

しばらく休憩いたします。

― 午前１０時４９分 休憩 ―

― 午前１０時４９分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

諮問第1号に対する質疑・討論を終了いたし
ましたので、採決を行います。

諮問第1号は、棄却すべきとすることにご異
議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、諮問第1号は、棄却すべきとするこ

とと決定されました。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」及び「政府施策
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要望に関する提案・要望の実施結果」について

説明を求めます。

【近藤危機管理課長】 まず、「政策等決定過程

の透明性等の確保」などにつきまして、危機管

理監関係の平成31年2月から令和元年5月まで
の実績に関する資料について、ご説明いたしま

す。

提出資料の1ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約案件につきましては、資

料1ページから2ページに記載のとおり、平成31
年度長崎県防災行政無線施設保守業務委託及び

長崎県防災ヘリコプター運航管理業務委託の2
件となっております。

このほか、県が箇所づけを行って実施する個

別事業の補助金について及び決議意見書に対す

る処理状況について、知事及び部局長等に対す

る陳情・要望のうち、県議会議長宛てにも同様

の要望が行われたものについて、並びに附属機

関等の会議結果報告については、いずれも該当

ございません。

続きまして、「令和2年度政府施策に関する
提案・要望について」、危機管理監関係の要望

結果をご説明いたします。

1枚ものの政府施策に関する提案・要望の資
料をご覧ください。

危機管理監関係におきましては、佐世保港に

おけるすみ分けの早期実現等について、自衛隊

による県内離島からの急患搬送体制の維持確保

について、雲仙復興事務所による砂防施設の防

災・減災機能の継続及び九州大学地震火山観測

研究センターの充実強化についての重点項目に

ついて要望を実施いたしました。

実績といたしましては、防衛省、外務省、文

部科学省など5省において、防衛省整備計画局
鈴木局長ほか47名に対し、副知事、副議長、危

機管理監により要望を行いました。

このうち、佐世保港におけるすみ分けの早期

実現等については、前畑弾薬庫の早期移転・返

還が、佐世保港の有効活用を図る観点から非常

に重要であることから、防衛省地方協力局長に

対し要望を行い、防衛省としても十分に認識し

ており、米側との協議を加速させていくとのご

意見をいただきました。

また、「自衛隊による県内離島からの急患搬

送体制の維持・確保について」は、県内離島住

民の生命にかかわる重要な問題であることから、

防衛省統合幕僚副長及び陸海空の幕僚監部、さ

らには整備計画局長、地方協力局長に対して強

く要望を行い、防衛省としても、離島住民の生

命にかかわることであり、陸海空自衛隊の統合

運用により急患搬送を維持していくとのご意見

をいただきました。

要望結果は、以上でありますが、今後とも、

本要望の実現に向け、引き続き取組を行ってま

いります。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

【荒田総務文書課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出して

おります総務部関係の資料について、ご説明を

いたします。

1ページをお開きください。
県が箇所づけを行って実施する個別事業に関

し、市町並びに直接・間接の補助事業者に対し

内示を行った補助金について、平成31年2月か
ら令和元年5月までの実績は、情報通信格差是
正事業費補助金の1件となっております。
次に、2ページをお開きください。1,000万円
以上の契約状況一覧でございます。

平成31年2月から令和元年5月までの実績は、
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計13件であり、2ページから4ページに、各契約
の内容を一覧でお示ししております。

その内容といたしましては、2ページの4番に
記載しておりますけれども、令和元年度及び2
年度の2年間における職員研修の計画・運営等
を行う長崎県職員研修業務委託が1件、3ページ
の8番をご覧ください。消費税率10％引き上げ
の際に、自動車取得税を廃止し、そのかわりと

して、燃費に応じて課税される新税が導入され

ることに伴い、当県の県税システムの改修を行

う県税総合システム自動車税種別割・環境性能

割対応改修業務委託が1件などとなっておりま
す。

また、5ページから9ページにつきましては、
入札結果一覧表を添付いたしております。

次に、10ページをご覧ください。
最後に、附属機関等会議結果報告でございま

すが、平成31年2月から令和元年5月までの実績
は、長崎県公益認定等審議会が1件、長崎県行
政不服審査会が2件、長崎県個人情報保護審査
会が3件、長崎県情報公開審査会が3件、長崎県
出資団体点検評価委員会が1件、長崎県コンプ
ライアンス委員会の計11件となっております。
それぞれの会議の結果につきましては、11ペ

ージから21ページにお示しをしております。
以上で、資料の説明を終わらせていただきま

す。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

続きまして、１枚ものをご覧ください。

去る6月12日及び13日に実施いたしました
「令和2年度政府施策に関する提案・要望につ
いて」、総務部関係の要望結果をご説明いたし

ます。

総務部関係におきましては、地方創生に必要

な施策を講じるための財源措置の充実について、

地方一般財源総額の確保についての2つの重点
項目について、要望を実施いたしました。

要望実績といたしましては、要望先が、総務

省の古賀総務大臣政務官ほか2名に対し、知事、
議長、総務部長により要望を行いました。

地方創生に必要な施策を講じるための財源措

置の充実については、法人課税の偏在是正措置

により生じる財源について、地方が、その効果

を実感できるような交付税の算定を強く要望い

たしました。これに対し、地方のためにどう活

用していくのか、知恵を出し合いながら実行し

ていきたいとの意見をいただきました。

地方一般財源総額の確保については、地方の

安定的な財政運営に必要な地方一般財源の確保

について、引き続き取り組んでいきたいとのご

意見をいただきました。

このほか、一般項目「高度情報化施策の推進

について」の項目について要望を実施し、総務

省3名に対し、総務部長、情報政策課長により
要望を行いました。

以上が、総務部関係の要望結果でありますが、

今回の政府施策に関する提案・要望の実現に向

け、引き続き、取組を行ってまいります。

以上で、報告を終わります。

よろしくお願いいたします。

【中島(浩)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、まず、陳情審査を行います。

配付しております陳情書一覧表のとおり、陳

情書の送付を受けておりますので、ご覧願いま

す。

陳情書について、何か質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま
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す。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

うことといたします。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 質問がないようですので、

次に、「政府施策要望に関する提案・要望の実

施結果」について、質問はございませんか。

【小林委員】危機管理監のご説明で、自衛隊に

よる県内離島からの急患搬送体制の維持確保に

ついてということで、この件については、危機

管理監の皆様方に大変ご心配をいただいている

ところでございます。自衛隊の皆様方とよく連

携をとりながら、今後の搬送体制をどうやって

維持していくかと。何せ、離島におけるところ

の島民の生命に大きな影響を与えるということ

の中で、過去においても5,000回を超えるぐらい
の実績を重ねているところでございます。

そうしますと、今、2機ないし3機ぐらいで搬
送体制を維持しているわけでありますけれども、

当面、目の前ではもう1機がこうやって老朽化
して、なかなか見通しが立たないというような

ことで、それにかわるべき新たな体制をつくっ

ていかなければいけないと、こういうことでは

なかったかと思います。

それで、防衛省に働きかけをいただきまして、

先ほどの特記事項の説明の中で、いわゆる離島

住民の生命にかかわることであり、防衛省とし

ては、陸海空自衛隊の統合運用により、急患搬

送体制を維持していくというようなことのご意

見を賜ったというところでございますが、陸海

空自衛隊の統合運用というのは、現在と変わら

ないのか、それともどのように現状から変わっ

ていくのかとか、こういうところについてお尋

ねをしたいと思います。

【近藤危機管理課長】陸海空の統合運用に関し

てでございます。

現在は、大村にございます海上自衛隊第22航
空群に急患搬送の要請を行って、直ちにその任

務を受けていただいているところでございます。

しかし、万が一、大村にある第22航空群のヘリ
が飛べない状態にある場合、陸上自衛隊、航空

自衛隊のほうにその代替をお願いするというこ

とでございます。

同じようなヘリがある場所というのが、陸上

自衛隊でありますと、佐賀県吉野ヶ里にある目

達原の駐屯地、そして航空自衛隊では、福岡県

芦屋にある芦屋救難隊にお願いをするというよ

うな形になりまして、大村からは場所が非常に

遠うございます。そこでいかに離島の住民の方

の急患の任をなすためにはどのような体制が一

番いいのかというようなところも含めて、今、

医療機関、そして消防も含めて協議を行ってい

るところでございます。

【小林委員】 今までは第22航空群に知事が要
請をすると、直ちに離島に向かうと。何といっ

ても、長崎県にもそういうヘリがあるけれども、

夜間には飛べないと。こういうところの中で、

今はとにかく深夜とか、こういう雨の中とか、

風の中とか、ある程度こういう天候に左右され

るところは、第22航空群のヘリが急搬送に相当
の役割を果たしていただいたわけです。

今、ご答弁を聞きますと、陸海空自衛隊の統

合運用ということについては、非常にありがた

い言葉ではあるけれども、現実に、現在と内容

は相当後退をしていくのではないかと、そのよ

うな受け止め方をいたすわけですね。何といっ

ても救急搬送ですから、いわゆる一時を争うと。



令和元年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（７月３日）

- 176 -

要するに時間の問題というようなことでござい

ますので、例えば陸上でありますと、佐賀県の

目達原からとか、あるいは航空自衛隊は、まし

てや北九州のほうから飛ぶと。そうすると、時

間的にも、また体制的に、例えば当直をして、

いざという時に備えた状態の中で、今は第22航
空群のほうはやっていただいているわけです。

じゃ、この目達原とか、芦屋の航空自衛隊の

皆様方が、今までやっておった第22航空群と同
じ体制の中で、もしそうした救急搬送をしなけ

ればならない事態になった時に、知事の要請で、

この芦屋とか、あるいは陸上自衛隊の目達原に

連絡をした時に、飛んで到着するまで一体どの

くらいの時間差があるんだろうかと。

だから、今言うように、深夜とか、そういう

体制がずっとできるのかどうかと、こんなよう

なことをちょっと懸念するわけでございますけ

れども、その点についてはおわかりになります

か。

【近藤危機管理課長】今、委員ご指摘がありま

したところが、私どもも一番懸念をしていると

ころでございまして、実際どれくらい時間がか

かるのか、どれくらいその差が出てくるのかと

いうようなところを、今、協議を行っていると

ころでございます。

一つネックになりますのが、患者さんと一緒

にお医者さんを乗せて運ばないといけないこと

も必要になりますので、どこでお医者さんを乗

せるのか。今までは第22航空群にお願いしてい
ますのは、大村で飛び立ちますので、大村の医

療センターからすぐお医者さんを乗せて、そし

て離島に飛んで、患者さんを一緒に乗せて帰っ

てくるというようなやり方なんですけれども、

違うところからだと、お医者さんをどこで乗せ

るのかというようなところもございます。そこ

で時間差があってもいけませんので、そういっ

たところを含めて、どの方法が最も効率的にや

れるのか、正確にやれるのかというようなもの

を含めて協議を行っているところでございます。

【小林委員】陸海空の、おっしゃるような自衛

隊の統合運用という、表現は非常にありがたい

言葉なんです。だけど、今、危機管理課長がご

指摘されるような、ドクターの同乗という基本

的な問題もあるわけですね。本当に現状につい

ては、医療センターのドクターが直ちに駆けつ

けて、そして同乗していただくという、大変あ

りがたい体制になっているわけです。

それで、今、大村の第22航空群のいわゆる緊
急搬送に使用されるところのヘリは、大体3機
あったんじゃないかと、こういうふうに受け止

めておりました。3機の中の1機が、今、そうい
うようなことで、ちょっと限界にきていると。

そういうことで、これからは使用が難しいと。

だとすれば、あと残りだと、2機あると。し
かし、この2機についても、これもかなり老朽
化しているというような受け止め方で聞き及ん

でいるところでございます。これについても、

言葉の表現はよくないかもしれないけれども、

いつまでもつのかと。賞味期限も大分近間って

きているような話を聞いているわけですね。

そうすると、先ほどから言っているような

5,000回を超えて、相当な島民の皆様方の命を救
っているという現実を考えた時に、この体制が

後退するというようなことになってまいります

と、これは本県にとりましても、しかも、日本

全国で一番離島の多い県といたしましては、こ

この防衛省の局長のご発言についても、大変あ

りがたいけれども、現実には厳しい内容ではな

いかと。ゼロ回答ではないものの、今言うよう

な課題がまだ山積していると。とりあえず、残
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り2機で何とか回すというようなこともあるか
もしれないけれども、さっき言ったように、も

う長くもてるような機体でもないと。ここはも

う抜本的に、やっぱり人の命に関わることであ

りまして、離島におるからといって、そういう

悲哀を味わうようなことが絶対あってはならな

い。

こういうことになってまいりますと、改めて

ここのところは、やっぱり国会議員の皆様方に

きちんと話をしていただき、また、防衛省のほ

うにも、知事並びに我々県議会も理事者の皆さ

ん方も関係者も一緒になって、さらなる危機感

をしっかり、現状を訴えていかなくちゃいかん

じゃないかと、こういうように思っております。

ここはなかなか大変でございますが、私ども

としても、地元であると同時に、ここまで島民

の皆様方に、そういう命を救ってきたという実

績を考えてまいりますと、この体制を絶対に後

退させるわけにはいかない。だから、今後とも

全力を挙げて現状を後退させないような体制を

強くお願いをしていかなければいかんじゃない

かと思います。

これについても、引き続きこの体制をしっか

り、こういう陸海空の自衛隊の統合運用は、現

実的にどこまで現実に近間っていくのかとか、

やはりこれは無理なのかとか、もう少しこれか

ら詰めていかなければいかんと思いますので、

私どもも、松本委員もいらっしゃいますけれど

も、地元の議員としても、また皆様方と一緒に

なって訴えていきたいと思っておりますので、

今後とも、この点につきましてはよろしくお願

いをしたいと思います。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ございませんか。

【川崎委員】行財政改革について、お尋ねをい

たします。

新公会計制度が導入をされ、固定資産台帳も

県も準備をされ、その報告はいただいておりま

す。活用状況があまり見られないというのが事

実でございまして、財政課長に、この新公会計

制度の導入の目的について、まず確認をしたい

と思います。

【早稲田財政課長】新公会計制度の導入目的で

ございますけれども、今まで現金収支による現

金主義会計の予算・決算制度というものがござ

いましたけれども、これを補完するものとして、

現金主義の会計では見えにくいコスト、ストッ

クを把握することで、財務情報のわかりやすい

開示を進めまして、また、財政の透明性、見え

る化が図られる点にございます。

例えば資産、負債のストック情報の把握、ま

た、見えにくいコストとして、資産の減価償却

費等の把握のほか、固定資産台帳の整備を前提

とした財務書類の作成にかかる統一的な基準を

国が今回用いていますので、個別施設の耐用年

数や取得価格等の資産情報も整備が進むという

ことで、その目的のもとに整備を進めていると

ころでございます。

【川崎委員】改めて説明をいただきました。私

もこの見える化ということについては、随分、

固定資産台帳も、これまでは1件だけが額もあ
り、それから減価償却が見えてくるわけですけ

れど、冒頭申し上げましたように、じゃ、この

見える化をやったけど、これをどう活用してい

くかというのはなかなか見えないですね。そっ

ちのほうが見えない。活用について、どのよう

に県として取り組んでいかれるのか、お尋ねい
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たします。

【早稲田財政課長】全国的に同じような基準で

作成されました公会計制度の財務書類の整備と

いうものが進んでまいりますので、例えば財政

力が同等程度の類似団体との比較、それから、

経年で、どのように資産等の状況になっている

かなどの比較がわかりやすく把握できるように

なるものと思っております。

これによりまして、本県の資産の形成、それ

から負債に関する資料等を客観的に見ることが

でき、財政の状況や資産の形成度などの分析な

どに生かすことができると考えております。

また、現在、国においても、委員ご指摘のと

おり、この活用について、有識者から構成され

ます「地方公会計の推進に関する研究会」とい

うものを設けておりまして、固定資産台帳等の

活用に関する検討などが行われております。こ

うした動向も踏まえながら、今後、財政運営に

活用してまいりたいと考えております。

【川崎委員】同じような体力のある自治体との

比較ということができるという話もありました

が、ぜひそういったところを早く議会に示して

いただきたい。研究会でも検討されているよう

ですが、せっかく導入したにもかかわらず、大

事な資料が生かされてないということは、大変

もったいない気がいたしまして、ぜひ早期に見

える化、これが財政の健全につながっていくよ

うな活用をお願いしたいと思います。

次に、本土の振興局の再編についてお尋ねい

たします。

再編計画の検討状況はどうなっておりますで

しょうか。

【大瀬良新行政推進室長】ただいま川崎委員の

ほうから、行革推進プランにも書かせていただ

いておりますが、本土振興局の再編計画につい

ての検討状況等はいかがかというご質問でござ

います。

これにつきましては、本土の振興局の再編に

つきまして、平成20年3月に基本方針というも
のを出しまして、今の当面の再編ということで

進めてまいったところでございますが、当面の

再編の形で今の振興局体制にあります。

その上で、今回、この行革推進プランの中で、

5年間の中でやっていくということで検討等を
進めているところでございますが、まずもって、

今の検討状況につきましては、地方機関の再編、

特に県南地域の再編につきましては途中段階で

ありまして、今後の県行政のあり方、庁舎の確

保が課題となっていましたので、現在、庁内の

プロジェクトチームを活用しながら検討を進め

ているところでございます。

具体的には、県行政のあり方、それから、庁

舎の確保に向けた、どういった形がよろしいの

かといったことを進めさせていただいておりま

す。

【川崎委員】再編の資料をいただいて確認をい

たしました。ここに記してあるように、平成20
年3月に策定をした基本方針に基づいて、当面
の再編として、平成21年4月に実施され、以来
10年間、協議はされているんでしょうけど、具
体的な再編は進んでないと。進捗状況と、報告

をいただいていますけれども、「順調」となっ

ていますね。10年間何も動かないのが順調かと。
順調とは言えない。全くやってないということ

でしょう。

ということから、これはゴールを、もう方針

を出しているわけですから、具体的に進めてい

くことが必要かと思っていて、仕事のあり方と

して、当面の再編の、「当面」という言葉が、

間違いなく邪魔をしているんですよ。なんでも
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仕事はそうですけど、ゴールというか、スケジ

ュールがあって、そこを目指してみんな頑張っ

ていくわけで、「当面」という言葉があって、

これが、当面は10年ですか、20年ですか、1カ
月ですか、いろいろ人によって考え方があるわ

けで、そう考えると、いつまでにこうやるとい

うことのゴールを明確にして議論をして、再編

を進めていく、これは大事なことだと思うんで

すよね。

ぜひそういった厳しい目線で、まさに行革の

推進の旗振り役でありますから、仕事のあり方

として考えていただきたい。ご所見をお願いし

ます。

【大瀬良新行政推進室長】今、川崎委員のほう

から、10年間、遅いんじゃないかと、それから、
行革プランの今回の進捗状況につきまして、順

調というのもいかがなものか、それから、そも

そも旗振り役の新行政推進室長として、やっぱ

り期限を決めることでしっかり取り組んでいく

必要があるんじゃないかというご質問がござい

ました。

まず、この10年間ということでございますけ
れども、当面の再編というのは平成21年4月か
らさせていただいたところでございます。やは

り当面の再編でも、振興局体制というのを変え

てまいりましたので、最初の、初期の5年程度
というのは、地域に対しての問題等も含めまし

て、組織体制が大きく変わったため、検証を行

いながら新しい体制等の定着というのを進めて

まいったということでございます。その上です

ぐにというのもなかなか難しい状況がございま

したので、今に至っているところでございます。

ただ、今度の振興局の再編と申しますのは、

県南地域、特に長崎振興局、県央振興局、それ

から島原振興局、この管轄の広いエリアという

ことになりますので、県民サービスへの影響と

いうのも考慮しつつ、慎重に検討してきた経過

もあります。

さらに、庁舎の確保というものも非常に重要

でございます。さらに、財政状況等出てくると

いうことでございますので、こういったあり方

について検討を進めてきたということでござい

ます。

それから、2点目の順調であるというのがい
かがなものかというご指摘でございます。我々

としましても、鋭意検討を進めているところで

ございますが、少なくともこの行革推進プラン

につきましては、来年度までの計画期間でござ

います。その中で我々としまして、本土振興局

のあるべき組織体制の検討、庁舎の検討を実施

し、基本方針における最終の実現を目指すとい

うことでやってきていますので、鋭意検討を進

め、具体的な成果というのを皆様にお示しでき

ていくように、さらに取組を進めてまいりたい

と思います。

いずれにしましても、新行政推進室長として、

しっかりした取組というのは進めていかないと

いけないと思っておりますので、今後もますま

す自覚を持ってしっかり取り組んでまいりたい

と思います。

【川崎委員】 5年間のプランだから、5年以内
にいろんなもののめどをつけていくということ

だったと思いますが、申し上げたいのは、再編

計画が10年前に策定をされて、ゴールはある程
度県として決めているにもかかわらず、10年間
何も動いてなかったという指摘で、これをいつ

までに再編を終えるんですかと、そのおしりを

決めてくださいという話をしているわけで、5
年の間でスケジュールを決めますとかというの

は、そんな話はないと思いますよ。もう少しシ
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ビアに、行革のあるべき姿として、何度も言い

ますけど、ゴールがない仕事なんてないわけで、

厳格に取り組んでいっていただきたいと思いま

す。

再編をして、3つを1つにするということが県
南地域における再編ということで方針がなって

いる。そうすると、3つあるのを1つにしますか
ら、2つは、やはりあくわけで、先ほども議論
がありました、県有財産の活用ということに当

然出てくるわけですから、これを生かしていく

ということも、その先にどうあるかということ

も考えて再編計画を迅速に進めていただきたい

と要望します。

次に、公文書管理についてお尋ねをいたしま

す。

昨年、一般質問で管理のあり方について質問

させていただきました。知事は、「県政を適正

かつ効率的に運用する上で、極めて重要なもの

である。公文書は県の諸活動や歴史的事実の記

録でもあり、現在や将来の県民に対して説明責

任を果たすために必要な県民の貴重な知的資源

でもある」というお話でございました。

私はこの折に、管理のあり方として、今、公

文書は規程がありますけど、規程についても、

規程ですから、議会に諮られることもなく、議

論になることもなく、いわば皆様方の裁量でも

っていかようにもなるということなんですが、

ぜひ、こういったことがあるので、条例を制定

して、大切なものについてしっかりと議会で議

論し、県民に示すという必要性を私は主張させ

ていただいたところでございました。こういっ

た方向性も出て、県としても検討いただきたい

というふうに思っております。

いま一度、公文書の管理のあり方についてお

尋ねをいたしますけれども、まず、ストレート

に、条例を制定して、いろんなものについて議

会で議論をしていく、そういったテーブルに上

げていただきたいと考えますが、見解を求めま

す。

【荒田総務文書課長】本県におきましては、公

文書の管理につきましては、長崎県文書取扱規

程等に基づき、適正かつ効率的な管理に努めて

いるところでございます。

近年では、さらなる電子化の推進による行政

コストの削減及び業務の効率化や働き方改革の

推進、行政が保有する情報の積極的な公開など、

行政を取り巻く環境変化に対応した公文書管理

へと見直しを図っていく必要性が高まっており

ます。

このため、今後の公文書管理の目指す方向性

を明らかにするため、現在、長崎県公文書管理

基本方針の策定に取り組んでいるところでござ

います。

この基本方針では、文書管理体制の強化、電

子文書の管理に関するルールの策定、公文書コ

ーナーの開設に向けた運営体制の構築のための

方針などを策定することとしております。

現時点では、条例の制定までは考えておりま

せんが、この基本方針を策定した後、具体的な

取組を進めていく中で、どのような形式の定め

方がふさわしいのかを検討してまいるつもりで

ございます。

【川崎委員】厳格に方針を決めて進めていくと

いうお話でございました。ごくごく当たり前で、

それは大事なことだというふうに思います。国

における公文書のあり方、さまざまな問題に端

を発して、地方自治体でも厳格に取り組んでい

くと、そういった動きがかなり進んできている

と思います。

私は、先般、長野県を視察してまいりまして、
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公文書の条例制定に向けて、まさに知事が選挙

で公約に掲げて、それを、当選したのですぐや

るといって、今取り組んでおられて、もう間も

なく制定というふうに聞いております。

本当に誰も職員の皆様が云々ということを疑

ってはいないんですが、やはり厳格にやるべき

ということを、やはりトップがそう思って取り

組まれていると。自分たちも本当に襟を正して、

厳しい環境の中で厳格に処理しなきゃいけない

と、そういった意識を持って条例を制定してい

くんだと、そういうふうに長野県の方はおっし

ゃっておられました。

取り組むことによって、いろいろ体制が大変

だというふうには思いますけれども、法律にし

ろ、条例にしろ、やはり問題を起こさないため

に制定するものであって、やっているから必要

ないんですよじゃなくて、何かあったらいけな

いので法律とかいろんな規律が全部あるわけで、

そういったところを今、私は求めているわけで

ございます。

よって、そういった法や条例の考え方に立っ

て、この公文書のあり方についても、ぜひ条例

化を進めていくべきだと思いますので、今後ま

た議論を深めていければというふうに思います。

次の質問をさせていただきますが、障害者雇

用について、先ほども書類で説明いただきまし

たが、誤った算入ということで問題があって、

この改善に向けて県も取り組んでおられました

が、どういう改善を行っておられたのか、お尋

ねいたします。

【大安人事課長】 障害者雇用率につきまして、

昨年、不適切な取り扱いの算定誤りということ

の中で、知事部局におきましては、昨年の雇用

率が1.85％ということで、法定の雇用率2.5％を
大きく下回った状況でございました。

これを踏まえまして、今年度の障害者採用の

拡大とともに、障害のある方にとって働きやす

い職場にしていくための環境整備を進めてきた

ところでございます。

具体的には、まず、障害者採用の受験資格に

つきまして、これまで身体障害者に限っており

ましたけれども、新たに知的障害者や精神障害

者も対象とすること、そういったことなどの見

直しを行いながら採用試験を行いまして、今年

度新たに正規職員10名と非常勤職員21名の採
用を行ったところでございます。

こちらの中には、庁内各課から集約した業務

を行うワークサポートオフィス、部長のほうか

ら説明をさせていただきましたけれども、こち

らに従事する知的障害者の方も含まれていると

ころでございます。

また、環境づくりの一つとして、障害のある

職員などからの専用相談窓口を設置するなど、

そういった形で働きやすい環境整備も進めてい

るところでございます。

【川崎委員】採用も進んだということは説明に

ありました。先ほど、きちんと精査をしたら

1.85％、法定雇用率が2.5％でございますが、こ
れはクリアをしたんでしょうか。

【大安人事課長】今年度の障害者雇用率につき

ましては、現在、算定をしているところでござ

います。こちらの規定が、6月1日現在の状況の
中で障害者雇用率がどうなるかというふうなこ

とでございまして、職員への調査等を行いなが

ら、今算定を行っているところでございまして、

今月の中旬には算定作業が完了する見込みでご

ざいます。

【川崎委員】それは、ぜひまた公表していただ

いて、クリアしていることを望みますけれども、

速やかに皆さんの要望にお応えいただきたいと
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思います。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【松本委員】長崎県行財政改革推進プラン、横

長資料の概要の説明をいただきました。こちら

について質問させていただきます。

この行財政改革推進プランは、平成28年度か
ら令和2年度までの5年間の計画でございまし
て、現状の進捗状況を説明いただきました。そ

の中で、まず5ページです。民間企業と連携し
たプロジェクトの構築ということで、国境離島

新法の関係で、新規にしまの産品を取り扱う飲

食店の取扱店を増やすということで、目標取り

扱い店500店舗、これは平成30年で434店舗いっ
ているんですが、売上高の目標が10億円に対し
て2億2,300万円ということで、22％ほどの達成
状況であります。

そもそも10億円で500店舗だったら、1店舗当
たり平均200万円の計算になりますが、これは1
店舗当たり51万円で、4分の1になっております
が、店舗がこれだけ増えているにもかかわらず

売上が上がらないというのは、取り組み方に何

か支障があったのか。

また、来年度に向けて売上を上げるための取

組についてどのように調整をしているのか、お

尋ねをいたします。

【大瀬良新行政推進室長】松本委員のほうから、

民間企業等と連携したプロジェクトの構築の促

進ということで、今ご質問がございましたけれ

ども、この取組の中身の部分につきまして、今、

しまの産品の話は出ましたけれども、企画振興

部のほうが所管しております。

私が聞いている範疇で、若干でございますけ

れどもお答えさせていただきます。やはりもと

もと10億円という大きな目標を掲げて取り組
んでいこうというふうにしてきたという時に、

先ほど松本委員のほうからもお話がありました

が、単純に言いますと、200万円程度をずっと
上げていかないと10億円というのは5年間で達
成していけないということになってまいります。

その際に、お聞きしている理由としまして、

一つ、規模の小さな事業者というのがやっぱり

多いものですから、ロット数、いわゆる商品等

の仕入れが結構大変であって、受注が難しいと

ころがあったというふうに聞いております。

そういう意味で、1店舗当たりの売上高とい
うのが目標に達してないということで、今、金

額ベースでは落ち込んでいるというふうにお聞

きはしております。

なお、先ほど松本委員からもお話がありまし

たが、取り扱い店舗数につきましては、ここで

数字の経過も見ていただいておりますが、ある

意味順調に取り組んでいます。そういうことで、

企画振興部としましても、いろんな関係団体を

含めまして、今、営業等を含めて一生懸命取り

組んでいるということでございます。

申しわけございません。私がお聞きしている

範囲では、以上でございます。

【松本委員】所管ではないので。ですけど取り

まとめて、また、来年までの計画でございます

ので、そこの部分でぜひですね。店舗が434店
舗もいっていることは、大変いい状況にあるか

ら、あとはロットや物品を増やしていくように

取り組んでいただきたいと思います。

それと、7ページのさらなる女性登用に向け
た人材育成ということで、総務部のほうで目標、

令和2年度で14％に対して、平成30年度8.5％と
いうことで、今、60％の進捗であるということ
でございます。

調べさせていただきましたが、女性職員の割

合というのは、県職員全体で22.7％というふう
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に伺っております。もともと5人に1人の割合で
少ない状況の中で、さらに、やはり結婚・出産・

子育てなど家庭との両立という背景もございま

す。

そういった中で、やはり管理職を希望しづら

いというか、しない方がいるという要因をどの

ように考えて、そのことに対して具体的にどの

ような対策をとっていらっしゃるのか、お尋ね

いたします。

【大安人事課長】女性職員の管理職の関係でご

ざいますけれども、こちらのほうにつきまして

は、平成27年当時5.0％ですけれども、現状、平
成30年4月では8.5％ということで、一定進んで
いるところでございますが、まだ目標値にはな

かなか遠いところにあるということでございま

す。

過去におきましては、育児休業等制度が整っ

てなかったということなどで、結婚や出産を機

に退職する女性職員が多かったということもあ

りまして、管理職員に登用が期待できる年齢層

の女性職員が少ない状況があるというのが、一

つございます。

また、人事配置においても、過去において、

庶務関係の配置といったところの中で多様な経

験がされてないなどというのもありますし、そ

ういった経験が少ないといった中で、いわゆる

管理職への意欲といったところがなかなか持ち

合わせられていない部分というのもあろうかと

思っております。

そういうふうな状況の中で、女性登用を一気

に進めるというのは難しい部分もありますけれ

ども、私としては、やはり環境づくりを進めな

がら管理職への登用を積極的に、例えば管理職

になる前の役職者、課長補佐であったりとか、

係長であったりとか、そういったところへの登

用も、今積極的に行っているところであります。

いわゆる仕事と家庭の両立の環境整備、そうい

ったところを含めながら、今後、女性が活躍し

ていくということの中で、管理職登用に向けた

取り組みを進めていきたいと思っております。

【松本委員】やはり管理職を希望したいという

ようなモチベーションや意欲を持っていただく

ような職場の体制づくりも大事だと思いますし、

その中で在宅で、残業しなくても家で仕事がで

きるようなタブレットを導入する方針も伺って

おります。

そういった感じで、やはりワークライフバラ

ンス、また、フレックス制度とかさまざまな制

度があります。民間に対しても、県としてはそ

れを推進している立場でありますから、まずは

県の職員からそういった女性の働く環境を整え

ていくということ、そして、今おっしゃたとお

り、係長や課長補佐など、そういった役職にも

積極的に手を挙げていただけるような体制とい

うものをしっかりつくって、令和2年度の14％
に近づけていけるように取り組んでいただくこ

とを要望して質問を終わります。

【浅田委員】今のに関連で、まずお伺いをした

いと思います。

管理職に占める女性職員の割合ということで、

私が議員になった12年前からすると、この総務
委員会に随分女性が増えたなというのが、ここ

数日のものすごい感想ではあるんですが、とは

言っても、やっぱり目標値が14％、現段階が
9.3％という状況で、まだまだ目標に達するには
さまざまなご努力が必要と。

そんな中で、過去に比べると、育児休業制度

なども随分整ってきたり、環境づくりなどの努

力もなさっているということですが、まず1点、
先ほどおっしゃった管理職の前の段階の女性の
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割合というのはどうなんでしょうか。男性に比

べてどれぐらいか、管理職前の時点ですね。先

ほど課長がお答えになった方の人数というのは

どのぐらいだと把握なさっているんでしょうか。

【大安人事課長】管理職前の役職の段階で、一

つ前になりますが、課長補佐クラスになります

と、女性の割合が全体で9.9％でございます。そ
の下の係長でございますが、係長におきまして

は、女性の割合が24.9％ということになってお
ります。

【浅田委員】過去に、女性同士なのでパワハラ

にはならないというような思いで、やっぱりな

ぜなかなか手を挙げたり、上に上がるための採

用というのか試験というのか、そういったもの

がなかなか受けづらいんですかねと。やっぱり

子育てをなさっている方々とか、非常に難しい

ものがあると。

そんな中で、男性の育休制度のあり方等々も、

前々から議論されていたところだと思うんです

が、女性の管理職を増やすという中で、育児制

度があったり、子育て環境制度があったりする

と思うんですけれども、女性をフォローアップ

するために、今県庁内で、育児休暇も含めて男

性の関わり方、あり方というのはどのように進

捗しているのか、進歩しているのかを教えてく

ださい。

【大安人事課長】委員ご指摘がありました男性

職員の育児休業なんですが、こちらにつきまし

ても、我々としましても、男性の育児休業取得

の促進をしているところでございます。

昨年度の実績で申しますと、男性の方で育児

休業を取得された方が7名ございまして、育児
休業の対象となる男性の職員数は91名ですの
で、全体で7.7％の取得でした。
実は、その前の年は1名という実績でござい

まして、取得促進の取組的には、出産を控える

男性職員に対しまして、所属のほうから、取得

してはどうかという声かけをしていただくであ

りますとか、あと、職員に配付する地方公務員

共済のパンフレットというのがあるんですが、

そういったものの中に、男性職員の育児休業取

得を促すような、アナウンスするようなことと

かをしながら、いわゆる男性の育児休業を促進、

そうした中で、男女ともに家庭と仕事の両立が

図れるような職場環境づくりというふうなこと

については、取り組みを進めているところです。

【浅田委員】男性自身も促すようにはしている

と。もちろん、県職員の方々ばかりで結婚なさ

っているわけではございませんので、いろんな

民間とかに、やっぱり広げていく意味において

も、県がどこよりもそこを率先していくという

ことは、非常に大切な部分であろうかと思いま

す。

実際、これだけ県民の生活を守るためにご努

力いただいているので、なかなか休みづらい

方々も多いということは認識をしておりますが、

おととしですかね、課長級の方が、たしか育児

休暇をとられたように私は記憶を、今は国のほ

うにお戻りになりましたけれども、具体的にお

っしゃっていただくと。そういう上の管理職の

方がとるというのも非常に勇気の要ることだと

思うんですけれども、やっぱりそれを示してあ

げることが、これから先、今から結婚をしよう

としている方たちにつながるのではないかと思

いますし、民間にも広がるのではないかと思っ

ています。

実際、やっぱり男性の社会の中で女性が働く

のは非常に大変だというのは、私自身も身をも

って、この場所で経験をさせていただいており

ますし、女性の管理職の方にも、先ほど伺った
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ように、やっぱり結婚なさってない方のほうが

手を挙げやすさがあるという現状も多々、多々、

皆さんのお声も聞いておりますので、いろんな

女性の声を聞いていただいて、県民も女性の数

が、長崎は非常に多うございます。そういう意

味でも、女性に対してのいろんな政策を、声を

上げられるような形で、これは人事課長だけで

はなくて、各部署の方、総務部長、全庁として

取り上げていただきますように、いま一度推進

をしていただきますよう要望をさせていただき

たいと思います。

それとあわせて、これも働き方改革の一つで

ありますが、先ほど3ページの中でもありまし
た、業務見直しの効率的な優良事例やＩＣＴの

活用事例の共有を行ったほか、ＲＰＡの実証実

験を行うなど、さらなる推進に取り組んでいる

ということでございます。

それとあわせて、行財政プランの中の8ペー
ジにもありますが、ＩＣＴの徹底的な活用が順

調というようにあるんですけれども、この順調

というのが、どうも端末の導入や活用の件数だ

けで終わっているような、具体的にどういった

ところを順調と言って、そこの費用対効果が上

がっているのかをもう少し詳しく教えていただ

けますでしょうか。

【山崎情報政策課長】 8ページをお開きいただ
きたいと思いますが、まず、ウェブ会議とか、

テレビ会議システムの導入によって利活用が増

えてきたこと。そして、モバイル端末では、実

際の貸し出し件数が、今まで年間を通じての貸

し出しが多かったんですが、短期の出張とかに

も使えるような、そういった貸し出し方をやっ

たものですから、それで貸し出し件数が増えた

こと。

そして、新技術の導入につきましては、ＲＰ

Ａの関係、あとＡＩの関係なんですが、昨年度

につきましては、実証実験ということで、長崎

県の庁内業務でＲＰＡを導入した際の効果とか

課題点を見極める、そういった意味合いで実証

実験を行いました。そこの中で3業務を実際に
やってみまして、あと、そこの中で、ＲＰＡで

すのでデータを電子化する必要がございますの

で、ＯＣＲのとか、そういった機能もあわせて

実証実験をいたしました。

そういった中で、どうしても文字を認識する

ような部分については、まだまだ検証、検討が

必要だというところはございましたけれども、

パソコンの機械の中でデータをやりとりして一

定の作業をさせる、そういったものについては

有効だと。そういった検証結果を得まして、今

年度はさらに試行に向けて動いていく予定にし

ておりますけれども、そういった全体計画の中

で一定の流れ的に順調に、計画どおりに進んで

いるなというところから、順調というような形

で整理をさせていただいております。

【浅田委員】ＲＰＡ導入、ＡＩ導入とかに関し

ては、国もすごく推進をしている流れの中で、

やっぱり目途というのがあると思うんですね。

他県や他市においては、もっともっと進んでい

るところもあるかのように聞いているんですが、

長崎の中での3つの業務というのが、ちょっと
まだわかりづらかったので、後ほどで結構です

ので、具体的などういったことをやって、どう

いう課題点があって、今後に向けてというとこ

ろをいま一度ご説明とともに、後ほどで構いま

せんので、資料提出をお願いできるものがあれ

ば、ぜひお伺いしたいと思います。

そして、ウェブ会議等々というのは、庁内の、

要は離島・半島とかとのウェブ会議で、例えば

それによって旅費とかも随分削減されていると
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か、具体的な効果としてというところをもう一

歩深く教えてください。

【山崎情報政策課長】まず、テレビ会議のほう

ですけれども、これは専用端末を本庁に3台プ
ラスしまして、合計で18台ございます。振興局
と保健所、そして本庁に5台ございます。
これを使いまして、今までは専用端末同士で

テレビ会議をやっておりましたけれども、新し

いシステムにおきましては、自席のパソコンか

らの参加が可能になりましたので、それでいく

と、県庁職員も自席のパソコンから、あわせて、

市町やでありますとか、民間企業などでありま

すとか、そういったところからの参加も可能に

なっております。

そういったことから、急な会議とか、あるい

は離島からとか、地方機関からの参加というの

が、短時間の会議に出席が難しいという時には、

こういったテレビ会議システムを使いまして参

加をするような形になります。

実績でまいりますと、昨年の5月から本格運
用開始をいたしましたけれども、昨年の5月か
ら今年の4月までの間でいきますと、開催件数
が565件、参加人数が約9,000人、そして、削減
時間と申しますのが、長崎～五島の場合は大体

4時間とか、そういった一定の想定時間を設定
させていただいておりますけれども、トータル

で、1万2,500時間の削減、それにあわせて出張
旅費で約4,000万円の削減効果を出しておりま
す。

テレビ会議システムはそういったものでござ

いまして、ウェブ会議というのは、県庁ＬＡＮ

につながったパソコン同士で簡単な連絡ができ

るというようなシステムでございます。

【浅田委員】テレビ会議、特に離島などについ

て活用しているということで、4,000万円も削減

できているということ、そして、やっぱり職員

さんにとっても時短というところで非常に便利

だと思います。もちろん、たまにはコミュニケ

ーション、顔を見合わせてということもある一

定必要だと私も理解はしているんですが、これ

だけの効果があったり、今日みたいに大雨が心

配される中での会議等々で、よりこういったこ

とが、もっと当たり前のように活用しやすくな

るということ。

そして、ウェブ会議はスカイプで、庁内にい

てもとかということができている。これに関し

ては、もっともっと回数なども多くできている

んだろうなというのは推定できるんですけれど

も、これはやっぱり年々、年々、すごい回数も

伸びていると、それによっての効果もしっかり

上がっているというのは、分析、検証なさって

いるんでしょうか。

【山崎情報政策課長】 ウェブ会議については、

システム上の関係なんですけれども、パソコン

同士のやりとりになりまして、間にサーバーを

介さないものですから、具体的な件数というの

がなかなかつかみにくいというところがござい

ます。

アカウント数で具体的な利用者がどれくらい

いるかということで調べましたところ、今、

32％の方が登録されていると。利用実績もなか
なか調べるのが難しくて、既存の管理者用のサ

イトで調べますと、6カ月で利用者1人当たり約
90件、ヘビーユーザーもいらっしゃるかもしれ
ませんけれども、まだ6カ月で90件ぐらいのレ
ベルでございます。またそこも、利用をさらに

増やすように努力したいと思っております。

【浅田委員】いろんな形で相乗効果が出てくる

ような形で、こういったものをもっともっと活

用していただきたいということと、何よりも私
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はテレワーク、在宅勤務の方における、先ほど

の女性もそうですけれども、いろんな部署にお

いて、本当に子育て中で管理職で、だけれども

という時に、こういったところがより生かされ

てくるものと思います。

ただ、これの資料を見ると、在宅での本格導

入というのが今年からという形なんですけれど

も、それに対してどのように捉えて、今後もっ

ともっと推し進めようとなさっているのか、在

宅の部分とあわせてご回答いただければと思い

ます。

【大安人事課長】在宅勤務、テレワークのほう

について、お答えをさせていただきたいと思い

ます。

こちらにつきましては、平成31年2月から実
施を行ってきているところでございます。やは

り子育て、介護等を行っている職員に対しての

対応ということの中で、在宅、自宅での勤務と

いうこと、パソコンを活用しながらやっていた

だくというようなことでございますけれども、

利用実績といたしまして、これまで8名の方が
在宅勤務を利用されている状況にございます。

私どもとしましては、こういった制度を活用

していただく、そのことで家庭と仕事の両立を

図りながら、公務の能率を上げていくというふ

うな観点でこの制度を整えているところでござ

いますので、そこはそれぞれの職員に制度周知

を行っているところでございますけれども、引

き続きこういった活用の中で、環境整備ととも

に公務の能率を上げていくような形の中で運用

を図っていきたいと思っているところでござい

ます。

【浅田委員】時間だと思いますので、これでや

めますけれども、本当に女性の出産・育児とか

だけではなくて、やっぱり長崎も高齢者が増え

ている中で、先ほど課長もおっしゃったように、

介護の問題も、今後多くの職員の方々に、誰し

もやっぱりいろんな形で降りかかってくること

だと思います。

そういう中において、対応のしやすいような

環境というもの、そして、こういう本格導入と

いうことが今年からですので、これをもっとも

っと庁内でしっかり検証、分析もしながら進め

ていただければと思います。

【中島(浩)委員長】 しばらく休憩いたします。

再開は、午後1時30分といたします。

― 午前１１時５５分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 それでは、委員会を再開い
たします。

引き続き、議案外の質問を行います。

【下条委員】午前中の浅田委員が質問しました

ＩＣＴ活用に関連してお尋ねをしたいと思いま

す。

「長崎県行財政改革推進プラン」の6番目の
ＩＣＴの徹底的な活用と、25番の業務の外部化
やＩＣＴ化による効率化、これに人材育成を少

し絡めてお尋ねをしたいと思っております。

浅田委員が午前中にご質問をしましたウェブ

会議で4,000万円程度の削減が見込めましたと
いう報告がありましたけれども、こういったＩ

ＣＴ関係は非常に可能性がありまして、効果が

出る時もありますし、また、ＩＣＴのインフラ

を整える場合でも比較的安い。何を比較して安

いかというのもあるんですけれども、安くて効

果が出やすい、いわゆる費用対効果が見込める

分野ではないかと思っております。

長崎では、県立大学にサイバーセキュリティ

という専門的な学部がありますし、長崎大学は
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もともと情報工学系でビッグデータ等を扱って

おりましたけれども、来年度から「情報データ

科学部」というのが新しく新設されて、本当に

ビッグデータ等を集めて民間利用していくとい

うようなお話も聞いております。

そこで少しお尋ねをしたいんですけれども、

長崎大学が新しく新設する情報データ科学部で

すけれども、教授に西井龍映先生という方がお

られまして、少しヒアリングを行ってきました。

その中で、自治体が有するビッグデータを用い

て、さまざまな新しいビジネスに取り込んでい

くということが、この用意をしているパンフレ

ットの中にも明記されております。

また、若干観光の分野になりますので、管轄

が少し外れると思うんですけれども、既に長崎

県、長崎市と協力して観光関連のビッグデータ

を長崎大学が一緒に研究をしているというお話

を聞いております。

今、県が長崎大学と取り組まれているところ、

観光のところなので所管外になるかもしれませ

んけれども、情報等を課として今どのように取

り組まれているかということをお尋ねしたいと

思います。

【山崎情報政策課長】 まず、県庁内に、今「官

民協働クラウド」ということで、行政がつくっ

たサーバーを利用しまして、県立大学や地場Ｉ

Ｔ企業の研究開発・運用領域としてクラウドサ

ービスを提供させていただいております。その

一環として長崎大学、そして県の観光振興課で

観光活性化支援システムというのを今設けてお

ります。

具体的な内容といたしましては、観光を活性

させるために必要となるビッグデータ、観光客

の移動や滞在状況に関するデータ、それを集約

しまして、加工、分析し、リアルタイムに近い

情報を公開するシステムだと聞いております。

具体的に申しますと、例えばWi-Fiのアクセ
スポイントのログデータでありますとか、観光

スポットや宿泊施設のホームページアクセスロ

グ、そういったものを使いまして具体的に観光

客の方がどんな動きをされるのかとか、ホテル

の稼働率とか、そういったものをビッグデータ

として集積いたしまして、それを分析し、観光

の施策に活かしていこうという動きがあると聞

いております。

【下条委員】 では、そのような形で観光、イン

バウンドでビッグデータを用いて、さまざまな

施策に取り組んでいこうといった時に、例えば

もう既に大学と長崎県が、長崎市がこういった

形で取り組んでおります。こういったデータの

分析結果といいますか、こういった数値が出ま

したよというものはいただくんですよね。県と

していただくと思います。そういったものをい

ただいた時の活用法ですが、どのようにそうい

ったデータを活かしているのか。やはり活かさ

なければ、反映しなければいけません。当然こ

こは広報の部分も若干入ってくるとは思います

けれども、こういったところでの県の取組、ビ

ッグデータの活用についてお尋ねをしたいと思

います。

【山崎情報政策課長】先ほど委員がおっしゃっ

た観光活性化支援システムに関係しましては、

分析したデータを私どもが管理しております官

民協働クラウド、そこは公開用サーバーとして

公開すると聞いております。まだ、そこまでは

いっていないみたいですけれども。

具体的には、今回のデータについては観光部

局の方でそれを活用しながら、あと民間サイド

でこんな具合にそのデータを加工したらいいん

じゃないかとか、こんなデータがほしいとか、
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そういったものも併せて検討されているようで

す。

【下条委員】 わかりました。では、これは主に

観光ですので、観光課の皆様がデータを集積し

て、分析をして活用していくということですか。

承知しました。

このように観光業しかり、さまざまな分野で

のＩＣＴ活用、浅田委員もご質問されていまし

たけれども、在宅でおられて、離れた場所から

さまざまなアクセスができてという形で、何を

どのようにやっていくのかということで活用法

がプラスにも、またマイナスにもなっていくよ

うなものだと思います。

また、来年は、一般質問でもちょっと発言さ

せてもらいましたけれども、我々が使っている

このスマートフォンが5Ｇという次世代の通信
に入っていきます。これは、今、専門家の皆さ

んに聞いても、概要は教えていただけますが、

これが一体どれだけ私たちの生活を変えていく

のか、影響していくのかということが、専門家

の方も意見が割れているようなちょっと難しい

ところではありますが、今のお話を総称しまし

て、やはり県として財政サービスとして、ビッ

グデータの活用はもう既に長崎大学でされてい

ますし、すぐ近くの長崎大学では、もうこうい

ったものを専門にするような学科や先生たちが

集まっております。専門分野の方々がおられま

す。当然連携をされていくと思いますけれども、

こういったデータをもらって、そして県民、市

民の皆さんが、さまざまな要望を、こういった

形で行政サービスに求める可能性が来年度から

あるんじゃないかと私は想定をしているんです

けれども、人材育成について、行財政プランに

も人材育成がしっかり書かれてあります。私も

読ませていただきましたし、また、いろんなこ

とを少しお尋ねもしましたが、このＩＣＴ活用

についての側面で人材育成について、県として、

今現在何か取り組まれていることがあるのか。

そして、今後取り組んでいこうと思っているこ

とがあるのか、お尋ねしたいと思います。

【山崎情報政策課長】まず、職員の人材育成の

関係で申しますと、国や業界団体が主催するセ

ミナー、講演会、研修会、そういったものに参

加していただきまして、知識、スキルの向上を

図っているところでございます。

また、あわせまして、産学金官連携組織であ

ります「ながさきＩＣＴ戦略推進研究会」とい

うものがございまして、これは企業や大学、シ

ンクタンク等21団体で構成されておりますけ
れども、そういった方々の研究会を通じての知

見等をいただきながら、実際に人材の育成に努

めているところでございます。

【下条委員】 わかりました。現在、取り組まれ

ていますし、今後も積極的にさまざまなシンク

タンクと連携をして取り組んでいくということ

だと思います。

最後になりますけれども、サイバーセキュリ

ティについてです。委員会の方でも県警の皆さ

んにお尋ねしましたが、県立大学のサイバーセ

キュリティ科と、それから新しく設置された県

警のサイバー犯罪課がしっかり連携をとってい

くというお答えをいただきました。

また、長崎大学は、何度も言っていますが、

新設する情報データ科というものが出てきます。

ぜひとも、県としましても連携をとっていただ

いて、シンクタンクで、また、この西井龍映先

生は、お話をしたら、県と取り組んでいくとい

うことに非常に前向きに考えられておりました。

福岡、九大からだと思いますけれども、福岡か

ら来られまして、「長崎のことを一生懸命今勉
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強しています。いいところですね。ぜひ連携し

ていきたい」という前向きなご発言もいただい

ております。ですので、この人材育成も含めて、

県として、ＩＣＴの人材育成を、この「行財政

改革推進プラン」に内容をぜひとも盛り込んで

いただきたいと、そのような提案をして、私の

質問を終わりたいと思います。よろしくお願い

いたします。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【深堀委員】まず、危機管理監関係の説明資料

の中で報告があった米海軍佐世保基地における

武器の持ち出しの件で、記載のとおり説明を受

けました。日本人の警備員が5月2日からと9日、
拳銃を携行したまま基地外の公道を移動したと。

5月10日に中止されたことが確認され、5月17
日に九州防衛局佐世保防衛事務所に対して迅速

な情報提供と再発防止について口頭要請をした

という報告を受けました。

非常に、あってはならない事象だと思います。

これから、もちろん再発するようなことがない

ように取組をお願いしたいという気持ちなんで

すが、説明ではこれだけの表記になっているん

ですが、いろんな報道等で見ると、実際に私が

見た記事では、実は4月19日に、既にさかのぼ
ること4月19日にこういった日本人の警備の
方々が、これは法令違反になるんじゃないかと

いうことで米軍に問題提起をしたけれども、米

軍の方からは問題ないと。

その後、4月19日に所属する団体の皆さんが、
防衛省に通知をしたと。防衛省からは米軍に対

して中止の要請をしたと。しかし、5月7日にな
ってもそれが改善されなかったので、もう一度

防衛省が5月8日に文書で要請をしたと。しかし、
それでも改善されずに、今度は5月9日に外務省
から米国の大使館の方に要請をして、それで5

月10日にようやく改善されたという記事を見
ていますけれども、内容については間違いない

でしょうか。

【近藤危機管理課長】日本人警備員の佐世保基

地外への銃携行のお話でございます。

先ほど委員がお話しいただいたことは、その

ように私どもも確認をいたしておりますが、そ

の事実を私どもが承知したのが、中止された以

降の5月17日にその事実を確認したというとこ
ろでございます。

【深堀委員】残念ながら、県当局がその事実を

確認できたのが5月17日、事が全部改善してか
らの話ですね。

どうなんでしょう、結局、この報告によれば、

佐世保防衛事務所に対して迅速な情報提供と再

発防止を要請したということなんですが、やは

り重大なことだと思うんですよね。ですから、

そこの情報を迅速に、危機管理課としても情報

をしっかり取って、しかるべき措置を、例えば

全国の米軍に対しても、いろんなネットワーク

を通じて要請するような関係が構築できれば、

そういう迅速な対応もできると思うんですけれ

ども、その点、今後のことを踏まえてどのよう

な見解をお持ちなのか、教えてください。

【近藤危機管理課長】確かに、委員ご指摘のと

おりだと考えております。あってはならない事

態でありまして、このようなことは二度と起こ

らないような再発防止策要請を、県としても米

軍基地へしっかり説明をしてお願いをしなけれ

ばならないところだったと思っているところで

はございますが、今回のケースにつきましては、

先ほども申し上げましたように、事実の是正が

あった5月17日に県が承知をした形になります。
その事実の出どころそのものは、九州防衛局の

佐世保防衛事務所からだったんですけれども、
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米軍基地に働いている日本人警備員の、雇用主

というのは九州防衛局であり、そして、米軍人

の指揮に応じて動くという雇用形態になってお

ります。

4月19日に防衛本省の労働組合側の交渉にお
いて、長崎地区の本部長から銃携行の事実があ

ったということで、防衛省内でそこのやりとり

はされていたということでございます。

結果的に、米軍の基地としては、日本人警備

員が基地外で銃を携行することをやってはいけ

ないというのを誤解して捉えていたということ

で、是正を図り5月10日には中止されたという
ことだったのですが、県としましても、今後、

あらゆる機会を捉えまして、再発防止を図って

いただくよう働きかけていかなければならない

と考えているところでございます。

【深堀委員】ぜひそのような対応でお願いした

いと思います。

次に、職員の人材育成に関してです。これも

説明資料の中にあった部分ですけれども、「平

成28年度から本格実施した人事評価制度にお
いて、平成30年度も人事評価結果から給与への
反映を実施したほか」という説明がありました。

人材育成という観点で諸制度を充実していくこ

とは非常にいいことだと思います。

そこでお尋ねなんですが、平成30年度から給
与に反映ということで、恐らく30年度の評価を
31年度、次年度の4月から、実際にそういった
賃金への反映があったと理解をしていますけれ

ども、その評定の段階であったり、どの程度給

与面に反映をされたのかということをお尋ねし

たいと思います。

【大安人事課長】人事評価の給与への反映につ

いてのお尋ねでございます。

こちらにつきましては、評価自体が業績評価

と能力評価ということで2つに分かれてござい
ます。その業績評価につきましては、いわゆる

ボーナス、勤勉手当への給与の反映ということ。

それから、能力評価につきましては、年1回ご
ざいます昇給の方へ反映ということでございま

す。

評価につきましては、段階が5段階に分かれ
ておりまして、評語でいきますと、上からＳ、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄという評語になっているわけで

すけれども、業績評価の評価結果につきまして

は、新たに対象となった課長補佐以下の方に対

しての内容でございますけれども、最上位のＳ

評価者にボーナス（勤勉手当）を加算すると。

逆に、最下位のＤ評価者については減額を行う

ということでございます。

能力評価ですけれども、こちらにつきまして

は標準者のＢの方の昇給幅というのが一定ござ

います。それにつきまして、通常4号給という
ことで上がるような形になるんですが、最上位

のＳ評価者につきましては昇給幅を増やして6
号給、最下位のＤ評価者については昇給をしな

いというような形の給与への反映ということで

ございます。

【深堀委員】 一応評価をする時には5段階の区
分で評価をして、最上位の部分と最下位の部分

については、その処遇に関して、その評価を活

かして処遇をするということで理解しました。

そこで、当然今までこういった人事評価制度

というのを拡充してきたと思うんですけれども、

例えば、入庁してまだ1年とか2年の若い方々と、
ある程度ベテランになってきた方々との仕事に

対する責任の重さとか、それぞれのあれが違う

と思うんですが、評価はそういった世代といい

ますか、経験年数で差をつけるのか。それとも、

もう一緒くたにやっているのか、そのあたりは
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どうなんですか。

【大安人事課長】それぞれ経験年数、役職に応

じた、もちろんそれぞれの職責と業務内容とい

うのが当然違ってまいります。ですので、評価

に当たっては、そこの目標値の立て方をどうす

るか、それはそれぞれの職責や業務内容に応じ

た立て方をしっかりやっていく。

あと、能力評価におきます評価のポイントに

つきましても、それぞれの着眼点というのをそ

の評価表の方にクラスごとに分けて設定をいた

しております。それぞれ目標なり、評価ポイン

トを設定した内容につきまして、個々人がどう

かということを評価者が評価するということで

ございます。

評価の5段階のあり方については、一定その
考え方をお示ししながら、設問しながらその評

価に当たっていただいているというところでご

ざいます。

【深堀委員】もちろんこの制度自体は、人事評

価と言いながら、人材育成が基本でやられてい

ることだと理解をしています。

今、るるお話がありましたけれども、当然こ

ういった制度を十分理解をして、評価を受ける

側も評価をする側も、十分その制度の趣旨、意

義を理解した上でやっていかないと、しっかり

いい制度をつくったとしても、運用する側がそ

れを正しくやらないと、これは逆の効果が出て

きます。例えば、評価をする側が誤った評価を

することによって、評価をされる側がこういう

制度では自分たちが報われないじゃないかとい

うような、モチベーションが下がるようなこと

もあり得るので、ぜひそこは、特に県庁という

いろんな職種、広い仕事がある中で、統一した

人事評価の基準を、同じ評価をする側が、評定

眼をどれだけ合わせきれるかということに、こ

の制度の成否がかかってくると思うので、そう

いう評価をする側の評定眼を、本当にいろんな

部分があるんだけれども、できる限り近くなる

ような教育というところも非常に重要だと私は

思うんですけれども、そういったところの教育

は十分されていますか。

【大安人事課長】まさに、今ご指摘いただきま

した点は非常に大切なことだと思っております。

この評価のポイントといいますか、そこの目線

を合わせるというところについての努力を不断

に行わないといけないと思っております。実施

に当たっては、毎年、説明会も行っております。

あと、いろんな部門における目標設定例を示し

たりとか、各段階の考え方を明示したりとか、

まさに目線合わせ、部門間でのばらつきをなく

していくような取組、そういうところについて

は毎年そういった努力をやっていく必要がある

と思っております。

【深堀委員】最後にします。繰り返しになりま

すけれども、いろんな部門があって、それぞれ

やられている業務内容が大きく違う中で、その

評価者の方々の悩みとか、そういったところを

共有する場を設けるなどして、評定者の評定眼

の質を高めるような努力を引き続きお願いして

終わりたいと思います。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【中村(泰)委員】 「長崎県行財政改革推進プラ
ン」個別項目の一覧表の中で57番、新たな資金
調達の検討についてお伺いをさせていただきま

す。

新たな資金調達の手段としてクラウドファン

ディング、クラウドファンディングという言葉

の意味は、「インターネットを通して多数の資

金提供者から少額ずつ資金を集める仕組み」と

書いていただいておりますが、こちらは平成28
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年度からこういった取組をしておられると。事

業者との意見交換をされたということですが、

どういった意見交換をされたのか、お教えくだ

さい。

【大瀬良新行政推進室長】 ただいま中村(泰)委
員からご質問がございましたクラウドファンデ

ィングについての事業者等との打ち合わせ内容

についてということでございます。

公務の中でこういうクラウドファンディング

というものを使うに当たって、非常に難しいと

ころがございます。通常クラウドファンディン

グと申しますと、皆様ご承知のとおり、個人と

かがこういう夢をかなえたい、こういう事業を

していきたいんだという時に資金を募っていく

というやり方をやっていると。

それを公務にどういうふうに落とし込んでい

くかというのが実は非常に難しいところでござ

いまして、そもそもの仕組みのところから複数

の事業者とも意見交換等をさせていただいてき

たというのがございます。

そういった中で、ここに記載させていただい

ていますが、いろんな事業の中で使えないかと

いう検討を我々県庁内部でも議論をした中で、

一つ実例として今記載しています、これは福祉

保健部の方で実施した分でございますが、クラ

ウドファンディングに関して「健康日本一の長

崎県づくり推進事業費」という中で事業を一つ

実績を今上げたところということになっており

ます。

【中村(泰)委員】 公務での課題があるというこ
とをいただいて、具体的にどういう課題なのか

というところをまずお伺いをしたいんですけれ

ども、「健康長寿日本一の長崎県づくり」と、

こちらがなぜテーマになったのかということも

含めて質問いたします。

【大瀬良新行政推進室長】そもそも、どういっ

た課題があるのかというご質問でございます。

まず、県の政策や事業を進めるに当たりまし

て、その事業が必要かどうかということから、

まずは企画立案していくわけでございます。そ

ういった時に、じゃ、その財源をどうしていく

か、一般財源でやっていくのかどうかとか、い

ろんな補助金制度、国の制度等を使っていくと

かというのがあります。

特に、そういった中で課題となってまいりま

すのは、こういう事業を例えば施策としてやっ

ていきたいんだという時にメニューを考えるわ

けですね。そうしますと、その事業を進めるに

当たって、幾らぐらいお金がかかるということ

になります。トータル100万円かかるとしたら、
その細分化した内容、例えば啓発に10万円かか
るとか何とかが出てくるわけでございます。そ

うしますと、その財源を仮にクラウドファンデ

ィングで集めるとなった場合、100万円という
事業費を考えていった時に、クラウドファンデ

ィングで全額まず集めるのかどうか。仮に集め

るとして幾らぐらい集めるか。仮に100万円と
しますと、100万円が集まらなかった時に、じ
ゃ、事業そのものをどうするかといった課題が

出てまいるということになります。

今回のクラウドファンディングで実施した健

康づくりの関係というのは、実際100万円集ま
ったということになりますけれども、その中で

一般財源等も使いながらやってきたと。いずれ

にしても財源手当て、特に集まらなかった時に

どうするかというのは一つの課題にはなってく

るということでございます。

【中村(泰)委員】 クラウドファンディングの使
われ方というのは、どっちかというと必ずやら

ないといけないというものに対しての資金調達
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というわけじゃないと私は思っておりまして、

クラウドファンディングをやることによるメリ

ットというのは、長崎を愛していただく皆様か

らお金をいただくこと。それは税金ではなくて、

その方のお気持ちでお金を集められるというこ

とと、あとは、何より内容についてアピールが

できるということであろうと思っております。

クラウドファンディングは、個人や事業主が

世の中に対するアピールを含めてやっているよ

うな手法です。なので、必ずやらないといけな

いものに対して、例えば目標を100万円にする
と、それを絶対クラウドファンディングで集め

ないといけないのかという話ではなくて、もっ

とチャレンジングなことをテーマとして掲げて

いただいて、クラウドファンディングで周知も

できるというようなやり方を私はこれを読んで

イメージしていたんですが、結構イメージと違

ったので、攻めるようにこれを使えないかとい

うことでご意見をお願いします。

【大瀬良新行政推進室長】私の先ほどの説明が

舌足らずなところがあったかと思います。

まさしく、クラウドファンディングの意義と

いうか、効果というところで、中村(泰)委員が
おっしゃられたように、自分のところの、例え

ば長崎県のこういう事業に対して愛着を持って

もらうとか、長崎県そのものに愛着を持っても

らう、それから全国的な発信ができますのでＰ

Ｒ、そういった効果があるというのは、まずは

認識をしております。

我々としましても、このクラウドファンディ

ングというのは、行革プランに書いております

が、新たな今までにない手法ということで、ま

ずはどういったことから始めていかないといけ

ないかということで始めたので、今後、より具

体的に、また、さらに事業内容等を含めて進め

方というのをもっと研究して、活用としまして

は、もっと積極的にできていければいいなと考

えております。

【中村(泰)委員】 ありがとうございます。私は
行政の皆さんの中で、例えば若い方がチャレン

ジングな課題をそれぞれ見つけていただいて、

それをクラウドファンディングでお金を集める

とか、あとは長崎の若い事業者が、もちろんそ

れは自分で申請をすればいいのかもしれないん

ですけれども、県がその代わりになってお金を

集めて、各事業者がそれを競争して取るとか、

そういった前向きかつチャレンジング、そして

若い皆さんがやっていることをアピールできる

ような見え方がすれば、すごく活気があるよう

に見えてくると思いますので、ご検討いただき

たく、よろしくお願いします。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【小林委員】 今、総務部長、あるいは財政課長

とかいう、いわゆる国で言えば財務省の主計局

長が人事異動で代わったみたいな、まさに長崎

県の財政の責任者である総務部長、そして財政

課長、この2人がこうしてお代わりになったわ
けですよ。まさに要職というか、これ以上の要

職はないみたいな総務部長と財政課長、しかも、

失礼だけれども、国から来たんじゃなくして、

地元の職員の方々から昇格されたお二人である

と。こういうところで、実は私どもも大変関心

を持つと同時に、その手腕というものを眺めて

いるところであります。

昨日、あんなふうにして酒を飲みながらでも、

ちょっと見ているわけですよ。総務部長はどう

いうふうな酒の飲み方をするんだとか、財政課

長は新幹線ですから、相変わらずやっているな

と。こういうようなことで見ておりまして、冗

談抜きにして、長崎県の財政が厳しい中におい
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て、あなた方お二人の手腕が今から問われると、

こう言っても差し支えないと。そして、重ねて

言っておくけれども、中央から来た人ではない

と、地元のプロパーだと、こういうようなこと

でありますから、大変関心を持っているわけで

あります。

そこで、こうして主計局長並みの人がお二人

代わったんだから、今から長崎県の財政をどう

運営していくのかと。また、現状はどうなって

いるかということについては、当然のことなが

ら関心を持たざるを得ないと、こういうことで

ちょっとお尋ねをいたしたいと思います。今日

はもう時間もあれですから簡単にやっていきた

いと思うんですけれども。

大体長崎県の財政を私どもが見る時に、ここ

にも中期財政見通し、毎年9月頃に発表される
中期財政見通し、特に、財政調整のための基金

の残高、ここのところがとても重要になってく

ると思うんです。こういうところに関心を持ち

ながら中期財政見通しを見ております。これが

大体、大きくマイナスになる予定がそうでもな

かったと。相当ご尽力いただき、また県庁マン

の皆様方がお力添えをいただいて、そういう圧

縮に協力をしていただく中で相まってプラスに

なっていっていると。こういうことで、自転車

操業みたいなところもあるけれども、しっかり

やっていただいているわけであります。

そこで、まずは当初の、いわゆる中期財政見

通しを立てて、それから当初予算の編成とか、

あるいは行財政改革がどのくらいできるかとか、

そんなようなことをやっていらっしゃるわけで

すね。

当初、発表されたところによると、大体平成

30年度末の財源不足、いわゆる財源調整のため
の3つの基金の減少額が16億円、そして、基金

残高は年度末で223億円と、こういうことを見
込まれておったと思うんです。それが実際、平

成30年度末になって、大体調整が終わられたと
思いますが、この減少額の16億円、それから基
金残高の223億円、この見込みが一体どういう
ふうになったのか、まず、こういうところでお

尋ねをしたいと思います。

【早稲田財政課長】 最終的な平成30年度の財
源調整のための3基金の残高、それから減少額
についてですけれども、今回、最終的な予算の

調整を経ての財源調整のための3基金の減少額
というのは約17億円となっております。
また、基金残高は、約222億円ということで、
ほぼ中期財政見通しを策定した金額と同等とい

うことになっております。

【小林委員】 大体今言われるように17億円の
減少額、そして、基金残高が222億円と。1億円
ぐらいの違いであるけれども、大体見込みどお

りですね。よく当たるなということで、ボート

に賭けたらすぐ当たるかと、一緒に行きたいも

のだと、冗談抜きにして、こうやってよく見込

みが当たるということになってきますね。

そうしますと、いわゆる6月の補正予算をや
っていただきました。この今回の6月補正を踏
まえて、この基金残高がどういうふうになって

いるのかと、この辺のところについてお尋ねを

します。

【早稲田財政課長】令和元年度当初予算におけ

る財源調整のための基金の取り崩しは、156億
円を予定しております。また、今回、6月補正
予算で2億円ということで、合わせて年間158億
円の取り崩しというものを今年度予定しており

ます。

したがいまして、平成30年度末の基金残高、
先ほど222億円と申しましたけれども、ここか



令和元年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（７月３日）

- 196 -

ら差し引くと、現在64億円の基金残高の見込み
ということでございます。

【小林委員】 今、大体156億円、それから6月
補正予算で2億円、合わせて158億円だと。こう
いうことで残高は64億円ぐらいになると、こう
いう説明がありました。

我々が中期財政見通しの内容を見ております

と、大体平成30年度は財源不足が16億円、それ
から平成31年になりますと65億円と。さらに平
成32年度で12億円、そして、さらに平成35年、
公債費の借金払いがこれから増加していくとい

うことで、ここも17億円と。ここのこの数字だ
けを、基金残高の状況の中における財源不足額

を見ますと、大変な金額になるなと、こういう

ことを考えるわけです。

ですから、今言ったように、これだけの財源

不足が出るならば、当然のことながら、基金で

補うとか、基金の取り崩しはやむを得ないので

はないかと、こう誰だって考えると思うんです。

ところが、中村知事は、本会議において、こ

れから基金に依存する財政運営はやらないと、

こういうことを平成29年度に発表されたわけ
であります。果たして、これだけの財源不足が

生じているのに、基金を取り崩さずに果たして

やっていけるのかということで、本格的には令

和3年ぐらいに実現を可能にする取組が始まる
と思いますが、今の段階において、知事はこれ

からの財政を、将来に向けても持続可能だと、

かつ安定的な行財政運営と、こんなようなこと

を考えていくならば、基金の取り崩しに頼らな

い、いわゆる依存しないという財政運営をやっ

ていきたいと、こういうことをおっしゃってい

るけれども、現場の総務部長や財政課長たちは

大変苦労されるし、またそうやって皆さん方、

県庁職員の方々、いろいろやる気いっぱいの状

況の中において、なかなか打つ小槌がないと。

こういう形の中で大変だろうと思うんですが、

令和3年にこういう基金取り崩しに依存しない
中でやっていく、このような状況を見て、そこ

のところは大体見通しとしてはどうですか、そ

の辺をお尋ねしたいと思います。

【早稲田財政課長】基金に頼らない財政運営と

いうことで、当初予算の編成段階におきまして

は、歳入歳出の見積もりということで一定額が

まだ確定しておりませんので、財源調整のため

の基金の取り崩しを予定しておりますが、決算

段階においてこれをなくして、基金に頼らない

財政運営を行うという趣旨で、現在、令和3年
度をまずは目指して取り組んでいるところでご

ざいます。

内容としましては、行財政推進改革プランに

おける財政の健全化、それと併せまして財政構

造改革のための総点検ということで、これまで

各部局から大体一律に幾ら削減というものがご

ざいましたけれども、他団体を見まして、交付

税措置がないものに対する継ぎ足しの補助であ

りますとか、職員数の規模を比較しまして、財

政課が指示を行いまして、部局と協議して見直

しを進めるといった取組を行っております。

また、理念を立てまして、施策の選択と集中

ということで、必要な部分については財源を投

入して、また、効果が上がっていない、もしく

は市町や民間団体との役割において見直すべき

ものは見直して、基金の取り崩しに頼らない財

政運営というものを目指しております。

一方で、社会保障費の伸びというものも非常

に大きくございますので、今回、消費税率の改

定というものにあわせまして、地方財政対策の

中で午前中の議案のところでもございましたけ

れども、地方法人住民税については一部が国税
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化され、それを地方交付税の原資として分配す

るといった取組も来年度具体的に始まります。

本県におきましては、やはり社会保障費の伸

びなどを見まして、都市と地方の偏在是正措置

をしっかりと国にも進めていただきまして、そ

ういった社会保障関係費につきましては地方交

付税の中でしっかりと見られるというのを、行

財政改革と地方財政対策を両輪にして、基金に

頼らない財政運営というのを目指してまいりた

いと考えております。

【小林委員】今の説明を聞きますと、理路整然

とした取組を合理的に、しかも政策的に、そう

いう計画をきちんと立てていただいて、それに

沿ってやっていくと。歳入が増えること、それ

から歳出を抑えること、こういう対策をしっか

り考えながら運営をやっていただく。当然そう

なると思いますけれども、口で言うことは簡単

なんだけれども、なかなか正直言って大変だと

思うわけだ。

そこで、一番今回の目玉というか、私は昨年

度から本会議においても質問をいたしておりま

したが、要するに今まで行財政改革をいろいろ、

今は改革推進プランということの中で取り組ん

でいただいている。もうとにかく5年間のスパ
ンの中で、もう3年間ぐらいで目的地をはるか
に越えていると、こんなようなことで大変なご

尽力をいただいているわけだよ。

そこで、この行財政改革、あるいは構造改革

とか、こういうものを含めて、何と言ってもキ

ーワードは「加速化」「総点検」という新たな

言葉が生まれてきたわけよ。もうここまでやっ

とって、まださらに総点検をするのかと。また

さらに、それに加えて、どこから言葉を持って

きたのか加速化と、こういうキーワード。総点

検、加速化、こういう形の中で、もうとにかく

根こそぎやってしまうという感じがして、とて

もここのところに、大体どこに手を突っ込むの

かと。これまでは行財政改革、今もそうでしょ

うけれども、大体各部各課から、この辺は削減

できますよと、ここはやっぱり歳入を増加させ

ることができる。歳入確保がこういう形ででき

る。ここは歳出を削減できると。どちらかとい

うと、各部各課から全部持ってきて、やっぱり

皆さん方とご一緒にやられておった。

ところが、この加速化とか総点検になります

と、そうじゃないわけだよ。財政課が主導の役

割を果たす。財政課が各部各課の流れを見てい

て、もうこれはいいだろうとか、いわゆる財政

課が構造改革をやるわけだよ。そういう新しい

展開。この中において、大体平成29年度、平成
30年度、平成31年度、この3年間でここのとこ
ろの総点検、加速化がどのような展開になって

いるか、ここは数字でわかりますか。

【早稲田財政課長】県におきましては、厳しい

財政状況ということで、それを踏まえまして平

成29年度から、今委員おっしゃいました財政構
造改革のための総点検ということで推進してお

ります。その取組につきましては、交付税措置、

それから他県との比較による見直しの視点とい

うものを各部局に提示しまして、検討を進めて

おります。

内容としましては、人件費の見直しですとか、

施設管理経費、それから県単独投資事業の抑制、

継ぎ足しの県単独補助金見直しなどを行ってお

ります。

現在のところの進捗といたしましては、平成

29年度が5億7,700万円、平成30年度が5億8,700
万円、平成31年度当初予算ベースで盛り込みま
した見直しが8億6,300万円ということで、3カ
年累計では、現在、約20億3,000万円という状
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況でございます。

【小林委員】 だから、この3年間で20億3,000
万円と、ここまでさらに圧縮しているわけよ。

そういうことからしてみて、なかなかのものだ

と、こう思っているわけですよ。

我々が長崎県の財政を語る時に、まず第一番

に出てくるのが「自主財源に乏しい」と、こう

いう形で、やっぱり県税収入が少ないと。だか

ら、長崎の景気はいま一つというような見方の

中でなかなか県税を確保することが難しいと。

どんなこんな言っても、歳出よりも歳入の確保

をしないといかん。自主財源がやっぱり物を言

うんだと、こういう形の中で、5年前ぐらいは
まだ1,000億円を割っておったと思うんです。こ
れは全然通告してないから、財政課長、今、大

体調整が終わって、自主財源という県税はどの

くらいになっていますか。1,000億円は超えてい
るでしょう。

【早稲田財政課長】県税収入につきまして、最

終的な予算調整を、今回、最終専決補正という

ことで行いまして、恐らく決算ベースにおきま

しては過去最高額になるのではと思います。約

1,160億円程度になるものと考えております。
【小林委員】 1,160億円から1,200億円ぐらい、
こういうことで、自主財源であるところの県税

が増えてきていると。これは総務部長、やっぱ

りこれは皆さん方を褒めてやらないといかんと

思います。これは県の施策が相当な効果を出し

ていると、そういう考え方の中で、自主財源の

県税収入が1,000億円を割っていた状況が、ここ
数年1,000億円を超えて、今、1,160億円とか
1,200億円だとか、こういう金額にまで上ってき
たということ。これがもし1,200億円を超えてい
たら、これはもう過去最高の県税収入ではない

かと、こういうふうに私は考えております。

ただ、こうやって県税収入が増えることはあ

りがたいけれども、しかし、一方において、何

が歯がゆいかと。痛し痒しのところがあって、

そのかわり地方交付税がそこで減額になるんだ

と。自主財源の県税収入を頑張ってみても、そ

の頑張った分がさらにプラスになっていくかと

思ったら、人口が減少していると。同時に地方

交付税が、自主財源が増えたからといって減ら

されると。何度も言うけれども、痛し痒しの状

況の中にあるわけよ。

だから、ここ5～6年間の中で、地方交付税が
大体150億円ぐらい減少しているのではないか
と、こう思っています。150億円というのは、
こうやって皆さん方がいろんな行財政改革をや

ってもらっている割に、国からの命綱である地

方交付税が減額されるということは、本当に大

変だと思います。

加えて、先ほどからも財政課長がおっしゃる

ように、この社会保障費の関係が、実にこれが

固定経費みたいな形でどんどん増えていってい

るわけだな。ここのところが何とも言えないと

思うんです。この社会保障費というのが、ここ

のところで少子化対策もあるんでしょう。それ

から、介護保険とか、国民健康保険とか、高齢

者の医療費とか、こういうところになって、こ

れがどんどん、どんどん伸びていっているわけ

だ。今言うように県税が増えて地方交付税が減

額されても、社会保障費の方が伸び率が高いと

いうことで上回っているわけよ。この辺が実に

頭の痛いところなんです。

だから、そうやって加速化とか、あるいは総

点検とかいうようなことで皆さん方にやってい

ただいている。今回も平成28年度から平成32年
度までやっていただくところの行財政改革推進

プラン、ありがたいことだけれども、これも目
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的を達成しているけれども、一方においてはそ

ういうことになっている。

率直に言って、少し期待をいたしておりまし

たのは、いわゆる地方消費税、これが10月から
8％から10％になる。この2％がまた新たな財源
として入ってくるので、この2％の増額の分が
社会保障の伸びに対して、ある程度対応するこ

とができるんではないかと心ひそかに思ってお

ったら、ところがどっこい、子育て支援の保育

無料化という形の中でそれに充当しないといか

んと、こんなような流れにもなってきたわけで

すよ。

ですから、まず10月から来年の3月までの、
いわゆる残り半分は、これはもう特例の交付税

で大体措置されると。ところが、次年度からは、

この保育園の無償化については、全額その中で

やっていかないといかん。消費税のそれだけの

プラスが、こうやって無償化に係る費用よりも、

とんとんか、もしくは下回るならばいいけれど

も、ひょっとしたらこの子育て支援の保育無償

化が超えるようなプラス面が出てきた時に財源

は赤字になっていくわけですよ。ここは非常に

悩ましいところではないかと、こう考えている

わけであります。

そういうところで、私は最後に総務部長にお

尋ねしますが、今言うような形の中で、自主財

源の県税が伸びてありがたいと。しかし、地方

交付税が減らされている。人口減少でまた減ら

されている。社会保障費が伸びている。歳入確

保については、もうあなた方が辣腕を振るって

いただいて、県庁マンのご尽力をいただきなが

ら、行財政改革推進プランと同時に、こうやっ

て総点検と、さらにこうして加速化をやる。も

うありとあらゆることをやっている。こういう

状況の中でやってまいります時に、やっぱりも

う少し国がこの偏在措置を打開してもらって、

東京と長崎あたりを一緒にしてもらっては困る

と。地方に対するところの支援の割合の抜本的

な、根幹的な改革をやってもらわないと、これ

はもう今皆さん方がやっていただいているけれ

ども、ひょっとしたら一番よくないことは、も

うやる気をなくして仕事をしないという格好に

つながることが一番怖いわけだよ。やっぱり自

信を持って、ある程度の必要な金額を使えるよ

うな確固たる財源をつくっていかないといけな

い。国に相当な協力を求めていかなくてはいか

ん。

これは知事もそのことはおわかりのことで、

いつも本会議で質問すると、びしっと、中央政

府に対する要望を確実に政府要望をその格好で

やっていただいているわけだよ。ここのところ

の国に対するところの問題、また、県の皆さん

方がご協力いただいているこの状況、こういう

ところについて、総務部長として総括的にお答

えをいただいて終わりたいと思います。

【平田総務部長】ただいま小林委員から、本県

の財政状況と課題について数々のご指摘をいた

だきました。

私ども、まず歳入を確保するということの重

要性、とりわけ今ご指摘がありましたように自

主財源はもとより、国からの地方交付税、ほか

の財源措置について、今回、議案にも出させて

もらいましたけれども、一部地方税から国税に

振り替えられて地方交付税として配分するとい

うやり方の中で是正措置をとるということも形

としてはとられておりますけれども、果たして

それが、私ども財政力の弱いところにきちんと

配慮された配分が現実に行われるのかというと

ころについて、先般も政府要望の中でお願いを

してまいりましたけれども、これについては来
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年の実際行われるまでの間、折を捉えながら、

引き続いて要望を行ってまいりたいと思ってお

ります。

一方で、歳出の見直しにつきましては、これ

まで固定的な経費と、いわゆる固まった経費だ

と思われているところを抜本的に見直していく

必要も併せてあるだろうと思っております。

そのためのきっかけとなるのが、まさに先ほ

どからご議論いただいておりました行財政改革、

行政の仕組みそのものを変えていくことによっ

てコストを変えていくということが必要であろ

うと思っております。

それともう一つは、政策的な経費を考えるに

当たっても、やはり成果が上がっているのかど

うかということを真正面から捉えると。成果が

上がっていないのであればやめましょうという

勇気を持つというか、そういうことも必要じゃ

ないかと思っています。

併せて、やり方の工夫についても、やはり県

だけで行うのではなくて、市町、あるいは民間

の皆様と協働してやることによって、工夫する

ことによって、どのような形で成果を上げるこ

とに一番近づけるかということに知恵を絞ると

いうことが必要だろうと思っています。

私ども総務部の立場としては、それを推進す

る立場として、財政課がリードしながら、いろ

いろ指示をしていくということも必要なんです

けれども、やはり最終的には各部局の皆さん、

実際事業をやる皆さんが、そういう意識をそれ

ぞれ持ってもらうことが一番大事だと思ってお

りますので、その点についても粘り強く私たち

も議論をし、とにかく県民の皆さんの生活の向

上であったり、経済の活性化だったりというと

ころに直結するようにお金を使っていくという

方向に少しでも変えていけるように頑張ってい

きたいと考えております。

【小林委員】 今の総務部長、失礼だけれども、

歴代の総務部長でそこまで言い切った人はなか

なかいなかったぞ。あなたは優しそうな顔をし

ておって、かなりしっかりされていますな。

今のお話を聞いておって、これは財政課長の

早稲田さんからもよく聞いておりますし、また、

財政課の皆さん方からもよく聞いているんだけ

れども、要するに今回のこういう総点検、加速

化の中において、今まで手をつけることのなか

ったところ、特に私が関心を持っているのは、

いわゆる継ぎ足しというこの仕組みを抜本的に

見直しされているというところ、これでも相当

な、大体農林関係、あるいは水産関係が、その

主流を、何かあるんじゃないかと思いますけれ

ども、この国庫補助金に対して県単の補助もつ

けると。国庫補助金だけでもう十分ではないか

と思うところに対して、こうやって県が黙って、

もう制度化して県単の補助金をつける継ぎ足し、

これが他県と比べた時に、長崎県は財政状況が

一番悪いにもかかわらず率が一番高いと。ここ

のところがなかなか、継ぎ足しにメスを入れる

というか、ここをやっぱり改めていかなきゃい

かんと。全部全部、何もかもというわけにはい

かないところもあるんだろうけれども、その継

ぎ足しのパーセンテージを下げていくとか、あ

るいは全部廃止するとか、そういうところを、

今言うように他県と比べながらやっておられる

と。大体そういうところの見通しがついて、先

ほど早稲田課長がおっしゃるような3年間の中
で、もう最後は8億何がし、9億円近くまでこう
していっているわけだよ。そういうことだから、

もちろん継ぎ足しだけが9億円じゃないけれど
も、そういう形の中でかなりの成果をおさめて

おられるけれども、この継ぎ足しについて、ど
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れくらいの件数と、どれくらいの成果を出し切

っているか、ここのところについては突然で申

しわけないが、どうですか。

【早稲田財政課長】 先ほどの小林委員の件で1
点訂正ですけれども、県税収入につきまして

1,160億円の見込みが最終的にどうなったかと
いうことでしたので、1,200億円ぐらいまで伸び
る予定と、最終的にはということで訂正させて

いただきます。

それから、継ぎ足しの補助金の見直しという

ことですけれども、農林関係、それから水産関

係につきまして、段階的に見直しというものを

させていただいておりまして、平成29年から平
成31年までの実績で申しますと、約7件、1億
6,700万円の縮減というものを図ったところで
ございます。

【小林委員】 ありがとうございました。

そういうことで徐々に徐々に、まず総務部長

の言われた効果の上がらないもの、成果の見え

ないものについては、もう総合計画の中でそれ

ぞれスパンが決まっているけれども、中間の時

点、かれこれの時点でその目標を達成しないと

ころについては思い切って考えて見直してくだ

さいと、このようなことをずばっとやると。財

政課主導の中で、こうやって総点検、加速化を

やっていく。そして、こうやって悪しき前例に

なっているような補助金の、表現はよくないけ

れども、垂れ流し的なもの、他県と比べてそれ

がやっぱりおかしい状況であるならば、それを

今言われたような実績で見直していると。

こういうところで、非常に財政運営が厳しい

んだけれども、厳しいだけに、またそうやって

成果を上げながら、歳入のプラスになっていく

ような、基幹産業の造船業界が今のような形に

なって、それに代わるようなところの新しい産

業、風力とか、あるいはロボットとか、航空産

業といった代わるべきものが、総務部長が前の

産業労働部でもやってこられた。そういうもの

もぐっと成果が出ているわけだよ。

だから、やればかなりのものができるんだと

いうような、総務部の部長はじめ、財政課長は

じめ、スタッフの皆様方のきちんとした姿勢の

中において、中村知事が微動だにせず、ここの

ところをしっかりおやりになると。こんなよう

なことで、これからに期待をして頑張っていき

たいと思います。大変でありますけれども、ぜ

ひひとつ皆さん方のご協力をいただきながら、

この長崎県の財政の見通しを、ぜひともしっか

りやっていき、基金に依存しないところの行財

政の運営をしっかり果たしていただくことをお

願いして終わりたいと思います。ありがとうご

ざました。

【川崎委員】総括的な質疑の後に大変恐縮でご

ざいます。2巡目ですので1点だけ、ファシリテ
ィマネジメントについてお尋ねをいたします。

まず、県庁が移転をして1年半が経過をし、
それぞれの部局の移動が落ち着いたところであ

ると思っておりますが、このことによって県の

事業所、いわゆる移転をして空いた事業所、そ

れがどの程度出てきたのか、お尋ねいたします。

【太田管財課企画監】県庁舎移転に伴い空いた

事業所についてのお尋ねでございますけれども、

まず、新別館に入居をいたしておりました危機

管理監、具体的には危機管理課、それから消防

保安室並びに教育庁の関係課が新県庁舎に移転

をいたしております。

その後の新別館につきましてですが、平成7
年建築ということで、耐震化はございますけれ

ども、建築後23年経過をしていることから、屋
上防水とか、空調の改修を行いました後に、現
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在は県の庁舎直接ということではなくて、地方

機関であります長崎振興局の万才町庁舎という

ことで移管をさせていただいております。

当該庁舎につきましては、本年1月から長崎
振興局の税務部が入居をし、来る8月からは長
崎港湾漁港事務所が入居することに予定をして

おりまして、これによりまして新別館の全ての

フロアが埋まるということになっております。

今の移転に伴いまして、長崎振興局の税務部

の跡地と港湾漁港事務所の跡地が残るというこ

とになります。

【川崎委員】税務部のところと、港湾漁港事務

所が8月に移転をするので、そこが空くという
状況になるということですね。

そうしましたら、これをどう活用していくか

ということは想定をしながら移転計画を進めて

いくべきだったと思っておりますが、そもそも

この2つについて、その計画がなされているの
か、お尋ねいたします。

【太田管財課企画監】 まず、税務部、それから

港湾漁港事務所の跡地の活用につきましては、

予算の審議の中でもお話がございましたとおり、

まず、公的な活用ができないかどうか検討をし

た後、そういった見込みがない場合は未利用地

としての検討をしていくということになってい

まいります。

税務部跡地につきましては、今、具体的な想

定というものはございませんので、引き続き活

用方策については検討してまいりたいと、この

ように考えております。

それから、港湾漁港事務所跡地につきまして

は、場所が臨港工業地域ということで、一定立

地できる建物に制限がございますから、そうい

ったところも踏まえて今後の活用を検討してま

いりたいと考えております。

【川崎委員】 今後の活用の検討、検討と、検討

ばっかりで先ほどの話じゃありませんけれども、

やはりゴールを決めて速やかにやっていく。先

ほども財政の話があって、部長の大変すばらし

い思い、決意発表もある中において、今の話を

聞くと、部長の思いは伝わっているのかどうな

のかについては疑問を持たざるを得ないわけで、

計画をしっかり立てて、ゴールを決めて、速や

かにやって、財政の健全化に資するファシリテ

ィマネジメントを行っていただきたいと思いま

す。とりわけ税務部があったところの庁舎は、

県道に面して大変交通量も多くて、いろんな活

用方法が考えられると思います。有効に活用す

るために、早期に計画を立てて前に進めていた

だきたいと思います。また、進捗については議

会でも確認をさせていただきたいと思います。

【浅田委員】まず、先ほどクラウドファンディ

ングの話が出ていました。私も若い方々、例え

ば行政の方にとっても何かにチャレンジする時

にこのような制度があるのはすごく有効的なこ

とで、もっともっとやり方によっては活用策と

いうのがあるのかなと感じています。

しかし、前回、私が所属していた委員会の所

管がクラウドファンディングを初めて活用しま

した。たしかあの時、4分の1にも達しなかった
ように記憶をしているんです。目標率よりもか

なり低い達成率だったのではないかなと思うん

ですが、そういったことを含めてこういった分

析がもっともっとなされなければ、幾ら行政が

やると言っても、そこに対して、余計な予算が

かかったり、別のところでもっと負荷がかかっ

てしまうことがあると思うんですね。それにチ

ャレンジするのはいいんだけれども、それ以外

のところというのがあるかと思うんですが、前

回のあれは多分4分の1しか達成しなかったと
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記憶しておりますが、そのあたりを踏まえてい

かがでしょうか。

【大瀬良新行政推進室長】ただいま、昨年度実

績の福祉保健部がやりましたクラウドファンデ

ィングの結果ですが、私も具体的な数字ははっ

きりしたところはわかりませんが、目標には達

していないということでございます。

ただ、このクラウドファンディングにつきま

しては、もともとこの行革の中でも、プランの

位置づけとしましても、この財政が厳しい中に

あって、新たな資金調達の仕組みというのを

我々も検討を始めていかないといけないという

ことで研究を進めてまいりますということでや

っています。

そういう意味におきまして、先ほど浅田委員

からご指摘がございましたが、平成30年度の実
績をどう捉え、今後どう検証し、今後に活用し

ていくかということでございますので、これに

つきましては、我々としましても各部局等々と

一緒になって、どういった取組がさらにできて

いくのかということを研究してまいりたいと考

えております。

【浅田委員】 450万円を目標にしていて101万
円、56人の方の協力という形だったんですね。
その中で、ご寄附をいただいた方に対しての返

礼の中身とか、そういったのがちょっとどうな

のかなと思うものが多かったように感じていま

す。

行政がやるからこその注目度だったり、行政

がやるからこそ、ほかの人がやらない部分であ

ったり、やっぱりそういったところを皆さん見

ている部分があると思いますので、やるからに

は何でもやってしまえばいいということではな

いと思います。確かに100万円はプラスになっ
たから、それなりに使えるものはあると思うん

ですけれども、それをやるからには別途の予算

がそこに生じている部分もあろうかと思います

ので、今後の状況に期待したいと思います。

もう一点ですが、今、鹿児島の方に80万人の
方々の避難勧告が出ているかと思います。長崎

の中にも避難をという形が出ています。鹿児島

は、今レベル4ということでかなり危険性が高
い避難勧告通知が出ておりました。長崎でレベ

ル4に達して、例えば全県下が避難をしなけれ
ばならないとなった時の態勢などがどの程度で

きているのか、現状を教えてください。

【近藤危機管理課長】今、鹿児島の方が大雨警

報で土砂災害警戒情報が出て、レベル4の避難
勧告が出ているという状況でございます。

長崎の場合につきましては、まだそのような

状況にはなっておりませんけれども、それぞれ

のところの避難所は市町の方で準備をされてお

りまして、住民に対する避難所というのは概ね

充足をしていると理解をしているところでござ

います。

【浅田委員】避難所というのは充足をしている

と。私は、何度も東日本大震災の時にもボラン

ティアで行き、熊本の時にも何度もその現地を

訪れております。今、県議会議員の中で何人も

取られました防災士なども取ったりして、防災

面に関してはかなりしっかりやっていかなけれ

ばならないという中で、避難所があって、避難

所には行けた。でも、そこにある備品の問題、

毛布もなければ何もないというのが、どこもい

っぱいあるんですね。それがどの程度しっかり

と捉えられているのか。

そして、各市町でとおっしゃいましたけれど

も、長崎県には「総合防災ポータル」というの

がありますよね。今現在、長崎市や南島原市、

幾つかのところで既に避難をなさっている方々
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がいらっしゃいます。そういう時に、ぱっと、

じゃ今、どこの避難所が開設しているのかなと

いうのを、ここを頼りに見ようとしたんですけ

れども、そういったものも全く載ってないわけ

ですよ。そうすると、ここからもう、どれだけ

避難しなきゃいけないとなっている時に、どの

段階まで行かなきゃいけないのかなと、今ぱっ

と思ったところなんですけれども、どのような

状況でしょうか。

【近藤危機管理課長】避難所の状況につきまし

ては、やはりその住民避難を扱う市町の方で担

っている部分でございまして、市町のホームペ

ージにおいてはどこの避難所が開設されている

ということを広報しているところでございます。

県としましても、市町の状況をリンクさせて

ホームページ等にアップできれば理想なところ

はあるのかもしれませんけれども、現状、その

ようなことは行っておらず、今の数字だけ一応

把握はしているところでございます。

なお、避難につきましては、やはりその地元

の方が避難できる一番近い場所といいますか、

観光客等もあれば、その時に違うところはある

のかもしれませんけれども、そうしたところは

それぞれで考えていくべきものと考えているこ

ろでございます。

【浅田委員】簡単に言うと、まずはそれぞれの

各市町でということになるわけですよね。でも、

できればリンク等を図るような、もっと便利の

いいような形で何か考えられないのかなと。

「長崎県総合」と書かれると、ここで集約し

ているのかなと思ってしまいます。緊急じゃな

い時に自分の地域でどこに避難したらいいなと

いうのを考えたり、もちろん常々していなきゃ

いけないと思うんですけれども、実際、かなり

長崎もこれから雨が降るかもしれない、じゃあ

といって調べる時に、幾つも幾つもたどらなけ

ればいけなかったり、まさしく今、危機管理課

長自身がおっしゃった観光客の方、障害者の方、

いろんな方々に対して、もっとわかりやすいこ

とをして差し上げないと、長崎県はこれから観

光もどんどん、いろんな方を受け入れようとし

ております。そういうところで、じゃ、英語で

の避難所の開設がどうなのかというのを、各市

町がというのはわかるんですけれども、県とし

て全体のそういうことを、この間もたしか総合

の会議とかありましたよね。そういうのも踏ま

えて、もう少し連携をしっかりとっていただけ

ればと思います。よろしくお願いします。

【近藤危機管理課長】今、いろんなシステム等

もございまして、スマホアプリ等もいろんなも

のが出ております。そうした中で、どれが一番

いいのかというものを研究しながら、最善な方

法を、各市町とも連携しながら検討してまいり

たいと考えております。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【吉村委員】 私も一言言わせてください。

先ほどから小林委員の質問に対する答弁は大

変すばらしい答弁で感心をしながら聞いておっ

たんですが、逆の立場で一言言っておかないと

いけないなと思いました。

「行財政改革」というのは昔から個人的には

大変嫌いな言葉です。予算をどんどん湯水のご

とく出してほしいと。なかなかそれが厳しいの

で現状にあるということなんですが、わかりつ

つもわかりたくない。内心じくじたる思いがあ

るということから質問をさせていただくんです

が、自主財源比率が上がると交付税が下がると。

結果、100というパイはいつまでも100のままと。
それではなかなかおもしろくないですよね。こ

の100が110、120と増えていけば、努力する意
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義もあるし、やりがいが出てくるということに

なるんですけれども、どうやってそれにもって

いくかと、100を超していくかというところが、
なかなか方策が見つからないというのが現状だ

ろうと思うんですが、企画振興部の審査の折に、

隣の委員から、ちょっとわからんながらも質問

があったんですが、過疎法が新たに制定をされ

るか、されんかというところになるんですが、

この過疎法が適用される地域については過疎債

が適用される。これは事業費で100％、その過
疎債の対象になって、後もって7割、8割という
ところが交付税措置をされると。これはまさに

自主財源が上がっても、交付税が減らずに事業

ができるという一つの方策なんだろうと思いま

す。新しい過疎法の制定に向けてこれを、長崎

県としても、これは47都道府県、東京あたりは
知りませんけれども、働きかけを国にやってい

かないといかんのだろうと思いますが、財政担

当として、その辺をどのようにお考えを持たれ

ているか、お聞かせいただきたいと思います。

【早稲田財政課長】今、委員からご質問があり

ましたように、県税収入などが伸びると交付税

での調整が出てくるということが1点あります。
ただ、留保財源というものがありまして、75％
は交付税の基準財政収入の中に算入されます。

25％分は自前の部分で使っていいということ
ですので、県税収入をやっぱり上げる。それか

ら企業誘致などを促進して、やはり法人関係税

を上げていくというのも重要な取組と考えてお

ります。

一方で、基礎自治体の過疎債については、企

画振興部で所管しておりまして、今回、政府施

策要望の中でも強く要望させていただきました。

例えば施設整備などにおいて、基礎自治体が行

う事業、それと県が行うような連携した事業と

いうことで過疎債を適用して、それについて交

付税措置というのがありますので、残りの部分

について、県と基礎自治体の市町で折半して、

県も支援が残り部分はできるということで、一

つの箱物ですと、県が補助金を2分の1充てるよ
りも、交付税措置がある過疎債の上手な活用と

いうものをすることによって、基礎自治体も県

の方でも、両方が財政運営というのが円滑にま

いりますので、県としてもそこはしっかりと後

押しをして取り組んでまいりたいと考えている

ところでございます。

【吉村委員】 そうなんですよね。だから、国に

要望していくというのが昨日あったわけですが、

具体的に、そうしたら中身で何を要望していく

のかというところが出てくるんだろうと思いま

すけれども、そこら辺は財政課長で何かイメー

ジがあられますか。

【早稲田財政課長】人口減少、それから少子高

齢化社会ということになりまして、また、まち

づくりの面でも地域の交通、それから人口動向

を踏まえました集落の維持、それから集積とい

うもので、今後またインフラ整備というものが

改めて出てくると思います。

また、今回、6月補正予算でも計上させてい
ただきましたけれども、市町と県の新たな役割

をどう考えていくのかということで、組織や施

設配置なども考えたところでの検討というのも

進められております。

したがいまして、今後、やはり過疎債、それ

から県と市町の役割というところを考える時に

は、新しいそういった人口減少社会の中におい

てのまちづくりというものを考えた中で、ソフ

ト・ハード面についてどう適用していくのかと

いうのは、個々見ながら考えていく必要がある

ものと考えております。
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【吉村委員】 そういうことですよ。ですから、

近年の過疎法の適用事業というか、そういうも

のがソフト中心になってきて、ハードがなかな

か使いづらいというところがあるので、やっぱ

りここは今言われたように、いろんな社会イン

フラの再整備が今から出てくると。そういうこ

とについて、この過疎法の適用をやってくれと

いう要望を具体的に国に対して提案をしていか

なければならないんだろうと思うので、そうい

うところに意を用いながら、企画振興部とも一

緒になって、市町もそうですけれども、やって

いただきたいと思うところでございます。

当然、自主財源が増えれば自由度が上がるの

で、それはいいんですよ。できれば、100を超
える器になってくれればもっといいというとこ

ろです。

次に、いわゆる市町の役割ということでここ

の中にも載っておりますが、役割分担ですね。

例えば、今、佐世保市も一生懸命取り組まれて

おりますが、連携中枢都市圏、こういうことで

もう合併ではなくて、連携することで小さな自

治体も大きな自治体とみなせると、そういうこ

とになって、そういう中で事務事業を一本化し

ていくとか、そういうことも考えられるんだろ

うと思います。

ただ、今、佐世保市がやっている連携中枢都

市圏の仕組みというのは、佐世保対どこどこ、

佐世保対どこどこという、ここの連携なんです

ね。全体が一本で連携できると、一つの大きな

自治体とみなすことができるというふうになる

んじゃないかと思うんですけれども、そういう

ところに向けても、これも国が指導してやって

いるわけですけれども、国に対して、そういう

みなし方をできるように改善をしていかなけれ

ばならないんじゃないですかという提案もして

いただきたいと思うんですけれども、いかがで

しょうか。

【早稲田財政課長】今、委員のおっしゃいまし

た基礎自治体の今後の連携のあり方というもの

については、やはり人口減少の中での各々の税

収関係、それから町をどう担っていくのか。そ

れは広域的な部分で見ても中核的な、例えば佐

世保市におかれては中核的な役割を担われてい

るということがございます。

今回、新たな連携の部分の検討ということで、

企画振興部の中の市町村課の方で国の委託事業

を受けておりますけれども、その中でもやはり

県と市町の役割をどう担っていくのかと。今ま

での、例えば離島におきます道路のインフラを

どう担っていくのかと。逆に基礎自治体に関し

て財源とともに移管して検討するという方策も

あるかと思います。そのようなものを通して、

今後、やはり離島部、それからある程度本土部

における枠組みというものも考えてくると思わ

れますので、今あるのは、例えば広域連合など

の取組で一つの大きな連合体としてみなす、そ

れからごみ関係、清掃関係の焼却部分でみなす

ということがありますので、今後、人口減少社

会において、どうまちづくりをするかという中

において、先ほども答弁しましたが、こういう

連携中枢都市圏のあり方、それから県と市町の

役割の分担ということ、今年度、市町村課にお

いて調査します事業において、そういった部分

も踏まえて、国にいかに提言していくのかとい

ったところも検討をしていく旨、企画振興部と

も協議をしてまいりたいと思います。

【吉村委員】そこら辺は積極的に、強く要望し

ていただくようにお願いしたいと思います。

それから、先ほどからもありましたが、継ぎ

足し補助等を見直していくと。必要なものは必
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要としていただかないと困るんですが、先般か

らも、いわゆる強い農業づくり交付金あたりの

事業とか、それから、具体的に言うと捕獲補助

金で、国が特別交付税措置をして、これまでの

補助率を上げたと。そして、県が継ぎ足し補助

をやっていたのを、国が出すようになったから、

勢い全廃すると。それで、残り5％程度を市町
と県とで2分の1ずつの負担というところで前
段が残っていたので、その5％にも適用して2分
の1、2分の1、2.5％ずつ市町と折半というよう
な農林部長の最初の提案だったわけですが、話

していくうちに、そこまでやらんでもいいだろ

うと。だから、その5％については、県がまず
は持つという考え方を持ってもらいたいという

ことで、最終的にはそういうところに落ち着い

たということになるんですが、そうやって財政

から言うと、継ぎ足し補助もこれは原則ゼロに

していくんですよということもあるでしょうが、

今度は受益者側からすると、そこに全体で何％

の補助と考えているわけですね、受益者側は。

それが減るとしかならないわけですよ。だから、

そこにはよっぽど意を用いてもらわんと、血も

涙もないとなっていくわけです。そこら辺の工

夫が要るんだろうと思いますけれども、そうい

った点も考えてもらいたいなと。やはり県民の

声、農業漁業者の声ということになるんですけ

れども。

先般も、これはＪＡ長崎西海の例ですが、手

数料を1％上げるんだと。それは農協の運営が
厳しいからということで、それと支店の数を減

らすという合理化案が出るわけですね。これは

農協が存続するために必要なんだという論法に

なるんですが、いわゆる受益者である組合員、

農業者、ここに言わせると、唐突になんでＪＡ

が生き残るために上げなければいけないのとな

るわけです。それで、総代会で投票になるわけ

ですが、結果はご存じかどうかわかりませんけ

れども、何百人もおる総代の中で、わずか6票
差だったんですよ。私はむしろ旗上げて反対し

ろと言った方ですが、6票差で負けました。で
も、やっぱり生産者の思いというのはそこにあ

るわけですよ。

だから、この行財政改革でやらないといかん

というのもわかりますが、その裏側ではどうな

るか、そこら辺にも考えを持ちながらやってい

ただきたいと思うわけですが、お考えをお聞か

せいただきたいと思います。

【早稲田財政課長】今の委員のご質問ですけれ

ども、厳しい財政状況の中では、新しい行政需

要というものに対応しつつ、県財政の健全性と

いうのも確保する必要があります。事業の成果、

それから緊急性とか、県と市町、民間の役割分

担などを踏まえた上で、やっぱり施策の選択と

集中というのは一定進めていくものがあるかと

思います。

一方で、既存事業の見直しを行う際に気がけ

る点としましては、県民生活への影響、それか

ら急激な環境変化なども考慮しまして、例えば

補助金の見直しにおきましては、段階的に補助

率を引き下げる経過措置を講じるなどの対応と

いうのも必要に応じて行う必要があると考えて

おります。

また、理念をしっかりと立てながら、県民生

活などを考えて取り組むということで、例えば

先ほどお話に出ました県単独のイノシシの捕獲

奨励金の部分につきましても、当初、市町への

捕獲奨励金の補助は廃止ということで予定して

おりましたけれども、見直し後2年間におきま
しては、市町の実質負担部分相当分ということ

で、事務費補助ということで1頭当たり500円を
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定額として補助金にするなど、さまざまなご意

見もお伺いしながら見直しというのは進めてい

く必要があると考えております。

【吉村委員】 よろしくお願いしますね。

最後にしますが、もう一つ、先ほどから公共

施設の必要性とか、そういうことに応じて廃止

をしたり、民間移譲したりというところがあり

ましたけれども、これも佐世保市の時に言った

ことがあるんですが、平成の合併をして、その

合併地域にそれぞれ同じような施設があるわけ

ですね。重複するから、それを廃止しますと、

いきなり乱暴な、我々から言わせたら乱暴な発

言が出てくるわけです。

それで、それをやろうとするので、どういう

根拠で合併地域の施設を廃止にするのかと。多

過ぎるからというのでは説得力に欠けるわけで

すね。ですから、その時に提案して、例えば佐

世保市内にどのような種類の公共施設が幾つあ

って、どこら辺にあってということを把握して

いるのかと聞いたところ、把握はしていません

となるわけです。

どうも長崎県についても、県の公共施設、先

ほどから資料を見ているんですが、そういうの

を把握して、その必要性とかいうのを判断され

たのかなと、疑問に感じるところがあるわけで

す。ですから、その根本になる、そういうこと

で佐世保市は施設白書をつくれと言ってつくり

ました。市全域の施設白書をつくるのに3年か
かりました。そして、それに基づいて再配置計

画をやって、新設しても配置をしなければなら

ない、ここはもう廃止して大丈夫でしょうと、

そういう再配置計画をつくるわけです。それに

基づいて公共施設の配置をやっていくと。そう

すると、その地域の人たちも、なくなる、なく

ならない、更新する、しないということもある

程度理解が進むわけですね、ベースがしっかり

しておけば。

だから、県においても、そういう施設の考え

方というのをきちっと構築してもらって、再配

置に向けて取り組まれるということをお勧めし

たいんですが、その点についてはどのようにお

考えですか。

【松田管財課長】長崎県におきましては、国の

指針に基づきまして、「公共施設等総合管理基

本方針」というのを立てておりまして、このう

ち、施設類型を28に分けて、それぞれ所管する
所属において、それぞれの施設の個別施設計画

を令和2年度までに策定するようにとなってお
ります。

具体的な施設類型で申しますと、県営住宅、

橋りょう、トンネル、港湾、ダム、各種ござい

ますが、例えば私ども管財課の方では、庁舎、

学校及び警察の建物、このうちのＲＣ構造で、

かつ耐震性を有する473棟について策定をしよ
うと考えているところでございます。このうち、

築35年以内、かつ500平米以上の建物につきま
しては、長期保全計画ということでコンサルタ

ントに委託をしてつくるようにしておりまして、

これに該当するのが198棟、それ以外の275棟に
つきましては、私ども県の直営で令和2年度ま
でに計画を策定する予定でございます。

今、委員がおっしゃいました将来的なという

部分につきまして、その中で統廃合、更新、あ

るいはその施設の長寿命化、そういったものを

図りながら、計画的にその施設の管理、運用を

図ってまいりたいと考えております。

【中島(浩)委員長】 ほかにはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 それでは、しばらく休憩い
たします。
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― 午後 ３時 ７分 休憩 ―

― 午後 ３時 ８分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

自由民主党・県民会議並びに自由民主党会派

から「地方財政の充実強化を求める意見書（案）」

提出の提案があっております。

それでは、松本委員より意見書提出について

の提案、趣旨説明等をお願いいたします。

【松本委員】「地方財政の充実強化を求める意

見書（案）」について説明をさせていただきま

す。

本意見書は、先ほども小林委員の質疑にもあ

りましたとおり、地方財政の充実強化が県政推

進のためには大変重要な課題であることから、

毎年出させていただいているところであります。

基本的には、令和2年度の政府施策に関する
提案・要望書の「地方創生に必要な施策を講じ

るための財源措置の充実について」や、昨年の

意見書をベースにしつつ、現在の動きを踏まえ

た新しい項目も追加しております。

簡単に説明しますと、項目1から3は基本的な
事項として従前どおりの主張ですが、特に2に
ある「一般財源総額の確保」は地方公共団体の

根幹をなすもので、政府・与党におかれまして

も努力をされていますが、地方の総意というこ

とで訴える必要があるものであります。

4については、今回の6月補正予算にも計上さ
れている幼児教育、保育の無償化をはじめとし

た国制度に係る地方負担について財源措置を求

めるものであります。

5から8、裏面まで続きますが、政府施策要望
と同様の内容で、特に5にある「地方が偏在是
正の効果を実感できるよう、地方財政計画にし

っかり計上していただくこと」を求めるととも

に、「本県のような条件不利地域や財政力の弱

い団体に配慮していただくこと」を強く求めて

おります。

裏面の9は、新規項目として、次年度から施
行されます会計年度任用職員制度に伴う財政需

要についてもしっかりと国として財政措置をす

るように求めるものであります。

10も新規項目として、現在、国の方で論議さ
れておりますが、地方の基金残高が増加してい

るとの理由だけをもって地方交付税の削減を行

わないよう要請するものであります。

以上、委員各位のご賛同を賜りますことをお

願いし、趣旨説明といたします。

【中島(浩)委員長】 ただいま、自由民主党・県
民会議並びに自由民主党会派から説明がありま

した「地方財政の充実強化を求める意見書」に

ついて、ご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 それでは、自由民主党・県
民会議並びに自由民主党会派提案の「地方財政

の充実強化を求める意見書」を提出することに

ご異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、自由民主党・県民会議並びに自由民

主党会派提案の「地方財政の充実強化を求める

意見書」については提出することに決定されま

した。

なお、文書の作成等につきましてはいかがい

たしましょうか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 それでは、正副委員長にご
一任願います。

これをもちまして、危機管理監及び総務部関

係の審査を終了いたします。
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引き続き、分科会長報告及び委員長報告の取

りまとめなどの委員間討議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時１２分 休憩 ―

― 午後 ３時１３分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

今定例会で審査いたしました内容につきまし

て、7月8日（月曜日）の予算決算委員会におけ
る分科会長報告及び7月10日（水曜日）の本会
議における委員長報告の内容について協議をい

たします。

それでは、審査の方法についてお諮りいたし

ます。

協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことといたしたいと存じますが、

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

― 午後 ３時１４分 休憩 ―

― 午後 ３時１４分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

本日まで審査いただいた総務分科会長報告及

び総務委員長報告については、協議会における

委員の皆様の意見を踏まえ報告させていただき

たいと思います。

次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時１５分 休憩 ―

― 午後 ３時１５分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について何かご意見はあ

りませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 それでは、正副委員長にご
一任願いたいと存じます。

本日の審査はこれにてとどめ、7月5日（金曜
日）は、午前10時から委員会を再開し、企画振
興部関係の集中審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時１６分 散会 ―



総務委員会委員長　　中島　浩介

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

長崎県危険物等に係る事務手数料条例の一部を改正する条
例

原案可決

長崎県手数料条例の一部を改正する条例（関係分） 原案可決

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行
に伴う関係条例の整備等に関する条例（関係分）

原案可決

会計年度任用職員の報酬等に関する条例（関係分） 原案可決

長崎県税条例の一部を改正する条例 原案可決

長崎県警察関係手数料条例の一部を改正する条例 原案可決

和解及び損害賠償の額の決定について 原案可決

長崎県税条例の一部を改正する条例 承　　認

退職手当支給制限処分に係る審査請求に関する諮問につい
て

棄却すべき

計　　９件（原案可決　７件・承認　１件・棄却すべき　１件）

総 務 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和元年７月３日

　　　　議長　　瀬川　光之　　様

第 78 号 議 案

報 告 第 16 号

諮 問 第 1 号

番　　　号 

記

第 79 号 議 案

第 80 号 議 案

第 81 号 議 案

第 82 号 議 案

第 83 号 議 案

第 94 号 議 案

－211－ 



第 ５ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和元年 ７月 ５日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時１０分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 中島 浩介 君

副委員長(副会長) 山下 博史 君

委 員 小林 克敏 君

〃 中島 廣義 君

〃 浅田ますみ 君

〃 川崎 祥司 君

〃 深堀ひろし 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 下条 博文 君

〃 中島 泰輔 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

企画振興部長 柿本 敏晶 君

企画振興部政策監
(離島･半島･過疎対策担当) 前川 謙介 君

企画振興部参事監
(県庁舎跡地活用担当) 村上 真祥 君

地域づくり推進課企画監
(離島振興対策担当) 明石 克磨 君

新幹線・総合交通対策課長 小川 雅純 君

新幹線・総合交通対策課企画監
(航路･バス事業担当) 椿谷 博文 君

県庁舎跡地活用室長 苑田 弘継 君

学芸文化課長 草野 悦郎 君

６、参考人の氏名

国立歴史民俗博物館館長 久留島 浩 君

長崎大学名誉教授 片峰  茂 君

カトリック長崎大司教区
大 司 教

高見 三明 君

長崎県考古学会会長 稲富 裕和 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【中島(浩)委員長】 ただいまから、委員会を再
開いたします。

本日の議題は、「株式会社五島産業汽船の航

路問題等について」及び「県庁舎跡地の遺構発

掘調査の方向性等について」であります。

そのため、理事者の出席範囲につきましては、

議題に関連する範囲とし、お手元の配席表のと

おりと決定したいと存じます。

審査は、お手元に配付しております審査順序

のとおり、午前中は株式会社五島産業汽船につ

いて企画振興部との質問応答を行い、午後から

は県庁舎跡地について参考人との質問応答、そ

の後、企画振興部との質問応答を行うこととし

たいと存じますが、ご異議ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。

それでは、これより審査に入ります。

新幹線・総合交通対策課企画監より、配付資

料の説明をお願いいたします。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】おはよ

うございます。

それでは、私の方から株式会社五島産業汽船
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の航路問題等について、ご説明をいたします。

資料は、資料1「離島航路の安定化に向けた
取組」、それから、資料2「（株）五島産業汽
船に係る説明資料」の2つとなります。
まず、資料1、表題が「離島航路の安定化に

向けた取組」となっている資料について、ご説

明をいたします。

1ページ目をご覧ください。
ここでは、株式会社五島産業汽船航路の運休

後の利用状況について、平成29年度と平成30年
度の利用者数について比較した表を記載してお

ります。ページ上段が有川～佐世保航路の状況、

ページ下段が鯛ノ浦～長崎航路となっておりま

す。株式会社五島産業汽船が運航していました

有川～佐世保航路につきましては、現在、九州

商船株式会社によって高速船「びっぐあーす2
号」が増便され、1日4往復で運航されておりま
す。また、鯛ノ浦～長崎航路につきましては、

新会社により、運休前と同じ1日往復3便で運航
されております。

続きまして、資料2ページをご覧ください。
航路の回復状況について、運休航路の現状と

新上五島町～本土間の利用状況の変動について、

ご説明いたします。

①の2つ目の「〇」にありますように、旅客
数を運休前と比較した場合、5月時点では有川
～佐世保航路では9割、鯛ノ浦～長崎航路では8
割程度の回復となっております。

ページ下段には、新上五島町～本土間の利用

実績について記載しております。

続きまして、資料1の3ページをご覧ください。
ここには運休航路の安定化に向けた取組の状

況について、有川～佐世保航路及び鯛ノ浦～長

崎航路におけるこれまでの国、県、市町などに

よる増便など、利便性の向上に係る取組状況に

ついて記載しております。

運休航路の利用促進の取組につきましては、

運航事業者や県における航路の利用促進に向け、

取組を行っております。それについてはページ

下段に記載しております。

続きまして、資料1の4ページをご覧ください。
離島航路の安定化に向けた取組としまして、

これまでの改善と今後の取組について記載して

おります。

株式会社五島産業汽船の運休後の改善対策と

して、これまで①航路事業者の経営状況の把握、

②航路事業に係る国との情報共有、③離島航路

の安定化に向けた地元自治体や国との意見交換、

この3つの項目で取り組んでまいりました。
まず、①航路事業者の経営状況の把握につき

ましては、欠損補助を受けている航路事業者を

対象とした国における取組などについて記載を

しております。

次に、②航路事業に係る国との情報共有につ

きましては、今回の運休を契機としまして、記

載のとおり、国との情報共有による連携強化に

ついて取組をしていることについて記載してお

ります。

③離島航路の安定化に向けた地元自治体や国

との意見交換につきましては、今回の運休を契

機としまして、地元市町、国及び県をメンバー

として、離島航路の抱える課題等に係る意見交

換を実施しておりまして、そういったことにつ

いて書いております。

続きまして、資料1の5ページをご覧ください。
ここでは、先ほどご説明いたしました離島航

路の安定化に向けた取組のこれまでの改善点に

ついて、今後、さらにどのような取組を行って

いくかを記載しております。

まず、①航路事業者の経営状況の把握につき

ましては、今後の生活航路を運航する欠損補助

以外の航路事業者に対する取組などについて記
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載しております。

次に、②航路事業に係る国との情報共有につ

きましては、県内の生活航路において、一般旅

客定期航路事業の許可申請があった場合は、地

元自治体へ情報提供を行うことを国に求めてお

ります。

次に、③離島航路の安定化に向けた地元自治

体や国との協議につきましては、これまでの意

見交換を踏まえ、検討課題を具体的に整理しま

して、離島航路の安定に向けた協議を行うため

の会議、これを今までは議論ということで関係

者の意見交換の場でございましたけれども、そ

れを会議という形で設置していきたいと考えて

おります。

資料1につきましては、説明は以上でござい
ます。

続きまして、資料2について、ご説明をいた
します。

資料の構成は、大きく分類しますと、1、エ
ンジン換装に係る関係資料、2、リプレイス・
リフレッシュ事業の交付・還元の実績、3、株
式会社五島産業汽船の運休航路に係る手続関係、

4、（株）五島産業汽船に係る情報の開示依頼
に対する破産管財人からの回答状況でございま

す。

まず、「びっぐあーす」のエンジン換装に係

るコスト削減効果について、株式会社五島産業

汽船から提出のあった資料に沿って、ご説明を

いたします。

申し訳ございません。ページが飛びますが、

9ページをご覧ください。
まず、コスト削減効果についての中で、幾つ

かの項目においてコストが削減できるといった

説明が旧会社からなされております。

その中で、まずランニングコストについて、

このページに記載がございます。

まず、燃料費の比較でございますけれども、

換装エンジンを使用した場合、ページ下にあり

ますように、1,412万7,000円、約14％の削減効
果が見込まれております。

次に、10ページ中ほどをご覧ください。
燃料に続きまして潤滑油費用の比較になって

おります。エンジン換装によって年間36万
8,400円、約17％の削減が見込まれております。
次に、11ページをご覧ください。
こちらには消耗品について記載がございます。

換装エンジンを使用した場合、35万4,704円、
約59％の削減効果が見込まれております。
以上によりまして、燃料費、潤滑油費、消耗

品費を合わせましたランニングコストのトータ

ルの削減効果では、4）のランニングコストの
トータル比較にありますように、年間1,485万
104円、約15％の削減ができるといった資料に
なっております。

ここで申し訳ございません、3ページにお戻
りください。

ただいま、コスト削減の詳細をご説明いたし

ましたが、それを合わせてエンジン換装による

コスト削減効果全体がどうなっているのかとい

ったところの表になります。この表につきまし

ては、前ページに実際に株式会社五島産業汽船

から提出された資料が付けられておりますが、

ご覧のとおり、なかなか見づらいものになって

おりますので、様式を変えまして、中に説明す

る項目を付けることで理解がしやすいように考

慮したものとなっております。

まず、左上の赤い枠で囲っている2億4,344万
8,000円、これが既存のエンジンをオーバーホー
ルする場合とエンジン換装を行う場合で生じる

差額となっております。この表の目的につきま

しては、この金額を何年で回収できるのかとい

うことが算出の目的となっております。
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緑色のマーカーで表示しているものが、先ほ

どご説明いたしましたランニングコストの削減

見込みで、これが毎年同じ金額となっておりま

す。オレンジ色のマーカーで表示しているもの

は、主機関換装、エンジン換装費用でございま

して、それがオーバーホール費用を含む検査関

係の費用となっているものでございます。その

明細につきましては、右側に細いオレンジの線

で囲っております表でございます。

検査関係費用の明細を説明いたしますと、既

存エンジンをオーバーホールして使用した場合、

平成27年度、平成30年度、それから平成32年度
にオーバーホールを行う必要がございまして、

各年度、1億1,003万2,000円の費用がかかりま
す。これにつきましては表の左側の1列目、2列
目のＭＴＵでございますけれども、その中の平

成27年度、平成30年度、平成32年度に出てくる
数字になりまして、金額的には緑色のところに

記されるものになります。

一方、エンジンを換装した場合は、平成27年
度は換装費用によって3億9,722万円を要しま
すけれども、換装を行うため、平成27年度はオ
ーバーホールの必要はありませんし、また、新

品のエンジンは5年後までオーバーホールをす
る必要がございませんので、平成30年度のオー
バーホールをする費用も発生してこないことに

なっております。

なお、換装エンジンは5年以内にオーバーホ
ールを行う必要がありますが、この表では4年
目の平成31年度に1基を、5年目の平成32年度に
もう1基をオーバーホールをするということで
費用を分散する計画となっております。

これらの検査関係費用とランニングコストの

削減効果によりまして、先ほど申しました赤い

枠で囲っている2億4,344万8,000円、これを毎
年度回収していくことになりますけれども、そ

の年度ごとの残額が青いマーカーで表示をされ

ているものになります。これによりまして、平

成33年度にはエンジン換装によって生じた差
額2億4,344万8,000円をコスト削減効果が上回
り、収支改善効果が生じるといった説明になっ

ております。

それから、この表の下でございますけれども、

回収後の平成34年度から平成36年度までの削
減効果も、旧会社から参考に添付されておりま

す。この内容について検証しましたところ、換

装9年目の平成36年度には約9,200万円の収支
改善効果となるという資料になっております。

黄色マーカーで色づけした部分は、もとの計算

式に誤りがございましたので、この解説資料に

おいては修正を行っております。

続きまして、資料の15ページをお開きくださ
い。

ここでは、国において実施されました「離島

航路効率化・利便性改善実証事業」の概要につ

いて説明いたしております。

本事業は、平成21年度に海上交通の低炭素
化・利便性向上のための実証実験として国土交

通省において、株式会社日本海洋科学を受託事

業者としまして実施されたものでございます。

実証実験の目的、調査対象事業者、実証実験

の内容につきましては、記載のとおりとなって

おります。

この事業におきまして五島産業汽船は、「び

っぐあーす」が対象船舶となりまして、軽量型

主機関への換装と船体の軽量化工事を行いまし

て、また、ウォータージェットポンプ改良が実

施され、燃料消費削減効果の計測が行われてお

ります。

エンジン換装につきましては、換装前後とも

ＭＴＵ製でありましたが、営業運航速力に見合

う出力の軽量型主機関への換装が行われており
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まして、この際のエンジン選定については、国

からの聞き取りでは、受託事業者の株式会社日

本海洋科学が選定したものと思われるといった

説明を受けております。

続きまして、資料の17ページをお開きくださ
い。

「ありかわ8号」の主機関換装によるコスト
削減効果についての資料となっております。

先ほどご説明しましたように、「びっぐあー

す」の資料と同じ内容の説明となりますので、

ここではポイントを絞って説明をさせていただ

きます。

まず、燃料費の比較でございますけれども、

これにつきましては19ページをご覧ください。
エンジンを換装した場合につきましては、年

間493万2,000円、約21％の削減効果が見込まれ
ているといった内容になっております。

続いて、潤滑油費用の説明でございますけれ

ども、20ページをご覧ください。
換装エンジンを使用した場合は、年間37万

2,480円、約47％の削減効果が見込まれており
ます。

次に、消耗品費用につきましては、同じペー

ジの下の方にございますが、換装エンジンを使

用した場合は年間1万8,104円、約8％の削減効
果が見込まれております。

これら燃料費、潤滑油費、消耗品費を合わせ

まして、ランニングコストのトータルの削減効

果では、4）ランニングコストのトータル比較
にありますように、年間532万2,584円、約22％
の削減となっております。

続きまして、オーバーホールに係る経費でご

ざいますけれども、既存エンジンを使用した場

合は、28ページの別紙4になっております。こ
れは既存エンジンをオーバーホールをして使用

した場合の見積書の写しとなっております。税

抜きで4,164万5,040円が必要となっておりま
す。

一方、換装エンジンを使用した場合につきま

しては、次の29ページにございますけれども、
税抜きで3,500万円となりまして、オーバーホー
ル1回当たり664万5,000円の削減が見込まれて
おります。

すみません。25ページにお戻りください。
このページでは、先ほどの「びっぐあーす」

と同様に、エンジン換装で生じた差額の費用に

ついて、どれぐらいの期間で回収できるのかと

いったことを算定する資料として添付されてお

ります。赤い枠で囲っている1億294万853円が
エンジン換装を行うことで生じる差額となって

おり、これを何年かかって回収するのかといっ

た形になっております。

記載につきましては、先ほどの「びっぐあー

す」のところでご説明いたしました内容と同じ

になっておりますので、詳細な説明については

省略をさせていただきますけれども、最終的に

は平成36年度にエンジン換装によって生じた
差額につきましては、ほぼ回収でき、平成37年
度には完全に回収できるといった説明の資料と

なっております。

資料の31ページから38ページにつきまして
は、先ほどご説明いたしました「ありかわ8号」
のコスト削減効果に係る説明資料としまして、

新船建造費等検証委員会から追加で株式会社五

島産業汽船に資料請求があったものでございま

す。前回の総務委員会に提出されたものでござ

いますので、ここは概要だけご説明をさせてい

ただきたいと思います。

まず、資料の31ページをご覧ください。
ページの上の方にございますけれども、この

ページに記されている内容につきましては、燃

料消費量比較は、陸上試運転と、運航実績、実
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際に海を走った時の実績、それによる比較であ

るから、これは同じ条件にした比較データを出

すようにといったところで資料が追加として求

められているものになっております。

次に、35ページをご覧ください。
ここでは、ページの上に「検証委員会提示資

料において」と書いておりますけれども、潤滑

油消費量についても、馬力当たりのより精度の

高いデータを提出しなさいといった指示がござ

いましたので、それについて追加資料として出

されたものでございます。

39ページをご覧ください。
このページは、検証委員会から航路収支比較

と船舶修繕費を求められたものについて、表の

とおり、エンジン換装を行った場合は、収益は

変わりませんが、費用の圧縮が図られることに

よって航路収支による年間約530万円の改善に
なることが示されたものでございます。

最後になりますけれども、40ページをお開き
ください。

前回の総務委員会におきましては、エンジン

の不具合の発生状況を時系列的に示すといった

ところで資料を提出させていただいておりまし

たけれども、今回の資料につきましては、それ

ぞれ個別の発生金額、それから合計金額を記し

たものを添付しております。

この資料につきましては、先ほどご説明しま

した「ありかわ8号」のコスト削減効果の中に
は、この1,000万円というのは全く入っておりま
せんで、あくまでもこれは（株）五島産業汽船

から故障の発生状況について説明をする資料と

いったところで報告がなされているものでござ

います。

続きまして、資料の41ページをご覧ください。
こちらには（株）五島産業汽船に係る「リプ

レイス・リフレッシュ補助金」の交付・還元実

績について記載しております。

リプレイス・リフレッシュ補助金につきまし

ては、大規模改修を含む船舶の更新費用や修繕

費用を航路事業者に交付しまして、補助を受け

た事業者は運賃低廉化によって補助相当額を還

元することとなっております。

まず、リフレッシュ補助金につきましては、

旧会社は、平成21年度から平成28年度にかけて
8億6,155万4,000円の交付を受け、昨年10月1日
の運休までに2億6,020万6,000円を還元してお
ります。還元残額が6億134万8,000円となって
おります。これは新会社である五島産業汽船株

式会社が旧会社から、鯛ノ浦～長崎航路の事業

譲渡を受けまして、あわせて還元義務を継承し

ております。この5億7,621万円を引き継いでお
りますが、昨年10月19日の運航開始から約半年
間で3,016万7,000円の還元が行われておりま
して、還元残高は5億4,604万3,000円となって
おります。旧会社と新会社の引継額の差額につ

きましては、別途、佐世保～上五島航路を運航

する「びっぐあーす2号」によって還元される
ことになっておりますので、その分の差額とな

っております。

リプレイス補助金につきましては、新上五島

町に平成25年度に「びっぐあーす2号」の大規
模改修費として8億7,000万円を交付しており
ますが、還元残額につきましては4億9,992万
8,000円、還元残額が3億7,007万2,000円となっ
ております。

続きまして、資料の43ページをご覧ください。
43ページ、44ページには、株式会社五島産業

汽船の運休航路に係る許認可の動きについてま

とめております。幾つか挙げておりますけれど

も、鯛ノ浦～長崎航路については、「ありかわ

8号」の認可の状況、次に「びっぐあーす」の
認可の状況を記載しております。
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また、「ありかわ8号」につきましては、「あ
りかわ8号」の譲渡に係る「長崎県離島地域交
流促進基盤強化事業費補助金実施要綱」の承認

についても記載しております。

続いて、有川～佐世保航路関係でございます。

ページをめくりまして44ページになります
が、まず、「シークイーン」の認可について記

載しております。次に、「びっぐあーす2号」
について記載しております。

次に、資料の45ページをお開きください。
株式会社五島産業汽船に係る情報の開示依頼

に対する破産管財人からの回答状況について記

載しております。

破産管財人に情報開示を要望しておりました

4つの文書について回答があったものでござい
ます。回答については、全て提供できないとい

うことになっておりまして、その理由について

は、ここに記載されているとおりでございます。

これを受けまして今後の県の取組でございま

すけれども、45ページの下の方に上げておりま
すけれども、これを受けまして直ちに諦めると

いうことはできませんので、破産管財人に対し

ましては、債権者集会の開催、そういった節目

節目に協議を行っていくといったところで申し

入れをしております。

また、破産手続が終了しました後、裁判所に

関係資料が移りましたら、裁判所に対しても閲

覧を求め、さらに、裁判所からも開示ができな

いといったことになりましたら、県が保有して

いる情報につきましては、株式会社五島産業汽

船が法人として消滅したということを前提とし

まして、改めて関係者、顧問弁護士と協議の上、

開示についての判断を行うことと考えておりま

す。

最後に、47ページをご覧ください。
これは、これまで総務委員会の方から提出の

求めがあった各種資料につきまして、その状況

を取りまとめた資料となっております。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

【中島(浩)委員長】 それでは、委員の方々から
質問をお受けいたします。

質問はありませんでしょうか。

【吉村委員】いろいろと調べていただきまして、

ありがとうございました。

前回の集中審査の折に、まずは監査委員会、

監査事務局において、県としても費用負担をし

ているということで、いわゆる債権者と同等な

扱いとして債権者会議に提出してある資料を入

手できないものかというふうにお尋ねをしてお

ったんですが、今、説明を聞きますと、最後か

ら 2番目のページに①から④ということで回答
の状況を示してあるわけですが、これはどれも

全部、どうもできませんという回答なのですが、

ここに至るまでに、県として、もう少し、やは

り県も費用負担をしている以上は、こういう事

実について把握をしなければならない、その義

務があるんだということで、破産管財人に対し

て申し入れを強く行われたのかなという疑問が

あるんですが、その点についてはいかがでしょ

うか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】通常、

こういった破産手続が始まりまして破産管財人

が置かれた際に、破産管財人に対して照会をか

けるのは一般的には債権者のみといったことも

お伺いしております。その中にあって、私ども

県の要望、協議にご対応いただいたのは、破産

管財人におきましても、県が、当該会社に対す

る補助金を交付する中で、当然ながら、その破

綻の原因については、今後、離島航路を安定化

していく中で非常に重要な検証の一端となって
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くるといったところで申し入れをいたしまして、

複数回にわたり破産管財人にお会いをしており

ます。

その中におきまして、破産管財人としまして

も、状況が変われば対応も一定変わってくるこ

とがあるといったご説明もありましたので、粘

り強く、諦めずに何度となく足を運びまして、

その中で、状況によっては出せる資料もあると

いったこともお聞きしておりましたので、一つ、

債権者集会というのが大きな節目になるだろう

といったところで考えておりまして、債権者集

会を節目としまして、文書で依頼をさせていた

だきました。文書で依頼をした結果につきまし

て、ここに回答をいただいているわけでござい

ますけれども、これも、現時点ではこうだけれ

どもということで前置きをいただきまして、非

常に難しいけれども、引き続き、県との協議に

は応じるといったところも回答いただいており

ますので、私たちの考えについては伝わってい

ると考えております。

【吉村委員】今、破産管財人と県との関係をお

尋ねしたんですが、その前にもう一つ、監査事

務局に対して、どのような対応をするのかと。

県が公金を支出しているということについて、

監査の対象になり得るんじゃないかということ

で前回をお聞きしておったんですが、その答え

が今委員会で監査事務局よりあったんですが、

本日、この監査委員会としての調査というのは

行えないんだと。しかし、この事実については、

前回の集中審査の折にも、監査事務局の、いわ

ゆるその前の一般質問に対する対応として行っ

たことの中身を披瀝していただいたんですけれ

ども、いろんな聞き取り調査の中身、5 項目に
わたって聞き取り調査を行いましたと。あくま

でも調査じゃなくて聞き取りということを強調

されておったんですが、そういう中で表現が一

つ引っかかるところが、検証委員会等でも、是

とするということで決定をされたのでというこ

とではあるんですが、最終的に、「補助目的は

達成されていないとは言えない」というような

微妙な表現で終わっているところがありまして、

そういう意味で、今回、監査委員会としての動

きを尋ねておったのですが、窓口である企画振

興部に対して監査委員会からどのような働きか

けというか、申し入れというか、アクションが

あったのかということをお尋ねしたいと思いま

す。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】監査事

務局からは、今回の総務委員会での審議等も踏

まえながら、これまでの質疑の内容、それから

一連の五島産業汽船の航路問題の状況、こうい

ったものを含めまして総合的に説明をしてくれ

といったご依頼がございました。それに対して、

特に資料を提出するということではないんです

けれども、ご説明を差し上げまして、今後も意

見交換をしっかり行う中で、監査事務局からは、

引き続き担当課において、しっかりと説明を行

っていただきたいといったところの要請をいた

だいております。

【吉村委員】そこら辺が監査委員会もどうなの

かなと、限界なのか。今委員会の中でも、本日

のこの集中審査の状況を見ながら、その次のい

ろんな対応を考えたいというような監査事務局

の話だったわけでしょうけれども、どういう状

況を見るのかなというのが、まだ理解しがたい

ところもあります。

その監査が前回おっしゃられているのが、減

価償却期間が残存しているエンジンを換装した、

この補助事業で取得した財産の処分に当たるの

ではないかと。補助事業で得たエンジンですか
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ら財産ですね、それを処分しているんじゃない

かと、減価償却期間以内に処分すれば。このこ

とについては、「事業者が県費補助金額を運賃割

引として還元を終えるまで、予備エンジンとし

て保管を続けることから、補助の交付目的に反

して使用しているとは言えないと判断する」と

いうのが監査事務局の判断になっているわけで

すが、これは「ありかわ 8号」について言って
あるわけですが、それ以前というところについ

て、前回の委員会の折には、そのエンジンの保

管状況、それから換装した後のその前のエンジ

ンがどういうふうな取扱いをされているかとい

うことについては、県としても、あずかり知ら

ないような答弁であったかと思いますが、もう

一度、お尋ねをしたいんですが、こういう監査

の判断についてどのように考えられるか、お尋

ねをしたいと思います。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】今の吉

村委員のお尋ねは、取り外したエンジンにつき

ましては、補助金返還とか、そういった検討を

すべきではなかったかといったお尋ねかと思い

ます。

平成 28 年度のエンジン換装で取り外しまし
たエンジンにつきましては、当時、鯛ノ浦～長

崎航路の突発的なトラブルが発生した時に対応

する予備エンジンとして保管するということは、

当時、整理をされております。これは「ありか

わ 8号」にエンジントラブルが発生したといっ
たこともあって、当該エンジンを処分してしま

うと、何らかの形でまたエンジンが使用できな

いような状況になれば、航路の安定維持を図る

上では非常に大きなマイナスになるといった判

断があったものと思います。このエンジンにつ

きましては、現在も事業者によってメンテナン

スを行いながら保管をされており、これにつき

ましては確認をしております。

【吉村委員】 「ありかわ 8 号」の換装したエ
ンジンについては確認をして、今でも一定場所

に保管してあると。それ以外の換装したエンジ

ンについても把握をされておりますか、いかが

ですか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】株式会

社五島産業汽船のこれ以外の船舶でのエンジン

換装でございますけれども、「びっぐあーす」

が平成 27年、「びっぐあーす 2号」が平成 25
年に換装をされております。平成 27 年の「び
っぐあーす」のエンジン換装につきましては、

取り外したエンジンは、先ほどご説明しました

国の実証実験で平成 21 年度に導入されたもの
になっております。それにつきましては町の方

に確認をしましたところ、このエンジンについ

てはスクラップ処分をしたといったところで報

告を受けております。なぜスクラップ処分かと

いったところまでお尋ねをしておりませんけれ

ども、先ほど言いました平成 21 年度のエンジ
ン換装時に入れられたエンジンが、その後の排

気ガス規制によって使用ができないエンジンと

なったといったところで説明を受けておりま

す。

ただ、町の台帳を確認しましたところ、そこ

に金額が計上されておりますので、その金額が

スクラップ費用としての金額なのか、詳細につ

いて教えていただきたいということで、今、情

報開示の手続で町にはお願いをしております。

それから、「びっぐあーす 2号」につきまし
ては、平成 25 年度のエンジン換装で交換をさ
れたものでございますけれども、「びっぐあー

す 2号」のエンジンにつきましては、前回のエ
ンジン換装から 12 年たったということで、こ
のエンジンにつきましても、老朽化していると
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いう判断で、町のほうでは、廃棄処分したとい

ったところでお伺いをしております。

【吉村委員】廃棄処分をされたということで、

当初の答弁の中では、そこら辺をよく確認され

ておらなかったように記憶をするんですが、そ

れ以降の調査の中で新上五島町からそういうよ

うな回答が出たと。ただ、それが台帳上どうな

っているのかとかいうことについては、今、照

会中ということですので、引き続き、どうなっ

たかということは、きちっと調べていただきた

い。

それと、「ありかわ 8号」については、今、
保管をしてあるということですが、これはエン

ジンが新しかったというふうなことで、代替エ

ンジンとして使えるだろうということで保管し

てあるんですか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 平成

23 年度に換装しましたエンジンになっており
ますので、5 年程度過ぎておりますけれども、
新しいエンジンということは確かに言えると思

います。ただ、故障が発生をしたという前提で

取り外しがされているエンジンになりますので、

これをなぜ予備エンジンとして保管したのかと

いったところにつきましては、エンジンメーカ

ーのほうに問い合わせをしましたところ、船の

エンジンが全く使えなくなったといった時を想

定しますと、新しいエンジンを持ってくるとす

ると半年も 1年もかかってしまうと。そういっ
た意味では、取り外したエンジンを保管してい

て、2 週間ぐらいかかるかもしれませんけれど
も、それをもう一度船に載せるという作業は、

新品のエンジンを持ってきて乗せ換えるという

よりも、はるかに早いと。そういった意味では、

意味があるといったところでお伺いをしており

ます。

【吉村委員】今の話は、わからん人が聞けば、

もっともらしく聞こえるんですが、私たちも大

分勉強させていただいたので、そこの話がなか

なかつじつまが合わんということを理解してい

ます。

今日出た資料の 40 ページに、そのエンジン
の故障の経緯がよく調べられているんですが、

2 段目のシリンダヘッド吹き抜けというところ
で、エンジンとしては大きなダメージを受けて

いると。だから、すぐ修理に入らなければなら

ないのを簡単な修理、43 万円程度ですから、
本当に簡単な修理だと思います、それで使い続

けたということで、その後の例えば平成 27 年
9 月の修理とか、いろんなことにつながってい
ったのかもしれないなと、そこまで専門家では

ないのでわからないのですが、というふうに考

えるわけです。こういう多くの修理を、費用も

かかるし、しなければならなかったエンジンだ

から 5年間で換えたわけですね。そのエンジン
をとっておくというのに整合があるのかと。

今、新幹線・総合交通対策課企画監の説明で

は、新しいエンジンを持ってくるよりは、はる

かに早くできるんだということですが、これは

以前も申し上げたと思いますが、このメーカー

にお尋ねをしたところ、メーカーの違うエンジ

ンを仮に修理のために載せ換えて、代替エンジ

ンとして使うなんということは、ほぼ考えられ

ないと。いわゆるエンジンを載せる台から配管

のパイプから全てが違うので。その後のエンジ

ンが違うでしょう、ＭＴＵからキャタピラーに

かわっているわけですよ。これがＭＴＵのエン

ジンなら、まだ少しはその話が通じるかもしれ

ないんですけれども、キャタピラーのエンジン

にかわっているから、全然そこが整合がとれな

いようになってしまうわけですよね。それをと
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っておったというのは、何らかのそこに、それ

以前はスクラップで廃棄処分をしておったとい

うことですが、これも 10 年ちょっとぐらいの
エンジンというのは、まだ全然使えないことは

ないということもあるので、本当にスクラップ

にされたのかなという疑問も起こってくるわけ

ですが。

いずれにせよ、ここにずっと調べて、資料請

求をずっと前回からやっておったんですが、こ

こで最初に出ている許認可の件。九州運輸局が

努力をされたんでしょう、許認可の標準期間と

いうのは大体 2カ月程度かかると聞いているわ
けですが、そのようなことでよろしいですか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】認可の

内容につきましては、申請の内容において標準

の処理期間が変わってくるものでございます。

今回の旧会社から新会社への事業譲渡につき

ましては処理期間が 1カ月、もう一方で、有川
～佐世保航路に「びっぐあーす 2号」が運航し
ましたけれども、ここは新しく使う港がある関

係上、1 カ月間、港湾関係の調査が必要になっ
てまいりますので、こちらについては標準処理

期間が 2カ月といったことになっております。
【吉村委員】 43 ページを拝見させていただく
と、（1）が認可まで 6日、（2）が認可まで 10
日という非常に短期間で行われていると。こう

いうことが通常、九州運輸局の中で行われるの

かなというふうに感じるんですが、前回、九州

運輸局も参考人として来ていただきたかったん

ですが、残念ながら出席はかないませんでした

が、ここら辺について県として九州運輸局に、

この期間ということがどうなのかということを

お尋ねされたことはありますか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】私ども

も、標準処理期間が 1カ月となっておりますの

で、今回の認可申請が、申請から認可まで 1週
間程度と早いものになっておりますので、国の

方に確認をいたしました。

国からの説明につきましては、標準的な処理

期間ということで 1カ月を目安として定めてい
るけれども、今回のような事業譲渡ということ

で、新旧会社が同じ航路、同じ船、そういった

共通点が多いものにつきましては審査期間が短

縮されることもあり、異例の取扱いということ

ではないといった見解を伺っております。

【吉村委員】 最後にします。

今、債権者会ですか、その処理に向けて進ん

でいるということだろうと思いますが、どうし

てもそこの壁が、私個人としては、いわゆる直

接的な、例えば金銭の貸借とかいう債権者では

ないけれども、県の補助金を出した。例えば、

どこだったですかね、100％国の補助と当初は
思っていましたが、前回の答弁で、少なくとも

平成28年度のエンジン換装の事業については、
国が10分の6.435、県が10分の3.565の負担で事
業がなされているというふうに回答いただいて

おるんですが、このことを考えると、これは債

権者ではないかというふうに私は考えるんです

が、そういった意味で、今後とも引き続き、こ

の破産管財人に働きかけを行っていただきたい

と。

そこの中にまだ、最後に未提出の資料が記載

がありますが、そこら辺の資料が欲しいなとい

うのが個人的な要望なんですけれども、それが

破産法という法律の中でどうしても踏み込めな

いんだということになっているわけですね。で

すから、それの働きかけをやりたい。

それからもう一つは、この手続が大体どれぐ

らいで終わる見込みなのか、そこが終わらんと、

終われば情報開示ができます。県の資料も、大

体県も県民に対して情報開示をする必要が当然



令和元年６月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（７月５日）

- 223 -

あるはずなんですけれども、これが債権者の会

議が終わらないと情報は開示できないというの

もいかがなものかというふうに個人的に思って

おります。

それで、破産手続というのが、最終的にいつ

頃終了するのか、見込みを持っておられますか。

そこのところをお知らせいただきたいと思いま

す。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】破産管

財人の説明の前に1点、ご説明させていただき
たいのが、リフレッシュ補助金の財源について

今お話がございました。前回の委員会の時にも、

この点についてはご答弁をしておりますけれど

も、国が10分の6.435、県が10分の3.565を負担
するということでございますけれども、これは

収入として計上している土木部のほうが国から

予算をいただく時の割合になっておりまして、

歳出をする新幹線・総合交通対策課におきまし

ては、すべて国の財源が充てられているといっ

たことになっております。

いわゆる収入計上課と歳出計上課の中で調整

をされて、リプレイス、リフレッシュの補助金

については、全額が、財源としては国費が充て

られているといったことになっています。

それから、破産処理が終わるまでの予定につ

いてでございますけれども、今現在、こういっ

た回答を破産管財人からいただいておりますけ

れども、これをもって終わりということではな

くて、先ほども申し上げましたように、債権者

集会が、最終的に債権者の配当が行われるまで

開かれます。その都度、旧株式会社五島産業汽

船の財産の処理状況が変わってくる中で、例え

ば、ある程度のめどがたってしまえば配当に及

ぼすような影響がないとか、債権者に対する影

響がないとか、いろいろな判断もあろうかと思

いますので、そこは継続をして破産管財人に対

してまずは情報開示をお願いすると。

破産管財人の処理が終わって配当も終わると、

その段階で書類関係等もまた裁判所のほうに移

ってまいりますので、今度は、破産管財人が相

手ではなくて、裁判所を相手に情報開示をお願

いするといった手続と考えております。

破産の手続が、配当が終わるまでにどの程度

の日数がかかるのかといったところを破産管財

人にもお伺いしました。これは旧会社の財産の

処分、これがどういった形で行われるのかとい

ったところもありますので、一概には言えない

と。以前であれば、2年とか、3年とか、長期間
に及ぶこともあったけれども、目安とすれば、

早ければ1年ぐらいで終わる可能性もあるとい
ったこともお伺いしております。

そうしますと、11月に破産手続開始決定があ
りましたので、年内もしくは年明けぐらいとい

うのも一つ目安になろうかと思います。ただ、

これはあくまでも破産管財人が、今の時点での

財産処分の状況を見てお話をいただいてますの

で、今後、処分をする中で、予定としては変わ

ってくる可能性はあると思っています。

【吉村委員】 なるべく早く、これは、いわゆる

ここで言う債権者も短期間での解決を望んでお

られるでしょうから、破産管財人としても、そ

こは急がれるんだろうと思います。ただ、現金

化できる財産があれば、それを現金化して分配

するというのがその手続でしょうから。

ここでもう一つ提起をしておきたいんですが、

「ありかわ8号」は売却できたということです
よね。これはもう既に売却してあるわけです。

ほかに五島産業汽船が所有していた船舶という

のは、何隻あったか知りませんけれども、特に

佐世保については、佐世保～有川に航路をつく

られた時に、「ひまわり」という船が走ってい

たわけですが、これも故障ばかりで、九州運輸
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局あたりにもお尋ねをした中である程度わかっ

たことは、熊本市内の造船所に係留されている

というぐらいのところまではわかっている。そ

の故障の修理の状況とか係留状況とかいうこと

について九州運輸局も現確はしていないと、だ

から見てはいないけれどと。「そういうのは見

ないんですか」と、九州運輸局の課長に聞いた

ところ、「私たちは書類審査だけで、そういう

現場に出て確認をするなんていうことはやらな

いんですよ」という回答だったんです。だから、

我々にとっては疑問点になってきて、そういう

のがまだずっと続いていて、その船がどこにあ

って、今、どういう状況なのか。

これも、これまでの入った情報の中では、破

産したのは、もう一昨年になりますかね。8月
31日、それまでずうっと佐世保～有川航路を休
んでいたわけですね。いわゆる法的な要件を満

たさないままの状況があったわけですよ。それ

を8月31日で解消して、9月1日より、これも変
な形ですけど、小さな船を2隻同時に走らせて
いたと。それでサービス基準を満たしていたと

いうところも、私自身も小さな船が2隻並んで
走っているのを見たことがないものだから、こ

こでどうとも言えないんですが、普通、そうい

うことはまず考えられない、1隻で走るでしょ
う、2隻並んで走るなんていうことは考えられ
ないんですけど、サービス基準上はそうしない

といけない。だから、九州運輸局もそうしてい

たと考えるという答弁になるわけですよね。た

だ、現確はしていないと、確認はしていないと

いうことで、書類上で審査をしているだけとい

うことなんです。

そういうことで、旧五島産業汽船の現金化で

きるようなものについての現在の状況というの

が、これも知りたいんですが、なかなか知れな

いというところがあるので、それも全て破産手

続が終了しないと資料が出てこないのかなと思

いますが、できる部分、例えば熊本に行って、

「ひまわり」がまだ係留されているのか、これ

が8月31日でもう修理はやめて、それまでは修
理ということで係留してあったんですが、それ

以降は、違うでしょう。もう修理じゃないんで

すよね。売却するという手続が進められている

わけですよ。そうしたら、それが果たしてよか

ったのかと、その手続を始めてとか、そういう

疑問が後から後から出てくるわけですね。

だから、今、もう既にそれがどこかに売却さ

れてどうなっているのか、売却したら、売却し

たで、売却で得られた資金はどうなっているの

かとかいうのをつまびらかにしてほしいんです

が、そういう面についても、なんでもかんでも

破産手続が済まないとできないとなるのかなと

思うんですが、最後に、そこら辺どうですかね。

県としてできるということがほかにないのか、

お尋ねしたいんですけど。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】吉村委

員からございましたけれども、「ひまわり」の

係留状況といったような現況の調査につきまし

ては、あくまでも私たちは船舶についての権限

を持ちませんので、任意ということになります

けれども、状況確認ということで足を運んで現

地を見る、その中で事実関係を確認するという

ことにつきましては、いわゆるドックの事業者

の方のご了解がいただければ可能かと思ってお

ります。

また、繰り返しになるところもございますけ

れども、破産管財人の考えは、当然ながら破産

法に基づいて処理をされておりますけれども、

その中であっても破産管財人として決定できる

事項というのは当然あろうかと思いますので、

その中で手続上瑕疵がない範囲の中でご協力を

できるだけお願いしたいと思っておりますので、
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そこは切れ目なく、県としても破産管財人に対

して情報開示のお願いは続けていきたいと思っ

ております。

【吉村委員】今、企画監からドックの了解が得

られればという前向きな答弁も出てきたので、

そこら辺、いわゆる当局として努力をしなけれ

ばならない、その部分でやっていただきたいと

要望させていただきます。

そして、もう一つは、破産手続が早く済むよ

うにというか、それを破産管財人にも促しなが

ら、その手続が終了すれば、速やかにそこにあ

る資料、情報をすべて出していただきたいとい

うことをお願いして、とりあえず、本日の質問

を終わらせていただきたいと思います。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【小林委員】我々は五島産業汽船の問題につい

て、総務委員会を通じながら、また、こういう

集中審議をいただきながら検証を続けておりま

す。

当然のことながら、なぜ検証を続けるかと。

これは、もう言うまでもないことで、17億3,000
万円ぐらいの、いわゆる国民の税金が一企業に

投入されているわけであります。五島島民の皆

さん方の足を守るためにと、こういうような願

いのもとに、本当にありとあらゆる、一企業、

五島産業汽船に、本当に惜しみなく公費を投入

し、そして、相当な、ありとあらゆる支援を行

ってきております。

しかしながら、この17億3,000万円という、
まさに県民、国民、市民の皆様方の汗の結晶の

税金が結果的にやっぱり生かされなかったと。

要するに、海に捨てたようなものだと。こんな

ような状況で、我々県議会議員として、県民の

皆様方の代弁者として、この状態を黙って見て

おられるはずがないわけです。私も、他の県議

会議員の方々も、いつも県の姿勢をいろいろと、

県民の代弁者としていろいろとお願いをしたり、

追求したり、問題点を明らかにしながら、県民

の期待に応えていくということであるけれども、

この五島産業汽船の問題、17億3,000万円もの
公費が投入されながら、これを問題にしないと

いうこと自体がおかしいのではないか。例えば、

昔の野党であるならば、かなりの追求があった

だろうし、速見先生とか、石橋政嗣さんとかさ、

昔のそういう国会議員に今なっているような人

たち、あるいは党首の方々がいろんな形の中で

こういう県の姿勢を追求してきましたよ。そう

いうようなことが、最近ちょっと残念ながら薄

れておるんじゃないか。

だから、そういう意味からいっても、やはり

追求すべきところは追求し、質すべきところは

質していかなければいけないと。こういうこと

でございますので、これは検証をなぜ続けるか

と。何もね、五島産業汽船を恨んでいるわけで

もなければ、誰かを恨んでいるわけでもない。

県議会議員として果たさなければいけない当た

り前のことをお互いにやっているわけよ。

このことは、ぜひひとつしっかり認識しても

らって、なんでこの問題を追求しないのかとか、

質さないのか、なぜこの問題について関心を持

たないのか。これは県議会議員として、果たし

てこれでいいのかということは、当然やっぱり

マスコミ等からも指摘されてもいいと私は思う

んです。

だから、そういう面に立って、検証すべき内

容についてひとつ質問をいたしたいと思います。

まず第1番目に、なんで「ありかわ8号」につ
いて5年間でエンジンを換装したのかというこ
とをずっとやってまいりました。

これまではエンジンの耐用年数とかいう、い

わゆる減価償却の期間とかいうのを定めてなか

ったわけです。そして、新たに9年間と、こう
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なった。だから、耐用年数が9年間という中に
おいて、なぜ5年間で換えなければならないの
か。これはＭＴＵという立派なエンジンが6回
も故障を起こしたと。しかも、いろいろと、い

わゆる修理費がかさむと、こういうようなこと

が指摘されておりましたので、じゃ、6回の故
障の原因、公費で買ったエンジンが、なぜ6回
も故障するのかと。それについての修理代は幾

らかかったかと。こういうことを何回も問題点

として私は質問してまいりました。

ところが、ここにいる企画監は、これは要す

るに、いわゆる会社の特別な情報だから、これ

を明らかにすることはできんということで、し

かも、我々だけじゃなくして、監査事務局に対

しても公表できないと、会社のいわゆる秘密情

報だと。こんなようなことをずっと言い続けて

きている。そんなことでは審議はできないと、

こう言っておったら、なんと検証委員会の池上ﾐ

委員長が、故障費は1,000万円かかったよと、い
とも簡単に明らかにされた。一体これは何のこ

とかと。

我々に対して、また、そうやって監査事務局

に対してまで、故障費が幾らかかった、こんな

ようなことは言えないと言いながら、池上ﾐ委員

長が1,000万円と、その話をされた。池上委員長
は守秘義務違反をしてるんですか。そうしたら、

それを一つの境として、もうとにかく資料も、

1,000万円の内容とか、そんなようなことをぼろ
ぼろ出して、要するに、この故障はこういうこ

とだと。何回も質問して、なんで公費で買った、

こんなエンジンの故障が幾らかかってるかと、

故障の内容を明らかにされたいと言いながらも、

しないのに、なんで池上委員長が1,000万だとい
うことから、こんな資料まで出してきて、手の

ひら返したみたいなことをやるのかと。

これは部長、議会軽視も甚だしいんじゃない

のか。こんなのを議会軽視と言うんだよ。明ら

かにしなければならないことを、あえて隠す。

先ほどから吉村委員が、五島産業汽船から出

された財務諸表については、当然のことながら、

我々も、いわゆる検証するところの内容で絶対

に必要であるし、また、県は、そういうものを

リフレッシュ、リスプレイス、公金をいわゆる

支出するための前提として、そういうものを検

証するんだと、公費として出させているわけだ

から、それを我々の目の前に出せないというこ

とはおかしいわけよ。だから、もう一貫性がな

いわけ。

1,000万円の故障費、これについて出せないと
言っていたのが、なぜ今頃になって、こうやっ

て進んで出すようになったのか。今言った話を

企画監、あなた、自分で手を挙げた時に、なん

だかんだと長々言うから、企画監だけでいいぞ、

時間がもったいない。企画監、それだけきちっ

と、なぜこういうようないきさつになったのか

と。自分が議事録を読んで、何回も何回も拒ん

できたことが、いとも簡単に明らかになるよう

なことは一体何なのかと、こんな手のひらを返

すようなことをなぜやるのかと、余り我々をば

かにするなと、こう言っても差し支えがないぞ。

その答えを明確にまず尋ねたい。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 まず、

このたびの追加資料の中で示されてされており

ます1,000万円という部分につきましては、前回
の3月11日の資料提供の中では、この金額部分
は言っておりませんでしたけれども、故障の内

容であったり、時系列的な流れであったり、そ

ういったところにつきましては、ご説明をさせ

ていただいておりました。当然ながら、池上先

生が発言されたといったことも一つの判断材料

ということになりますけれども、その時点で私

どもとしましては、この資料を開示するに当た
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って、どういった条件、前提が必要になるのか

といったことにつきましては検討してまいりま

した。

といいますのは、私たちにとっても県議会と

一緒になって、この問題については取り組んで

きたといったところもありますので、できるだ

けそういった、例えば法令上の問題があればそ

れをクリアし、利害関係者がいれば、それも了

解をとりといったところで出すといったところ

で取り組んでまいりました。

そういった中で3月11日の時点では、部分的
ではありますけれども、これまでは出してこな

かった部分を、まずは開示ができたと。その後、

利害関係者といいますと、このエンジンを実際

に持っている新会社にお伺いしまして判断をい

ただくという中で、今回、この金額を出すとい

ったことが経過としてございます。

【小林委員】なんで新会社に聞かんばいかんと

か。おかしなことを言うなよ、なんで新会社に

聞かんばいかんのか。はい、答弁。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】「あり

かわ8号」の船舶の所有者が新会社になってお
ります。そのエンジンの性能に係る部分でござ

いますし、コストダウンといったところもこの

資料には書かれておりますので、いわゆるそう

いった経営の状況の一部といったところも見受

けられますので、新会社の了解は最低限必要な

ものとして考えております。

【小林委員】新会社にその意向を聞かなければ

いかんとかいうならば、なんで早く聞かんのか。

大体ね、こんなでたらめな答弁しよってね、真

面目な審議ができるとか、あんまりふざけんじ

ゃないよ、本当に。余りにもご都合主義じゃな

いか。

公費で買ったエンジンですよと、しかもＭＴ

Ｕというすばらしい権威あるドイツのエンジン

ですよと、6回も故障しましたと。そして、そ
れを換装する要因が、後でコストとかなんかの

話が出てきたけれども、コストの話というのは、

池上委員長がはじめて言った言葉であって、君

らから今まで換えなければならない理由として

コストの問題が出てこなかった。ただ、故障、

故障でお金がかさむと、経済面から大変だから

と。だから、こうやって5年間という耐用年数
に満たない状況の中で、これを換えなければな

らないんだと、そういう単純な話があなた方だ

ったんだよ。

だから、何度も言っているように、よう聞い

とってほしい。このエンジンは公費で買ったん

ですよと。国民、県民、市民の税金で買ったん

ですよと、税金は汗の結晶ですよと。こんなね、

多額の金を、エンジンをいとも簡単に5年間で
換えて、じゃ、そこが故障するから、その故障

というのはどういう内容かと、この故障に幾ら

の修理費がかかっているんですかと、これを教

えてくださいと言ったら、いわゆる企業情報だ

と、こんなようなことをずっと繰り返しながら、

それを明らかにしない理由は何にもないのに、

明らかにしなければならないのに明らかにしな

いで、今頃そうやって新会社に聞きに行ったと

か、何をぬかしよるのか。

私はね、まずそこから、今回のこの・・に対

して、余りにも県の姿勢というものがね、私は

おかしいんじゃないかと思うんです。後で時間

があれば言いますけど、吉村委員が、そういう

財務諸表を出すべきということは当たり前であ

って、なんでこれを出せないのかということを

勝手なことを言ってる。これが本当に、あなた

たちの言っていることが本当なのか。我々は、

いろんな事例で、ちゃんと会社を、旧の、そう

いう商法で、こんなものはやっぱり開示すべき

だということがはっきり出ていることも事実で
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あって、なんで長崎県というのは、こんな後ろ

めいたことをやるのかと、なんで事実を隠そう

としているのかと。

では、破産管財人に出すなという権限を、一

体我々は受けなければならない理由があるのか

と、そんないわゆる法的な権限がそういう管財

人にあるのか。そんなようなことを考えていく

ならば、これは事実を隠すためにやっているよ

うなことだよ。

本来に戻って、なんでそうやって1,000万円の
ことを言わなかったのか。ここについても明確

な話が出てこない、明確な答弁が出てこない。

なんでこうやって手のひら返したみたいに議会

軽視を繰り返すのか、余りにもおかしいじゃな

いか。これは部長、何か答えきっとか。こうい

う情報を提供しない君らの姿勢の中で、いわゆ

る本当の真実を求めた検証、県民の期待に応え

る県議会になりきらんじゃないか。なんでそん

なに事実を隠さんばいかんとか。

そして、何度も言わしてもらうが、池上委員

長が1,000万円と言うた。池上委員長は守秘義務
を話したのか、お尋ねします。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】公務員

において守秘義務といったことで、今回の守秘

義務については説明をさせていただいておりま

すので、今回の件につきましては、池上委員長

には守秘義務はかかってないと想定をしており

ます。

【小林委員】 1,000万円が守秘義務ということ
であるならば、その要因が全くわからない。こ

ろっと手のひら返したみたいに、こんなやって

ね、べらべらしゃべり出す。なんですか、この

姿勢は。まず、この点は大変な問題だというこ

とう、部長、頭に入れとってくれ。いいか、君

らの姿勢が問われとっとやからね。

まず、この1,000万円の修理費を公金で使って、

エンジンの修理代が幾らですかと。これを会社

情報だからとかいうことで、そうしたら今度は

新会社に聞きに行ってと。なんで新会社に聞き

行かんばいかん理由があっとか、めちゃくちゃ

な話だよ。百歩譲って、新会社に聞かなければ

いかんというなら、なぜ早くやらんかと。そう

いうようなことからしてみて、これはとても問

題だ。

じゃ、次の問題に移るけれども、ここに、要

するに故障が6回もあったと、こういうような
ことで1,048万7,000円と、こういうような修理
費の記載が載っている。これは誰が出した資料

か。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】資料提

出に当たっての確認で少し私の方が説明が足り

ませんでしたので、補足をさせていただきます。

【小林委員】 いいよ、誰が出した資料かて。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】これは

旧株式会社五島産業汽船が提出した資料でござ

います。

【小林委員】 この1,048万7,663円の、これだ
けのいわゆるエンジンにかかった、故障にかか

った費用、故障の内容はこれですよということ

は、もう既に君たちのところにきとったんだよ、

当然。それを君らが全然こうやって明らかにし

ないで隠し続けてきとったんだよ、会社の情報

だと。しかし、ここはもう破産手続をやって、

もう競争原理もなんもなか、何の迷惑もかから

ん。そんなことはわかりきっているのに、我々

を子ども扱いにして、我々が何も知らないぐら

い思って、こんな嘘、でたらめなことで、何が

会社の情報だ。

じゃ、これは五島産業汽船が出した。君らは

これについてどこまで検証したか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】当時の

記録を拝見しますと、この五島産業汽船が出し
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てきた修繕費1,000万円については、故障の発生
状況を示す資料ということで出されております。

これに対する公金、補助金は出されておりませ

んので、当時は、この状況の確認といったとこ

ろにとどめ、それ以上の精査はされてないと確

認しております。

【小林委員】 おい、企画監、どうしたのか、今

日のそのでたらめな答弁は。1,000万円の故障の
修理費を公金で出すはずはないじゃないか。私

が言っているのは、換装しなければならんとい

う、1億3,000万円近い金のことを言ってるんだ
よ。この1,000万円を公金で出していないから検
証してない、何を言っているのか。おい、部長、

君たちはこんな仕事をしているのか。えっ、こ

んないい加減な、でたらめな。

会社から出された、これが正しいかどうかと、

私と吉村委員の2人で、この修理をしている会
社を訪ねた。そこにマスコミ関係の方も入れて

3人で行ったんだよ。その3人で、修理工場の、
いわゆるＭＴＵの、ドイツのメーカーのエンジ

ンの代理店の会社、そこのトップの人たちが全

部来て、故障に値するような故障ではないと、

1,000万円もかかっていないと。そういうような
ことの中での話があって、だから我々は、故障

の要因と、そしてまた幾らかかったんですかと

いうことを何回も聞いたけど、言わない。企画

監、誰がそんなことを話すなと言ったのか。誰

が、話してよいとかというようなマッチポンプ

をやっているのか。

これに対して何の検証もしていないと。こう

いう故障があるから、5年間でエンジン換装を
しなければならない、1億2,700万円ぐらいのお
金をね。耐用年数が、減価償却期間が9年とな
りながら、5年間でこれを換えなければならな
い要因がここにあって、この検証をやっていな

いとは一体どういうことか。1,000万円の金を公

金で出すわけではないからと、公費で出すわけ

ではないから、ここについては検証していない

と。

おい、リプレイスとかリフレッシュ検証の、

補助金を出すための要綱というのは、チェック

リストがあるんじゃないのか。そういう点から

いくと、あなた方はどうしているのか。なんで

検証しないのか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】当時は、

確かに五島産業汽船からの追加資料で検証委員

会は確認を行ったといったところで、五島産業

汽船が自費で行った修理といったところであり、

発生事実の確認をこの資料でやったといったと

ころでとどまっております。

しかしながら、先ほどの「ひまわり」の件と

同様に、今後これにつきましても任意の協力を

得られれば、改めて調査をしてまいりたいと思

っております。

【小林委員】何を言っているのか。今頃になっ

て何を言っているのか。もう既にエンジン換装

はなされて、平成23年に1億3,000万円以上のお
金を出してエンジンをまた換装した、1回目、
平成23年。5年後の平成28年に、1億2,700万円
ぐらいの金を出して換装した。この1億2,700万
円を5年間で換えるということで、その要因が、
この故障続きの、6回も1,000万円と。こうなっ
てきた会社の提出資料を、あなた方は何の検証

もしない、ただ右から左にこれを受けるという

ことは、これは一体どういうことですかと。

こんなようなわかりきったことを何一つやっ

てなくて、税金の公金を右から左に垂れ流しす

るような、あなた方の姿勢でいいのか。あまり

にもひど過ぎるんじゃないのか。

せめて最低、例えば見積書はどうなっている

とか、故障についてはどうなっていると、本当

に幾らぐらいかかるか、本当に故障の内容は正
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しいのかと、この金額は本当に正しいのかと、

これから先どうなっていくのかと、こんな当た

り前のことを検証しなければいかん県の役割を、

なぜあなた方は、怠慢で、そういうようなこと

を、やるべきことをやってないのかと。

チェックリストに沿って、地方自治法に要求

されているところの最小の経費で最大の効果を

生むというような、我々に与えられた、県に与

えられた、そういう役割と責任をなぜ果たそう

としないのか。果たさなければならないのに果

たさなかったのか、その理由は何か。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】先ほど

の私の答弁の中で足りてございませんでしたけ

れども、今回のこの資料1枚で、今回の提出を
された、金額が入った資料1枚で検証委員会が
判断をしたといったわけではございません。金

額的な裏づけとしましては、見積書であったり

請求書であったり、そういった関係資料の確認

は行われておりますし、検証委員会の中におい

ても、事業者に対して検証委員の方から確認の

作業が行われております。

【小林委員】検証委員会は検証委員会。検証委

員会は、年に1回、3月に審議するだけだよ。年
に1回、たった1回だけしかやらないんだよ。
だから、その手前で、そういう補助金を受け

ようとする者は、公金の補助金を受けようとす

る者はということで要綱があるじゃないか。そ

の要綱に沿って提出されて、しかも、こうして

換装をわずか5年間でやってくれということを、
エンジンの新しいのを付けた平成23年の2～3
年後から、もう言っているわけよ。だとすれば、

どういう内容なのかということの検証をするこ

とは、おまえたちの義務じゃないか。あなた方

の事務じゃないか。それを怠っている。

部長、答えきるか。こういうような当たり前

のことをやっていないということは、なぜやら

ないのかと。

聞くけれども、検証委員会に、この修理の内

容とか、払った領収書、一連の報告を全部して

るか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】金額と

根拠となる添付書類については、報告をいたし

ております。

【小林委員】本当に報告をしているか、自信あ

るか、根拠があるか。

池上委員長は、領収書もいただいていない、

見たこともない、そういう発言をされているこ

とを知っているのか。本当に間違いなく領収書

を見せたという、その根拠を言ってみろ、それ

じゃ、そんなことを言うなら。偽証罪でやるぞ、

本当に。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】今回の

資料では添付をしておりませんけれども、見積

書、請求書の金額が示された資料については、

現認をしております。

【小林委員】私が言っているのは、持っている

わけだな。それを池上委員長に、検証委員会に

見せましたかと聞いているんだよ。おまえ、見

せたと、こう言っているんだよ。だけど、池上

委員長は、「そんなのは見たこともないし、県

から何も言われてない」と、こういうようなこ

との発言をきちんとやっている。裏づけがこち

らはある。

君らが見せたという裏づけは何かと。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】検証委

員会に諮る前に、事前に委員長のところには、

こういった資料を持ってまいりますといったと

ころで説明をしますけれども、当時の担当者に

確認をしたところ、当該資料については事前に

委員長のところに届けて説明をしたと。なぜな

らば、耐用年数が短い期間で換装といった事実

になっておりますので、そこについての説明を
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行っているといったことで聞いております。

【小林委員】当時の担当者が誰なのか、後で明

らかにしてもらいたいと思うけれども、池上委

員長は、きちんとマスコミの質問に対して、「領

収書も見せてもらえていない。領収書も見たこ

ともない。いろいろ詳しい故障の内容について

も報告はなかった」と、こんなようなことをき

ちんと記者の前で明らかにされているぞ、コメ

ントで。

だから、県の人は、過去、誰か知らんが、君

でないことだけは事実だろう。見せたと言うけ

れども、見たことがないと、こう言っている。

どっちがうそを言っているのか。そういうよう

な形の中で、これは要するに検証されてないと

いうこと。

ちょっとね、部長、検証しなければならない

ことではないのか。これだけの故障が、本当に

間違いなくあっているのか、本当に一千数百万

円のこれだけの故障の修理代がかかっていると、

こういうことを修理工場に行き検証するような

そういう姿勢を持たなければいけない。チェッ

クリストの中にあると思うんだけれども、こん

なことをやっていないということを初めて知っ

たか。

【柿本企画振興部長】この修理の状況につきま

しては、企画監が答弁しましたとおり、私ども

としては、それに合わせて見積書等が添付をさ

れていて、それについて検証委員会に対して説

明がなされていると、そういった受け止めをし

ておりましたけれども、今、池上委員長からの

そういったお話があったと、改めてそういった

お話を承りましたので、そこについてはしっか

り確認をし、そして、この内容についてもさら

に、確認ができるところはしっかり確認をした

いと考えております。

【小林委員】そういう抽象的な話をずっとして

おったっちゃ、県民の期待に応えきらん、我々

は。もっと正直にね。間違いなく、領収書も何

も見ていないと、何も故障のことについて詳し

い話は聞いていないと。しかし、その前にこの

内容については、県として絶対にチェックしな

ければならないことであったことだけは間違い

ないと思うんだよ。

だから、領収書のことを右に置いて、この内

容をチェックしてないということについては、

県として怠慢ではないのか。やらなければいけ

ないことをやっていないという、まさに怠慢以

外の何ものもない。これは法律で規定されると

思うんだけれども、まず、こんなことをやらな

かったことに対して、どう思うか、部長。

【柿本企画振興部長】 「ありかわ8号」のエン
ジン換装に関しましては、通常の耐用年数を下

回っての5年での換装ということでありますの
で、そこはしっかりと検証が必要ということで

検証委員会にお諮りをしているわけですけれど

も、そこについては県としても、検証委員会に

そこの判断をお任せをするという部分があった

のではないかというところで、そこについては

当時、今ご指摘のあった点も含めて検証が行わ

れるところが不足していたのではないかという

ふうに受け止めておりまして、こういった点に

ついても、しっかり今後精査したいと考えてお

ります。

【小林委員】 部長、そんな遠回しに、何ば言い

よるかわからんごとあることをね。やっぱり自

分たちの失態は失態だし、しなければならない

ことをしてなかったんだと、これはもう本当に

真にお詫びを申し上げると。

企画監が、「やってない」と、こう言ってい

るんだから、そんなのを受けたら、やっぱりき

ちんと謝るところは謝って、自分たちがしなけ

ればならんことをしなかったんだと、これは本
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当に申し訳ないというぐらいのことは言いきら

んとか。

【柿本企画振興部長】この内容について、委員

長に見積り等をきちんと示したかどうかについ

ては、事実関係を我々ももう一度しっかり確認

をいたします。

そして、この内容について、ご指摘のような

精査が県としても十分ではなかったかというこ

とについては、今、省みてみますと、そこにつ

いては私どもも不足していた点があったという

ことで、ここについてはお詫びを申し上げたい

と思います。

【小林委員】不足していることがあったんじゃ

なくして、不足しておったんだよ。やらなけれ

ばならないことをやってないという、補助金の

申請要綱に基づいて、県の役割が明確に書いて

ある中においてのこういう実態を、ただペーパ

ーでもらうだけで。

しかも、これを見積書、見積書と言っている

けれども、これは見積書なのか。この金額がか

かった、1,000万円を超えているということ、こ
の金額は、あくまでもこれは何か、実態は。こ

の金額は違うのか、見積書か、どっちか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】金額の

発生状況を示す添付資料として付けられている

もので、見積書もあれば請求書もあるといった

形になっております。

【小林委員】そんなような内容のでたらめさで、

1,000万、1,000万とか言われても困るよ。実際、
幾らかかったかということも検証してない。補

償の内容も検証してないと。そんなような状況

の中で、改めてそうやって換装しなければなら

ない1億2,700万円とかいうようなお金を、なぜ
そうやって右から左に出したのかということを

言っているわけよ。当然これは検証しなければ

ならんことであるということ。これはやっぱり

あなた方も手も抜いているし、当時の担当者の

人たちがまともな、いわゆる県民に応える、要

綱に基づいた仕事をやってない。そういうよう

なことをきちんと認めたということで、十二分

にこれは、私はやっぱりこの内容は留保して、

次の機会にまた改めてこの問題を明らかにした

い。時間がないから先にいきます。

では、企画監、あなた、ご苦労されておるん

だよな。なかなか寝ないで今日を迎えているん

じゃないかと思うんだよ。しかし、はっきり言

って、いいか、五島産業汽船というのは、吉村

委員が、そのＭＴＵの代理店に大阪まで電話を

されたら、あの会社は、要するにオーバーホー

ルを、5年間の法的な義務をやらないで、もう
最初から5年間でエンジンを換えるという計画
を立てて進めているんだと。いいか、わかって

いるか、私が言っていることは。

そういうようなことで、要するに、もう今、

耐用年数が9年だ何だかんだと、こう言ってい
るけれども、この五島産業汽船のやり方は、オ

ーバーホールというこの法的な義務、つまり車

で言う車検、いわゆる5年間でそうやってオー
バーホールをやらなければいかん。そこにかか

るお金が3,000万だ、4,000万だとか、5,000万
だとか、そんなお金を払う前にエンジン換装あ

りきという計画を立てて、そういう形で進めて

いる。他の会社でそんなことをする人は誰もい

ない。

だから、そういう計画であるならば、この故

障も、この金額も、本当に正しいかどうかとい

うことは、これはきちんと検証しなければいけ

ない根拠だと思うんだけれども、5年間で換装
することを、要するにその会社の運営方針、よ

かろうが悪かろうが、エンジンを5年間で換装
する前の要らぬ金を使うよりは、そこで換える

んだということを県は知っておったのか。
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【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】株式会

社五島産業汽船においては、社の事業計画とい

うことで、5年でエンジンを換装するというお
考えはお持ちといったところは検証委員会の中

でも説明があっておりますので、県としても承

知はしておりました。

【小林委員】 いいですか、委員各位、5年間で
エンジンがよかろうが悪かろうが、オーバーホ

ールでお金をそうやってかけるよりは、新しい

エンジンに替えた方が、当然それが許されるな

らば、どこの会社もやりたいよ。どこの会社も、

いわゆるエンジンを大事に使いながら、いろん

な整備点検のメンテナンスにお金をかけながら、

いかにしてエンジンを長く使うかということを

努力しているにもかかわらず、この五島産業汽

船のみは、もうよかろうが悪かろうが関係がな

い。ただ、そうやってオーバーホールも、車検

みたいなことを法的な措置でやるよりは、その

換装の前にエンジンを換えると、こんなやり方

を県とか検証委員会で説明をしているわけよ。

それに対して、県並びに検証委員会で、その

ことを問題にしたことがあるのかと言えば、全

然そんなことは問題にされなかった。こういう

ことを五島産業汽船の元幹部がきちんと証言を

している。

いいですか、今明らかになりました。5年で
エンジンが悪かろうがよかろうが、これを要す

るにオーバーホールの法的な措置を受ける前に、

そこに要らぬ金を使う前にエンジンを換えるん

だということを説明しておったと、そういうよ

うなことを県はちゃんと把握しておったと。

ならば、私が今ずっと言っているように、こ

んな故障がありました、これだけのお金がかか

りますとか何とか言ってくる。このことは絶対

に検証しなければならない。自分たちで我々が

言ったと同じように、あなた方がやっぱり具体

的に修理工場に行って、ＭＴＵの修理が本当に

こんなに故障しているのか、本当にこれだけの

お金がかかっているか、こんなようなことを、

これはどんなことがあってもやらなければなら

んという根拠を、私はそこで言っているわけだ

よ。

他の会社がこんなようなことをやってない時

に、なぜここだけひとり許されるのかと。こん

なようなことを考えていくならば、当然あなた

方は、微に入り細に入り、その5年間の換装と
いうものが理にかなうものか、ただ、会社の計

画に沿ってのことなのか、そんなようなことを

きちっとやっていかなきゃいかんのに、それを

やってないというところが問題だと言っている

んだよ。どこに法的な根拠、そういう法的な措

置のオーバーホールを受けないで済むように、

その前にエンジンを換えるとかいうような、そ

んなようなところの計画が一体まかり通るのか。

これについてはどう思うんですか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】リフレ

ッシュ事業の実施に当たり、検証委員会の方で

は、さまざまな検討をする中で、各事業者の方

から事業計画を見せていただくことがございま

す。その中では、今回の五島産業汽船に限らず、

ほかの事業者からもさまざまな事業計画が出さ

れておりまして、当然ながら、いろんなお考え

がございます。

県としましては、そういった事業計画に沿っ

て補助金を交付したということではございませ

ん。その際も各社の事業計画は一応知りおくけ

れども、リフレッシュ補助金の実施については、

あくまでも単年度、それから内容については、

社の計画に沿ったものではないというスタンス

でございましたので、その点についての、先ほ

ど小林委員がおっしゃいましたような背景とな

った部分についての踏み込みは少し甘かったの
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かなと思っております。

【小林委員】少し甘いことではなくして、やる

べきことをね。だから、いいか企画監、君が担

当者じゃないんだよ。君たちは、こうやって過

去の人たちがこういう失敗をしたとか、こうい

う間違いを犯したということを言えないから、

苦しい思いの中で、その当時の責任者の人たち

の、いわゆる過失をあなたたちがここでカバー

せんばいかん。だから、そういう形の中で、君

がやったわけじゃないんだよ、企画監。君が生

まれているか、生まれてないかわからんけれど

も、そんな大昔の前にこんなことをやっている

んだろう。

だから、そういうことから考えてみた時に、

こんな5年間で換装するとかいうことを明らか
に公言して、県とか検証委員会の前ではきちん

とそうやって説明をしている。それを全く何も

言わないという君たちの姿勢が許されるか、許

されないのかと。

もう一度言うが、他の要するに船会社は、自

分たちのエンジンを長らえるために、公金で買

ったエンジンだと、公金で買ってもらったエン

ジンだと、この公金で買ってもらったエンジン

をきちんと受け止めて、メンテナンスをしっか

りお金をかけてやりながら、いわゆるオーバー

ホールもしながら、そうして長くこのエンジン

を使えるように努力をしているにもかかわらず、

こんなような形の中でまかり通るということは、

まさに、そういう常識を持ってしっかりおやり

になっている他の会社とは公平性を著しく欠い

ていると思うが、いかがですか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 仮に、

この五島産業汽船の社の方針である5年でエン
ジンを換装するといったところを認めた上でリ

フレッシュ補助金の交付を行っていたとすれば、

それは大変な問題であると考えておりますが、

今回のこの検証委員会におきましては、その点

については、あくまでもその事業計画であると

いったところで聞きおいて、それを前提とはせ

ずに、実際のエンジンの状況を見た上で判断を

されたものと考えております。

【小林委員】 エンジンの何、見た上で、現況を

見てないわけだろう。何でそういうでたらめな

話をするのか。自分は担当じゃなかったからと

言っても、いくらかばうことであったとしても、

そういう事実に反するようなことを言ったらい

かん。

私が言っていることは、もうはっきりしてい

る。5年で換えます予算ということを県とか検
証委員会の前で説明しているということを、五

島産業汽船の元幹部が証言しているし、県はそ

のことを知っておったと、こう言うわけよ。し

かし、ゆゆしきことだから、こういうエンジン

が6回も故障する、あるいはそうやって経費が
かさむというようなことの問題点が出てきてエ

ンジンを換装してくれるならば、本当にそのエ

ンジンが故障しているのか、あるいはそうやっ

てこれだけのお金がかかっているかということ

をきちんと、なおさらのことやらなければいけ

ないんではないかと。

今、あなたの答弁では、そんなことはわかっ

ておったけれども、そんなことに引きずられて

換装したわけではないのでと、それだけのこと

が言えるだけのことはないじゃないか。もうま

さに、五島産業汽船の5年間で換装しますよと
いう、この会社側の方針に乗って、あたかもそ

うやって公金を支出したかのような、そんな姿

になっている。だから、そうじゃないんだとい

うことを、きちんと言えるだけのものが何もな

いじゃないか。そういうことですよ。

そっちの方は誰か質問がありますか。では、

一回切りましょうか、またやりますから。
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【深堀委員】すみません、意見と要望をちょっ

と言わせていただきたいんですけれども、今、

るる質疑があっている中で、今回、今日提出さ

れているこの資料、昨日いただいて中も見たん

ですけど、これまでの経過というか、問題点と

いうことが、この資料は、恐らく前の委員会か

らずっとこの問題を議論されていた方々はわか

ると思うんだけれども、ちょっと受けた人間と

しては、そこがわかりにくいというふうになっ

ていて、ぜひ、これは要望としますけれども、

そういったものも見せてほしいということ。

そして、資料のつくりとして非常にわかりづ

らいんですよ。今の課題のことも、いろいろ質

疑があるのを聞いていて、やはり時系列に「び

っぐあーす」と「びっぐあーす2号」、そして
「ありかわ8号」という船がある中で、恐らく
平成21年以降いろんなことが出てきている。そ
の船ごとに、年次ごとに、どういった、換装が

あったとか、修理があったとか、そういった時

系列の表みたいなもので示してもらわないと非

常にわかりにくいので、どこに問題があるのか

というところが、こういう羅列的な資料を付け

られても非常にわかりにくいんですよ。ぜひこ

の問題は、今、質疑を聞いていても、いろんな

課題があるみたいなので、ぜひそういった資料

もご提示をいただけないかなと思います。

【小林委員】我々も同じものをもらっているん

ですよ。何も特別のものをもらってはいないん

ですよ。ただ、先ほどからも言っているように、

吉村委員と、こんなＭＴＵという立派なドイツ

のメーカーが、こんな6回も故障するだろうか
と。そして、さっきも何遍も言っているように、

幾らかかったのか、どんな故障の内容かという

ことを、もう会社のいわゆる収支的な内容だか

ら言えないと。ずっと突っぱねてこられたこと

は、あなたも知っていると思うんですよ。だか

ら、我々は自分の足で、自分のそういうお金を

使いながら、時間を使いながら、当然のことだ

けれども調査に行って、この内容がわかってき

たわけですよ。だから、我々は自信を持ってこ

うやって質問しているんです。それだけの事前

の勉強をしよるわけだよ。深堀さんもいい勉強

をする人だと思っておったけどね。

だから、そういうことで、資料というのは、

もう今まで、この新しい総務委員会でも、あな

たは前にも総務委員会におられたんだから、お

ったろう、いないか。君の顔が最近気になって

しようがないんだよ、そうか。

だから、そういうような形で、そんなような

内容を我々は勉強しながらやっているというと

ころだよ。だから、資料のもっとわかりやすい

資料ができるのか。それなら、最初から丁寧に、

新幹線総合交通対策課長なんかは、深堀さんの

言っていることに首を縦に振って、そうだそう

だと、こう言っているけれども、なんでもっと

わかりやすい資料をさっきから出さなかったの

か。なんでわかりにくい資料を出しておったの

かと、こういうようなことになるから資料の提

出については、じゃ、質問しますけれども、今、

深堀委員がおっしゃるようなそんな内容のもの

は出せるんですか、きちんと。

【小川新幹線・総合交通対策課長】 今、深堀委

員の方からご指摘を受けまして、確かに過去の

経過を含めて時系列的に皆さんに理解していた

だけるような資料の提供が必要だったなと思っ

ておりますので、これにつきましては、今のご

意見を受けまして、私どもとしてもそういう整

理をして、提出ができるように準備をさせてい

ただきたいと思います。

【中村(泰)委員】 私は、以前もともと機械の仕
事をしていました。このエンジンを見た時に、

なぜ最初からＭＴＵじゃない方を選ばなかった
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んだろうという素朴な疑問がありました。

まず、このＭＴＵというのが1億円すると。
これは2つで1億円すると理解をしております。
1億円のエンジンが、こんな6回も壊れるのかな
というところが率直な疑問がございまして、6
回も壊れたものなら、ドイツにあるんでしょう

か、このヨーロッパのメーカーは、本当、常駐

してでも死ぬ気で直すと思います。

それに対してのご見解と、もう一つは新しい

エンジンが3億円するんですかね、7億円するん
でしょうか。これが最初にＭＴＵを買われる時

に、最初からすぐれたエンジンの存在を知って

いたのかということも気になります。

その時に、リフレッシュ補助金があるという

ことを最初からわかっていたのかと。であるな

らば、このＭＴＵをまず買って、すみません、

これは完全に私の推測ですけれども、壊れたこ

とにして、リフレッシュ補助金を利用してすぐ

れたエンジンを購入したととられても仕方がな

いようなふうに見えてしまうと。（「そのとお

り」と呼ぶ者あり）そこについてのご見解をお

願いします。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 まず、

故障の件でございますけれども、6回の故障の
発生ということで並べられておりますけれども、

前回、3月11日の参考人招致の中で、斉藤副委
員長、エンジンの専門家でございますけれども、

この故障の原因としては、事象としてはエンジ

ンのガスの吹き抜けといったところで、一つの

事象が繰り返し起きているといったことで、こ

れを検証していると。つまり、幾つもの故障が

起こったというわけではなくて、一つの故障が

直らずに続いていっているということでご説明

があっております。

この吹き抜けというのは、ガスが抜けていく

というところを、どこが原因であるのかをなか

なか探りづらいといったところで、その都度そ

の都度に費用をかけて修理はするんだけれども、

結局、そのガスの吹き抜けの原因がわからなけ

れば、また次の故障、そして修理・修繕という

のが発生するといった非常にやっかいな故障の

原因の一つであるといった説明があっておりま

した。

それからもう一つ、なぜ最初からキャタピラ

ーを選ばなかったのかといったところでござい

ますけれども、ＭＴＵのエンジンにつきまして

は、高速船に載せるエンジンとしましては、非

常に国内のシェアも高うございます。高出力の

エンジンということで、高速船を持たれている

船会社におかれては、選ばれるエンジンであろ

うかと思っております。

そういった中で、五島産業汽船におかれまし

ても、最初はすべてＭＴＵのエンジンで整備を

されているというふうに考えておりますけれど

も、途中からキャタピラー社のエンジンを入れ

てくると、今度はキャタピラー社のサービスを

受けるといった中では、やはりまた、ＭＴＵで

そろっていたものをキャタピラーでそろえると

いったようなお考えもあったと思います。

【中村(泰)委員】 故障が1カ所に及んでいたと
いうことで、多分そういうことであれば、慢性

的な、多分解決できないようなトラブルだった

のかなというふうに今少し捉えております。

もう一つお伺いをしたいのが、リフレッシュ

補助金の存在と、すぐれたエンジン、キャタピ

ラー社のエンジンがあるということは最初から

わかっておられたのかと。

なぜそこを聞くかというと、この資料を見な

がら、しっかりとエビデンスを出されていて、

コストの比較もできる能力を持っておられると。

こういった能力を持っておられるのであれば、

最初からキャタピラー社を選んだ方が、最初に
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いろいろなエンジン以外の機具の話はされてい

たんですけれども、なぜ、普通に考えるならば、

最初からキャタピラー社のエンジンを選ぶはず

なんですけれども、そこについてどうでしょう

か。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】五島産

業汽船におかれても、最初から全部、自社の船

ということではございませんので、もともと載

っていたエンジンがＭＴＵということもござい

ます。そういったこともあって、当初、ＭＴＵ

のエンジンでラインナップされてきたのかなと

思います。

リフレッシュ補助金につきましては、平成21
年度からございますので、それを考えますと、

平成23年度の「ありかわ8号」のエンジン換装、
平成28年度の「ありかわ8号」のエンジン換装、
この1隻に2回、エンジンを換装した部分につい
ては、当然、制度はご承知だったと思います。

ただ、それが、今回のＭＴＵからキャタピラ

ーのエンジン換装に何らかの影響があったかと

いうところについては、認識はしておりません。

【中村(泰)委員】 リフレッシュ補助金の存在を
認識していたということ。こういったコストの

計算ができるのであれば、最初からキャタピラ

ー社のエンジンを選んでしかるべきだと思いま

すが、そこについてもう一つお願いします。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】先ほど

言いましたように、最初から五島産業汽船が持

っていなかったという部分はございますけれど

も、当初、ＭＴＵのエンジンを望まれたという

のは、やはり高速船にとって高出力のエンジン

といったのは魅力ということもございますし、

国内でのシェアは低くはございませんので、そ

の時点ではＭＴＵのエンジンを載せることにつ

いて、社の方針とされていたものと考えており

ます。

ただ、当然ながらコストを見た時に、これだ

け違うものがございますので、ＭＴＵのエンジ

ンを望んで載せた時点で、キャタピラーのエン

ジンを検討されたかどうかについては、今の時

点では確認できる資料は持っておりません。

（「企画監が言っていることは、推測で言って

るだけのことやろうが」と呼ぶ者あり）

【小林委員】彼の質問は、なんでそういう故障

が続いているＭＴＵを購入して、なんで、これ

だけの詳しい資料を出しきる人であるならば、

これだけの能力を持った五島産業汽船の野口社

長ならば、最初からキャタピラー社を買えば、

こんな故障につながらなかったんじゃないかと、

彼はこういう指摘をしている、なんでＭＴＵを

選んだのかと。

君はべらべら、べらべらしゃべる。そんな答

弁をあなたがすること自体、本当にまやかしよ

な。あなたはなんでそうやって、何か野口さん

と最近連絡がとれたのか。誰から聞いたのか、

そんな話は。そんないいかげんな答弁をするな。

当時いなかったから自分はわからないと。

今、入札もしなければ、会社がＭＴＵという

ことは、自分たちが選んでくるわけだよ。しか

も、今ご指摘のとおり、エンジンのプロだよね。

どこが問題があるかというのはわかっているん

だよ。

それから、我々がきちんと覚えておかんとい

かんのは、確認しておかんといかんのは、この

故障の6カ所、1,048万7,000円とか言っている
やつは、この金額は本当のものか、本当に6カ
所のこれだけの故障があったかどうかというこ

とは、県は確認してないんだぞ。だから、見積

もりであったり何だかんだ言っているけど、こ

の内容が正しいかどうかということは全く、実

はわかってないわけよ。ただ書いて会社が出し

てきただけで。
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だから、さっきから言っているように、これ

だけの大きなエンジンを換えるならば、この内

容を県がしっかり把握して、会社まで出かけて

いって、この修理は本当に正しいものかとか、

本当にこれだけの金がかかっているかとか、そ

んなようなことをまずやらなければいけないの

に、それをやってないと、こういうことです。

コストが、今になってこんなような資料が山

のように出てきた。エンジンを換えたらこんな

に安くなるぞと。じゃ、「ありかわ8号」でエ
ンジンを換装したら、毎月500万円安くなると
言っている532万円、平成36年度はこれがひっ
くり返ると。つまり元がとれると言っている。

500万円で、8年間でなんで元がとれるのか。
【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】 530万
円につきましては、ランニングコストのトータ

ルということで上げております。これ以外につ

きましても、機関の分解点検整備費用とかござ

います。

【中島(浩)委員長】 休憩いたします。

― 午前１１時５６分 休憩 ―

― 午前１１時５６分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】年間の

コストの削減額がばらばらになっておりますの

で、そこは改めてご報告をさせていただきます。

【小林委員】あんまりでたらめ過ぎるんじゃな

いか。

今までこのコストの話は出なくて、故障が続

いている、故障が6回もあっている。修繕費に
相当金がかかると。それよりも換装した方がい

いんだと、こういうことで通してやってきたけ

ど、この間から、3月11日の池上委員長がコス
トを問題にしたと。そのコストが530万円とい
うことが明らかになっていて、平成36年までに、

これは元を取り戻すんだと。

じゃ、その前提にはオーバーホールとかやら

なければならない。この8年間でどうすれば元
がとれるのか、ここの根拠は何もわかってない

じゃないか。ばらばらに書いてあるからとか、

何を言っているのか。その説明をしきるのか、

きちんと。

もう一回聞くけれども、エンジンを換装した

ことによって、8年間で毎年530万円の、要する
にランニングコストが安くなると。そこの根拠

は一体何かと。8年間で500万円を考えても
4,000万円にしかならんじゃないか。なんでそん
なようなでたらめな計算が、こういう公の席上

で、さも当たり前みたいなことで、全く根拠の

ないようなことが、平気でこんなことが答弁さ

れるのか。

だから、ずうっとこういうでたらめな答弁を

してきているんだよ。我々を何か煙に巻く、こ

んなようなことではだめなんだ。これは、530
万円が、なんでそうやって平成36年で元を取り
戻すという根拠は何か。答えきらんだろうが。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】失礼い

たしました。コストの削減効果について、平成

28年度から平成36年度まで、令和6年度までに
なりますけれども、既存のエンジンと換装後を

比べた時に、換装費用として、既存のエンジン

であればかかりません。しかし、エンジン換装

いたしますので、1億4,458万6,000円かかりま
す。この点につきましては、全部プラスになっ

てしまいます。

次に、検査関係の費用としましては、既存の

エンジンにつきましてはオーバーホール等ござ

いますので、1億9,300万円ほどかかります。そ
れに対して換装した場合につきましては、9,600
万円とお安くなりますので、その分の差額約

9,600万円程度が、差額として削減効果になりま
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す。

それから、ランニングコストにつきましては、

年間530万円ございましたけれども、全体と比
べますと、既存のエンジンであれば2億2,198万
9,000円、これがエンジン換装しますと1億
7,499万1,000円となりまして、4,789万8,000円
といったところでコスト削減効果が生まれてま

いります。

【小林委員】そういう、全く自分たちでわから

んような、書いてあるものを読んで、内容が全

くね。

じゃ、8年間エンジン換装はしないのか。5年
間でエンジン換装をやるというこの計画で進ん

でいる。五島産業汽船の1年間のコストが530万
円、それ以外にオーバーホールとか、あるいは

8年もあるんだからエンジン換装とか、こうい
うようなものを計算に入れた時に、じゃ、これ

がまかり通る考え方ならば、どこの会社もこの

考え方に沿うよ。エンジン換装は、もう5年も
たたないうちに、そうやってオーバーホールを

する前に、自分のところもこうしたほうがいい、

新しいエンジンが出てきたら、燃油の削減につ

ながる。こういうここに書かれているようなこ

とを、どこの会社だってやるさ。そんなことを

したらどうなるのか。こういうできないことを、

他の会社もあって、なんで五島産業汽船だけが

優遇されなければいけないのかと。ほかのとこ

ろはどうなるかということ。

じゃ、「びっぐあーす1号」をわずか6年で換
えている。なんで6年で換えたのか、理由は。
【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】「びっ

ぐあーす」につきましては、平成27年度にエン
ジン換装をいたしております。

その時の理由としましては、新上五島町の方

からは、コスト削減というのが一番大きな理由

であったと聞いております。

これまでの参考人招致の中でありましたけれ

ども、1日500リットル程度の燃料がかかってく
るということで、コスト削減効果が一番の大き

な要因だというふうに伺っております。

【小林委員】今日は、もう時間がないんだろう。

また総務委員会で引き続きやらせてもらうとい

うことで、ただ、新上五島町がそう言ってきて

いると。そんなような内容で、県がそれなりの

チェックをせんといかん立場なんだよと。新上

五島がチェックをするんじゃなくして、新上五

島町と五島産業汽船が出した、そういう資料の

もとにチェックをきちんとやって、6年間でエ
ンジン換装をしなければならない「びっぐあー

す」、問題点はないのかと、こういうようなと

ころについても、県が検証しなければいけない

のに、新上五島町のせいみたいな形で、全部、

新上五島町に丸投げはおかしいぞ。

これもね、部長、県はやってない。もう全部、

なんもかんもね。残念ながら、五島産業汽船に

ついては問題が多過ぎる。「びっぐあーす2号」
についても、20年以上もたっている「びっぐあ
ーす2号」をなんでこうして改修を8億7,000万
円も入れて。しかも、船の値段も3億5,000万円、
エンジンをそのままつけているにもかかわらず、

購入したら直ちにエンジンを外して、別の公費

を持ってきてエンジンを換える。こんなような

でたらめなことがまかり通っている。だから、

こんなようなまかり通っていることを、もう少

しあなた方も勉強しなさいよ。そして、こうい

うところの問題点は一体何なのか。なんで20年
以上もたって老朽化した「びっぐあーす2号」
を、新しく建造した方が効率的で長持ちはする

しと、船は20年もたっていたら、本当にもうじ
いさんだよ。これがあと10年もつか、5年もつ
かわからないようなところに、なんで同じ金額

で新しい船をつくることができないのかと。こ
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れだって、やっぱりおかしいだろう。

こんな話をまた次からやりますから。本当は、

これは百条委員会でもやって明らかにしないと

いけないぐらいの、実は大きな問題なんです。

私は、この問題については手を抜かないよ。総

務委員会にずうっと座り続けて、この問題を明

らかにするまで私はやらせていただくことだけ

言って、委員長、また総務委員会で、時間があ

りませんから、よろしくお願いします。

【吉村委員】さっきしておけばよかったんです

けど、今、小林委員の質疑の中でちょっと思っ

たんですが、今日出た資料の40ページのエンジ
ン不具合を時系列で修理の状況、1,048万7,000
円。去年の10月26日に出た資料では、これが6
回の修理代合計は幾らですかと聞かざるを得な

いようなところで、合計額は出てなかったんで

すよ。今ようやくこういうふうに具体的に出て

きているんですね。

その折の資料で、いわゆるリフレッシュ補助

金、修繕長寿命化の交付実績についてというの

が載っているんですが、平成22年に200万円、
平成24年に100万円、平成25年に200万円、平
成26年に400万円、平成27年該当なしとなって
いるわけですが、今日出た資料の1,048万7,000
円の修理代、これとの関連といいますか、この

1,048万7,000円には、このリフレッシュ補助金
は使われてないのか、使われているのか。使わ

れていれば金額が違うので、どういうふうにな

っているのか。平成27年度は該当なしになって
いるんですけれども、ここでは平成27年が一番
多い。一番大きいのは713万9,000円というのが
あるわけですね、インジェプターのアッセンブ

リー、これなんか、本当はメーカーがせんとい

かんのだろうと専門家は思われると思いますが、

これは、このメーカーに行って尋ねた折には、

「これはうちではやっておりません」という回

答も得ているわけですよ、実は。

だから、私たちが持っている資料も、どんど

ん出していいんですけど、そちらの方からそう

いうことをつまびらかにしていただくという意

味で、次はその資料を出していただくようにお

願いしたいと思います。

委員長、よろしくお願いします。

【中島(浩)委員長】 あとはよろしいですか。
【中村(泰)委員】 ＭＴＵがこれだけトラブルを
起こして、メーカーは五島産業汽船に対してど

ういう補償をしたのか、ご存じでしょうか。

【椿谷新幹線・総合交通対策課企画監】メーカ

ーのエンジン保証は1年となっておりますので、
この分については補償はされてないと思います

けれども、確認はしておりません。

ＭＴＵのほうにも聞き取りをしましたけれど

も、「メンテナンスマニュアルどおりに実施さ

れているかとは思うけれども、故障が起こった

ことは申し訳なく思っている」というだけのコ

メントをいただきました。

【中村(泰)委員】 1年というのはわかるんです
けど、これだけ同じ箇所が何回も故障するとい

うのは、恐らく考えられないというところもあ

るんですが、完全な不良品なので、メーカーと

しては、普通はかなり誠意ある対応をするはず

で、お金を払うのか、このエンジンを取り換え

る等の対応をすべきです、普通は。なので、そ

こはしっかり確認をお願いします。

【中島(浩)委員長】 ほかによろしいですか。
先ほどより資料請求等がございます。あと、

時系列を追っての説明文書も次回の委員会で作

成をお願いしたいと思います。

ほかに質問がないようですので、休憩いたし

ます。

― 午後 零時 ７分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―
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【中島(浩)委員長】 皆さん、こんにちは。
委員会を再開いたします。

本日、参考人としてご出席いただきました長

崎県庁跡地遺構を考える会共同代表であられま

す国立歴史民俗博物館館長の久留島様、長崎大

学名誉教授の片峰様、カトリック長崎大司教区

大司教の高見様、長崎県考古学会会長の稲富様

におかれましては、お忙しい中、本委員会にご

出席いただきましたことに対しまして、厚くお

礼を申し上げます。ありがとうございます。

ここで参考人の方に念のため申し上げておき

ますが、呼称につきましては、規定により「参

考人」という言葉を使わせていただきますので、

ご了承をお願いしたいと思います。

また、発言される際は、挙手の上、委員長で

ある私が指名した後に、簡明に、案件の範囲を

超えることなくご発言いただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。

なお、参考人は委員に対しての質問ができな

いこととなっておりますので、ご了承をお願い

いたします。

それでは、審査を行います。

まず、参考人より、県庁舎跡地の歴史的背景

等についてのご説明をお願いいたします。

【久留島参考人】国立歴史民俗博物館の久留島

でございます。

まず最初に、少し歴史的なお話をさせていた

だきたいと存じます。私のほうで用意いたしま

したのは、内容のレジュメ、「豊かな長崎の歴

史と文化を未来世代に伝えるために」というも

のと、それから写真集でございます。この 2つ
を使ってお話をさせていただきたいと思いま

す。

16世紀から 19世紀までの日本の歴史を考え

る上で、この県庁舎跡地が史跡として持つ意義

は極めて重要であるということは、もう皆様ご

承知だというふうに思います。

その前に、1 つだけ確認させていただくと同
時に認識を共有しておきたい文章がございます。

レジュメの中でつくっている文章でございます

けれども、現庁舎の敷地が 1571 年の開港以来、
さまざま歴史的に重要な土地であって、この地

から近代文化が国内の隅々まで広がっていった、

長崎のみならず、国の礎とも言える場所である

という定義をされていまして、これは 2017 年
5 月 18 日に、長崎奉行所の地を現代に生かす
長崎県庁舎跡地利用に関する意見交換会で私が

意見を求められた時に配付された資料でござい

ます。

ここに書いてあることは、まさにそのとおり

でございまして、この地に刻まれた重層的な歴

史、これは私のレジュメの右に図がございます

けれども、これを見ていただいたらわかると思

いますけれども、まさに重層的な歴史のこの歴

史的意義については、誰しもが恐らく認められ

ていることだというふうに考えております。そ

れを前提にお話をさせていただきたいと考えて

います。

しかも、そもそも長崎自体が歴史上で持つ意

義は非常に大きく、私の国立歴史民俗博物館、

ご承知ない方もいらっしゃると思いまして、1
枚目の写真を用意いたしました。千葉県佐倉市

にございまして、唯一の歴史の博物館でござい

ます。歴史の展示そのものは、歩くと全部で 6
キロメートルぐらい、5.何キロメートルぐらい
ありまして非常に広いところでございます。

その中で 2 ページ目、写真の 3、4 をご覧い
ただきたいんですけれども、裏を見ていただき

ますと、これが第 3展示室、近世のところでご
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ざいます。この近世のところで、実は、近世の

長崎が果たした役割を大変重視した展示をして

おります。どういうものを展示をしているかと

いうと、3 番目の「寛文長崎図屏風」、3 と 4
というのがございます。これをメーンにして長

崎の展示をしております。

委員の皆様が習われた日本史の教科書では、

江戸時代は鎖国だというふうに習われているの

ではないかと思いますが、近年では、4 つの窓
口を通して世界とつながっていて、孤立はして

いないのだと。しかも、日本だけではなくて、

中国や朝鮮も、同様に窓口を通して世界とかか

わっていて、しかも、キリスト教が禁止されて

いる点でも同様だということが通説になりつつ

あります。

そして、ここで重要なのは、長崎がオランダ

と中国との間で通商関係を持っていて、時代が

下ると確かに貿易額は減るのですが、少なくと

も、16 世紀、17 世紀の東アジアにおける物流
の中心地の一つだったということは確かでござ

います。

そして、実は、朝鮮は対馬藩を窓口にして、

琉球は薩摩藩を窓口にして、アイヌ民族は松前

藩を窓口にしておりました。つまり藩が交渉の

担当をしていたんですけれども、長崎に関して

は幕府の直轄でございます。幕府は、国交を結

んでいないオランダ、中国との貿易を長崎奉行

のもとで直轄都市である長崎の町人に任せると

ともに、両者から世界情勢も徴収しておりま

す。

また、漂流民は長崎に送られ、長崎奉行で調

べられた上で、担当する藩を通して渡されると

いうことになっています。

他の国がやってくると、例えば、18 世紀の
後半あたりから、ロシア、アメリカ、イギリス

などの船が日本近海を通るようになっています

が、19 世紀になると、例えば、ロシアのレザ
ノフという者がやってまいります。この時も、

長崎奉行所で対応をしております。それから、

幕府の日英修好条約交渉あるいは締結も、ここ

で行われています。いわば外務省の機能の一部

と、それから出入国管理の事務、出はないので、

一応は出入国管理の事務をしているということ

になります。

さらに、皆様よくご承知だと思いますが、蘭

学医学教育の発祥地として、西の長崎、東の佐

倉と言われております。私のところは佐倉でご

ざいますけれども、佐倉も一緒に並べられるの

は本当は恥ずかしいところもございまして、全

て長崎で勉強して帰るわけでございまして、ま

さしく長崎で蘭学、洋学を学んでくる、そうい

う意味では、江戸時代を通じて蘭学、洋学の入

り口というのは長崎だったわけでございます。

そういう意味では、長崎抜きに日本の近世史は

語れないというのが実情だと考えております。

次に、2 番目でございますけれども、戦国時
代のキリスト教の宣教と都市長崎の形成につい

てだけ少しお話をさせていただきますと、これ

も皆さん、もうご存じだと思いますが、大村純

忠が 1571 年に長崎を開港すると、ポルトガル
船が入港してまいります。岬の突端に教会が建

設されて、九州各地からキリシタンを中心とす

る人々が集まります。島原、大村、平戸とかと

いう名前が付いた 6つの町が建設されて、港湾
都市として成立して、海から内陸へ今度は開発

が進んでいくことになります。しかも、ここに

はポルトガル船だけではなくて、東アジア、中

国からの船も訪れます。

そして、1580 年には、大村氏が長崎をイエ
ズス会に寄進したことから、1581 年には、被
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昇天の聖母教会がつくられます。その後、さま

ざまな、豊臣秀吉のバテレン追放令とか、一時

疲弊する時期もありますけれども、1614 年に
徳川幕府が最終的な禁教令を出すまで、さまざ

まな施設が整ってまいります。

この時代、1600 年の長崎というのは、イエ
ズス会の通史によりますと、こういうふうに言

われています。「マカオから日本へ向けて航海

するポルトガルの大型帆船が投錨する港で、非

常に空気がよく、地所がすぐれた町である。こ

の町には四、五千人の住民がいるであろう」と

言われ、世界的にも実は、よく知られた町だっ

たわけでございます。

1571年から 1614年まで、宗教の中心地とし
てイエズス会の教会施設が置かれ、学問、教育、

文化、芸術の中心として、コレジオ、セミナリ

ヨ、印刷所、ｶｶﾞｸ所がこの地には置かれており

ました。片岡弥吉先生はこの教会を、「「岬の教

会」という名の教会はなかったけれども、長崎

の岬の突端にあったこれらの教会と教会施設を

総称して、私は「岬の教会」と呼ぶことにした

い」というふうにおっしゃっておられまして、

まさに岬の教会は、一つの教会ではなく、当時

でもハイレベルの教育文化施設を含んだもので

あることが重要だと考えています。

次に、近世の都市長崎と長崎奉行について少

しお話をさせていただきます。

秀吉が長崎を収公した後、徳川幕府も同じよ

うに長崎奉行を置きます。当初は 1人だけで、
貿易の時は長崎に駐在していましたが、1633
年に 2人制になります。基本的には、その後、
2 人制で、実は、島原の乱後、1 人は必ず長崎
にいなきゃいけなくなります。これを在勤奉行

と申します。そして、もう 1人は江戸にいます。
これを在府奉行と申します。この 2人が毎年交

代する形になりまして、江戸にいる在府奉行は、

7 月下旬頃に江戸を出て、長崎くんちの直前に
長崎へ入ります。そして、その時に宿泊地とし

たのが現在の西奉行所でございます。そして、

2 人そろって、くんちを上覧した後、これはキ
リスト教が禁止されて長崎のまち全体の神社で

ある諏訪神社の祭礼が無事行われることを見届

けるというのが長崎奉行の一つの役割でござい

ましたので、これをして、その後、長崎にいた

奉行は江戸に帰り、江戸から来た奉行は、今度

は立山役所のほうに入っていくことになりま

す。

長崎奉行はどういう役割をしていたのかとい

うと、貿易統制、それからキリスト教の禁制政

策の実行、そして長崎の警備でございます。幕

末期になりますと外交交渉も担うようになりま

すし、先ほど申し上げましたように、漂流民の

処理とか、国籍不明船への対応というのもやっ

ております。そして、重要なのは、儀礼空間と

しての西役所と実務空間として立山役所に分か

れてまいります。

この儀礼空間としての西役所の役割というの

は、まさに江戸幕府による長崎支配の顔と言っ

ていいかというふうに思います。実際に長崎は、

港から入ってくると真っ先に見えるのは、実は

長崎奉行所の建物だったわけでございます。

奉行所は、今、少し申しましたけれども、本

来は、本博多町に置かれておりましたけれども、

1633 年の大火で類焼しましたので、現在の地
に移りました。しかし、1663 年の長崎大火、
寛文の大火で焼失しますので、この後、1673
年には、東側にあった役所は立山役所として現

在の歴史文化博物館のところに参ります。そし

て、もとの西役所のところが現在残って、今の

県庁舎跡地になっていくわけでございます。
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19 世紀になりますと、近代化に向かって長
崎奉行所が果たす役割は実は非常に大きくなり

ます。

まず、19 世紀初頭のロシアの南下政策、そ
してナポレオン戦争というのをご存じだと思い

ますけれども、その時にフェートン号事件とい

うのが起こりますが、そういうこともあって、

近海を欧米の船が通ったり近づいたりすると、

そういう時に長崎奉行所は海防政策の新たなか

なめとなってまいります。

一方で、特に開港後に入ってくる西洋の学問、

技術も長崎からまず入ってまいりまして、この

跡地、長崎奉行所のところには、海軍伝習所、

医学伝習所、そして不足するオランダの書物の

印刷をするために活版印刷が始まり、語学研修

の場も設けられました。すなわち、長崎奉行所

の地には、西洋近代科学の受け皿、日本近代化

の上で果たした重要な施設が置かれたことにな

ります。

最後にもう一つ、長崎奉行所西役所と出島の

描き方について少し見ていきたいと思います。

寛文長崎図屏風、先ほどお示ししました④と

⑤というのが寛文長崎図屏風でございますけれ

ども、これは寛文の大火後に復興された長崎の

町を描いた、現存する屏風絵では一番古いと言

われているものでございますが、この中でも、

出島と西役所がペアで描かれている、これは資

料⑤の写真 6でございます。ここにあるものを
見ていただきますと、まさに出島と西役所がペ

アで描かれております。そして、よく見ていた

だくと、西役所の前の階段をオランダ人が上が

っていくのがご覧になれますか。まさに、この

日はくんちの日で、オランダ商館の人たちが外

に出て見物することが許されていて、そのお礼

に、長崎奉行所、西奉行所に行くんです。その

ことが描かれている場面でございます。

そして、写真の10でも、それからもうひとつ、
写真の10というのは改正長崎絵図という図で
ございます。こういう図でも、出島と、それか

ら長崎奉行所が明確に描かれておりますし、そ

れから参考人資料でも実は、後でご覧いただけ

ればと思いますが、「長崎奉行所と出島」とい

うテーマで、こういう写真を付けています。こ

ういうもの、つまりこれはいっぱいあるわけで

すが、長崎港を俯瞰的に描いた絵では、長崎を

描く時に、岬の上の長崎奉行所西役所と出島と

両方を描くことが一つの絵のテーマになってま

いります。

実際に、長崎くんちの話にまたちょっと戻さ

せていただきますと、この資料、なかなか注目

されることのない資料でございますが、⑥の写

真8、写真9と書いてあるのがおわかりになりま
すか。

写真8は、これは実は大阪府立中之島図書館
にございます「崎陽諏訪明神祭祀図」というも

のですが、これは一番最後のところなんです。

くんちの行列が、お上りでみんな上がって行っ

てしまった後の大波止の桟敷の様子が描いてあ

るんですが、こちら側に長崎奉行所が見えてい

るのがおわかりになりますか。長崎奉行所が見

えている。その前に実は桟敷がつくられていて、

ここで実は長崎奉行は見物するわけです。

この下側を見ていただきますと、長崎奉行が

2人座って見物している様子がわかります。ま
さしく長崎奉行は、こういう形で、まさに長崎

奉行と出島とのちょうど間のあたりで見物をし

ているということが描かれておりまして、長崎

くんちと長崎奉行の関係が重要な意味を持って

いることはおわかりいただけると思います。

以上から、駆け足で、大変早口で申し訳ござ

いませんでしたけれども、この県庁舎跡地が豊
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かな長崎の歴史と文化の発祥地でもあって、岬

の教会、長崎奉行所西役所、それから長崎県庁

と変遷する政治の中心地でもあったこと、そし

て、こうした歴史が積層されている、積み重な

っているところが重要だと思っておりまして、

まさに地層の上に積み重なっている場所である

ということがおわかりいただけたというふうに

思っております。

長崎の歴史が刻まれた歴史的な地であるがゆ

えに、これをどのように有意義に活用するかと

か、これ自体は非常に重要な問題でありまして、

多くの長崎県民・市民の関心事であることも確

かでございます。

未来世代に、ではどのようにしてこの歴史的

文化遺産を残すことができるかということを、

私の方から少しご意見だけ申し上げさせていた

だきますけれども、それは、何よりも広い範囲

で、こういうふうに積層されているがゆえに、

深く精緻な調査を行って、後世に残る形で記録

することが不可欠だというふうに考えておりま

す。

長崎が誇る2つの世界遺産のうち、「長崎と
天草地方の潜伏キリシタン関連施設」に深くか

かわり、長崎のキリシタン史、キリシタン文化

の原点とも言えるこの地が持つ歴史的意義は重

要であり、岬の教会の痕跡を探し出すことがで

きれば、それこそ世界遺産の発祥の地点を見つ

けたことになるのではないかと考えています。

いま一つの「明治日本の産業革命遺産」にと

っても、さっき申し上げたように、近世以降、

日本の近代化の中で長崎奉行が果たした役割は

大きいわけでございまして、調査の結果、どの

ようなものが出るかということが判明した上で、

改めて、こういう史跡の問題については扱いを

考えていただければと考えております。

私からは以上でございます。

【高見参考人】カトリック長崎大司教の高見三

明と申します。

今日はこういう場を設けていただきまして、

本当にありがとうございました。あまり時間が

ありませんが、簡単に私からの意見を申し上げ

たいと思います。

キリスト教が入ってから、教会という建物自

体は、お寺を最初は改造したりしたそうなんで

すけれども、1550年代には、もう京都とか山口
とか、いろんなところで教会はできていますの

で、そういう意味では長崎が初めてではないわ

けです。長崎も、港が開かれる前に既にトード

ス・オス・サントスという、長崎で一番古いの

は1569年にできています。これもお寺だったよ
うですけれども。

それから、この港が開かれて1571年にポルト
ガル船が入ったと言われますが、すぐポルトガ

ル人は、その港の近くに、岬の下のところでし

ょうか、仮の教会をつくって、その後、だんだ

ん拡張し、壊されたりもしたんですけれども、

最終的には1601年に非常に大きな教会をつく
っています。当時としては大きな教会でした。

図がありますが、これは想像図でありますが、

いろんな記述に基づいて結城神父様が描いたも

のであります。幅22メートル、縦44メートルぐ
らいの規模だったようであります。

そして、港から入ったら教会がぽんと見えた

と言われています。祭壇部分というか、一番奥

の内陣部分が少し突き出た形だったので、清水

寺のように3層にして、足場を組むような形で
建っていたというふうに言われています。

片岡先生が、岬の教会は総称だともおっしゃ

っていますが、厳密に言うと、確かに教会は、

「御昇天の教会」とも言うんですけれども、マ

リア様に捧げられた教会でありますが、禁教令

が出るまでには市内に16ぐらいの教会が既に
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あったんですね。その中で一番ここが中心であ

りまして、コレジョといって神学校があり、セ

ミナリヨも最終的には1610年にできましたし、
1500年代の終わりごろには印刷所もでき、とに
かく教育と宗教と文化の中心地でありました。

今、キリスト教関連の世界遺産が認められま

したけれども、その普遍的価値というのは、そ

の歴史にあると言われていますが、ご存じのよ

うに、その歴史の始まりが、まさにここだとい

うわけであります。

ですから、最初に始まった重要な地を、何か

土の中に埋もれたままにしておくというのは非

常に、何といいましょうかね、大きな、私たち

としては、損失だけではなくて、何かやっぱり、

そういうことをしては、消してはいけないとい

うような思いでおります。

ぜひ、ひょっとしたら何も出てこないという

こともあるかもしれませんが、何か歴史の痕跡

を明らかにしていただいて、何らかの形でそれ

を思い起こさせるようなものでもいいから、何

か跡地利用の時に考えていただければと思って

おります。

そして、教会が壊された後、神社もできたと

聞いておりますが、その後、大分してから奉行

所ができたわけですけど、この奉行所の役割も、

久留島先生がおっしゃったように、たくさんの

役割を持って重要な役割があったわけですが、

その中の一つがキリシタンの取締りというか、

ありました。長崎奉行は、全国でもキリシタン

の取締りの中心だったわけであります。

そして、出島にしても、奉行所にしても、あ

る意味ではキリシタン、キリスト教と全く無関

係なものではなく、キリスト教なしには語れな

い何かがあります。

実際に1868年の明治維新の時に、浦上の信徒
が流罪にされますが、その一番最初のグループ

は、この西役所に呼ばれまして、そこから大波

止に行って、団平船に乗せられて出て行ったと。

ですから、キリシタンに始まって、そして明

治維新の時代まで、ある意味でキリスト教と非

常に関わりのある場所だったというのは、こう

いうところからも言えるのではないかと思いま

す。

時間がもう過ぎたと思いますので、私は以上

で終わりたいと思います。よろしくお願いいた

します。

【中島(浩)委員長】 続いてどうぞ。
【稲富参考人】 稲富でございます。私は、考古

学的な立場、それから歴史的な立場で簡単に申

し上げたいと思います。

久留島先生もおっしゃいましたけれども、こ

の県庁の跡地という場所は、日本の歴史、そし

て世界の歴史の上からも極めて重要な場所であ

ります。

ポルトガル人が海外に出る時に、彼らは植民

地形成という問題を抱えておりましたから、い

つでも敵から逃れられる、そういうロケーショ

ンのところを求めました。だから、この岬でな

ければならなかったのです。

そして、そこに教会が建てられました。先ほ

どのお話にもありましたけれども、この教会は

何代かにわたって増改築をされてまいりますけ

れども、結果的には日本最大の教会になります。

と同時に、イエズス会本部が置かれ、日本にお

けるキリスト教布教の中心地となってまいりま

した。

それゆえ、これは単に長崎のというだけでな

しに、日本の、あるいは世界的な視野で見た時

に極めて重要な場所であるということが言えま

す。

もう一つは、長崎奉行所がそこにできた。長

崎市には、現在、2つの世界遺産がございます。
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1つは「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連
遺産」、そしてもう一つが「明治日本の産業革

命遺産」なのですけれども、この岬は日本キリ

スト教布教の中心であって、そうした意味では、

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

は、昨年、世界遺産に登録されましたけれども、

この根源の場所がここだということでございま

す。

もう一つ、「明治日本の産業革命遺産」にと

って考えれば、海軍伝習所があった時に造船所

が築かれます。これは飽の浦にあったのですが、

これが母体となって現在の三菱長崎造船所がで

きてまいります。

そうした意味で、この場所というのは、長崎

の歴史に深く関わり、同時に日本の歴史にも深

く関わっているということで極めて重要なもの

でございます。

ここを調査するに際しては、奉行所の建って

いた面と、それから教会が建っていた面は、実

は相当、差があるんです。どんどんと埋め立て

ていきますから、上に。そうした意味で、この

調査は極めて難しい。あるいは時間をかけて綿

密にやらないと、言ってみれば世界遺産になる

ような場所であって。同時に前に出島があるん

です。私たちは、出島はこれまで別々に考える

傾向があったんですが、あそこに表門橋ができ

ました。あれが本来の姿です。長崎奉行所が出

島も一体管理をする。出島は国指定の史跡です。

そうした意味で考えれば、この場所の問題、

それから調査の問題については、よほど綿密に

やらなければ危険なことになってしまいかねな

い。それが考古学研究者の立場から言えること

でございます。

以上、簡単でございますが。

【片峰参考人】 片峰です。私の方からは、長崎

に住む者の立場、長崎市民・県民にとって、あ

の場所がどんな意義を持つのかということを少

し話させていただきます。

最初の観点は、日本や世界に対する長崎の義

務という観点だと思います。皆さんから今、発

表になりましたように、あの場所は、長崎の極

めて重要な記憶が重層的に蓄積されています。

それは、日本史、あるいはキリシタン史、ある

いは世界史の中で極めて大きな意味を持ってい

るということはご説明されたとおりだと思いま

す。

その中で、今、あそこが更地になって、今か

ら本格的な発掘調査が始まるという中で、内外

の関心が極めて高くなっております。非常に注

目度の高い、日本的にも、全国的にも、世界的

にも高い場所になっているということでありま

す。

とりわけ、今年の年末には、イエズス会出身

のローマ法王様が長崎を訪れられると。当然、

法王様も興味をお持ちのはずであります。

もう一つは、何人からも出ましたけど、今、

複数の県にわたって2つの世界遺産、長崎県を
含めましてですね。今、盛り上がっていますね。

だけど、実は、この県庁舎跡地そのものが、そ

の原点の場所なんだという観点ですよね。そう

いった観点から、長崎は、この遺産を、まず、

遺産が存在するということを前提にして、徹底

的な発掘をやる義務があるんじゃないか。その

上で、適切に保存・活用する義務があるのでは

ないか。そうすることによって、長崎にとって

は本当にかけがえのない、有効な観光資源を手

にすることにもつながるのではないかというふ

うに考えます。

2つ目の観点は、長崎に住む者にとっての地
方創生における意義の観点であります。

ご承知のように、今、世界も現代社会も極め

て多様性に飛んでいます。価値観も多様化して
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います。グローバル化ということでも、さらに

多様性がましているわけですよね。

その中で、地方が、今後、輝きを増していく、

地方創生をなし遂げていく。もちろん、新幹線

とか会議場とか、インフラも当然必要なんです。

その上で長崎にはほかにはない個性、産業にし

ろ、何でもいいんですけど、それがないと、や

はり今後、世界に光を放っていくというのはな

かなか難しいのではないかというふうに考えま

す。

それでは、この個性、新しい21世紀に向けた
新たな個性は我々がつくり出していく必要があ

ると思いますが、最もやっぱり有効な手段とい

うのは、これまで長崎が培ってきた個性に基づ

いて新たなものをつくり出すということだと思

うんですね。

そういった意味では、この個性を形づくる一

つの重要な要素である記憶、ここが非常に重要

であって、まさに長崎が持つ鮮烈な記憶、これ

が積み重なったこの県庁舎跡地の意味というの

は、極めて大きいんだと思います。

その中で、今、まさに更地になって、今から

発掘調査が開始されようとしているわけですよ

ね。僕らもこの機を、長崎の人間が、今までの

長崎の個性を再認識すると、将来に向けて再構

築する、再整理をする。その上で次の新しい物

語りをつくり上げていく。この千載一遇のチャ

ンスに僕らは居合わせているような気がいたし

ます。

そういった意味では、ぜひともきちっとした

積極的な調査を行っていただきたいんですが、

とりわけ、この調査のプロセスを市民、県民が

共有する。その中で先ほど言いましたような価

値観を共有して、将来、長崎をどうしたらいい

んだということを個々人が考えていく。そのた

めには、この発掘プロセスを共有するのがもの

すごく重要だと僕は思います。

そういった意味で、どういう発掘計画をやる

のか、発掘のプロセスで何が出てきたのか、こ

れをぜひとも市民、県民に情報公開を積極的に

やっていただきたいと思いますし、非常にやっ

ぱり意思決定に重要な役割を持っております長

崎県文化財保護審議会、この会議もぜひとも公

開にしていただきたいというふうに思っており

ます。

その中から適切な保存、何らかのものが見つ

かれば、次のステップでは適切な保存活用とい

うことにぜひつなげていただきたい。そのこと

が長崎のほかにはない形での、長崎ならではの

地方創生につながるのではないかというふうに

考えます。

どうもご静聴ありがとうございました。

以上です。

【中島(浩)委員長】 参考人の方々、ありがとう
ございました。

それでは、各委員からの質問に入りたいと思

いますが、質問はございませんでしょうか。

【浅田委員】では、最初に質問させていただき

たいと思います。

本日は、本当にお忙しい中、4人の参考人の
皆様には、このような時間を頂戴いたしました

こと、本当に感謝申し上げます。それぞれの立

場でトップの方々が長崎に対するいろんな思い

を述べていただきました。そして、この長崎に

とって世界遺産が、我々がこれからどう観光地

として大切な地域になるのか、いろんな思いが

あります。それの基礎であるということを4名
の参考人の方々のご意見で、今改めてまた認識

をさせていただたきましたし、本当に百年の大

計のチャンスということも改めてわかった次第

です。

その中で、私がずっと県の方々に質問しなが
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ら気になっているのが、この埋蔵文化財の調査

のあり方です。先ほど、稲富参考人からも、そ

の言葉がございました。平成22年の埋蔵文化財
の調査の資料、遺構調査の結果資料が各委員の

お手元にあるんですが、この中で非常に気にな

っているのが、遺構等が建物などを建設するこ

とによって攪乱されている可能性が高いエリア、

とにかくここは攪乱されている可能性が非常に

高いということを再三言われるわけです。

しかしながら、1度、先生方がやられたシン
ポジウムにお邪魔させていただいた際には、多

くの専門家の方々が、ここはまだまだすばらし

い遺構が残っているというようなことをおっし

ゃっておりました。そのあたりをまずお聞かせ

いただけますでしょうか。

【稲富参考人】発掘調査についてでありますけ

れども、これまで、過去、長崎県の方で調査を、

建物が建っている時になされていらっしゃいま

す。その結果を見る限り、攪乱されてないとい

うことはありません、全部あるんです。攪乱さ

れてないだろうと言われているところは、旧県

庁舎、五角形か六角形のような形になっている

ところですけれども、確かに、あそこは地下構

造がありますから、そうしたものが地下の遺跡

を壊しているだろうということは、概ね予測は

つきます。ただ、あくまでも予測なのです。予

測によって、それが結論ではありません。結論

を得るのは、発掘調査をきちんとしない限り、

結論は出ません。「ない」あるいは「ないだろ

う」ということから入ってしまいますと、とっ

ても危険なことなんですね。

以前、日本考古学協会の副会長がお見えにな

った時に彼が言ったのは、「ないと思って掘る

のか、あると思って掘るのか、結構結論が違っ

てくる場合があります」と。同じようなことが

長崎市でもあったんですね。小島養生所の時に、

「1段、2段低いところに医学所分析窮理所とい
うのがある」という記載はあったんです。文書

の記録の中ではあって、現状を見ながら、「も

うこれは壊されているよね」というふうな説明

を受けて、こちらも、「ああ、そうだ、ないよ

ね」と思っていたところ、出てきたと。

ですから、予断を持って、ないとか、ないだ

ろうとかいうことは、極めて危険であって、そ

こはまずしっかりとした調査を行った上で結論

を求めるべきだろうというふうに思います。

【浅田委員】 あくまで、これも予想であると、

県がやっている発掘調査は予想の中でなされて

いると。ただ、我々が質問をさせていただくと、

「しっかりと調査をします」と言われます。し

っかりと調査という意味と、今、参考人ご自身

もおっしゃっておりました確認調査ですね。確

認調査というのが、そもそもどういう意味合い

で、これは本来、後で県に聞くことですが、確

認調査というものが何なのか。先ほど､久留島参

考人も高見参考人もおっしゃったように、ここ

の場所は教会があり、役所があり、医学伝習所、

海軍伝習所という、本当に長崎のみならず、日

本が世界に誇れるものが詰まっている場所であ

ります。

そういう場合、よく県は、「このポイントと、

このポイントと、このポイントは確認調査をや

った」と言われるんですけれども、本来、それ

だけだったら、この間、私は、県の文化財審議

会の方々と同行させていただいたんですが、も

っと全般的に広くやるべきではないかというこ

とと、よく、「これから1年かけてやります」
ということを県の方々からは説明を受けるんで

すが、あの県庁舎跡地の歴史性とか場所の広さ

から考えると、どのような発掘調査があるべき

姿であり、どれぐらいの期間を本来であれば有

すべきかというところは、専門家としてはどの
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ような感じでしょうか。

【稲富参考人】ここの場所に関する限り、普通

の遺跡と違って、あるということがわかってい

るんです。石垣で囲まれているところ、これは

全部あるのです、奉行所跡ですから。

今回、音楽ホールでしょうか、そうしたもの

が建つ、建てる予定だと言っている場所があり

ます。ここについては全面調査が必要です。そ

して、それ以外のところ、もとの県庁のちょう

ど駐車場になっていたところとかありますけれ

ども、そういうところに具体的に何があるのか

ということを知るのは、今度は確認調査になる

わけです。

ですから、明らかにそこで工事をするという

範囲がわかっていれば、そこは全面調査、これ

はごく一般的な見解です。

【浅田委員】全面調査は必要であると。この部

分の見解に関しては、参考人ではなく、この後、

県の方々に、現状、これからどうなさるべきか

ということをいま一度しっかりお伺いをさせて

いただければなと思っております。

先ほど､稲富参考人がおっしゃったように、私

も本当に小島養生所の時に、ない、ないと言わ

れたものが出てきてしまった。でも、出てきて

しまったにもかかわらず、長崎市は記録保存と

いうような形を選んでしまい、非常に残念なこ

とだったんですね。それが同じようなことが、

またこの跡地でも起こり得るのかどうなのかと

いうのが非常に危惧をしているところで、ある

とするならば、そこをしっかり市民、県民、そ

して議会、そして日本のさまざまな歴史を求め

ている方たちに対しても、しっかりとしたこと

をお伝えしなければならないですし、さっき、

片峰参考人がおっしゃったように、全ての方向

性というものをしっかり開示していく必要性と

いうのを感じていますし、それは県に今後求め

たいところであります。

では、全面調査をするに当たっては、1年で
でき得ることなんでしょうか、正直言って。

【稲富参考人】 全面調査をしようとした時に、

いろんな実は問題が起きてきます。まず最初に

確認すべき面というのは、一つは奉行所の面で

す。ちょっと図面を描いてきましたので、すみ

ません。（資料を示す）

これは海です、北が海で、これが旧地形の丘

です。教会が建った時は、恐らく木造の建造物

であるということはわかっております。そして、

丘でありますから、当然、高低差があるわけで

す。その高低差を、岩ですと削ったりするんで

すけど、当時、そんなことをやると大変です。

そこで柱を建てていって、そこで高低差を調整

するというのが一般的であります。ここには教

会、それからセミナリオなどの教育機関、それ

から修道院、また印刷所などがあり、同時に、

宣教師たちのお墓もここにありました。これが

最初の状態です。

次にこうなります。これがもとの旧地形です

けれども、奉行所を建てる時にどうしたかとい

いますと、今の大波止側、それから江戸町側、

石垣がありますけれども、もともとは石垣はな

くて、こういうふうに自然地形があった。その

自然地形のこの部分を、土を外して、この上に

盛り上げて石垣をつくって、そこで平坦な面を

つくり出した、これは奉行所の面です、そして

奉行所が建った。

さらに、県のこれまで調査を見ておりますと、

もとの県庁舎のちょうど玄関前のアスファルト

の面は、奉行所があった時の面よりも上なんで

す。1メートルとか1メートル50ぐらい埋めてい
ます。

そう考えますと、先ほどの調査の問題ですけ

れども、まず、この奉行所の面を調査いたしま
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す。そうすると、出てきた、全面は出ないと思

いますけれども、奉行所跡が一部出てきたと。

その時に問題が起きるのは、これを保存するの

か、しないのかというこういう問題が起きてき

ます。恐らく指定文化財のクラスの遺跡を掘る

わけですから、そういう覚悟が必要です。

その上で、今度は下まで下げる、教会の面ま

で下げるとなりますと、恐らくこれは専門家の

会議を経て下げてみようということになるわけ

ですけれども、相当これに時間がかかっていき

ます。

これを下げて掘っていきますと相当な時間が

かかります。単に発掘調査をやればいいという

だけじゃなしに、専門家の人たちの意見をその

都度仰ぎながら進めていく。そうすれば、どれ

くらいかかるのかというのは安易には申せない

んですけれども、1年で終わるとはとても思え
ない。2年、3年ぐらいはかかるというふうに考
えておいた方が無難であろうというふうに思い

ます。

【浅田委員】図まで示していただきまして本当

にありがとうございます。今明らかになったの

は、県庁側からのサイドでは1年間あれば、ま
るでここの発掘調査はしっかりとできるものだ

と私なども思っておりました。しかし、掘った

ところからさらに下、これまでそこに積み上げ

てきているわけですから、かなり掘り下げてい

かなければならない。

そして、端的に箇所、箇所、箇所だけではな

くて、既にこの間も3代目の県庁の基盤が出て
いるところを私は見ましたけれども、そこのさ

らに下にということを考えると、随分と時間が

経つのではないかという気がしました。

今、私が一番心配しているのは、長崎県と長

崎市が協議をしている中で、公会堂を壊してし

まったので、ホールというのを建てなければな

りません。そのホールというものを建てるのに

は、市役所が移転した後の市役所跡地で建てる

よりも、県庁舎跡地で建てる方が早いから県庁

舎跡地で建てた方がいいであろうということが

言われております。

しかし、先生がおっしゃるように、県が1年
で、1年でと言っていますけれども、真剣にこ
れだけの歴史がある場所をやろうとするならば、

やるべきことはもっともっとあるんだなという

ことが非常に理解できましたので、これはまた

後ほど、学芸文化課含め県庁舎の方の担当に質

問をしたいと思います。

委員長、まだ時間はありますか。

【中島(浩)委員長】 どうぞ。
【浅田委員】それと、キリストの関係で聞かせ

ていただくと、例えば二十六聖人とかは建物自

体はないわけです。でも、しっかりとした県の

文化財として登録をされております。

何よりも、ここは世界遺産になっている基礎

でもありますし、これが高見先生、教会が、イ

エズス会の本部があって、コレジョがあった。

いろんなものがあったというのは、世界に誇れ

る、長崎だけではない遺跡であり、歴史である

ということは、もっともっと声を大きくして長

崎も言うことの方が、観光客も内外からあふれ

ることにつながるということですよね。そのあ

たりはいかがでしょうか。

【高見参考人】ありがとうございます。日本の

布教は、ザビエルから始まったとは言っても、

その1600年から、特に1500年の末から1614年
の禁教令が出るまでの間は、少なくとも20年近
くは、本当に日本の中心だったわけです。つま

り、日本という国でのキリスト教布教の一番の

中心であったし、東アジア、恐らく韓国、中国

も含めて、当時は中心的な役割を果たす場所だ

ったと思います。ただ、禁教令が出たために、
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キリスト教の歴史の繁栄の時代はそこで終わっ

てしまうんですけれども、その後は禁教と迫害

の時代がやっぱり続いて、また復活するという

ことになっていきます。

こういう全体を見ても、世界にまれな、それ

こそ、またとないような価値ある歴史になって

いますので、どうしても最初の出発点のところ

を抜きには考えられませんし、それを可視的に

というか、何らかの形で見えるようにしていた

だきたいと思いますね。

【浅田委員】そうですよね。やっぱり世界遺産

を、世界遺産を盛り上げようと言っているから

には、やっぱりそのもとである場所というもの

を、いま一度検証し、大切にし、それをもっと

もっと発信していくという必要性も感じました

し、先ほど片峰元学長がおっしゃっていたよう

に、ここから、よく県が「ここからもっと新し

いものを生み出したい」、「今までになかった

賑わいを創出したい」と言いますが、私はさっ

きから先生方のお話を聞いていて、それは決し

てホールじゃなくていいんじゃないかなと、ホ

ールは長崎市の跡地でいいんじゃないかなと。

それはなかなかお答えづらいところだと思うん

ですけれども、もっと違う、新しい多くの内外

の人に楽しんでもらえる場所が、しっかりここ

にはつくるべきではないかなとも感じたんです

が、そのあたり、未来に向けてもう一言何かあ

ればお聞かせいただければと思います。

【片峰参考人】難しい質問ですね。先ほど申し

ましたように、やはりあの場所が最大限でやっ

ぱり活きる活用の仕方、あるいは遺構が出た時

には、適切にそれが保存されて活用されるよう

な活用の仕方と、それが一般論としては大切な

ことだと思います。

僕自身、現在の県の活用案というのは、よく

詳細には存じ上げてません。その中にそういっ

たコンセプトが入っているのか、入ってないの

かということも検討の余地がありましょうし、

もし時間的な余裕があるのであれば、さまざま

な専門家、あるいは市民の意見を聞いて、また、

今の案を少しずつ変えていくということもあり

かなと。

いずれにしろ、私たちの立場としては、まず

徹底的な調査がありきと。その上で何かが出て

くるか、出てこないか。出てきた場合、出てこ

ない場合と、恐らくこれは対応が変わるんだろ

うと思うんですね。

そういった意味では、現時点で軽々に、あの

跡地をどうするということを決めうちでやるべ

きではないんではないかというように基本的に

は考えます。

【浅田委員】ありがとうございます。この後は、

ほかの委員の方の質問を聞いた後に、またさせ

ていただきます。

【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
でしょうか。

【松本委員】先ほどのご説明の中に、改めてい

かに重要な、特に重層的に埋まっているという

ことで、岬の教会、奉行所、海軍伝習所という

ことで歴史的価値が高いという中で全面調査が

必要というご説明もありました。

その中で、結局、保存活用の方法について、

ちょっと素人なものですから、一般的に、じゃ

実際に掘った時に遺構が出てきました。いろい

ろキリスト教関連が出てきましたという時に、

久留島参考人に、専門家としてどういう保存、

例えば歴史文化博物館に保存するのか。遺構の

場合だったら、どういう形で残していくのかと

か、ほかの地域の実例とか、そういうもので想

定できるような保存や保管や、また展示の方法

というのはどのようなものがあるのか、お尋ね

いたします。
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【久留島参考人】私が一つ今思い浮かべました

のが、実は長崎立山奉行所跡地でございます。

これも近世の、私は近世が専門でございまして、

近世の遺跡、遺構というのは、実はその下にま

た大体遺跡がございます。例えば、私のいると

ころでも深く掘れば縄文ぐらいいっちゃうわけ

ですね。そうすると、どこの面までいって、そ

れを記録、そこはもう記録保存して、その下に

何があるかということを想定していって、何を

残すかということを判断する時期、さっき実は

稲富先生がおっしゃいましたけれども、ある面

までいった時に一つ出てきます。それから、そ

の次どうするかというところをそこで考えなが

らまた掘って、それは恐らく少しボーリングを

せざるを得ないところもあるかもしれませんが、

そうすると次の面が出てくる。その時に何を残

すか。これは重要なことだと思います。

例えば、ここで言った時に、長崎奉行所の跡

地を全部残すのか。あるいは、ある重要な部分

だけを残して、そして、むしろそれより先に掘

り下げて、もしそれより下の地層から出てくれ

ば、それを残すのか、そういう判断が必要にな

ってまいります。

今さっき、立山奉行所の話をしましたけれど

も、何もないと、あそこは博物館をつくってい

たので何もないと私たちは聞いていたんですが、

あるところを掘ると、実は階段が出てまいりま

した。そうすると、実はその階段から長崎奉行

所が全体側を一応復元的につくれるとなったの

で、あそこはむしろ長崎奉行所の復元として選

択されたんだろうというふうに考えています。

そういう形の選択をどうしてもせざるを得な

いことは確かですけれども、その時に英知を集

めて、一番いいものを残していくということが

重要だと。しかも、それを複層的に残すことも

実は可能でございます。この時代の地層、この

時代の地層ではこういうものが出てきたという

ことを、部分的になるかもしれませんけれども、

残す必要がある。

いずれの場合も、基本的に記録保存、つまり

記録保存で埋めてしまえばいいというんじゃな

くて、記録をきちっととりさえすれば、後から

それを残していくのと同じ意義を持っています

ので、どちらにしても記録をまずする、丁寧に

記録をとる。それから、今申し上げたように判

断をそれぞれの場面でしていくということだろ

うというふうに思います。

【松本委員】先ほどご説明にあったとおり、一

回掘って出てきて、そして、それをまた調べて、

そして記録して、そしてまた、さらに専門家の

意見を聞いて掘って、そしてまた、下の地層を

という形で長期的な時間がかかるということで

ありますね。わかりました。

やはり、恐らく建物が建ったら二度と掘り返

すことはできないわけであって、もう今回が最

初で最後のチャンスであるという意味では、逆

に今回を逃すと、もう100年後とかになる可能
性があるということで、そういう意味では本当

に慎重に、そしてしっかりとした記録を残さな

きゃいけないということですね。わかりました。

ありがとうございます。

【川崎委員】 参考人の皆様には、今日、大変お

忙しい中にありがとうございます。大変貴重な

お話も聞かせていただき、ご意見もいただきま

した。少し質問させていただきます。

長崎は世界遺産が2つ登録をされて、大変多
くの皆様にお越しいただいているのは、大変喜

ばしいことでございます。

2つの世界遺産の関連性という意味でいくと、
例えばグラバー園と大浦天主堂は背中合わせの

場所にある。こういった近い位置にあるという

ことは、非常に我々としてもわかりやすいんで
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すが、それが果たして文化的な共通点というこ

とについては、あまりそういったことに対して

は触れられてなかったというふうに思っており

ます。

世界遺産が登録をされたこの場において、こ

の時期において云々するのはいかがなものかと

は思いつつも、先ほど来、この県庁にそのスタ

ートが全てあったというところのお話がある中

において、この世界遺産が議論される時に、ぜ

ひこういった話をその時にしておけばよかった

のかなというふうに今思うんですが、そういっ

た意味で世界遺産の発祥というか、スタートで

あったということについて、今、既存の登録さ

れた世界遺産との関連性をどう高めていくかと

いうことによって、また価値が随分変わってこ

ようかと思うんですが、いま一度そういった点

について、ご意見を賜ればと思うんですが。

【久留島参考人】これは私の個人的な見解でご

ざいますけれども、長崎奉行所というのは、先

ほど申しましたようにキリスト教をいわば禁止

する。そして、キリシタンを取り締まる総本山

になるわけですね。まさに、踏み絵もここから

ある意味で発効していくわけですし。そういう

意味ではキリシタンを弾圧する場所としての長

崎奉行所。その弾圧された側が、実は今の世界

遺産の側に回っているわけでございます。

私は、現在、バチカンにあるマレガーという

神父の資料の調査に行っていまして、これは臼

杵藩のキリシタン、転びキリシタンといいます

けれども、その後の実は何代にもわたって類族

を調べていくんです。何代前がキリシタンだっ

たから、この人は、例えば生まれた時にはキリ

シタンの何もしてないな、死んだ時には、そう

いうことをしないなということを全部確認して、

それを幕末までやるんです。そういうキリシタ

ンの弾圧の仕組みというのは非常に、まさに歴

史的にやっていることがよくわかる資料がござ

います。

その結果が、隠れキリシタンと言われている

人たちは本当に苦しい生活を各地でやっていく

ことになるわけですね。その最先端だったとこ

ろ、実は長崎奉行所というのを間に入れて、し

かも、その長崎奉行所が押さえ込んだ、わざわ

ざその跡地につくって押さえ込んだのが、それ

こそキリスト教が最初に日本に来た時のかなり

重要なイエズス会の本部であった。これがすご

く重要な因縁関係だと実は思っています。正反

合になってしまうと、つまり、あまりいいあれ

ではないかもしれませんけれども、それがある。

長崎奉行の話をなぜしたかというと、長崎奉

行が来て、長崎くんちを見る、神事を行うとい

うのがまさにキリスト教の人たちの棄教といい

ますか、キリスト教を棄てて神仏に帰依するの

を、ある意味では確かめるということをやった

わけですね。それが長崎奉行の仕事だったわけ

です。

そう考えると、まさに歴史のふくそう性とい

うのは非常に難しいですけれども、そこは、今

さっきおっしゃった、実は隠れキリシタンの問

題につながっていく歴史のストーリーだと私は

思いますが。

【高見参考人】産業遺産とキリスト教関連遺産

のつながりというのは、鎖国があって、鎖国が

あるというのは、キリスト教を取り締まるのが

中心的なことだったわけですよね。それで、出

島をつくってまでオランダという商人だけしか、

しかも閉じ込めた場所で、とにかくキリスト教

の「キ」の字も入れないという取り締まりをし

た中で歴史が動いていってというか、そして、

開国を迫られたわけですよね。そういう中で初

めてというか、産業が西洋から取り入れられて

産業革命というのが行われていったので、そう
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いう歴史の流れというのは、キリスト教と決し

て無関係じゃない。そういう意味ではつながり

があるというふうに思います。

もう一つ、先ほどの跡地利用についての質問

がございましたので、これは私の全く個人的な

考えなんですけれども、ご存じのように、サン

ト・ドミンゴ教会跡というのがありますよね、

勝山小学校のところ。今、桜町小学校ですか。

あそこまで、もし遺構が、岬の教会と、いわゆ

る教会の遺構が見つかったら、あれほど大きい、

全面的に大きく、大々的にしなくても、ここに

遺構があったということが確認されたら、ごく

一部でもいいですから、ヨーロッパでよくやっ

ているんですけれども、床に厚いガラスを張っ

て、上から一部でも見られるようにしている箇

所が何箇所もあります、ヨーロッパではですね。

例えば新しい教会があっても、何世紀前の教会

はこうだったという遺構が見れるようになって

いますね、一部でも、そういう形で。

そして、願わくば、もちろん奉行所もありま

したし、その後の歴史もずっとありますので、

教会だけというわけにいかないでしょうけど、

ある程度規模は小さくても、その当時の岬の教

会をほうふつとさせるような教会の形をして、

実はチャイムがあって、1601年に大きな教会が
完成するんですけれども、2年後の1603年には、
塔をつくって、その塔に時計台を、日本では恐

らくここだけだったかもしれない。時計は十二

支を使った日本式の文字か何かを入れていた、

そして時間がくるとチャイムが鳴っていたと。

3つぐらいの鐘があったらしいですね。市民は
みんなそれを楽しみに集まってきていたという

んですね。

例えばそういう、あくまでも想像になるかも

しれませんが、少しそういったものを復元して、

かつて教会はこうだったんだと。1600年頃は5

万人ぐらいいたと言われるんですけど、長崎は、

ほとんどキリシタンだったと言われるんですね。

その後、禁教令が出たために、どんどん減って

いくわけですけれども。そういう一時代、特に

キリスト教の始まった時代のことを思い起こさ

せる何かをそういう形で。

後は、もし奉行所と重なっていたら、ちょっ

と問題かもしれませんが、部分的にでも何か歴

史のことを目に見えて思い起こさせるようなこ

と。そして、その後の奉行とか、海軍伝習所と

か、そういったものも思い起こさせるようなも

のが何かあったらいいと思います。そうしたら、

広場という計画があるようなんですけれども、

皆さんがたくさん集まってこれる材料というか、

それはたくさん、考えようによってはあるんじ

ゃないでしょうかと思います。

【川崎委員】 ありがとうございました。

少しハード的な話をお尋ねしたいと思います。

先ほど稲富参考人が絵を示していただいて、

丘を一部切りとって石垣を形成したというご説

明があって、要するに、丘をかさ上げをしなが

ら、もう県庁は壊れましたけれども、今の県庁

が成り立ったという過程をお示しいただきまし

た。

素朴な疑問なんですが、先ほど出島との関係

が非常に強いというお話がある中において、こ

んな巨大な人工島の土がどこからきたのかなと

いうのを素朴に思っていまして、そういった角

度の話はあまり聞いてなかったなと思いながら

言うんですが、このあたりはご見地はございま

すでしょうか。出島がどこから土を持ってきて

形成をされたかということです。

【稲富参考人】これは専門家ではないですから、

間違ったことを言うかもしれませんけれども、

あの出島を埋め立てる土砂というのが相当に要

るわけですね。実際、築町とかあの界隈をずう
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っと歩いていきますと、高い石垣が築かれてい

ますね。ちょうど築町の商店街の裏側です。

反対側に大波止のほうも高い石垣が築かれて

いる。そうすると、あの土砂は一体どこへいっ

たんだろうというふうになるわけですね。案外

と、そうした長崎のまちを形成していく過程で、

平たい場所が必要だったために、その土を削り

とって、出島を埋め立てる時にそれを使ったと

いうことは考えていいかもしれないなという気

がいたします。

【川崎委員】専門じゃないと冒頭におっしゃい

ましたが、例えばそういったことを裏づけると

いうところも、何か一つ、今からの遺構調査の

ヒントになるのかなというふうにも思っている

んですが、何か手法というものは考えられます

でしょうか。

技法ということではなく、例えば出島の地質

というものが、その近くにある、成分分析とか

そういったことをやって、いかにもこのところ

から持ってきたよというような、そういったと

ころから、少しいろんなことを、ちょっと角度

は離れるかもわかりませんけど、ひとつ発掘の

ことについても何か参考になるような気がする

んです。そういった角度のご質問でございます。

【稲富参考人】今、非常に重要な視点だろうと

思います。単に出島ができたというだけでなし

に、同時に、最初、県庁のあの丘の上に6つの
まちができました。しかし、人口がどんどん、

どんどん増えてくると、その周りにまちが必要

になっていった。長崎のまちづくりという意味

で、先ほどの築町側とか相当削っている。そう

いうものが出島には一つあるだろうと。

もう一つは、私たちがよく行く浜町、あれは

浜の町ですから、もともと浜ですよね。ですか

ら、そういうところにも土をもっていきながら、

まちの造成をしていったというふうに、広く考

えればいかがだろうかと。

そうしていきますと、単にこういうまちがで

きましたとかいう問題だけではなしに、そのま

ちをつくるに当たっては、おっしゃいますよう

に、どこからその土をもってきたんだとか、石

をもってきたんだとか、長崎のまちがどのよう

にしてできていったのかということを知るとい

うのは、これから非常に重要な問題だろうと思

います。

【川崎委員】 ありがとうございました。

最後にいたします。跡地活用については、る

るご意見もありました。大変悩ましい、難しい

問題ということのご意見もありました。

一方で、跡地活用は、県、市で3つの主要機
能を持たせ、附帯機能も検討しながら進んでい

るということは、皆様ご承知のとおりだという

ふうに思います。そういった中で、当該地の場

所が、非常にポイントとなる場所が、今、ホー

ルというふうに言われています。ホールじゃな

いだろう、さまざまな観点の議論はあるかと思

うんですが、先ほど露出展示と言うんでしょう

か、ガラス張りの露出展示、こういったご意見

もありました。何かそういう計画も進めつつ、

一方では今からの発掘を見てみないと、だろう、

だろうの話ではいけないですが、そういった時

には、共存・共栄できるようなものが何かでき

るんじゃないかなと。今の技術ですから、いろ

んなデザインがあるわけで、可能になってくる

んではないかというふうに思っています。

そういったものが、恐らく昔の価値を大事に

しつつ、今から新しい、未来に向かった長崎の

まちづくりということについては、本当に唯一

無二のいいものが、逆にできていくような気も

しておりまして、ぜひそういった観点から、少

し重なった質問になるかもわかりませんが、地

域の賑わいということも大変大事でございます。
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賑わいというのは、経済的にも活性していくと

いうことも大変大事なことでございますので、

ぜひそういった角度からご意見を賜ればという

ふうに思います。

【片峰参考人】まさに川崎委員おっしゃるとお

りだと思いますね。賑わい、いろんな要素が、

言われたとおりあると思います。例えば、要す

るに商業、産業が活性化するという観点、ある

いはお客さんがたくさん来るという観点、それ

からもう一つ、やっぱり重要な観点は、恐らく

若者ですよね。若者たちが県庁舎跡地の周辺で

さまざまなアクティビティーを発揮していくと

いうのは、ものすごく魅力的な感じだと思うん

ですよね。そういう意味では、まさに産学官が

英知を合わせると。

私は数年、9年間も学長をやっていまして、
長崎の産学官連携というのも少しずつは進んで

いるんですけど、なかなか簡単ではないんです

よ。それぞれが、それぞれの組織を持っていま

すから、それぞれみんな苦しくて、財政的にも。

だけど、この機に、やっぱり産学官が知恵を絞

って同じテーブルについて、あそこだけじゃな

いですよね。県庁舎跡地だけじゃなくて、その

周辺も含めて、どうしていくのかというのは、

やっぱりどこかで考えればいいんじゃないかな

と思いますね。

だけど、大前提は、先ほどからも言ってます

ように、県庁舎跡地の調査というのはわかりに

くいんだと思います。その上での話だと思いま

すけれどね。

【川崎委員】 ありがとうございました。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【下条委員】今日は大変勉強になっております。

私も埋蔵文化財については知識がなかなかござ

いませんで、1点、知っておられたらお教えい
ただきたいというところをお尋ねしようと思っ

ております。

まず、今日、お話を聞いておりまして、重層

的な埋蔵文化財が入っていると。これは稲富会

長が、先ほど大きく描いていただいたというこ

とで、非常に難しいところがあると思います。

また、片峰名誉教授が言われました、埋蔵文

化財が出た時、あるなしで対応が変わってくる

というところ。それから、稲富会長が言われま

した、これは1年ではなかなかこういった調査
というものが難しい、やはり徹底的な調査あり

きでというご見解をお話しされましたが、数年

かかるというようなことで、何か埋まっている

埋蔵文化財が、発掘調査する以前に、何か目安

になるような、ある程度わかるというか、こう

いったものが何かあるんじゃないかというよう

な指標といいますか、そういったものというの

はあるんですか。

掘る前に、調査をする前に、言ってしまうと、

スキャンみたいな、そういった手法というのが

あるのかなというのをちょっとお尋ねしたいと

思います。

【稲富参考人】スキャンという意味は、何か科

学的にスキャンするという、そういう意味でし

ょうか。

【下条委員】非破壊検査です。スキャンという

のは、私がわからなかったので言葉を使ったん

ですけれども、そういった手法はないんですか。

非破壊検査、破壊をしなくて、何か目安となる

ような、何か埋まっているぞというような、そ

ういった手法があるかないかです。いかがでし

ょうか。

【久留島参考人】私は文献史学でございまして、

博物館の館長をしているものですから、時々こ

ういうことを言われて、しかも、そういう現場

には行くことがございます。だけど、非破壊検

査というのは必ずしも万能ではないと思ってい
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まして、金属なんかが埋まっている場合には出

るし、そういう時には意味を持つけれども、下

の地層まできれいに出てくるようなものを見た

ことは私はありません。物については、実は、

かなり非破壊検査が進んでいます。出てきたも

のを壊さないようにしてやる、あるいはちょっ

とだけとってやるということも含めて、かなり

成分までわかります。土とか、出てきたものが

いつ頃のものなのかとか、どこのものなのかと

いうのはわかるだろうと思うんです。ただ、そ

うでないと、なかなかできない。

ただ、今までの例でも、実は、幾つか調査を

された中で、安土桃山まで戻れる地域というの

は幾つかピンポイント、推定ですけれども、県

の方でもされているんですね。ですから、今ま

での調査の中でも、もう少し見直して、ここと

ここはありそうだというような推測は、もう少

し考古学の文化財担当の方たちが知恵を絞れば、

少しは出てくると思うんです。

ただ、さっきから申し上げているように、代

官所の跡は、実は絵図があって、ある程度、恐

らく何があったかというのは言えるかもしれな

いけれども、問題は、その下なわけで。ですか

ら代官所のところまでは出てくる可能性は私は

十分あると思っているんですけれども、その下

が一体どこまで。つまり石垣までは確実に出て

いますから。前期の石垣でも確実に出ている。

物も少し出ているようですし、だけど、それよ

り下が問題。そうなってくると、今、ご質問に

は答えられてないですけれども、やはりそこま

ではやらざるを得ないのではないというのが私

の今の感じでございます。

【下条委員】ありがとうございます。本当にい

ろいろと皆様に教えていただきながら勉強して

いるところでありまして、県庁跡地については、

私たちも、県民、市民の皆様、それから経済界

の皆様、各専門の皆様からご意見をいただいて

おりますが、文化財として、それから今日、さ

まざますばらしいご意見をいただいております

けれども、観光資源として、長崎にとって非常

に有益なものになるんじゃないかというもう一

方の半面、それも本当に理解できるんですが、

やはり今、空白地になっているという状況で、

スピード感を持って、すぐつくる、建てるとい

うことではなくて、方針、どういった方向でや

っていくのか。今のように、ふわっとしている

状況が非常に不安といいますか、どうなってい

くんだろうかということを増長してしまいます

ので、やはりスピード感を持って何らかの方向

性をというふうなものを、今日ずっとお聞きし

ておりまして、その手法がもし何かあれば、も

しくは、私が今日言いました非破壊での検査以

外でも、例えば、何かのこういった形で少し保

存をしていきながら、賑わいを何らかの形で、

ホールとまでは言いませんが、併設して何かで

きるのかどうかとか、調査をしながら何らかの

形でやっていけるのか、そういったことをさま

ざま皆さんにお聞きしながらやっていければな

というふうに思っております。やはりスピード

感というのも重要ですので、先ほど、三、四年

と言われましたか、なってしまうと、やっぱり

かなりの年数になってしまいますので、そのあ

たりも注意をしながら、皆さんのご意見をいた

だきながらというふうに思っております。あり

がとうございます。

【稲富参考人】今のご質問あるいはご感想とい

うものに対して、私どもも、遺跡というものを

単に保存すればいいとか、そういうふうには思

っていないのです。当然、その調査期間という

のはかかります。それをクローズにするのか、
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オープンにするのか、これが大事なところだろ

うと思うんですね。

一般的には、クローズで調査する場合が多い

のです。しかし、四六時中というわけにはいか

ないにしても、むしろ、それをオープンにした

らどうだと。つまり、オープンにすることで人

は来るわけですね。そこに来た人は、そこでス

トーリーを考えないといけないだろうと。出島

があるじゃないか、出島には人が来るよね、表

門橋を渡ったらば、奉行所、教会の跡があるよ

ねと。それで、それを観光の一助にすればどう

だろうかと。それで人は回遊をするわけです。

今、商店街の方たちとも随分とお話をさせて

いただくと、昔の築町、江戸町というところは、

人がわんわん来ておったと。今は来てないと。

じゃ、それを少しでも取り戻すということにし

た時に、むしろ、こういう調査の過程を見せて

いく。

この遺跡が長崎レベルの遺跡であるか、それ

とも日本レベルの遺跡であるか、あるいは世界

レベルの遺跡であるかによって、来る人は当然

違ってまいりますね。長崎には観光船も随分と

来ますし、最近、ヨーロッパ系あるいはアメリ

カ系の人たちも随分来ている。それを見せたら

どうよと。日本で最初の中心となる教会跡を今

掘っているんだよねと、遺物が出ましたよと。

それだったら、もうクローズにせずにオープン

にしながら、それが町の賑わいにもつながって

いく。

これも行政の問題になってくるんですけれど

も、そうしたことも埋蔵文化財をやってきた立

場として思いますのは、こういう遺跡というの

は、調査している人間たちだけが独占していい

ものじゃないんです。むしろ、それを市民に公

開しながら、同時に、それが潤いにつながれば、

賑わいにつながればよろしいのではないか、そ

んなふうな考えでございます。

【下条委員】ありがとうございます。要するに、

オープン、調査の過程を見せながら、賑わいを

創出していくということですね。

こういったことは、実は、経済界の皆さんと

お話の中で、一つの案としてありましたし、今

日こういった形でいただいたということも、し

っかり私も勉強させていただいて、一つの案と

して酌み取っていきたいというふうに思ってお

ります。ありがとうございます。

【小林委員】今日はありがとうございました。

4 人の先生方から貴重なお話をいただきまし
た。旧県庁舎跡地の持つ重要性、これは先生方

みたいな専門的な立場にないことは当然であり

ますし、そこまでそういう見識があるわけでは

決してございません。ただしかし、長崎県のま

さに発祥の地とか、あるいはこれが持つ重要性

というのがどれほどのものであるかということ

については、我々もおぼろげながら認識をいた

しているところであります。

したがって、るるお話をされまし江戸町の旧

県庁舎跡地が、それだけのいわゆる価値のある

位置づけだということを、改めて先生方のお話

を聞いて認識を新たにいたしたところもありま

す。しかし、今申し上げるように、我々は我々

なりのレベルで、その位置つけはきちんと持っ

ているということもご理解をいただきたいと思

います。

お話を聞いておりまして私どもが感じますこ

とは、要するに、長崎県は約 10年前、平成 22
年の頃に発掘調査をやりました。そういう状況

も顧みながら、いよいよ 10 月から本格的に、
予算も確保して、これから発掘調査をしっかり

やっていこうかと思っているわけです。
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しかも、そこには、発掘調査のまさに埋蔵文

化財の専門職員を立ち会わせながらやっていこ

うとしているわけです。ここは非常に長崎県の

熱心なところでございまして、埋蔵文化財専門

職員をその発掘の調査に立ち会いをさせて、こ

れからその作業に着手しようと、こういうよう

な取組をやろうとしているわけであります。

ただ、いろいろとお話を聞いておりますと、

特に、稲富さんなんかの考え方が、どうもこの

長崎県のいわゆる基本的な跡地に対するところ

の認識がいくらか、何か不足しているのではな

かろうかとか、その取組方が少しどうなんだろ

うかという極めて疑義のあるようなご認識の中

でお話があっているような感じがいたしており

ます。

ただ、我々も、総務委員会等を通じ、また、

跡地活用というものを通じながら、ただ芸術文

化ホールをつくるのかとか、賑わいの場をどう

するのかとか。そこに文化ホールとか芸術のホ

ールとかいうのは、県と長崎市とのいろいろ、

ある程度時間を捉えて、かなりやりとりをいた

しておりますので、マスコミ報道などの関心が

高いところでありますから、その辺の 3つの機
能のところが非常に大きく報道されている嫌い

があるわけです。

そういうようなところだものだから、何かそ

っちだけに我々が先走っておって、大事な大事

な埋蔵文化の遺産について、見識あるいは取組

が少し足りないのではないかと、こんなような

思いをひょっとしたらお持ちになっているので

はなかろうかと、こんな考え方を持つわけであ

ります、率直に。

しかし、今言いますように、そんなことでは

済まされないと思います。こんな450年前の歴
史があり、これだけの重層ないろんなこれまで

の経過からして、この発掘調査をいいかげんに

やったら大変なことになるということは、私ど

もは強く強く指摘をいたしております。ですか

ら、重ねて言いますけれども、それなりに予算

をとらせていただいて、これから本当に専門員

を立ち会いさせながらやっていこうとしている

わけですが、この長崎県の発掘調査とか、埋蔵

文化に対する認識を皆様方が、こういうところ

が足りないのではないかとか、こういうところ

はもう少ししっかりやっていただかなければ困

る、こういうようなことがもしおありであると

するならば、お考え方があるとすれば、ぜひ改

めて教えていただきたいと思っております。

当然、この発掘調査のあり方については、ま

ず方法があります。どれくらいの期間をかける

かという期間の問題があります。また、範囲が

あります。それから費用の問題があります。こ

ういうようなことで、どういうところにある程

度、疑義をお感じになっているのか。県庁よ、

しっかりこういうところをやってほしいと、こ

ういうようなところがありましたら、率直にご

遠慮なく教えていただき、ご指摘をいただきた

いと思いますが、よろしくお願いいたします。

【片峰参考人】専門家の稲富参考人の前で素人

の僕が正直なところをお答えしたほうがわかり

やすいと思います。

恐らく最大のポイントは、旧県庁舎の建物に

存在する地下構造、ここは恐らく地下 4メート
ルぐらいの構造だと言われております。恐らく、

この構造の存在、あるいはその構造をつくるプ

ロセスの中で、その区域の遺構はほとんど攪乱

されているに違いないという報告が、平成 22
年度の調査報告書じゃないですね、その後出た

やつかな、に明記されているわけです。攪乱さ

れている可能性が高いという書き方。恐らく、
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このことが、僕らの理解ですよ、違うかもわか

りませんが、その後、活用計画がどんどん、ど

んどん進んでいった一つの大きな要因なんだと

思うんですね。

僕らが一番知りたいこと、それは要するに、

その判断をされた理由ですね。先ほど、稲富参

考人が絵で示されましたけれども、要するに、

自然地形があって、そこが平地になってと、盛

土をしてという構造、歴史的な経緯がございま

す。その中で、要するに、地下 4メートルの構
造物があった時に、それによって攪乱されてい

るところは当然あると思うんだけど、そうでは

ないところもある可能性はあるわけです、あの

盛土のあたりの感じ。それから、もちろん旧庁

舎の中で地下構造が全部あったのかなかったの

か、中庭も含めましてですね、そこがよくわか

らないんですよ。

その中で、今、ホールが建築されようとして

いるあの場所が、まさに遺構が残る可能性の非

常に高いところだと僕らは見ています。そこの

攪乱の状況をどのように、どういう根拠で判断

をされているのかというのが一番知りたいんで

す。その根拠によって、恐らく今後の発掘の計

画もおのずから決まってくるんだろうと思うん

です。したがいまして、まずはその根拠を明確

にしていただきたいことが 1点。
その上で、文化財保護審議会等々で、今後の

調査計画に関する審議をやられると思うんです

けど、それも公開していただいて、その適切性

に関して市民、県民と共有していただきたいと

思います。

その中で、本当に県が言われるように、ほと

んど攪乱されてないということを皆さんが認識

できるか、できないかということだと思うんで

すね。僕らは、そうではないんじゃないかと思

っているから、そういうことになるんですけど

ね。まあ、基本的にはそこです。

【小林委員】片峰先生、ありがとうございます。

実は、今ご指摘をされた、攪乱されて遺構が残

っている可能性が少ないと、県が発信している

んですかね。これは我々も委員会において、そ

んなことを今の時点で言うべきことなのかと、

こんなことは厳しく言っているわけです。やめ

ろと、そういう発信はと。これはもう現時点で

言うべきことではないと。

しかも、平成22年にやった、あそこの発掘の
そういう状況からですね、まあ確かにお話もあ

るように、県庁舎が4代にかけて、いろいろ建
てられております。木造で1代、2代、それから
3代、そして現在の旧県庁舎、こういう歴史が
あるわけでありまして、その際に相当な攪乱が

やっぱりあるのではないかと。とにかく乱れて

しまって、そういうようなことも、確かにあの

調査の中で言えるような状況があったのかもし

れないけれども、まだまだ本体の調査が今から

なのに、可能性が少ないとか、ないかもしれな

いとか。先ほど稲富先生が、あるか、ないかと

かいう、どっちの認識の中で発掘調査をやるの

かと。そのいわゆる心の持ち方、あるいは取組

のあり方というので相当違うんだよと。こうい

う非常にいい指摘をしていただいたんですけれ

ども、我々県議会も、やっぱり我々もそれなり

に現状を認識いたしまして、攪乱で可能性がな

いよと、ないかもしれない、低いかもしれない

とかいうような、そんな今の現時点で、これだ

けの価値のある場所のところで、そんなことを

発信することは絶対あってはならない。こうい

うようなことはずっと言ってきておるわけであ

りまして、先生ね、最近はそういう話はもう終

わったと思いますよ。もしそういう方がおられ

ましたら、すぐ直ちに教えてもらいたい。県庁
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の役人の中においては、そんなことはもうない。

もう確かに､3つの機能でこれから基本構想
を私どもは予算をつけて策定をいたします。そ

して、賑わいの広場、芸術文化ホール、いろん

な3つの機能が本当にいいのかどうかと、こん
なことはこれからの問題でありますけども、た

だ、一番大事な、そこの450年前に立ち返って、
私どもはこの遺構とかいうものが、どういう形

の中であるかということは、実にわくわく感で、

本当にどきどき感で、楽しみに待っているんで

すよ。

だから、そういう、今の現時点で要らんこと

を言うようなことはですね、絶対あってはなら

ないし、また、県庁の人が、そういう発言をい

たしますと、やっぱり県庁全体がそうなのかと、

中村知事までそんなような認識を持っているの

かと、こういうように拡大解釈をされて非常に

誤解を与える。最近、中村知事と話をしまして

も、そんな考え方は毛頭ございません。この発

掘調査が本当に旧県庁の跡地からすばらしいも

のが出てきたと仮定しますと、それは今3つの
機能の構想をやっぱり変えなければいけないと。

そのくらいの強い決意と固い決意を持って、こ

の発掘調査はやらせていただきたいと、こうい

うふうに思っておりますので、まず発掘調査は、

先生、我々、しっかり県庁も、何度も何度も、

このことについては議論をいたしております。

もう徹底してやりますよと。そして、保存に値

するような、あるいは保存しなければならない

ようなことが出てきたら、本当に現計画を変え

てまで、やっぱりきちんとやらなければいけな

い。こんなようなことはしっかり議論をさせて

いただいておりますし、もう確認をいたしてお

りますし、先生の後ろにいらっしゃる部長とか、

いろいろ跡地の活用のために一生懸命ご苦労さ

れている方、県の教育委員会、それだけの認識

の高い方々が、みんな、相当な尽力と努力をい

たしております。私どもは、そういうことを多

として、もうとにかくですね、可能性が低いと

か、そんなようなばかな発言はやめろと今考え

ておるんですよ。その点については、全くご心

配は要らないと思います。

ただ、これからやっていく中において、これ

までは、平成22年の時は、発掘とか、埋蔵の調
査をやる時は、全敷地の大体10分の1というよ
うなことが今まで言われてきたことで、そうい

うやり方をやってきているわけです。

ですから、平成22年にやったやつは大体
3,000平米のとこです。3,000平米のところを大
体10％で380平米、これを発掘調査をさせてい
ただきました。

そして、本館が10月で更地になりまして、そ
こが大体5,000平米ぐらいあると思います。です
から、この10分の1の500平米、こういうような
ことをやらせていただきながら、一番問題の可

能性の高い、あの立体駐車場の跡、石垣のとこ

ろ、ここは予算を現時点で1億5,000万円ぐらい
確保しております、1億5,000万円です。徹底的
にやっていきたいと、こういうような考え方で

おるわけであります。

先ほど言ったように、この発掘の調査とか、

あるいは費用とか、やり方とか、そういうとこ

ろについて非常にご懸念の点、県庁のやり方に

ついて、ちょっとこれは考え直してほしいとい

うことが具体的にあられるかどうか、そこら辺

のところを少し専門的にお尋ねをしたいと思い

ます。

【稲富参考人】情報がない中で発言はなるべく

控えたいというふうには思いますが、しかし、

こうした極めて重要な、というよりも重大な遺

跡です。こうした場合には十分な調査が必要で

あることは、もう言うまでもありません。
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しかし、こういうふうに考えてみたらどうで

しょうか。この遺跡は、日本でも極めて重大な

遺跡なんだと。そうであれば、発掘調査は県の

専門の方たちが調査をいたしますけれども、だ

けど、その中に国や大学や、そして日本的な人

たちの指導を仰ぎながらということは非常に大

事な問題だろうと思います。

それはどういうことかと言いますと、それは

単に指導にとどまらず、かえってその人たちが、

この遺跡の重要性というものを発信するわけで

すね。つまりそういう人が発信する力と、地元

の人が発信する力では、どうしてもですね、残

念ながらちょっと違います。

ですから、かえって、それをうまく利用、利

用しながらと言ってはなんですけれども、むし

ろ、そういう著名な先生方を入れながら、そこ

の発信をしていく。そういうことは、この遺跡

では考えてもいいのではないだろうかというふ

うに思います。

【小林委員】今のご指摘は十分に参考にさせて

もらいたいと思います。何せ、これだけの跡地

ですから、そう簡単なものではないということ

を、しかも、事務的にさっさとやってしまうと

いうわけにはいかないと、これもよくわかって

おります。

ですから、やっぱり掘ってみんと何が出てく

るかわからんというようなことであるかもしれ

ないが、やっぱり一番奥の奥の下に岬の教会が

あり、その上に長崎奉行所があり、そして県庁

があると。こういうようなところで、かなり奥

にあるのではないかと。

ただ、岬の教会がどこまで残っているかとい

うこと。例えば、宣教師がイエズス教会に贈っ

た状況の中で、時計塔があって、そこから3つ
の違った音色が届くんだと。そんなようなこと

が、唯一、そんなものが残っているということ

も承っておりますけれども。だから、そういう

ようなところも十分考えながら、でき得る限り

のことをやっていかなければいけないと、こう

いうように思っております。

ですから、我々この県庁が、この跡地を本当

にいいころ加減に扱うとか、これを軽んじて長

崎県人なのかと言われるような、長崎人なのか

と、そういうご指摘をいただくような、そんな

間違いだけは絶対やらしちゃいけんと。

こういうふうに思っておりますので、ここは

ひとつですね、ご信頼をしていただきながら、

我々もちゃんと県民の代表としてここにいるわ

けでありますから、しっかりご懸念がないよう

にやっていきたいと考えております。

ただ、片峰先生ですね、先生の新聞記事を何

回も何回も名文を読ませていただきました。す

ごいですね。何かというと、要するに、ものに

は順序があるんじゃないかと。なんかこうね、

賑わいの場とかね、芸術文化ホールとか、そっ

ちばっかり先立ってやるより、それもそれとし

て活性化も大事だけれども、先生がおっしゃっ

ている、現時点で何が出てくるかはわからない

と。しかし、跡地の持つ価値や重要性について、

県民、市民がきちんと理解した上で、では、何

を跡地で展開するかと。やっぱり物事の順序を

きちんとやれよと、そういうようなことのご指

摘でありますから、この辺のところは、なかな

か県庁というのは、もう両輪で先に進んでいく

ものですから、ちょっと大学と違いましてね、

これが済んでから、これをやろうかじゃなくし

て、いろいろとやっぱりやっていくんですよ。

だから、そういうようなことでございますの

で、ひとつご懸念のないように、私どもとして

はしっかりやってまいりますと。こういうこと

を力説しながら、今日は行ってよかったと思っ

ていただくように、私も、我々も、先生方のす
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ばらしいお話を、これだけの先生方が、ここに

そろっていただくということは、これまでの県

議会の歴史にはないかもしれません。またぜひ

手を挙げてお越しいただければ私どもとしては

大歓迎をしながら、先生とお話をすることがで

きることを楽しみにさせていただきたいと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

ありがとうございました。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんでしょ
うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、本件についての質疑・応答を終了いたし

ます。

参考人の皆様におかれましては、本日は大変

お疲れさまでございました。本当にありがとう

ございました。今後、我々委員会も参考にさせ

ていただきますので、どうかよろしくお願いし

ます。

それでは、参考人の皆様にはご退出いただき

たいと存じます。ありがとうございました。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時１５分 休憩 ―

― 午後 ３時２５分 再開 ―

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。
まず、学芸文化課長より、資料の説明をお願

いいたします。

【草野学芸文化課長】お手元にレジュメを配付

させていただいております。それをご覧いただ

ければと思います。

県庁舎跡地のこれまでの埋蔵文化財発掘調査

の概要と、今後の調査の進め方について、ご説

明いたします。

県庁舎跡地は、平成22年度に確認調査を14カ

所で行っており、本年10月頃、建物が解体、撤
去された後、当時、調査ができなかった区域に

ついて、追加の発掘調査を実施することとして

おります。

現在進められている旧県庁舎の解体工事には、

本課から埋蔵文化財の専門職員を常時立ち会い

をさせておりまして、遺構、遺物も確認してい

るほか、6月下旬には県の文化財保護審議会の
委員10名にも現地の視察をしていただきまし
た。

今後、遺構や遺物の包含層の存在が予見され

る場合には、地下遺構の残存状況の把握のため、

改めて確認調査を実施することとしています。

10月から予定している確認調査については、
8月末に開催を予定しております長崎県文化財
保護審議会において説明を行い、調査箇所の選

定についても委員のご意見を伺いながら進める

こととしています。

また、調査段階においても、現地視察をお願

いし、発掘調査についての助言をいただきたい

と思っております。

確認調査等の結果、重要な遺構が発見された

場合には、文化財の専門家や文化庁のご意見等

も伺いながら、今後の対応について必要な検討、

協議を行ってまいります。

今後、新たに構造物を設置することとなった

場合は、必要に応じて発掘調査を行います。

2ページをご覧ください。
今後のスケジュールについては、記載のとお

りでございます。解体作業終了後、１年程度を

かけて確認調査を行う予定です。

あと、交流・おもてなし空間の施設整備が見

込まれる立体駐車場付近におきましては、石垣

の保存・復元を行うかどうか等を検討するため

の調査を考えているところです。
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3ページをご覧ください。
平成22年度に実施した発掘調査、石垣調査、

ボーリング調査の調査箇所を示したものであり

ます。埋蔵文化財調査を8カ所、石垣調査を6カ
所、ボーリング調査を19カ所、実施しておりま
す。

4ページをご覧ください。
調査の結果をまとめたものです。石垣の調査

では基礎部分まで残存していることがわかりま

した。右下の石垣1、左下の石垣6については、
江戸期の石垣ということがわかっております。

また、上段の部分は、明治期以降、積み直しが

されたと判断しております。

調査区5、6、7では、第3期の県庁舎の県会議
事院棟の基礎及び第2期県庁舎の基礎が確認さ
れております。

5、6ページに県庁舎玄関前庭の調査区5区の
拡大写真を入れております。

6ページの写真をご覧ください。
県会議事院の基礎部分は、地山を掘り下げて

小石を並べ基礎を打って、その上にコンクリー

トを打って基礎としているところが確認されて

おります。

7ページは、2代目、3代目の県庁舎の配置図
です。2代目の県庁舎を赤色で示しておりまし
て、3代目が緑色、現在、4代目の県庁舎が黒と
いうことで重ねて配置をしたものでございます。

8、9ページには、3代目の県庁舎の写真を参
考までに付けております。

10ページは、ちょっと見にくいんですけれど
も、図書館の資料で3代目県庁舎の地鎮祭の写
真を載せております。左側に基礎を平地に掘っ

て整地されている様子が伺えます。

あと、11ページ、3代目県庁舎と県議会議事
院との平面図になります。右側が3代目の県庁

舎の平面図で、左側が県会議事院の平面図にな

ります。前庭から出てきたのが県会議事院の基

礎の部分の遺構でございます。

12ページですけれども、これは県立図書館に
ありました3代目県庁舎の工事沿革資料の写し
であります。3行目あたりに、本館下に当たる
部分は八尺を掘り下げて地盤と定めた旨の記載

が残されております。

13ページをご覧ください。
これは4代目、今、解体をしております県庁

舎の基礎の図面になります。右下、第3別館の
上の西側につきましては、ここは遺構を保全し

たまま調査するということで、基礎を抜かずに

発掘調査をすることにしております。基礎のフ

ーチングが大きなものは一辺が4メートル50と
いうような大きなものもあるのが、ここで確認

されます。あと、中庭の中央には地下機械室が、

今、地面の中に埋まっているような状況でござ

います。

14ページをご覧ください。
これは文化4年、1807年の江戸後期の奉行所

絵図に3代目県庁舎、4代目県庁舎の配置を重ね
て合わせているものでございます。

緑色の四角になっているのが3代目の県庁舎の
部分、黒いのが4代目の県庁舎の配置の部分で
す。

こういった絵図とかボーリング調査の結果、

そういったものをもとにして文化財保護審議会

の委員の皆様にもご意見をいただきながら、ど

こを調査するかを検討したいと考えております。

15ページ以降は、参考までに解体工事の状況
を載せております。後ほどご覧ください。

以上で私からの説明を終わります。

【中島(浩)委員長】 それでは、委員の方々か
らご質問を受けたいと思います。
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ご質問はございませんでしょうか。

【浅田委員】本日の委員会は、先ほどの参考人

の方々にもいろいろお伺いをしながら、そこの

中身をまた一つずつ、皆さんにもご確認をさせ

ていただきたいというふうに思っております。

本日配ってある資料を、先ほど、私も示しな

がらお伺いをしたと思いますが、ここにどうし

ても遺構等が、建築物によって攪乱されている

可能性が高いエリアというのがあります。しか

しながら、専門家の方々は、ここには十分な可

能性があるであろうとおっしゃっております。

この攪乱されている可能性が高いということ

に対して、なぜそのように皆様方はうたってい

るのか。このあたりをどのように、何というん

でしょうね、どのような形で、根拠を新たに教

えていただければと思いますし、その攪乱され

ている範囲というのは、どこからどのあたりと

いうのがわかれば、それも教えていただければ

と思います。

【草野学芸文化課長】 平成22年の範囲確認調
査の結果で、玄関部分の、煉瓦の県会議事院棟

の遺構ですけれども、地表より深さ2.5メート
ルの地点から検出された遺構というのが、上面

を削り取られているという調査結果があってお

ります。これは、地山というところを少し削っ

たような状態で2.5メートル掘り下げられてい
るということです。

地山というのは、人間が生活していた痕跡、

そういった遺構が残されている弥生、石器時代

まで下がって、それ以降の地層にはそういう遺

構が残っていないと思われるところを「地山」

と呼んでいますけれども、それを削って掘り下

げているというような状況がありましたので、

そういうところと

先ほどお話ししました、本館下8尺を掘り下

げて施工したという記載から、8尺というと約2
メートル43センチ、それぐらいの深さになり
ますので、それだけ掘り下げているというよう

なことから、本館のところは、掘り下げられて

いる可能性が高いのではないかというような判

断を当時したものと思われますけれども、実際

どこまで掘り下げられているのか、そういった

部分については今回の調査で、本館の下もしっ

かり調査してまいりたいというふうに思ってお

りまして、予断は入れずに我々も確認をしてま

いりたいというふうに思っております。

【浅田委員】今の答弁の確認ですけれども、実

態は、ここに「攪乱された」というふうには書

いてあるけれども、さらにその下もしっかりと

掘っていくと。

実際、この間、私が行った時にも、3代目の
県庁舎の基盤、基礎というんですか、出ており

ましたよね。あれが出てきたというのは、すご

く重要なことだなと思います。さらに、そこの

下をもっともっと深く掘り下げることまでもし

っかりやっていくということが、今の言葉で明

言されたというふうに思ってもよろしいわけで

すね。わかりました。

過去の西日本新聞に、考古学協会の方々が、

50年代の建築法は地中深くまでは掘っていな
い可能性が多いため、非常に遺跡が残っている

可能性が高いというふうにしっかりと書かれて

おります。ここはどれぐらいまでかというのに

よって、先ほども話が出ていました奉行所なの

か、また教会なのか、いろんなところがあると

思います。

そんな中で、これもさっきの資料にあったん

ですけれども、本館、別館、石垣が出ていると

ころで、岬の教会が一番海側に近いところにあ

るであろうという可能性の部分と、両方それを
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掘り下げるというか、見つけられる可能性とい

うのは当然ありますよね。そのあたりはどうで

しょうか。

【草野学芸文化課長】 発掘調査は2段階に分か
れて調査をしていくわけですけれども、確認調

査ということで、どのようなものが、どれぐら

いの範囲で、どんな深さまで埋まっているのか

というのを確認して、その後に実際、本調査と

いう形で本格的な調査をしていくということに

なります。

まず、確認調査におきましては、どういった

ものが埋まっているのかを、先ほどの絵図面と

かを合わせて何カ所も掘ってまいります。それ

は、先ほど言いましたように地山というところ

に当たるところまで、遺構の一番最後まで、残

っているところまで掘り下げていくんですけれ

ども、ずっと掘り下げていって明治の遺構、そ

の後、江戸の遺構、それよりも前に岬の教会の

遺構を見つけたら、それを今度は横のところを

掘り下げていって、ずっと広げていってという

形になります。

トレンチという試掘抗を開けて掘るんですけ

れども、その中で遺構が出てきたら、それを広

げていって確認をしていくというような作業に

なってまいります。そういった意味では、最後、

地山のところまで発掘調査を行います。

【浅田委員】 ということは、平成22年の段階
では10％でしたっけ、10分の1しかやっていな
いと。一応、確認調査なので、ポイント、ポイ

ントであるということがありました。

そうなると、先ほど、専門家の方に私もお伺

いしましたけれども、全掘調査というのか、全

面的に県庁舎跡地のところを全部やると、全掘

調査であるというふうに考えてよろしいでしょ

うか。

【草野学芸文化課長】お手元に、先ほどの休憩

時間に「埋蔵文化財の保護体系」というフロー

図ですけれども、それをお配りしておりますの

で、見ていただければと思います。

周知の埋蔵文化財包蔵地として、今の遺跡地

図に、この県庁舎跡地は全部登録されておりま

す。そこは、もともと何も開発を行わなければ

そのままの状態、現状のままで保存するという

のが文化財の保護の考え方としては第一義の考

えとなります。そこにホールや交流・おもてな

しの施設が建てられる、建築等の可能性がある

ということで、そういう開発が行われる場合に

調査を開始することになります。

その場合が2番目の予備調査という形になり
ます。この予備調査に対応して、実際、調査を

して遺構や遺物がなかった場合、これはもうそ

のまま、ないという確認で工事が進められてい

きます。その際、工事をしている途中で、また

新たな遺構、遺物が発見されましたら、それは

こっちの遺構、遺物があるという流れに変わっ

てまいります。

その遺構、遺物がある場合には、またここで

事業者側と協議を行います。このまま進めて、

そういった作業をスケジュールどおりやれるか

どうか、そういったところの協議をします。

その後、予備調査のところで、我々は、どの

時代のどんなものが出てきましたというような

ことでお伝え、報告するようになるんですけれ

ども、その際に、そこは計画変更を行うのか、

行わないのか。そして、そのまま工事をする場

合には、我々の方としては勧告という形で、そ

こにありますように「慎重に工事をしてくださ

い」、「うちの職員を立ち会う工事でやってく

ださい」、「いや、そのまま発掘調査をやって

ください」というようなところでの勧告をいた
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します。

次のステップになると本調査という形になり

ます。本調査は、例えばホールとか、交流・お

もてなしの施設をどれぐらい調査をすればいい

かといった期間や予算や保存措置、そういった

部分についての協議をいたします。

それが済んだ後に、また出てきたら、また協

議に戻るわけです。そういった形で進んでいく

ことなります。例えば、そこで新たな何らか発

見されたというような場合には、再度また遺跡

の取り扱いを協議という形になります。

これは、例えば盛り土をして、その遺構を残

す。現状保存できるならば、そういった形でも

やりますし、一部しかなくて、例えば基礎をち

ょっとずらすだけで、そのまま工事が進められ

るようであれば、それで進めていくと。そうい

った協議を、3回ほどになりますけれども、し
ながら進めていくと。そういった際には、専門

家のご意見も伺いながら、どうしたらいいのか

を協議して進めていくという流れになります。

【浅田委員】わかりました。この保護体系のあ

り方というのは非常に重要だなと思いながらも、

事業主体主というのが長崎県じゃないですか。

長崎県がやろうとしている3つの方向性という
ものと、学芸文化課の方たちがしっかりと埋蔵

文化財をやろうとしているところ、そこが一致

しなければいけなくて。その後をつくろうとし

ている側と、残すというところの観点で随分と

変わってくると思うんです。

そんな中で、ずっと専門家の方がいらっしゃ

ると思うんですが、専門家というのは、長崎県

の文化審議会の方々のみということでしょう

か。

【草野学芸文化課長】それらの発掘調査で出て

きた遺構や遺物のものによるかと思います。平

成22年の調査の時には、石垣の専門家の方に
別に来ていただき所見をいただきました。出て

きたものを専門家の方に見ていただいて、どん

なものであるかというのをアドバイスしていた

だくという形になるかと思います。

【浅田委員】 1点、企画振興部にお伺いしま
す。

先日の2日の委員会で、私が埋蔵文化財の調
査のことでいろいろお伺いをしている中で、参

事監からご説明をいただきました、フローとい

うか、流れというか。

途中までは、しっかりと専門家の意見を聞き

ながら、出てきた文化財の価値についてのプロ

セスを評価しながらというところまでは教育委

員会がやると。しかし、その価値をつけた調査

結果は、実際に県庁舎跡地を活用する部局にい

ただいた上で、それを今度は、そちらの部局が

どう検討するかということになるというような

お話がありました。

別に参事監を疑うわけではないんですけれど

も、どうしても1年間でやろうとしていらっし
ゃる、この期間の中で。先ほどから専門家の

方々は何年も何年もかかると言っています。

草野課長からご説明いだたいた、保護体系の

途中で、事業者である県が、その価値に対して、

これは埋め戻して、まずは何が何でも市と協議

をしているホールをつくらければならないとい

う逆算形式的にやられてしまうと、大事な出て

きたものが、また違った形になるのではないか

ということを危惧するところなんですが。

参事監たちに対してお伺いをしたいのは、も

らった調査の結果に対して、どのあたりまでや

っていくのか。ホールにとらわれないのか。ホ

ールや3つの方向性に対しての既定路線を引か
ずに、しっかりと調査をするというのは、出て
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きた段階で1年と今はなっていますが、それを
2年でも3年でも延ばしながらでもやるという
覚悟があるのかどうかということをまずお聞か

せください。

【村上企画振興部参事監】先日の委員会でご答

弁申し上げましたのは、このフローでいいます

と、3段階あると先ほど説明がありました協議
のところであります。

現在、開発行為の計画のところにおりまして、

これから予備調査、確認調査ということに入っ

ていくと。遺跡があるとなった場合に、遺跡の

取扱いの協議がくると。これが、確認調査の結

果に、こういう価値のものだよという評価がつ

いて、私どもの方にいただくということになり

ます。

その段階で、どういったものがどれぐらいの

規模で出てきているのかということにもよるん

ですが、例えば、幅広く、かつ浅いところに遺

構が残っているということが、その時点でわか

っていたとすると、建築の計画に支障を及ぼす

可能性があります。具体的には、杭を打つこと

ができない、あるいは基礎を掘ることができな

い、場合によると、そこに建物を建てることが

できない、ということがその時点でわかってい

るかもしれないと。これによって私どもの方が、

じゃあ、どうするかというところを判断すると

いうことになります。

その過程においては、教育委員会においても

専門家の意見を聞かれるでしょうし、私どもに

おいても、その遺跡の取扱いをどうするのかと

いうところは、専門家の意見を聞きながら検討

をしていきたいというふうに考えております。

【浅田委員】ということは、やっぱりまだまだ

危険がはらんでいるというふうに私は受け止め

てしまったんですが。

先ほど、学芸文化課では、何度かにわたって

いろんな調査方法があるということですが、こ

の遺跡があるという段階で、いろいろ県の中で

協議をし、そして、工事計画との調整をという

ところが、私たちにとっては大事な部分なんで

すけれども、この調整で、やっぱり言ってもも

う県としては、3つの方向性で、これから9月に
向けて業者を決めて、そこから3つの方向性で
いろんな提案が出てきます。その提案が出てき

た中で、私がこの間から言っている、いろんな

方々にご説明をしたけれども、一定のご理解を

得たので、これは私たちとしては、私たちとい

うのはそちらがですね。県としては、ここはも

うそのまま、皆さんのご理解に基づいて、途中

で中止というのか、さらにさらに深く掘ってい

くのかは別として、1年のところで、長崎市と
かが予算をその段階で既に可決をしていたなら

ば、まだまだ可能性があるものを、途中でやめ

て判断をするということが残っているというこ

とですよね、可能性として。

【村上企画振興部参事監】そのあたりがまさに、

どういった遺跡が、どれぐらいの規模で、ある

いは位置、深さで出てくるかというところによ

ってくると思います。

例えば、何か出てきたけれども、これは残す

必要がないよというご意見がついてきた、とい

うこともあり得ます。あるいは、キリスト教の

岬の教会の遺構の一部であるというものが出て

きて、これはぜひとも残すべきだという場合。

その場合でも、現状保存ということで埋め戻す

べきなのか。先ほど、サント・ドミンゴ・教会

の事例がございました。ああいった形で顕在化

すべきなのかといったところも検討すると。そ

れによって計画が変わってくるということでご

ざいますので、状況によって判断が変わってく
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るであろうということでございます。

【浅田委員】状況によって判断が変わっていく

ということは、ある意味いい捉えられ方をする

と、確かなものが出てくれば、もっとしっかり

と、先ほど課長がおっしゃったように、それか

ら先をやっていくというような形を十分考えて

いただけるものと、今の答弁で受け取らせてい

ただきました。

さらに、先ほど専門家の方々とお話をしてい

た部分と課長が言っていた、どんどん掘り下げ

て掘っていくところの段階を、やっぱりいろん

な方々に見せていくことが、今まで参事監たち

が言っていた、長崎に今までない賑わいをつく

るということの一つにもなるのではないかと思

うんですね。そのあたりの見せるという、発掘

調査をやっている段階を見せるということに関

しては、どのような見解をお持ちでしょうか。

【草野学芸文化課長】発掘調査の途中経過を公

表して、県民の皆様に見ていただくというのは、

今でも発掘調査において遺跡見学会、調査の見

学会というようなものを開催して、安全性に配

慮しながら、そういう日を設けて公表しており

ますので、段階的にそういう機会を設けて見せ

ていきたいと考えております。

【浅田委員】日を設けてというのはありがたい

んですけれども、ほかのところでも、その見せ

ることが常態化しているとか、見せることで人

を呼ぶことにつなげるということをしっかりと

やっているところもあると思うんですね。そこ

まで考えていただけないか。なんか、いい時だ

け見せるのではなくて、自分たちが決めた日だ

けを見せるということではなくて、常にその過

程を見せるということは難しいんですか。

【草野学芸文化課長】地山までの深さが深いと

ころでは、8メートル、9メートルというところ
もありますので、やっぱり安全性の配慮も講じ

る必要があります。そういったものも配慮しな

がらという形になるかと思いますので、できれ

ば、調査職員の説明報告もさせていただきなが

らというふうに考えております。

【浅田委員】やっぱり私は人を呼ぶ、そして地

域の方々にとっても、もともと江戸町周辺、築

町周辺、人がどんどん、どんどん減っていると

いうような流れの中で、やっぱり魅力的なこと

だと思うんですよ。ここが、もしかして450年
前に教会があった、海が見えて、そこから海外

につながっていたんだという想像力を、子ども

であれ、大人であれ、いろんな人たちにするこ

との方が、私なんかもすごくわくわくするし、

ここが長崎の自分の愛すべき土地なんだという

ことを、もっともっとしっかりと、誇りに思え

るような部分にもつながると思うんですね。日

を決めてということではなく、ぜひともそこは

安全性を担保しながらも、前向きにご検討をい

ただきたい部分です。ぜひともよろしくお願い

します。

あとは皆さんの質問の後にお願いいたします。

【草野学芸文化課長】今のご意見をいただきま

して、我々もできる限りそういった部分につい

ては公表する方向で考えてみたいと思います。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【川崎委員】 今の、オープンにする、見せてい

くということについては、私も全く同感でして、

県民、市民が納得いく調査ということについて

は、ぜひお願いをしたいと考えております。実

際そこで目視する見方もあれば、いろんな技術

があるじゃないですか、カメラだったり、ドロ

ーンだったり、今頃はあるわけで、工夫、駆使

して皆様にしっかりと見ていただける、そうい

った発掘調査のあり方でやっていただきたいと

いうふうに、今、何度も繰り返しあっています

ので、もう答弁はいいですけれども、しっかり
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と取り組んでいただきたいと考えています。よ

ろしくお願いいたします。

たらればの話で、これはちょっと大変恐縮な

んですが、遺跡がある、ないということでフロ

ーを見せていただきました。遺跡があった場合

については、先ほども本当に考え方を根本から

見直すと、見直していただきたいという参考人

の方の意見もありました。先ほども参事監もそ

ういった趣旨のご答弁もあったと認識をしてお

りますが、一方、なかったとなった場合の話な

んですが、なかったとなった場合でも、先ほど

も参考人の皆様から、この土地、場所が持つ重

層的な歴史的価値ということをご紹介いただい

て、仮になかったとした場合においても、これ

はしっかり踏まえた形での跡地の活用でないと

いけないんじゃないかというふうに考えていま

す。十分に踏まえた上で3つの主要機能を含め
検討されているということは承知をいたしてお

りますが、より一層、県民の跡地に対する関心

度が高まっていく中において、よりこれはしっ

かりと記録を残した跡地活用にすべきではない

かという思いを強くいたしました。

そういったところで遺跡はなかったという場

合のパターンにおいて、どのようなお考えをお

持ちか、お尋ねいたします。

【村上企画振興部参事監】先ほどの参考人質疑

の中でもございました、例えば、遺跡が仮にな

かった場合、高見参考人からご意見がございま

したが、岬の教会を彷彿とさせるような何かを

つくることができないかということで、時計で

すとか、あるいは鐘のご紹介がございました。

また、その後で、教会だけではなくて、その後

奉行所ができ、県庁ができたので、そういった

ものを共存させるような見せ方というのもある

のではないかというご意見がございました。

私どもも、現在の整備方針の中では、交流・

おもてなしの空間の中で、この土地の重層的な

歴史について情報発信をするということで位置

づけをしているところでございます。

例えば、交流・おもてなしの空間だけではな

くて、広場に関してそういった、過去ここであ

った歴史を活かしたデザインをするとか、そう

いったことも考えられるのではないかというふ

うに思いますので、その場合は、ではその歴史

をどのように表現するのかということに意を用

いて計画を深めていきたいと考えております。

【川崎委員】先ほども申し上げましたけれども、

今の技術でいろんなことが可能になってきてい

るんじゃないかと思います。さまざまなハード

の制約、建築、建設の制約はあるんでしょうが、

いろんなことが、今、技術が発達をしていると

思います。さまざまなご専門の方のお話も聞き

ながら、ぜひこの土地に残された重層的な歴史

的価値というものを、いかに表現をしていくか

ということについては、本当に心を砕いた形で

の計画ということを進めていただきたいという

ふうに思います。

だから、現時点であるもないも決め打ちして

やるということはできないわけでありますが、

少なくとも想定内で進めておかないといけない

というふうに思いますので、いわば2つのパタ
ーンの時にはどうあるべきかということについ

ては、既に準備をしながら、これからの計画づ

くりに取り組んでいただきたいと要望いたしま

す。

【小林委員】端的に聞きますけど、埋蔵文化財

の専門職員、これを常時立ち会いをさせながら

これから進めていくと、こう言っているわけだ

ね。とても大事なところで、遺構を壊すような

ことが絶対ないような発掘の調査をやっていか

なければいけないと、ここが一番ポイントだと

思うんです。そこのところをどうやって担保す
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るかということがとても関心があって、急がせ

て遺構を壊すようなことがもし仮にあったとす

れば、これは大変なことになるわけだ。

そこのところで、そんなことがないようにす

るために、そういう文化財の専門職員を、埋蔵

に一番関心の高い、また造詣の深いと、こうい

うところなんだけれども、ちょっと大変失礼な

話なんだけれども、いわゆるこの専門職員とい

うのはどれくらいのレベルの人を配置するのか。

君がやるのか。そういうようなことで、資格を

持った人じゃないといかんのだろうけれども、

大体何名ぐらいで、どういうような形でやって

いくのか、ちょっとその辺を課長、話してくだ

さい。

【草野学芸文化課長】県内の発掘調査について

は、壱岐に埋蔵文化財センターがございまして、

そこにも職員がおりますけれども、今回の県庁

舎跡地は本課の職員が担当しております。埋蔵

文化財保護主事が4名おります。加えて文化振
興課の併任も一人おります。5名の職員でやっ
ていこうと思っております。

【小林委員】 その5名の人たちが交代交代で、
要するに10月から始まるところに毎日立ち会
うようにすると、こういうようなやり方でやっ

ていくんだよね。

だから、さっきも言ったように、この発掘の

調査の中で、発掘の調査なのか、そういう本当

に何というか、急いで駆け足でやらせるような、

そんなような形で受け止められるようなことが

あったら、これはまた大変なことになる。だか

ら、そこのところを基本的な方針をきちっと決

めながらやっていかなくちゃいかんと思うんだ。

そういうような形で、県が、何と言っても先

ほど参考人の先生方が、やっぱり相当心配をさ

れているということを受け止めて、その期待に

応えるような形の中で、やはりどこが限界なの

か、どこまでやればいいのかとか、そういうと

ころもひとつきちんとお互いが納得できるよう

な、そういう線引きの中で事を進めていかなけ

ればいかんと思います。

部長、中村知事も、今までどっちかというと

3つの機能ということの中で、長い間、先ほど
もちょっと指摘したけれども、県庁と市役所で

いろいろと、これまでＭＩＣＥの問題等々もあ

りながら、大分時間がかかりましたよね。そう

いうようなことで、やはり地元商店街の旧江戸

町の商店街の方たちも、私は県庁舎移転の特別

委員長を2回やりながら、とにかく県庁が移動
しても、移転しても、ちゃんとした賑わいをき

ちんと確保すると、こんなような形の中で、こ

れから生きるすべ、なすすべをしっかりそこで

考えていきましょうと、こう言っているわけだ

よ。

そういうこともあるので、その辺のところか

ら考えてまいりまして、いよいよ9月議会が、
今議会が終わったら9月議会、そして大体10月
ぐらいから埋蔵発掘開始というような形になっ

てくる。中村知事にも、今までそうやって3つ
の機能のことについては相当ご苦労いただいて

いるし、調整も大変だったと思うし、あなた方

もそうだったと思うんだけれども、やっぱり中

村知事から、これから機会あるごとに、埋蔵の

あり方についても、また、こういう450年前の
歴史的なそういう意義というものを十二分に認

識しながらということで、何と言っても中村知

事が発信していただくことが、県民や、それぞ

れ関係の皆様方に一番の安心を与えることにつ

ながると思うんです。ぜひ知事と話をして、こ

ういう今日の参考人の先生方のご指摘、そして

また、こうして議論した内容、そういう中で知

事には、事あるごとに発掘の基本的な県庁の考

え方、そういうようなことをぜひとも発言して
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もらいたいと、こういうふうに思いますので、

その辺の取組について、ちょっと部長の見解を

聞いておきたいと思います。

【柿本企画振興部長】この埋蔵文化財の発掘調

査は、教育委員会の方に依頼をして行っており

ますけれども、その実施の考え方、それから内

容については、私ども知事部局、企画振興部の

方でもしっかりその内容を把握いたしまして、

もちろん、これは三役、知事含めてしっかりと

状況を報告して進めていくべきだというふうに

考えております。

そういう意味で、知事の方にもそういった点

は十分理解がされるものと思っておりますので、

今後もさまざまな場面でそういった県の考え方

というのはしっかりお伝えしていくような、そ

ういった形で取り組んでまいりたいと思います。

【小林委員】一番大事なところは、どこまでや

ればいいのか、どこが一つの線引きかと、これ

は非常に難しい。我々は言葉で言っているけれ

ども、ここはやっぱりいつまでもやればいいと

いうものじゃないわけだよ。だから、本当にど

こまでをやればいいのかと、この辺のある程度

の線引きとか、そういうようなことも考えなく

ちゃいかんと思います。

だから、そういうところも、やっぱり専門家

の人たちと十二分に話しながら、今、審議会の

委員のメンバーが出てまいりましたが、やっぱ

りそういう方々との意見を交換しながら、そし

てまた、今日の参考人の先生方とも意見交換し

ながら、ある程度納得のいく形の中で、私はや

っぱりどこまでができるか、どこまではやれる

か、もうこれ以上は、どこまでやれるかとか、

やれないとか、そういうところもある程度しっ

かり考えていかなくちゃいかんところだと思い

ます。

こういうところから、これから前向きに知事

がしっかり、県民、市民の皆様方、全国に向け

て、また外国に向けて発信をしていく。同時に、

地元市には、そういうこともよくひとつ考えな

がら、誰もが見てなるほどとわかるような形の

中でこれから決めていきたいと、こういうよう

に思っておりますから、ぜひそのようにお願い

をしたいと思います。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【吉村委員】先ほども思っていたんですが、今

度は当局ということで、ちょっと意見を言わせ

ていただくんですが、今、小林委員からもあっ

たんですが、発掘の仕方というところに気にか

かるところがあって、この資料の3ページに、
平成22年の予備調査があります。これにボーリ
ング調査19カ所というのがあって、ボーリング
調査とか、ボーリングを掘っていいとやろうか

なという疑問があったわけです。大体はこう掘

っていくんでしょう。

これは、まだ庁舎が建っていた時だから、外

側のほうだけをしてあるんですけど、今後、ボ

ーリング調査というのはされるのかなと、これ

はいかんやろうと思うんですけど、いかがです

か。

【草野学芸文化課長】確認調査の場合には、地

山まで発掘調査を、丁寧に掘ってまいります。

このボーリング調査は、当時、地山がどこの辺

のあたりにあるのか、深さを確認するために、

非常に小さなパイプで確認をしたものでござい

ます。

【吉村委員】それであればいいんですが、そこ

ら辺は最新の注意を払っていただかないといか

んのだろうと。

それからもう一つ、先ほどから遺構があった

場合、なかった場合と、これも先ほどから考え

ていたんですが、この遺跡というか、この歴史

的な財産というのは、難しいなという部分があ
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るなと。重層的という言葉が、この場合、使っ

てあるんですが、この2つの、いわゆる形があ
るものの重層的なものという意味と、歴史的な

記憶とかそういう意味での重層的という二面性

があって、これを両立しながら構築していくと。

それと、まずは観光とかいうようなものはなし

で考えんといかんのだろうと私は個人的に思い

ます。で、これを残していく。

そして、遺構としての重層的というのが、上

に代官所跡というのがあって、その下に岬の教

会というのがある。これがずれていればいいけ

ど、さっきのすばらしい絵があったんですが、

あれは真下にあるようになっていたので、確認

したんですが、「少しずれていると思います」

というような話だったんですけど、そういうと

ころを二段に、外国にはそういうのも発掘した

り、展示したりしている例があるような話をさ

れておりましたが、上を掘って、今度下を掘る

時には、上を残しながら下を掘るというのがで

きるのかなとか思ったりもするんです。私が住

む町にも「福井洞窟」という、2万年、3万年前
の竪穴式住居があるんですが、これも真っ直ぐ

ずっと掘ってあるわけですよね。だから、上か

ら見るしかないです。この壁の面を横から見れ

れば、なかなかおもしろいなと思うんです。歴

史が横から見えるわけですから、地層みたいに。

だから、そういう工夫とかもしたらいいんじ

ゃなかろうかとか、押さえながら、下をまた掘

るとか、そういうのを見せるということになる

と、先ほどから出ている、県民、市民ばかりじ

ゃなくて、観光で長崎を訪れる人にとっても、

その作業とかを見るのは十分観光資源にもなり

得ると。これは副産物として考えれば、そうい

うことになり得る。

だから、そういう時には、やはり企画振興部、

学芸文化課だけではなくて、観光振興課とも連

携をして、それを活用していく。そのための安

全確保を担保していく。それから、遺構の保存

も担保していかんばいかんわけですから、そこ

にいたずらとかされたらいかんからですね。そ

ういうのを総合的に考えていかんといかんのだ

ろうと思いますので、これは急ぐことなくやっ

ていただきたいと思うわけですが、そこら辺に

ついて意を用いながらやっていただきたいとい

うところを申し上げさせていただきたいと思い

ます。

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。
【浅田委員】 1点。配られている資料の中で、
10月以降の予定のところなんですけど、赤で記
しているのがあって、たしか私が遺構調査につ

いて行った時には、何か印がついているのを見

ていた方たちがいらっしゃったんですね。実態

として、本来もう決まっているのか。さっき調

査日を見せたりしていただきたいという要望も

出したんですが、そういう情報発信のあり方と

か、今後どこから先にやっていくおつもりなの

か、決まっている部分を教えてください。

【草野学芸文化課長】それは恐らく視察の際に、

平成22年に調査した箇所をこの図面に落とし
て説明をした部分だろうかと思いますけれども、

前回は、県庁がそのまま活用された状態で発掘

調査をしましたので、前庭の部分とか、裏の駐

車場、南門あたりのところの発掘調査と石垣し

かできませんでした。

今回は、当時できなかった部分の発掘調査を

したいと考えておりまして、本館の下と中庭あ

たり、それと郵便局から大波止側の第3別館の
上あたりになっていくのではないかと思ってお

ります。そういった発掘調査の場所については、

今後保護審議会の皆様方のご意見を聞きながら

進めていきたいというふうに考えております。

【浅田委員】わかりました。その情報はしっか
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りとお届けをいただきますようお願いいたしま

す。

それと、質問じゃなくて要望なんですが、こ

の長崎県文化財保護審議会の委員の方は、今、

17名いらっしゃいます。一番長い方は33年もこ
の審議会の委員をしてくださっていますが、ぜ

ひとも、委員長、よろしければこの委員会で、

この方たちが、どうもこれからの発掘調査の未

来を担っているという大きな部分があろうと思

います。今日は、さまざまな形でのお考えを持

っている4名の方に来ていただいたんですけれ
ども、できれば、文化財保護審議会の方々をぜ

ひとも委員会のほうにまた呼んでいただきまし

て、ご意見等々を、私たちの考え方やそちらが

どう思っているかということをお伺いしたいの

で、これは、本日は要望とさせていただきたい

と思います。

【中島(浩)委員長】 承っておきます。
ほかにございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、これをもちまして質問を終わらせていた

だきます。

これをもちまして、総務委員会及び予算決算

委員会総務分科会を閉会いたします。

皆さん、お疲れさまでした。

― 午後 ４時１０分 閉会 ―



委 員 長        中 島  浩 介

副   委   員   長     山 下  博 史

署 名 委 員    浅 田  ますみ

署 名 委 員    下 条 博 文

書  記   馬 場  雄 志

書  記   望 月  一 寿

速  記   (有)長崎速記センター
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